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鋼船規則 N編  液化ガスばら積船  

1章 通則 

1.1 一般  

1.1.1 適用（IGCコード 1.1.1，1.1.5，1.1.7及び 1.1.10関連）* 

-1. 本編の規定は，液化ガスをばら積で運送する船舶（以下，本編において「船舶」という。）に適用する。液化ガス

とは，37.8℃における蒸気圧が 0.28 MPa（絶対圧）を超える液体及びこれに類似する性状を有する液体であって，表 N19.1

に示すものをいう。 

-2. 航路を制限する条件で登録を受ける船舶及び推進機関を有しない船舶については，本編の規定を適宜参酌するこ

とがある。 

-3. 本編に規定している船体，機関及び艤装に関する事項については，他編の規定にかかわらず，本編の規定を適用す

る。 

-4. 本編の適用を受ける貨物及び S 編の適用を受ける貨物を同時に又は交互に運送しようとする船舶は，次の(1)及び

(2)に該当する場合を除き，運送する貨物に応じて適用される両編の規定に適合しなければならない。 

(1) 船舶が次の(a)及び(b)の両方の貨物の運送のために設計され，かつ，建造される場合には，本編の規定のみを適用

する。 

(a) 本編 19 章にのみ掲載されている貨物 

(b) 本編及び S 編の両方に掲載されている貨物の 1つ又はそれ以上（これらの貨物は，表 N19.1の a欄に「*」印

で示してある。） 

(2) 船舶が前(1)(b)に記載されている貨物の 1 つ又はそれ以上のプロダクトのみを運送しようとする場合には，S 編の

規定のみ適用する。 

-5. 一定期間において位置保持され，再ガス化及びガスの積出しに従事する又はガスの受け入れ，処理，液化及び貯蔵

に従事する船舶にあっては，IGC コード 1.1.10 の規定に従い主管庁及び港湾当局が定める追加の要件にも適合しなけれ

ばならないことに注意する必要がある。 

-6. 2016 年 7 月 1 日前に建造開始段階にあった液化ガスばら積船にあっては，建造時において適用された要件に適合

しなければならないことに注意する必要がある。 

1.1.2 同等効力  

本編の規定によりがたい構造，設備等で，本編の規定に適合するものと同等の効力があると IGC コード 1.3の規定に従

い認められるものに限り，本編の規定によらないことができる。 

1.1.3 リスクアセスメント（IGCコード 1.1.11関連）  

本編の規定により，リスクアセスメント及びこれと同様の目的の判定等が要求される場合には，これらの結果には，そ

の有効性を示すために，少なくとも次の(1)から(8)に掲げる事項を含めなければならない。 

(1) 適用した手法及び規格の記載 

(2) シナリオ解釈からの起こりうる変化又は判定における潜在的誤り 

(3) 独立した適切な第 3者機関によるリスクアセスメントの過程の正当性の確認 

(4) リスクアセスメントを実施した際の品質システム 

(5) リスクアセスメントを実施した際に使用した情報源並びにデータの適合性及び妥当性 

(6) リスクアセスメントを実施した人員の知識水準 

(7) 関連機関に対する結果の配布システム 

(8) 独立した適切な第 3者機関による結果の妥当性の確認 

1.1.4 定義（IGCコード 1.2関連）* 

本編における用語の定義は，別に定めるもののほかは，次の(1)から(52)に定めるところによる。 
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(1) 「居住区域」とは，公室，通路，洗面所，船室，事務室，病室，映写室，娯楽室，理髪室，調理器具のない配ぜん

室及び類似の場所として使用する場所をいう。 

(2) 「「A」級仕切り」とは，R 編 3.2.2に定める仕切りをいう。 

(3) 「主管庁」とは，船舶の旗国の政府をいう。 

(4) 「沸点」とは，プロダクトが大気圧に等しい蒸気圧を示す温度をいう。 

(5) 「船の幅（Bf）」とは，船体中央部の船体最広部における，金属製の船殻の船舶にあっては助骨の外面から肋骨の

外面までの水平距離，他の材料の船殻の船舶にあっては船殻の外面から外面までの水平距離をいい，その単位はメ

ートル（m）とする。 

(6) 「貨物エリア」とは，貨物格納設備を格納する船舶の部分並びに貨物ポンプ室及び圧縮機室をいい，かつ，これら

の場所の上方の船舶の全長及び全幅にわたる甲板区域を含む。最後部ホールドスペースの後端又は最前部ホール

ドスペースの前端にあるコファダム，バラスト区域又は空所は，これらを設ける場合，貨物エリアから除外される。  

(7) 「貨物格納設備」とは，貨物の格納のための設備をいい，一次及び二次防壁，付随する防熱材及びこれらの間に空

間等を設ける場合はこれらを含み，かつ，これらの構成要素を支持するために必要な場合は隣接する構造も含む。

二次防壁が船体構造の一部である場合，これをホールドスペースの周囲壁とみなして差し支えない。 

(8) 「貨物コントロール室」とは，貨物の取扱い作業の制御に使用される区域をいう。 

(9) 「貨物機関区域」とは，貨物圧縮機，貨物ポンプ又は貨物プロセスユニット（機関室へガス燃料を供給するものを

含む。）が配置される場所をいう。 

(10) 「貨物ポンプ」とは，主ポンプ，ブースタ・ポンプ，スプレーポンプ等を含み，液体貨物の移送のために使用され

るポンプをいう。 

(11) 「貨物」とは，本編の適用を受ける船舶によってばら積運送される表 N19.1に掲げられたプロダクトをいう。 

(12) 「貨物業務区域」とは，面積が 2 m2 を超える工作室，ロッカ又は貯蔵品室として使用される貨物エリア内の区域

をいう。 

(13) 「貨物タンク」とは，貨物の一次格納容器として設計された液密の容器をいい，防熱材又は二次防壁若しくは両方

が組み合されているかいないかを問わず，すべてこのような格納設備を含む。 

(14) 「クローズドループ採取端」とは，プロダクトを貨物タンクへ還流することによって，採取を行っている間，大気

への貨物蒸気の漏洩を最小とする貨物管採取装置をいう。 

(15) 「コファダム」とは，2つの隣接した鋼製隔壁間又は甲板間の隔離されている区画をいう。この区画は，空所又は

バラスト区域とすることができる。 

(16) 「制御場所」とは，船舶の無線装置，主要な航行設備又は非常動力源が置かれる場所及び火災表示／警報装置又は

火災制御装置が集中配置される場所をいう。これには，貨物エリア内に設置するのが最も実用的である特別の火災

制御装置は含まれない。 

(17) 「引火性プロダクト」とは，表 N19.1 の f 欄に「F」として表示されるプロダクトをいう。 

(18) 「燃焼限界」とは，燃料-オキシダント混合状態を定義する条件であって，十分強い外部の発火源により，与えら

れた試験装置内に引火性を丁度生じさせることのできる状態をいう。 

(19) 「火災安全設備コード（FSS コード）」とは，国際海事機関（以下，本編において「IMO」という。）の海上安全委

員会が決議 MSC.98(73)において採択した火災安全設備のための国際規則をいい，効力を生ずる同規則の改正を含

む。 

(20) 「液化ガスばら積船」とは，表 N19.1 に示す液化ガス若しくはその他のプロダクトのばら積み運送のために建造又

は改造し及び使用するすべての貨物船をいう。 

(21) 「ガス燃焼装置（GCU）」とは，余剰貨物蒸気について燃焼による処理を行う装置をいう。 

(22) 「ガス使用機器」とは，貨物蒸気を燃料として使用する船内のすべての機器をいう。 

(23) 「危険場所」とは，引火又は爆発しやすい物質が置かれる場所及び同場所から発生するガス又は蒸気が侵入して爆

発性混合気を生じるおそれのある区画又は区域をいう。爆発性混合気が存在する場合，毒性，腐食性，反応性及び

低温の危険性も存在し得る。当該危険性を考慮し，追加の区画の通風対策及び船員の保護を考慮することが必要と

なる。危険場所に含まれるものは例えば次の場所をいうが，これに限らない。 

(a) 貨物格納設備，貨物タンク，管及び貨物を含む設備の圧力逃し弁又はその他の通風装置のすべての配管の内部  

(b) インタバリアスペース 

(c) 二次防壁が要求される貨物格納設備のホールドスペース 
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(d) 二次防壁が要求されない貨物格納設備のホールドスペース 

(e) 二次防壁が要求される貨物格納設備の場合，一重のガス密鋼製囲壁によってホールドスペースから隔離され

ている区画 

(f) 貨物機関区域 

(g) 貨物弁，貨物管フランジ，貨物機関区域からの通風排出口等のガス放出源となり得る箇所から 3 m 以内にある

開放甲板上の区域もしくは開放甲板上の半閉鎖場所 

(h) 貨物機関区域の入口，貨物機関区域の空気取入口から 1.5 m 以内にある開放甲板上の区域もしくは開放甲板上

の半閉鎖場所 

(i) 貨物エリア及び貨物エリアの前後 3 m となる開放甲板上の場所であって暴露甲板の上方 2.4 m までの範囲 

(j) 貨物格納設備の外面が暴露している場合，当該外面から 2.4 m 以内の範囲 

(k) 貨物を含む管が設置される閉鎖又は半閉鎖場所。ただし，ボイルオフガスを燃焼させる装置の管が設置される

場所を除く。 

(l) いずれかの危険場所に直接開口を持つ閉鎖又は半閉鎖場所 

(m) 空所，コファダム，トランク，通路及び閉鎖又は半閉鎖場所であって貨物格納設備に隣接する又は貨物格納設

備の直上若しくは直下にあるもの 

(n) いずれかのベントライザーの排出口の上部及び近傍にある開放甲板上の区域又は半閉鎖場所であって，排気

管開口の上部について排気管開口からの半径が 6 m の円筒形（高さの制限なし）の内部となる場所又は当該開

口の下部について当該開口からの半径が 6 m 以内の半球形の内部となる場所 

(o) 貨物の漏洩から保護するために貨物管のショアコネクション部に設けられた格納容器の内側及びその周囲

3 m 以内であって，甲板から高さ 2.4 m までの範囲 

(24) 「非危険場所」とは，危険場所以外の場所をいう。 

(25) 「ホールドスペース」とは，貨物格納設備が設置され，かつ，船体構造により閉囲された区域をいう。 

(26) 「IBC コード」とは，IMO の MSC が決議 MSC.4(48)において採択した危険化学品のばら積み運送のための船舶の

構造及び設備に関する国際規則をいい，効力を生ずる同規則の改正を含む。 

(27) 「独立」とは，例えば管装置又は通気装置が他のシステムと連結されることがないような状態になっており，かつ，

他のシステムに連結され得るような装置が備えられていないことをいう。 

(28) 「防熱スペース」とは，防熱材が全体又は一部を占める区域をいい，インタバリアスペースとなる場合及びならな

い場合がある。 

(29) 「インタバリアスペース」とは，一次防壁と二次防壁の間の区域をいい，防熱材又はその他の材料によって完全に

若しくはその一部分が満たされている場合及び満たされていない場合がある。 

(30) 長さ（Lf）とは，A 編 2.1.3 に定める船の乾舷用長さをいう。 

(31) 「A類機関区域」とは，次の(a)から(c)のいずれかのものを収容する場所をいい，これらの場所に至るトランクを

含む。 

(a) 主推進のために使用される内燃機関 

(b) 主推進以外の用途に使用される合計出力 375 kW 以上の内燃機関 

(c) 油だきボイラー若しくは燃料油装置又はイナートガス生成装置，焼却炉等のボイラー以外の油だき設備 

(32) 「機関区域」とは，A類機関区域並びに推進機関，ボイラー，燃料油装置，蒸気機関，内燃機関，発電機，主要電

気機器，給油場所，冷凍機械，減揺装置，通風機械及び空気調和機械を収容する場所，その他これらに類する場所

並びにこれらの場所に至るトランクをいう。 

(33) 「MARVS」とは，貨物タンクの逃し弁の最大許容設定圧力をいう。 

(34) 「燃料油装置」とは，油だきボイラに送る燃料油の処理に用いるすべての装置，内燃機関に送る加熱された燃料油

の処理に用いる装置及び油圧ポンプ，こし器及び加熱器であって，0.18 MPa を超える圧力で燃料油を処理するも

のをいう。 

(35) 区画の「浸水率」とは，当該区画内の水で占有されると仮定される容積と当該区画の総容積との比をいう。 

(36) 「港湾当局」とは，船舶が積荷又は揚荷を行っている港における国の適当な機関をいう。 

(37) 「一次防壁」とは，貨物格納設備が 2 重の周囲壁を有する場合，貨物を格納するために設計された内側の構成要素

をいう。 

(38) 「プロダクト」とは，本編 19章に掲げられるガスの総称をいう。 
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(39) 「公室」とは，居住区域の部分であって，ホール，食堂，ラウンジ及び類似の恒久的に囲まれた場所として使用さ

れるものをいう。 

(40) 「本会が適当と認める規格」とは，主管庁が適当と認める国際規格若しくは国家規格又は本会が別途定める基準を

いう。 

(41) 「比重」とは，ある容積の貨物プロダクトの質量と，それと等容積の真水の質量との比をいう。 

(42) 「二次防壁」とは，一次防壁からの液体の貨物の予想されるいかなる漏洩も一時的に格納する性質をもち，かつ，

船体構造の温度が安全でない水準まで低下することを防ぐように設計された貨物格納設備の耐液体性の外側の構

成要素をいう。二次防壁の型式については，本編 4章でさらに詳細に規定されている。 

(43) 「分離された装置」とは，貨物管装置と通気装置であって互いに恒久的に接続されないものをいう。 

(44) 「業務区域」とは，調理室，調理器具のある配ぜん室，ロッカ室，郵便室，金庫室，貯蔵室，機関区域の一部を構

成するもの以外の作業室及び類似の場所をいい，これらの場所に至るトランクを含む。 

(45) 「タンクカバー」とは，貨物格納設備が暴露甲板上に突出している場合にこれを保護し又は甲板構造の連続性及び

保全性を確保するための保護構造をいう。 

(46) 「タンクドーム」とは，貨物タンクの一部の上方延長部をいう。甲板下にある貨物格納設備の場合，タンクドーム

は暴露甲板又はタンクカバーを貫通して突出する。 

(47) 「燃焼による処理」とは，ボイルオフガスを本編 16 章の規定に従って船の燃料として利用する装置若しくは廃熱

処理する装置又はガスを燃料として使用しないものであって本編の規定を満足する装置によるものをいう。 

(48) 「毒性プロダクト」とは，表 N19.1の f 欄に「T」として表示されるプロダクトをいう。 

(49) 「ターレット区画」とは，ディスコネクタブルターレット係留設備の回収及び取り外しのための設備及び機関，高

油圧により操作される装置，防火設備並びに貨物移送用の弁を収容する区画及びトランクをいう。 

(50) 「蒸気圧」とは，特定の温度における液体の飽和蒸気の平衡圧力をいい，Pa（絶対圧）で表わす。 

(51) 「ボイドスペース」とは，貨物エリア内で貨物格納設備の外にある閉囲された区画をいい，ホールドスペース，バ

ラスト区域，燃料油タンク，貨物ポンプ，圧縮機室及び通常時に人が使用するいかなる区域も含まない。 

(52) 「IGC コード」とは，IMO の MSC が決議 MSC.5(48)において採択した液化ガスのばら積運送のための船舶の構造

及び設備に関する国際規則をいい，効力を生ずる同規則の改正を含む。 

1.2 作業要件  

1.2.1 適用  

本 1.2の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が遵

守すべき事項を示すものである。 

1.2.2 引火性貨物の積載制限（IGCコード 1.1.4関連）  

-1. 本編でタイプ 1G 船が要求されるプロダクトを貨物タンクに積載している時には，引火点が 60℃（密閉容器試験に

よる。）以下の引火性液体及び本編 19 章に掲げる引火性プロダクトは，2.4.1(1)に述べる貨物タンク防護用区域内にある

タンクで運送しないこと。 

-2. 同様に，本編でタイプ 2G/2PG 船が要求されるプロダクトを貨物タンクに積載している時には，1.2.2-1.に規定され

る引火性液体は，2.4.1(2)に述べる貨物タンク防護区域内にあるタンクで運送しないこと。 

-3. 個々の場合において，前-1.及び-2.の制限は，本編でタイプ 1G 船又はタイプ 2G/2PG 船が要求されるプロダクトが

積載された貨物タンクで，ホールドスペースの船舶の縦方向の範囲内の貨物タンク防護用区域内にあるものに適用される。 

-4. 前-1.に規定される引火性液体及びプロダクトは，本編でタイプ 1G 船又はタイプ 2G/2PG 船が要求されるプロダク

トの貨物タンク内に保有されている量が冷却，循環又は燃料供給用のみに使用されるだけの量のものであるときには，こ

れらの貨物タンク防護用区域内で運送することができる。 
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2章 船舶の残存能力及び貨物タンクの位置 

2.1 一般（IGCコード 2.1）  

2.1.1 一般* 

船舶は，何らかの外力に起因する仮定された船体損傷に伴って生ずる浸水による静的な影響を受けても残存しなけれ

ばならない。さらに，船舶及び環境を保護するために，貨物タンクは，貨物タンクを外板から定められた最小距離以上内

側に設置することによって，例えば岸壁又は引船との接触により船舶が軽度の損傷を被った場合に貨物タンクに貫通し

ないように保護され，かつ，衝突又は座礁時の損傷から保護されるように設置されなければならない。仮定する損傷及び

外板と貨物タンクの距離についてはいずれも，運送するプロダクトの危険度に応じて定めなければならない。また，外板

と貨物タンクの距離は当該貨物タンクの容積に応じて定めなければならない。 

2.1.2 船舶のタイプ  

船舶は，次に示す(1)から(4)のいずれかのタイプとして設計されなければならない。 

すなわち，タイプ 1G船は，全体にわたる最大の危険性を示すと考えられる貨物の運送に従事しようとする船舶であり，

また，タイプ 2G-2PG 船及びタイプ 3G 船は，順次危険性の低くなる貨物に対するものである。したがって，タイプ 1G

船は，最も厳しい損傷の基準に対して残存するように設計されなければならず，また，その貨物タンクは，外板から最大

の規定距離だけ内側に配置しなければならない。 

(1) タイプ 1G 船:19 章においてプロダクトの漏洩を防止するために最高の予防措置が要求されるプロダクトを運送し

ようとする船舶 

(2) タイプ 2G 船:19 章においてプロダクトの漏洩を防止するために高度の予防措置が要求されるプロダクトを運送し

ようとする船舶 

(3) タイプ 2PG 船:19 章においてプロダクトの漏洩を防止するために高度の予防措置が要求されるプロダクトを運送

しようとする乾舷用長さが 150 m 以下の船舶であって，かつ，少なくとも 0.7 MPa（ゲージ圧）の MARVS 及び-55℃

以上の貨物格納設備設計温度で設計された独立型タンクタイプ C（4.23.1 参照）でプロダクトを運送する船舶（船

の乾舷用長さが 150 m を超えるこのような船舶は，タイプ 2G 船とみなされることに注意すること。） 

(4) タイプ 3G 船:19 章においてプロダクトの漏洩を防止するために中程度の予防措置が要求されるプロダクトを運送

しようとする船舶 

2.1.3 個々の貨物に対して要求される船舶のタイプ  

個々のプロダクトに対して要求される船舶のタイプは，表 N19.1の c欄に従って定められなければならない。 

2.1.4 2種以上の貨物を運送する場合の要件  

船舶が表 N19.1に掲げる 2 種以上のプロダクトを運送しようとする場合，損傷の基準は，最も厳しい船舶のタイプの要

件を課されるプロダクトに対応するものでなければならない。ただし，個々の貨物タンクの位置に対する要件は，その貨

物タンクで運送しようとするそれぞれのプロダクトに関連した船舶のタイプに対する要件とすることができる。 

2.1.5  格納設備の上面の位置  

本編の適用上，各格納設備のモールドラインの位置を図 N2.5 から図 N2.9に示す。 

2.2 乾舷及び復原性  

2.2.1 復原性（IGCコード 2.2.2）  

貨物の積込み時及び貨物の取卸し時中を含む，すべての航海状態において，船舶の復原性は鋼船規則 U 編 2 章の規定

を満足しなければならない。海上での積込み，取卸し及び半載状態がある場合はこれらを含む。バラストに係る作業中に

おいても復原性に関する規定を満足しなければならない。 

2.2.2 固定バラスト（IGCコード 2.2.4）* 

固定バラストは，通常，貨物エリアの二重底区画内に使用してはならない。ただし，復原性を考慮して，このような区

画に固定バラストを積付けることが避け難い場合には，その配置は，点検のための交通を確保する必要があること及び船

底損傷に起因する衝撃荷重が直接に貨物タンク構造に伝わらないような措置を講ずる必要があることを考慮して決定さ
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れなければならない。 

2.2.3 復原性資料（IGCコード 2.2.5関連）* 

B 編 2.1.7-8.に定める復原性資料には，船舶の残存能力の概要を含めなければならない。 

2.2.4 復原性計算機（IGCコード 2.2.6及び 2.2.7関連）* 

-1. 本編の適用を受ける船舶は，非損傷時復原性要件及び損傷時復原性要件への適合を検証するため，IMO が策定し

た性能基準を参考として本会により承認された復原性計算機を備え付けなければならない。 

-2. 前-1.の規定にかかわらず，2016 年 7 月 1 日前に建造開始段階にあった船舶に備え付けられている復原性計算機は

交換する必要は無い。この場合，当該復原性計算機は，本会が適当と認めるところにより非損傷時復原性要件及び損傷時

復原性要件への適合を検証できるものでなければならない。 

-3. 前-1.又は-2.の規定により復原性計算機を備える場合には，主管庁により発行された計算機の承認証明書を船上に

保持しなければならない。 

-4. 次に掲げる船舶にあっては，本会が本船上の非損傷時復原性要件及び損傷時復原性要件の検証手順によって承認

された積付状態と同等の安全性が保持されると認める場合に，前-1.から-3.の要件を免除することができる。 

(1) 2.2.3 の要件に従って予想されるすべての積付状態が復原性に関する資料において承認されており，専ら当該積付

状態の範囲における運送に従事する船舶 

(2) 本会により承認された手段により遠隔で復原性要件が検証される船舶 

(3) 承認された範囲の積付状態で運航される船舶 

(4) 2016 年 7 月 1 日前に建造開始段階にあった船舶であって，適用されるすべての非損傷時復原性要件及び損傷時復

原性要件を満足する承認された許容 KG 又は GM 曲線を有するもの 

2.2.5 載貨状態（IGCコード 2.2.8関連）* 

損傷時の残存能力は，本会に提出された積付資料に基づき，予測されるあらゆる載貨状態並びに喫水及び縦傾斜の変化

について調査しなければならない。バラスト状態及び適用される場合には，貨物ヒール（残留）状態も含めなければなら

ない。 

2.3 損傷の仮定（IGCコード 2.3）  

2.3.1 仮定損傷範囲  

-1. 船側からの損傷範囲は表 N2.1による。 

-2. 船底からの損傷範囲は表 N2.2による。 

2.3.2 その他の損傷* 

-1. 2.3.1 に示す最大損傷範囲より小さい範囲の損傷がより厳しい状態をもたらす場合には，そのような損傷を考慮し

なければならない。 

-2. 貨物エリア内のあらゆる場所において，外板のモールドラインから 2.4.1 に規定される距離 d 内側までの局部損傷

を考慮しなければならない。また，隔壁は，2.6.1 の規定に応じた損傷を仮定しなければならない。d より小さい範囲の損

傷がより厳しい状態をもたらす場合には，そのような損傷を考慮しなければならない。 

2.4 貨物タンクの位置（IGCコード 2.4）  

2.4.1 貨物タンクの位置* 

貨物タンクは，次の(1)から(3)に示す距離をおいて船内側に配置されなければならない。 

(1) タイプ 1G 船:外板のモールドラインから表 N2.1 に定める横方向の損傷範囲以上，かつ，船体中心線における船底

外板のモールドラインから表 N2.2に定める垂直方向の損傷範囲以上で，かつ，すべての箇所において次の(a)から

(d)に示す d 以上 

(a) Vcが 1,000 m3以下の場合，𝑑 = 0.8m 

(b) Vcが 1,000 m3より大きく 5,000 m3未満の場合，𝑑 = 0.75 +𝑉𝑐 × 0.2/4,000m 

(c) Vcが 5,000 m3以上 30,000 m3未満の場合，𝑑 = (0.8 + 𝑉𝑐/25,000)m 

(d) Vcが 30,000 m3以上の場合，𝑑 = 2m 

Vcは 20℃において計画された貨物タンクの総容積（タンクドーム及び付加物を含む。）の 100%。（図 N2.1及
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び図 N2.2 参照）貨物タンクの防護距離の適用上，貨物タンクの容積は共通の隔壁を有するタンクのすべての

部分の合計容積とする。 

dはいかなる横断面においても外板のモールドラインからの法線方向に測ること。 

17 章に従い，タイプ 1G 船が要求される貨物を運送する船舶には，貨物タンクの容量制限が適用されることがある。 

(2) タイプ 2G-2PG 船:船体中心線における船底外板のモールドラインから表 N2.2 に定める垂直方向の損傷範囲以上

で，かつ，すべての箇所において 2.4.1(1)に規定される d以上（図 N2.1及び図 N2.3参照） 

(3) タイプ 3G 船:船体中心線における船底外板のモールドラインから表 N2.2 に定める垂直方向の損傷範囲以上で，か

つ，すべての箇所において d(=0.8 m)以上（図 N2.1及び図 N2.4 参照） 

2.4.2 船底損傷の垂直方向の範囲  

貨物タンクの位置を定めるための船底損傷の垂直方向の範囲は，メンブレン又はセミメンブレンタンクが設置される

場合は内底板まで，その他の場合は貨物タンクの底部までとしなければならない。船側損傷の横方向の範囲は，メンブレ

ン又はセミメンブレンタンクが設置される場合は縦通隔壁まで，その他の場合は貨物タンクの側部までとしなければな

らない。2.3 及び 2.5 に示す距離は図 N2.5 から図 N2.9 に示されるように測らなければならない。防熱材を除いた，モー

ルドライン間の距離を測らなければならない。 

2.4.3 貨物タンクのサクションウェル* 

タイプ 1G 船を除き，貨物タンクに設けるサクションウェルは，表 N2.2 に定める船底損傷の垂直方向の範囲内に突出

させることができる。ただし，ウェルはできる限り小さくし，かつ，内底板より下方への突出は二重底の深さの 25%又は

350 mm のうちいずれか小さい方を超えないものとする。二重底がない場合，船底損傷の上限位置から下方への突出は，

350 mm を超えてはならない。損傷によって影響を受ける区画を決定する際，本 2.4.3 に従って設けられるサクションウェ

ルは，無視して差し支えない。 

2.4.4 貨物タンクの配置  

貨物タンクは，船首隔壁の前方に配置してはならない。 

 

表 N2.1 船側損傷範囲 

方向 損傷の範囲 

縦方向 1/3𝐿𝑓
2 3⁄ 又は 14.5 m のうちいずれか小さい方 

横方向 𝐵𝑓/5又は 11.5 m のうちいずれか小さい方 

（夏期満載喫水線の位置において，外板のモール

ドラインから船体中心線に直角方向に測る。） 

垂直方向 上方無制限 

（外板のモールドラインから測る。） 

 

 

表 N2.2 船底損傷範囲 

方向 損傷の範囲 

 船舶の船首垂線から0.3𝐿𝑓

の間 

船舶のその他の部分 

縦方向 1/3𝐿𝑓
2 3⁄ 又は 14.5 m のう

ちいずれか小さい方 

1/3𝐿𝑓
2 3⁄ 又は 14.5 m のうち

いずれか小さい方 

横方向 𝐵𝑓/6又は 10 m のうちいず

れか小さい方 

𝐵𝑓/6 又は 5 m のうちいずれ

か小さい方 

垂直方向 𝐵𝑓/15 又は 2 m のうちいず

れか小さい方 

（船体中心線において船

底外板のモールドライン

から測る（2.4.3 参照）） 

𝐵𝑓/15又は 2 m のうちいずれ

か小さい方 

（船体中心線において船底

外板のモールドラインから

測る（2.4.3参照）） 
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図 N2.1 貨物タンクの配置要件 

 
 

 

 

図 N2.2 貨物タンクの配置要件 

 

 

 

図 N2.3 貨物タンクの配置要件 
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図 N2.4 貨物タンクの配置要件 

 
 

 

図 N2.5 防護距離 
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図 N2.6 防護距離 
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図 N2.7 防護距離 
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図 N2.8 防護距離 
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図 N2.9 防護距離 

 

2.5 浸水の仮定（IGCコード 2.5）  

2.5.1 一般* 

2.7の規定は，船舶の設計特性，損傷区画の配置，形状及び内容物，液体の分布，比重及び自由表面影響並びにすべて

の載貨状態における喫水及び縦傾斜を考慮した計算によって確認されなければならない。 

2.5.2 浸水率* 

損傷を受けると仮定される区画の浸水率は，表 N2.3 に定めるものとしなければならない。 

 

表 N2.3 浸水率 

区画 浸水率 

貯蔵用 

居住用 

機関用 

空所 

ホールドスペース 

消費液体用 

その他の液体用 

0.60 

0.95 

0.85 

0.95 

0.95(1) 

0～0.95(2) 

0～0.95(2) 

（注）  

(1) 詳細計算に基づき，その他の浸水率の値を考慮することができる（MSC/Circ.651 を参照）。  

(2) 部分載貨区画の浸水率は，当該区域に積載されている液体の総量と対応したものでなければならない。  
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2.5.3 液体積載タンクの損傷  

液体の入っているタンクが損傷を受ける場合は，その液体は，当該区画から完全に流出し，最終の平衡状態液面の位置

まで海水が流入するものと仮定しなければならない。 

2.5.4 横隔壁の損傷* 

水密横隔壁間の損傷を 2.6.1(4)，(5)及び(6)により想定する場合，横隔壁は，これを有効なものとみなすためには，表 N2.1

に示す損傷の長さ方向の範囲以上の距離の間隔で配置されなければならない。横隔壁の間隔がこれより小さい場合，この

ような損傷範囲内の 1つ以上の隔壁は，浸水区画を決定する際，存在しないものと仮定しなければならない。さらに，船

側区画又は二重底区画を仕切る横隔壁のいかなる部分も，その水密隔壁が 2.3に規定される垂直又は水平の損傷貫通範囲

内にある場合，損傷するものと仮定しなければならない。また，横隔壁に長さが 3 m を超える階段部又は屈折部が仮定し

た損傷貫通範囲内にある場合には，その横隔壁も，損傷するものと仮定しなければならない。ただし，船尾隔壁と船尾タ

ンク頂板により形成される階段部は，本 2.5.4の適用上，階段部とはみなされない。 

2.5.5 非対称浸水  

船舶は，効果的な配置によって，非対称浸水を最小限に保つように設計しなければならない。 

2.5.6 平衡用設備* 

弁又は水平調整用管のような機械的補助手段を要する平衡用設備は，これらを取付ける場合，2.7.1-2.の規定に適合させ

るために横傾斜角を減少させたり又は残存復原力の最小範囲を確保する目的として考えてはならず，かつ，平衡用設備が

用いられるすべての段階において，十分な残存復原力が維持されなければならない。大きな断面積を有するダクトにより

連結される区画は，共通区画とみなして差し支えない。 

2.5.7 浸水区画の拡大* 

管，ダクト，トランク又はトンネルが 2.3 に定める損傷貫通の仮定範囲内にある場合，各損傷状態で浸水すると仮定し

た区画から他の区画に浸水が広がらないような措置が，講じられなければならない。 

2.5.8 船楼の浮力算入* 

船側損傷直上の船楼の浮力は，無視しなければならない。ただし，損傷範囲外の船楼の非浸水部分は，次の(1)及び(2)

が満足される場合に限り考慮することができる。 

(1) これらの部分が水密仕切りによって損傷区画から隔離されており，かつ，これらの非損傷区画に関して 2.7.1-2.(1)

の規定に適合していること。 

(2) このような仕切りにある開口が遠隔操作の水密滑り戸により閉鎖することができ，かつ，保護されていない開口が

2.7.1-3.(1)の規定により要求される残存復原力の最小範囲内において水没しないこと。ただし，風雨密に閉鎖し得

る他の開口の水没は認めることがある。 

2.6 損傷の基準（IGCコード 2.6）  

2.6.1 一般* 

船舶は，そのタイプにより次の(1)から(6)に定める範囲において，2.3 に示す損傷を受け，かつ，2.5 で仮定する浸水が

生じたとしても，残存しなければならない。 

(1) タイプ 1G 船は，縦方向のいかなる部分にも損傷を受けるものと仮定しなければならない。 

(2) 船の乾舷用長さが 150 m を超えるタイプ 2G 船は，その縦方向のいかなる部分にも損傷を受けるものと仮定しなけ

ればならない。 

(3) 船の乾舷用長さが 150 m 以下のタイプ 2G 船は，船尾に配置された機関区域の両端のいずれかの隔壁を含む場合を

除き，その縦方向のいかなる部分にも損傷を受けるものと仮定しなければならない。 

(4) タイプ 2PG 船は，表 N2.1に示す縦方向の損傷範囲を超える間隔で配置された横隔壁を除き，その縦方向のいかな

る部分にも損傷を受けるものと仮定しなければならない。 

(5) 船の乾舷用長さが 80 m 以上のタイプ 3G 船は，表 N2.1に示す縦方向の損傷範囲を超える間隔で配置された横隔壁

を除き，その縦方向のいかなる部分にも損傷を受けるものと仮定しなければならない。 

(6) 船の乾舷用長さが 80 m 未満のタイプ 3G 船は，表 N2.1に示す縦方向の損傷範囲を超える間隔で配置された横隔壁

及び船尾にある機関区域の損傷を除き，船の縦方向のいかなる部分にも損傷を受けるものと仮定しなければなら

ない。 
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2.6.2 小型船の損傷基準* 

小型のタイプ 2G/2PG 船及びタイプ 3G 船であって，2.6.1(3)，(4)及び(6)の規定に全面的には適合することが困難な場

合，同等の安全性を維持する代替の措置を講じることを条件に，本会は特別の緩和措置を認めることがある。 

2.7 残存要件（IGCコード 2.7）  

2.7.1 残存要件* 

-1. 船舶は，2.6 の規定に従い，2.3に規定する損傷に対して，安定した平衡状態で残存することができなければならな

い。 

-2. （IGC コード 2.7.1） 

浸水のすべての段階において，次の規定が満足されなければならない。 

(1) 沈下，横傾斜及び縦傾斜を考慮した水線は，浸水が進行するか又は下方への浸水が生じる可能性のあるいかなる開

口の下縁よりも下方になければならない。これらの開口には，空気管及び風雨密戸又はハッチカバーにより閉鎖さ

れる開口を含めなければならないが，水密マンホール蓋及び水密平甲板口，甲板の保全性を十分保持することが出

来る貨物タンク用の小さな水密倉口蓋，遠隔操作の水密滑り戸，単一動作又はこれと同等の動作で締付操作ができ，

船橋及び当該戸のすべての操作場所において開閉状態が確認できる表示装置が備えられている航海中に通常は閉

鎖されているヒンジ式水密戸，航海中は必ず閉鎖されているヒンジ式水密戸並びに固定式舷窓により閉鎖される

開口は，除外して差し支えない。 

(2) 非対称浸水による最大横傾斜角度は，30度を超えてはならない。 

(3) 浸水の中間段階における残存復原力は，-3.(1)により要求されるものより小さいものであってはならない。 

-3. （IGC コード 2.7.2） 

浸水後の最終平衡状態において，次の規定が満足されなければならない。 

(1) 復原挺曲線は，平衡状態から少なくとも 20 度の復原範囲を有し，かつ，20度の範囲内で少なくとも 0.1 m の最大

残存復原挺を有していなければならない。この範囲内での曲線下の面積は 0.0175 m・rad以上でなければならない。

20 度の残存復原範囲の起点は，浸水後の最終横傾斜角から 25 度（暴露甲板が没水しない場合は 30 度）までの間

の任意の横傾斜角として差し支えない。保護されていない開口は，当該区画が浸水すると仮定する場合を除き，こ

の範囲内で水没してはならない。この範囲内での前-2.(1)に掲げる開口及び風雨密に閉鎖しうる他の開口の水没は，

認めることができる。 

(2) 非常用動力が，作動可能でなければならない。 

2.8 作業要件  

2.8.1 適用  

本 2.8の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が遵

守すべき事項を示すものである。 

2.8.2 復原性（IGCコード 2.2.2関連）  

すべての航海状態において，貨物の積込み時及び貨物の取卸しは，船舶の復原性が鋼船規則 U 編 2 章の規定に満足す

るように行うこと。 

2.8.3 復原性資料（IGCコード 2.2.5関連）  

復原性資料に基づき，安全で航海に適した荷役及び運航を行うこと。 

2.8.4 載貨状態（IGCコード 2.2.8関連）  

本会に提出された積付資料に基づき，調査された残存能力を満足するような載貨状態とすること。 
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3章 船体の配置 

3.1 貨物エリアの隔離（IGCコード 3.1）  

3.1.1 ホールドスペースの隔離* 

ホールドスペースは，機関区域，ボイラを収容する区画，居住区域，業務区域，制御場所，錨鎖庫，生活用水タンク並

びに倉庫から隔離しなければならない。ホールドスペースは，A 類機関区域の前方に配置しなければならない。ただし，

貨物の流出及び緩和手段を含めた危険性について考慮することを条件に，A類機関区域を前方に配置することを含め，R

編 17章に基づき代替措置を認めることがある。 

3.1.2 完全二次防壁及び部分二次防壁が要求されない場合のホールドスペースの隔離* 

完全二次防壁及び部分二次防壁が要求されない貨物格納設備で貨物を運送する場合には，ホールドスペースは，3.1.1 に

示す区域又はホールドスペース直下若しくはホールドスペース外の区域から，コファダム，燃料油タンク又は「A-60」級

仕切りを構成する全溶接構造の単層ガス密隔壁によって有効に隔離しなければならない。ただし，隣接区域に発火源又は

火災の危険がない場合は，ガス密の「A-0」級仕切りとして差し支えない。 

3.1.3 完全二次防壁及び部分二次防壁が要求される場合のホールドスペースの隔離* 

完全二次防壁又は部分二次防壁が要求される貨物格納設備で貨物を運送する場合には，ホールドスペースは，3.1.1 に

示す区域又は発火源又は火災の危険を有する区域を含むホールドスペース直下若しくはホールドスペース外の区域から，

コファダム又は燃料油タンクによって有効に隔離しなければならない。ただし，隣接区域に発火源又は火災の危険がない

場合は，ガス密の「A-0」級仕切りとして差し支えない。 

3.1.4 ターレット区画の隔離  

ターレット区画は，3.1.1 に示す区域又は発火源又は火災の危険を有する区域を含むターレット区画の直下若しくはタ

ーレット区画外の区域から，コファダム又は「A-60」級仕切りによって有効に隔離しなければならない。ただし，隣接区

域に発火源又は火災の危険がない場合は，ガス密の「A-0」級仕切りとして差し支えない。 

3.1.5 ターレット区画のリスク分析  

3.1.1 から 3.1.4に加え，1.1.3 に従ってリスク分析を行い，ターレット区画から隣接区域への火災の拡大の危険性を評価

し，必要な場合にターレット区画の周辺にコファダムを配置する等，更なる予防措置を講じなければならない。 

3.1.6 ホールドスペースの保護  

完全二次防壁又は部分二次防壁が要求される貨物格納設備で貨物を運送する場合には，次の(1)又は(2)の規定による。 

(1) 貨物温度が-10℃より低い場合には，ホールドスペースは，二重底により隔離しなければならない。 

(2) 貨物温度が-55℃より低い場合には，ホールドスペースは，二重底により隔離し，かつ，船側タンクを構成する縦

通隔壁を設けなければならない。 

3.1.7 貨物格納設備用の暴露甲板の開口* 

貨物格納設備用の暴露甲板の開口部には，有効に閉鎖するための設備を設けなければならない。 

3.2 居住区域，業務区域及び機関区域並びに制御場所（IGCコード 3.2）  

3.2.1 二次防壁を有するホールドスペースの隔離* 

貨物エリア内には，居住区域，業務区域及び制御場所を設けてはならない。貨物エリアに面する居住区域，業務区域及

び制御場所の隔壁は，二次防壁が要求される格納設備を有する船の甲板又は隔壁の単一の損傷によってホールドスペー

スから当該区域にガスが侵入するのを避けるように配置しなければならない。 

3.2.2 空気取入口及び開口の配置* 

居住区域，業務区域，機関区域及び制御場所の空気取入口／排気口及び開口の位置は，貨物管装置，貨物ベント装置及

び機関区域内のガス燃焼設備からの排気との関連において，有害な貨物蒸気の危険性に対する防御を十分に配慮して定

めなければならない。 
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3.2.3 非危険場所から危険場所への交通  

居住区域が後方にある場合であって，3.6.1 で認められたエアロックを介し，貨物エリアの前方にある業務区域との交

通をする場合を除き，非危険場所から危険場所への交通のための戸は，戸がガス密であるか否かにかかわらず，設けては

ならない。 

3.2.4 空気取入口及び開口の位置* 

-1. 居住区域，業務区域，機関区域及び制御場所の入口，空気取入口及び開口は，貨物エリアに面してはならない。こ

れらの開口は，貨物エリアに面していない端部隔壁若しくは貨物エリアに面する船楼又は甲板室端部から船の乾舷用長

さの 4%又は 3 m のうちいずれか大きい方の距離を隔てた船楼又は甲板室側部に配置しなければならない。ただし，この

距離は，5 m を超える必要はない。 

-2. 貨物エリアに面する窓及び舷窓並びに前述の範囲内の船楼又は甲板室側部の窓及び舷窓は，固定（非開放）式のも

のでなければならない。操舵室を迅速，かつ，有効にガス密にできるように設計される場合には，操舵室の窓は非固定式

とすることができ，また，操舵室の戸は，前述の制限範囲内に設けることができる。 

-3. 引火性及び毒性のいずれの危険性もない貨物のみの運送に従事する船舶について，本会は，上記の規定の緩和を認

めることがある。 

-4. 船首楼の区画にあっては，発火源となり得るものが格納される場合であっても，貨物エリアに面する 1つの戸を設

けて差し支えない。この場合，当該戸は，本編 10 章に定義する危険場所の外部に配置しなければならない。 

3.2.5 窓及び舷窓* 

操舵室の窓を除き，貨物エリアに面する窓及び舷窓並びに 3.2.4 に規定する範囲内の船楼及び甲板室側部の窓及び舷窓

は，「A-60」級のものとしなければならない。最上層全通甲板下の外板及び船楼又は甲板室の第 1 層目に設ける舷窓は，

固定（非開放）式のものでなければならない。 

3.2.6 空気取入口，排出口及びその他の開口の閉鎖装置* 

居住区域，業務区域及び制御場所へのすべての空気取入口，排出口及びその他の開口は，閉鎖装置を設けなければなら

ない。毒性プロダクトを運送する場合には，当該閉鎖装置は，該当する区域の内側から操作できるものでなければならな

い。ただし，甲板倉庫，船首楼内倉庫又は作業室等の通常人員が配置されていない区域若しくは貨物エリア内に配置され

る貨物コントロール室にあっては，毒性プロダクトを運送する場合であっても開口に設ける閉鎖装置を当該区域の内部

から操作できるものとしなくて差し支えない。 

3.2.7 ターレット装置を備える区域への交通等  

ターレット装置を備える船舶にあっては，当該装置の制御室及び機関区域を，貨物エリア内であって貨物タンクの前方

又は後方となる場所に設けて差し支えない。発火源となり得るものを格納される当該区域への交通は，貨物区域に面する

戸として差し支えない。この場合，当該戸を危険場所の外部に備えるか，エアロックによる交通とすること。 

3.3 貨物機関区域及びターレット区画（IGCコード 3.3）  

3.3.1 配置* 

貨物機関区域は，暴露甲板より上方の貨物エリア内に設置しなければならない。貨物機関区域及びターレット区画は，

R 編 9.2.4の規定による防火の目的及び R 編 4.5.10の規定による潜在的な爆発の防止目的上，貨物ポンプ室として取扱わ

なければならない。 

3.3.2 貨物エリアの範囲の拡大* 

貨物機関区域を最後部のホールドスペースの後端又は最前部のホールドスペースの前端に設ける場合，貨物エリアの

範囲は，船舶の全幅及び深さまで貨物機関区域並びにこれらの区域上の甲板区域を含むように拡大しなければならない。 

3.3.3 貨物機関区域の隔壁* 

3.3.2 により貨物エリアの範囲を拡大する場合，貨物機関区域を居住区域，業務区域，制御場所及び A 類機関区域から

隔離する隔壁は，甲板又は隔壁の単一の損傷によって当該区域にガスが侵入するのを避けるように配置しなければなら

ない。 

3.3.4 貨物圧縮機及び貨物ポンプ* 

貨物圧縮機及び貨物ポンプは，隔壁又は甲板で仕切られた隣接する非危険場所にある区画に設置される電動機で駆動

して差し支えない。この場合，隔壁の貫通部周辺のシールは有効に 2 区画をガス密に隔離できるものでなければならな

い。その代替として，電気設備が本編 10章の規定に適合する場合にあっては，貨物圧縮機及び貨物ポンプは，同区画内
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にある承認された安全型の電動機によって駆動して差し支えない。 

3.3.5 貨物機関区域及びターレット区画の交通  

貨物機関区域及びターレット区画は，保護衣及び呼吸具を着用した人間が支障なく安全に交通でき，かつ，事故の際意

識不明の人間を運び出すことができるような配置としなければならない。少なくとも 2 系統の互いに大きく隔たった脱

出経路及び戸を貨物機関区域に設けなければならない。ただし，扉までの最大の道のりが 5 m 以下であり，脱出経路を 1

系統とすることが認められる場合は，この限りではない。 

3.3.6 ビルジ排出装置* 

貨物の取扱いに必要なすべての弁は，保護衣を着用した人間が容易に近づけるようにしなければならない。貨物ポンプ

室及び貨物圧縮機室には，ビルジ排出用の適当な設備を設けなければならない。 

3.3.7 ターレット区画の構造の保全性  

ターレット区画は，爆発又は制御不可能な高圧ガスの放出（過圧状態及び／又は脆性破壊）の危険に備え，当該区画の

構造の保全性を維持できるよう設計されなければならない。この場合，当該危険性は，圧力逃がし装置の容量を十分考慮

したリスク分析に基づき実証されなければならない。 

3.4 貨物コントロール室（IGCコード 3.4）  

3.4.1 配置* 

すべての貨物コントロール室は，暴露甲板より上に配置しなければならないが，貨物エリア内に配置することができ

る。また，貨物コントロール室は，次の(1)及び(2)に定める状態を満足する場合，居住区域，業務区域又は制御場所に配

置することができる。 

(1) 貨物コントロール室が，非危険場所である場合 

(2) 貨物エリアからの入口が，3.2.4-1.に適合する場合。この場合，当該コントロール室には，上記の区域に至る通路を

設けることができる。 

(3) 貨物エリアからの入口が，3.2.4-1.に適合しない場合。この場合，貨物コントロール室には，上記の区域に至る通路

を設けてはならず，かつ，当該区域に対する境界は，「A-60」級に防熱しなければならない。 

3.4.2 制御及び指示装置  

貨物コントロール室を非危険場所として設計する場合には，制御及び指示装置は，できる限り間接読取り方式とし，か

つ，いかなる場合においてもその区域の雰囲気中にガスが漏洩するのを防ぐように設計しなければならない。13.6.11 の

規定によってガス検知装置を設ける場合には，貨物コントロール室内を危険場所とみなす必要はない。 

3.4.3 発火源の排除* 

引火性貨物を運送する船舶の貨物コントロール室を危険場所とする場合には，発火源は，排除しなければならない。す

べての電気設備は，本編 10章に従い設置しなければならない。 

3.5 貨物エリア内の区画への交通（IGCコード 3.5）  

3.5.1 船体内殻の点検のための交通  

船体内殻の少なくとも一面は，いかなる固定の構造物又は付着品を取外すことなく目視による点検ができるようにし

なければならない。3.5.2，4.6.2(4)又は 4.20.3-7.の組合せで要求されるか否かにかかわらず，目視による点検が内殻の外側

のみから可能である場合，内殻は，燃料油タンクの囲壁としてはならない。 

3.5.2 防熱材の点検のための交通* 

ホールドスペース内の防熱材の一面は，点検できるようにしなければならない。貨物タンクが使用温度の状態のときに

ホールドスペース囲壁の外側から点検することによって，防熱装置の保全性を確認できるものである場合には，この限り

でない。 

3.5.3 ホールドスペース等の区域内への交通* 

ホールドスペース，危険場所とみなされるボイドスペース，貨物タンク及び他の区域の配置は，保護衣及び呼吸具を着

用した人間がこれらの区域内に入って点検できるようにし，かつ，負傷した人員及び／又は意識不明の人員を運び出すこ

とができるものとしなければならない。さらに，次の(1)から(5)の規定に適合するようにしなければならない。 

(1) 交通に関しては，次の(a)から(d)の規定による。 
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(a) 貨物タンクは，暴露甲板から直接出入りできること。 

(b) 水平な開口，ハッチ又はマンホールの寸法は，呼吸具を装備した人間が支障なく梯子を昇降でき，かつ，区域

の底部から負傷した人間を容易に引き上げるのに十分な間隙を有するものでなければならない。最小の開口

寸法は，600 mm×600 mm 未満としてはならない。 

(c) 区域の長さ又は幅方向の交通に使用する垂直な開口又はマンホールの最小開口寸法は，グレーティング又は

他の足場が設けられる場合を除き，区域の底板から，600 mm 以下の高さの位置で 600 mm×800 mm 未満とし

てはならない。 

(d) タイプ Cのタンクの円形の交通用開口の直径は，600 mm 未満としてはならない。 

(2) 3.5.3 の規定に適合できると本会が認めた場合には，前(1)(b)及び(c)の寸法を減じることがある。 

(3) 二次防壁が要求される格納設備に貨物を積載する場合には，前(1)(b)及び(c)の規定は，一重のガス密鋼製隔壁によ

ってホールドスペースから隔離されている区画には適用しない。当該区画への交通は，閉囲された非危険場所を通

らず，暴露甲板からの直接又は間接のもののみとしなければならない。 

(4) 点検のための交通は，貨物タンクの下方及び上方を通る指定されたものとしなければならない。当該交通の横断面

積は，前(1)(c)に規定する大きさ以上でなければならない。 

(5) 3.5.1 又は 3.5.2 の適用上，次の(a)から(h)によること。 

(a) 点検する平面及び曲面と甲板梁，防撓材，助骨又は桁等の構造物の間を通過する必要がある場合には，当該表

面と構造要素の自由端の間隔は，380 mm 以上としなければならない。点検する面と当該構造物が取り付けら

れる甲板，隔壁，外板等の構造物の間隔は，タイプ C タンク等の表面が曲面のタンクの場合には 450 mm 以上

とし，タイプ Aタンク等の表面が平面のタンクの場合には 600 mm としなければならない（図 N3.1参照）。 

(b) 点検する表面と構造物のいかなる部分との間を通過する必要がない場合には，当該構造要素の自由端と当該

表面との間隔は，視界の観点から，少なくとも 50 mm 又は当該構造物の面材の幅の半分のうち，いずれか大

きい方としなければならない（図 N3.2参照）。 

(c) 曲面である表面の点検のために，当該表面と他の表面であって構造要素が取り付けられていない平面又は曲

面の間を通過する必要がある場合には，両表面の間隔は 380 mm 以上としなければならない（図 N3.3 参照）。

点検のために，当該曲面と他の表面との間を通過する必要がない場合には，当該曲面の形状を考慮し，380 mm

より小さな間隔とすることを認めることがある。 

(d) 平面に近い形状の表面の点検のために，当該表面と平行に近い表面であって構造要素が取り付けられていない

表面との間を通過する必要がある場合には，当該表面の間隔は 600 mm 以上としなければならない。固定式の

交通用はしごが取り付けられている場合には，交通のために，クリア幅は 450 mm 以上としなければならない

（図 N3.4参照）。 

(e) サクションウェル部の貨物タンクサンプと隣接する二重底構造との最小間隔は，図 N3.5 に示す距離以上とし

なければならない（図 N3.5 は，当該貨物タンクサンプの平面板とウェルとの間隔が 150 mm 以上であり，内

底板とウェルの垂直面の縁とタンクの球形又は円形部とサンプ部のナックル部との間隔が 380 mm 以上である

ことを示している。）。サクションウェルがない場合には，当該貨物タンクサンプと内底板との間隔は，50 mm

以上としなければならない。 

(f) 貨物タンクドームと甲板構造との間隔は，150 mm 以上としなければならない（図 N3.6参照）。 

(g) 固定式又は可搬式の足場を，貨物タンク，貨物タンクの支持構造，回転及び浮上がりを防止するチョック等の

拘束装置並びに貨物タンクの防熱材等の点検のため，必要に応じて設けなければならない。当該足場は，前(a)

から(d)の規定に定めるクリア幅を確保しなければならない。 

(h) 12.1.2 の規定に従い，固定式又は可搬式の通風用ダクトを設ける場合には，当該ダクトは前(a)から(d)の規定

に定めるクリア幅を確保し，配置しなければならない。 
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図 N3.5 

 

 

 

図 N3.6 

 

 

 

3.5.4 非危険場所への交通* 

開放された暴露甲板から非危険場所への交通は，3.6 の規定に適合するエアロックによる場合を除き，本編 10 章に定義

する危険場所の外部に配置しなければならない。 

3.5.5 ターレット区画の出入り  

ターレット区画には，2組の独立した交通手段を設けなければならない。 

3.5.6 危険場所から非危険場所への交通  

暴露甲板より下方の危険場所から非危険場所への交通は，設けてはならない。 

3.6 エアロック（IGCコード 3.6）  

3.6.1 ガス密戸の配置* 

非危険場所と開放された暴露甲板上の危険場所の間の交通はエアロックによるものとしなければならない。当該エア

ロックは，1.5 m 以上 2.5 m 以下の間隔で配置され，確実にガス密を保つことができる 2個の自己閉鎖型の鋼製戸であっ

て，いかなる開け放し用フックも設けないもので構成するものとし，加圧状態を維持できるものとしなければならない。

エアロックスペースは，非危険場所から機械通風されるものとし，当該暴露甲板上の危険場所に対して加圧状態が維持さ

れるものとしなければならない。 

3.6.2 通風装置の設計及び配置* 

加圧により保護される区画にあっては，通風装置は，本会が適当と認める規格に従い，設計及び設置しなければならな

い。 

3.6.3 非閉鎖時の警報  

エアロックの両側に警報を発する可視可聴警報装置を設けなければならない。可視警報装置は 1 つの戸が開いた場合に

警報を発するものとし，可聴警報装置はエアロックの両側の戸が開いた場合に警報を発するものとしなければならない。 
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3.6.4 保護される区画の加圧状態の維持* 

引火性プロダクトを運送する船舶にあっては，エアロックで保護された区域内にある認定された安全形でない電気設

備は，当該区域が加圧状態でなくなった場合に，無通電状態となるものでなければならない。 

3.6.5 保護される区画の電気設備* 

操船，投揚錨及び係船装置並びに非常用消火ポンプに用いられる電気設備であってエアロックで保護される区域に配

置されるものは，10.2.4 の規定に従って安全形のものとしなければならない。 

3.6.6 貨物ガスの監視  

エアロックスペースにおいては，貨物ガスを監視しなければならない（13.6.2 を参照）。 

3.6.7 戸の敷居  

C 編 1 編 11.3，14.6 及び 14.7 又は CS 編 18章及び 19章の規定に従うことを条件として，戸の敷居の高さは，300 mm

未満としてはならない。 

3.7 ビルジ，バラスト及び燃料油設備（IGCコード 3.7）  

3.7.1 二次防壁が要求されない場合の排水設備* 

二次防壁が要求されない貨物格納設備で貨物を運送する場合は，ホールドスペースには，機関区域に接続しない適当な

排水設備を設けなければならない。また，漏洩検知装置も設けなければならない。 

3.7.2 二次防壁を設ける場合の排水設備* 

二次防壁を設ける場合には，隣接する船体構造からホールドスペース又は防熱スペースへのあらゆる漏洩を処理でき

る適当な排水設備を設けなければならない。この吸引管は，機関区域のポンプに導いてはならない。また，漏洩検知装置

も設けなければならない。 

3.7.3 インタバリアスペースの漏洩貨物の処理設備* 

独立型タンクタイプ A の船のホールドスペース又はインタバリアスペースには，貨物タンクの漏洩又は破損の際に液

体貨物を取扱うための排出設備を設けなければならない。この設備は，漏洩貨物を液体貨物管に戻すことができるもので

なければならない。 

3.7.4 スプールピース  

3.7.3の設備に取外し式のスプールピースを取付けなければならない。 

3.7.5 機関区域内のポンプとの接続* 

-1. バラスト区域（バラスト管として用いられる湿式ダクトキールを含む），燃料油タンク及び非危険場所にある区画

は，機関区域内のポンプと接続して差し支えない。 

-2. バラスト管が通じている乾式ダクトキールは，機関区域のポンプに接続して差し支えないが，この接続は，直接ポ

ンプへ導き，かつ，ポンプの排出は直接船外に導かなければならない。この場合，ポンプの吸引側及び排出側の配管中に

は，ダクトキールから非危険場所にある区画に使用する管系統につながる弁又はマニホールドを設けてはならない。 

-3. ポンプの空気管は機関区域に開口させてはならない。 

3.8 船首尾荷役設備（IGCコード 3.8）  

3.8.1 一般  

船首又は船尾荷役を行うための貨物管装置を設ける場合にあっては，本 3.8及び本編 5章の要件によらなければならな

い。 

3.8.2 特定貨物に対する船首尾荷役設備（IGCコード 3.8.2関連）  

タイプ 1G 船が要求されるプロダクトの移送に使用する船首又は船尾の荷役管装置は，居住区域，業務区域及び制御場

所を通るものとしてはならない。1.1.4(48)に規定する毒性プロダクトの移送に使用する船首又は船尾の荷役管装置は，設

計圧力が 2.5 MPa を超えるものであってはならない。 

3.8.3 可搬式設備の禁止  

船首及び船尾荷役設備は，可搬式のものとしてはならない。 

3.8.4 空気取入口及び開口の位置* 

-1. 居住区域，業務区域，機関区域及び制御場所の入口，空気取入口及び開口は，船首又は船尾荷役設備の貨物用陸上
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施設連結部に面してはならない。これらの開口は，船首又は船尾荷役設備の貨物用陸上施設連結部に面する船楼又は甲板

室端から，船の乾舷用長さの 4%又は 3 m のうちいずれか大きい方の距離を隔てた，船楼又は甲板室側部に配置しなけれ

ばならない。この距離は 5 m を超える必要はない。 

-2. 陸上施設連結部に面し，かつ，前述の範囲内の船楼又は甲板室側部の窓及び舷窓は，固定（非開放）式のものでな

ければならない。 

-3. さらに，船首又は船尾荷役設備に面する側の船楼及び甲板室のすべての戸，舷窓及びその他の開口は，船首又は船

尾荷役設備の使用中において閉鎖できるものでなければならない。 

-4. 3.2.4-1. から 3.2.4-4.並びに前-1.から-3.に適合することが不可能な小型船の場合，本会は上記の規定の緩和を認め

ることがある。 

3.8.5 甲板開口及び空気取入口の閉鎖  

貨物用陸上施設連結部から 10 m の範囲内の甲板開口並びに空気取入口及び排出口は，船首又は船尾荷役設備の使用中

において閉鎖できるものとしなければならない。 

3.8.6 消火設備  

船首又は船尾荷役区域の消火設備は，11.3.1(4)及び 11.4.6 によらなければならない。 

3.8.7 通信手段  

貨物制御場所と陸上施設連結具位置との間には通信手段を設けなければならない。当該通信手段は，必要な場合，危険

場所における使用について承認されたものでなければならない。 

3.9 作業要件  

3.9.1 適用  

本 3.9の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が遵

守すべき事項を示すものである。 

3.9.2 特定貨物に対する船首尾荷役設備（IGCコード 3.8.2関連）  

居住区域，業務区域又は制御場所を通って導かれる船首又は船尾の荷役管装置は，タイプ 1G 船が要求される貨物の移

送に使用しないこと。船首又は船尾の荷役管装置であって設計圧力が 2.5 MPa を超えるものは，1.1.4(48)に規定する毒性

プロダクトの移送に使用しないこと。 

3.9.3 開口の閉鎖（IGCコード 3.8.4.3関連）  

船首又は船尾荷役設備に面する側の船楼及び甲板室のすべての戸，舷窓及びその他の開口は，船首又は船尾荷役設備の

使用中において閉鎖しておくこと。 

3.9.4 甲板開口及び空気取入口の閉鎖（IGCコード 3.8.5）  

貨物用陸上施設連結具から 10 m の距離内の甲板開口及び空気取入口及び排出口は，船首又は船尾荷役設備の使用中に

おいて閉鎖しておくこと。 
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4章 貨物格納設備 

4.1 定義（IGCコード 4.1）  

4.1.1 コールドスポット  

コールドスポットとは，船体又は防熱材の表面で局部的に温度が低下した部分で，船体もしくはその隣接する船体構造

の許容最小温度又は 7章で要求される貨物の圧力／温度制御装置の設計上の性能に関連する。 

4.1.2 設計蒸気圧  

設計蒸気圧 P0とは，タンクの設計に使用するタンク頂部の最大圧力（ゲージ圧）をいう。 

4.1.3 設計温度  

材料選定のための設計温度とは，貨物タンクに貨物が積載又は移送されるときの最低温度をいう。 

4.1.4 独立型タンク  

独立型タンクは，自己支持型のタンクであり，船体構造の一部を構成せず，かつ，船体強度上は不可欠なものではない。

独立型タンクには，4.21 から 4.23 に定める 3種類がある。 

4.1.5 メンブレンタンク  

メンブレンタンクとは，防熱材を介して隣接する船体構造により支持された液密及びガス密の薄膜（メンブレン）によ

り構成される非自己支持型のタンクをいう。メンブレンタンクは 4.24 による。 

4.1.6 一体型タンク  

一体型タンクとは，船体構造の一部を構成し，かつ，隣接船体構造に応力を与える荷重によって同じように影響を受け

るタンクをいう。一体型タンクは 4.25 による。 

4.1.7 セミメンブレンタンク  

セミメンブレンタンクとは，負荷状態において非自己支持型のタンクで，防熱材を介して隣接船体構造に支持される平

板によって構成されるタンクをいう。セミメンブレンタンクは 4.26 による。 

4.1.8 その他  

1.2 の定義の他，この章で定める定義は，本編全般にわたって適用する。 

4.2 適用（IGCコード 4.2）  

4.21 から 4.26 に特に記述のない限り，4.3から 4.20 の要件は 4.27 によるものを含めすべてのタンクタイプに適用する。 

4.3 機能要件（IGCコード 4.3）  

4.3.1 設計寿命  

貨物格納設備の設計寿命は船舶の設計寿命未満であってはならない。 

4.3.2 環境条件* 

貨物格納設備は北大西洋の環境条件及び対応する長期の海面状態の散布図に基づき設計されなければならない。もっ

ぱら航路を制限される船舶の貨物格納設備について，本会は，予測される使用環境に基づき，環境条件の緩和を認める場

合がある。北大西洋より厳しい環境条件で運航する船舶の貨物格納設備について，より厳しい環境条件を要求する場合が

ある。 

4.3.3 安全に対する余裕  

貨物格納設備は以下について適切な安全に対する余裕をもって設計されなければならない。 

(1) 非損傷時において，貨物格納設備の設計寿命にわたり予想される環境状態及びそれらの環境状態に対応する積付

状態（均等積付，部分積付，制限内の半載状態及びバラスト航行荷重を含む）に耐えること 

(2) 荷重，構造モデル，疲労，腐食，温度影響，材料のばらつき，経年劣化及び製造誤差における不確実性に備えるこ

と 
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4.3.4 設計条件  

貨物格納設備の構造強度は崩壊モード（塑性変形，座屈及び疲労を含む，ただし，これに限らない）について評価しな

ければならない。各貨物格納設備の設計において考慮すべき設計条件は 4.21 から 4.26 による。設計条件は主に 3種類あ

る。 

(1) 最終設計条件 - 貨物格納設備及びその構造要素は製造，試験及び予測される使用時において，発生する荷重に構

造の健全性を損なうことなく耐えなくてはならない。設計においては，以下の荷重の適切な組合せを考慮しなけれ

ばならない。 

(a) 内圧 

(b) 外圧 

(c) 船体運動による動的荷重 

(d) 熱荷重 

(e) スロッシング荷重 

(f) 船体変形による荷重 

(g) タンク及び貨物の重量並びに支持構造近傍に働く反力 

(h) 防熱材重量 

(i) タワー及びその他の取付け物の部分に作用する荷重 

(j) 試験荷重 

(2) 疲労設計条件 - 貨物格納設備及びその構造要素は繰返し荷重の累積により崩壊してはならない。 

(3) 貨物格納設備は以下の基準に従わなければならない。 

(a) 衝突 - 貨物格納設備は 2.4.1 に従い保護された配置としなくてはならず，また，4.15.1 に規定された衝突荷重

を受けた場合，支持構造及びその近傍のタンク構造の変形により，タンク構造の健全性を損なわないようにし

なければならない。 

(b) 火災 - 貨物格納設備は 8.4.1 に規定される火災シナリオ時の内圧の上昇に，破裂することなく耐えなければな

らない。 

(c) 区画浸水時のタンクの浮力 - 浮上り防止装置は 4.15.2 に規定する上方向の力に対し，船体構造に危害を及ぼ

すような塑性変形を起こすことなく耐えなければならない。 

4.3.5 腐食予備厚等* 

構造強度に関する規定により要求される寸法を満たし，かつ，船の生涯にわたり保持することを確実なものとするため

の方法がとられなければならない。方法については材料の選定，塗装，腐食予備厚，電気防食及びイナーティングが考え

られるが，これに限らない。構造解析の結果決定された板厚に腐食予備厚を加えることは，一般に不要である。ただし，

タンクの周囲にイナーティングのような環境制御がない場合又は貨物が腐食性物質の場合には，本会は，適当な腐食予備

厚を要求することがある。 

4.3.6 検査計画書* 

貨物格納設備のための検査計画書を作成し，本会の承認を得なければならない。検査計画書には貨物格納設備の一生に

わたる検査，特に必要となるすべての就航中の検査及び貨物格納設備の設計条件を選択する際に仮定された保守で必要

となる検査箇所を明記しなければならない。貨物格納設備は検査計画書に記載されている検査において必要となる適切

な交通が可能となるよう設計，製造及び設置されなければならない。貨物格納設備及び関連した機器は使用中，検査中及

び保守中において安全であるよう設計及び建造されなければならない。（3.5 参照） 

4.4 貨物格納の安全原則（IGCコード 4.4）  

4.4.1 一般  

格納設備は一次防壁からのいかなる漏洩液を安全に格納でき，防熱システムと共に船体構造の温度が危険な水準まで

低下するのを防ぐことができる液密の完全二次防壁を設けなければならない。 

4.4.2 二次防壁の軽減  

ただし，4.4.3 から 4.4.5 の規定により同等な安全性が示された場合は，二次防壁の大きさ，形状及び配置を軽減するこ

とができる。 
  



（2024-12 鋼船規則  N編  4章）   

32 

4.4.3 スモールリークプロテクションシステム  

貨物格納設備が，構造の損傷が危機的な状態に発展する可能性は極めて低いが，一次防壁からの漏洩の可能性が排除で

きないものである場合は，部分二次防壁及び漏洩した貨物液を安全に対処，処理が可能なスモールリークプロテクション

システムを設けなければならない。この設備は次の(1)及び(2)の規定を満足しなければならない。 

(1) 損傷が危機的な状態に発展する前にガス検知又は検査等により確実に検知できる場合，損傷の発展にかかる時間

は是正措置をとるために十分長い時間であること。 

(2) 損傷が危機的な状態に発展する前に確実に検知できない場合，発展の予測時間はタンクの寿命よりも十分長い時

間であること。 

4.4.4 漏洩の可能性が無視できるタンクの二次防壁  

独立型タンクタイプ C のような，構造の損傷及び一次防壁からの漏洩の可能性が極めて低く，無視できる貨物格納設

備にあっては，二次防壁を設ける必要はない。 

4.4.5 貨物温度が-10℃以上の場合の二次防壁  

大気圧下で貨物温度が-10℃以上の場合は，二次防壁を設ける必要はない。 

4.5 タンク型式に応じた二次防壁（IGCコード 4.5）* 

二次防壁は，4.21 から 4.26 にて規定されるタンク型式に応じて，表 N4.1に従って設けなければならない。 

 

表 N4.1 タンク型式と二次防壁の要件 

大気圧下での貨物温度 -10℃以上 -10℃未満 

-55℃以上 

-55℃未満 

基本的タンク型式 二次防壁要求なし 船体の構造を二次防壁

として利用可能 

要求される場合，個別の

二次防壁が必要 

一体型 

メンブレン 

セミメンブレン 

 通常このタンク型式は認められない(1) 

完全二次防壁 

完全二次防壁(2) 

独立型   

タイプ A 

タイプ B 

タイプ C 

 完全二次防壁 

部分二次防壁 

二次防壁不要 

（注）  

(1) 4.25.1 の規定に従って，大気圧下で温度が-10℃より低い貨物が認められる場合，通常，完全二次防壁が要求される。  

(2) 独立型タンクタイプ B に適用される要件のうちタンク支持方法を除くすべての要件に適合するセミメンブレンタンクの

場合，本会は，特別の考慮を払った後，部分二次防壁を認めることがある。  

 

4.6 二次防壁の設計（IGCコード 4.6）  

4.6.1 二次防壁を構成する船体構造* 

大気圧下で貨物温度が-55℃かこれより高い場合，船体構造を，二次防壁とみなして差し支えないが，この場合，次の

(1)及び(2)の規定を適用する。 

(1) 船体構造材料は，4.19.1-4.により要求されるように大気圧下での貨物温度に対して適した材料としなければならな

い。 

(2) 船体構造は，この温度で許容されない高応力が生じないように設計しなければならない。 

4.6.2 二次防壁の基準* 

二次防壁は，次の(1)から(6)までを満足するように設計しなければならない。 

(1) 特定の航路により異なった要件が適用される場合を除き，二次防壁は，4.18.2-6.に定める荷重頻度分布を考慮して，

漏洩液体貨物を 15 日間格納できるものでなければならない。 
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(2) 一次防壁の損傷を引き起こす貨物タンク内の物理的，機械的または運航上の事象が二次防壁の機能を損なわない

こと，かつその逆も生じないこと。 

(3) 支持構造及び船体構造への取り付け物の損傷が一次防壁及び二次防壁両方の液密性を失う結果となってはならな

い。 

(4) 二次防壁は，本会が認めた方法によって有効性を定期的に確認できるものでなければならない。この方法は，目視

検査，加圧真空試験または他の適切な方法であって，文書化され，本会に承認されたものであること。 

(5) 前(4)に規定される方法は，本会に承認されたものであって，試験方法に応じ，以下を含まなければならない。 

(a) 液密性を損なわないような，二次防壁内の許容される欠陥の寸法および位置の詳細 

(b) (a)の欠陥の探知方法の精度，範囲 

(c) 実物大の模型試験が実施できない場合，許容基準を決定するスケールファクター 

(d) 試験の有効性に対する繰り返しの熱荷重及び機械的荷重の影響 

(6) 二次防壁は，30度の静的横傾斜角においてもその機能を満足するものでなければならない。 

4.7 部分二次防壁及び一次防壁スモールリークプロテクションシステム（IGCコード 4.7）  

4.7.1 一般* 

4.4.3 の規定により認められる部分二次防壁はスモールリークプロテクションシステムを備え，かつ，4.6.2 の全ての要

件を満足しなければならない。スモールリークプロテクションシステムは，一次防壁の漏洩を検知する手段，漏洩した貨

物液を部分二次防壁へ導くスプレーシールドのような設備及び漏洩液を処理する手段（自然蒸発による処理も認められ

る）を含むものでなければならない。 

4.7.2 部分二次防壁* 

部分二次防壁の容量は，最初の漏洩発見後，4.18.2-6.に定める荷重頻度分布を適用して求まる破壊の大きさに対応する

漏洩に基づいて定めなければならない。この場合において，液体の蒸発，漏洩速度，ポンプ能力及びその他の関連する要

因に相応の考慮を払うことができる。 

4.7.3 液体漏洩検知装置  

要求される液体漏洩検知装置は，液体検知器又は圧力，温度もしくはガス検知装置又はその組合せとして差し支えない。 

4.8 支持構造（IGCコード 4.8）  

4.8.1 一般* 

貨物タンクは，温度変化及び船体変形によってタンク及び船体に過大な応力が生じることなくタンクの伸縮を許容し

て，4.12 から 4.15 に規定する静的及び動的荷重のもとでタンク本体の移動を防止するように，船体で支持しなければな

らない。 

4.8.2 浮上り防止装置  

独立型タンクには，船体の構造強度を損なうような塑性変形が生じることなく 4.15.2 に規定する荷重に耐える浮上り

防止装置を設けなければならない。 

4.8.3 荷重の組合せ  

支持部材及び支持構造は，4.13.9 から 4.15 に規定する荷重に耐えなければならない。ただし，相互に又は波浪荷重と組

合せる必要はない。 

4.9 関連構造及び設備（IGCコード 4.9）  

4.9.1 一般  

貨物格納設備は関連構造及び設備による荷重を考慮し設計されなければならない。これにはポンプタワー，カーゴドー

ム，貨物ポンプ及び管装置，ストリッピングポンプ及び管装置，窒素管装置，アクセスハッチ，はしご，管貫通部，液面

計測装置，独立液面警報装置，スプレーノズル並びに計装装置（圧力計，温度計及び歪ゲージ等）を含む。 
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4.10 防熱（IGCコード 4.10）  

4.10.1 低温貨物に対する船体構造の保護  

船体を許容温度以下の温度から保護するため（4.19.1 参照）並びにタンクへの熱流入を，7章に規定される圧力・温度

制御装置を用いて制御できる範囲に制限するために，必要に応じて防熱を設けなければならない。 

4.10.2 防熱性能  

防熱性能を定める場合，船上の再液化装置，主推進機関又は他の温度制御装置に関連して定まる許容蒸発量について考

慮を払わなければならない。 

4.11 設計荷重一般（IGCコード 4.11）  

4.11 から 4.15 は，4.16，4.17 及び 4.18 の規定に関して考慮すべき設計荷重について規定する。これには以下を含む。 

(1) 荷重の種類（不変荷重，機能荷重，環境荷重，偶発荷重）及び荷重の説明 

(2) タンクの型式に応じて考慮すべき荷重の範囲及び以下に規定する詳細事項 

(3) 以下に示す荷重の適切な組合せを考慮して設計すべきタンク，タンクの支持構造及びその他の固定設備 

4.12 不変荷重（IGCコード 4.12）  

4.12.1 重力荷重  

タンク及び防熱材の重量並びにタワー及びその他の付属品に起因する荷重を考慮しなければならない。 

4.12.2 不変外荷重  

タンクに外側から作用する構造及び設備の重力荷重を考慮しなければならない。 

4.13 機能荷重（IGCコード 4.13）  

4.13.1 一般  

タンクの使用により発生する荷重は機能荷重に分類しなければならない。すべての設計条件においてタンク設備の健

全性を確実なものとするために本質的なすべての機能荷重が考慮されなければならない。次の(1)から(9)の機能荷重を決

定する場合は少なくとも本節の規定のうち該当する基準を考慮しなければならない。 

(1) 内圧 

(2) 外圧 

(3) 熱荷重 

(4) 振動 

(5) 相互作用荷重 

(6) 建造及び搭載に関連する荷重 

(7) 試験荷重 

(8) 静的横傾斜荷重 

(9) 貨物重量 

4.13.2 内圧* 

-1. -2.を含み，すべての場合，P0は MARVS 未満としてはならない。 

-2. 温度制御がなく貨物の圧力が周囲温度によってのみ定まる貨物タンクでは，P0 は，以下の場合を除き 45℃での貨

物の蒸気圧（ゲージ圧）未満としてはならない。 

(1) 本会は就航海域の制限のある船舶に対してより低い温度を認めることがある。また，逆により高い温度を要求する

ことがある。 

(2) 航海期間の制限のある船舶にあっては，P0 を航海中の実際の圧力上昇に基づき計算し，タンクの防熱材を考慮し

て差し支えない。 

-3. 各種タンクのタイプに応じて，4.21 から 4.26 に定める制限並びに本会の特別の考慮を条件として，港内等の動的

荷重が小さい特別な場所において，P0より高い蒸気圧 Phを許容することができる。 
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-4. 内圧 Peq は蒸気圧 P0 又は Ph に関連する最大動的液圧 Pgd を加えて算出されるが，スロッシング荷重は含まれてい

ない。関連する動的液圧 Pgdの参考式は 4.28.1 に規定している。 

4.13.3 外圧  

設計外圧荷重は，タンクのいかなる箇所でも，同時に受ける最小内圧と最大外圧の差に基づいて決定されなければなら

ない。 

4.13.4 熱荷重* 

-1. 温度が-55℃より低い貨物を積載する計画があるタンクの場合，クールダウン中の過渡的な熱荷重を考慮しなけれ

ばならない。 

-2. 設計上の支持構造及び使用温度がタンクに過大な熱応力を引き起こすおそれのある場合，定常熱荷重を考慮しな

ければならない。 

4.13.5 振動* 

貨物格納設備の振動による潜在的な損傷影響について考慮しなければならない。 

4.13.6 相互作用荷重  

貨物格納設備と船体構造間の相互作用による荷重の静的要素並びに構造及び設備に関連する荷重を考慮しなければな

らない。 

4.13.7 建造及び搭載に関連する荷重  

リフティングのような建造及び搭載に関連する荷重又は状態を考慮しなければならない。 

4.13.8 試験荷重* 

4.21 から 4.26 に規定する貨物格納設備の圧力試験に対する荷重も考慮に入れなければならない。 

4.13.9 静的横傾斜荷重* 

0 度から 30 度の範囲における最も好ましくない静的横傾斜角における荷重を考慮しなければならない。 

4.13.10 その他の荷重  

貨物格納設備に影響を及ぼし得る明記されていない他のいかなる荷重についても考慮しなければならない。 

4.14 環境荷重（IGCコード 4.14）  

環境荷重は，周囲の環境が貨物格納設備に及ぼす荷重であって，不変荷重，機能荷重及び偶発荷重に分類されないもの

をいう。 

4.14.1 船体運動による荷重* 

-1. 動的荷重の算定には，船舶がその就航期間中に遭遇すると予想される不規則波海面における船体運動の長期分布

を考慮しなければならない。この動的荷重の算定において，船舶の速力低下及び出会角の変化に起因する動的荷重の減少

を考慮に入れて差し支えない。 

-2. 船体運動には，前後揺れ（surge），左右揺れ（sway），上下揺れ（heave），横揺れ（roll），縦揺れ（pitch）及び船首

揺れ（yaw）を含める。タンクに加わる加速度は，タンク重心に次に示す加速度成分が作用するものとして算定されなけ

ればならない。 

上下方向加速度:上下揺れ，縦揺れ及び，必要に応じ，横揺れ（船体基線に垂直）の運動加速度 

横方向加速度:左右揺れ，船首揺れ及び横揺れの運動加速度並びに横揺れの重力成分 

前後方向加速度:前後揺れ及び縦揺れの運動加速度並びに縦揺れの重力成分 

-3. 船体運動による加速度を予測する方法は本会の承認を得なければならない。 

-4. 加速度成分の参考式を 4.28.2 に示す。 

-5. 航路に特別な制限のある船舶については，特別の考慮を払うことができる。 

4.14.2 動的相互作用荷重  

貨物格納設備と船体構造間の相互作用による荷重の動的要素について，構造及び設備に関連する荷重を含め考慮しな

ければならない。 

4.14.3 スロッシング荷重* 

-1. 許容積載液位に基づき，貨物格納設備及び内部構成要素のスロッシング荷重を評価しなければならない。 

-2. 過大なスロッシング荷重の発生が予想される場合，予定される液位のすべての範囲を考慮した試験及び計算を行

わなければならない。 
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4.14.4 氷雪荷重  

必要に応じ，積雪及び着氷を考慮しなければならない。 

4.14.5 氷海航行における荷重  

氷海航行を意図した船舶においては，氷海航行による荷重を考慮しなければならない。 

4.15 偶発荷重（IGCコード 4.15）  

偶発荷重とは，計画外の異常な状態において，貨物格納設備及びその支持構造に作用する荷重をいう。 

4.15.1 衝突荷重  

衝突荷重は，船首方向に 0.5 g及び船尾方向に 0.25 g に対応する慣性力を加えた満載状態の貨物格納設備に基づき決定

しなければならない。ここで，gは重力加速度を表す。 

4.15.2 浸水による荷重  

独立型タンクにあっては，浮上り防止装置及びその支持構造の設計において，タンクが空のときにホールドスペースに

船舶の夏期満載喫水線まで浸水した場合の浮力による荷重を考慮しなければならない。 

4.16 構造の健全性一般（IGCコード 4.16）  

4.16.1 安全に対する余裕  

構造設計は，適切な安全に対する余裕をもって，関連するすべての荷重に耐える適切な能力を持つことを確実なものと

しなければならない。 

4.16.2 一般  

貨物格納設備の構造の健全性は，貨物格納設備の型式により，4.21 から 4.26 の該当する規定を満足することにより示

されなければならない。 

4.16.3 新型式の設計  

新型式の設計又は 4.21 から 4.26 に規定されているものから著しく異なる貨物格納設備にあっては，本章に規定される

安全の全体的な水準が維持されていることを確認するため，4.27 の規定を満足することにより構造の健全性を示さなけ

ればならない。 

4.17 構造解析（IGCコード 4.17）  

4.17.1 解析  

-1. 設計解析は静力学，動力学及び材料強度について認められた原則に基づくものでなければならない。 

-2. 簡易法又は簡易解析は，それが安全側の評価を与える場合は，荷重影響の計算に使用して差し支えない。モデルテ

ストは理論計算との組合せ又は理論計算に代えて使用して差し支えない。理論計算が適切でない場合，模型又は実物大試

験が要求されることがある。 

-3. 動的荷重の応答の決定において，動的影響が構造の健全性に影響を与える場合は，これを考慮しなければならない。 

4.17.2 荷重シナリオ  

-1. 考慮すべき貨物格納設備の各場所又は部分及び解析すべき起こり得る各損傷モードに対して，同時に起こり得る

すべての関連する荷重の組合せを考慮しなければならない。 

-2. 建造，操作，試験及び運転中のすべての段階及び状況において最も好ましくないシナリオを考慮しなければならな

い。 

4.17.3 許容応力  

静的応力及び動的応力が別々に計算され，かつ，他の適当な計算方法が確立されていない場合，全応力は，次式に従っ

て計算しなければならない。 

𝜎𝑥 = 𝜎𝑥⋅𝑠𝑡 ±√∑(𝜎𝑥⋅𝑑𝑦𝑛)
2

 

𝜎𝑦 = 𝜎𝑦⋅𝑠𝑡± √∑(𝜎𝑦⋅𝑑𝑦𝑛)
2
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𝜎𝑧 = 𝜎𝑧⋅𝑠𝑡 ±√∑(𝜎𝑧⋅𝑑𝑦𝑛)
2
 

𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑥𝑦⋅𝑠𝑡± √∑(𝜏𝑥𝑦⋅𝑑𝑦𝑛)
2
 

𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑥𝑧⋅𝑠𝑡± √∑(𝜏𝑥𝑧⋅𝑑𝑦𝑛)
2
 

𝜏𝑦𝑧= 𝜏𝑦𝑧⋅𝑠𝑡± √∑(𝜏𝑦𝑧⋅𝑑𝑦𝑛)
2
 

𝜎𝑥⋅𝑠𝑡，𝜎𝑦⋅𝑠𝑡，𝜎𝑧⋅𝑠𝑡，𝜏𝑥𝑦⋅𝑠𝑡，𝜏𝑥𝑧⋅𝑠𝑡 及び 𝜏𝑦𝑧⋅𝑠𝑡：静的応力 

𝜎𝑥⋅𝑑𝑦𝑛，𝜎𝑦⋅𝑑𝑦𝑛，𝜎𝑧⋅𝑑𝑦𝑛，𝜏𝑥𝑦⋅𝑑𝑦𝑛，𝜏𝑥𝑧⋅𝑑𝑦𝑛 及び 𝜏𝑦𝑧⋅𝑑𝑦𝑛：動的応力 

各応力は加速度成分並びに撓み及び捩れに基づく船体歪成分から別々に決定しなければならない。 

4.18 設計条件（IGCコード 4.18）  

すべての関連する荷重シナリオに基づく設計及び設計条件において，関連するすべての損傷モードを考慮しなければ

ならない。設計条件は本章の前部に，荷重シナリオは 4.17.2 の規定で与えられる。 

4.18.1 最終設計条件* 

構造強度は，簡易化された線形弾性解析又は本編の規定により弾性塑性両方の材料特性を考慮し，試験又は解析により

決定して差し支えない。 

(1) 塑性変形及び座屈を考慮しなければならない。 

(2) 解析は以下の特性荷重値に基づくものでなければならない。 

不変荷重: 想定値 

機能荷重: 規定値 

環境荷重: 波荷重: 108の出会頻度の波における最大期待値 

(3) 最終強度評価のため，以下の材料特性を適用する。 

(a) Re: 常温における規格最小降伏応力（N/mm2）。応力-歪線図が降伏点を明確に示さない場合 0.2%耐力を適用す

る。 

(b) Rm: 常温における規格最小引張り強さ（N/mm2） 

例えばアルミニウム合金等で起こり得るアンダーマッチ，すなわち溶接金属の引張強度が母材の引張強度よ

り小さいことが避けられない場合，溶接部の Re 及び Rm は熱処理後の値を使用しなければならない。この場

合，横方向の溶接部引張強度は母材の実際の降伏強度未満となってはならない。これが不可能な場合，このよ

うな材料からなる溶接構造を貨物格納設備に組み込んではならない。 

(c) 上述の機械的性質は，組立状態での溶接金属を含む材料の機械的性質の規格最小値に対応するものでなけれ

ばならない。本会が特に認めた場合には，低温における降伏応力及び引張り強さを考慮に入れることができる。 

(4) 等価応力𝜎𝐶（ミーゼス，フーバー）は，次式によって決定しなければならない。 

𝜎𝐶 = √𝜎𝑥
2+ 𝜎𝑦

2 + 𝜎𝑧
2 −𝜎𝑥𝜎𝑦 − 𝜎𝑥𝜎𝑧 − 𝜎𝑦𝜎𝑧 + 3(𝜏𝑥𝑦

2 + 𝜏𝑥𝑧
2 +𝜏𝑦𝑧

2 ) 

𝜎𝑥: X軸方向の全直応力 

𝜎𝑦: Y 軸方向の全直応力 

𝜎𝑧: Z 軸方向の全直応力 

𝜏𝑥𝑦: XY 面の全せん断応力 

𝜏𝑥𝑧: XZ 面の全せん断応力 

𝜏𝑦𝑧: YZ 面の全せん断応力 

上述の値は 4.17.3 により計算しなければならない。 

(5) 6章に定める以外の材料の許容応力は，本会の適当と認めるところによらなければならない。 

(6) 応力は，疲労強度解析，き裂進展解析及び座屈基準によりさらに制限されることがある。 

4.18.2 疲労設計条件* 

-1. 疲労設計条件とは累積繰返し荷重による設計条件をいう。 

-2. 疲労解析において，疲労荷重の累積被害度は，次式に適合しなければならない。 

Σ
𝑛𝑖

𝑁𝑖

+
𝑛𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

𝑁𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

≤ 𝐶𝑤 
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𝑛𝑖: タンクの寿命期間中における各応力レベルでの応力の繰返し回数 

𝑁𝑖: S-N曲線による各応力レベルでの破壊までの繰返し回数 

𝑛𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔: タンクの寿命期間中における積荷及び揚荷の繰返し回数で，1,000 未満としてはならない。積荷及び

揚荷の繰返しは全圧力サイクル及び全熱サイクルを含む。（繰り返し回数 1,000 回は通常，運用年数 20

年に対応する） 

𝑁𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔: 積荷及び揚荷による疲労荷重での破壊までの繰返し回数 

𝐶𝑤: 許容累積疲労被害度 

疲労損傷はタンクの設計寿命に基づくものでなければならない。ただし，108の出会頻度の波未満であってはならない。  

-3. 必要な場合，貨物格納設備の予測される寿命におけるすべての疲労荷重及びそれらの適切な組合せを考慮した疲

労解析を行わなければならない。種々の積付状態について考慮しなければならない。 

-4. 

(1) 解析に使用する設計 S-N曲線は材料及び溶接，構造詳細，製造手順及び想定される荷重状態に適用できるものでな

ければならない。 

(2) S-N 曲線は，最終破壊までの実験データの平均値から 2 倍の標準偏差を差し引いて求めた下限線で，97.6%残存確

率に基づいたものとすること。異なる方法で導かれた S-N 曲線は 4.18.2-7.から 4.18.2-9.に規定される許容𝐶𝑤に調整

しなければならない。 

-5. 解析は以下の特性荷重の値に基づくものでなければならない。 

不変荷重: 想定値 

機能荷重: 規定値又は規定履歴 

環境荷重: 想定荷重履歴，ただし，108サイクル未満であってはならない。 

疲労寿命の推定のために簡易化された動的荷重頻度分布を使用する場合，その頻度分布は，本会の適当と認めるもので

なければならない。 

-6. 

(1) 4.4.3 に規定されているように，二次防壁の大きさを減じる場合，以下を決定するための疲労き裂進展の破壊機構

解析を行わなければならない。 

(a) 構造内のき裂伝播経路 

(b) き裂進展速度 

(c) き裂がタンクの漏洩を発生させるまで進展するのに要する時間 

(d) 厚さ方向のき裂の大きさ及び形状 

(e) 検知可能なき裂が危機的な状態に達するまでに要する時間 

破壊機構は，一般的に，試験データの平均値に 2 倍の標準偏差を足し合わせたき裂進展データに基づくものである。 

(2) き裂進展解析において，非破壊検査及び目視検査の許容基準を考慮し，適用される検査方法で検知できない最も大

きな初期き裂を想定しなければならない。 

(3) 4.18.2-7.に規定される状態におけるき裂進展解析:簡易化された 15 日間以上の荷重分布及びその負荷順序を使用し

て差し支えない。この荷重分布は，図 N4.4 によって求めて差し支えない。4.18.2-8.及び 4.18.2-9.に規定されるよう

な長期の荷重分布及びその負荷順序は本会により承認されなければならない。 

(4) 必要に応じ，-7.から-9.に適合しなければならない。 

-7. 漏洩検知により確実に検知できる損傷: 

𝐶𝑤は 0.5 以下としなければならない。 

特別な航海に従事する船舶に対して異なる要件を適用する場合を除き，予想される残りの破壊進展時間，すなわち漏洩

の検知から危機的な状態に達するまでの時間は 15 日未満としてはならない。 

-8. 漏洩を検知することはできないが，就航中の検査で確実に発見できる損傷: 

𝐶𝑤は 0.5 以下としなければならない。 

予想される残りの破壊進展時間，すなわち就航中の検査方法で発見できない最も大きなき裂が危機的な状態に達する

までの時間は検査間隔の 3倍未満としてはならない。 

-9. タンクにおいて，効果的な欠陥又はき裂進展の発見ができないと思われる場所については，少なくとも，以下のよ

り厳しい疲労許容基準を適用しなければならない: 

𝐶𝑤は 0.1 以下としなければならない。 
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予想される残りの破壊進展時間，すなわち予想される初期欠陥が危機的な状況に達するまでの時間はタンクの寿命の 3

倍未満としてはならない。 

4.18.3 偶発設計条件  

-1. 偶発設計条件とは発生確率が極めて低い偶発荷重を考慮した設計条件をいう。 

-2. 解析は以下の特性荷重の値に基づくものでなければならない。 

不変荷重: 想定値 

機能荷重: 規定値 

環境荷重: 規定値 

偶発荷重: 規定値又は想定値 

-3. 4.13.9 及び 4.15 に規定する荷重は，相互に又は波浪荷重と組合せる必要はない。 

4.19 材料（IGCコード 4.19）  

4.19.1 船体構造を構成する材料* 

-1. -10℃より低い温度で貨物を運送する場合には，すべてのタイプのタンクに対し，船体構造に使用される鋼材の等

級を決定するための伝熱計算を実施しなければならない。本計算は，次の条件によること。 

(1) 全てのタンクの一次防壁の温度は，貨物温度に等しいものと仮定しなければならない。 

(2) 前(1)に加え，完全二次防壁又は部分二次防壁が要求される場合は，全てのタンクについて，当該 1 タンクのみ完

全又は部分二次防壁の温度が，大気圧下での貨物温度に等しいものと仮定しなければならない。 

(3) 航行区域に制限のない船舶に対しては，周囲温度は大気 5℃及び海水 0℃としなければならない。制限のある海域

を航行する船舶に対しては，これより高い周囲温度を認めることがある。これに対し，冬期により低い温度になる

ことが予想される海域を航行する船舶に対しては，本会はより低い周囲温度の適用を要求することがある。 

(4) 空気及び海水は静止しているものと仮定する（すなわち，強制対流に関する調整は行わない）。 

(5) 4.19.3-6.及び 4.19.3-7.に規定されるように熱及び機械的環境による経時変化，圧縮，船体運動及びタンクの振動を

要因とする船舶の寿命期間中の防熱材の特性の劣化を仮定しなければならない。 

(6) 漏洩貨物の蒸発蒸気の発生による冷却効果を，必要に応じて考慮しなければならない。 

(7) ヒーティング設備が 4.19.1-6.の規定を満足する場合は，船体のヒーティング効果を 4.19.1-5.の規定に基づき考慮し

て差し支えない。 

(8) 4.19.1-5.の規定を除き，ヒーティング設備による効果を考慮してはならない。 

(9) 内殻と外殻を接続する構造部材の鋼材の等級は，その平均温度を用いて定めて差し支えない。 

-2. 船の外板及び甲板並びにこれらに取付けられるすべての防撓材の材料は，C 編の規定に従わなければならない。た

だし，設計条件におけるこれらの材料の計算温度が貨物温度の影響によって-5℃より低くなる場合，この材料は，表 N6.5

の規定に従わなければならない。 

-3. その他すべての船体構造の材料で，設計条件における計算温度が貨物温度の影響によって 0℃より低くなり，かつ，

二次防壁を構成しないものは，表 N6.5 の規定に従わなければならない。これには，貨物タンクの支持構造，内底板，縦

通隔壁板，横隔壁板，肋板，ウェブ，ストリンガー及びこれらの部材に取付けられる防撓材が含まれる。 

-4. 二次防壁を構成する船体構造の材料は，表 N6.2 の規定に従わなければならない。二次防壁が甲板又は船側外板で

構成される場合，表 N6.2で要求される材料の等級は，必要に応じて適切な範囲の隣接甲板又は船側外板まで適用しなけ

ればならない。 

-5. 材料の温度が表 N6.5に規定される材料の等級に対する最低許容温度より低くならないようにするため，構造材料

に対してヒーティング設備を使用することができる。4.19.1-1.に規定する計算において，ヒーティングによる効果は次に

おいて考慮することができる。 

(1) 船体横強度部材 

(2) 4.19.1-2.及び 4.19.1-3.に規定する船体縦強度部材。ただし，より低い周囲温度条件が要求される場合であって，大

気 5℃及び海水 0℃の周囲温度状態でヒーティング設備による効果を考慮することなく，その材料に適合する温度

を保持できる場合に限る。 

(3) 前(2)に代えて，貨物タンク間の縦通隔壁は，-30℃の最低設計温度又は 4.19.1-1.に規定する計算による温度（ヒー

ティングを考慮したもの）よりも 30℃低い温度のうち低い方の温度に対して，材料が適切なものである場合は，
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ヒーティング設備による効果を考慮することができる。この場合，船体の縦強度は，当該縦通隔壁が有効な場合及

びそうでない場合について，C 編の関連規定を満足しなければならない。 

-6. 4.19.1-5.の規定によるヒーティング設備は，次の要件を満足しなければならない。 

(1) ヒーティング設備は，この設備のいかなる部分が故障した状態においても，予備のヒーティング設備によって理論

的に必要な熱量の 100%以上を供給できるようなものでなければならない。 

(2) ヒーティング設備は，重要な補機として考慮しなければならない。4.19.1-5.(1)の規定により設けられるシステムの

少なくとも一つについては，全ての電気部品が非常用電源から供給されるものとしなければならない。 

(3) ヒーティング設備の設計及び構造は，格納設備の一部として本会の承認を得ること。 

4.19.2 一次及び二次防壁の材料* 

-1. 船体構造を構成しない一次防壁及び二次防壁の構造に使用する金属材料は，想定される設計荷重に対して適切な

ものとし，表 N6.1，表 N6.2 及び表 N6.3の規定によらなければならない。 

-2. 本会は，一次防壁及び二次防壁の材料として用いられる非金属材料又は表 N6.1，表 N6.2 及び表 N6.3 に規定され

ていない金属材料を，想定される設計荷重，材料特性及び使用目的に応じて，承認することがある。 

-3. 一次防壁又は二次防壁に，複合材料を含む非金属材料を用いる又は組み込む場合，材料が使用目的に適切であるこ

とを確認するため，必要に応じて，次に示す(1)から(9)までの特性に関して試験を行わなければならない。 

(1) 貨物との適合 

(2) 時効 

(3) 機械的性質 

(4) 熱膨張及び収縮 

(5) 摩耗 

(6) 結合力 

(7) 振動に対する抵抗 

(8) 火災及び火炎伝播に対する抵抗 

(9) 疲労破壊及びき裂進展に対する抵抗 

-4. 上記の特性は，必要な場合，就航中に想定される最高温度と最低設計温度より 5℃低い温度の間の範囲で試験しな

ければならない。ただし，-196℃より低くする必要はない。 

-5.  

(1) 一次防壁及び二次防壁に複合材料を含む非金属が用いられる場合，接合方法も上記の規定により試験を行わなけ

ればならない。 

(2) 一次防壁及び二次防壁の構造に非金属材料を使用する際の指針を附属書 6に設ける。 

-6. 恒久的なイナートガス環境等の適切な設備により保護されている場合又は耐火防壁が設けられている場合は，一

次防壁又は二次防壁に，火災及び火炎伝播に対する抵抗特性のない材料の使用を考慮することができる。 

4.19.3 貨物格納設備に使用される防熱材及びその他の材料* 

-1. 貨物格納設備で使用される荷重を受ける防熱材及びその他の材料は，設計荷重に対して適切なものとしなければ

ならない。 

-2. 貨物格納設備で使用される防熱材及びその他の材料は，使用目的に適することを確認するため，必要に応じて，次

に示す(1)から(14)までの特性を有していなければならない。 

(1) 貨物との適合 

(2) 貨物による溶解 

(3) 貨物の吸収 

(4) 収縮 

(5) 時効 

(6) 独立気泡率 

(7) 密度 

(8) 機械的性質（貨物及び他の荷重を受ける範囲において），熱膨張及び収縮 

(9) 摩耗 

(10) 結合力 

(11) 熱伝導率 
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(12) 振動に対する抵抗 

(13) 火災及び火炎に対する抵抗 

(14) 疲労破壊及びき裂進展に対する抵抗 

-3. 上記の特性は，必要な場合，就航中に予測される最高温度と最低設計温度より 5℃低い温度の範囲で試験しなけれ

ばならない。ただし，最低温度は，-196℃より低くする必要はない。 

-4. 防熱材の設けられる場所及びその環境条件に応じて，防熱材料は，火災及び火炎伝播に対する適切な抵抗特性を有

するものでなければならず，また，水蒸気の侵入及び機械的損傷に対して適当に保護されなければならない。防熱材を暴

露甲板又は暴露甲板上方並びにタンクカバー貫通部に設ける場合は，防熱材は適当な基準による耐火性を有するものと

するか，低火炎伝播性を有しかつ承認されたベーパーシールを形成する材料により保護しなければならない。 

-5. 耐火性に関して認められた規格を満足しない防熱材であっても，その表面が低火炎伝播性を有しかつ承認された

ベーパーシールを形成する材料により保護される場合は，恒久的に不活性環境にならないホールドスペースに使用して

も差し支えない。 

-6. 防熱材の熱伝導率に関する試験は，適切に経年変化したサンプルについて行わなければならない。 

-7. 粉状又は粒状の防熱材を使用する場合，使用中に材料が固く詰まることを軽減する措置，並びに，材料が必要な熱

伝導率を保持するのに十分な状態を維持し，かつ，貨物格納設備に加わる圧力の過度の増加を妨ぐための措置を講じなけ

ればならない。 

4.20 建造過程（IGCコード 4.20）  

4.20.1 溶接継手の設計* 

-1. 独立型タンクのタンク板のすべての溶接継手は，完全溶込みの面内突合せ溶接としなければならない。タンク板と

ドームの取合部に対してのみ，溶接施工方法承認試験の結果に応じ，完全溶込み型の隅肉溶接を使用して差し支えない。

ドームに設けられる小さな貫通部を除き，ノズルの溶接も，原則として完全溶込み型で設計されなければならない。 

-2. 独立型タンクタイプ C 及び主として湾曲面で構成される独立型タンクタイプ B の液密の一次防壁の溶接継手の詳

細は，次の(1)及び(2)によらなければならない。 

(1) すべての長手方向及び周方向継手は，両面開先又は片面開先の完全溶込み型の突合せ溶接としなければならない。

完全溶込み突合せ溶接は，両面溶接又は裏当金の使用によって行われなければならない。裏当金を使用する場合，

非常に小さいプロセス用圧力容器を除き，裏当金は除去しなければならない。その他の開先は，溶接施工方法承認

試験の結果が良好な場合，使用することができる。 

(2) タンク本体とドーム及びドームと関連付属品間の継手の開先形状は，D 編 10 章の規定によって設計しなければな

らない。ノズル，ドーム及びその他の容器貫通物を接合するすべての溶接並びに容器又はノズルにフランジを接合

するすべての溶接は完全溶込み溶接としなければならない。 

-3. 4.20.3 に規定される場合を除き，すべての建造過程及び試験は，6章の適当な規定に基づき行わなければならない。 

4.20.2 接着及びその他の接合の設計  

接着継手（又は，溶接を除くその他の方法の継手）の設計は，継手の強度特性を考慮しなければならない。 

4.20.3 試験* 

-1. すべての貨物タンク及びプロセス用圧力容器は，タンクタイプに応じて，4.21 から 4.26 に規定する水圧又は水圧-

空気圧試験を行わなければならない。 

-2. すべてのタンクは，前-1.の規定による圧力試験と同時に又は別個に，漏洩試験を行わなければならない。 

-3. 二次防壁の検査については，個々の場合に，防壁へのアクセス（4.6.2 参照）を考慮の上で，本会の適当と認めると

ころによる。 

-4. 新型式の独立型タンクタイプ B 又は 4.27 の規定に基づき設計されたタンクが設けられる船舶では，少なくとも 1

個のプロトタイプタンク及びその支持構造には，本会は，応力レベルを確認するためのひずみゲージ又は他の適当な装置

を設置することを要求することがある。タンクの形状並びに支持構造及び付属品の配置によっては独立型タンクタイプ C

に対しても本会は，同様の計測装置を要求することがある。 

-5. 最初の満載となる貨物の積荷及び揚荷中に貨物格納設備全体としての性能が設計上のパラメータに適合すること

を，IGC コード 1.4 に規定する検査手順及び検査要件並びに本会が適当と認める要件に従って確認しなければならない。

設計上のパラメータを確認するために重要な構成要素及び付属品の性能についての記録は，保管し，かつ，本会にいつで
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も提示できるようにしておかなければならない。 

-6. 4.19.1-5.及び-6.に従ってヒーティング設備を設ける場合，この設備は要求される熱出力及び熱分布についての試験

をしなければならない。 

-7. 貨物格納設備については，最初の積荷航海中又はその直後にコールドスポット検査を行わなければならない。目視

検査ができない防熱材表面の検査については，本会の適当と認めるところによる。 

4.21 独立型タンクタイプ A（IGCコード 4.21）  

4.21.1 設計原則  

-1. 独立型タンクタイプ A は主として規範的な船体構造強度評価と等価な評価で設計されるタンクである。このタン

クが主として平板によって構成される場合，設計蒸気圧 P0は，0.07 MPa 未満としなければならない。 

-2. 大気圧下で貨物温度が-10℃より低い場合，4.5 に規定する完全二次防壁を設けなければならない。二次防壁は 4.6

の規定に従って設計しなければならない。 

4.21.2 構造解析* 

-1. 構造解析は，4.13.2 に規定する内圧並びに支持構造，キー構造及び合理的な範囲で船体構造との相互に作用する荷

重を考慮して，本会の適当と認める方法で行わなければならない。 

-2. 支持構造物のような本編で規定されない構造部分については，4.12 から 4.15 に規定する設計荷重のうち適当なも

の及び支持構造近傍の船体撓みを考慮して，直接計算によって応力を求めなければならない。 

-3. タンク及び支持構造は，4.15に規定する偶発荷重に対して設計を行わなければならない。それらの荷重は，相互に

又は環境荷重と組合せる必要はない。 

4.21.3 最終設計条件* 

-1. 主として平板により構成されるタンクで，規範的な船体構造強度評価と等価な評価で求められた一次及び二次部

材（防撓材，特設肋骨，防撓桁，桁）の公称膜応力は，ニッケル鋼，炭素-マンガン鋼，オーステナイト鋼及びアルミニウ

ム合金では𝑅𝑚/2.66 又は𝑅𝑒/1.33 のうちいずれか小さい方を超えてはならない。𝑅𝑚及び𝑅𝑒は，4.18.1(3)の規定による。ただ

し一次部材に関する詳細な応力計算が行われる場合，4.18.1(4)で定める等価応力𝜎𝐶は，本会が認めた場合，より高い許容

応力とすることができる。この計算には，二重底及びタンク底部の撓みによる船体とタンクの相互反力の影響を含み，曲

げ，せん断，軸及び捩れ変形の影響を考慮に入れなければならない。 

-2. タンク囲壁の板厚は，少なくとも 4.13.2 に規定する内圧及び 4.3.5 に定める腐食予備厚を考慮して，本会が適当と

認める方法で定めたものでなければならない。 

-3. 貨物タンク構造は座屈強度に対する検討を行わなければならない。 

4.21.4 偶発設計条件  

-1. タンク及び支持構造は，4.3.4(3)及び 4.15 に規定する偶発荷重及び設計条件を考慮して設計を行わなければならな

い。 

-2. 4.15 に規定する偶発荷重が作用する場合，4.21.3 に規定する許容基準を満足しなくてはならない。ただし，許容基

準は低い発現確率を考慮して適切に修正したものとする。 

4.21.5 試験* 

すべての独立型タンクタイプ A は水圧又は水圧-空気圧試験を行わなければならない。この試験はタンクに生ずる応力

が設計応力に実行可能な限り近くなるようにし，かつ，タンク頂部の圧力を MARVS 以上として行わなければならない。

水圧-空気圧試験を行う場合，試験状態は，タンク及びその支持構造の動的成分を含む設計荷重（ただし永久変形を起こ

す応力レベルは避けること）を実行可能な限り模擬したものでなければならない。 

4.22 独立型タンクタイプ B（IGCコード 4.22）  

4.22.1 設計原則  

-1. 独立型タンクタイプ Bは応力レベル，疲労寿命及びき裂進展特性を求めるために，モデルテスト，精密な解析手段

及び解析法を用いて設計されるタンクである。このタンクが主として平面板によって構成される場合（方形タンク），設

計蒸気圧 P0は，0.07 MPa 未満としなければならない。 

-2. 大気圧下で貨物温度が-10℃より低い場合，4.5に規定するスモールリークプロテクションシステムを有する部分二
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次防壁を設けなければならない。スモールリークプロテクションシステムは 4.7 の規定に従って設計しなければならない。 

4.22.2 構造解析* 

-1. 次の(1)から(4)について，構造が適当であることを確認しなければならない。この場合，すべての動的及び静的荷

重の影響を考慮しなければならない。 

(1) 塑性変形 

(2) 座屈 

(3) 疲労破壊 

(4) き裂進展 

有限要素法又はこれと同様の方法による解析並びに破壊機構解析又はこれと同等の検討を行わなければならない。 

-2. 船体構造との相互作用を含め，タンクに生じる応力レベルを算定するために，3 次元解析を行わなければならない。

この解析の構造モデルには，貨物タンクの他，その支持及びキー構造並びに関連する船体構造部分も含めなければならな

い。 

-3. 類似船による有効な資料がない場合には，不規則波中における個々の船舶の加速度及び運動の精密解析，並びにこ

れらの力及び運動による船体及びその貨物タンクの応答の精密解析を行わなければならない。 

4.22.3 最終設計条件  

-1. 塑性変形 

(1) 主として回転体によって構成される独立型タンクタイプ Bの許容応力は，次に示す値を超えてはならない。 

𝜎𝑚 ≤ 𝑓  

𝜎𝐿 ≤ 1.5𝑓 

𝜎𝑏 ≤ 1.5𝐹 

𝜎𝐿 + 𝜎𝑏 ≤ 1.5𝐹 

𝜎𝑚+ 𝜎𝑏 ≤ 1.5𝐹 

𝜎𝑚+ 𝜎𝑏 +𝜎𝑔 ≤ 3.0𝐹 

𝜎𝐿 + 𝜎𝑏+ 𝜎𝑔 ≤ 3.0𝐹 

𝜎𝑚: 等価一次一般膜応力 

𝜎𝐿 : 等価一次局部膜応力 

𝜎𝑏: 等価一次曲げ応力 

𝜎𝑔 : 等価二次応力 

𝑓: 𝑅𝑚/A又は𝑅𝑒/Bのうちいずれか小さい方 

𝐹: 𝑅𝑚/C 又は𝑅𝑒/D のうちいずれか小さい方 

𝑅𝑚及び𝑅𝑒については，4.18.1(3)による。𝜎𝑚,  ，𝜎𝐿，𝜎𝑏及び𝜎𝑔の応力については，4.28.3 の応力の分類の定義も参照

すること。本会が，設計条件を考慮の上で適当と認めた場合は，表中の値とは異なる値を用いることができる。 

(2) 主として平板で構成される独立型タンクタイプ B については，有限要素法に適用する許容等価膜応力は次の(a)か

ら(c)を超えてはならない。 

(a) ニッケル鋼及び炭素-マンガン鋼については，Rm/2又は Re/1.2 のうちいずれか小さい方 

(b) オーステナイト鋼については，Rm/2.5 又は Re/1.2 のうちいずれか小さい方 

(c) アルミニウム合金については，Rm/2.5 又は Re/1.2 のうちいずれか小さい方 

本会が，応力の局所性，応力解析方法及び設計条件を考慮の上で適当と認めた場合は，上記の値とは異なる値を用

いることができる。 

(3) 板部材の板厚及び防撓材の寸法は，独立型タンクタイプ Aで要求されるものより小さくしてはならない。 

 

表 N4.2 A，B，C及び D の値（独立型タンクタイプ B） 

 ニッケル鋼及び炭素-マンガン鋼 オーステナイト鋼 アルミニウム合金 

A 3 3.5 4 

B 2 1.6 1.5 

C 3 3 3 

D 1.5 1.5 1.5 
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-2. 座屈強度 

外圧及び圧縮応力を引き起こすその他の荷重を受ける貨物タンクの座屈強度解析を，本会が適当と認める方法で行わ

なければならない。この方法は，必要に応じて，板の目違い，真直度又は平面度の欠如，楕円率並びに規定の弧又は弦長

での真の円形からの誤差により生じる理論的な座屈応力と実際の座屈応力との差を適切に考慮したものでなければなら

ない。 

4.22.4 疲労設計条件  

-1. 疲労及びき裂進展評価を 4.18.2 に従い行わなければならない。許容基準はき裂の検知性によって，4.18.2-7.，4.18.2-

8.又は 4.18.2-9.を満足しなければならない。 

-2. 疲労解析は工作誤差を考慮しなければならない。 

-3. 本会は，必要と認めた場合には，構造要素の応力集中係数及び疲労寿命を求めるためのモデルテストを要求するこ

とがある。 

4.22.5 偶発設計条件  

-1. タンク及び支持構造は，4.3.4(3)及び 4.15 に規定する偶発荷重及び設計条件を考慮して設計を行わなければならな

い。 

-2. 4.15 に規定する偶発荷重が作用する場合，4.22.3 に規定する許容基準を満足しなくてはならない。ただし，許容基

準は低い発現確率を考慮して適切に修正したものとする。 

4.22.6 試験  

独立型タンクタイプ Bは，次の(1)及び(2)の水圧又は水圧-空気圧試験を行わなければならない。 

(1) 試験は独立型タンクタイプ Aに対する 4.21.5 の規定によって行わなければならない。 

(2) さらに，試験状態における最大一次膜応力又は主要部材の最大曲げ応力は，試験温度で材料の降伏応力（組立て状

態）の 90%を超えてはならない。計算上この応力が降伏応力の 75%を超える場合，プロトタイプテストで歪ゲー

ジ又は他の適当な装置を用いて前記の条件を満足することを確認しなければならない。 

4.22.7 マーキング  

圧力容器に要求されるマーキングは，過大な局部応力が生じないような方法で行われなければならない。 

4.23 独立型タンクタイプ C（IGCコード 4.23）  

4.23.1 設計原則* 

-1. 独立型タンクタイプ C の設計原則は，破壊機構及びき裂進展基準を含むように修正された圧力容器の基準に基づ

いている。-2.に規定する最小設計圧力は，初期表面欠陥がタンクの寿命期間中にタンク板の板厚の半分を超える進展が起

こらないように，動的応力が十分に低いことを確保することを目的としている。 

-2. 独立型タンクタイプ C は D 編 10.5の規定に適合するタンクである。このタンクは次式で与えられる値以上の設計

蒸気圧 P0を有する。 

𝑃0 = 0.2 + 𝐴 ⋅ 𝐶(𝜌𝑟)
1.5   (𝑀𝑃𝑎) 

𝐴 = 0.00185(
𝜎𝑚
𝛥𝜎𝐴

)
2

 

𝜎𝑚: 設計一次膜応力 

𝛥𝜎𝐴 : 許容動的膜応力（発現確率 Q=10-8レベルでの両振幅） 

55𝑁/𝑚𝑚2:フェライト－パーライト，マルテンサイト及びオーステナイト鋼 

25𝑁/𝑚𝑚2:アルミニウム合金（5083-0） 

𝐶:  次に示すタンクの寸法から定まるもののうち大きい値 

ℎ，0.75  𝑏又は0.45  𝑙 

ℎ: タンクの高さ（船の深さ方向）（m） 

𝑏: タンクの幅（船の幅方向）（m） 

𝑙: タンクの長さ（船の長さ方向）（m） 

𝜌𝑟: 設計温度における貨物の比重（清水の場合: 𝜌𝑟 = 1） 

タンクの設計寿命が出会波数が 108 となる期間よりも長い場合は，𝛥𝜎𝐴は設計寿命に対応した同等のき裂進展を与える

値となるよう修正しなければならない。 
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-3. 本会がタンクの形状並びに支持構造及び取付け物の配置を考慮して必要と認めた場合，タイプ A 又はタイプ B の

規定の適用を要求することがある。 

4.23.2 タンク板厚  

-1. タンク板厚は次の(1)から(3)を満足しなければならない。 

(1) 圧力容器に関しては，-4.に従って計算される板厚は，形成後の最小値としなければならない。負の許容値は認めら

れない。 

(2) 圧力容器に関しては，成形後の腐食予備厚を含む胴板及び鏡板の最小板厚は，炭素-マンガン鋼及びニッケル鋼に

ついては 5 mm，オーステナイト鋼については 3 mm 及びアルミニウム合金については 7 mm 未満としてはならない。 

(3) 4.23.2-4.による計算に使用する溶接継手効率は，0.95 としなければならない。この場合，6.5.6-5.に定める検査及び

非破壊試験を行うものとする。この数値は，使用材料，継手の種類，溶接法及び荷重の種類等を考慮して，1.0 ま

で増加することができる。プロセス用圧力容器について，本会は抜取りの非破壊試験を認めることがある。ただし，

その非破壊試験の範囲は，使用材料，設計温度，組立て状態での材料の無延性遷移温度，溶接継手の種類及び溶接

法等に応じて，6.5.6-5.の規定により定めたものより小としてはならず，かつ，継手効率は，0.85 以下の値を採用

しなければならない。特別の材料について，前記の継手効率は溶接継手の機械的性質に応じて減少しなければ

ならない。 

-2. 内圧の計算の際に 4.13.2 に規定する設計液圧を考慮しなければならない。 

-3. 圧力容器の座屈を検討するのに使用する設計外圧𝑃𝑒は，次式で与えられるもの未満としてはならない。 

𝑃𝑒 = 𝑃1 +𝑃2 +𝑃3 +𝑃4  (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃1: 真空逃し弁の設計圧力。真空逃し弁が設けられない圧力容器については，P1は特別に考慮されるが，一般に

0.025 MPa 未満としてはならない。 

𝑃2 : 圧力容器又はその一部を格納する完全に閉囲された区画の圧力逃し弁の設定圧力。その他の場合には，P2=0  

𝑃3 : 防熱材の重量及び収縮，腐食予備厚を含む容器の重量並びに圧力容器が受けると予想されるその他の外圧

荷重による容器の圧縮作用力。これには，ドームの重量，タワー及び管装置の重量，半載貨物の影響，加速

度及び船体変形等が含まれる。さらに内圧若しくは外圧又は両方の局部的な影響についても考慮しなけれ

ばならない。 

𝑃4 : 圧力容器又はその一部が暴露甲板上にある場合の水頭による外圧。その他の場合には，P4=0 

-4. 内圧に基づく構造寸法は，次に従って，計算されなければならない。 

4.13.2 に規定する内圧を受けるフランジを含む圧力容器の受圧部の寸法及び形状は，D 編 10 章の規定によらなければ

ならない。これらの計算は，すべての条件において，認められている圧力容器の理論に基づくものでなければならない。

圧力容器の受圧部の開口は，D 編 10章の規定に従って補強しなければならない。 

-5 静的及び動的荷重に対する応力解析は次の(1)から(3)に従って行われなければならない。 

(1) 圧力容器の寸法は，4.23.2-1.から 4.23.2-4.及び 4.23.3 の規定により定めなければならない。 

(2) 支持構造近傍及び支持構造用の容器取付け物近傍の荷重及び応力計算を実施しなければならない。4.12 から 4.15

に定める荷重は，適用可能な場合には，使用しなければならない。支持構造近傍の応力は，材料の降伏応力の 90%

又は引張り強さの 75%を超えてはならない。特別な場合，本会は疲労解析を要求することがある。 

(3) 本会が必要と認めた場合には，二次応力及び熱応力について特別な考慮を払わなければならない。 

4.23.3 最終設計条件* 

-1. 塑性変形 

(1) 独立型タンクタイプ C の許容応力は，次に示す値を超えてはならない。 

𝜎𝑚 ≤ 𝑓  

𝜎𝐿 ≤ 1.5𝑓 

𝜎𝑏 ≤ 1.5𝑓 

𝜎𝐿 + 𝜎𝑏 ≤ 1.5𝑓 

𝜎𝑚+ 𝜎𝑏 ≤ 1.5𝑓 

𝜎𝑚+ 𝜎𝑏 +𝜎𝑔 ≤ 3.0𝑓 

𝜎𝐿 + 𝜎𝑏+ 𝜎𝑔 ≤ 3.0𝑓 

𝜎𝑚: 等価一次一般膜応力 

𝜎𝐿 : 等価一次局部膜応力 
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𝜎𝑏: 等価一次曲げ応力 

𝜎𝑔 : 等価二次応力 

𝑓: 𝑅𝑚/A又は𝑅𝑒/Bのうちいずれか小さい方 

𝑅𝑚及び𝑅𝑒については，4.18.1(3)による。𝜎𝑚,  ，𝜎𝐿，𝜎𝑏及び𝜎𝑔の応力については，4.28.3 の応力の分類の定義も参照

すること。 

表 N4.3 A及び Bの値（独立型タンクタイプ C） 

 ニッケル鋼及び

炭素-マンガン鋼 

オーステナイト鋼 アルミニウム合金 

A 3 3.5 4 

B 1.5 1.5 1.5 

 

-2. 座屈基準は，次によらなければならない。 

外圧及び圧縮応力を引き起こすその他の荷重を受ける圧力容器の板厚及び形状は，一般的に受け入れられている圧力

容器の座屈理論に基づく計算によるものでなければならず，かつ，板の目違い，楕円率及び規定の弧又は弦長での真の円

形からの誤差により生じる理論的な座屈応力と実際の座屈応力との差を適切に考慮したものでなければならない。 

4.23.4 疲労設計条件  

大気圧下で貨物温度が-55℃より低い大型の独立型タンクタイプ Cについて，本会は静的及び動的応力に関して 4.23.1-

1.の規定を満足していることを確認する追加の検討を要求する場合がある。 

4.23.5 偶発設計条件  

-1. タンク及び支持構造は，4.3.4(3)及び 4.15 に規定する偶発荷重及び設計条件に対して設計を行わなければならない。 

-2. 4.15 に規定する偶発荷重が作用する場合，4.23.3-1.に規定する許容基準を満足しなくてはならない。ただし，許容

基準は低い発現確率を考慮して適切に修正したものとする。 

4.23.6 試験* 

-1. 組立完了時に各圧力容器は，タンク頂部で測った圧力が 1.5P0以上となる圧力の下で水圧試験を行わなければなら

ないが，いかなる箇所においても計算による一次一般膜応力が試験中に材料の降伏応力の 90%を超えてはならない。単

純な円筒形又は球形の圧力容器を除き，計算上この応力が降伏応力の 75%を超える場合，プロトタイプテストで歪ゲー

ジ又は他の適当な装置を用いて前記の条件を満足することを確認しなければならない。 

-2. 試験に使用する水温は，組立て状態の材料の無延性遷移温度より少なくとも 30℃高い温度でなければならない。 

-3. 圧力は，板厚 25 mm につき 2時間保持しなければならないが，いかなる場合も 2時間未満としてはならない。 

-4. 貨物用圧力容器に対して必要な場合，水圧-空気圧試験を前-1.から-3.に示す状態で行うことができる。 

-5. 使用温度に応じてより高い許容応力を用いる圧力容器の試験について，本会は，特別の考慮を払うことがある。た

だし，前-1.の規定には完全に適合しなければならない。 

-6. 工事完了後，各圧力容器及びその付属品は，適当な漏洩試験を行わなければならない。この試験は前-1.に規定する

圧力試験に組み合わせて差し支えない。 

-7. 貨物タンク以外の圧力容器の空気圧試験は，個々の場合に応じて本会が適当と認めた場合にのみ行うことができ

る。この試験は，圧力容器が安全に水を満たすことができないように設計され若しくは支持されているか又はこれらの容

器を乾燥できず，かつ，使用中に試験用媒体の痕跡を許容できない場合にのみ認められる。 

4.23.7 マーキング  

圧力容器に要求されるマーキングは，過大な局部応力が生じないような方法で行われなければならない。 

4.24 メンブレンタンク（IGCコード 4.24）  

4.24.1 設計原則* 

-1. メンブレン貨物格納設備の設計原則は，熱その他による伸縮によりメンブレンの気液密性を損なう過度のリスク

を生じないようなものでなければならない。 

-2. 4.24.2-1.に規定する使用中に起こりうる事象を考慮して，解析及び試験に基づく系統的な手法により，格納設備が

目的とする機能を満足することを実証しなければならない。 

-3. 大気圧下で貨物温度が-10℃より低い場合，4.5 に規定する完全二次防壁を設けなければならない。二次防壁は 4.6
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の規定に従って設計しなければならない。 

-4. 設計蒸気圧 P0は，原則として 0.025 MPa を超えてはならない。ただし，船体構造寸法を必要に応じて増強し，か

つ，支持防熱構造の強度が適当なものであれば，P0 はより大きい値とすることができるが，0.07 MPa 未満としなければ

ならない。 

-5. メンブレンタンクの定義は，非金属製メンブレンが使用される設計，メンブレンと防熱材が一体となる設計又はメ

ンブレンが防熱材に組込まれるような設計について，これを除外するものではない。 

-6. メンブレンの厚さは，原則として 10 mm を超えてはならない。 

-7. 9.2.1 の規定による一次防熱スペースと二次防熱スペース全体のイナートガス循環は，ガス検知として有効な手段

を可能にするのに十分なものでなければならない。 

4.24.2 設計検討事項* 

-1. メンブレンの寿命にわたり液密の損失につながる次のような潜在的な事象を評価しなければならない。 

(1) 最終強度設計に関する事象 

(a) メンブレンの引張による損傷 

(b) 防熱材の圧縮崩壊 

(c) 熱劣化 

(d) 防熱材と船体構造間の取付けの喪失 

(e) 防熱材へのメンブレンの固着の喪失 

(f) 内部構造及び支持構造の構造の健全性 

(g) 支持構造の損傷 

(2) 疲労強度設計に関する事象 

(a) 船体構造との取合いを含むメンブレンの疲労 

(b) 防熱の疲労亀裂 

(c) 内部構造と支持構造の疲労 

(d) バラストの浸入につながる船体構造の疲労亀裂 

(3) 偶発設計に関する事象 

(a) 機械的損傷（使用中におけるタンク内の物体の落下等によるもの） 

(b) 防熱スペースの過圧 

(c) タンクの過負圧 

(d) 内部船体構造からの浸水 

内部の単一の事象により，両メンブレンが同時にあるいは連続的に損傷を起こしうる設計としてはならない。 

-2. 貨物格納設備の材料に必要な物理的性質（機械的性質，熱的性質，化学的性質等）は，4.24.1-2.の規定に従って設

計段階に確認しなければならない。 

4.24.3 荷重及び荷重組合せ* 

インタバリアスペースの過圧，タンク内の負圧，スロッシングの影響及び船体振動の影響及びこれらの組合せによるタ

ンクの健全性の損失について，特別の考慮を払わなければならない。 

4.24.4 構造解析* 

-1. 貨物格納設備及び 4.9 に規定するような関連構造の最終強度評価及び疲労強度評価を目的とした構造解析や試験

を実施しなければならない。構造解析において，貨物格納設備に支配的な損傷モードを評価するために必要なデータを提

供しなければならない。 

-2. 船体構造解析は，4.13.2 に規定する内圧を考慮しなければならない。船体変形とメンブレン及び防熱材との適合性

並びに船体変形については，特別の配慮を払わなければならない。 

-3. 4.24.4-1.及び 4.24.4-2.に示す解析は，個々の運動，加速度及び船体と貨物格納設備の応答に基づくものでなければ

ならない。 

4.24.5 最終設計条件  

-1. 使用状態におけるすべての重要な構成要素，サブシステム又は装置は，4.24.1-2.に従い，構造的に耐え得ることを

確認しなければならない。 

-2. 貨物格納設備，貨物格納設備と船体構造との取合い及びタンク内構造の損傷モードに対する許容基準の選定にお

いては，考慮する損傷モードに伴う結果を考慮しなければならない。 
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-3. 内殻の部材寸法は，4.13.2 に規定する内圧を考慮して，C 編 1 編 6章の規定を準用し，かつ，4.14.3 に規定するス

ロッシング荷重に関する該当する要件に適合するよう定めたものでなければならない。 

4.24.6 疲労設計条件  

-1. 疲労解析は，継続的なモニタリングにより損傷発生を検知できないポンプタワー等のタンク内の構造並びにメン

ブレン及びポンプタワーの付属品に対して実施しなければならない。 

-2. 疲労計算は，以下の(1)及び(2)に応じて，4.18.2 の規定に従って実施しなければならない。 

(1) 構造の健全性に対する構造要素の重要性 

(2) 検査実施の可否 

-3. 両メンブレンに同時にあるいは連続的に損傷をもたらすき裂が発生しないことが試験又は解析により確認できる

構造要素については，𝐶𝑤は 0.5 以下としなければならない。 

-4. 定期的な検査を実施する構造要素であって，両メンブレンに同時あるいは連続的に損傷をもたらす疲労き裂が発

生し得る構造要素については，4.18.2-8.に規定する疲労及び破壊機構要件を満足しなければならない。 

-5. 就航中の検査においてアクセスできない構造要素であって，両メンブレンに同時あるいは連続的に損傷をもたら

す疲労き裂が前兆なしに発生し得る構造要素については，4.18.2-9.に規定する疲労及び破壊機構要件を満足しなければな

らない。 

4.24.7 偶発設計条件  

-1. 格納設備及びその支持構造は，4.15 に規定する偶発荷重を考慮して設計を行わなければならない。偶発荷重は相互

に又は環境荷重と組合せる必要はない。 

-2. リスク評価に基づき追加の事故シナリオを決定しなければならない。タンク内の艤装品の固着については，特に注

意を払わなければならない。 

4.24.8 設計段階における試験* 

-1. 4.24.1-2.に規定する設計段階における試験には，コーナー及び継手を含む一次及び二次防壁の一連の解析モデル及

び物理モデルを含めなければならない。このモデルは，静的，動的及び熱荷重に起因する組合せ歪に耐えることを確認す

るために，試験を行ったものでなければならない。これは，結果的に完全貨物格納設備のプロトタイプモデルの建造とな

る。解析及び物理モデルにおいて考慮する試験条件は，貨物格納設備が，その一生に遭遇する最も厳しい就航状態に相当

するものでなければならない。4.6.2 に規定する二次防壁の定期的試験の許容基準案は，プロトタイプモデルによる試験

結果に基づかなければならない。 

-2. メンブレンの材料及びメンブレンの溶接継手又は接着継手の疲労性能は，試験により確認しなければならない。防

熱材の船体構造との固着部の最終強度及び疲労強度については，解析又は試験により確認しなければならない。 

4.24.9 試験* 

-1. メンブレン貨物格納設備を設ける船舶の場合，全てのタンク及び通常液体を積み，かつ，メンブレンを支持する隣

接船体構造となるすべての区画は，本会が適当と認める水圧試験を行わなければならない。 

-2. メンブレンを支持するすべてのホールド構造は，貨物格納設備を搭載する前に漏洩試験を行わなければならない。 

-3. 通常，液体を積載しないパイプトンネル及びその他の区画は，水圧試験を行う必要はない。 

4.25 一体型タンク（IGCコード 4.25）  

4.25.1 設計原則* 

一体型タンクとは，船体構造の一部を構成し，かつ，隣接船体構造に応力を与える荷重によって影響を受けるタンクを

いい，次の(1)から(3)の規定に適合しなければならない。 

(1) 4.1.2 で定める設計蒸気圧 P0は，原則として 0.025 MPa を超えてはならない。ただし，船体構造寸法を必要に応じ

て増強する場合には，P0はより大きい値とすることができるが，0.07 MPa 未満としなければならない。 

(2) 一体型タンクは，貨物の沸点が-10℃以上のプロダクトに用いることができる。本会は，特別の考慮が払われる場

合，-10℃より低温のものについて認めることがある。その場合，完全二次防壁としなければならない。 

(3) 19 章の規定によりタイプ 1G 船が要求されるプロダクトは，一体型タンクを使用してはならない。 

4.25.2 構造解析  

一体型タンクの構造解析は，本会の適当と認めるところによる。 
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4.25.3 最終設計条件* 

-1. タンク囲壁の構造寸法は，少なくとも 4.13.2に規定する内圧を考慮して，C 編 1編 6章の規定を準用して定めなけ

ればならない。 

-2. 一体型タンクの許容応力は，本会の適当と認めるところによる。 

4.25.4 偶発設計条件  

-1. タンク及び支持構造は，4.3.4(3)及び 4.15 に規定する偶発荷重を考慮して設計を行わなければならない。 

-2. 4.15 に規定する偶発荷重が作用する場合，4.25.3 に規定する許容基準を満足しなくてはならない。ただし，許容基

準は低い発現確率を考慮して適切に修正したものとする。 

4.25.5 試験* 

一体型タンクについては，水圧又は水圧-空気圧試験を行わなければならない。一般的に，この試験は，実行可能な限

りタンクに生ずる応力が設計応力に近くなるようにし，かつ，タンク頂部の圧力を MARVS 以上として行わなければなら

ない。 

4.26 セミメンブレンタンク（IGCコード 4.26）  

4.26.1 設計原則* 

-1. セミメンブレンタンクとは，負荷状態において非自己支持型のタンクで，防熱材を介して隣接船体構造に支持され

る平板と，これに接続して熱その他による伸縮を吸収するように設計された曲面部によって構成されるタンクをいう。 

-2. 設計蒸気圧 P0は，原則として 0.025 MPa を超えてはならない。ただし，船体構造寸法を必要に応じて増強し，か

つ，支持防熱構造の強度が適当なものであれば，P0 はより大きい値とすることができるが，0.07 MPa 未満としなければ

ならない。 

-3. セミメンブレンタンクについては，この節の独立型タンク又はメンブレンタンクに関する規定を準用しなければ

ならない。 

-4. 独立型タンクタイプ B に適用される要件のうちタンク支持方法を除くすべての要件に適合するセミメンブレンタ

ンクの場合，本会は，特別の考慮を払った後，部分二次防壁を認めることがある。 

4.27 新コンセプトに対する限界状態設計（IGCコード 4.27）  

4.27.1 一般  

4.21 から 4.26 の規定を用いて設計することのできない新型式の貨物格納設備は，本節並びに本章の 4.1 から 4.20 の該

当規定を用いて設計しなければならない。本節による貨物格納設備は，確立された設計解並びに新設計に適用できる構造

設計手法である限界状態設計の原理に基づき設計しなければならない。このより一般的な手法は，4.21 から 4.26 の規定

を用いて設計された既知の格納設備と同等の安全レベルを確保するものである。 

4.27.2 限界状態設計  

-1. 限界状態設計は，各構造要素について 4.3.4 による設計条件に関連する損傷モードを評価する系統的手法である。

限界状態とは，構造又は構造の一部が要件を満足しない状態と定義する。 

-2. 各損傷モードは，一つ以上の限界状態が関連する。関連する全ての限界状態を考慮することにより，構造要素の最

小限界荷重を得ることができる。 

限界状態は次の 3つに分類する。 

(1) 最終限界状態（ULS）：非損傷状態において，最大耐荷容量，場合によっては，最大ひずみ又は最大変形に対応す

る。 

(2) 疲労限界状態（FLS）：繰り返し荷重の影響による劣化に相当する。 

(3) 偶発限界状態（ALS）：偶発事象に耐えることのできる構造強度に関連する。 

4.27.3  設計基準  

限界状態設計の手順及び関連する設計パラメータは，附属書 7 に規定する「新型式の貨物格納設備の設計における限界

状態設計手法の使用に関する基準」に適合しなければならない。 
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4.28 4章の指針（IGCコード 4.28関連）  

4.28.1 静的設計における内圧計算の要領* 

-1. 本節には，静的設計を目的とした動的液圧の計算の指針を示す。本指針による圧力は 4.13.2-4.に規定する内圧の決

定に用いて差し支えない。 

(1) (Pgd)maxは，最大設計加速度による動的液圧 

(2) (Pgdsite)maxは，部位特異の加速度による動的液圧 

(3) Peqは，次の Peq1及び Peq2の算式のいずれか大きい方とする。 

𝑃𝑒𝑞1 = 𝑃0 + (𝑃𝑔𝑑)max (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃𝑒𝑞2 = 𝑃ℎ +(𝑃𝑔𝑑𝑠𝑖𝑡𝑒)max (𝑀𝑃𝑎) 

-2. 内部液圧は，4.14.1 に示す船体運動によって貨物の重心に加速度が加わった結果発生するものであって，重力及び

動的加速度を合成した次式で計算されること。 

𝑃𝑔𝑑 = 𝑎𝛽 ⋅ 𝑧𝛽
𝜌

1.02 × 105
(𝑀𝑃𝑎) 

𝑎𝛽: 任意の方向𝛽（図 N4.1参照）における重力及び動的荷重による無次元化された加速度（すなわち，重力加速

度に対する比）大型のタンクの場合，横方向，上下方向及び前後方向加速度を考慮した加速度楕円を用いる

こと。 

𝑧𝛽: 圧力を定めるべきタンク板の点から𝛽方向（図 N4.2 及び図 N4.3参照）へ測った最大液頭高さ（m）。タンク

の許容全容積の一部と見なされるタンクドーム部は，タンクドームの全容積𝑉𝑑が次の算式による値を超え

ない場合を除き，𝑧𝛽の決定に際して考慮すること。 

𝑉𝑑 = 𝑉𝑡
100− 𝐹𝐿

𝐹𝐿
 

𝑉𝑡 :ドーム部を除いたタンク容積 

𝐹𝐿:15 章に規定する積付制限値 

𝜌: 設計温度における貨物の最大密度（kg/m3） 

𝛽の方向は，(Pgd)max又は(Pgdsite)maxが最大となる方向を考慮すること。なお，上記の式は，満載タンクに対して適用

するものとする。 

-3. 同等の他の計算方法を適用して差し支えない。 

4.28.2 加速度成分の参考式  

次に示す式は，北大西洋における 10-8 の発現確率レベルに対応する船体運動による加速度成分の指針として示すもの

であり，船の長さが 50 m を超える船舶が A 編 2.1.8による船の速力程度の速さで航行する状態に適用する。 

4.14.1.に定める上下方向加速度 

𝑎𝑧 = ±𝑎0√1 + (5.3 −
45

𝐿
)2(

𝑥

𝐿
+0.05)2(

0.6

𝐶𝑏
)1.5 +(

0.6𝑦𝐾1.5

𝐵
)

2

 

4.14.1 に定める横方向加速度 

𝑎𝑦 = ±𝑎0√0.6 +2.5(
𝑥

𝐿
+ 0.05)2 +𝐾(1+ 0.6𝐾

𝑧

𝐵
)2 

4.14.1 に定める前後方向加速度 

𝑎𝑥= ±𝑎0√0.06 + 𝐴2 − 0.25𝐴 

𝑎0 = 0.2
𝑉

√𝐿
+
34 −

600
𝐿

𝐿
 

𝑥: 船舶の中央から積載物を含むタンクの重心位置までの船舶の長さ方向の距離（m）。xは，船舶の中央から前

方を正，後方を負で表す。 

𝑦: 船舶の中心線から積載物を含むタンクの重心位置までの船舶の横方向の距離（m）。 

𝑧: 船舶の実際の喫水線から積載物を含むタンク重心までの垂直距離（m）。z は，喫水線から上方を正，下方を

負で表す。 

𝐾: 一般に 1.0。特殊な積付け及び特殊な船型を有する場合は，次式による。 

𝐾 = 13𝐺𝑀/𝐵 
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𝐾 ≥ 1.0 

𝐺𝑀: メタセンタ高さ（m） 

𝐴 = (0.7 −
𝐿

1200
+ 5

𝑧

𝐿
)(
0.6

𝐶𝑏
) 

𝑉: A 編 2.1.8 による船の速力（kt） 

𝑎𝑥, 𝑎𝑦, 𝑎𝑧: 各方向の無次元化された最大の加速度（すなわち重力加速度との比）。計算上はそれぞれ別個に働く

ものと考える。𝑎𝑧は静荷重による成分を含まず，𝑎𝑦は横揺れによる横方向の静荷重成分を含み，𝑎𝑥

は縦揺れによる長さ方向の静荷重成分を含む。 

4.28.3 応力の分類  

-1. 応力評価のため，応力の分類を次に定める。 

-2. 直応力は，対象と考える断面に垂直な応力である。 

-3. 膜応力は，対象と考える断面の厚さ方向に一様に分布し，かつ，厚さ方向の応力の平均値に等しい直応力成分であ

る。 

-4. 曲げ応力は，対象と考える断面で膜応力を除いた後，厚さ方向に変化する応力である。 

-5. せん断応力は，対象と考える断面に沿って働く応力成分である。 

-6. 一次応力は，荷重によって生ずる応力で，外部からの力及びモーメントに釣合う必要のある応力である。一次応力

の基本的な特性は，自己平衡作用がないことである。降伏応力をかなり超えた一次応力は，破壊又は少なくとも大きな変

形を引き起こす。 

-7. 一次一般膜応力は，降伏の結果，荷重の再配分を生ずることがないように構造物に分布している一次膜応力である。 

-8. 一次局部膜応力は，圧力又は他の機械的荷重によって生じる膜応力及び一次応力又は不連続効果と組合わされた

膜応力が，構造物の他の部分に荷重を伝達するときに過度の変形を生じさせる場合発生する。この応力は，二次応力的な

性質を有するが，一次局部膜応力として分類される。この応力領域が次式を満足するとき，局部的であるとみなすことが

できる。 

𝑆1 ≤ 0.5√𝑅𝑡及び 

𝑆2 ≥ 2.5√𝑅𝑡 

𝑆1: 等価応力が 1.1fを超える領域の子午線方向の距離 

𝑆2: 一次一般膜応力の許容値を超える他領域までの子午線方向の距離 

𝑅: 容器の平均半径 

𝑡: 一次一般膜応力の許容値を超えている箇所の容器の板厚 

𝑓: 一次一般膜応力の許容値 

-9. 一次曲げ応力は，圧力又は他の機械的荷重によって生じる曲げ応力であって，総体的又は局部的な構造上の不連続

性のない部分のものである。 

-10. 二次応力は，隣接する部分の拘束又は構造物の自己拘束によって生ずる直応力又はせん断応力である。二次応力の

基本的な特性は，自己平衡作用を持つことである。局部的な降伏又は僅かな変形は，この応力を生じさせる条件を満足す

る。 
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図 N4.1 加速度楕円 

 

 

 

 

図 N4.2 内圧の求め方 
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図 N4.3 点 1，2及び 3 における液頭高さ𝑧𝛽の求め方 

 
 

 

図 N4.4 簡易化した荷重分布 

 

繰り返し頻度 

σ0 : 船の一生における最大応力の期待値  

繰り返し頻度は対数表示：2×105 を推定の一例として示す  
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5章 プロセス用圧力容器並びに液，蒸気及び圧力用管装置 

5.1 一般（IGCコード 5.1）  

5.1.1 一般* 

本編 5 章の規定は，蒸気管装置，ガス燃料管及び安全弁のベント管系又は類似の管装置を含むプロダクト用及びプロセ

ス用管装置（貨物を内蔵することのない補助管装置を除く）に適用する。 

5.1.2 プロセス用圧力容器* 

本編 4 章の独立型タンクタイプ Cの規定は，本会が必要と認めた場合，プロセス用圧力容器にも適用する。この場合，

本編 4章に規定される「圧力容器」には，独立型タンクタイプ C 及びプロセス用圧力容器の両方を含む。 

5.1.3 プロセス用圧力容器の定義  

プロセス用圧力容器には，サージタンク，熱交換器及び貨物液又は蒸気を貯蔵又は処理するための蓄圧タンクを含む。 

5.2 装置の要件（IGCコード 5.2）  

5.2.1 貨物取扱い装置及び貨物制御装置  

貨物取扱い装置及び貨物制御装置は，次の(1)から(5)を考慮して設計しなければならない。 

(1) 貨物液及び貨物蒸気の放出に発展する異常状態の防止 

(2) 放出された貨物流体の安全な回収及び処理 

(3) 引火性混合物の形成の防止 

(4) 放出された可燃性の貨物液，ガス及び蒸気への着火の防止 

(5) 人員が火災及びその他の危険に曝されることの制限 

5.2.2 配置* 

-1. 貨物液又は貨物蒸気用のすべての管装置は，次の(1)から(5)の規定による。 

(1) パージ，ガスフリー又はイナーティング等の貨物に関連する操作に必要な連結管を除き，他の管装置から隔離しな

ければならない。貨物の逆流防止について，9.4.4 の要件を考慮しなければならない。このような連結管を設ける

場合には，貨物又は貨物蒸気が当該連結管を通じて他の管装置に流入しないような予防措置を講じなければなら

ない。 

(2) 本編 16 章に定める場合を除き，いかなる居住区域，業務区域もしくは制御場所又は機関区域（貨物機関区域を除

く。）をも通過させてはならない。 

(3) 開放甲板から直接，貨物格納設備に導かなければならない。ただし，垂直トランク又は同等の設備に装備された管

は，貨物格納設備の上方のボイドスペースを通過させることができる。また，ビルジ排出，ベント又はパージ用管

は，コファダムを通過させることができる。 

(4) 3.8 に定める船首又は船尾の荷役設備，5.3.1 に定める非常用貨物投棄設備及び 5.3.3 に定めるターレット区画装置

並びに本編 16章に定めるものを除き，開放甲板上の貨物エリア内に配置しなければならない。 

(5) 航行中内圧を受けない横置陸上施設連結用管又は非常用貨物投棄設備を除き，2.4.1 で規定する横方向のタンク位

置の範囲内に配置しなければならない。 

-2. 貨物の積荷及び揚荷用クロスオーバーへッダから，また同様に，ローディングアーム又は貨物用ホースの取外しに

先立って，最も船外側のマニホールド弁とローディングアーム又は貨物ホースとの間から圧力を逃し，貨物タンク又は他

の適当な場所に液体貨物を排出するための適当な措置を講じなければならない。 

-3. 貨物を直接加熱又は冷却するための液体を移送する管装置は，貨物エリアの外側において貨物蒸気の移動を防ぐ

あるいは検出するための適切な措置を講じない限り，貨物エリアの外側に導いてはならない。（13.6.2(6)参照） 

-4. 貨物管装置から液体貨物を排出するための逃し弁の排出管は，貨物タンク内に導かなければならない。その代替と

して，ベント装置内に流入する液体貨物を検知し，かつ，処理する設備を設ける場合は，逃し弁の排出管をベントマスト

に導くことができる。下流側の管内において，過度の加圧の防止が必要な場合には，貨物用ポンプの逃し弁の排出管は，

ポンプの吸引側に導かなければならない。 
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5.3 貨物エリアの外部の貨物管の配置（IGCコード 5.3）  

5.3.1 非常用貨物投棄設備* 

非常用貨物投棄設備が設けられる場合は，5.2.2 の該当規定を満足しなければならず，かつ，居住区域，業務区域，制御

場所又は機関区域の外を通して後部に導くことができるが，これらの区域内を通過させてはならない。非常用貨物投棄設

備を恒久的に設ける場合には，貨物管装置から当該管装置を分離する適当な装置を貨物エリア内に設けなければならな

い。 

5.3.2 船首尾荷役設備  

-1. 船首又は船尾荷役を行うための貨物管装置を設ける場合にあっては，3.8，本節及び 5.10.1 の要件によらなければ

ならない。 

-2. 管には，使用後，パージ及びガスフリーができる設備を設けなければならない。使用しないときは，スプールピー

スを取外し，管の端部にブランクフランジを取付けなければならない。パージに使用されるベント管は，貨物エリア内に

配置しなければならない。 

5.3.3 ターレット区画移送設備  

貨物エリア外部に設置される内部ターレット設備を経由して貨物液又は貨物蒸気を移送する場合には，この目的のた

めに使用される管装置は，5.2.2 の該当規定及び 5.10.2 並びに次の(1)から(3)の要件に適合しなければならない。 

(1) 管装置は，ターレットへの接続部を除き，暴露甲板上に配置しなければならない。 

(2) 可搬式のものとしてはならない。 

(3) 管には，使用後にパージ及びガスフリーができる設備を設けなければならない。使用しないときは，貨物管から隔

離するためにスプールピースを取外し，管の端部にブランクフランジを取付けなければならない。パージに使用さ

れるベント管は，貨物エリア内に配置しなければならない。 

5.3.4 ガス燃料管装置  

機関区域内におけるガス燃料管は，本章の規定に加え，本編 16 章の要件に従わなければならない。 

5.4 設計圧力（IGCコード 5.4）  

5.4.1 一般  

管及び管構成要素の最小寸法の決定に使用する設計圧力 P0 は，装置の使用中に生じる最大圧力（ゲージ圧）とする。

最小設計圧力は，1.0 MPa 未満としてはならない。ただし，管端開放の管系統又は圧力逃し弁排出管系統についてはこの

限りではないが，いかなる場合も 0.5 MPa 又は逃し弁の設定圧力の 10 倍の圧力のいずれか低い方以上としなければなら

ない。 

5.4.2 設計圧力* 

管，管装置及び管構成要素に対しては，運送される貨物に基づき，次の(1)から(5)に示す設計条件のうち，いずれか大

きい値を使用しなければならない。 

(1) 液体を内蔵して逃し弁から隔離されることのある蒸気管装置又はその構成要素に対しては，設計温度 45℃におけ

る飽和蒸気圧。これより高いか若しくは低い値を使用してもよい（4.13.2-2.参照）。 

(2) 常に蒸気のみを内蔵し，逃し弁から隔離されることのある装置又はその構成要素に対しては 45℃における過熱蒸

気圧。これより高いか若しくは低い値を使用してもよい（4.13.2-2.参照）。この場合，装置内の飽和蒸気は初期状態

では，装置の使用圧力及び，使用温度にあると想定する。 

(3) 貨物タンク及び貨物プロセス装置の MARVS 

(4) 関連のポンプ又は圧縮機の排出逃し弁の設定圧力 

(5) 起こりうるすべてのポンピング状況を考慮した貨物管装置の最大揚荷もしくは積荷総液頭又は管系統中の逃し弁

の設定圧力 

5.4.3 サージ圧にさらされる液管装置  

サージ圧にさらされる液管装置は，この圧力に耐えうるよう設計しなければならない。 

5.4.4 ガス燃料装置の外管又はダクトの設計圧力  

ガス燃料装置の外管又はダクトの設計圧力は，ガス内管の最大使用圧力未満としてはならない。ただし，使用圧力が 1.0 

MPa を超えるガス燃料管の場合，外ダクトの設計圧力は破裂による局所的なピーク圧力及び換気装置の配置を考慮して，
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内管との間の空所に蓄積される最大圧力未満とならない圧力としてよい。 

5.5 貨物用弁の要件（IGCコード 5.5）  

5.5.1 貨物タンク付止め弁  

-1. あらゆる貨物タンク及び貨物管装置は，本節に掲げる隔離の目的のため，手動の弁を取り付けなければならない。 

-2. 貨物液及び貨物蒸気の移送中の非常事態において，貨物の流れ及び漏洩を止める目的で緊急遮断装置の一部とし

て遠隔装置の弁を必要に応じて設けなければならない。緊急遮断装置は，是正措置がとれるよう，貨物装置を安全な静止

状態に戻すことを目的としており，貨物移送配管内でサージ圧が発生しないよう設計しなければならない。MAR VS が

0.07 MPa を超える場合には，積荷又は揚荷中のマニホールド弁，貨物を船内で又は船外（陸側又は他の船舶／はしけ）と

の間の移送に使用されているすべてのポンプ及び圧縮機等並びに貨物タンク弁は，緊急遮断作動時に遮断されるものと

しなければならない。 

5.5.2 貨物タンクの連結部* 

-1. 安全逃し弁及び液面計測装置を除くすべての液体及び蒸気の連結管には，実行可能な限りタンクに近接して止め

弁を設けなければならない。これらの弁は，完全に閉鎖できるものであり，かつ，設置場所において手動操作が可能なも

のとしなければならないが，遠隔操作が可能なものとすることができる。 

-2. MARVS が 0.07 MPa（ゲージ圧）を超える貨物タンクについては，-1.に規定する連結管には，遠隔操作の緊急遮断

弁を設けなければならない。これらの弁は，実行可能な限りタンクに近接して設けなければならない。弁が 18.3.1-2.の規

定に適合し，かつ，その系統を完全に閉鎖できる場合は，前記の 2つの別個の弁に代えて，1つの弁を用いることができ

る。 

5.5.3 貨物マニホールド連結部* 

-1. 使用する各貨物移送連結部には，船舶からの又は船舶への液体及び蒸気の移送を止めるため，1つの遠隔制御の緊

急遮断弁を設けなければならない。使用しない移送連結部は，適当なブランクフランジにより遮断されなければならない。 

-2. MARVS が 0.07 MPa を超える貨物タンクについては，使用する各貨物移送連結部には，追加の手動弁を設けなけれ

ばならない。この追加の弁は船舶の設計に応じて，緊急遮断弁の内側又は外側に配置してもよい。 

5.5.4 エクセスフロー弁  

保護される管の管径が 50 mm 以下の場合には，エクセスフロー弁を緊急遮断弁に代えて使用することができる。エク

セスフロー弁は，製造者によって定められた蒸気又は液体の定格閉鎖流量で自動的に閉鎖しなければならない。エクセス

フロー弁で保護される取付け物，弁，付属品を含む管は，エクセスフロー弁の定格閉鎖流量より大きな容量を有するもの

でなければならない。エクセスフロー弁は，遮断作動後，圧力が均等になりうるように直径 1.0 mm の円孔の面積を超え

ない側管を設けた設計とすることができる。 

5.5.5 計測用装置の貨物タンク連結管  

計測用装置の貨物タンク連結管が，タンク内容物の外部への流出量が直径 1.5 mm の円孔を通って流出する量を超える

ことがない構造となっている場合，当該連結管にはエクセスフロー弁又は緊急遮断弁を設ける必要はない。 

5.5.6 逃し弁* 

液体が満たされた状態で隔離されることのあるすべての管系及び構成要素には，熱膨張及び蒸発から保護するための

逃し弁を設けなければならない。 

5.5.7 圧力逃し弁  

火災の際に自動的に遮断され，0.05 m3 以上の体積の貨物液が閉じ込められる可能性のあるすべての配管及び構成要素

には，火災時に適切な容量を有する圧力逃し弁を設けなければならない。 

5.6 貨物移送配置（IGCコード 5.6）  

5.6.1 貨物移送設備* 

タンク使用中に修理のために近づくことができない貨物ポンプにより貨物の移送が行われる場合には，各貨物タンク

から貨物を移送するため，少なくとも 2 つの別個の設備を設けなければならず，また，1つの貨物ポンプ又は移送設備の

故障が，他のポンプ又は他の移送設備による貨物の移送の妨げとならないように設計しなければならない。 
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5.6.2 加圧による貨物移送* 

ガスの加圧により貨物を移送する場合には，この移送中に逃し弁が開くことを防止する措置を講じなければならない。

貨物移送作業中に起きる条件下で設計上の安全率が減少しないように設計されたタンクについては，ガスの加圧を貨物

移送手段として認めることができる。当該目的のために，貨物タンクの逃し弁又は設定圧力を 8.2.7，8.2.8，8.5.3 及び 8.5.4

に従って変更する場合には，変更後の圧力は 4.13.2 に規定される Phを超える圧力に設定してはならない。 

5.6.3 蒸気戻し連結管継手  

陸上施設への蒸気戻し管系のための継手を設けなければならない。 

5.6.4 貨物タンクのベント管装置  

圧力逃し装置は，貨物蒸気が甲板上に滞留する又は居住区域，業務区域，制御場所及び機関区域もしくは危険な状態が

発生するおそれのある区画に侵入する可能性が最小となるよう設計されたベント管装置に導かなければならない。 

5.6.5 貨物サンプリング連結部* 

-1. 貨物液のサンプリングを行うための貨物管装置との連結部は，明確に標示し，かつ，貨物蒸気の放出が最小となる

よう設計しなければならない。毒性プロダクトを運送する船舶にあっては，サンプリング装置は，貨物液及び蒸気が大気

中に放出されることがないよう，クローズドループ設計としなければならない。 

-2. 貨物液サンプリング装置には，サンプル採取口に 2 つの弁を設けなければならない。これらの弁のうち 1 つの弁

は，偶発的に開放されることを防ぐため，マルチターンタイプとし，氷結や水和等によって閉塞が生じた場合にこれらの

弁によりサンプルラインを隔離できるよう，十分な距離をおいて配置されなければならない。 

-3. クローズドループ装置の場合には，戻し管に設けられる弁も前-2.の規定を満足しなければならない。 

-4. サンプルコンテナとの連結部は，本会が適当と認める規格に従ったものとし，かつ，サンプルコンテナの重量を支

えることができるように支持しなければならない。ねじ込み式継手は，タック溶接されたものとするか，サンプルコンテ

ナの通常の接続時及び取り外し時に当該継手のねじが抜けないよう固定されたものとしなければならない。また，サンプ

ル連結部には，連結部が使用されない場合に漏洩を防止するため，閉鎖用のプラグ又はフランジを設けなければならない。 

-5. 貨物蒸気のサンプリングのみに使用されるサンプル連結部には，5.5，5.8 及び 5.13の規定に従った 1個の弁を設け

ることとして差し支えないが，閉鎖用のプラグ又はフランジを設けなければならない。 

5.6.6 貨物フィルタ  

貨物液及び蒸気装置は，外部からの侵入物による損傷を防止するため，フィルタを備えることができるものとしなけれ

ばならない。当該フィルタは，恒久的なもの又は一時的なものとすることができるが，ろ過の基準は，貨物装置に侵入す

るごみ等のリスクに対して，適当なものでなければならない。また，当該フィルタが閉塞しつつあることを示す手段並び

に安全に当該フィルタを隔離，減圧及び清掃するための手段を設けなければならない。 

5.7 取付け要件（IGCコード 5.7関連）  

5.7.1 膨張及び縮小に対する設計  

配管，管装置，構成部品及び貨物タンクには，熱伸縮並びにタンクと船体構造の相対変位による過大な応力から保護す

るための措置を講じなければならない。貨物タンクの外部では，オフセット，曲がり管又はループ管を用いることが好ま

しいが，これらの使用が現実的でない場合は，マルチレイヤーベローズを使用しても差し支えない。 

5.7.2 低温に対する予防措置* 

低温用管装置は，船体の温度が船体材料の設計温度より低くならないように，必要に応じて隣接する船体構造から熱的

に隔離しなければならない。陸上施設連結具の箇所及びポンプシールの箇所のように液管装置が定期的に開放される又

は液体の漏洩が予想される箇所には，その下部の船体を保護するための措置を講じなければならない。 

5.7.3 ウォーターカーテン  

-110℃より低い温度の貨物を積載する船舶にあっては，船体に使用される鋼及び船側構造を更に保護するための低圧の

ウォーターカーテンを形成できるよう，船体付近の陸上施設連結具の下部となる場所に散水設備を設けなければならな

い。本装置は，11.3.1(4)の規定により要求されるものに加えて備えるものとしなければならない。 

5.7.4 接地* 

-1. タンク又は貨物管及び管装置が熱的隔離により船体構造から分離される場合には，管及びタンクの両方とも電気

的に接地する措置を講じなければならない。すべてのガスケット付管継手及びホース連結部は，電気的に接地しなければ

ならない。接地のためにストラップを使用しない場合には，各継手及び連結部の電気的抵抗が 1MΩ以下であることが立
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証されなければならない。 

-2. 前-1.に加えて，貨物タンク及び貨物管装置は，「貨物油」を「貨物」と読み替えて D 編 14.2.2-7.の規定に適合しな

ければならない。 

5.8 管の組立及び継手の詳細（IGCコード 5.8）  

5.8.1 一般* 

本 5.8の規定は，貨物タンク内外の管について適用する。ただし，貨物タンク内の管及び管端開放の管については，本

会が適当と認める規格に従って要件を緩和することがある。 

5.8.2 フランジ無継手* 

フランジ無継手は，次の(1)から(3)による。 

(1) ルート部で完全溶込み型の突合せ溶接継手は，すべての場合に使用できる。-10℃より低い設計温度の場合，突合

せ溶接は，両面溶接とするか，突合せ両面溶接継手と同等のものとしなければならない。この場合，第 1層目に裏

当てリング，インサート又は内面イナートガスシールドを使用する溶接とすることができる。設計圧力が 1.0 MPa

を超え，かつ，設計温度が-10℃以下である場合には，裏当てリングを，除去しなければならない。 

(2) スリーブ付き差込み継手は，本会が適当と認める規格に従った寸法を有するものとし，外径が 50 mm 以下であり，

設計温度が-55℃以上の計装管系及び管端開放の管系にのみ使用することができる。 

(3) ねじ込み継手は，本会が適当と認める規格に従った寸法を有するものとし，外径が 25 mm 以下である付属管及び

計測用管にのみ使用することができる。 

5.8.3 フランジ継手* 

-1. フランジ継手のフランジは，突合せ，差込み又はソケット溶接形のものとしなければならない。 

-2. フランジは，その型式，製造及び試験について本会が適当と認める規格に適合したものでなければならない。管端

開放の管を除き，すべての管は，次の(1)及び(2)による。 

(1) 設計温度が-55℃より低い場合には，突合せ溶接形フランジのみを使用しなければならない。 

(2) 設計温度が-10℃より低い場合には，呼び径が 100 mm を超えるものには差込み溶接形フランジを使用してはなら

ず，呼び径が 50 mm を超えるものにはソケット溶接形フランジを使用してはならない。 

5.8.4 伸縮継手  

5.7.1 に従ってベローズ及び伸縮継手を設ける場合には，次の(1)及び(2)による。 

(1) ベローズは，必要な場合，氷結から保護しなければならない。 

(2) スリップ継手は，貨物タンク内を除き，使用してはならない。 

5.8.5 その他の継手  

管継手は，5.8.2 から 5.8.4 の規定に従って結合されなければならない。ただし，その他の例外的な場合には，主管庁に

より承認された代替措置を認めることがある。 

5.9 溶接，溶接後熱処理及び非破壊試験（IGCコード 5.9）  

5.9.1 一般  

溶接は，6.5 の規定に従って行わなければならない。 

5.9.2  溶接後熱処理* 

溶接後熱処理は，炭素鋼，炭素-マンガン鋼及び低合金鋼鋼管のすべての突合せ継手について行わなければならない。

ただし，主管庁又は本会が，当該管装置の設計温度及び設計圧力を考慮して 10 mm 未満の厚さの管について応力除去の

ための熱処理の省略を認める場合にあっては，この限りではない。 

5.9.3 非破壊検査* 

突合せ溶接継手にあっては，溶接施工前及び施工中の通常の管理及び完了した溶接の目視検査に加え，溶接が正しく，

かつ，本章の規定に従って行われていることを確認するために，次の(1)から(3)に従って試験を行わなければならない。 

(1) 設計温度が-10℃より低い管装置であって，内径が 75 mm を超える又は厚さが 10 mm を超えるものの突合せ溶接継

手については，100%放射線透過試験又は超音波探傷試験 

(2) これらの管装置の突合せ溶接継手部が主管庁又は本会が適当と認める自動溶接により工作される場合には，放射
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線試験又は超音波探傷試験の範囲を適当に参酌することができる。ただし，いかなる場合においても各継手の 10%

未満としてはならない。欠陥が発見された場合には，既に認められている突合せ溶接継手部を含め，すべての突合

せ溶接継手部について 100%放射線透過試験又は超音波探傷試験を行わなければならない。 

(3) 前(1)及び(2)に規定されるもの以外の管の突合せ溶接継手については，使用目的，設置場所及び材料に応じて，本

会の適当と認めるところにより抜取りの放射線透過試験，超音波探傷試験又は他の非破壊試験を行わなければな

らない。一般に，管の突合せ溶接継手の少なくとも 10%について，放射線透過試験又は超音波探傷試験を行わなけ

ればならない。 

5.10 貨物エリアの外部の貨物管の設置要件  

5.10.1 船首尾荷役設備  

次の(1)及び(2)の規定は，貨物エリアの外部に設置される貨物管及び関連の管装置に適用する。 

(1) 貨物エリアの外部の貨物管及び関連の管装置の継手は，溶接継手のみとしなければならない。貨物エリアの外部の

配管は，暴露甲板上を通し，横置型陸上施設連結具を除き，船側から少なくとも 0.8 m 内側に設けなければならな

い。当該管装置は，明瞭に識別できるようにしなければならず，当該管装置には，貨物エリア内の貨物管装置の接

続部に遮断弁を取り付けなければならない。当該管は，使用しないときにその位置において取外し式スプールピー

ス及びブランクフランジにより分離できるものでなければならない。 

(2) 管装置は，完全溶込み突合せ溶接により溶接し，すべての溶接部について，管の径及び設計温度に関係なく，放射

線透過試験又は超音波探傷試験を行わなければならない。管装置の継手は，貨物エリア内及び陸上施設連結具の箇

所を除き，フランジ継手としてはならない。 

5.10.2 ターレット区画の移送装置  

次の(1)及び(2)の規定は，貨物エリアの外部の貨物液及び蒸気管に適用する。 

(1) 貨物エリアの外部の貨物管及び関連の管装置の継手は，溶接継手のみとしなければならない。 

(2) 管装置は，完全溶込み突合せ溶接により溶接し，すべての溶接部について，管の径及び設計温度に関係なく，放射

線透過試験又は超音波探傷試験を行わなければならない。管装置の継手は，貨物エリア内及び貨物ホースとターレ

ットとの連結部の箇所を除き，フランジ継手としてはならない。 

5.10.3 ガス燃料管  

ガス燃料管の継手は，できる限り溶接継手としなければならない。ただし，16.4.3 の規定に従って通風される管又はダ

クトにより二重構造になっていない部分及び貨物エリアの外部の暴露甲板上の部分については，完全溶け込み型突合せ

溶接とし，100%放射線透過試験又は超音波探傷試験を行わなければならない。 

5.11 管装置部品の要件  

5.11.1 管の寸法  

管装置の設計は，本会が適当と認める規格による。 

5.11.2 管の厚さ* 

-1. 管の厚さは，次の-2.から-4.の基準に従って決定しなければならない。 

-2. 管の厚さは，次式による値未満としてはならない。 

𝑡 =
𝑡 0 +𝑏 + 𝑐

1 −𝑎/100
(𝑚𝑚) 

t0: 理論上の厚さ 

𝑡0 = 𝑃𝐷/(2𝐾𝑒 + 𝑃)(𝑚𝑚) 

P： 5.4に示す設計圧力（MPa） 

D： 外径（mm） 

K： 5.11.3 に示す許容応力（N/mm2） 

e： 継手効率で，継目無管及び承認された溶接管製造業者によって製作され，かつ，溶接部に対して本会が適当

と認める規格による非破壊試験を行い，継目無管と同等であると認められた縦方向又はらせん状溶接管に

あっては，1.0とする。その他の管に対する継手効率の値は，1.0未満とし，製造法に応じて本会が適当と認
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める規格による。 

b： 曲げ加工に対する予備厚（mm）。bの値は，内圧のみによる曲げ部の計算上の応力が許容応力を超えないよ

うに選定しなければならない。そのような確認が得られない場合，bは，次式による。 

𝑏 =
𝐷𝑡0
2.5𝑟

   (𝑚𝑚)  

r： 平均曲げ半径（mm） 

c： 腐食予備厚（mm）であって，本会の適当と認める値。この予備厚は，期待される管の寿命に対応するもの

でなければならない。 

a： 厚さに対する負の製造公差（%） 

-3. 最小厚さは，本会が適当と認める規格によらなければならない。 

-4. 支持構造，船の撓み，貨物移送作業時におけるサージ液圧，弁の重量，ローディングアームの接続部における反力

又は他の原因によって付加される荷重による管の損傷，崩壊，過大なたわみ又は座屈を防止するために機械的強度が必要

な場合，管の肉厚は，5.11.2-2.で要求されるものより増さなければならない。ただし，機械的強度を増すことが実際的で

ないか又は過大な局部応力を生ぜしめる場合，このような荷重は，他の設計方法によって減少させるか，防止するか又は

排除しなければならない。 

5.11.3 許容応力  

5.11.2の算式における管の許容応力 K は，次に示す値のうち，いずれか小さい方の値とする。 
𝑅𝑚
𝐴

 又は 
𝑅𝑒
𝐵

 

𝑅𝑚：常温における規格最小引張り強さ（N/mm2） 

𝑅𝑒：常温における規格最小降伏応力（N/mm2）。降伏応力が，応力-歪線図に明確に示されていない場合，0.2%耐

力を適用する。A及び Bの値は，少なくとも A=2.7 及び B=1.8 としなければならない。 

5.11.4 高圧ガス燃料外管又はダクトの寸法  

設計圧力が臨界圧力より大きい燃料ガス管装置において，5.4 に規定される設計圧力による場合には，管又はダクトの

直線部分の接線膜応力は，常温における規格最小引張り強さを 1.5 で割った値(𝑅𝑚/1.5)を超えてはならない。他のすべて

の管部品の定格圧力は，直管の強度と同等の水準となるものとしなければならない。 

5.11.5 応力解析* 

設計温度が-110℃以下である場合には，管装置の各支管について加速度（無視できない場合）による荷重を含めた管装

置の重量，内圧，熱収縮及び船のホギング及びサギングにより生じる荷重によるすべての応力を考慮に入れて完全な応力

解析を行い，本会に提出しなければならない。温度が-110℃より高い場合であっても，本会は，管装置の設計又は剛性並

びにその材料の選択に関して応力解析を要求することがある。計算書を提出しない場合を含め，いかなる場合にも，熱応

力について考慮を払わなければならない。応力解析は，本会が認める方法によって行うことができる。 

5.11.6 継手，弁及び取付部品* 

-1. フランジ，弁及び他の取り付け物は，選定された材料及び 5.4で規定される設計圧力を考慮して，本会が適当と認

める規格によらなければならない。蒸気管装置に用いるベローズ伸縮継手にあっては，本会は，より低い最小設計圧力を

認めることがある。 

-2. 本会が認める規格によらないフランジに関しては，フランジ及び関連するボルトの寸法は，主管庁又は本会が適当

と認めるものとしなければならない。 

-3. すべての緊急遮断弁は，フェイルクローズ型のものとしなければならない。（5.13.1-1.及び 18.3.1-2.参照） 

-4. ベローズ伸縮管継手の設計及び取付けは，本会が適当と認める規格に従うものとし，当該継手には，過度の伸び又

は圧縮による損傷を防止する措置を講じなければならない。 

5.11.7 船舶の貨物ホース* 

-1. 貨物移送に使用する液及び蒸気のホースは，貨物及び貨物の温度に適するものでなければならない。 

-2. タンクの圧力又はポンプ若しくは蒸気圧縮機の吐出圧力を受けるホースは，貨物の移送中にホースが受ける最大

圧力の 5 倍以上の圧力に対して，破裂しないように設計しなければならない。 

-3. 新型式の各貨物ホースは，ホース端の装備品も完備した状態で，大気温度において，0からその定格最大使用圧力

の 2 倍以上の圧力範囲で 200 回の繰返し圧力によるプロトタイプテストを行ったものでなければならない。また，プロト

タイプテストでは，この繰返し圧力試験が行われた後に，最高使用温度及び最低使用温度においてその定格最大使用圧力

の 5 倍以上の圧力に耐えうることが立証できなければならない。プロトタイプテストに使用したホースは，貨物の荷役に



（2024-12 鋼船規則  N編  5章）   

61 

使用してはならない。その後，製造された同型式の各貨物ホースは，貨物の荷役に使用する前に，大気温度において定格

最大使用圧力の 1.5 倍以上，かつ，その破裂圧力の 5分の 2 以下の圧力で実施する水圧試験を受けなければならない。貨

物ホースには，その試験日，定格最大使用圧力を，また，大気温度以外の使用温度で使用する場合には許容される最高及

び最低使用温度を表示しなければならない。定格最大使用圧力は，1.0 MPa（ゲージ圧）未満としてはならない。 

5.12 材料  

5.12.1 材料* 

管装置に使用する材料の選定及び試験は，最低設計温度を考慮して，本編 6 章の規定に従ったものでなければならな

い。ただし，本会は，逃し弁の設定圧力での貨物温度が-55℃以上であり，管内に液体が排出されることのない管端開放

のベント管の材質については，緩和を認めることがある。排出管並びにメンブレン及びセミメンブレンタンク内のすべて

の管を除き，貨物タンク内の管端開放の配管については，同じ温度条件で，同様の緩和を認めることがある。 

5.12.2 融点の低い材料* 

融点が 925℃より低い材料は，耐火性を有する防熱材を施して貨物タンクに取付ける短い管を除き，タンク外の管装置

に使用してはならない。 

5.12.3 貨物管の防熱装置  

-1. 貨物管装置は，移送作業中の貨物への熱の流入を最小とし，また，人員が低温表面に直接接触することを防ぐよう，

防熱を施さなければならない。 

-2. 設置場所や環境条件に応じて必要な場合，防熱材は，火災及び火炎伝播に対して適切な抵抗特性を有するものと

し，また，水蒸気の侵入及び機械的損傷に対し適当に保護しなければならない。 

5.12.4 貨物管の腐食防止措置  

貨物管装置が塩分を含んだ雰囲気中で，応力腐食割れの影響を受けやすい材料の場合には，この発生を避けるために，

材料の選定，塩水からの保護及び点検の容易さを考慮し，適切な措置を講じなければならない。 

5.12.5 ガス燃料管を内部に配置する外管又はダクト  

16.4.3(2)の規定にいう，少なくとも 1 時間あたり 30 回の換気を行うことができる排気式の機械通風装置を備えた管又

はダクトの材料は，高圧配管が損傷した際の圧力及び低温の両方の影響を考慮したものでなければならない。 

5.13 試験要件  

5.13.1 管部品のタイプテスト* 

-1. 弁 

-55℃より低い温度で使用される各種の弁は，次の(1)から(4)に規定するタイプテストを受けなければならない。 

(1) 弁は，その寸法及び型式ごとに，双方向の流れに対して使用圧力及び使用温度の全範囲に渡って，弁の設計圧力ま

での適当な間隔の圧力で，弁座漏洩試験を受けなければならない。漏洩量は，主管庁又は本会が適当と認める基準

に適合しなければならない。また，当該試験時に，弁が十分に作動することが確認されなければならない。 

(2) 流量又は容量は各種の弁の寸法及び型式ごとに本会が適当と認める規格により承認されなければならない。 

(3) 加圧される部品は，定格圧力の 1.5倍以上で圧力試験を行わなければならない。 

(4) 融点が 925℃より低い材料を使用した緊急遮断弁の場合には，本会が適当と認める基準による耐火試験をタイプテ

ストとして行わなければならない。 

-2. ベローズ伸縮継手 

貨物タンクの外側の貨物用管に用いられるベローズ伸縮継手に加え，主管庁又は本会によって要求される場合には貨

物タンク内に設けられるベローズ伸縮継手についても，型式ごとに次の(1)から(4)に規定するタイプテストを行わなけれ

ばならない。 

(1) ベローズエレメントは，事前に圧縮せずに，設計圧力の 5 倍以上の圧力で圧力試験を行い，破裂してはならない。

当該試験の継続時間は，5分未満としてはならない。 

(2) フランジ，ステー，接合部等のすべての付属品を取付けた伸縮継手は，最低設計温度，かつ，製造者が指定する最

大変位状態において設計圧力の 2倍の圧力で圧力試験を行い，永久変形を生じてはならない。 

(3) すべての付属品を取付けた伸縮継手は，圧力，温度，軸方向移動，回転方向移動及び横方向移動の状態において，
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少なくともその実際の使用中に加わる繰返し回数で，熱伸縮を想定した繰返し試験を行い，これに耐えなければな

らない。当該試験は，試験要件が少なくとも使用温度での試験と同程度に厳しいものであると認められる場合には，

大気温度で行うことができる。 

(4) すべての付属品を取付けた伸縮継手には，内圧を加えない状態で，毎秒 5 サイクルを超えない頻度で，少なくとも

2,000,000 回の船体の変形を想定した繰返し疲労試験を行わなければならない。ただし，当該試験は，管装置の配

置により船体の変形による荷重が実際に加わる場合にのみ要求される。 

5.13.2 管装置の試験* 

-1. 本 5.13.2の規定は，貨物タンク内部及び外部の管装置に適用する。ただし，国際航海に従事しない船舶における貨

物タンク内の管（ポンプ排出管及び当該タンク内に開口端を有しないものを除く。）及び管端開放の管にあっては，以下

の強度試験及び漏洩試験に代えて外観試験を行って差し支えない。 

-2. すべての貨物及びプロセス用管装置は，組立て後，適当な流体で強度試験を行わなければならない。試験圧力は，

液ラインの場合には設計圧力の 1.5 倍（試験流体が圧縮性の場合は 1.25 倍），蒸気ラインの場合には，最大使用圧力の 1.5

倍（試験流体が圧縮性の場合は 1.25 倍）以上とする。管装置又は装置の一部がすべて完成し，かつ，すべての付属品が

装備された場合は，船上への取付け前に当該試験を行うことができる。船内で溶接される継手は，少なくとも設計圧力の

1.5倍の圧力で当該試験をしなければならない。 

-3. 各貨物及びプロセス用管装置は，船内組立て後，適用される検知方法に応じた圧力で空気又は他の適当な媒体を用

いて，漏洩試験を行わなければならない。 

-4. 二重ガス燃料管装置にあっては，ガス管が破裂した際に生じうる最大の圧力に耐えうることを示すために，外側二

重管又はダクトについて圧力試験を行わなければならない。 

-5. 弁，取付け物及び貨物又は蒸気を取扱うための関連の設備を含むすべての管装置は，本会が適当と認める規格に従

って，最初の積荷時までに通常の使用状態で試験されなければならない。 

5.13.3 緊急遮断弁  

貨物液管装置に使用される緊急遮断弁は，その閉鎖特性が 18.3.1-2.(1)(c)の要件を満足することを立証するために，試

験を行わなければならない。当該試験は，設置後に船上で行うこととして差し支えない。 

5.14 作業要件  

5.14.1 適用  

本 5.14 の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が

遵守すべき事項を示すものである。 

5.14.2 船首尾荷役設備（IGCコード 5.3.2関連）  

船首又は船尾荷役を行うための貨物管装置は，使用後にパージ及びガスフリーを行うこと。使用しないときは，スプー

ルピースを取外し，管の端部にブランクフランジを取付けること。 

5.14.3 ターレット区画移送設備（IGCコード 5.3.3関連）  

貨物区域の外に設置されるインターナルターレットを経由して貨物液又は貨物蒸気を移送する管は，使用後にパージ

及びガスフリーを行うこと。使用しないときは，貨物管から隔離するため，スプールピースを取外し，管の端部にブラン

クフランジを取付けること。 

5.14.4 サンプリング作業（IGCコード 5.6.5関連）  

貨物のサンプリングは，18.4.8 の規定に従って行うこと。 

5.14.5 ウォータカーテン（IGCコード 5.7.3関連）  

5.7.3 に規定されるウォータカーテンは，貨物温度が-110℃より低い場合には，貨物移送作業中に使用すること。 
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6章 構造材料及び品質管理 

6.1 定義（IGCコード 6.1関連）  

6.1.1 船体構造用鋼材  

本章に示す A，B，D，E，AH，DH，EH 及び FH は，下記の材料記号の船体構造用鋼材を示す。 

A：KA 

B：KB 

D：KD 

E：KE 

AH：KA32，KA36及び KA40 

DH：KD32，KD36及び KD40 

EH：KE32，KE36及び KE40 

FH：KF32，KF36及び KF40 

6.1.2 ピース  

「ピース」とは直接，板，鋼帯，形材や棒鋼に圧延される場合で，単一のスラブ，ビレット又は鋼塊から圧延された製

品をいう。 

6.1.3 ロット  

「ロット」とはサンプリングにより実施される試験において，同時に合格又は不合格となる製品又はピースの数をい

う。「ロット」の範囲は K編による。 

6.1.4 温度制御圧延(CR) 

「温度制御圧延(CR)」とは，K編 3章表 K3.3（備考）(3)による。 

6.1.5 熱加工制御法(TMCP) 

「熱加工制御法(TMCP)」とは，K編 3章表 K3.3（備考）(3)による。 

6.1.6 加速冷却(AcC) 

「加速冷却(AcC)」とは，K編 3 章表 K3.3（備考）(3)による。 

6.2 適用範囲及び一般要件（IGCコード 6.2）  

6.2.1 材料及び溶接  

本章は貨物装置の構造に使用される金属材料及び非金属材料の要件を規定し，溶接，製造，資格，非破壊検査，検査及

び製品溶接確認試験を含む。6.4に掲げる圧延材料，鍛造品及び鋳造品は，表 N6.1から表 N6.5の規定による。溶接は，

6.5の規定による。非金属材料に関する指針は附属書 6 による。6.2 の規定に準拠していることを保証するため，品質保証

／管理システムを有していなければならない。 

6.2.2 製造法，試験，検査及び成績証明書  

製造法，試験，検査及び成績証明書は，該当各編及び本編に示す規定によらなければならない。 

6.2.3 溶接後熱処理を行う場合の規格値* 

溶接後の熱処理が規定され又は要求される場合，母材の性質は，本章の関連する表の熱処理後の状態に応じて定め，か

つ，溶接部の性質は，6.5 に従った熱処理後の状態において決定しなければならない。この場合，試験の規定は，本会の

判断で修正することがある。 

6.3 一般試験要件及び試験片（IGCコード 6.3）  

6.3.1 引張試験* 

-1. 引張試験は母材については K編 2章，溶接部については M編 3章の規定に従い，実施されなければならない。 

-2. 引張強さ，降伏応力及び伸びの規格値は，本会の承認を得たものでなければならない。降伏点が明らかに示される
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炭素-マンガン鋼及びその他の材料は，降伏比について考慮する必要がある。 

6.3.2 衝撃試験* 

-1. 材料試験は，本会が特に定める場合を除き，Vノッチシャルピーじん性試験を含むものでなければならない。V ノ

ッチシャルピー試験の要件は，フルサイズ（10 mm×10 mm）の 3個の試験片の最小平均吸収エネルギー値及び個々の試

験片に対する単独の吸収エネルギー値である。V ノッチシャルピー試験片の寸法及び許容公差は，K 編 2 章の規定によ

る。5 mm サイズの試験片より小さい試験片については，本会の適当と認めるところによる。サブサイズ試験片に対する

最小平均値は，表 6による。3個のうち 1個の値は，規定の平均値以下であっても差し支えないが，その値が，規定の平

均値の 70%より小であってはならない。 

 

表 6 

Vノッチシャルピー試験片寸法 3 個の試験片の最小平均値 

10×10 mm 

10×7.5 mm 

10×5.0 mm 

KV 

5/6KV 

2/3KV 

（備考）  

KV：表 N6.1 から表 N6.4 に定める最小平均吸収エネルギー値（J）  

 

-2. 母材の試験片は，材料の厚さに応じて可能な限り最大寸法の V ノッチシャルピー試験片を，できる限り表面と厚

さの中心線間の中央に近い位置が試験片の中央となるように採取し，切欠の長さ方向が材料表面と垂直になるように機

械加工しなければならない。ただし，鋼材の厚さが 40 mm 以下の場合には鋼材の表面と試験片の端面との間隔が 2 mm 以

下となるように試験片を採取すること。（図 N6.1 参照） 

 

図 N6.1 母材の衝撃試験片の採取位置 

 

 

-3. 溶接部における試験片は，材料の厚さに応じて可能な限り最大寸法の V ノッチシャルピー試験片を，できる限り

表面と厚さの中心線間の中央に近い位置が試験片の中央となるように機械加工しなければならない。また，材料の表面と

試験片の縁との距離は，1 mm 以上を標準とする。両面 V開先の突合せ溶接では，溶接最終層側の表面に近い方から試験

片を採取しなければならない。原則，試験片は図 N6.2 に規定するように，溶接部の中心，境界部，境界部から 1 mm，境

界部から 3 mm 及び境界部から 5 mm のそれぞれの位置から採取しなければならない。 

-4. 3個 1組の吸収エネルギーの平均値が規定の平均値に満たない場合，2個以上の試験片の値が規定の平均値より低

い場合，又は 1 個の試験片の値が個々の試験片に規定される最小値より低い場合は，さらに同じ材料から 3個の試験片を

採取して再試験を行うことができ，結果は先に行った結果と併せて新しい平均値とする。この新しい平均値が規定の平均

値以上の場合，合計 6個の試験片のうち，2 個以下の試験片の値が規定の平均値より低く，かつ，1 個以下の試験片の値

が個々の試験片に規定される最小値より低い場合でも，ピース又はロットを合格とすることができる。 
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図 N6.2 溶接部の衝撃試験片の採取位置 

 

切欠の位置 

1. 溶接中心 

2. 境界部 

3. 境界部から 1 mm 

4. 境界部から 3 mm 

5. 境界部から 5 mm 

 

6.3.3 曲げ試験  

-1. 曲げ試験は，材料試験としては省略できるが，溶接に対する試験では要求される。試験は M編 3 章の規定に従い

実施しなければならない。 

-2. 横方向試験片による曲げ試験は，本会の認めるところにより，表曲げ，裏曲げ又は側曲げとする。ただし，母材と

溶接金属の強度レベルが異なる場合，この曲げ試験に代えて，縦方向試験片による曲げ試験を要求することがある。 

6.3.4 破面観察及びその他の試験* 

本会は，マクロ試験，ミクロ試験及び硬さ試験を要求することがある。試験は本会が適当と認めるところによる。 

6.4 金属材料に関する要件（IGCコード 6.4関連）  

6.4.1 金属材料に関する一般規定* 

-1. 材料の適用は次による。 

(1) 表 N6.1：設計温度が 0℃以上の貨物タンク又はプロセス用圧力容器用の板，管（継目無及び溶接），形材及び鍛造

品 

(2) 表 N6.2：設計温度が 0℃より低く-55℃までの貨物タンク，プロセス用圧力容器及び二次防壁用の板，形材及び鍛

造品 

(3) 表 N6.3：設計温度が-55℃より低く-165℃までの貨物タンク又はプロセス用圧力容器及び二次防壁用の板，形材及

び鍛造品 

(4) 表 N6.4：設計温度が 0℃より低く-165℃までの貨物用及びプロセス用管装置のための管（継目無及び溶接），鍛造

品及び鋳造品 

(5) 表 N6.5：4.19.1-2.及び 4.19.1-3.により要求される船体構造用の板及び形材 

(6) 設計温度が 0℃以上の貨物用及びプロセス用管装置のための鋳造品については，本会の適当と認めるところによる。 

-2. 本章に規定する金属材料にあっては，K編 1.1.1-2.の規定に従い，本章の規定によるほか K編の関連規定に適合し

なければならない。 

6.4.2 表示  

規定の試験に合格した鋼材の表示は，K編によるほか，衝撃試験が要求される鋼材には，材料記号の末尾に衝撃試験温

度と「T」を付す。（表示例：KL33-50T，0℃の場合は-0T とする。） 
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表 N6.1 設計温度が 0℃以上の貨物タンク及びプロセス用圧力容器用の 

板，管（継目無及び溶接）(1),(2)形材及び鍛造品 

化学成分及び熱処理: 

炭素マンガン鋼（細粒キルド鋼とすること） 

合金成分を少量加える場合は，本会の承認を得ること。 

化学成分の範囲は，本会の承認を得ること。 

焼ならし又は焼入れ焼戻し(4)。 

引張及び衝撃試験要件 

試験頻度: 

板 

形材及び鍛造品 

ピースごとに試験 

ロットごとに試験 

機械的性質: 

引張特性 規格最小降伏応力は，410 N/mm2を超えないこと(5)。 

じん性（Vノッチシャルピー試験）: 

板 横方向試験片，最小平均吸収エネルギー値（KV）27 J 

形材及び鍛造品 縦方向試験片，最小平均吸収エネルギー値（KV）41 J 

試験温度 板厚（mm）(3) 試験温度（℃） 

𝑡 ≤ 20 0 

20 < 𝑡 ≤ 40 -20 

40 < 𝑡 ≤ 50(6) 
-20(7) 

-30(8) 

注  

(1) 継目無管及び付着品については，K 編の規定を適用する。縦及びスパイラル溶接管の使用は本会の承認を得なければな

らない。  

(2) 管に対し，衝撃試験は要求しない。  

(3) 本表は一般に板厚が 50 mm 以下の金属材料に適用する。50 mmを超える板厚については本会の適当と認めるところによ

る。  

(4) 代替として温度制御圧延又は TMCP を用いることができる。  

(5) 本会は，410 N/mm2を超える規格最小降伏応力を有する材料を特別に承認することがある。これらの材料に対し，溶接部

及び熱影響部の硬さに特に注意を払わなければならない。  

(6) V ノッチシャルピー試験片は 6.3.2-2.の規定に加え，鋼材の表面から厚さの 1/2の箇所と試験片の中心線とが一致するよ

うに採取しなければならない。ただし，K 編 3.1 及び 3.8 に規定する船体用圧延鋼材及び海洋構造物用高張力圧延鋼材

は除く。  

(7) 独立型タンクタイプ C 及びプロセス用圧力容器に適用する。また，溶接後熱処理を実施しなければならない。代替措置

により溶接後熱処理を省略する場合は本会の承認を得なければならない。  

(8) 独立型タンクタイプ C以外の貨物タンクに適用する。  
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表 N6.2 設計温度が，0℃より低く，-55℃までの貨物タンク，プロセス用圧力容器及び 

二次防壁用の板，形材及び鍛造品(1)。ただし，最大厚さ 25 mm とする(2)。 

化学成分及び熱処理: 

炭素マンガン鋼（アルミニウム処理による細粒キルド鋼とすること） 

化学成分（溶鋼分析） 

C 

0.16%以下(3) 

𝑀𝑛  

0.7~1.60% 

𝑆𝑖 

0.10~0.50% 

S 

0.025%以下 

P 

0.025%以下 

任意の添加元素:合金成分及び細粒化用元素は，一般的に下記による。 

𝑁𝑖 

0.80%以下 

𝐶𝛾 

0.25%以下 

M0 

0.08%以下 

Cu 

0.35%以下 

𝑁𝑏 

0.05%以下 

V 

0.10%以下 

 

アルミニウムの全含有量は 0.02%以上（酸可溶性アルミニウムの場合は 0.015%以上）とする。 

焼ならし又は焼入れ焼戻し(4)。 

引張及び衝撃試験要件 

試験頻度: 

板 

形材及び鍛造品 

ピースごとに試験 

ロットごとに試験 

機械的性質: 

引張特性 規格最小降伏応力は，410 N/mm2を超えないこと(5) 

じん性（Vノッチシャルピー試験）: 

板 

形材及び鍛造品 

試験温度 

横方向試験片，最小平均吸収エネルギー値（KV）27 J 

縦方向試験片，最小平均吸収エネルギー値（KV）41 J 

設計温度より 5℃低い温度又は-20℃のうち低い方 

注  

(1) 鍛造品に対する V ノッチシャルピー試験及び化学成分の要件は，本会の特別に定めるところによる。  

(2) 厚さが 25 mm を超える材料の V ノッチシャルピー試験は，次のように実施されなければならない。  

材厚（mm）  試験温度（℃）  

25 < 𝑡 ≤ 30 設計温度より 10℃低い温度又は-20℃のうち，いずれか低い方  

30 < 𝑡 ≤ 35 設計温度より 15℃低い温度又は-20℃のうち，いずれか低い方  

35 < 𝑡 ≤ 40 設計温度より 20℃低い温度  

独立型タンクタイプ C及びプロセス用圧力容器の場合  

40 < 𝑡 ≤ 50 設計温度より 5℃低い温度又は -20℃のうち，いずれか低い方  

50 < 𝑡 本会の特別に定めるところによる  

独立型タンクタイプ C以外の貨物タンクの場合  

40 < 𝑡 ≤ 45 設計温度より 25℃低い温度  

45 < 𝑡 ≤ 50 設計温度より 30℃低い温度  

50 < 𝑡 本会の特別に定めるところによる  

 最小平均吸収エネルギー値は，試験片の寸法に応じて，表に定められた値以上としなければならない。  

 溶接後，熱的応力除去が完全に行われるタンク及びタンクの部品の材料は，設計温度より 5℃低い温度又は-20℃のうち

いずれか低い方で試験をする。  

 熱的応力除去が行われる補強材及びその他の付着品の試験温度は，隣接したタンクの板の厚さに応じて要求される温度

と同じでなければならない。  

 厚さが 40 mm を超える場合，Vノッチシャルピー試験片は 6.3.2-2.の規定に加え，鋼材の表面から厚さの 1/2の箇所と試

験片の中心線とが一致するように採取しなければならない。ただし，K編 3.1 及び 3.8 に規定する船体用圧延鋼材及び

海洋構造物用高張力圧延鋼材は除く。  

 厚さが 40 mm を超え 50 mm以下の鋼材を独立型タンクタイプ C及びプロセス用圧力容器に適用する場合は，溶接後熱処
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理を実施しなければならない。代替措置により溶接後熱処理を省略する場合は本会の承認を得なければならない。  

(3) 設計温度が-40℃か又はこれより高い場合，本会の承認を得たときは，炭素含有量を，0.18%まで増加することができる。 

(4) 代替として，温度制御圧延又は TMCP を用いることができる。  

(5) 本会は，410 N/mm2
 を超える規格最小降伏応力を有する材料を特別に承認することがある。これらの材料に対し，溶接部

及び熱影響部の硬さに特に注意を払わなければならない。  

（備考）  

試験温度が-60℃又はそれより低い材料で，その厚さが 25 mm を超えるものに対し，特別に処理された鋼又は表 N6.3 に従

った鋼が必要である。  

 

表 N6.3 設計温度が-55℃より低く，-165℃(2)までの貨物タンク，二次防壁及びプロセス用 

圧力容器用の板，形材及び鍛造品(1)。ただし，最大厚さ 25 mm(3),(4)とする。 

 

注  

(1) 限界で使用する鍛造品の衝撃試験の規定は，本会の適当と認めるところによる。  

(2) 設計温度が -165℃より低い場合の要件は，特別に本会の承認を得なければならない。  

(3) 厚さが 25 mmを超える1.5%𝑁𝑖, 2.25%𝑁𝑖, 3.5%𝑁𝑖及び5%𝑁𝑖鋼については，衝撃試験を次のように実施しなければならない。 

材厚（mm）  試験温度（℃）  

25 < 𝑡 ≤30 設計温度より 10℃低い温度  

30 < 𝑡 ≤35 設計温度より 15℃低い温度  

35 < 𝑡 ≤40 設計温度より 20℃低い温度  

40 < 𝑡 ≤45 設計温度より 25℃低い温度  

45 < 𝑡 ≤50 設計温度より 30℃低い温度  

 いかなる場合にも，試験温度は，表 N6.3 に示す温度よりも高いものであってはならない。  

 最小平均吸収エネルギー値は，試験片の寸法に応じて，表に定められた値以上としなければならない。厚さ 50 mm 以上

の材料については，V ノッチシャルピー値を特に考慮しなければならない。  

最低設計 

温度（℃） 

化学成分(5)及び熱処理 衝撃試験温度

（℃） 

-60 1.5%ニッケル鋼 - 焼ならし，焼ならし後焼戻し，焼入れ焼戻し又は

TMCP(6) 

-65 

-65 2.25%ニッケル鋼 - 焼ならし，焼ならし後焼戻し，焼入れ焼戻し又

は TMCP(6),(7) 

-70 

-90 3.5%ニッケル鋼 - 焼ならし，焼ならし後焼戻し，焼入れ焼戻し又は

TMCP(6),(7) 

-95 

-105 5%ニッケル鋼  - 焼ならし，焼ならし後焼戻し又は焼入れ焼戻し 

(6),(7),(8) 

-110 

-165 9%ニッケル鋼 - 2回焼ならし後焼戻し又は焼入れ焼戻し(6) -196 

-165 オーステナイト系ステンレス鋼 

 - 例，304，304L，316，316L，321 及び 347 タイプ，固溶化処理(9) 

-196 

-165 アルミニウム合金(10) - 例，5083 タイプ 焼なまし 要求せず 

-165 オーステナイト𝐹𝑒-𝑁𝑖合金（36%ニッケル鋼） 

承認された熱処理 

要求せず 

引張及び衝撃試験要件 

試験頻度: 

板 

形材及び鍛造品 

ピースごとに試験 

ロットごとに試験 

じん性（Vノッチシャルピー衝撃試験）: 

板 

形材及び鍛造品 

横方向試験片，最小平均吸収エネルギー値（KV）27 J 

縦方向試験片，最小平均吸収エネルギー値（KV）41 J 
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 厚さが 40 mm を超える場合，Vノッチシャルピー試験片は 6.3.2-2.の規定に加え，鋼材の表面から厚さの 1/2の箇所と試

験片の中心線とが一致するように採取しなければならない。  

(4) 厚さ 25 mmを超える9%𝑁𝑖鋼，オーステナイト系ステンレス鋼及びアルミニウム合金の使用については，本会の適当と認

めるところによる。  

(5) 化学成分は，本会が適当と認める基準に従ったものでなければならない。  

(6) TMCP により製造された𝑁𝑖鋼は本会の適当と認めるところによる。  

(7) 焼入れ焼戻し鋼は，特に本会の承認を得て，さらに低い設計温度に対して使用することができる。  

(8) 特別な熱処理をした5%𝑁𝑖鋼（例えば 3 回熱処理したもの）は，衝撃試験を-196℃で行う場合に限り，本会の特別な承認

を得て-165℃までの設計温度に対して使用することができる。  

(9) 衝撃試験は，本会の承認を得て省略することができる。  

(10) 5083 タイプ以外のアルミニウム合金については，じん性を確認するための試験を要求することがある。  

 

表 N6.4 設計温度が 0℃より低く，-165℃(3)までの貨物用及びプロセス用管装置のための 

管（継目無及び溶接(1)），鍛造品(2)及び鋳造品(2)。ただし，最大厚さ 25 mm とする。 

最低設計

温度 

化学成分(5)及び熱処理 衝撃試験 

（℃）  試験温度（℃） 最小平均吸収

エネルギー

（KV）（J） 

-55 炭素マンガン鋼（細粒キルド鋼とすること） 

焼ならし，又は承認された方法(6) 

注(4) 27 

-65 2.25%ニッケル鋼 

焼ならし，焼ならし後焼戻し又は焼入れ焼戻し(6) 

-70 34 

-90 3.5%ニッケル鋼 

焼ならし，焼ならし後焼戻し又は焼入れ焼戻し(6) 

-95 34 

 9%ニッケル鋼(7) 

2回焼ならし後焼戻し又は焼入れ焼戻し 

-196 41 

-165 オーステナイト系ステンレス鋼 

例，304，304L，316，316L，321，347タイプ固溶

化処理(8) 

-196 41 

 アルミニウム合金(9) 

例，5083 タイプ 焼なまし 

 要求せず 

引張及び衝撃試験要件: 

試験頻度: 

ロットごとに試験 

じん性（Vノッチシャルピー試験）: 

衝撃試験 縦方向試験片 

注  

(1) 縦及びスパイラル溶接管の使用は，特に本会の承認を得なければならない。  

(2) 鍛造品及び鋳造品に対する要件は，本会の適当と認めるところによる。  

(3) 設計温度が， -165℃より低い場合の要件は，特別に本会の承認を得なければならない。  

(4) 試験温度は，設計温度より 5℃低い温度又は -20℃のうちのいずれか低い方としなければならない。  

(5) 化学成分は，本会が適当と認める基準に従ったものでなければならない。  

(6) 焼入れ焼戻し鋼は，本会の承認を得て，さらに低い設計温度に対して使用することができる。  

(7) この化学成分は，鋳造品には適当でない。  

(8) 衝撃試験は，本会の承認を得て省略することができる。  

(9) 5083 タイプ以外のアルミニウム合金については，じん性を確認するための試験を要求することがある。  
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表 N6.5 4.19.1-2.及び 4.19.1-3.により要求される船体構造用の板及び形材 

船体構造の 鋼板の等級の最大厚（mm） 

設計温度（℃） A B D E AH DH EH FH 

0以上(1) C 編の規定による 

-5以上(2)  

-5まで 15 25 30 50 25 45 50 50 

-10まで × 20 25 50 20 40 50 50 

-20まで × × 20 50 × 30 50 50 

-30まで × × × 40 × 20 40 50 

-30 より低い 表 N6.2による。ただし，表 N6.2及び同表の注(2)の厚さの制限は適用しない。 

注  

× :使用してはならない鋼材の等級を示す。  

(1) 4.19.1-3.の規定に対して適用される。  

(2) 4.19.1-2.の規定に対して適用される。  

6.5 金属材料の溶接及び非破壊試験（IGCコード 6.5）  

6.5.1 一般* 

本節は船体内殻が二次防壁を形成する場合も含み，一次及び二次防壁に適用する。承認試験は，炭素鋼，炭素マンガン

鋼，ニッケル合金鋼及びオーステナイト系ステンレス鋼に適用するが，このほかの材料の承認試験に適用しても差し支え

ない。ただし，本会の承認により，オーステナイト系ステンレス鋼及びアルミニウム合金の溶接に対する衝撃試験は省略

してよい。また，本会が必要と認めた場合，本節に規定する以外の試験を要求することがある。 

6.5.2 溶接材料  

貨物タンクの溶接に使用する溶接材料は，本会が特に認めた場合を除き，M 編 6 章の規定に適合したものでなければ

ならない。溶着金属試験及び突合せ溶接継手試験は，本会の特別の承認を得た場合を除き，すべての溶接材料について行

わなければならない。引張及び V ノッチシャルピー衝撃試験の成績は，M 編 6 章の規定に適合しなければならない。こ

の場合，溶着金属の化学成分を参考資料として記録しなければならない。 

6.5.3 貨物タンク，プロセス用圧力容器及び二次防壁の溶接施工方法承認試験* 

-1. 貨物タンク及びプロセス用圧力容器のすべての突合せ溶接について，次の-2.から-5.に従い，溶接施工方法承認試

験を行わなければならない。 

-2. 試験片は次の(1)から(3)に示す施工条件ごとに採取しなければならない。 

(1) 母材ごと 

(2) 溶接材料及び溶接法ごと 

(3) 溶接姿勢ごと 

-3. 板の突合せ溶接の場合，圧延方向と溶接方向が平行になるように試験材を用意しなければならない。各溶接施工方

法による板厚の範囲は，D 編 11章及び M編 4章の規定によらなければならない。非破壊試験は D 編 11章及び M編 4章

の規定によらなければならない。 

-4. 次の(1)から(5)に示す貨物タンク及びプロセス用圧力容器の溶接施工方法承認試験を，各試験材ごとに試験片を採

取し，6.3 の規定に従い行わなければならない。 

(1) 横方向引張試験 

(2) 縦方向引張試験（M編 4章の規定により要求される場合） 

(3) 横方向試験片による曲げ試験は，M編 4章の規定に従い，表曲げ，裏曲げ又は側曲げとする。ただし，母材と溶接

金属の強度レベルが異なる場合，この曲げ試験に代えて，縦方向試験片による曲げ試験を要求することがある。 

(4) 3個 1組からなる Vノッチシャルピー試験片は，図 N6.2に示すように，原則として切欠が次の各位置になるよう

に，5組を採取しなければならない。 

(a) 溶接の中心線 

(b) 境界部 

(c) 境界部から 1 mm 
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(d) 境界部から 3 mm 

(e) 境界部から 5 mm 

(5) 本会は，マクロ試験，ミクロ試験及び硬さ試験を要求することがある。 

-5. 試験は以下の要件を満足しなければならない。 

(1) 引張試験：横方向引張強さは使用母材の規格最低引張強さ未満であってはならない。アルミニウム合金材等におい

ては，アンダーマッチ（溶接金属強度が母材強度より低い場合をいう）となる場合の溶接金属強度に関する要件と

して，4.18.1(3)を参照しなければならない。溶接金属が母材より低い引張強さを有する場合，本会は継手の横引張

強さを溶接金属の規格最低引張強さ以上とすることを要求することがある。いかなる場合においても破断位置は，

参考資料として記録しておかなければならない。 

(2) 曲げ試験：曲げ内側半径を試験片の板厚の 2倍として 180 度曲げても外側に傷，割れ等を生じてはならないものと

する。 

(3) V ノッチシャルピー衝撃試験：シャルピー試験は，溶接される母材に対する規定の温度で行わなければならない。

溶接金属の衝撃試験結果のうち，最小平均吸収エルギー値（KV）は，27 J未満であってはならない。溶接金属の要

件のうち，サブサイズ試験片及び個々の最小吸収エネルギー値は，6.3.2 の規定による。境界部及び熱影響部の衝

撃試験結果の最小平均吸収エネルギー値（KV）は，試験材に応じて縦又は横方向のいずれかの規格に適合しなけ

ればならない。また，サブサイズ試験片の最小平均吸収エネルギー値（KV）は，6.3.2 の規定による。材料の厚さ

がフルサイズ試験片にも標準サブサイズ試験片にも加工ができないようなものの場合，試験方法及び判定基準は，

本会の適当と認めるところによる。 

-6. 貨物タンク及びプロセス用圧力容器のすべてのすみ肉溶接について，D 編 11章及び M編 4章に従い，溶接施工方

法承認試験を行わなければならない。これらの場合，溶接材料は，十分な衝撃特性を有するものでなければならない。 

-7. 二次防壁のすべての溶接について，M編 4 章に従い，溶接施工方法承認試験を行わなければならない。 

6.5.4 管の溶接施工方法承認試験* 

管の溶接施工方法承認試験は，6.5.3 の貨物タンクに対する詳細の規定に準じて行わなければならない。 

6.5.5 製品溶接確認試験* 

-1. 一体型タンク及びメンブレンタンクを除くすべての貨物タンク及びプロセス用圧力容器は，原則として突合せ溶

接約 50 m ごと及び各溶接姿勢ごとに製品溶接確認試験を行わなければならない。二次防壁については，一次防壁に要求

されるものと同様の製品溶接確認試験を行わなければならないが，試験の数は，本会の承認を得て減ずることができる。

貨物タンク又は二次防壁に対して，次の-2.から-5.に定めるもの以外の試験を要求することがある。 

-2. 独立型タンクタイプ A 及びタイプ B 並びにセミメンブレンタンクの製品溶接確認試験は，曲げ試験及び，溶接施

工方法承認試験で要求される場合は，3 個 1 組の V ノッチシャルピー試験を含むものでなければならない。試験は溶接

50 m ごとに行わなければならない。Vノッチシャルピー試験片は，切欠の位置が交互に溶接中心線と熱影響部（溶接施工

方法承認試験の結果において最も小さい値を示す位置）となるように採取しなければならない。オーステナイト系ステン

レス鋼については，すべての切欠が溶接中心線となるようにしなければならない。 

-3. 独立型タンクタイプ C 及びプロセス用圧力容器については，前-2.に規定する試験に加え，横方向引張試験が要求

される。試験要件は 6.5.3-5.による。 

-4. 品質保証／管理システムは，材料製造者の品質マニュアルを考慮し，製品の溶接部の継続的な適合性を保証するも

のでなければならない。 

-5. 一体型タンク及びメンブレンタンクの製品溶接確認試験は，6.5.3 による。 

6.5.6 非破壊試験* 

-1. 設計者が前提となる設計条件を満足させるために，より高度な基準の適用を明示した場合を除いて，すべての試験

方法及び判定基準は，本会の適当と認めるところによる。原則として内部欠陥を検知するために放射線透過試験を実施し

なければならない。本会は，放射線透過試験に代えて承認された超音波探傷試験の採用を認めることがあるが，本会が指

定した箇所について，超音波探傷試験の結果を検証するために放射線透過試験による補足の検査を追加して行わなけれ

ばならない。放射線透過試験及び超音波探傷試験の結果は保管されなければならない。 

-2. 設計温度が-20℃より低い独立型タンクタイプ A 及びセミメンブレンタンク並びに設計温度にかかわらず独立型タ

ンクタイプ B にあっては，貨物タンクのタンク板のすべての完全溶込み突合せ溶接は，全長にわたり内部欠陥を検出す

るのに適した非破壊試験を行わなければならない。前-1.の規定を満たす場合，放射線透過試験の代わりに超音波探傷試験

を実施して差し支えない。 
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-3. 設計温度が-20℃より高い独立型タンクタイプ A 及びセミメンブレンタンクでは，タンク構造の完全溶込み突合せ

溶接の交差部はすべて及びその他の完全溶込み溶接の少なくとも 10%は，放射線透過試験又は，前-1.の規定を満たす場

合，放射線透過試験の代わりに超音波探傷試験を受けなければならない。 

-4. 防撓材並びに他の取付け物及び付着品の溶接を含むタンク構造の他の部分は，必要に応じ磁粉探傷試験又は浸透

探傷試験を行わなければならない。 

-5. 独立型タンクタイプ C の非破壊試験の施工範囲は，D 編 11章の規定に従って全数又は抜取りとしなければならな

い。ただし，次の(1)及び(2)に定めるものを下回ってはならない。 

(1) 4.23.2-1.(3)の規定による全数非破壊試験： 

放射線透過試験： 

突合せ継手の 100% 

表面き裂検出のための非破壊試験： 

すべての溶接継手の 10% 

開口周辺の補強リング，ノズル等の 100% 

前-1.の規定により，放射線透過試験の一部を超音波探傷試験に代えることができる。さらに，本会は，開口

周辺の補強リング，ノズル等の溶接について全数の超音波探傷試験又は内部欠陥に対する非破壊試験を要

求することがある。 

(2) 4.23.2-1.(3)の規定による抜取り非破壊試験： 

放射線透過試験： 

突合溶接継手の交差部全数及び全長の少なくとも 10%の抜取り 

表面き裂検出のための非破壊試験： 

開口周辺の補強リング，ノズル等の 100% 

超音波探傷試験： 

本会は，個々の場合に応じて要求することがある。 

-6. 品質保証／管理システムは，材料製造者の品質マニュアルを考慮し，溶接部の非破壊検査の継続的な適合性を保証

するものでなければならない。 

-7. 管の検査は，5章の規定に従って行わなければならない。 

-8. 二次防壁は，本会の必要と認めるところにより，内部欠陥に対する非破壊検査を行わなければならない。船体の外

板が二次防壁の一部となる場合，舷側厚板のすべてのバット及び船側外板のすべてのバットとシームの交差部は，放射線

透過試験を行なわなければならない。 

-9. 一体型タンク及びメンブレンタンクの場合，特別の溶接検査方法及び判定基準は，本会の適当と認めるところによ

る。 

6.6 金属材料によるその他の構造要件（IGCコード 6.6）  

6.6.1 一般  

溶接部の検査及び非破壊試験は 6.5.5 及び 6.5.6 の規定によらなければならない。設計により高度な基準又は建造許容

差が要求される場合，それらを満たすものでなければならない。 

6.6.2 独立型タンク* 

-1. 主に回転体により構成される独立タンクタイプ C 及び B について，真円度，真の形状からの局部的な誤差，溶接

継手の目違い及び板厚が異なるときのテーパのような製造及び工作法に関する許容誤差は，D 編 11 章の規定に適合しな

ければならない。この許容誤差は，4.22.3-2.及び 4.23.3-2.に示す座屈解析にも関連して定めなければならない。 

-2. 炭素鋼及び炭素マンガン鋼製の独立型タンクタイプ Cは，設計温度が-10℃より低い場合には，溶接後，熱処理を

行わなければならない。これ以外の場合及び材料がこれ以外のものの場合の溶接後熱処理は，本会の適当と認めるところ

による。溶接後熱処理の加熱温度及び保持時間は，本会の適当と認めるところによる。 

-3. 溶接後熱処理を行うことが困難な，板厚が 40 mm 以下の炭素鋼又は炭素マンガン鋼製の独立型タンクタイプ C及

び大型の貨物用圧力容器の場合，熱処理による応力除去に代えて，次の(1)から(14)に規定する加圧による機械的応力除去

を行うことができる。 

(1) 貨物液溜り又はノズル付きのドーム等の複雑な溶接がなされた圧力容器の部分で，タンク胴板に取り付けるもの
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は，その圧力容器の本体に大組立て溶接する前に熱処理を行わなければならない。 

(2) 機械的応力除去は，できる限り 4.23.6 の規定により要求される水圧試験時に，4.23.6-1.の規定により要求される試

験圧力よりも高い圧力をかけることにより行わなければならない。なお，加圧媒体として水を使用しなければなら

ない。 

(3) 応力除去に使用する水の温度は，4.23.6-2.の規定によらなければならない。 

(4) 応力除去は，タンクが実際のサドル又は支持構造によって支持されている状態で行わなければならない。本船にタ

ンクを搭載した後に応力除去を行うことが困難な場合には，実際のサドル又は支持構造により支持されている場

合と同様の応力及び応力分布を与えるような状態で行わなければならない。 

(5) 最大応力除去圧力が，板厚 25 mm につき 2 時間保持しなければならない。ただし，いかなる場合も 2時間未満と

してはならない。 

(6) 応力除去の際に生じる応力値の上限値が，以下の値を超えないことを計算により確認しなければならない。 

(a) 等価一次一般膜応力：0.9Re 

(b) 等価一次組合せ応力：1.35Re 

ただし，Reは試験温度をタンクの使用温度とした場合の最低規格降伏応力又は 0.2%耐力とする。 

(7) 前(6)に定める応力の限界値内にあることを確認するために歪計測を行わなければならない。この歪計測は，原則

として連続建造する同一のタンクのうち少なくとも最初に建造されたタンクに対して行わなければならない。歪

ゲージの配置は，6.6.2-3.の規定に従って本会に提出される応力除去の試験方案に記載しなければならない。 

(8) 前(7)に規定する歪計測に加え，機械的応力除去を終了した後，再度圧力を設計圧力まで上昇させても圧力と歪が

比例関係にあることを確認するための歪計測を行わなければならない。 

(9) ノズル及び開口のような構造的不連続部分において高応力の発生する範囲には，機械的応力除去を行った後に浸

透探傷試験又は磁気探傷試験を行わなければならない。板厚が 30 mm を超える板の場合は，特に注意を払わなけ

ればならない。 

(10) 最終引張強さと降伏応力の比が 0.8を超える鋼については，原則として機械的応力除去を行ってはならない。ただ

し，本会は，高延性化処理により材料の延性を高めた場合，0.8 をわずかに上回る鋼に対して機械的応力除去を行

うことを認めることがある。 

(11) 熱処理が必要となるような程度まで冷間加工されたタンクの部分については，熱処理の代替としての機械的応力

除去は認められない。 

(12) タンクの胴板及び鏡板の板厚は，40 mm を超えてはならない。ただし，熱処理による応力除去を行う部分について

は，この限りでない。 

(13) 機械的応力除去を行うタンクは，局部座屈強度について考慮しなければならない。特に皿型鏡板をタンク及びドー

ムに使用する場合には，注意しなければならない。 

(14) 機械的応力除去についての試験方案を，施工に先立ち本会に提出し，承認を得なければならない。 

-4. 板厚が 40 mm を超え 50 mm 以下の炭素鋼及び炭素マンガン鋼を独立型タンクタイプ C及びプロセス用圧力容器に

使用する場合は，本会の承認を得て代替措置により溶接後熱処理を省略することができる。 

6.6.3 二次防壁  

建造中において，二次防壁の試験及び検査の要件は，本会が承認又は認めたものでなければならない。（4.6.2(5 )及び

4.6.2(6)を参照すること。） 

6.6.4 セミメンブレンタンク  

セミメンブレンタンクについては，6.6 の独立型タンク又はメンブレンタンクに関する規定を準用しなければならない。 

6.6.5 メンブレンタンク* 

品質保証／管理システムは，溶接施工条件，設計の詳細，材料，建造，検査及び各構成要素の施工確認試験の継続的な

適合性を保証するものでなければならない。これらの基準及び施工要領は，プロトタイプテスト中に開発された基準によ

らなければならない。 

6.7 非金属材料（IGCコード 6.7）  

6.7.1 一般  

実績に基づく非金属材料の選定及び使用に関する指針は附属書 6による。  
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7章 貨物の圧力・温度制御 

7.1 制御方法（IGCコード 7.1）  

7.1.1 制御装置  

貨物タンクが高温側の設計周囲温度状態での貨物の蒸気圧に耐えるように設計される場合を除き，貨物タンクの圧力

及び温度は，次の方法のいずれか又は組み合わせにより，その設計範囲内に常に維持できなければならない。 

-1. 貨物蒸気の再液化 

-2. 貨物蒸気の燃焼 

-3. 蓄圧 

-4. 貨物液の冷却 

7.1.2 特定貨物に対する装置の設計要件* 

本編 17 章に定める特定の貨物に対し，貨物格納設備は，ボイルオフガスを処理するためにいかなる装置を設けた場合

でも，高温側の設計周囲温度での貨物の蒸気圧に耐えるものでなければならない。 

7.2 装置の設計要件（IGCコード 7.2）* 

通常の使用状態に対し，高温側の設計周囲温度は，次の値としなければならない。 

海水 32℃ 

大気 45℃ 

特に暑い海域又は寒い海域で使用する場合，この設計温度は，本会の適当と認めるところにより増減しなければならな

い。装置は，貨物を大気へ放出することなく設計条件内で圧力を制御できるような容量をもたなければならない。 

7.3 貨物蒸気の再液化（IGCコード 7.3）  

7.3.1  一般* 

再液化装置は，次の(1)から(4)に示すいずれかの方法とすることができる。本編 17 章及び 19 章の要件により，これら

の方法のうちの 1つ以上の使用が認められない，又は，特定の方法が指定される場合がある。 

(1) 蒸発した貨物を圧縮し，凝縮して貨物タンクに戻す直接式 

(2) 貨物又は蒸発した貨物を圧縮せずに冷媒によって冷却又は凝縮する間接式 

(3) 蒸発した貨物を貨物と冷媒の熱交換器内で圧縮し，凝縮して貨物タンクに戻す組合せ式 

(4) 設計上，圧力制御のための再液化装置の運転中にメタンを含む排気流を生じる場合，これらの排気ガスを合理的に

実行可能な範囲で大気に放出することのない処理方式 

7.3.2 適合性* 

再液化のために使用される冷媒は，接触する可能性のある貨物に適合するものでなければならない。加えて，複数種類

の冷媒が使用され，接触する可能性がある場合には，これらは相互に適合するものでなければならない。 

7.4 貨物蒸気の燃焼（IGCコード 7.4）  

7.4.1  一般  

1.1.4(47)及び 16.2 に規定する貨物蒸気の燃焼による処理により貨物タンクの圧力及び温度を維持することは，メタン

（LNG）の場合にのみ認められる。この場合，原則として，次の要件を満たさなければならない。 

(1) 燃焼装置は，露出した炎を視認することができないものとし，排ガス管出口における排ガスの温度が 535℃未満に

維持されること。 

(2) 燃焼装置の配置は，16.3 の規定に従い，供給装置は 16.4の規定に従うこと。 

(3) 他の装置の排ガスを燃焼させる場合には，燃焼装置はすべての想定される供給ガスに適合するよう設計すること。 
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7.4.2 燃焼装置  

燃焼装置は以下の要件を満たさなければならない。 

(1) 各燃焼装置は個別の煙路を持つこと。 

(2) 各燃焼装置は個別の専用強制給気装置を設けること。 

(3) 燃焼装置の燃焼室及び煙路は，ガスの滞留がないように設計すること。 

7.4.3 バーナ  

バーナは，設計負荷調整範囲内において安定した燃焼を維持できるものでなければならない。 

7.4.4 安全性  

-1. 十分な点着火が確立され維持されない限り，ガス燃料がバーナへ供給されないように適当な装置を設けなければ

ならない。 

-2. 各燃焼装置は，安全に近づくことができる場所からガス燃料供給を手動で遮断できるようにしなければならない。 

-3. バーナの消火後，イナートガスによりバーナへのガス供給管を自動でパージできるようにしなければならない。 

-4. 燃焼装置の燃焼室には，ガス燃料，燃料油による燃焼又はこれらの混焼時のバーナの失火の際，再着火前に燃焼室

内を自動的にパージする設備を設けなければならない。 

-5. 燃焼室のパージ装置は，手動操作が可能なものでなければならない。 

7.5 蓄圧装置（IGCコード 7.5）  

貨物格納装置の防熱装置又は設計圧力，若しくはその両方は，使用時間及び遭遇温度に対して十分な余裕をもって適当

に定めなければならない。このとき，追加の圧力及び温度制御装置は要求されない。承認された設計条件は液化ガスの

ばら積運送に関する国際適合証書に記載する。 

7.6 液体貨物の冷却（IGCコード 7.6）  

貨物タンク内部又は外部表面に設置されたコイルに冷媒を循環させることにより，液体貨物を冷却してもよい。 

7.7 隔離（IGCコード 7.7）* 

化学的に危険な相互反応を起こすおそれのある 2種以上の貨物を同時に運送する場合は，7.8 に規定する可用性の基準

に従い，貨物ごとに 1.1.4(43)に規定する分離された装置を設けなければならない。相互反応を起こすおそれのない 2種

以上の貨物を同時に運送する場合であって，これらのガスの特性のため分離された装置が必要である場合は，分離のた

めに隔離弁を使用してもよい。 

7.8 可用性（IGCコード 7.8）  

7.8.1 一般要件  

装置及びその補助装置の可用性は以下によらなければならない。 

(1) 動的機械の構成要素，または制御装置の構成要素に単一の故障が生じた場合において，他の重要機器に影響を与え

ることなく，貨物タンクの圧力及び温度を維持できなければならない。 

(2) 予備配管は備えなくてよい。 

(3) 貨物タンクの圧力及び温度を設計範囲内に維持するために必要な熱交換器は，圧力制御のための最大必要能力の

25%を超える能力を有し，かつ，外部からの援助なく船上で修理ができる場合を除いて，予備熱交換器を備えなけ

ればならない。貨物タンクの圧力及び温度の制御について，単一の熱交換器に依存しない追加の異なる方法を適用

する場合には，予備熱交換器は備えなくてよい。 

(4) あらゆる貨物の加熱又は冷却媒体が非危険場所に循環する場合又は船外に排出される場合に，媒体内に漏えいし

た毒性または引火性ガスを検知するため，13.6の規定に従った検知装置を設けなければならない。この漏洩検知装

置からのいかなるベント排出口においても，フレームスクリーンを取り付けなければならず，かつ，安全な場所に

導かなければならない。 
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7.9 作業要件  

7.9.1 適用  

本 7.9の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が遵

守すべき事項を示すものである。 

7.9.2 圧力制御（IGCコード 7.1.3関連）  

非常時を除き，貨物タンクの圧力及び温度を維持するために貨物を放出してはならない。主管庁は，ある種の貨物につ

いては海上でガスを大気に放出することにより制御することを認めることがある。この方法は，港湾当局の承認があれ

ば，港内でも認められる。 
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8章 貨物ベント装置 

8.1 一般（IGCコード 8.1）  

8.1.1 一般* 

すべての貨物タンクには，貨物格納設備の設計及び積載する貨物に適した圧力逃し装置を設けなければならない。設計

上の能力を超える圧力に遭遇するおそれのあるホールドスペース及びインタバリアスペースには，適当な圧力逃し装置

を設けなければならない。本編 7 章に規定する圧力制御装置は，圧力逃し装置とは別個のものでなければならない。 

8.2 圧力逃し装置（IGCコード 8.2）  

8.2.1 一般  

デッキタンクを含む貨物タンクには，計画された使用目的のために適切に設計され，製造者が定める製造誤差の範囲内

で同容量とみなせる少なくとも 2 つの圧力逃し弁を設けなければならない。 

8.2.2 インタバリアスペースの圧力逃し装置* 

インタバリアスペースには，圧力逃し装置を設けなければならない。メンブレン方式にあっては，設計者はインタバリ

アスペース用圧力逃し弁が適当な容量であることを立証しなければならない。 

8.2.3 圧力逃し弁の設定圧力  

圧力逃し弁の設定圧力は，タンクの設計蒸気圧を超えてはならない。2個以上の圧力逃し弁が取り付けられている場合

には，ガスの不必要な放出を最小限とするための順次作動を可能とするため，総圧力逃し容量の 50%を超える容量をま

かなうために必要となる弁以外の弁は，MARVS の 105%までの圧力に設定してよい。 

8.2.4 圧力逃し弁の配置等* 

圧力逃し装置に備えられた圧力逃し弁は，温度について，次の(1)から(4)の要件に適合しなければならない。 

(1) 設計温度が 0℃より低い貨物タンクの圧力逃し弁は，氷結で弁が作動しなくなることを防ぐように設計及び配置し

なければならない。 

(2) 周囲温度による氷結の影響を考慮し，設計及び配置しなければならない。 

(3) 融点が 925℃を超える材料で製造しなければならない。ただし，内部の部品及びシールにあっては，圧力逃し弁の

フェイルセーフ機能が損なわれない場合には規定以下の融点の材料を使用することができる。 

(4) パイロット式圧力逃し弁のセンシングライン及び排出ラインは，損傷を抑止するために，適切に堅牢な構造としな

ければならない。 

8.2.5 圧力逃し弁の試験* 

-1. 圧力逃し弁は，本会が適当と認める規格に従い，次の(1)から(4)を含むタイプテストを行わなければならない。 

(1) 吹出し量の試験 

(2) 設計温度が-55℃より低い場合は，低温作動試験 

(3) 弁座漏洩試験 

(4) 受圧部における設計圧力の 1.5倍以上での圧力試験 

-2. 各圧力逃し弁は，次の(1)から(3)を満足することを確認するために試験しなければならない。 

(1) 圧力逃し弁の設定圧力に対する実際の作動圧力の差が，次の範囲内にあること。 

(a) 設定圧力が 0 MPa 以上 0.15 MPa 未満：±10% 

(b) 設定圧力が 0.15 MPa 以上 0.3 MPa 未満：±6% 

(c) 設定圧力が 0.3 MPa 以上：±3% 

(2) 弁座の気密性が，適切であること。 

(3) 受圧部が，設計圧力の 1.5倍以上の圧力に耐えうること。 

8.2.6 圧力逃し弁の封印  

圧力逃し弁は，主管庁又は本会によって調整及び封印されなければならない。  
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8.2.7 圧力逃し弁の設定圧力の変更* 

貨物タンクには，次の(1)又は(2)の規定に該当する場合には，2 つ以上の設定圧力を有する圧力逃し装置を設けること

が認められる。 

(1) 適切に設定されかつ封印された 2 つ以上の弁を設け，さらに使用しない弁を貨物タンクから切離すために必要な

装置を設ける場合 

(2) 新しい設定圧力を確かめるための圧力試験を必要としないあらかじめ承認された装置を使用することで設定圧力

の変更ができる逃し弁を設ける場合。なお，他のすべての弁調整装置は，封印できるものとしなければならない。 

8.2.8 圧力逃し弁の設定圧力の変更の手順  

8.2.7 による設定圧力の変更及び 13.4.2 による警報装置の設定変更の手順は，船舶のオペレーションマニュアルに記載

されなければならない。 

8.2.9 圧力逃し弁の緊急隔離* 

貨物タンクに設置された圧力逃し弁に不具合が生じた際に，次の(1)及び(2)に示す緊急隔離のための安全な手段が利用

可能でなければならない。 

(1) 緊急隔離の手順は，オペレーションマニュアルに記載しなければならない（18.2参照）。 

(2) 貨物タンクに設置された圧力逃し弁のうちの 1 つのみを隔離することができる手順としなければならない。 

8.2.10 ベント装置* 

貨物タンクに設置される各圧力逃し弁は，次の(1)から(4)に適合するベント装置に導かなければならない。 

(1) 出口で滞りなく垂直上方に排出する構造のものでなければならない。 

(2) ベント装置に水や雪が入る可能性を最小限にするように配置されたものでなければならない。 

(3) ベント出口の高さは，暴露甲板上 B/3 又は 6 m のうちのいずれか大きい方以上としなければならない。 

(4) ベント出口は，作業区域及び歩路の上方 6 m 以上となる場所に設けなければならない。 

8.2.11 ベント出口の位置* 

-1. 貨物タンク圧力逃し弁のベント出口は，最も近い空気取入口，排気口並びに居住区域，業務区域，制御場所及び他

の非危険場所の開口から B又は 25 m のうちのいずれか小さい方以上の距離に設置しなければならない。船の乾舷用長さ

が 90 m 未満の場合にあっては，より小さい距離とすることを認めることがある。 

-2. 貨物格納設備に連結する他のすべてのベント出口は，最も近い空気取入口，排気口並びに居住区域，業務区域，制

御場所及び他の非危険場所の開口から 10 m 以上となる場所に設けなければならない。 

8.2.12 他の貨物ベント出口の位置* 

他の章で特に規定されていない他のすべての貨物ベント出口は，8.2.10 及び 8.2.11 に従って配置しなければならない。

また，ベント装置が接続されている区域の液圧による，ベントマスト出口からの液の溢れ出しを防ぐ措置を講じなければ

ならない。 

8.2.13 相互反応貨物の同時運送における圧力逃し装置* 

危険な相互反応を起こす貨物を同時に運送する場合は，輸送する貨物ごとに別個の圧力逃し装置を設けなければなら

ない。 

8.2.14 ベント管装置のドレン抜き* 

ベント管装置には，液体が溜るおそれのある箇所にドレン抜きのための設備を設けなければならない。圧力逃し弁及び

管装置は，いかなる場合にも圧力逃し弁の中又はその近くで液体が溜ることがないように配置しなければならない。 

8.2.15 ベント出口の保護金網  

ベント出口には，異物の侵入を防止するため，13 mm×13 mm メッシュを超えない適当な保護金網であって，流れに悪

影響を与えないものを設けなければならない。ただし，特定の貨物を運送する場合には，保護金網には他の要件が適用さ

れる（17.9 及び 17.21 参照）。 

8.2.16 ベント管装置の設計  

すべてのベント管装置は，装置がさらされる温度変化，流れによる力及び船体の運動によって損傷が起こらないように

設計及び配置しなければならない。 

8.2.17 圧力逃し弁の位置  

圧力逃し弁は，甲板の位置よりも上の貨物タンク最高部に接続しなければならない。また，圧力逃し弁は，本編 15章

に規定する最大許容積付制限状態で 15 度の横傾斜及び 0.015𝐿𝑓の縦傾斜で気相部となるような位置に設けなければなら

ない。 
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8.2.18 ベント装置の妥当性* 

15.5.2 の規定に従って貨物を積み付けるタンクに取り付けられたベント装置の妥当性については， IMO 総会決議

A.829(19)を考慮して，本会の承認を受けなければならない。当該証明書は，船上に恒久的に保管しなければならない。こ

こでいうベント装置とは，次の(1)から(3)をいう。 

(1) タンク出口及び圧力逃し弁までの配管 

(2) 圧力逃し弁 

(3) 圧力逃し弁から大気への放出場所までの配管（他のタンクへの連結配管を含む。） 

8.3 負圧防止装置（IGCコード 8.3）  

8.3.1 負圧防止装置の設置* 

貨物タンクの外圧と内圧の最大差が 0.025 MPa となる状態に耐えることができない設計の貨物タンク並びに貨物タン

クに蒸気が還流されない状態において最大揚荷流量で荷揚げを行うこと，貨物冷却装置を作動させること又は燃焼によ

る処理を行うことのいずれかにより生じうる貨物タンクの外圧と内圧の最大差に耐えることができない設計のタンクに

は，次の(1)及び(2)に示す装置のいずれかを設けなければならない。 

(1) 2つの独立した圧力スイッチであって，貨物タンクの外圧と内圧の設計上の最大差より十分低い圧力で順次警報を

発し，引続いて貨物タンクからの貨物液又は貨物蒸気のすべての吸引を停止し，さらに，冷却装置を設ける場合は

当該装置を停止するもの 

(2) 貨物タンクの最大貨物揚荷流量以上のガス容量をもつ負圧逃し弁であって，貨物タンクの外圧と内圧の設計上の

最大差より十分低い圧力で作動するように設定されたもの 

8.3.2 負圧逃し弁の要件* 

本編 17 章の規定に従うことを条件として，負圧逃し弁は，イナートガス，貨物蒸気又は大気を貨物タンクに導くもの

とし，水又は雪が入る可能性を最小限にするように配置しなければならない。貨物蒸気を導く場合，その蒸気は，貨物蒸

気ライン以外のところから導かなければならない。 

8.3.3 負圧防止装置の試験  

負圧防止装置は，定められた圧力で作動することを確認するために試験できるものでなければならない。 

8.4 圧力逃し装置の容量（IGCコード 8.4）  

8.4.1 圧力逃し弁の容量* 

圧力逃し弁は，貨物タンクの圧力が MARVS の 120%を超えて上昇することなく，次の(1)又は(2)のいずれか大きい方を

排出できる総容量を有するものとしなければならない。 

(1) 貨物タンクのイナーティング装置の最大使用圧力が貨物タンクの MARVS を超える場合，貨物タンクのイナーティ

ング装置の最大容量 

(2) 次式を用いて計算される火災にさらされた状態で蒸発する蒸気量 

𝑄 = 𝐹𝐺𝐴0.82     (𝑚3/𝑠) 

𝑄: 273.15 K及び 0.1013 MPa の標準状態の空気の最小規定排気流量 

F: 貨物タンクの種類で定まる火災露出係数 

F = 1.0: 甲板上に据付けられた防熱されていないタンク 

F = 0.5: 本会によって承認された防熱材を設けた甲板上のタンク（防熱材の承認は，承認された防火材の

使用，防熱材の熱伝導率及び火災にさらされたときの防熱材の安定性に基づいて行われる。） 

F = 0.5: 船倉に設けられた防熱されない独立型タンク 

F = 0.2: 船倉内の防熱された独立型タンク又は防熱された船倉内の防熱されていない独立型タンク 

F = 0.1: イナーティングされた船倉内の防熱された独立型タンク又はイナーティングされ，かつ，防熱さ

れた船倉内の防熱されていない独立型タンク 

F = 0.1: メンブレンタンク及びセミメンブレンタンク 

  開放甲板から部分的に突出した独立型タンクの場合，火災露出係数は，甲板の上下の表面積に基

づいて定めなければならない。 
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G:  ガス係数 

𝐺 =
12.4

𝐿ℎ𝐷ℎ
√
𝑍𝑇

𝑀
 

T: 絶対温度 K で示した噴出状態（すなわち，圧力逃し弁の設定圧力の 120%）での温度 

Lh: 噴出状態で蒸発している物質の潜熱:kJ/kg 

Dh: 比熱比（k）によって定まる係数で次式によって求める。kは噴出状態での比熱比で，1 から 2.2の

間の値となる。kが不明の場合には，Dh=0.606 を使用する。 

𝐷ℎ = √𝑘(
2

𝑘 +1
)
𝑘+1
𝑘−1 

Z: 噴出状態でのガスの圧縮係数。不明の場合は，Z=1.0 とする。 

M: 貨物の分子量 

A: タンク外表面積（m2）で，1.1.4(13)に定義されるタンクの種類により，図 N8.1 に示される通りと

する。 

移送される各貨物のガス係数のうち，最も高い値を圧力逃し弁の容量計算に使用しなければならない。 

(3) 噴出状態における空気の質量流量の要求値は，次式による。 

Mair = Q ρair (kg/s) 

空気密度(ρair)は，273.15 K かつ 0.1013 MPa の場合，1.293 kg/m3とする。 

8.4.2 ベント管装置の寸法  

8.4.1 に定める容量を確保するために，ベント管装置の寸法は，圧力逃し弁の上流及び下流における圧力損失を考慮し

て決定しなければならない。 

8.4.3 圧力逃し弁の上流における圧力損失  

-1. 貨物タンクから圧力逃し弁の入口までのベントラインにおける圧力降下は，8.4.1 に従って計算された流量におい

て弁の設定圧力の 3%を超えてはならない。 

-2. パイロット検知がタンクドームから直接行われる場合には，パイロット式圧力逃し弁は，弁の入口部における圧力

損失による影響を受けないものとする。 

-3. フローイング方式のパイロット式圧力逃し弁の場合には，遠隔検知されるパイロットラインの圧力損失を考慮し

なければならない。 

8.4.4 圧力逃し弁の下流における圧力損失  

-1. 共通のベントヘッダ及びベントマストを設置する場合には，接続されたすべての圧力逃し弁からの流入を考慮し

て計算しなければならない。 

-2. 圧力逃し弁の出口から大気への排出場所までのベント管（他のタンクと接続するベント管の連結部を含める。）に

おいて形成される背圧は，次の(1)から(3)の値を超えないこと。ただし，代替として，圧力逃し弁の製造者によって提供

された値とすることが認められる。 

(1) 非平衡形圧力逃し弁の場合では，MARVS の 10% 

(2) 平衡形圧力逃し弁の場合では，MARVS の 30% 

(3) パイロット式圧力逃し弁の場合では，MARVS の 50% 

8.4.5 吹下り  

安定した作動を確保するため，圧力逃し弁の吹下り圧力は，弁入口部における圧力損失及び定格容量における MARVS

の 2%の合計以上としなければならない。 
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図 N8.1 タンクの外表面積の求め方 

 

8.5 作業要件  

8.5.1 適用  

本 8.5の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が遵

守すべき事項を示すものである。 

8.5.2 圧力逃し弁（IGCコード 8.2.6関連）  

船舶には，圧力逃し弁の設定圧力を含む 8.2.6に規定する圧力逃し弁の調整及び封印行為の記録を保管すること。 

8.5.3 圧力逃し装置の設定圧力の変更（IGCコード 8.2.7関連）  

8.2.7(2)による場合には，設定圧力の変更を行う逃し弁以外のすべての弁調整装置を封印すること。 

8.5.4 圧力逃し弁の設定圧力の変更手順（IGCコード 8.2.8関連）  

8.2.7 による設定圧力の変更及び 13.4.2 による警報装置の設定変更は，主管庁によって承認され，かつ，船舶のオペレ

ーションマニュアルに記載されている手順に従って船長の監督下で行うこと。設定圧力の変更は，船舶の航海日誌に記録

することとし，貨物コントロール室内（設ける場合に限る。）及び各逃し弁の位置には，設定圧力を示す表示を掲示する

こと。 

8.5.5 圧力逃し弁の隔離の手順（IGCコード 8.2.9関連）  

8.2.9 による圧力逃し弁の隔離は，船長の監督下で行うこと。当該操作の実施については，船舶の航海日誌に記録し，
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貨物コントロール室内（設ける場合に限る。）及び各逃し弁の位置に表示すること。緊急隔離を行ったタンクには，最大

圧力逃し容量に回復するまで積込みを行わないこと。 
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9章 貨物格納設備の雰囲気制御 

9.1 貨物格納設備の雰囲気制御（IGCコード 9.1関連）  

9.1.1 貨物タンクの雰囲気制御装置* 

各貨物タンクが安全にガスフリーされ，かつ，ガスフリー状態から貨物蒸気を安全に積込むことができるように管装置

を設けなければならない。当該装置は，雰囲気を変化させた後にガス又は空気の滞留する可能性を最小限にするような配

置としなければならない。 

9.1.2 貨物タンクのイナーティング* 

引火性貨物の場合には，当該管装置は，中間段階として不活性媒体を使用することによって，雰囲気を変化させる間の

いかなるときも貨物タンク内に引火性混合物が存在する可能性をなくすように設計されたものでなければならない。 

9.1.3 管装置  

引火性貨物を含むことのある管装置は，9.1.1 及び 9.1.2の規定に適合しなければならない。 

9.1.4 雰囲気変化の監視* 

雰囲気変化の経過を適切に監視するため，各貨物タンク及び貨物管装置には，十分な数のガス採取端を設けなければな

らない。ガス採取連結管には，主甲板より上方に適切な蓋又はブランクにより封印された 1つの弁を設けなければならな

い（5.6.5-5.を参照）。 

9.1.5 イナートガスの供給  

本 9.1の作業に使用するイナートガスは，陸上又は船内から供給することができる。 

9.2 ホールドスペース内の雰囲気制御（独立型タンクタイプ C以外の貨物格納設備）（IGCコード 9.2関連）  

9.2.1 完全二次防壁又は部分二次防壁が要求される場合の雰囲気制御* 

完全二次防壁又は部分二次防壁が要求される引火性ガスの貨物格納設備のインタバリアスペース及びホールドスペー

スは，適当な乾燥イナートガスで不活性化できるものとし，かつ，船内のイナートガス発生装置又は少なくとも 30 日間

の通常消費に十分な船内の貯蔵設備によって供給される補給ガスで不活性の状態を保つことのできるものでなければな

らない。 

9.2.2 部分二次防壁が要求される場合の雰囲気制御の代替措置* 

9.2.1 に代え，部分二次防壁のみが要求される場合には，本編 17 章の規定に従うことを条件として，前 9.2.1 に定める

区画に乾燥空気を満たすこととして差し支えない。この場合，これらの区画のうち最大の区画を不活性化するのに十分な

イナートガスを供給するために，イナートガスを貯蔵するか又はイナートガス発生装置を設け，かつ，これらの区画の配

置及び関連ガスの検知装置並びにイナーティング設備の性能は，貨物タンクの漏洩をただちに発見し，かつ，危険な状態

になる前に不活性化できるものとしなければならない。船舶には，予想される必要量を満足する適当な品質の十分な乾燥

空気を供給するための設備を設けなければならない。 

9.2.3 非引火性ガスの場合の雰囲気制御* 

非引火性ガスの場合，9.2.1 及び 9.2.2 に定める区画は，適当な乾燥空気又は不活性雰囲気で維持するものとして差し支

えない。 

9.3 独立型タンクタイプ Cの周囲区画の環境制御（IGCコード 9.3関連）  

9.3.1 独立型タンクタイプ Cの周囲区画の環境制御* 

二次防壁を有しない貨物タンクの周囲区画は，適当な乾燥イナートガス又は乾燥空気で満たすことができ，かつ，船内

のイナートガス発生装置若しくは船内のイナートガス貯蔵設備から供給される補給イナートガス又は適当な空気乾燥設

備から供給される乾燥空気によって不活性又は乾燥状態を維持できるものとしなければならない。当該貨物が周囲温度

で運送される場合には，乾燥空気又はイナートガスに関する要件は適用しない。 
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9.4 イナーティング（IGCコード 9.4関連）  

9.4.1 イナートガスの性状及び供給* 

イナーティングとは，不燃性環境を作り出す過程をいう。イナートガスは，イナーティングする区画内及び貨物につい

て想定されるあらゆる温度において，貨物と化学的に使用上適合するものでなければならない。この場合，ガスの露点を

考慮に入れなければならない。 

9.4.2 消火用イナートガス  

イナートガスを消火の目的でも貯蔵する場合，消火用のイナートガスは，別個の容器に格納しなければならず，かつ，

貨物用に使用してはならない。 

9.4.3 イナートガスの低温貯蔵* 

イナートガスを 0℃より低い温度で液体又は気体として貯蔵する場合，貯蔵設備及び供給装置は，船体構造の温度がそ

の制限値より低くならないように設計しなければならない。 

9.4.4 貨物ガスの逆流防止  

イナートガス装置に貨物ガスが逆流することを防ぐため，運送する貨物に適した設備を設けなければならない。当該設

備を機関区域又は貨物エリア外の他の区域に備える場合には，貨物エリア内のイナートガス主管には，2 個の逆止弁又は

これと同等の装置に加え，取り外し式のスプールピースを設けなければならない。イナートガス装置は，使用されない場

合，ホールドスペース又はインタバリアスペースへの接続を除き，貨物エリア内で貨物装置から切離さなければならない。 

9.4.5 不活性化された区画の切離し  

9.4.4 に掲げる設備は，不活性化された区画が切離しできるようなものであり，かつ，これらの区画の圧力制御のため

に必要な制御装置及び逃し弁を設けたものでなければならない。 

9.4.6 防熱スペース  

漏洩検知装置の一部として防熱スペースに連続的にイナートガスを供給する場合には，各区画に供給されるガスの量

を監視するための手段を備えなければならない。 

9.5 船内でのイナートガス製造（IGCコード 9.5関連）  

9.5.1 イナートガス発生装置* 

イナートガス発生装置は，本編 17 章の特別要件の適用を受けるもののほか，いかなるときでも酸素濃度が 5%（容積

比）を超えないイナートガスを製造し得るものでなければならない。イナートガス発生装置からのイナートガス供給管に

は，連続読取り式の酸素濃度計を設け，かつ，本編 17 章の要件の適用を受けるもののほか，最大酸素濃度 5%（容積比）

に設定された警報器をその濃度計に備えなければならない。 

9.5.2 圧力制御装置  

イナートガス装置には，貨物格納設備に適した圧力制御装置及び監視設備を備えなければならない。 

9.5.3 イナートガス発生装置の設置区域  

イナートガス発生装置を格納する区域には，居住区域，業務区域又は制御場所に至る直接の通路を設けてはならない。

ただし，この装置を機関区域内に設置することができる。イナートガス管は，居住区域，業務区域及び制御場所を通過さ

せてはならない。 

9.5.4 イナートガス製造のための燃焼装置  

イナートガス製造のための燃焼装置は，貨物エリア内に設けてはならない。接触反応燃焼式のイナートガス発生装置の

位置については，特別の考慮を払わなければならない。 
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10章 電気設備 

10.1 一般  

10.1.1 定義（IGCコード 10.1関連）  

本章における用語の定義は，別に定めるもののほかは，次に定めるところによる。 

(1) 危険場所とは，引火又は爆発しやすい物質が置かれる場所及び同場所から発生するガス又は蒸気が侵入して爆発

性混合気を生じるおそれのある次の区画又は区域をいう。 

(a) 0種危険場所：爆発性混合気が継続的に存在しているか又は長期間にわたり存在している区画又は区域 

(b) 1種危険場所：通常状態において爆発性混合気が生成されるおそれのある区画又は区域 

(c) 2種危険場所：異常状態において爆発性混合気が生成されるおそれのある区画又は区域 

(2) 非危険場所とは，電気機器の構造，設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在

しない区画又は区域をいう。 

10.2 一般要件（IGCコード 10.2）  

10.2.1 引火性貨物による火災及び爆発の危険性  

電気設備は，引火性プロダクトによる火災及び爆発の危険性を最小にするようなものでなければならない。 

10.2.2 電気設備  

電気設備は，H編 4章の該当規定に適合するものでなければならない。 

10.2.3 危険場所の電気設備の制限  

電気機器及びケーブルは，H編 4.2.4 に適合する場合を除き，危険場所に設けてはならない。 

10.2.4 安全形電気機器* 

前 10.2.3の規定に従って危険場所に電気機器を設ける場合には，当該電気機器は，本会が適当と認めるもので，かつ，

安全形として認定又は証明されたものでなければならない。安全形電気機器に替えて，引火性ガスの検知により非防爆機

器の回路を自動遮断する方法を用いてはならない。 

10.2.5 危険場所の分類  

適切な電気機器の選択及び電気設備の設計を容易に行うために，危険場所は H編 4.2.3-3.，-4.及び-5.に従って定めなけ

ればならない。 

10.2.6 発電及び配電方式  

発電及び配電方式並びにこれらに関連する制御システムは，それらの単一の故障によって，7.8.1 で要求される貨物タ

ンクの圧力維持及び 4.19.1-6.で要求される船体温度を通常動作範囲内に維持する機能を喪失しないように設計しなけれ

ばならない。故障モード及び影響分析（FMEA）を行い，本会が適当と認める規格に基づき文書化しなければならない。 

10.2.7 危険場所の照明  

危険場所の照明装置の回路は，少なくとも 2系統に分離しなければならない。すべてのスイッチ及び保護装置は，すべ

ての極又は相を遮断できるものとし，かつ，非危険場所に設置しなければならない。 

10.2.8 危険場所内の船体外板取付物  

外部電源式陰極防食装置用の電極並びに電気式測深装置及び船速距離計用のトランスデューサは，ガス密の容器内に

設置しなければならない。 

10.2.9 サブマージド形貨物ポンプ用電動機  

サブマージド形貨物ポンプ用電動機及びその給電ケーブルは，貨物格納設備内に設置することができる。当該貨物格納

設備内において低液面が発生した場合，ポンプ吐出圧力の低下，電動機の低電流又は低液面を検知することにより，電動

機が自動的に遮断する設備を設けなければならない。また，当該遮断時には，貨物制御室にて警報を発するものでなけれ

ばならない。貨物ポンプ用電動機は，ガスフリー作業中，電源供給を切り離すことができるようにしなければならない。 
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11章 防火及び消火 

11.1 火災に対する安全性の規定（IGCコード 11.1）  

11.1.1 一般* 

-1. 本編の適用を受ける貨物を運送する船舶は，総トン数にかかわらず（総トン数 500 トン未満の船舶を含む。），R 編

のタンカーに対する規定を適用する。ただし，次の(1)から(7)によらなければならない。 

(1) R 編 1.1.1（ただし，1.1.1-2.を除く。），4.5.1-6.及び-8.，4.5.10 並びに 21章は適用しない。 

(2) R 編 10.4及び 10.5（ただし，10.5.5 は除く。）の規定は，総トン数 2,000 トン以上のタンカーとみなして適用する。 

(3) R 編 10.5.5の規定は，総トン数 2,000 トン以上の船舶に適用する。 

(4) 表 N11.1に示す R 編のタンカーに関連する規定に替えて，同表に示す本編の規定を適用する。 

(5) R 編 13.3.3及び 13.4.7 の規定は，総トン数 500 トン以上の船舶に適用する。 

(6) 前(1)にかかわらず，次の(a)及び(b)によることができる。 

(a) 総トン数 500 トン未満の船舶にあっては，R 編 21.2.1-5.及び-24.の規定を適用することができる。 

(b) 国際航海に従事しない船舶にあっては，次の i)から iii)によることができる。 

i) R 編 21.2.2-10.の規定を適用することができる。 

ii) 船級符号に“Coasting Service”又は“Smooth Water Service”を付記して登録される船舶にあっては，R編 21.2.1-

5.，R 編 21.2.3-18.及び R 編 21.2.3-22.の規定を適用することができる。 

iii) 船級符号に“Restricted Greater Coasting Service”を付記して登録される船舶にあっては，R 編 21.2.1-5.及び

R 編 21.2.3-18.の規定を適用することができる。 

(7) R 編 13.4.2の適用上，総トン数 500 トン未満の船舶及び国際航海に従事しない船舶にあっては，単一の階段室（階

段と通路が一体となった区画を含む）のみを経由する脱出経路は，R 編 13.4.2 にいう「開放甲板へ直接通じる経

路」とみなして差し支えない。ただし，当該経路は以下のいずれか厳しい方と同等の保全防熱性を有すること。な

お，当該経路には他の区域への出入り口を設けて差し支えない。 

(a) 当該操舵機室 

(b) 階段室又は通路 

-2. 前-1.にかかわらず，本会が適当と認めた場合には，R 編の要件に対する代替の補完措置をとることができる。ま

た，引火点が 60℃以下の原油及び石油生成品並びにこれらと類似の火災の危険性を有する製品を運送する場合であって

も，代替措置が講じられれば，R 編 4.5.5に規定される固定式イナートガスの設置要件は適用しなくても差し支えない。 

 

表 N11.1 

R 編の規定 対応する本編の規定 

R 編 10.10 11.6 

R 編 4.5.1-1.及び 4.5.1-2. 3章  

R 編 4.5.5 本編の関連規定 

R 編 10.8 11.3 及び 11.4 

R 編 10.9 11.5 

R 編 10.2 11.2.1から 11.2.4 

 

11.1.2 発火源の排除* 

すべての発火源は，本編 10 章及び 16 章で特に規定されない限り，引火性蒸気が存在するおそれのある区域から排除

しなければならない。 

11.1.3 適用  

本 11.1 の規定は，本編 3章の規定とともに適用する。 
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11.1.4 消火の規定上の貨物エリア  

消火の規定の適用上，最後方のホールドスペースの後端又は最前方のホールドスペースの前端にあるコファダム，バラ

スト区域及び空所の上方のいかなる暴露甲板の区域も貨物エリアに含めなければならない。 

11.2 消火主管及び消火栓（IGCコード 11.2）  

11.2.1 消火ポンプ及び消火主管* 

本編の適用を受けるプロダクトを運送する船舶は，その大きさにかかわらず，貨物船に適用される R 編 10.2の規定に

適合しなければならない。ただし，消火ポンプが本編 11.3.3 により認められる水噴霧装置に給水するために使用される場

合は，規定のポンプの容量並びに消火主管及び送水管の直径は，R 編 10.2.1-3.及び 10.2.2-4.(1)の規定により制限してはな

らない。当該消火ポンプの容量は，少なくとも 0.5 MPa（ゲージ圧）の圧力で，19 mm のノズルを取り付けた消火ホース

からの 2 条の射水が，該当する区域を保護できるものでなければならない。 

11.2.2 消火管及び消火栓の配置  

消火管の配置は，少なくとも 2 条の射水が貨物エリアの甲板のすべての箇所並びに当該甲板上の貨物格納設備及びタ

ンクカバーのすべての箇所に届くようにしなければならない。R 編 10.2.3-1.(1)で規定する長さ以下のホースで前述の配

置を満足するため及び R 編 10.2.1-5.及び 10.2.3-3.の規定に適合するために必要な数の消火栓を配置しなければならない。

また，0.5 MPa（ゲージ圧）以上の圧力で R 編 10.2.1-6.(1)の規定に適合しなければならない。 

11.2.3 止め弁  

設備されているすべてのクロスオーバー及び保護された場所にある消火主管には止め弁を取り付けなければならない。

当該止め弁は，貨物エリアに入る前に取り付けられ，消火主管のいかなる単一の損傷箇所を隔離できるものとしなければ

ならない。止め弁は，最も近い消火栓に 2本のホースを接続して使用した場合に 11.2.2 の規定に適合するように取り付け

なければならない。貨物エリアに供される消火主管への給水は，主消火ポンプから給水される環状の主管とするか，貨物

エリアの前方及び後方に配置された消火ポンプ（その 1つは独立駆動とする。）から給水される単一の主管としなければ

ならない。 

11.2.4 ノズル* 

ノズルは，本会が適当と認める停止装置付きの射水及び噴霧両用のものでなければならない。 

11.2.5 設置後の試験* 

管装置，弁，取り付け物及び組み立てられた装置は，装置の設置後に水密又は気密試験及び効力試験を行わなければな

らない。 

11.3 水噴霧装置（IGCコード 11.3）  

11.3.1 保護する範囲* 

引火性及び／又は毒性プロダクトを運送する船舶には，冷却，防火及び乗組員の保護のために次の(1)から(8)に示す箇

所を保護する水噴霧装置を設けなければならない。1.1.1-5.に規定される船舶については，特別な考慮を払わなければなら

ない（11.3.3(2)の規定による）。 

(1) 暴露した貨物タンクドーム及び貨物タンクのすべての暴露部並びに貨物タンクカバーのうち，暴露甲板上のブー

スタ・ポンプ，加熱装置，再ガス化・再液化装置（以下，ガスプロセスユニットという）等の隣接する機器の火災

による熱に曝されるすべての部分。 

(2) 甲板上に暴露した引火性又は毒性プロダクト用貯蔵容器 

(3) 甲板上のガスプロセスユニット 

(4) プレゼンテーションフランジを含む貨物の液体又は蒸気の荷役用接続口及びこれらの制御用弁がある場所。当該

場所は，設けられるドリップトレイの面積以上のものでなければならない。 

(5) ガス使用機器への供給のための主弁を含む貨物液体及び蒸気管の暴露した緊急遮断（ESD）弁 

(6) 通常人がいる船楼及び甲板室，貨物機関室，火災の危険性の高い物を格納している貯蔵品室並びに貨物コントロー

ル室の暴露した囲壁で貨物エリアに面するもの。取り外し可能な貨物管の接続部が上方又は下方に配置される場

合を除き，当該場所の暴露した水平方向の囲壁には，保護は要求されない。また，火災の危険性の高い物又は機器

を格納しない無人の船首楼の囲壁には，水噴霧による保護は要求されない。 
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(7) 貨物エリアからの距離に関わらず，暴露した救命艇，救命筏及び招集場所であって貨物エリアに面するもの 

(8) すべての半閉囲された貨物機関区域及び半閉囲された貨物電動機室 

11.3.2 性能及び配置* 

-1. 水噴霧装置は，水平投影面に対して毎分 10 l/m2 以上，垂直面に対して毎分 4 l/m2 以上で均一に散布する水噴霧に

よって，11.3.1(1)から(8)に示したすべての区域を覆うことができるものでなければならない。水平面又は垂直面のいずれ

であるかを明確にできない構造物については，水噴霧装置の容量は，水平投影面積に毎分 10 l/m2 を乗じた値以上としな

ければならない。 

-2. 垂直面の下部を保護するノズルの配置は，高部からの予想流下量を考慮に入れたものとして差し支えない。水噴霧

装置の主供給ラインには，損傷箇所を隔離するために 40 m を超えない間隔で止め弁を設けなければならない。また，こ

れに代えて必要な操作部を貨物エリアの外部の迅速に接近できる場所に集中的に設ける場合には，当該装置は，別個に操

作できる 2個以上のセクションに分割することができる。この場合，11.3.1(1)及び(2)に規定される区域を保護する各セク

ションは，少なくとも，船の横方向の当該区域に含まれるタンク群の全体を保護するものとしなければならない。11.3.1(3)

に規定されるすべてのガスプロセスユニットは，独立したセクションによって保護して差し支えない。 

11.3.3 水噴霧ポンプの容量  

水噴霧ポンプの容量は，11.3.1(4)から(8)に規定される表面に加え，次の(1)又は(2)のうちいずれか大きい方を同時に保護

できるものとしなければならない。水噴霧装置に必要な量だけ総容量を増加する場合には，主消火ポンプを水噴霧装置の

代替として使用することができる。いずれの場合でも，消火主管と水噴霧装置の主供給ラインの間には，止め弁を介した

連結管を貨物エリア外に設けなければならない。 

(1) 当該エリアに含まれるすべてのガスプロセスユニットを含めたタンク群について，船の横方向のすべての 2 つの

組み合わせ 

(2) 1.1.1-5.に規定される船舶については，すべての追加の火災の危険性及び隣接する船の横方向のタンク群に対して

11.3.1 の規定に基づく特別な考慮により必要となる保護 

11.3.4 消火ポンプによる保護  

通常人員が配置される船楼及び甲板室の囲壁並びに救命艇，救命筏及び招集場所であって貨物エリアに面するものは，

単一の区画における火災によって 2台の消火ポンプが作動不能となった場合にあっても，1台の消火ポンプ又は非常用消

火ポンプによって保護できるものでなければならない。 

11.3.5 他のポンプとの兼用* 

通常他の目的に使用する給水ポンプは，水噴霧装置の主供給ラインの供給用として差し支えない。 

11.3.6 管，弁，ノズルその他の取り付け物* 

水噴霧装置のすべての管，弁，ノズルその他の取り付け物は，海水による腐食に耐えるものとしなければならない。貨

物エリア内部の配管，取り付け物（ガスケットを除く。）及び構成部品は，925℃の高温に耐えるように設計されたものと

しなければならない。水噴霧装置は，管及びノズルの閉塞を防止するフィルターをライン内に配置したものでなければな

らない。また，清水により当該装置を洗浄するための手段を備えなければならない。 

11.3.7 ポンプ及び弁の遠隔制御  

水噴霧用給水ポンプの遠隔始動及び水噴霧装置内の常時閉鎖されているすべての弁の遠隔操作を行うための遠隔制御

装置を設けなければならない。この遠隔制御装置は，貨物エリア外の場所で，居住区域に隣接し，かつ，保護すべき区域

に火災が発生した場合にも容易に近づいて操作することができるような適当な場所に配置しなければならない。 

11.3.8 設置後の試験* 

管装置，弁，取り付け物及び組み立てられた装置は，装置の設置後に水密又は気密試験及び効力試験を行わなければな

らない。 

11.4 ドライケミカル粉末消火装置（IGCコード 11.4）  

11.4.1 一般* 

引火性プロダクトを運送する船舶には，貨物エリア（甲板上のすべての貨物液及び貨物蒸気の荷役用接続口並びに船首

又は船尾の該当する貨物取扱い区域の甲板）上の消火用に本会が適当と認める固定式ドライケミカル粉末消火装置を設

けなければならない。 
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11.4.2 装置の性能  

11.4.1 に定める固定式ドライケミカル粉末消火装置は，2 つ以上の手動ホースライン又はモニタと手動ホースラインの

組合せによって暴露した貨物液及び貨物蒸気用管装置，荷役用接続口並びに暴露したガスプロセスユニットのいかなる

部分にも粉末消火剤を散布できるものでなければならない。 

11.4.3 モニタ及び手動ホース等* 

ドライケミカル粉末消火装置は，2 個以上の独立したユニットを有するように設計されるものとし，11.4.2 の規定によ

り保護することが要求されるいかなる部分にも，2個以上の独立自己内蔵型ドライケミカル粉末ユニットからの散布が達

することができるものとしなければならない。当該ユニットは，操作装置が付属され，加圧媒体用固定管，モニタ又は手

動ホースを有するものとしなければならない。ただし，貨物容積が 1,000 m3未満の船舶にあっては，当該ユニットを 1個

として差し支えない。貨物の荷役用接続口のあるすべての場所を保護するために，その近辺及び遠隔で作動及び放出がで

きるモニタを設けなければならない。ただし，単一の場所から保護が要求されるすべての区域に必要な粉末を散布できる

場合にあっては，当該モニタは遠隔操作機能は要求されない。居住区域に面する貨物エリアの端部の左右両側には，居住

区域から迅速に利用できる 1 つの手動ホースラインを備えなければならない。 

11.4.4 モニタ及び手動ホースの能力  

モニタの能力は，10 kg/sec以上としなければならない。手動ホースラインは，始動及び停止の操作ができるノズルを備

えたもつれにくいものとし，3.5 kg/sec 以上の割合で放出できるものとしなければならない。手動ホースラインは，最大

放出率で放出した場合に 1 人の人員で操作可能なものとしなければならない。当該ホースラインの長さは，33 m 以下と

しなければならない。粉末消火剤容器と手動ホース又はモニタとの間に固定配管を設ける場合には，当該配管の長さは，

連続して使用した場合及び断続的に使用した場合に粉末消火剤を流動化した状態で保つことができ，かつ，装置が止まっ

た場合に粉末消火剤をパージできる長さを超えてはならない。手動ホースライン及びノズルは，耐風雨性構造のものとす

るか，耐風雨性の閉囲物もしくはカバーの中に保管し，迅速に接近できるものとしなければならない。 

11.4.5 ホースラインの最大有効距離* 

手動ホースラインについては，保護される最大有効距離は，ホースの長さに等しいものとみなし，保護される区域がモ

ニタ又は手動ホースリールの位置より相当に高くなっている場合には，特別の考慮を払わなければならない。 

11.4.6 追加の消火ユニット  

船首／船尾に荷役用接続口を設ける船舶には，11.4.1 から 11.4.5の規定に適合するホースライン及びモニタであって船

首／船尾の荷役用接続口を保護するものにより，貨物エリアの前方又は後方の貨物液及び貨物蒸気用管装置を保護する

独立したドライ粉末ユニットを備えなければならない。 

11.4.7 特別な配慮  

1.1.1-5.に規定される船舶については，特別な考慮を払わなければならない。 

11.4.8 設置後の試験* 

管装置，弁，取り付け物及び組み立てられた装置は，装置の設置後に遠隔及び局所放出装置について気密試験及び効力

試験を行わなければならない。また，初回の試験においては，十分な量のドライケミカル粉末を放出し，当該装置が正常

に作動することを確認しなければならない。また，すべての放出用の配管に空気を吹き込み，管の内部に障害物がないこ

とを確認しなければならない。 

11.5 貨物取扱い装置を格納する閉囲された区域  

11.5.1 固定式消火装置  

1.1.4(9)に規定される貨物機関区域に該当する閉囲された区域及びすべての船舶の貨物エリア内の貨物電動機室には，

R 編 22章以降の規定に適合し，かつ，ガス火災を消火するために必要な濃度及び放出率を考慮した固定式消火装置を備

えなければならない。 

11.5.2 限定された種類の貨物を専用に運送する船舶の消火装置* 

限定された種類の貨物を専用に運送する船舶にあっては，3.3に規定される貨物機関区域に該当する閉囲された区域は，

貨物エリア内にある場合，運送する貨物に適した消火装置により保護しなければならない。 

11.5.3 ターレット区画の保護  

ターレット区画は，内部で水を噴霧することにより保護しなければならない。当該水噴霧の放出率は，当該区画の最大

水平投影面に対して毎分 10 l/m2以上としなければならない。ただし，ターレットを流れるガスの圧力が 4 MPa を超える
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場合には，当該放出率を毎分 20 l/m2 としなければならない。当該装置は，内部のすべての表面を保護するように設計さ

れたものでなければならない。 

11.6 消防員装具  

11.6.1 装具の数（IGCコード 11.6.1）  

引火性プロダクトを運送するすべての船舶は，表 N11.2に示すように，R 編 10.10 の規定に適合する消防員装具を備え

なければならない。 

表 N11.2 

合計貨物容積 装具の数 

5,000 m3以下 4 

5,000 m3を超える 5 

 

11.6.2 追加の安全装具（IGCコード 11.6.2）  

安全装具に対する追加の規定は，本編 14 章に示されている。 

11.6.3 呼吸具（IGCコード 11.6.3）  

消防員装具の一部として要求される呼吸具は，少なくとも開放空気 1,200 l の容量を有する自蔵式空気呼吸具でなけれ

ばならない。 
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12章 貨物エリアの機械通風 

12.1 通常の貨物取扱い作業中に人が入ることを要する区域（ IGCコード 12.1関連）  

12.1.1 貨物圧縮機室及びポンプ室等の機械通風装置* 

電動機室，貨物圧縮機室及びポンプ室，貨物取扱い装置が設けられている区画及び貨物蒸気が滞留する恐れのある他の

閉囲された区画には，当該区画の外側から制御できる固定式の機械通風装置を設けなければならない。当該通風装置は，

本会が適当と認める監視手段を備えるものとし，当該区画に毒性及び／又は引火性蒸気が滞留することを防止するため

に連続して作動するものでなければならない。当該区画の外側には，立ち入りに先立ち，通風装置の使用を促す注意銘板

を取付けなければならない。 

12.1.2 機械通風装置の吸排気口の配置  

機械通風装置の吸気口及び排気口は，引火性，毒性又は窒息性蒸気が滞留しないように十分な空気を流動させることが

でき，かつ，安全に作業を行う環境が確保されるように配置しなければならない。 

12.1.3 通風装置の容量  

通風装置は，区画の総容量を基準として毎時 30 回以上換気ができる容量としなければならない。ただし，非危険場所

である貨物コントロール室の換気回数は，毎時 8 回とすることができる。 

12.1.4 加圧状態の維持* 

より危険な区画又は場所に通じる開口を有する区画の場合には，当該区画は加圧状態に維持しなければならない。当該

区画は，本会が適当と認める規格に従い，加圧による保護を行う場合にあっては，より危険性の少ない場所又は非危険場

所にある区画として差し支えない。 

12.1.5 通風用ダクト，空気取入口及び排気口の配置* 

機械通風装置用の通風用ダクト，空気取入口及び排気口は，本会が適当と認める規格に従って配置しなければならない。 

12.1.6 危険場所に供される通風用ダクト  

危険場所に供される通風用ダクトは，本編 16章で認められる場合を除き，居住区域，業務区域，機関区域及び制御場

所を通過させてはならない。 

12.1.7 通風用ファンの構造* 

ファンを駆動する電動機は，引火性蒸気を含む可能性のある場合には通風用ダクトの外側に据付けなければならない。

通風用ファンは，通風区域内又は当該区域と連結した通風装置内のガスの発火の原因とならないものでなければならな

い。危険場所の通風用ファン及びファンが設けられる場所のファンダクトは，次の(1)から(4)に示すもののような火花を

発しない構造としなければならない。 

アルミニウム又はマグネシウム合金と鉄系材料との組合せは，翼端間隙のいかんにかかわらず火花を生じる可能性が

あるものとみなして，これらの場所に用いてはならない。 

(1) 羽根車及びケーシングのうち，いずれか一方又は両方に非帯電性の非金属材料を使用するもの 

(2) 羽根車及びケーシングに非鉄金属材料を使用するもの 

(3) 羽根車及びケーシングにオーステナイト系ステンレス鋼を使用するもの 

(4) 羽根車及びケーシングに鉄系材料を使用する場合は，翼端間隙を 13 mm 以上としたもの 

12.1.8 予備品  

本章の規定によりファンが要求される場合には，いずれか 1つのファンが故障した場合にも，各区画について通風装置

に要求される全容量が得られるものとするか，船上に備えた各型式のファンには電動機，始動器の予備品及び各型の軸受

けを含む回転要素から成る予備品を備えなければならない。 

12.1.9 通風用ダクト開口の保護金網* 

通風用ダクトの開口の外側に，13 mm×13 mm メッシュを超えない保護金網を取付けなければならない。 

12.1.10 通風装置の設計及び配置* 

加圧により区画を保護する場合には，通風装置は，本会が適当と認める規格に従い，設計及び配置しなければならない。   
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12.2 通常人が入らない区域（IGCコード 12.2関連）  

12.2.1 閉囲された区画の通風* 

貨物蒸気が滞留するおそれのある閉囲された区画は，当該区画に人が入る必要がある場合に安全な環境を確保するため

に通風できるようにしなければならない。当該通風は，当該区画に立ち入ることなく実行可能なものでなければならない。 

12.2.2 通風装置の容量  

通風装置は，固定式の設備の場合には毎時 8回の換気を行える容量とし，可搬式の設備の場合には毎時 16回の換気を

行える容量としなければならない。 

12.2.3 ファン及びブロワー  

ファン及びブロワーは，交通用開口から離し，かつ，12.1.7の規定に適合するものでなければならない。 
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13章 計測及び自動化装置 

13.1 一般（IGCコード 13.1）  

13.1.1 一般  

各貨物タンクには，貨物の液面，圧力及び温度を指示する装置を設けなければならない。液及びガス管装置並びに貨物

冷却用装置には，圧力計及び温度指示装置を設けなければならない。 

13.1.2 制御装置及び指示装置の集中配置* 

船舶の積荷及び揚荷が遠隔操作の弁及びポンプで行われる場合，所定の貨物タンクに関連するすべての制御装置及び

指示装置は，1 箇所の制御位置に集中して設けなければならない。 

13.1.3 計測装置の較正及び試験* 

計測装置は，使用状態で信頼性のあることを確認するために試験し，かつ，再較正できるようなものでなければならな

い。計測装置の試験手順及び較正の間隔は，製造者の推奨に従わなければならない。 

13.2 貨物タンクの液面指示装置（IGCコード 13.2）  

13.2.1 一般* 

各貨物タンクには，貨物タンク使用中にいつでも液位が読み取れるように設計された，液面計測装置を設けなければな

らない。この装置は，貨物タンクの設計圧力の範囲内かつ貨物を取扱う温度範囲内で作動するように設計されたものでな

ければならない。また，液面計測装置は，本会が承認した形式のものでなければならない。 

13.2.2 液面計測装置の配置* 

液面計測装置を 1個のみ設ける場合，この装置は，貨物タンクを空又はガスフリーとすることなく，貨物タンクの使用

中に必要な保守ができるように配置しなければならない。 

13.2.3 液面計測装置の形式* 

貨物タンクの液面計測装置は，本編 19 章の表の g欄に示す特定の貨物に対する特別要件に応じて，次の(1)から(4)に示

す形式のものとすることができる。 

(1) 重量計測装置又は管内流量計を用いて貨物の量を測定する間接式装置 

(2) 放射性同位元素又は超音波を使用するような貨物タンクを貫通しない密閉式装置 

(3) 貨物タンクを貫通するが，フロート式，電子検知式，磁気検知方式及び気泡管式のように密閉系統を構成し，かつ，

貨物を放出しないような密閉式装置。密閉式計測装置がタンクに直接設けられていない場合，その装置には，タン

クにできるだけ近接して遮断弁を設けなければならない。 

(4) 固定チューブ式及びスリップチューブ式のようにタンクを貫通し，使用中に少量の貨物の液体又は蒸気を大気に

放出する制限式装置。使用していないとき，装置は，完全に閉鎖されなければならない。この装置は，開放する際

にも，貨物の危険な漏洩が生じないように設計され，取付けられなければならない。この計測装置は，エクセスフ

ロー弁が設けられる場合を除き，最大開口は直径 1.5 mm 又はこれと同等の面積を超えないように設計しなければ

ならない。 

13.3 オーバフロー制御（IGCコード 13.3）  

13.3.1 一般* 

13.3.4に規定する場合を除き，各貨物タンクには，他の液面指示装置から独立して作動し，かつ，作動時に可視可聴警

報を発する高位液面警報装置を設けなければならない。 

13.3.2 保護措置* 

貨物注入管に過大な液圧を与えたり，また，タンクが液体で充満したりすることを防ぐために，遮断弁を自動的に作動

させ，かつ，高位液面警報とは独立して作動するもう 1つのセンサを設けなければならない。 
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13.3.3 緊急遮断弁  

5.5及び 18.3 にいう緊急遮断弁は，この目的のために使用することができる。この目的のために他の弁を使用する場合

には，18.3.1-2.(1)(c)に示すものと同じ資料が船内で利用できるようにしておかなければならない。高位液面警報装置及び

オーバフロー制御装置に使用される液面検知装置は，本会が承認した型式のものでなければならない。 

13.3.4 自動遮断装置の省略* 

高位液面警報装置及び貨物タンクへの積込みの自動遮断装置は，次に示す貨物タンクの場合，要求されない。 

(1) 容量が 200 m3以下の圧力タンク 

(2) 積荷作業中に生じ得る最大圧力に耐えるように設計され，かつ，この圧力が貨物タンクの逃し弁の吹き出し開始時

の圧力より低いタンク 

13.3.5 設置及び作動試験* 

タンク内のセンサの位置は，試運転前に確認可能なものでなければならない。就航後及び各入渠後，最初の貨物満載時

に，貨物タンク内の貨物液位を警報設定値まで上昇させて高位液面警報の試験を実施しなければならない。 

13.3.6 液面警報装置の機能試験  

電気回路及びセンサを含め，高位液面警報及びオーバフィル警報のすべての構成要素は，機能試験を実施することがで

きるものでなければならない。なお，この機能試験は 18.4.5-2.の規定に従い，貨物を取扱う前に実施しなければならない。 

13.3.7 オーバライド  

オーバフロー制御装置をオーバライドできる装置が設けられている場合，誤動作を防止する措置を講じなければなら

ない。オーバライドの作動時には，継続的に制御場所及び航海船橋に表示しなければならない。 

13.4 圧力監視（IGCコード 13.4）  

13.4.1 貨物タンクの圧力計及び圧力警報  

各貨物タンクの気相部には，直接読取り方式の圧力計を設けなければならない。加えて，13.1.2により要求される制御

場所には，間接式の指示装置を設けなければならない。指示装置には最大及び最小の許容圧力を明確に表示しなければな

らない。 

13.4.2 貨物タンクの圧力警報* 

13.1.2により要求される制御場所及び航海船橋には高圧警報を設け，また，負圧保護が必要な場合は，低圧警報も設け

なければならない。警報装置は，設定圧に達する前に作動しなければならない。 

13.4.3 高圧警報  

8.2.7 に従って 2 つ以上の圧力に設定できる逃し弁を取付けた貨物タンクでは，各設定圧力に対して高圧警報を設けな

ければならない。 

13.4.4 吐出管系及びマニホールドの圧力指示装置  

各貨物ポンプの吐出管系並びに液体及びガス用の各貨物マニホールドには，少なくとも 1 つの圧力指示装置を設けな

ければならない。 

13.4.5 ホース連結部とマニホールド弁との間の圧力指示装置  

陸上へのホース連結部と船舶のマニホールド弁の間には，その場所で圧力を読取ることのできるマニホールド用圧力

指示装置を備えなければならない。 

13.4.6 ホールドスペース及びインタバリアスペースの圧力指示装置  

大気への開口端を有さないホールドスペース及びインタバリアスペースには，圧力指示装置を設けなければならない。 

13.4.7 圧力指示装置の表示  

設置されるすべての圧力指示装置は，作動圧力範囲内において表示が可能でなければならない。 

13.5 温度指示装置（IGCコード 13.5）  

13.5.1 一般* 

各貨物タンクには，少なくとも 2 つの貨物温度計測装置を設けなければならない。このうち 1 つは貨物タンクの底部

に，他の 1つは最高許容液位より下のタンク頂部付近に設けなければならない。液化ガスのばら積運送に関する国際適合

証書に記載される貨物タンクの最低使用温度は，温度指示装置又は装置の近くに明確に表示しなければならない。 
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13.5.2 温度指示装置の設計  

温度指示装置は，貨物タンクの貨物を取扱う想定温度範囲にわたって温度を表示することができるものでなければな

らない。 

13.5.3 保護管  

保護管を備える場合，それらは通常の使用状態における疲労による故障を最小限に抑えるように設計しなければなら

ない。 

13.6 ガス検知の要件（IGCコード 13.6）  

13.6.1 適用  

ガス検知装置は本 13.6 の規定に従い，貨物の格納，荷役及び補助設備の保全性を監視できるよう設置しなければなら

ない。 

13.6.2 ガス採取端の配置  

次の(1)から(8)に示す場所には，恒久的なガス検知装置及び可視可聴警報装置を設置しなければならない。 

(1) ガス配管，ガス装置又はガス機器を備える，すべての閉囲された区域及び貨物機関区域（タレット区画を含む） 

(2) タイプ C 以外の独立型タンクが設けられている場合，ホールドスペース及びインタバリアスペースを含めて貨物

ガスが滞留するおそれのある貨物エリア内の前(1)以外の閉鎖場所及び半閉鎖場所 

(3) エアロック 

(4) 16.7.3-3.で参照するガス焚き内燃機関が設置される区画 

(5) 本編 16 章で要求される通風用フード及びガスダクト 

(6) 7.8.1(4)で要求される冷却及び加熱循環装置 

(7) イナートガス発生装置の供給主管内部 

(8) 貨物取扱い機器用モータ室 

13.6.3 ガス検知装置* 

本会が適当と認めるものであって，かつ，表 N19.1の f 欄に従って運送する貨物に適したガス検知装置を備えなければ

ならない。 

13.6.4 酸素欠乏監視装置  

非引火性プロダクトの運送が認められる船舶であって表 N19.1 の f 欄に A と記載されているプロダクトを運送するも

のは，酸素欠乏監視装置を貨物機関区域及び独立型タンク（タイプ C のタンクを除く。）のホールドスペースに設置しな

ければならない。さらに，窒素潤滑冷媒装置，イナートガス発生装置及び窒素発生装置のような酸素欠乏の環境を引き起

こす可能性のある装置を備える閉鎖又は半閉鎖場所には，酸素欠乏監視装置を設置しなければならない。 

13.6.5 毒性プロダクトのガス検知装置* 

毒性又は毒性及び引火性のプロダクトの場合には，表 N19.1の i欄に 17.5.3と記載されている場合を除き，固定式装置

に代えて可搬式の毒性ガス検知装置を使用することができる。 

13.6.6 毒性ガスのガス検知* 

毒性ガスの場合，ホールドスペース及びインタバリアスペースには，この区域からガスを採取するための恒久的な管装

置を設けなければならない。 

13.6.7 ガス検知の能力  

常設されるガス検知装置は，連続的に検知する形式のものであってかつ瞬時に応答するものでなければならない。ただ

し，13.6.9 及び 16 章で要求される遮断装置の起動に使用しない場合は，サンプリング形式の検知装置として差し支えな

い。 

13.6.8 サンプリング形式のガス検知装置の設計  

サンプリング形式の検知装置を使用する場合，以下の要件を満足しなければならない。 

(1) ガス検知装置は，30 分を超えない間隔で各採取端から順次試料を採取し，かつ，分析できるものでなければなら

ない。 

(2) 採取端から検知装置まで独立した採取ラインを備えなければならない。 

(3) ガス採取端からの管は，13.6.9で認められる場合を除き非危険場所にある区画を通過させてはならない。 
  



（2024-12 鋼船規則  N編  13章）   

96 

13.6.9 ガス検知装置の設置  

採取管，吸引ポンプ，電磁弁及び検知器といったガス検知装置が，ガスケットによってシールされた扉により完全に閉

囲された鋼製キャビネット内に設置される場合には，ガス検知装置を非危険場所にある区画に設置してもよい。この場

合，囲いの内部は連続的な監視が行われなければならない。囲いの内部のガス濃度が燃焼限界の下限(LFL)の 30%を超え

た場合，ガス検知装置は自動的に遮断されなければならない。 

13.6.10 採取管の設計  

囲いを直接前部隔壁に設置できない場合，採取管は鋼製又は同等の材料のものとし，できる限り短い配管としなければ

ならない。接続部分は，13.6.11 で要求される止め弁及び検知器との接続部分を除いて，取り外し可能なものであっては

ならない。 

13.6.11 ガス検知装置の設置場所  

ガス採取装置を非危険場所に設置する場合には，フレームアレスタ及び手動の止め弁を各ガス採取ラインに設置しな

ければならない。止め弁は，非危険場所側に設置しなければならない。採取管の危険場所と非危険場所間の隔壁貫通部は，

当該隔壁の保全性を維持しなければならない。採取されたガスは開放された安全な場所にある区画に放出しなければな

らない。 

13.6.12  固定ガス採取端の配置* 

ガス検知装置を据付ける場合，固定ガス採取端の数及び位置は，区画の大きさ及び配置，運送するプロダクトの密度及

び組成，並びに，区画をパージ又は通風することにより生じる希釈を十分考慮して，定めなければならない。 

13.6.13 ガス検知警報の設置場所  

本 13.6 で要求されるガス検知装置の可視可聴警報は，次の場所で発するものでなければならない。 

(1) 航海船橋 

(2) ガスレベルを連続的に監視記録する制御場所 

(3) ガス検知読取り場所 

13.6.14 イナーティングが要求されるスペースのガス検知* 

引火性プロダクトに対して，イナーティングが要求されるホールドスペース及びインタバリアスペースのガス検知装

置は，容積比で 0から 100%までのガス濃度を計測できなければならない。 

13.6.15 警報装置の作動  

警報装置は，蒸気濃度が空気中における燃焼限界の下限の 30%に等しい値に達したときに作動するものでなければな

らない。 

13.6.16 メンブレン式格納設備における警報装置  

メンブレン式格納設備の一次及び二次防熱スペースは，イナーティングできるものであり，かつ，それぞれのスペース

のガス濃度が計測できるものでなければならない。二次防熱スペースの警報は，13.6.15 に従って設定されなければなら

ない。一次防熱スペースの警報設定値は本会が適当と認める値としなければならない。 

13.6.17 13.6.2に定める場所の警報  

13.6.2に定める場所では，ガス濃度が燃焼限界の下限の 30%に達したときに警報を発し，燃焼限界の下限の 60%に達す

る前に本編 16 章で要求される安全機能が作動するようにしなければならない。ガス焚き内燃機関のクランク室は，燃焼

限界の下限の 100%に達する前に警報を発するものでなければならない。 

13.6.18  ガス検知装置の試験  

ガス検知装置は，いつでも試験することができるように設計されたものでなければならない。試験及び較正を，定期的

な間隔で行わなければならない。このための適当な機器及び試験用ガスを船上に備え，製造者の推奨に従って使用されな

ければならない。ガス検知装置には，試験用機器を接続するための恒久的な接続部を設けなければならない。 

13.6.19 可搬式ガス検知装置  

すべての船舶には，13.6.3 の要件又は適当な国内若しくは国際規格に適合した，少なくとも 2 組の可搬式ガス検知装置

を備えなければならない。 

13.6.20 酸素濃度計測装置* 

イナーティング雰囲気中の酸素濃度を計測する適当な装置を備えなければならない。 
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13.7 二次防壁が要求される格納設備の追加要件（IGCコード 13.7）  

13.7.1 防壁の保全性  

二次防壁が要求される場合は，すべての箇所における一次防壁の液密性の喪失，又は，すべての箇所における液体貨物

の二次防壁との接触を検知するための恒久的な装置を備えなければならない。この装置は，13.6 による適切なガス検知器

で構成されるものでなければならない。ただし，この装置は，液体貨物が一次防壁を通って漏洩している箇所又は液体貨

物が二次防壁と接触している箇所を示すことができるものとする必要はない。 

13.7.2 温度計測装置* 

-1. 温度計測装置の数及び配置は，格納設備の設計及び荷役要件に適したものでなければならない。 

-2. 二次防壁を設ける貨物格納設備によって貨物を-55℃より低い温度で運送する場合，防熱材の内部又は貨物格納設

備に隣接する船体構造に，温度計測装置を設けなければならない。この装置は，定期的な間隔で温度を読取るものとし，

かつ，必要な場合には，船体構造の許容最低温度に近づいたことを知らせる可聴警報を設けなければならない。 

-3. 貨物を-55℃より低い温度で運送する場合，貨物格納設備の設計上必要であれば，貨物タンク囲壁には，不具合な

温度勾配を発生させないようにする方策をたてるための十分な数の温度計測装置を設けなければならない。 

-4. 最初のクールダウンの方法の有効性を検証及び決定することを目的として，1 つのタンクについて 13.7.2-1.で要求

される数より多くの温度計測装置を設置しなければならない。この装置は，一時的なもの又は恒久的なもののいずれでも

よい。同型船が連続して建造される場合，第二船以降の船舶には，本-4.の規定を適用する必要はない。 

13.8 自動化装置（IGCコード 13.8）  

13.8.1 適用  

本 13.8 の規定は，本規則で要求される制御，監視警報又は安全機能のために使用する自動化装置に適用する。 

13.8.2 自動化装置の設計* 

自動化装置は本会が適当と認める規格に従って設計，設置及び試験されなければならない。 

13.8.3 ハードウェアの設計  

ハードウェアは，海洋環境における使用に適したものであることを実証するため，規則 D 編 18.7 の規定に従って試験

を行わなければならない。 

13.8.4 ソフトウェアの設計  

ソフトウェアは，試験，運用及び保守を含め，利用しやすいように設計及び文書化しなければならない。 

13.8.5 インタフェース  

ユーザインタフェースは制御中の機器がいかなる場合も安全かつ効果的に操作できるよう設計しなければならない。 

13.8.6 保護措置  

自動化装置は 1 つのハードウェアの故障又は 1 回の操作ミスにより危険な状態にならないよう設計しなければならな

い。誤操作に対する適切な保護手段を設けなければならない。 

13.8.7 冗長性  

制御，監視警報及び安全機能は，できる限り単一の故障がその他の機能に影響を与えないよう独立したものでなければ

ならない。この規定は，接続された機器及び電源装置を含め，指定された機能を提供するために必要な自動化装置の全て

の部品に適用しなければならない。 

13.8.8 ソフトウェアの保護  

自動化装置はソフトウェアの設定及び数値が不正又は意図しない操作による変更から保護されるよう設計しなければ

ならない。 

13.8.9 ソフトウェアの管理  

仕様変更による予期しない結果から保護するために，変更手順は管理されなければならない。設定変更及び承認の記録

は船上に保持しなければならない。 

13.8.10 統合システムの設計* 

統合システムの開発及び保守の方法は本会が適当と認める規格によらなければならない。これらの方法は，適切な危険

識別及び管理を含まなければならない。 
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13.9 統合システム（IGCコード 13.9）  

13.9.1 設計  

重要な安全機能は，通常の使用状態及び故障状態のいずれの場合においても，環境被害，装置の故障又は人的被害の危

険性について主管庁が認める水準まで減少させられるよう設計しなければならない。機能はフェイルセーフにしなけれ

ばならない。システム統合のための役割及び責任は明確に示され，かつ，関係者の合意を得なければならない。 

13.9.2 サブシステムの設計  

統合システムを構成する各サブシステムの機能要件は，機能的及び規定される安全要件を満たし，かつ，制御対象機器

のあらゆる制限を考慮して明確に定義されなければならない。 

13.9.3 リスク評価* 

統合システムの重大な危険性は，適切なリスク評価手法を用いて識別されなければならない。 

13.9.4 回復手段  

統合システムは適切な回復手段を備えなければならない。 

13.9.5 他の機能の保護  

統合システムの一部の故障は，故障箇所に直接依存する機能を除き，他の機能に影響を与えてはならない。 

13.9.6 操作の有効性  

統合システムの操作は，少なくとも単独の機器又はシステムと同程度に有効でなければならない。 

13.9.7 動作試験  

重要な機関又はシステムの統合は，通常動作及び故障状態において，動作試験をしなければならない。 

13.10 作業要件  

13.10.1  適用  

本 13.10の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が

遵守すべき事項を示すものである。 

13.10.2  計測装置の較正及び試験（IGCコード 13.1.3）  

計測装置は，使用状態で信頼性のあることを確認するために試験され，かつ，定期的な間隔で再較正されること。計測

装置の試験方法及び再較正の間隔は製造者の推奨によること。 

13.10.3  オーバフロー制御（IGCコード 13.3.3関連）  

積荷中に，13.3.3 に定める緊急遮断弁の使用が過大なサージ圧を発生する可能性がある場合，積荷速度を制限する等の

代替を講じなければならない。 

13.10.4 毒性貨物のガス検知（IGCコード 13.6.5関連）  

13.6.5に示す可搬式検知装置は，13.6.2に定める区域に人間が入る前及びその後人間が入っている間，30 分間隔で使用

すること。 

13.10.5 毒性ガスのガス検知（IGCコード 13.6.6関連）  

13.6.6 に示す区域のガスは，各採取端から採取し，かつ，分析すること。 

13.10.6 ガス検知装置の試験（IGCコード 13.6.18関連）  

13.6.18 の規定により要求される設備を用いて，ガス検知装置の試験及び較正を，定期的な間隔で行うこと。 

13.11 追加要件  

13.11.1 固定式ガス検知装置の設置* 

吸引式の固定式ガス検知装置を非危険場所に設置する場合は，本編の規定によるほか本会が別に定めるところにもよ

らなければならない。  
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14章 人身保護設備 

14.1 保護装具（IGCコード 14.1）  

-1. 通常の荷役作業に従事する乗組員の保護のため，船上には，プロダクトの特性に適した，本会が適当と認める国家

規格又は国際規格に適合した保護装具を備えなければならない。これらの保護装具は，全身を保護するため皮膚全体を完

全に覆うことができるものでなければならない。 

-2. 本章で要求される保護装具及び安全装具は，容易に近づける場所であって，明確に表示された適当なロッカに保管

しておかなければならない。 

14.2 応急器具（IGCコード 14.2）  

14.2.1 担架  

甲板下の区画から負傷した人を吊り上げるのに適切な担架を容易に近づける場所に保管しておかなければならない。 

14.2.2 応急医療器具  

船舶には，液化ガスのばら積運送に関する国際適合証書に記載された貨物に対応する“Medical First Aid Guide (MFAG)”

の要件を参考とした応急医療器具（酸素蘇生器を含む。）を備えなければならない。 

14.3 安全装具（IGCコード 14.3）  

14.3.1 安全装具の数  

11.6.1 で要求される消防員装具に加えて 3 組以上の十分な数の安全装具を備えなければならない。当該安全装具は，ガ

スが充満した区画に入って作業する人員を適切に保護できるものとしなければならない。また，当該安全装具は，液化ガ

スのばら積運送に関する国際適合証書に記載される貨物の特性を考慮したものとしなければならない。 

14.3.2 安全装具の構成* 

各安全装具は，次の(1)から(4)に掲げるものから構成されなければならない。 

(1) フルフェイスマスクを含む陽圧形自蔵式空気呼吸具（圧縮酸素を使用しないで開放空気 1,200 l 以上の容量を内蔵

できるもの）。当該呼吸具は，11.6.1 で要求されるものと互換性を有するものとしなければならない。 

(2) 本会が適当と認める規格に適合する保護衣，長靴及び手袋 

(3) 鋼芯の入ったベルト付き救命索 

(4) 防爆型手提げ灯 

14.3.3 予備の圧縮空気の供給  

船舶には，圧縮空気を十分に供給できるように，次の(1)から(3)に掲げる設備を備えなければならない。 

(1) 14.3.1で要求される各呼吸具に対し，最低 1個の十分に充填された予備の空気ボンベ 

(2) 呼吸に適した質の高圧空気を供給するための十分な容量を有する連続運転可能な空気圧縮機 

(3) 14.3.1 の規定により要求される呼吸具のために備えられる十分な数の予備の呼吸具用空気ボンベに対応できる充

填用のマニホールド 

14.4 個々のプロダクトに対する人身保護の要件（IGCコード 14.4）  

14.4.1 適用  

本節の規定は，これらの項番号が表 N19.1 の i欄に示されているプロダクトを運送する船舶に適用する。 

14.4.2 非常脱出用の呼吸具等  

-1. 乗船者全員に対して，次の(1)から(3)に適合する非常脱出用の呼吸具及び眼の保護装具を備えなければならない。 

(1) フィルター型式の呼吸具を使用してはならない。 

(2) 自蔵式呼吸具は，少なくとも 15 分間使用できるものでなければならない。 
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(3) 非常脱出用の呼吸具は，消火又は貨物取扱い作業に使用してはならず，かつ，その旨を表示しておかなければなら

ない。 

14.4.3 除染シャワー及び洗眼場所* 

船舶の大きさ及び配置を考慮し，甲板上 1 ヶ所以上で，適切に表示された除染シャワー及び洗眼器が配置されなければ

ならない。当該設備は，いかなる周囲条件においても使用できるものでなければならない。 

14.4.4 保護衣* 

14.3.2 で要求される保護衣は，ガス密のものとしなければならない。 

14.5 作業要件  

14.5.1 適用  

本 14.5 の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が

遵守すべき事項を示すものである。 

14.5.2 圧縮空気装置の保守（IGCコード 14.1.3）  

14.3で要求される圧縮空気装置は，少なくとも 1ヶ月に 1回，責任ある船舶職員によって点検されなければならない。

また，その点検結果は，船舶の航海日誌に記録されなければならない。さらに圧縮空気装置は，少なくとも 1 年に 1回，

適当な者によって点検され，かつ，試験されなければならない。 
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15章 貨物タンクの積付制限 

15.1 定義（IGCコード 15.1関連）  

15.1.1 積付制限値（FL）  

「積付制限値（FL）」とは，貨物タンクに積載される貨物液が基準温度に達した際の，当該貨物タンクの総容積に対す

る当該貨物液の最大体積の比をいう。 

15.1.2 載荷制限値（LL）  

「載荷制限値（LL）」とは，タンクの容積に対する貨物液の最大許容体積の比をいい，当該タンクには当該体積まで積

載することが認められる。 

15.1.3 基準温度  

本章の適用上，「基準温度」とは，次に示すものをいう。 

(1) 本編 7 章に定める貨物蒸気圧-温度制御装置を設けない場合，圧力逃し弁の設定圧力での貨物の蒸気圧に対する温

度。 

(2) 本編 7 章に定める貨物蒸気圧-温度制御装置を設ける場合，積荷終了時，輸送中又は揚荷時での貨物温度のうちの

いずれか最も高い温度。 

15.1.4 設計周囲温度  

航路を制限しない場合の「設計周囲温度」は，海水温度については 32℃，空気温度については 45℃とする。ただし，

航路を制限された船舶及び航海期間が制限された船舶に対しては，これより低い温度を本会が認めることがある。また，

タンクの防熱施工についても考慮に含めて差し支えない。これに対し，周囲温度が高い海域を恒久的に航行する船舶の場

合，これより高い温度を要求することがある。 

15.2 一般要件（IGCコード 15.2関連）  

最大積付制限値は，次の(1)から(3)を考慮し，基準温度における気相部の体積が最少となるように定めたものでなけれ

ばならない。 

(1) 液面計及び温度計等の計測器の誤差 

(2) 8.4 に規定される圧力逃し弁の設定圧力から最大許容上昇圧力までの範囲における貨物の体積の膨脹 

(3) 積付けを完了した後に貨物タンクに還流されるドレン液体，操作を行う人員の反応時間及び弁の閉鎖時間を考慮

した操作上のマージン（5.5 及び 18.3.1-2.(1)(d)を参照） 

15.3 標準積付制限値（IGCコード 15.3関連）  

15.3.1 標準積付制限値  

貨物タンクの標準積付制限値（FL）は基準温度で 98%とする。これによらない場合には，15.4 の規定を満足しなけれ

ばならない。 

15.4 標準積付制限値を超える場合の上限値（IGCコード 15.4関連）  

15.4.1 98%より大きい積付制限値* 

-1. 本会は，8.2.17 に定める横傾斜及び縦傾斜に関する条件において次の(1)から(3)の要件を満足する場合には，15.3に

定める 98%より大きい積付制限値を認めることがある。 

(1) 隔離された蒸気溜りが貨物タンク内に生成されないこと。 

(2) 圧力逃し弁の入口が気相部に留まること。 

(3) 次の(a)から(c)に起因する液位上昇に対する安全余裕が考慮されていること。 

(a) 8.4.1 の規定に従い MARVS から完全な放出を行う際の圧力まで圧力が増加することによる貨物液の体積の膨脹 
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(b) 操作上のマージンとして貨物タンクの体積の 0.1% 

(c) 液面計及び温度計等の計測器の誤差 

-2. いかなる場合にあっても，基準温度における積付制限値を 99.5%以下としなければならない。 

15.5 最大載荷制限値（IGCコード 15.5関連）  

15.5.1 最大載荷制限値  

貨物タンクは，次式により定まる最大載荷制限値（LL）を超えて貨物を積載するものとしてはならない。 

𝐿𝐿 = 𝐹𝐿
𝜌𝑅
𝜌𝐿

 

𝐿𝐿（載荷制限値）：15.1.2 に定義する載荷制限値を百分率で示した値 

𝐹𝐿（積付制限値）：15.3又は 15.4に規定した積付制限値を百分率で示した値 

𝜌𝑅：基準温度における貨物の比重 

𝜌𝐿：積荷時の温度における貨物の比重 

15.5.2 タンクタイプ Cの場合の最大載荷制限値  

1G 船を除き，タンクタイプ Cのタンクにあっては，8.2.18 の規定に従い当該ベント装置が本会の承認を受けている場

合，本会は，15.5.1 に規定される算式において𝜌𝑅を次に定めるものとした場合の最大載荷制限値を認めることがある。 

𝜌𝑅：15.1.4 に規定する設計周囲温度条件における積荷終了時，運送中又は揚荷時に貨物が到達しうる最高温度に

おける貨物の比重 

15.6 船長に提供すべき情報  

15.6.1 載荷制限値等を記載した文書（IGCコード 15.6）  

-1. 船舶には，各貨物タンク及びプロダクトに対する最大許容載荷制限値を各予定積荷温度及び最大基準温度に応じ

て記載した文書を備えなければならない。当該文書は，主管庁又は本会が承認したものでなければならない。 

-2. 当該文書は，圧力逃し弁の設定圧力も記載したものとしなければならない。 

15.7 作業要件  

15.7.1 適用  

本 15.7 の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が

遵守すべき事項を示すものである。 

15.7.2 載荷制限値等を記載した文書の写し（IGCコード 15.6.3）  

船長は，15.6.1 に規定される文書の写しを船内に恒久的に保管すること。 
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16章 燃料としての貨物の利用 

16.1 一般（IGCコード 16.1）  

16.1.1 一般* 

-1. 16.9 に定める場合を除き，メタン（LNG）は，貨物蒸気又はボイルオフガスを A類機関区域で使用できる唯一の貨

物であり，これらの区域内にあるボイラ，イナートガス発生装置，内燃機関，ガス燃焼装置及びガスタービン等の装置に

のみ使用することができる。 

-2. （削除） 

-3. 前-1.に加えて，天然ガスを燃料として使用する往復動内燃機関（以下，「ガス燃料機関」という。）及びガス燃料供

給装置については，附属書 16.1.1-3.によらなければならない。 

16.2 燃料としての貨物蒸気の利用（IGCコード 16.2）  

本 16.2 は，ボイラ，イナートガス発生装置，内燃機関，ガス燃焼装置及びガスタービン等の装置の燃料として貨物蒸

気を使用する場合に適用する。 

16.2.1 LNGを供給する燃料設備  

蒸発した LNG を供給する燃料供給装置は，16.4.1，16.4.2 及び 16.4.3 の規定に適合しなければならない。 

16.2.2 LNG使用機器  

蒸発した LNG を燃焼するガス使用機器は，炎を視認することができないものとしなければならず，排ガス管出口にお

ける排ガスの温度が 535℃未満に維持されるものでなければならない。 

16.3 ガス使用機器が設置される区画の配置（IGCコード 16.3）  

16.3.1 機械通風装置  

ガス使用機器が配置される区画には，ガスの密度及び発火の危険性を考慮し，ガスの滞留を避けるように機械通風装置

を設けなければならない。当該通風装置は，その他の区画の通風装置と分離しなければならない。 

16.3.2 ガス検知装置  

ガス使用機器が設置される区画には，特に空気が循環しにくい箇所にガス検知装置を設けなければならない。当該ガス

検知装置は，本編 13章の規定に適合するものでなければならない。 

16.3.3 二重管装置及びダクト内の電気設備  

16.4.3に規定する二重管装置又はダクト内に設ける電気機器は，本編 10 章の規定に従ったものでなければならない。 

16.3.4 ベント及びブリードライン* 

ガス燃料を含むもしくはガス燃料が混入するおそれのあるすべてのベント及びブリードラインは，機関区域外の安全

な場所に導き，フレームスクリーンを設けなければならない。 

16.4 ガス燃料の供給（IGCコード 16.4）  

16.4.1 一般  

-1. 16.4の規定は，貨物エリア外のガス燃料供給管に適用する。ガス燃料管は，居住区域，業務区域，電気設備室又は

制御場所を通過させてはならない。ガス燃料供給ラインの配置は，倉庫及び機械類の取扱い場所における機械的損傷によ

る潜在的な危険性を考慮したものとしなければならない。 

-2. 機関区域内に配置されているガス燃料管装置には，イナーティング及びガスフリーを行うための設備を設けなけ

ればならない。 

16.4.2 漏洩検知  

連続的な監視装置及び警報を設置し，閉鎖場所における管装置の漏洩の指示及び関連するガス燃料の供給の遮断をで
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きるようにしなければならない。 

16.4.3 燃料供給配管の配置  

燃料管装置は，次の(1)又は(2)のいずれかを満足することを条件に，16.4.1 に規定する場所以外の閉鎖場所を通過させ

又は当該場所へ導いて差し支えない。 

(1) ガス燃料管は，同心円の二重管構造の管装置としなければならない。当該二重管の間の空所は，ガス燃料の圧力よ

りも高い圧力のイナートガスで加圧されるものとする。16.4.6の規定により要求される主ガス燃料弁は，イナート

ガスの圧力が低下した場合に，自動的に閉鎖するものでなければならない。 

(2) ガス燃料管は，少なくとも 1時間あたり 30 回の換気を行うことができる排気式の機械通風装置を備えた管又はダ

クトの内部に配置しなければならない。当該機械通風装置は，大気圧より低い圧力を維持できるように配置しなけ

ればならない。機械通風装置は，本編 12章の規定に従ったものでなければならない。当該通風装置は，燃料が当

該管内にあるときに常に作動させられるものでなければならない。16.4.6 の規定により要求される主ガス燃料弁は，

管又はダクト用の排気式通風装置が所定の空気の流れを確保できない場合及び維持できない場合に，自動的に閉

鎖するものでなければならない。空気取入口又はダクトは，非危険場所となる機関区域に配置することができるが，

当該通風装置の排気口は，安全な場所に配置しなければならない。 

16.4.4 1 MPaを超える圧力のガス燃料に対する要件  

-1. 高圧燃料ポンプ及び／又は圧縮機とガス使用機器との間の燃料供給ラインは，圧力及び低温の両方の影響を考慮

し，高圧配管の損傷に耐えうる二重管装置で保護しなければならない。16.4.6の規定により要求される隔離弁より上流の

貨物エリアにおいては，単管として差し支えない。 

-2. 16.4.7の規定に従い，また，圧力及び低温の両方の影響を考慮し，管又はダクトが高圧配管の損傷に耐えうる構造

であって，かつ，外側の管又はダクトの空気取入口及び排出口の両方を貨物エリア内に設ける場合には，16.4.3(2)に示す

配置として差し支えない。 

16.4.5 ガス使用機器の隔離  

各ガス使用機器のガス供給配管には，ガス燃料を隔離することができるよう，自動ダブルブロックブリード弁を備え，

通常運転状態及び緊急状態における当該弁の作動の際に，安全な場所に排気できようにしなければならない。当該ダブル

ブロック弁は，駆動動力源の喪失時に閉鎖状態になるように設けなければならない。複数のガス使用機器が設置される区

画においては，1つの遮断がその他の機器へのガス供給に影響を与えるものであってはならない。 

16.4.6 ガスを使用する機器を含む区画  

-1. 貨物エリア内に主ガス燃料弁を備え，ガス使用機器が設置される区画又は燃料ガス供給管が通過する区画ごとに，

ガス燃料の供給を隔離できるようにしなければならない。ガス使用機器が 2つ以上の区画に設置される場合には，ある区

画へのガス燃料供給の隔離が他の区画へのガス供給に影響を与えるものであってはならず，推進力又は電力の喪失を引

き起こすものであってはならない。 

-2. ガス供給装置の二重管が空気取入口もしくはその他の開口により連続でない場合又は単一の故障により当該区画

にガスが漏洩する可能性がある場合には，当該区画に対する主ガス燃料弁は，次の(1)及び(2)の条件を満たさなければな

らない。 

(1) 次の場合に自動作動すること。 

(a) 区画におけるガスを検知した場合 

(b) 二重管の空所部におけるガスの漏洩を検知した場合 

(c) その他の単管の設置される場所におけるガスの漏洩を検知した場合 

(d) 二重管の空所部における通風が喪失した場合 

(e) その他，単管が設置される場所における通風が喪失した場合 

(2) 区画内及び少なくとも 1つの離れた場所から手動で作動できること。 

-3. ガス供給装置周囲の二重管が連続である場合，貨物エリアに備えられる個々の主ガス燃料弁は，設置区画内のガス

使用機器ごとに設けて差し支えない。個々の主ガス燃料弁は，次の(1)及び(2)の条件を満たさなければならない。 

(1) 次の場合に自動的に作動すること。 

(a) 個々の主ガス燃料弁に通じる二重管の空所部におけるガスの漏洩を検知した場合 

(b) 個々の主ガス燃料弁に通じる供給装置の一部となる単管が設置されるその他の区画におけるガスの漏洩を検

知した場合 

(c) 二重管の空所部における圧力又は通風が喪失した場合 
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(2) 区域内及び少なくとも 1つの離れた場所から手動で作動できること。 

16.4.7 配管及びダクトの構造  

機関区域内に配置されているガス燃料管装置は，必要に応じて，5.1 から 5.9 の関連規定に適合し，継手は，実行可能

な限り，溶接継手としなければならない。16.4.3の規定に定める通風された管又はダクト内に配置されていないガス燃料

管及び貨物エリア外の暴露甲板上に配管されるガス燃料管は，完全溶込みの突合わせ溶接継手とし，溶接線の全線につい

て放射線透過試験を行わなければならない。 

16.4.8 ガス検知  

本章の規定により設けられるガス検知装置は，引火性限界下限値の 30%の値で警報を発し，かつ，引火性限界下限値の

60%になる以前に 16.4.6 に規定する主ガス燃料弁を遮断するものでなければならない（13.6.17 参照）。 

16.5 ガス燃料プラント及び関連の貯蔵タンク（IGCコード 16.5）  

16.5.1 ガス燃料の規定  

加熱器，圧縮機，気化器及びフィルター等の燃料として使用する貨物又は貨物ボイルオフガスの調整用機器及び関連す

る貯蔵タンクは，貨物エリア内に設置しなければならない。これらの機器が閉鎖場所に設置されている場合，当該区画に

は，12.1，11.5 及び 13.6 の規定に定めるところにより機械通風装置，固定式消火設備及びガス検知装置を設けなければな

らない。 

16.5.2 遠隔停止  

-1. 燃料としての貨物の使用のための調整に用いられるすべての回転機は，機関室から遠隔手動停止できなければな

らない。また，貨物コントロール室，航海船橋，火災制御室等の常時容易に近づき易い場所に追加の遠隔停止装置を設け

なければならない。 

-2. 燃料供給装置は，吸引圧力の低下又は火災を検知した場合，自動停止するものでなければならない。別に定める場

合を除き，18.3 の規定は，ガス使用機器への供給に使用する場合，ガス燃料用圧縮機又はポンプに適用する必要はない。 

16.5.3 加熱及び冷却媒体* 

ガス燃料調整用装置に使用する加熱又は冷却媒体が貨物エリア外に再循環される場合，媒体中の貨物液又はガスの存

在を検知するためのガス検知装置及び警報装置を設けなければならない。ベント管には，承認された型式のフレームスク

リーンを取り付けなければならず，かつ，ベント排出口は，安全な場所に導かなければならない。 

16.5.4 管装置及び圧力容器  

ガス燃料供給装置に取り付けられる管装置及び圧力容器は，本編 5 章の関連規定に適合しなければならない。 

16.6 主ボイラに関する特別要件（IGCコード 16.6）  

16.6.1 配置  

-1. 各ボイラの煙路は，他の装置の煙路から独立したものとしなければならない。 

-2. 各ボイラには，専用の強制給気装置を設けなければならない。ボイラの強制給気装置は，関連の安全装置の機能が

維持される場合には，緊急用に複数の給気装置をつなげる配置として差し支えない。 

-3. ボイラの燃焼室及び煙路は，ガス燃料が滞留しないような形状のものとしなければならない。 

16.6.2 燃焼装置  

-1. バーナ装置は，二元燃料型のものとし，燃料油もしくはガス燃料のいずれかを，又は，両方を同時に燃焼できるも

のでなければならない。 

-2. バーナは，すべての燃焼状態で，安定した燃焼が維持されるように設計されなければならない。 

-3. ガス燃料の供給が停止した場合にも，燃焼が中断することなく，ガス燃料から燃料油へ自動的に切替えられる装置

を設けなければならない。 

-4. ガス燃焼用ノズル及びバーナ制御装置は，ボイラ及び燃焼装置が，ガス燃料への点火ができるよう設計され，かつ

本会が承認した場合を除き，燃料油により確立した炎によって着火されなければならない。  
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16.6.3 安全装置  

-1. 十分な着火が確立，維持されない限りガス燃料がバーナへ供給されないよう，自動的にガス燃料の供給を遮断する

措置を講じなければならない。 

-2. 各ガスバーナ用管装置には，手動操作可能な止め弁を設けなければならない。 

-3. バーナへのガス燃料供給管には，バーナの消火後，イナートガスにより管内を自動的にパージするための設備を設

けなければならない。 

-4. 16.6.2-3.に規定する自動燃料切替装置には，連続的にその有効性を確保するため，警報装置を備えた監視装置を設

けなければならない。 

-5. ボイラの燃焼室には，バーナの失火の際，再着火前に燃焼室内を自動的にパージする設備を設けなければならない。 

-6. ボイラには，手動でパージできる措置を講じなければならない。 

16.7 ガス燃焼用内燃機関に対する特別要件（IGCコード 16.7）  

二元燃料機関は，（パイロット油と共に使用する）ガス燃料及び燃料油を使用する機関である。燃料油は，留出燃料及

び残留燃料を含んでも差し支えない。ガス専焼機関は，ガス燃料のみを使用する機関である。 

16.7.1 配置* 

-1. ガスが共通のマニホールドを通して空気との混合状態で供給される場合，各シリンダヘッドの前にフレームアレ

スタを設けなければならない。 

-2. 各機関は，それぞれ独立した排気管を備えなければならない。 

-3. 排気管は，未燃ガス燃料が滞留しないような形状のものとしなければならない。 

-4. 漏洩ガスへの着火による最悪の過圧状態においても耐えられるような強度を考慮した設計がなされている場合を

除き，吸気マニホールド，掃気室，排気装置及びクランク室には，適当な圧力逃し装置を設けなければならない。圧力逃

し装置は，人から離れた安全な場所に導かなければならない。 

-5. 各機関には，クランク室，サンプタンク及び冷却装置に対し，その他の機関と独立したベント装置を設けなければ

ならない。 

16.7.2 燃焼装置  

-1. ガス燃料の導入に先立って，各シリンダユニットのパイロット油の噴射装置の正常作動が確認されなければなら

ない。 

-2. 火花点火機関については，機関監視装置により，ガス供給弁が開いた後の機関仕様に定める時間内に燃焼が検知さ

れなかった場合，ガス燃料供給弁は自動的に閉鎖し，かつ，始動シーケンスは終了されなければならない。また，いかな

る未燃ガスとその混合気も，排気装置からパージされるようにしなければならない。 

-3. パイロット油噴射装置を備える二元燃料機関については，最小の機関出力変動で，ガス燃料から燃料油の運転へ自

動的に切替えられる装置を設けなければならない。 

-4. 前-3.に適合する機関において，ガス燃料に点火を行う際に，その運転が不安定な場合，機関は自動的に燃料油モー

ドに切り替えられなければならない。 

16.7.3 安全装置  

-1. 機関の停止時において，ガス燃料は着火源より先に自動的に遮断されなければならない。 

-2. 点火前に，排ガス装置に未燃ガス燃料がないことが確保されるような措置を講じなければならない。 

-3. クランク室，サンプタンク，掃気室及び冷却装置のベントには，ガス検知装置を設けなければならない（13.6.17

参照）。 

-4. 機関の設計において，クランク室内の発火源となる可能性のあるものを連続監視できるような措置を講じなけれ

ばならない。クランク室内に設置される装置は，本編 10章に定める要件を満足するものでなければならない。 

-5. 機関運転中に排気装置内へ未燃ガス燃料が侵入することを防止するため，燃焼不良又は不着火を監視，検知する措

置を講じなければならない。これらが検知された場合，ガス燃料の供給は遮断されなければならない。排気装置内に設置

される装置は，本編 10 章に定める要件を満足するものでなければならない。  
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16.8 ガスタービンに対する特別要件（IGCコード 16.8）  

16.8.1 配置  

-1. 各タービンは，それぞれ独立した排気管を備えなければならない。 

-2. 排気管は，未燃ガス燃料が滞留しないよう適切な形状としなければならない。 

-3. 漏洩ガスの発火による過圧等の最悪な場合においても，耐えられるような強度を考慮して設計されている場合を

除き，ガスの漏洩による爆発を考慮し，適切に設計された圧力逃し装置を，排気装置に設けなければならない。排気煙路

に設けられる圧力逃し装置は，人から離れた安全な場所に導かなければならない。 

16.8.2 燃焼装置  

最小の機関出力変動で，ガス燃料から燃料油の運転へ，容易に，かつ，迅速に自動的に切替えられる装置を設けなけれ

ばならない。 

16.8.3 安全装置  

-1. 運転中に排気装置内の未燃ガス燃料の滞留の原因となる不完全燃焼を検知及び監視する装置を備えなければなら

ない。検知された場合，ガス燃料の供給は遮断されなければならない。 

-2. 各タービンには，排気温度が高温になった時に，自動的に停止する装置を設けなければならない。 

16.9 代替燃料及び代替技術（IGCコード 16.9）  

16.9.1 代替燃料及び代替技術  

-1. 本編に規定されるメタンに対する要件と同等の安全性を確保することを条件に，主管庁の承認を得た場合，メタン

以外の貨物ガスを燃料として使用することができる。 

-2. 毒性プロダクトに分類される貨物を使用してはならない。 

-3. LNG 以外の貨物については，燃料供給装置は，16.4.1，16.4.2，16.4.3 及び 16.5 のうち該当する規定に適合しなけ

ればならない。また，装置内の蒸気の凝縮を防ぐ手段を設けなければならない。 

-4. 液化ガス燃料供給装置は，16.4.5 の規定に適合しなければならない。 

-5. 16.4.3(2)の規定に加えて，通風装置の吸排気口は，機関区域の外部に配置しなければならない。当該吸気口は，非

危険場所となる区域に導き，当該排気口は，安全な場所に導かなければならない。 

16.10 作業要件  

16.10.1 適用  

本 16.10 の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が

遵守すべき事項を示すものである。 

16.10.2 ガス燃料管の機械通風（IGCコード 16.4.3関連）  

ガス燃料管を内部に配置する外管又はダクトの機械通風装置は，燃料が当該ガス燃料管内にあるときに常に作動させ

ること。 

16.10.3 ボイラの手動パージ（IGCコード 16.6.3関連）  

ボイラの燃焼室は，16.6.3 の規定を考慮し，必要に応じて手動でパージすること。 
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17章 特定の貨物に対する特別要件 

17.1 一般（IGCコード 17.1）  

17.1.1 適用  

本章の規定は，表 N19.1の i欄に該当条項番号が引用される場合に適用する。これらは，本編の一般規定に対する追加

要件である。 

17.2 構造材料（IGCコード 17.2）  

17.2.1 構造材料  

通常の使用状態において貨物にさらされる可能性のある材料は，ガスの腐食作用に耐えるものでなければならない。さ

らに，通常貨物液又は蒸気に直接接する貨物タンク及び関連の管系統，弁，付着品及び装置その他の品目の構造材料とし

て，次の(1)から(6)に示すものは，表 N19.1の i欄に該当番号が示されたプロダクトに使用してはならない。 

(1) 水銀，銅及び銅合金並びに亜鉛 

(2) 銅，銀，水銀，マグネシウム及びその他のアセチリド形成金属 

(3) アルミニウム及びアルミニウム合金 

(4) 銅，銅合金，亜鉛及び亜鉛メッキ鋼 

(5) アルミニウム，銅及びいずれかの合金 

(6) 銅及び 1%より多い銅を含む銅合金 

17.3 独立型タンク（IGCコード 17.3）  

17.3.1 貨物タンクの要求  

貨物は，独立型タンクにおいてのみ運送しなければならない。 

17.3.2 独立型タンクタイプ Cの要求  

貨物は，独立型タンクタイプ C で運送しなければならず，かつ，7.1.2の規定に適合しなければならない。貨物タンク

の設計圧力は，すべての封入圧力又は圧力式揚荷時の圧力を考慮しなければならない。 

17.4 冷却装置  

17.4.1 冷却装置の方式の制限（IGCコード 17.4.1）  

冷却装置は，7.3.1(2)に定める間接式を使用しなければならない。 

17.4.2 過酸化物を生成する貨物の冷却装置（IGCコード 17.4.2）  

危険な過酸化物を容易に生成する貨物の運送に従事する船舶では，再凝縮した貨物に重合防止されていない液体の沈

滞した塊りが生じないようにしなければならない。これは次の(1)又は(2)の方法で達成することができる。 

(1) 貨物タンク内に凝縮器を備える 7.3.1(2)に定める間接式を使用すること。 

(2) 7.3.1(1)及び(3)のそれぞれに定める直接式又は組合せ式あるいは貨物タンクの外部に凝縮器を備えた 7.3.1(2)に定

める間接式を使用し，かつ，いかなる箇所においても液体が集積することを避けるように凝縮装置を設計すること。

これが不可能な場合は，その箇所の上流から重合防止された液を添加することができなければならない。 

17.4.3 貨物の連続運送（IGCコード 17.4.3関連）  

バラスト航海をはさんで 17.4.2 に規定するような貨物を連続して運送する船舶では，貨物の残液を除去できる設備を

設けなければならない。別の貨物をこの貨物の連続運送の間に運送する場合，再液化装置は，完全にドレン抜きをし，か

つ，パージできなければならない。パージングのために，イナートガス又は適合性がある場合はこの別の貨物の蒸気を使

用できる設備を設けなければならない。貨物を取扱う装置は，当該装置中に重合体又は過酸化物が蓄積しないような実際

的な手段が採れるものでなければならない。 
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17.5 1G船型が要求される貨物の特別要件（IGC コード 17.5）  

17.5.1 貨物管継手の試験  

直径 75 mm を超える貨物管のすべての突合せ継手は，100%の放射線透過試験が要求される。 

17.5.2 ガス採取管及び警報装置  

ガス採取管は，非危険場所に導いたり又は通過させてはならない。13.6.2 にいう警報装置は，ガス濃度が限界値に達し

た場合に作動するものでなければならない。 

17.5.3 可搬式機器による代替の禁止  

13.6.5の規定による可搬式ガス検知機器の使用による代替措置は，認められない。 

17.5.4 貨物コントロール室の設置  

貨物コントロール室は非危険場所に設置し，全ての機器は間接式としなければならない。 

17.5.5 避難場所の設置  

大量の貨物が流出した場合に人身を保護するための避難場所を居住区域内に設けなければならない。当該避難場所は，

本会が適当と認める設計及び所要の設備を備えるものでなければならない。 

17.5.6 貨物エリアへの交通  

3.2.4-3.の規定にかかわらず，3.6 により要求されるエアロックが備えられていない場合，貨物エリアに面する戸を通じ

て船首楼への交通をしてはならない。 

17.5.7 ターレット制御室及び機関室への交通  

3.2.7 の規定にかかわらず，貨物エリアに面する戸を通じてターレット制御室及び機関室への交通をしてはならない。 

17.6 気相部からの空気の排除（IGCコード 17.6）  

17.6.1 気相部からの空気の排除  

積荷前に貨物タンク及び連結した管から空気を除去し，さらにその後も次の(1)又は(2)に示すところにより，排除でき

る設備を設けなければならない。 

(1) 正圧が保持できるようにイナートガスが導入できるものでなければならない。この場合のイナートガスの貯蔵又

は製造容量は，通常の使用状態及び逃し弁からの漏洩に対する必要量を十分満たすものでなければならない。また，

このイナートガスは，酸素濃度が 0.2%（容積比）を超えるものであってはならない。 

(2) 常に正圧を保つように貨物温度を制御できるものでなければならない。 

17.7 湿度制御（IGCコード 17.7）  

17.7.1 湿度制御  

非引火性で，かつ，水に混って腐食性又は危険な反応を生じるおそれのあるガスの場合，貨物タンクが積荷前に乾燥し

ていることを確保するために，湿度制御装置を設け，しかも揚荷中には貨物タンクの負圧を防止するために乾燥空気又は

貨物蒸気が導入できるものでなければならない。このための乾燥空気は，大気圧で露点が-45℃又はそれ以下の空気とす

る。 

17.8 重合防止（IGCコード 17.8）  

17.8.1 重合防止  

船舶には，貨物の製造者が，次の(1)から(4)に掲げる事項を記載した証明書を備えなければならない。 

(1) 添加すべき重合防止剤の名称及び量 

(2) 重合防止剤を添加した日付及びその一般的に期待される有効期間 

(3) 重合防止剤に影響を及ぼす温度制限 

(4) 重合防止剤の有効期間を超えた航海期間に対してとるべき処置 
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17.9 ベント排出口のフレームスクリーン（IGCコード 17.9）  

17.9.1 ベント排出口のフレームスクリーン  

貨物タンクベント排出口には，本 17.9 に関連した貨物を運送する場合，容易に取替えることができ，かつ，効果的な

フレームスクリーン又は承認された型式の安全管頭を備えなければならない。フレームスクリーン及び安全管頭の設計

上，貨物蒸気の凍結又は悪天候条件下での着氷によるこれらの装置の閉塞の可能性に注意しなければならない。本 17.9

に関連しない貨物を運送する場合，8.2.15 の規定に従い，フレームスクリーンを取外したときに使用するため，通常の保

護金網も船上に保管しておかなければならない。 

17.10 タンク当りの最大許容貨物量（IGCコード 17.10関連）  

17.10.1 タンク当りの最大許容貨物量  

本 17.10が適用される貨物を運送する場合，貨物タンクは，貨物量が 1タンク当り 3,000m3を超えて積付けないように

計画されたものでなければならない。 

17.11 貨物ポンプ及び荷下ろし設備（IGC コード 17.11 関連）  

17.11.1 気相部のイナーティング  

電動サブマージドポンプが取付けられている貨物タンクは，その気相部を，引火性液体の積荷前，運送中及び揚荷中に

おいて正圧にイナーティングできるものでなければならない。 

17.11.2 貨物の揚荷方法  

ディープウェルポンプ又は油圧駆動サブマージドポンプによってのみ貨物の揚荷ができるような設備を設けなければ

ならない。これらのポンプは，シャフトグランドに対する液圧を避けるように設計された型式のものでなければならない。 

17.11.3 イナートガス置換による揚荷  

独立型タンクタイプ C からの揚荷にイナートガスによる置換を使用する場合，貨物装置は予想される圧力で設計され

なければならない。 

17.12 アンモニア（無水）（IGC コード 17.12）* 

17.12.1 一般  

アンモニア（無水）は，炭素マンガン鋼又はニッケル鋼製の格納及びプロセス設備に応力腐食割れを引き起こす可能性

がある。応力腐食割れの危険性を最小限にするため，17.12.2から 17.12.8の規定によらなければならない。 

17.12.2 炭素マンガン鋼を使用する場合の要件  

炭素マンガン鋼を貨物タンク，プロセス用圧力容器及び貨物管に使用する場合には，規格最小降伏点が 355 N/mm2以下

であって，実際の降伏値が 440 N/mm2 以下の細粒鋼を使用しなければならない。さらに，次の(1)から(4)のいずれかの規

定によらなければならない。 

(1) 規格最小引張強さが，410 N/mm2以下の材料を使用しなければならない。 

(2) 貨物タンク等は，溶接残留応力除去のため熱処理を行わなければならない。 

(3) 運送温度をできる限り貨物の沸点である-33℃付近に維持しなければならない。ただし，いかなる場合にも-20℃以

上としてはならない。 

(4) 貨物は，質量比で 0.1%以上の水を含むアンモニアでなければならない。 

17.12.3 高降伏点を有する炭素マンガン鋼を使用する場合の熱処理  

17.12.2 に規定する以外の高降伏点を有する炭素マンガン鋼を貨物タンク及び管等に使用する場合，貨物タンク及び管

装置等は，完成後，溶接残留応力除去のため熱処理を行わなければならない。 

17.12.4 プロセス用圧力容器等の熱処理  

17.12.1 に規定する材料を冷却装置の凝縮部分のプロセス用圧力容器及び管又はそのいずれかに使用する場合，当該装

置は，溶接残留応力除去のため熱処理を行わなければならない。 
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17.12.5 溶接材料の機械的性質  

溶接材料の引張強さ及び降伏特性は，タンク又は配管の機械的性質を下回るものであってはならないが，できる限り同

等なものとし，大きく上回るものであってはならない。 

17.12.6 使用禁止材料  

5%以上のニッケルを含むニッケル鋼及び 17.12.2 及び 17.12.3 の規定に適合しない炭素マンガン鋼は，アンモニア（無

水）を運送するための格納及び管装置に使用してはならない。 

17.12.7 5%を超えないニッケルを含むニッケル鋼を使用する場合の要件  

5%を超えないニッケルを含むニッケル鋼は，アンモニア（無水）を 17.12.2(3)に規定する運送用件に従い運送する場合，

貨物タンク，プロセス用圧力容器及び貨物管に使用して差し支えない。 

17.12.8 溶解酸素濃度  

アンモニア応力腐食割れの危険性を最小限にするため，溶解酸素濃度を質量比で 2.5 ppm 以下に抑えることが望まし

い。溶解酸素濃度の抑制を，液体アンモニア（無水）を積載する前にタンク内部平均酸素濃度を表 N17.1 による温度に応

じた酸素濃度以下まで減じることにより行なって差し支えない。 

 

表 N17.1 酸素濃度の許容値 

温度（℃） 酸素濃度（%:容積比） 

-30℃以下 

-20℃ 

-10℃ 

0℃ 

10℃ 

20℃ 

30℃ 

0.90 

0.50 

0.28 

0.16 

0.10 

0.05 

0.03 

（備考）  

温度が中間にあるときは，補間法により定める。  

17.13 塩素  

17.13.1 貨物格納設備（IGCコード 17.13.1関連）  

-1. 各貨物タンクの容量は，600 m3を超えてはならない。貨物タンクの合計容量は，1,200 m3を超えてはならない。 

-2. 貨物タンクの設計蒸気圧は，1.35 MPa 未満としてはならない（7.1.2 及び 17.3.2 の規定も参照すること）。 

-3. 上甲板上の貨物タンクの突出部は，全体火災時も考慮して幅射熱に対して保護しなければならない。 

-4. 各貨物タンクには 2 個の圧力逃し弁を設けなければならない。適切な材料のラプチャーディスクをタンクと圧力

逃し弁の間に設けなければならない。ラプチャーディスクの破壊圧力は，1.35 MPa（ゲージ圧）以上のタンク設計蒸気圧

で設定されている圧力逃し弁が開く圧力より 0.1 MPa 低い値でなければならない。ラプチャーディスク，圧力逃し弁の間

の空気は，エクセスフロー弁を介して圧力計及びガス検知器に導かなければならない。通常の使用状態において，この空

間は，大気圧又はそれに近い圧力に維持しなければならない。 

-5. 圧力逃し弁からの排出口は，船内及び環境の危険を最小にするように配置しなければならない。逃し弁からの漏出

は，可能な限り，ガス濃度を減少する吸収装置を介さなければならない。逃し弁からの排気管は，船舶の前端において甲

板の高さの位置で船外に排出するように配置しなければならず，また，この排気管には，片舷が常に開いているような機

械的インターロックで左舷又は右舷側のいずれかを選ぶことができるような設備を設けなければならない 

17.13.2 貨物管装置（IGCコード 17.13.2）  

-1. 陸上からの加圧した塩素ガス，乾燥空気もしくはその他の認められるガスによるか又はサブマージドポンプのい

ずれかによってのみ貨物の揚荷ができるような設備を設けなければならない。船内の貨物揚荷用圧縮機による揚荷は認

められない。また，揚荷中のタンク内の気相部の圧力は，1.05 MPa（ゲージ圧）を超えてはならない。 

-2. 貨物管装置の設計圧力は，2.1 MPa（ゲージ圧）以上でなければならない。貨物管の内径は，100 mm を超えてはな

らない。熱的な伸縮を吸収する方法としては，曲り管のみが認められる。フランジ継手の使用は，最小限にとどめ，かつ，

使用する場合は，突合せ溶接形フランジのものでなければならない。 
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-3. 貨物管装置の逃し弁からの排出は，吸収装置に導かなければならない。また，逃し弁装置の設計においては，吸収

装置による流量制限を考慮しなければならない。（8.4.3 及び 8.4.4 も参照すること。） 

17.13.3 材料（IGCコード 17.13.3関連）  

-1. 貨物タンク及び貨物管装置は，貨物及び運送条件が-40℃より高い場合でも-40℃の温度に適した鋼製のものでなけ

ればならない。 

-2. 貨物タンクは，熱的に応力除去を行わなければならない。機械的応力除去は，これと同等とはみなされない。 

17.13.4 各種装置―安全設備（IGCコード 17.13.4関連）  

-1. 船舶には，貨物管装置及び貨物タンクに接続する塩素吸収装置を設けなければならない。吸収装置は，適切な吸収

速度で合計貨物容量の少なくとも 2%を中和できるものでなければならない。 

-2. 貨物をガスフリーする設備は，大気に貨物蒸気を放出するものであってはならない。 

-3. ガス検知装置は，1 ppm（容積比）の塩素濃度を検出できるものでなければならない。サンプル点は，次の(1)から

(5)に示すところに配置しなければならない。 

ガス検知装置は，5 ppm の設定点で可視可聴警報を発するものでなければならない。 

(1) ホールドスペースの底部付近 

(2) 安全逃し弁から導かれる管内 

(3) ガス吸収装置の排出口 

(4) 居住区域，業務区域，機関区域及び制御場所の通風装置の空気取入口 

(5) 甲板上貨物エリアの前端，中央部及び後端。なお，貨物取扱い時及びガスフリー時のみ使用が要求される。 

-4. 各貨物タンクには，1.05 MPa（ゲージ圧）の圧力で可聴警報を発する高圧警報装置を取付けなければならない。 

17.13.5 人身保護（IGCコード 17.13.5.1関連）  

-1. 17.5.5 の規定で要求される避難場所は，エアロックにより暴露甲板及び居住区域から容易かつ迅速に近づくことが

でき，かつ，直ちにガス密に閉鎖できるものでなければならない。 

-2. 14.4.3の規定で要求される除染シャワーの 1つは，この避難場所に交通するためのエアロック付近に配置しなけれ

ばならない。 

-3. -1.の避難場所は，船舶の乗組員全員を収容するのに十分な大きさのものとし，かつ，4時間以上新鮮空気を供給で

きる装置を備えなければならない。 

-4. -1.の避難場所には，酸素治療器具を 1 組備えなければならない。 

17.13.6 貨物タンクの積付制限（IGCコード 17.13.6関連）  

-1. 15.1.3(2)の規定は，塩素を運送する場合には，適用しない。 

-2. 積荷後の貨物タンク内気相部の塩素ガス濃度を計測できるガス濃度計を船舶に備えなければならない。 

17.14 酸化エチレン  

17.14.1 適用（IGCコード 17.14.1関連）  

酸化エチレンの運送について，本 17.14に規定されていない事項については，17.18の規定によらなければならない。 

17.14.2 甲板タンクへの積載禁止（IGCコード 17.14.2関連）  

酸化エチレンの運送用のタンクを甲板上に設置してはならない。 

17.14.3 材料（IGCコード 17.14.3）  

ステンレス鋼タイプ 416 及び 442 並びに鋳鉄は，酸化エチレンの貨物格納設備及び貨物管装置に使用してはならない。 

17.14.4 タンクの洗浄（IGCコード 17.14.4関連）  

積荷前に，タンクを完全かつ有効に洗浄して，タンク及び関連配管から前回輸送貨物の残渣を除去できる設備を設けな

ければならない。 

17.14.5 揚荷の方法（IGCコード 17.14.5）  

ディープウェルポンプ又はイナートガス置換によってのみ貨物の揚荷ができるような設備を設けなければならない。

ポンプは，17.18.15 に適合しなければならない。 

17.14.6 運送時の温度制御（IGCコード 17.14.6）  

酸化エチレンは，冷却してのみ運送し，かつ，30℃より低い温度に維持できる設備を設けなければならない。 
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17.14.7 圧力逃し弁の設定圧力（IGCコード 17.14.7）  

圧力逃し弁は，0.55 MPa（ゲージ圧）以上に設定しなければならない。最大設定圧力は，本会の特別の承認を得なけれ

ばならない。 

17.14.8 気相部の窒素ガスの濃度（IGCコード 17.14.8関連）  

17.18.14により要求される窒素ガス保護封入は，貨物タンク気相部の窒素濃度がいかなるときも 45%（容積比）未満に

ならないようにするための装置を備えなければならない。 

17.14.9 貨物タンクのイナーティング（IGC コード 17.14.9関連）  

積荷前並びに貨物タンクに酸化エチレンの液体又は蒸気が入っているときはいつでも，貨物タンクは，窒素でイナーテ

ィングできるものでなければならない。 

17.14.10 水噴霧装置の作動（IGC コード 17.14.10）  

17.18.16及び 11.3 で要求される水噴霧装置は，貨物格納設備の火災時に自動的に作動しなければならない。 

17.14.11 非常用投棄設備（IGCコード 17.14.11）  

制御不可能な自己反応が起こった場合に酸化エチレンの非常排出を可能にするための投棄設備を備えなければならな

い。 

17.15 管装置の分離  

17.15.1 管装置の分離（IGCコード 17.15）  

1.1.4(43)に規定する分離された管装置を備えなければならない。 

17.16 メチルアセチレンとプロパジエンの混合物  

17.16.1 運送のための安定化（IGCコード 17.16.1関連）  

本 17.16の規定は，メチルアセチレンとプロパジエンの混合物が，運送のために適切に安定化されていることを前提と

して定めたものである。 

17.16.2 容認される安定化した組成の例（IGCコード 17.16.2）  

-1. 組成 1 

(1) メチルアセチレンの最大量とプロパジエンの量はモル比で 3対 1 

(2) メチルアセチレン及びプロパジエンの両方を加え合わせた濃度の最大値が，65 モル% 

(3) プロパン，ブタン及びイソブタンを加え合わせた濃度の最小値が 24 モル%であり，かつ，少なくともモル比で，

その 3分の 1はブタン類であり，3分の 1 がプロパンであること。 

(4) プロピレン及びブタジエンを加え合わせた濃度の最大値が 10モル% 

-2. 組成 2 

(1) メチルアセチレン及びプロパジエンを加え合わせた濃度の最大値が 30モル% 

(2) メチルアセチレンの濃度の最大値が 20 モル% 

(3) プロパジエンの濃度の最大値が 20モル% 

(4) プロピレンの濃度の最大値が 45 モル% 

(5) ブタジエン及びブチレン類を合わせた濃度の最大値が 2モル% 

(6) 飽和 C4炭化水素の濃度の最小値が 4モル% 

(7) プロパンの濃度の最小値が 25モル% 

17.16.3 その他の組成（IGCコード 17.16.3関連）  

17.16.2 に示す以外の組成で運送する場合，その船舶の要件は，本会の適当と認めるところによらなければならない。 

17.16.4 冷却装置の要件（IGCコード 17.16.4）  

直接蒸気圧縮の冷却装置を備える船舶は，以下の規定によらなければならない。この場合，組成に応じて圧力及び温度

を制限しなければならない。17.16.2の例に示す組成では，次の(1)から(4)に示す状態としなければならない。 

(1) 作動中に蒸気の温度及び圧力が 60℃及び 1.75 MPa（ゲージ圧）を超えず，かつ，圧縮機を連続して運転している

間にその中に蒸気が滞留しないような蒸気圧縮機。 

(2) 圧縮機の各段階からの排出管又は往復型圧縮機の同一の段階での各シリンダは，次のものを備えなければならない。 
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(a) 60℃以下の温度で作動するように設定された 2個の遮断スイッチ 

(b) 1.75 MPa（ゲージ圧）以下の圧力で作動するように設定された遮断スイッチ 

(c) 1.8 MPa（ゲージ圧）以下の圧力で作動するように設定された安全逃し弁 

(3) (2)(c)で要求される逃し弁からの排気は，8.2.10，8.2.11 及び 8.2.15 の規定に適合するマストに導かなければならず，

圧縮機の吸引管に導いてはならない。 

(4) 高圧スイッチ又は高温スイッチが作動したときに貨物制御位置及び航海船橋において警報を発する可聴警報。 

17.16.5 管装置の隔離（IGCコード 17.16.5）  

メチルアセチレンとプロパジエンの混合物を積載するタンクの管装置は，貨物冷却装置を含む他のタンクの管及び冷

却装置から 1.1.4(27)に定義する独立又は 1.1.4(43)に定義する分離をしなければならない。この隔離は，すべての液体及び

蒸気ベント管系及び共通のイナートガス供給管系のようなその他のあらゆる接続部に適用する。 

17.17 窒素  

17.17.1 高濃度酸素の影響（IGCコード 17.17）  

構造材料及び防熱材のような付属物は，貨物装置の各部が低温になるために生じる凝縮及び濃縮による高濃度酸素の

影響に耐えるものでなければならない。凝縮の生じるおそれのある場所では，高濃度酸素雰囲気層の形成を避けるために

通風に関して十分な考慮を払わなければならない。 

17.18 酸化プロピレン及び酸化エチレンと酸化プロピレンの混合物（酸化エチレンの含有率が 30重量%以下のもの） 

17.18.1 一般（IGCコード 17.18.1関連）  

本 17.18の規定は，アセチレンを含まない貨物を運送する場合について定めたものである。 

17.18.2 貨物タンク  

-1. （IGC コード 17.18.3関連） 

酸化プロピレンを積荷する前に，タンク及び関連の管系内から前貨物のすべての残渣が除去されるように十分かつ有

効に洗浄できるような設備を設けなければならない。 

-2. （IGC コード 17.18.4関連） 

貨物タンクは，本 17.18が適用される貨物の存在により危険な状態を生じさせる酸又はアルカリ性物質の残渣が残存し

ていないことを確認するために，適当な試験又は点検ができ，かつ，タンク及び関連の管系内の洗浄効果が確認できるも

のでなければならない。 

-3. （IGC コード 17.18.5関連） 

タンクは，汚染，大量の錆の沈殿及び目視できる構造欠陥がないことを確認するための点検ができるものでなければな

らない。 

-4. （IGC コード 17.18.6関連） 

これらの貨物を運送するタンクは，鋼又はステンレス鋼製のものでなければならない。 

-5. （IGC コード 17.18.7関連） 

本 17.18が適用される貨物を積載したタンクを，他の貨物の積載に使用することがある場合には，タンク及び関連の管

装置を水洗又はパージングにより洗浄できる設備を設けなければならない。 

17.18.3 弁，フランジ，付着品等（IGC コード 17.18.8～11）  

-1. すべての弁，フランジ，付着品及び付属物は，これらの貨物の使用に適する型式のもので，かつ，本会が適当と認

める鋼又はステンレス鋼で製作しなければならない。弁のディスク又はディスク表面，弁座及びその他の摩耗部分は，

11%以上のクロムを含むステンレス鋼製のものでなければならない。 

-2. ガスケットは，これらの貨物に反応したり，溶解したり又はこれらの貨物の自然発火温度を低下させたりしないよ

うな材料であって，かつ，耐火性及び十分な機械的性質を有する材料のものでなければならない。貨物との接触面は，ポ

リテトラフルオロエチレン又はそれと同等の安全性を有する不活性の材料でなければならない。本会は，ポリテトラフル

オロエチレン又は同様のフッ素ポリマーにステンレス鋼をらせん状に巻きつけたものを認めることがある。 

-3. 防熱材及びパッキンを用いる場合は，これらの貨物に反応したり若しくは溶解したり又はこれらの貨物の自然発

火温度を低下させたりしない材料のものでなければならない。 
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-4. 次の(1)から(3)に示す材料は，これらの貨物の格納設備におけるパッキン，ガスケット及び同様の用途には，一般

に不適当である。ただし，適当な試験をすることにより，本会は承認することがある。 

(1) ネオプレン又は天然ゴム（これらの貨物と接触する場合） 

(2) アスベスト又はアスベストを使用した固着材 

(3) ミネラルウールのようなマグネシウム酸化物を含有する材料 

17.18.4 貨物の積込み及び排出（IGC コード 17.18.12）  

貨物積込み管及び排出管は，タンク底部又はすべてのサクションウェル下面から 100 mm 以内の位置まで伸ばさなけれ

ばならない。 

17.18.5 荷役設備（IGC コード 17.18.13～15 関連）  

-1. 本 17.18.5が適用される貨物の荷役設備は，大気中にベントを放出するものであってはならない。タンクへの積荷

中に蒸気を陸上へ還流させる場合，これらの貨物の格納設備に導かれる蒸気還流装置は，他のすべての格納設備から独立

していなければならない。 

-2. 揚荷作業中，貨物タンクの圧力が，0.007 MPa（ゲージ圧）以上に維持できる設備を設けなければならない。 

-3. ディープウェルポンプ，油圧駆動サブマージドポンプ又はイナートガス置換法によってのみ貨物の揚荷ができる

ような設備を設けなければならない。各貨物ポンプは，ポンプからの排出管系が遮断又は閉塞した場合，これらの貨物が

著しく発熱しないような措置をとることができるものでなければならない。 

17.18.6 貨物タンクの通風（IGC コード 17.18.16）  

本 17.18.6が適用される貨物を運送するタンクには，他の貨物を運送するタンクから独立して通気できる設備を設けな

ければならない。タンクを大気中に開放することなく積載物の試料を採取できるような設備を設けなければならない。 

17.18.7 貨物ホース（IGC コード 17.18.17）  

本 17.18.7が適用される貨物の移送に用いられる貨物ホースには，「FOR ALKYLENE OXIDE TRANSFER ONLY（酸

化アルキレン専用）」と表示しなければならない。 

17.18.8 ホールドスペース内の監視（IGC コード 17.18.18）  

本 17.18.8が適用される貨物については，ホールドスペース内の貨物の監視ができる装置を備えなければならない。独

立型タンクタイプ A 及びタイプ B の周囲のホールドスペースはイナーティングし，かつ，酸素についても監視できるも

のでなければならない。この区域の酸素含有量が容積比 2%以下に維持できる装置を備えなければならない。可搬式サン

プリング装置は，認められる。 

17.18.9 陸上の管系との分離（IGC コード 17.18.19）  

陸上の管系と分離する前に液体及び蒸気管内圧力を開放するために，ローディングヘッダに適当な弁を設けなければ

ならない。この弁を介して排出される管内の蒸気及び液体を，大気中に放出することなく処理できるように設備しなけれ

ばならない。 

17.18.10 タンクの最大設計圧力（IGC コード 17.18.20）  

タンクは，積荷，運送及び揚荷時に予想される最大圧力を考慮して設計しなければならない。 

17.18.11 設計蒸気圧（IGC コード 17.18.21）  

設計蒸気圧が 0.06 MPa 以下の酸化プロピレンの運送用タンク及び設計蒸気圧が 0.12 MPa 以下の酸化エチレンと酸化

プロピレンの混合物の運送用タンクは，基準温度以下に貨物を維持するための冷却装置を設けなければならない。基準温

度については，15.1.3を参照すること。 

17.18.12 圧力逃し弁の設定圧力（IGC コード 17.18.22）  

圧力逃し弁の設定圧力は，0.02 MPa（ゲージ圧）以上でなければならず，独立型タンクタイプ Cについては，酸化プロ

ピレンの運送に対して 0.7 MPa（ゲージ圧）以下，酸化エチレンと酸化プロピレンの混合物の運送に対して，0.53 MPa（ゲ

ージ圧）以下でなければならない。 

17.18.13 貨物管装置の隔離  

-1. （IGC コード 17.18.23） 

本 17.18.13 が適用される貨物を積載するタンクの管装置は，空タンクも含めて他のすべてのタンクの管装置及びすべ

ての貨物圧縮機から完全に分離しなければならない。これらの貨物を積載するタンクの管装置が独立していない場合，ス

プールピース，弁又は他の管部分を取外し，これらの部分へブランクフランジを設置することによって分離しなければな

らない。この分離は，すべての液及び蒸気管並びに液及び蒸気ベント管系及びイナートガス供給管のような接続可能なも

のに対して適用される。 
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-2. （IGC コード 17.18.24 関連） 

本 17.18 が適用される貨物を運送する船舶には，承認された貨物取扱い計画を記載した書類を備えなければならない。 

17.18.14 窒素ガスの封入（IGC コード 17.18.27 関連）* 

冷却装置の誤作動又は周囲の状態によって，貨物の温度が低下した場合に，タンク圧力が 0.007 MPa（ゲージ圧）以下

に低下しないように自動窒素発生装置を設けなければならない。供給窒素は，航海中において自動圧力制御の必要量を満

たさなければならない。封入には，商業用純粋窒素（容積比で 99.9%）を用いなければならない。減圧弁を介して貨物タ

ンクに導かれる窒素ボンベは，ここでいう「自動」の目的を満足する。 

17.18.15 気相部の酸素量（IGC コード 17.18.28 関連）  

貨物タンク内の気相部における酸素量が積荷前及び積荷後において，2%（容積比）以下であることを確認するための

装置を備えなければならない。 

17.18.16 水噴霧装置（IGC コード 17.18.29～31 関連）  

-1. 十分な容量のある水噴霧装置を積荷マニホールド周辺の部分，貨物の取扱いに関連する暴露甲板上の管及びタン

クドームを効果的に覆うようにして設けなければならない。管及びノズルの配置は，均等に毎分 10 l/m2 の放出率で散水

するようなものでなければならない。水噴霧装置は，貨物格納設備の火災の際にいかなる漏洩貨物も洗い流せるように配

置しなければならない。 

-2. 水噴霧装置は，貨物格納設備の火災の際に設置場所での手動操作及び遠隔手動操作ができなければならない。水噴

霧装置の給水ポンプの遠隔始動及び装置内の常時閉鎖されている弁の遠隔操作を行うための遠隔手動装置を設けなけれ

ばならない。この遠隔手動装置は，貨物エリア外の場所で，居住区域に隣接し，かつ，保護すべき区域に火災が発生した

場合にも容易に近づくことができるような適当な場所に設けなければならない。 

17.19 塩化ビニル（IGC コード 17.19 関連）  

17.19.1 運送上の配慮  

重合防止剤を添加することにより塩化ビニルの重合を防止できる場合は，17.8 の規定を適用する。重合防止剤を添加し

ない場合又は重合剤の濃度が十分でない場合は，17.6 の目的で使用するイナートガスの酸素濃度を容積比 0.1%以下とし

なければならない。積荷開始前にタンク及び管装置からイナートガスの試料を採取して分析することができる装置を備

えなければならない。塩化ビニルを運送する際，タンク内は，この貨物を連続運送するときのバラスト航海を含めて，常

に正圧に保持できるものでなければならない。 

17.20 C4混合貨物（IGC コード 17.20 関連）  

17.20.1 混合貨物の運送  

本規則において個別に運送することができる貨物（特に，ブタン，ブチレン，ブタジエン）は，本 17.20 に従うことを

条件に，混合物として運送することができる。混合物として運送される貨物は，クルード C4，クルードブタジエン，ク

ルードスチームクラックド C4，スペントスチームクラックド C4，C4 ストリームもしくは C4ラフィネイトとして多様に

呼称される，又は別称の貨物として運送されることがある。いかなる場合でも，化学物質安全性データシート（MSDS）

では，潜在的に有毒で反応性を有するブタジエンの混合物中の含有量が最も注意すべき事項として確認されなければな

らない。ブタジエンの蒸気圧は比較的低いとされているが，混合物中にブタジエンが含まれる場合には混合物は有毒と見

なし，適切な予防措置を施さなければならない。 

17.20.2 重合防止剤の使用  

本 17.20 の規定に基づき 50 モル％以上のブタジエンを含む C4 混合物を運送する場合，17.8 に規定する重合防止剤を

使用しなければならない。 

17.20.3 混合貨物の液体膨張率  

運送される混合貨物の固有の液体膨張率が与えられていない場合，最大の膨張率をもつ貨物成分 100%濃度の貨物とし

て，本編 15章に規定する貨物タンクの積付制限を計算しなければならない。 
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17.21 二酸化炭素（純度の高いもの）（IGC コード 17.21 関連）  

17.21.1 三重点温度  

本 17.21 に規定される警報及び自動措置の作動圧力は，少なくとも運送する特定の貨物の三重点より 0.05 MPa を超え

る圧力に設定しなければならない。二酸化炭素（純度の高いもの）の三重点は 0.5 MPa（ゲージ圧）及び-54.4℃において

発生する。 

17.21.2 逃し弁  

8.2 の規定に従って備えられる貨物タンクの逃し弁が開の状態で故障した場合，貨物が凝固する可能性がある。貨物の

凝固を避けるため，貨物タンクの安全弁を分離する手段を講じなければならない。二酸化炭素（純度の高いもの）を運搬

する場合には 8.2.9(2)の規定は適用しない。安全逃し弁からの排出管は流路が閉塞状態とならないよう設計されなければ

ならない。保護スクリーンは逃し弁排出管の出口に設けてはならないため 8.2.15 の規定は適用しない。 

17.21.3 排出管  

安全逃し弁からの排出管は 8.2.10 の規定に適合しなくて差し支えないが，流路が閉塞状態とならないよう設計されな

ければならない。保護スクリーンは逃し弁排出管の出口に備えてはならないため 8.2.15 の規定は適用しない。 

17.21.4 圧力監視  

二酸化炭素（純度の高いもの）を運送する場合，貨物タンク内の圧力低下が連続的に監視されなければならない。貨物

制御場所及び船橋に可視可聴警報を備えなければならない。貨物タンクの圧力の低下が特定貨物の三重点の 0.05 MPa 以

内まで続いた場合，監視装置は全てのカーゴマニホールドの液体弁及び蒸気弁を自動的に閉とし，全ての貨物圧縮機及び

貨物ポンプを停止しなければならない。なお，18.3の規定により要求される緊急遮断装置と兼用して差し支えない。 

17.21.5 貨物タンク及び貨物管装置の材料  

貨物タンク及び貨物管装置に使用される全ての材料は，使用中に生じうる最低温度に適したものでなければならない。

なお，当該温度は 17.21.1 に規定する自動安全装置の設定圧力における二酸化炭素（純度の高いもの）の飽和温度による。  

17.21.6 連続監視装置  

二酸化炭素（純度の高いもの）が溜るおそれのある貨物ホールド内，貨物圧縮機室及びその他の閉囲区域には，二酸化

炭素（純度の高いもの）の増大に備え連続監視装置を備えなければならない。この固定ガス検知装置は 13.6 で要求され

るガス検知の要件と置き換えるとともに，ホールドスペースはタイプ C 貨物タンクを有する船舶であっても常時監視さ

れなければならない。 

17.22 二酸化炭素（純度の低いもの）  

17.22.1 二酸化炭素（純度の低いもの）（IGC コード 17.22 関連）  

17.21 の規定は二酸化炭素（純度の低いもの）にも適用する。二酸化炭素（純度の低いもの）が，水や二酸化イオウ等

の酸性腐食又はその他の問題を引き起こすことのある不純物を含んでいる場合，貨物装置に使用される構造材料は腐食

性も考慮しなければならない。 

17.23 作業要件  

17.23.1 適用  

本 17.23の規定は，船級を維持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が

遵守すべき事項である。 

17.23.2 冷却装置（IGCコード 17.4.3関連）  

バラスト航海をはさんで 17.4.2 に規定するような貨物を連続して運送する船舶では，バラスト航海の前に重合防止が

されてない残液を除去すること。別の貨物をこの貨物の連続運送の間に運送する場合，再液化装置は，別の貨物の積荷前

に完全にドレン抜きをし，かつ，パージすること。パージングは，イナートガス又は適合性がある場合はこの別の貨物の

蒸気を使用して行うこと。貨物取扱い装置中に重合体又は過酸化物が蓄積しないような実際的な手段が採られること。 

17.23.3 気相部からの空気の排除（IGCコード 17.6関連）  

空気は，積荷前に貨物タンク及び連結した管装置から除去し，さらにその後は，次の(1)又は(2)に示すところによって

排除すること。 
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(1) 正圧を保持するようにイナートガスを導入すること。イナートガスは，17.6.1(1)の規定によること。 

(2) 常に正圧を保つように貨物温度を制御すること。 

17.23.4 重合防止（IGCコード 17.8関連）  

航海中のいかなる場合も，貨物の自己反応（重合又は二量化等）を防ぐために貨物が十分重合防止されるように考慮を

払うこと。積荷，揚荷及び航海中に，17.8.1 に定める証明書を本船上に備えること。 

17.23.5 ベント管のフレームスクリーン（IGC コード 17.9 関連）  

17.9に関連しない貨物を運送する場合，8.2.15の規定に従い，フレームスクリーンを取外し保護金網と取り換えること。 

17.23.6 タンク当りの最大許容貨物量（IGC コード 17.10）  

17.10の規定を適用する貨物を運送する場合，貨物量は 1 タンク当り 3,000 m3を超えないこと。 

17.23.7 貨物ポンプ及び荷下ろし設備（IGC コード 17.11）  

電動サブマージドポンプが取付けられている貨物タンクの気相部は，引火性液体の積荷前，運送中及び揚荷中において

正圧にイナーティングすること。 

17.23.8 アンモニア（無水）（IGC コード 17.12関連）  

-1. 液体アンモニア（無水）は，発火源となる静電気を発生させる危険性があるため，空気の存在するタンク内に吹き

つけないこと。 

-2. アンモニア（無水）を-20℃より高い温度（蒸気圧 0.19 MPa）で運送する場合に起こる応力腐食割れの危険性を最

小にするため，炭素マンガン鋼（及び特別の考慮を要する他の鋼）の圧力容器及び管系の内部の気相部の酸素含有量を液

体アンモニア（無水）を入れる前にできる限り最小に減じること。 

-3. 17.12.2(4)を確認できる資料が船長に提供されること。 

17.23.9 塩素  

-1. （IGC コード 17.13.1.6 関連） 

主管庁及び港湾当局は，塩素を冷却状態で運送する場合，その最大圧力を規定することがあることに注意すること。 

-2. （IGC コード 17.13.4.2 関連） 

貨物をガスフリーする場合は，大気に貨物蒸気を放出させないこと。 

-3. （IGC コード 17.13.6.2 関連） 

積荷後の貨物タンク内気相部の塩素ガス濃度は，80%（容積比）より大きくすること。 

17.23.10 酸化エチレン  

-1. （IGC コード 17.14.2関連） 

甲板タンクは，酸化エチレンの運送に使用しないこと。 

-2. （IGC コード 17.14.4関連） 

積荷前に，タンクを完全かつ有効に洗浄して，タンク及び関連配管から前回輸送貨物の残渣を除去すること。ただし，

直前に運送した貨物が酸化エチレン，酸化プロピレン又はこれらの貨物の混合体であった場合を除く。ステンレス鋼以外

の鋼製のタンクでアンモニアを運送した場合は，特に注意を払うこと。 

-3. （IGC コード 17.14.8関連） 

17.18.14により要求される窒素ガス保護封入は，貨物タンク気相部の窒素濃度がいかなるときも 45%（容積比）未満に

ならないようなものとすること。 

-4. （IGC コード 17.14.9関連） 

積荷前並びに貨物タンクに酸化エチレンの液体又は蒸気が入っているときはいつでも，貨物タンクは，窒素でイナーテ

ィングすること。 

17.23.11 メチルアセチレンとプロパジエンの混合物  

-1. （IGC コード 17.16.1） 

メチルアセチレンとプロパジエンの混合物は，運送のために適切に安定化すること。さらに，この混合物について冷却

中の温度及び圧力の上限を定めること。 

-2. （IGC コード 17.16.3関連） 

17.16.2 に示す以外の組成は，その混合物の安定性を主管庁に提示して承認された場合に限り，認められることに注意

すること。 
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17.23.12 酸化エチレンと酸化プロピレンの混合物（酸化エチレンの含有率が 30重量%以下のもの）（IGC コード 17.18

関連）  

-1. （IGC コード 17.18.1関連） 

17.18の規定により運送される貨物は，アセチレンを含まないこと。 

-2. （IGC コード 17.18.2関連） 

貨物タンクが十分に洗浄されていない場合，次に示すような重合反応に対し触媒作用を起こすことが知られる貨物を 3

回前までに積載した貨物のうち 1 回でも運送したことのあるタンクで酸化プロピレンを運送しないこと。 

(1) アンモニア（無水）及びアンモニア（無水）溶液 

(2) アミン類及びアミン溶液 

(3) 酸化性物質（例えば塩素） 

-3. （IGC コード 17.18.3関連） 

前の貨物が酸化プロピレン又は酸化エチレンと酸化プロピレンの混合物であった場合を除き，タンクは酸化プロピレ

ンを積荷する前に，タンク及び関連の管系内から前貨物のすべての残渣が除去されるように十分かつ有効に洗浄するこ

と。ステンレス鋼以外の鋼製タンクでアンモニア（無水）を運送した場合は，特に注意を払うこと。 

-4. （IGC コード 17.18.4関連） 

いかなる場合においても 17.18 が適用される貨物の存在により危険な状態を生じさせる酸またはアルカリ性物質の残

渣が残存していないことを確認するために，適当な試験又は点検を行い，タンク及び関連の管系内の洗浄効果を確認する

こと。 

-5. （IGC コード 17.18.5関連） 

タンクは，汚染，大量の錆の沈殿及び目視できる構造欠陥がないことを確認するため，これらの貨物の初回積載前に点

検すること。貨物タンクにこれらの貨物を連続的に積載する場合，点検は，2年を超えない間隔で行うこと。 

-6. （IGC コード 17.18.7関連） 

17.18が適用される貨物を積載したタンクは，タンク及び関連の管装置を水洗又はパージングにより洗浄した後，他の

貨物の積載に使用できる。 

-7. （IGC コード 17.18.13 関連） 

17.18が適用される貨物は，大気中にベントを放出しないような方法で荷役すること。 

-8. （IGC コード 17.18.14 関連） 

揚荷作業中，貨物タンクの圧力は，0.007 MPa（ゲージ圧）以上に維持すること。 

-9. （IGC コード 17.18.15 関連） 

17.18が適用される貨物は，ディープウェルポンプ，油圧駆動サブマージドポンプ又はイナートガス置換法のみにより

揚荷すること。各貨物ポンプには，ポンプからの排出管系が遮断あるいは，閉塞した場合，これらの貨物が激しく発熱し

ないように措置をとること。 

-10. （IGC コード 17.18.24 関連） 

17.18が適用される貨物は，主管庁によって承認された貨物取扱い計画に従う場合にのみ運送できることに注意するこ

と。各々の積載方法は，貨物取扱い計画書に明記すること。貨物取扱い計画書には，全体の貨物管装置及び前項の管の分

離要求により必要となるブランクフランジの設置部分を示すこと。承認された貨物取扱い計画書の写しの一部を船内に

も保管しておくこと。 

-11. （IGC コード 17.18.25 関連） 

17.18が適用される貨物を初回積載する前及び連続積載の各積載前に，要求される管の分離が実施されたことを証明す

る証書を，港湾当局が認可した責任者から取得し，かつ，船内に保管しておくこと。責任者は，不注意にブランクフラン

ジが外されることのないようにブランクフランジと管系フランジ間の各々の結合部分に，ワイヤ及びシールを取付ける

こと。 

-12. （IGC コード 17.18.26 関連） 

各タンクの最大許容載荷制限値は，15.5 に従い，各積載温度に対応して示されていること。 

-13. （IGC コード 17.18.27 関連） 

17.18が適用される貨物は，窒素ガスの適切な保護のもとに運送すること。 

-14. （IGC コード 17.18.28 関連） 

貨物タンク内の気相部における酸素量が，積荷前及び積荷後において 2%（容積比）以下であることを確認するための
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試験をすること。 

-15. （IGC コード 17.18.29 関連） 

17.18.5 の水噴霧装置に加えて，周囲温度上許される場合には，積荷及び揚荷作業中に直ちに使用できるように，ノズ

ルの付いたホースに，圧力をかけておくこと。 

17.23.13 塩化ビニル（IGC コード 17.19 関連）  

重合防止剤を添加することにより塩化ビニルの重合を防止できる場合は，17.8 の規定によること。重合防止剤を添加し

ない場合又は重合防止剤の濃度が十分でない場合は，17.6 の目的で使用するイナートガスの酸素濃度を容積比 0.1%以下

とすること。積荷開始前にタンク及び管装置からイナートガスの試料を採取して分析すること。塩化ビニルを運送する

際，タンク内は，この貨物を連続運送するときのバラスト航海を含めて，常に正圧に保持されること。 

17.23.14 二酸化炭素（純度の高いもの）（IGCコード 17.21.1関連）  

制御できない貨物の圧力損失は昇華につながり，貨物が液体から固体へ変化する場合がある。貨物の積み付け前に，特

定の二酸化炭素（純度の高いもの）の三重点の温度の詳細が提供されること。貨物測定器を調整する場合，当該温度は貨

物の純度に依存することが考慮されること。 

17.23.15 二酸化炭素（純度の低いもの）（IGC コード 17.22 関連）  

前 17.23.14 の規定は二酸化炭素（純度の低いもの）にも適用する。 
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18章 作業に関する規定 

18.1 一般（IGCコード 18.1）  

18.1.1 一般  

-1. 安全な運送に関する特別要件及び必要な注意事項は，液化ガスばら積船の作業の関係者によって認識されなけれ

ばならない。 

-2. 本編の適用を受けるすべての船舶にあっては，IGC コードの写し又は IGC コードの規定を取入れた国内法規の写

しを船上に保管しなければならない。 

18.2 オペレーションマニュアル（IGCコード 18.2）  

18.2.1 オペレーションマニュアル  

-1. 船舶には，貨物装置に関する適切，かつ，詳細なオペレーションマニュアルの写しを備えなければならない。当該

オペレーションマニュアルは，本会の承認を受けたものとし，訓練を受けた船員が，運送が認められる貨物の危険性及び

特性を十分考慮して，船舶を安全に運航できるものとしなければならない。 

-2. オペレーションマニュアルは，少なくとも次の(1)から(11)に関する情報を含むものでなければならない。 

(1) 貨物タンクの冷却及び予熱，移送（船舶間の移送を含む。），貨物サンプリング，ガスフリー，バラスト漲排水，タ

ンク洗浄並びに貨物積替えを含む船舶の入渠から入渠までの包括的なオペレーション 

(2) 貨物温度及び圧力制御装置 

(3) 最低温度（貨物装置及び内殻），最大圧力，荷役速度，積付制限値及びスロッシングによる制限を含む貨物装置の

制限 

(4) 窒素ガス及びイナートガス装置 

(5) 消火の手順（消火装置の操作及びメンテナンス並びに消火剤の使用） 

(6) 特定の貨物を安全に取扱うために必要な特別な装置 

(7) 固定式及び可搬式ガス検知器 

(8) 制御装置，警報装置，及び安全装置 

(9) 緊急遮断装置 

(10) 8.2.8 及び 4.13.2-3.に従った貨物タンクの圧力逃し弁の設定圧力を変更する方法 

(11) 貨物タンクの圧力逃し弁の隔離，単一のタンクのガスフリー，当該タンクへの立入り及び緊急時の船舶間の移送作

業を含む緊急時の手順 

18.3 緊急遮断装置（IGCコード 18.10）  

18.3.1 貨物の緊急遮断装置* 

-1. 一般 

(1) 船舶には，本船における緊急時及び船舶もしくは陸上施設への貨物移送時における緊急時において，貨物の流れを

停止するよう，貨物の緊急遮断装置を備えなければならない。当該緊急遮断装置は，貨物移送管内において，サー

ジ圧力が発生しないよう設計しなければならない（-2.(1)(d)参照）。 

(2) 緊急遮断に関する要件の適用上，毒性もしくは可燃性の液体又は蒸気を用いて貨物を調節する補助装置は，貨物装

置として取扱う。窒素等の不活性媒体を用いる間接式冷却装置は，緊急遮断の機能に含むことは要しない。 

(3) 緊急遮断装置は，表 N18.1に従い，手動及び自動始動により作動するものとしなければならない。当該緊急遮断装

置全体の保全性及び信頼性を損なわないことが確認される場合を除き，その他の追加の始動機能を当該緊急遮断

装置に含めてはならない。 

(4) 船舶の緊急遮断装置は，本会が適当と認める規格に従い，船陸間信号リンクを組み込んだものとしなければならな

い。 
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(5) 貨物制御場所及び航海船橋には，緊急遮断装置及び関連装置の機能に関するフローチャートを備えなければなら

ない。 

-2. 緊急遮断弁の要件 

(1) 一般 

(a) 「緊急遮断弁」とは，緊急遮断装置により作動するすべての弁をいう。 

(b) 緊急遮断弁は，遠隔操作できるフェイルクローズ型の（動力の消失で閉鎖する）ものとすることに加え，設置

場所において手動閉鎖できるものとしなければならない。当該緊急遮断弁は，実際の弁の開閉状態を明確に示

すものとしなければならない。ただし，設置場所において手動閉鎖できるものとすることに代えて，手動操作

できる遮断弁を当該緊急遮断弁と直列に隣接して配置することとして差し支えない。また，当該手動弁が閉鎖

している間に当該緊急遮断弁も閉鎖している場合に備え，滞留した液体を取り扱うための措置を講じなけれ

ばならない。 

(c) 液体用管装置の緊急遮断弁は，作動から 30 秒以内にその系統を完全及び円滑に閉鎖できるものでなければな

らない。船舶には，弁の閉鎖時間及び作動特性に関する情報を船上で利用できるように備えなければならない。

閉鎖時間は，確認でき，再現性があるものでなければならない。 

(d) 13.3.1 から 13.3.3 に示す弁の閉鎖時間（すなわち，遮断信号の発信開始から完全な弁の閉鎖までの時間）は，

次に示す値以下としなければならない。 

3600𝑈
𝐿𝑅

（秒） 

𝑈：信号を発する液位におけるアレージ容積（m3） 

𝐿𝑅：船と陸上施設との間で合意された最大積荷速度（m3/h） 

積荷速度は，積荷ホース又はアーム，関連する船舶と陸上の管装置を考慮して，弁閉鎖によって生じるサージ

圧力が許容できる圧力以下になるように調節されるものとする。 

(2) 船舶陸上施設間及び船舶間のマニホールド連結管 

各マニホールド連結管には，緊急遮断弁を 1個備えなければならない。貨物のマニホールド連結管は，移送作業に

使用されない場合，当該管系統の設計圧力に従い設計されたブランクフランジにより切離さなければならない。 

(3) 貨物装置の弁 

5.5 に定義する貨物装置の弁を本 18.3.1にいう緊急遮断弁とする場合，本 18.3.1の規定を適用する。 

-3. 緊急遮断装置の制御 

(1) 緊急遮断装置は，少なくとも，船橋に加え，13.1.2 で要求される制御位置又は設けられる場合には貨物コントロー

ル室並びに貨物エリア内の 2 つ以上の場所において，単一の操作によって手動で操作できるものとしなければな

らない。 

(2) 緊急遮断装置は，貨物エリアの暴露甲板及び／又は貨物機関区域において火災を検知した場合に，自動的に作動す

るものとしなければならない。暴露甲板において使用される当該検知手段は，少なくとも，貨物タンクの液及び蒸

気ドーム，貨物マニホールド及び液管装置が定期的に開放される区域を検知できるものとしなければならない。検

知手段は，98℃と 104℃の間の温度で融解するように設計された可融片によるもの又は火災検知装置として差し支

えない。 

(3) 貨物取扱い機器は，表 N18.1に従い，運転中であっても緊急遮断装置の作動により停止されるものとしなければな

らない。 

(4) 緊急遮断装置の制御装置は，13.3.5 で要求される高位液面試験が安全に，かつ，管理された方法で実施できるよう

に構成しなければならない。当該試験の適用上，オーバフロー制御システムをオーバライドしている場合に貨物ポ

ンプを作動させて差し支えない。液面警報の試験手順及び高位液面試験の完了後の緊急遮断装置のリセット手順

は，18.2.1 で要求されるオペレーションマニュアルに含めなければならない。 

-4. 追加の遮断 

(1) 独立した低圧トリップを用いて緊急遮断装置を作動する又は少なくともすべての貨物ポンプもしくは圧縮機を停

止することで 8.3.1(1)に規定される外部の差圧から貨物タンクを保護するための要件に適合しているとみなして差

し支えない。 

(2) 13.3 で規定するオーバフロー制御装置から緊急遮断装置への入力は，高液位が検知された場合に，運転中のすべて

の貨物ポンプ及び貨物圧縮機を停止するために連動させて差し支えない。この場合，当該警報は，不注意な操作に



（2024-12 鋼船規則  N編  18章）   

123 

よりタンク間を貨物が移送された場合に作動するものであっても差し支えない。 

-5. 作業前の試験 

貨物移送に関する貨物緊急遮断装置及び警報装置は，貨物取扱い作業を行う前に，点検及び試験を行うこと。 
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表 N18.1 緊急遮断の機能 

始動条件↓ 
遮断対象装置

→ 

ポンプ 圧縮機 弁 信号リンク 

貨物ポンプ／貨

物ブースタポン

プ 

スプレーポンプ

／ストリッピン

グポンプ 

蒸気戻し

用の圧縮

機 

燃料ガス

用の圧縮

機 

 

再液化装置***（復

水回収ポンプを備

える場合は，これ

を含む） 

ガス燃焼装

置 

緊急遮断

弁 

船陸間信号リ

ンクへの信号
**** 

緊急押しボタン（18.3.1-3.(1)参

照） 
○ ○ ○ b ○ ○ ○ ○ 

甲板上又は圧縮機室内の火災

検知*（18.3.1-3.(2)参照） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

貨物タンクの高液位（13.3.2 及

び 13.3.3 参照） 
○ ○ ○ 

a 

b 

a 

c 
a f ○ 

船陸間信号リンクからの信号

（18.3.1-1.(4)参照） 
○ ○ ○ b c N/A ○ N/A 

緊急遮断弁に対する動力源の

喪失** 
○ ○ ○ b c N/A ○ ○ 

主電源の喪失（ブラックアウ

ト） 
g g g g g g ○ ○ 

液面警報のオー バ ラ イ ド

（13.3.7 参照） 
d 

d 

e 
○ a a a ○ ○ 

（備考）  

1) 記号  

a 該当する装置は，当該装置の入口が貨物液の侵入から保護されている場合には，省略することができる。  

b 燃料ガス用の圧縮機が貨物蒸気を陸上施設に戻すために使用される場合には，当該モードで作動中の燃料ガス用の圧縮機を緊急遮断装置に含めること。  

c 再液化装置の圧縮機が蒸気戻し／陸上連結管のパージに使用される場合には，当該モードで作動中の再液化装置の圧縮機を緊急遮断装置に含めること。  

d 13.3.7 で認められるオーバライド装置は，誤警報及び誤遮断を防止するために海上で使用して差し支えない。液面警報装置のオーバライドの作動時には，13.3.5 に従い高位液面警報試験を

実施する場合を除き，貨物ポンプの操作及びマニホールド緊急遮断弁の開弁をしないこと（18.3.1-3.(4)参照）。  

e 強制気化への供給に使用される貨物のスプレーポンプ及びストリッピングポンプは，当該モードで作動中の場合には，緊急遮断装置に含めなくて差し支えない。  

f 18.3.1-2.(2)に規定される緊急遮断弁を閉鎖することにかえて，13.3.2に規定されるセンサにより当該センサが備えられる個々のタンクの積付用の弁を自動的に閉鎖することとして差し支え

ない。この場合，積み込みを行うすべてのタンクにおいて高位液面センサが作動した場合に緊急遮断装置が作動するものとすること。  

g 該当する装置は，主電源が復帰した際に，安全状態の確認が行われていない状態で再始動しないよう設計すること。  
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*
 本要件の適用上，甲板上においては，可融片，電気式の定点温度監視装置又は火災検知装置のいずれかとして差し支えない。  

**
 遠隔操作される緊急遮断弁の作動装置に対する油圧式，電気式又は空気式の動力源の喪失  

***
 冷凍サイクルに窒素等の不活性媒体を使用する間接冷却式の再液化装置の場合，緊急遮断装置に含むことは要しない。  

****
 信号は，いずれの事象により緊急遮断装置が始動したのかを示す必要はない。  

○  作動が要求されるもの  

2) 略語  

N/A 適用外
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18.4 作業要件  

18.4.1 適用  

本 18.4 の規定は，船級を保持するために必要な検査の対象となる要件ではないが，船舶の管理者又は操船責任者等が

遵守すべき事項を示すものである。 

18.4.2 貨物に関する情報（IGCコード 18.3）  

-1. 船舶には，貨物の安全な運送に必要なデータを貨物情報データシートの形式で備え，すべての関係者がそれを利用

できるようにすること。この情報は，運送するプロダクト毎に次の(1)から(7)のものを含むこと。 

(1) 貨物の安全な運送及び格納に必要な物理的及び化学的性質の詳細 

(2) 液化ガスのばら積運送に関する国際適合証書に従い船上に積載可能な他の貨物との反応 

(3) 貨物の流出又は漏洩時のとるべき措置 

(4) 人員と貨物の接触事故に対する対策 

(5) 消火の手順及び消火剤 

(6) 特定の貨物を安全に取扱うために必要な特別の装置 

(7) 緊急時の対策 

-2. 前-1.(1)に従い，船長に提供すべき物理的データは，本編 15 章の規定により貨物タンクの載貨制限値を算定できる

よう，各温度における貨物の密度に関する情報を含むこと。 

-3. 周囲温度において運送されている貨物が流出した場合の前-1.(3)による危機管理計画は，流出した貨物が大気圧ま

で減圧すること等による局所的な温度低下の可能性に加え，温度低下の船体鋼材への潜在的な影響を考慮すること。 

18.4.3 適合性（IGCコード 18.4）  

-1. 船長は，積載する各プロダクトの量及び物性が，液化ガスのばら積運送に関する国際適合証書並びに 2.2.3に定め

る積荷及び復原性に関する手引書に指示された制限内にあることを確認すること。また，液化ガスのばら積運送に関する

国際適合証書の第 4項に要求されているように，プロダクトが証書に記載されていることを確認すること。 

-2. 貨物が混合される場合は，危険な化学反応を避けるために注意を払うこと。この注意は，次の(1)及び(2)に掲げる

事項に関して特に重要である。 

(1) 同じタンクに引き続いて貨物を積載するときに必要なタンク洗浄の方法。 

(2) 混入した場合に反応する貨物の同時運送。この同時運送は，貨物管装置，タンク，ベント管装置及び冷却装置等を

含むすべての貨物装置が 1.1.4(43)に従い分離している場合にのみ認められる。 

-3. プロダクトに重合防止の処置が要求される場合には，17.8 に定める証明書を出港前に用意すること。当該証明書を

有していない場合は，当該貨物を運送しないこと。 

18.4.4 低温での貨物運送（IGCコード 18.5）  

低温で貨物を運送する場合は，次の(1)から(3)によること。 

(1) 個々のタンク，管装置及び付属品について定められた冷却手順に厳密に従うこと。 

(2) 積荷は，すべての貨物タンク，管装置又はその他の付属品の設計温度勾配を超えた温度勾配が生じないように行う

こと。 

(3) 貨物格納設備に関連したヒーティング装置を設けている場合，当該装置は，船体構造材料がその設計温度より低く

なるのを避けるように作動させること。 

18.4.5 貨物移送作業（IGCコード 18.6）  

-1. 緊急時の処置を含む移送作業については，貨物移送の開始前に船舶の関係者と陸上施設の担当者の間で打ち合せ

ること。双方で交換する情報には，当該貨物の移送作業及び緊急時の手順の詳細を含むこと。また，当該貨物の移送につ

いて業界標準のチェックリストを埋め，移送作業を通じて有効な通信手段を確保すること。 

-2. 重要な貨物取扱い制御装置及び警報装置について，移送作業前に点検及び試験を行うこと。 

18.4.6 船員の訓練（IGCコード 18.7) 

-1.  船員は，少なくとも次の(1)及び(2)に従い，1978 年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際

条約，国際安全管理コード及び MEDICAL FIRST AID GUIDE (MFAG)によって規定される液化ガスばら積船の作業及び安

全に関する十分な訓練を受けること。 
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(1) すべての船員は，船内に装備された保護装具の使用について十分な訓練を受け，かつ，各自の役割に応じて，緊急

時において必要な作業に関する基本的な訓練を受けること。 

(2) 士官は，貨物の漏洩，流出及び火災に対応する緊急措置について訓練を受け，士官のうちの十分な数の者は，運送

する貨物に関する重要な応急処置について教育及び訓練を受けること。 

18.4.7 閉囲区画への立ち入り（IGCコード 18.8）* 

-1. 正常な運航状態においては，船員は，貨物タンク，ホールドスペース，ボイドスペース又は他のガスが滞留するお

それのある閉鎖場所に入らないこと。ただし，固定式又は可搬式機器によって当該区画内雰囲気中の酸素濃度が十分で，

かつ，毒性雰囲気でないことを確認した場合にあっては，この限りではない。 

-2. 点検のために，タイプ A の貨物タンク周辺のホールドスペースをガスフリー及び通気する必要がある場合であっ

て当該貨物タンクに引火性貨物が積載されている場合には，当該点検は，当該貨物タンクを冷却状態に維持するために貨

物の「ヒール」が最小である場合にのみ行うこと。点検の完了後，当該ホールドをできる限り早く再びイナーティングす

ること。 

-3. 引火性プロダクトを運送する船舶で危険場所であると指定された場所に入る船員は，ガスフリーされたことが証

明され，かつ，その状態が保持されている場合を除き，当該区画内に，発火源となるおそれのあるいかなるものも持ち込

まないこと。 

18.4.8 貨物サンプリング（IGCコード 18.9）  

-1. 貨物サンプリングは，いかなる場合も士官の監視下で行うこと。この場合，士官は，当該作業のすべての関係者が

貨物の危険性について適切な保護衣を着用していることを確認すること。 

-2. 液体貨物試料を採取する場合，士官は，サンプリング装置が関係する温度及び圧力に対して適切なものであること

を確認すること。貨物ポンプの吐出圧力が関係する場合には，当該圧力も含めること。 

-3. 士官は，貨物の漏洩を避けるため，使用されるすべての貨物サンプリング装置が適切に接続されていることを確認

すること。 

-4. 採取される貨物が毒性プロダクトである場合，士官は，大気への貨物の流出を最小限にするため，使用される採取

装置が 1.1.4(14)によるクローズドループのものであることを確認すること。 

-5. 士官は，サンプリング作業の完了後，使用されたすべての採取弁が適切に閉鎖され，当該連結部が正しく閉止され

ることを確認すること。 

18.4.9 貨物格納設備近傍での高熱作業（IGCコード 18.11）  

貨物タンク並びに特に可燃性又は炭化水素が混入しうる防熱装置及び燃焼生成物として有毒蒸気を発生することのあ

る防熱装置の近傍では，火災に関する特別な注意を払うこと。 

18.4.10 追加作業要件（IGCコード 18.12関連）  

追加の作業規定は，本編の次の項による。 

1.2，2.8，3.9，5.14，7.9，8.5，13.10，14.5，15.7，17.23 
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19章 最低要件（IGCコード 19章関連） 

19.1 一般  

19.1.1 適用* 

船舶には，前各章において表 N19.1 を引用している該当各規定の定めるところにより，それぞれのプロダクトに対して，

本表の cから g及び iの欄に定める要件が適用される。ここで，表中の各欄及びその他については次の(1)から(9)による。 

(1) プロダクト名（a 欄）：プロダクトの呼称は，「船舶による危険物の運送基準等を定める告示（昭和五十四年運輸省

告示第五百四十九号）」と整合が図られている。プロダクトの呼称は，ばら積みする貨物に対する船積書類におい

て使用されること。追加の呼称は，プロダクトの呼称の後に（ ）で含むことができる。 

(2) 国連番号（b 欄）：（削除） 

(3) 船型（c欄）：欄中の各記号は，次を示す。 

1G：2.1.2(1)参照 

2G：2.1.2(2)参照 

2PG：2.1.2(3)参照 

 3G：2.1.2(4)参照 

(4) 独立型タンクタイプ C の要求（d 欄）：タイプ C の独立型タンク（4.23）。「―」は，要求されないことを示す。 

(5) 貨物タンク内気相部の制御（e欄）：欄中の表示は，次を示す。 

不活性化：イナーティング（9.4） 

乾燥：乾燥（17.7） 

―：本編においては特に要件がないことを示す。 

(6) 要求される蒸気検知（f 欄）：欄中の各英文字は，次を示す。 

F：引火性ガス検知 

T：毒性ガス検知 

F+T：引火性及び毒性ガス検知 

A：窒息 

(7) 計測（g 欄）：欄中の各英文字は，次を示す。 

I：13.2.3(1)及び(2)に定める間接式又は密閉式 

R：13.2.3(1)，(2)，(3)及び(4)に定める間接式，密閉式又は制限式 

C：13.2.3(1)，(2)及び(3)に定める間接式又は密閉式 

(8) MFAG 表番号（h 欄）：（削除） 

(9) 特別要件（i 欄）：（ ）内は，IGC コードの該当番号を示す。本編の 14 章及び／又は 17 章の規定が記載される場

合，当該規定が，他の欄に記載される要件に対する追加要件であることを示す。 

19.1.2 アセチレンを含有するガス混合体  

合計量が 5%未満のアセチレンを含有するガス混合体を運送する場合は，別段定める場合を除き，主要組成に対して定

められるもの以外の要件は適用しない。 

 

 



（2024-12 鋼船規則  N編  19章）   

129 

表 N19.1 最低要件一覧 

a b c d e f g h i 

プロダクト名 

（削除） 船 型 

独立型タ

ンクタイ

プ C 

の要求 

貨物タン

ク内気相

部の制御 

貨物蒸気

の検知 
計測 （削除） 特 別 要 件 

日本語名 英語名 

アセトアルデ

ヒド 
Acetaldehyde  2G/2PG － 不活性化 F+T C  

14.4.3 (14.4.3), 14.3.3(1)(14.3.3.1), 

17.4.1 (17.4.1), 17.6.1.(1) & 

17.23.3(1) (17.6.1) 

ア ン モ ニ ア

（無水） 

Ammonia, 

anhydrous 
 2G/2PG － － T C  

14.4 (14.4), 17.2.1.(1) (17.2.1), 

17.12 & 17.23.8 (17.12) 

ブタジエン 
Butadiene (all 

isomers) 
 2G/2PG － － F+T C  

14.4 (14.4), 17.2.1(2) (17.2.2), 17.4.2 

(17.4.2), 17.4.3 & 17.23.2 (17.4.3), 

17.6 & 17.23.3 (17.6), 17.8 & 17.23.4 

(17.8) 

ブタン 
Butane (all 

isomers) 
 2G/2PG － － F R  

 

ブタンとプロ

パンの混合物 

Butane-propane 

mixture 
 2G/2PG － － F R  

 

ブチレン 
Butylenes (all 

isomers) 
 2G/2PG － － F R  

 

二 酸 化 炭 素

（純度の高い

もの） 

Carbon Dioxide 

(high purity) 
 3G － － A R  

17.21 (17.21) 

二 酸 化 炭 素

（純度の低い

もの）  

Carbon Dioxide 

(Reclaimed 

quality) 

 3G － － A R  

17.22 (17.22) 

塩素 Chlorine  1G 要求 乾燥 T I  

14.4 (14.4), 17.3.2 (17.3.2), 17.4.1 

(17.4.1), 17.5 (17.5), 17.7 (17.7),  

17.9 & 17.23.5(17.9), 17.13 & 

17.23.9 (17.13) 
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a b c d e f g h i 

プロダクト名 

（削除） 船 型 

独立型タ

ンクタイ

プ C 

の要求 

貨物タン

ク内気相

部の制御 

貨物蒸気

の検知 
計測 （削除） 特 別 要 件 

日本語名 英語名 

 

ジエチルエー

テル* 
Diethyl ether*  2G/2PG － 不活性化 F+T C  

14.4.2 (14.4.2), 14.4.3 (14.4.3), 

17.2.1(6) (17.2.6), 17.3.1 (17.3.1), 

17.6.1(1) & 17.23.3(1) (17.6.1), 17.9 

& 17.23.5 (17.9), 17.10 & 17.23.6 

(17.10), 17.11.2 & 17.23.7 (17.11.2), 

17.11.3 & 17.23.7 (17.11.3) 

ジメチルアミ

ン 
Dimethylamine  2G/2PG － － F+T C  

14.4 (14.4), 17.2.1(1) (17.2.1) 

ジメチルエー

テル 
Dimethyl Ether  2G/2PG   F+T C  

 

エタン Ethane  2G － － F R   

塩化エチル Ethyl Chloride  2G/2PG － － F+T C   

エチレン Ethylene  2G － － F R   

酸化エチレン Ethylene oxide  1G 要求 不活性化 F+T C  

14.4 (14.4),17.2.1(2) (17.2.2), 17.3.2 

(17.3.2), 17.4.1 (17.4.1), 17.5 (17.5), 

17.6.1(1) & 17.23.3(1), (17.6.1), 

17.14 & 17.23.10 (17.14) 

酸化エチレン

と酸化プロピ

レンの混合物

（酸化エチレ

ンの含有率が

30 重量%以下

のもの）* 

Ethylene  

oxide-propylene 

oxide mixtures 

with ethylene 

oxide content of 

not more than 

30% by weight* 

 2G/2PG － 不活性化 F+T C  

14.4.3 (14.4.3), 17.3.1 (17.3.1), 17.4.1 

(17.4.1), 17.6.1(1) & 17.23.3(1) 

(17.6.1),17.9 & 17.23.5 (17.9), 17.10 

& 17.23.6 (17. 10), 17.18 & 17.23.12 

(17.18) 
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a b c d e f g h i 

プロダクト名 

（削除） 船 型 

独立型タ

ンクタイ

プ C 

の要求 

貨物タン

ク内気相

部の制御 

貨物蒸気

の検知 
計測 （削除） 特 別 要 件 

日本語名 英語名 

 

イソプレン *

（全ての異性

体を含む） 

Isoprene* (all 

isomers) 
 2G/2PG － － F R  

14.4.3 (14.4.3), 17.8 & 17.23.4 (17.8), 

17.9 & 17.23.5 (17.9), 17.11.1 & 

17.23.7 (17.11.1) 

イソプレン* 

（精製された

もの） 

Isoprene (part 

refined)* 
 2G/2PG － － F R  

14.4.3 (14.4.3), 17.8 & 17.23.4 (17.8), 

17.9 & 17.23.5 (17.9), 17.11.1 & 

17.23.7 (17.11.1) 

イソプロピル

アミン* 
Isopropylamine*  2G/2PG － － F+T C  

14.4.2 (14.4.2), 14.4.3 (14.4.3), 

17.2.1(4) (17.2.4), 17.9 & 17.23.5 

(17.9),17.10 & 17.23.6 (17.10), 

17.11.1 & 17.23.7 (17.11.1), 17.15 

(17.15) 

メタン(LNG) Methane (LNG)  2G － － F C   

メチルアセチ

レンとプロパ

ジエンの混合

物 

Methyl acetylene- 

propadiene 

mixtures 

 2G/2PG － － F R  

17.16 & 17.23.11 (17.16) 

臭化メチル Methyl bromide  1G 要求 － F+T C  
14.4 (14.4), 17.2.1(3) (17.2.3), 17.3.2 

(17.3.2), 17.4.1 (17.4.1), 17.5 (17.5) 

塩化メチル Methyl chloride  2G/2PG － － F+T C  17.2.1(3) (17.2.3) 

混合 C4化合物  
Mixed C4 

Cargoes 
 2G/2PG － － F+T C  

14.4 (14.4), 17.2.1(2) (17.2.2), 17.4.2 

(17.4.2), 17.4.3 & 17.23.2 (17.4.3), 

17.6 & 17.23.3 (17.6), 17.20 (17.20) 

モノエチルア

ミン* 
Monoethylamine*  2G/2PG － － F+T C  

14.4 (14.4), 17.2.1(1) (17.2.1), 17.3.1 

(17.3.1), 17.9 & 17.23.5 (17.9), 17.10 

& 17.23.6 (17.10), 17.11.1 & 17.23.7 
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a b c d e f g h i 

プロダクト名 

（削除） 船 型 

独立型タ

ンクタイ

プ C 

の要求 

貨物タン

ク内気相

部の制御 

貨物蒸気

の検知 
計測 （削除） 特 別 要 件 

日本語名 英語名 

(17.11.1), 17.15 (17.15) 

窒素 Nitrogen  3G － － A C  17.17 (17.17) 

ペンタン* 
Pentane (all 

isomers)* 
 2G/2PG － － F R  

17.9 & 17.23.5 (17.9), 17.11 & 

17.23.7 (17.11) 

ペンテン* 
Pentene (all 

isomers)* 
 2G/2PG － － F R  

17.9 & 17.23.5 (17.9), 17.11 & 

17.23.7 (17.11) 

プロパン Propane  2G/2PG － － F R   

プロピレン Propylene  2G/2PG － － F R   

酸化プロピレ

ン* 
Propylene oxide*  2G/2PG － 不活性化 F+T C  

14.4.3 (14.4.3), 17.3.1 (17.3.1), 17.4.1 

(17.4.1), 17.6.1(1) & 17.23.3(1) 

(17.6.1), 17.9 &17.23.5 (17.9), 17.10 

&17.23.6 (17.10), 17.18 & 17.23.12 

(17.18) 

冷媒ガス 1 Refrigerant gases1  3G － － － R   

二酸化イオウ Sulphur dioxide  1G 要求 乾燥 T C  
14.4 (14.4), 17.3.2 (17.3.2), 17.4.1 

(17.4.1), 17.5 (17.5), 17.7 (17.7) 

塩化ビニル Vinyl chloride  2G/2PG － － F+T C  

14.4.2 (14.4.2), 14.4.3 (14.4.3), 

17.2.1(2) (17.2.2), 17.2.1(3) (17.2.3), 

17.3.1 (17.3.1), 17.6 & 17.23.3 (17.6), 

17.19 & 17.23.13 (17.19) 

ビニルエチル

エーテル* 
Vinyl ethyl ether*  2G/2PG － 不活性化 F+T C  

14.4.2 (14.4.2), 14.4.3 (14.4.3), 

17.2.1(2) (17.2.2), 17.3.1 (17.3.1), 

17.6.1(1) & 17.23.3(1) (17.6.1), 17.8 

& 17.23.4 (17.8), 17.9 & 17.23.5 

(17.9), 17.10 & 17.23.6 (17.10), 

17.11.2 & 17.23.7 (17.11.2), 17.11.3 

& 17.23.7 (17.11.3) 
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a b c d e f g h i 

プロダクト名 

（削除） 船 型 

独立型タ

ンクタイ

プ C 

の要求 

貨物タン

ク内気相

部の制御 

貨物蒸気

の検知 
計測 （削除） 特 別 要 件 

日本語名 英語名 

塩化ビニリデ

ン* 

Vinylidene 

chloride* 
 2G/2PG － 不活性化 F+T C  

14.4.2 (14.4.2), 14.4.3 (14.4.3), 

17.2.1(5) (17.2.5), 17.6.1(1) & 

17.23.3(1) (17.6.1), 17.8 & 17.23.4 

(17.8), 17.9 & 17.23.5 (17.9), 17.10 & 

17.23.6 (17.10) 

その他の液化

ガス物質 

 
貨物の物性に応じて，個々に定められる本会の適当と認める要件 

（注） (1) 冷媒ガス：非毒性かつ非引火性ガス 

＊この貨物は，S 編にも記載されている
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附属書 16.1.1-2. （削除）  
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附属書 16.1.1-3. ガス燃料機関  

1章 通則 

1.1 適用  

-1. 本附属書は，規則 N 編 16.1.1 の規定に基づき，天然ガス（バイオメタンや合成メタン等のメタンを主成分とする

同等の燃料を含む）を燃料として使用する往復動内燃機関及びガス燃料供給装置に適用する。前記以外の方式のガス燃料

機関及びガス燃料供給装置については別途定めるものとする。 

-2. 機関に供給されるガスは，ガス燃料供給装置により常に気体の状態であることを確保しなければならない。本附属

書は，ガスが液体又は極低温ガスの状態で供給される機関を対象としない。 

-3. 二元燃料機関，ガス専焼機関は非常用途に使用してはならない。 

-4. ガス燃料機関及びガス燃料供給装置は，本附属書及び規則 N 編 16 章の規定によるほか，規則 D 編及び N 編の関

連規定にもよらなければならない。 

-5. ガス燃料機関にあっては，以下の規定で参照される規則 GF編の要件及び本会が別に定める要件を，特段の記載の

ない場合，船種，船舶の大きさ，航行区域にかかわらず適用しなければならない。 

(1) 2.1-4.(3) 

(2) 2.2.3-1. 

(3) 2.4.2-4.(5) 

(4) 2.4.2-4.(6)(b) 

(5) 4.1-7. 

1.2 同等効力  

本附属書の規定に適合しない低圧ガス燃料機関及びガス燃料供給装置であっても，本会が本附属書の規定に適合する

ものと同等の効力があると認める場合には，本附属書に適合するものとみなす。 

1.3 提出図面及び資料  

提出すべき図面及び資料は，次のとおりとする。 

(1) 承認図面及び資料 

(a) 規則 D 編 2.1.3-1.(1)の規定に該当するもの。 

(b) 規則 D 編 18.1.3(1)(a)，(b)及び(e)の規定に該当するもの。 

(c) ガス噴射弁及び同駆動装置 

(d) ガス燃料噴射管と被覆装置 

(e) ガス検知器配置図 

(f) 燃焼状態監視装置 

(g) 調速機 

(h) ガス燃料の燃焼運転に関する機関制御系統図（監視，安全及び警報装置を含む） 

(i) 機関とガス燃料供給管装置との接続部からのガス漏洩保護装置 

(j) ガス燃料調整プラント（構造，設備及び制御装置を含む） 

(k) ガス燃料供給管装置（弁及び管取付物の詳細を含む）及びこれからのガス漏洩に対する保護装置 

(l) ガス燃料供給システムの自動制御及び遠隔制御装置 

(m) パイロット燃料油噴射装置又は点火装置 
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(n) 機付ガス燃料システムの配置図又は同等の書類 

(o) ガス燃料管線図（要求される場合，二重壁を記入したもの） 

設計圧力，使用圧力，管の寸法及び材料に関する仕様を記載すること。 

(p) ガス噴射又は混合装置の部品 

設計圧力，使用圧力，管の寸法及び材料に関する仕様を記載すること。 

(q) クランク室（規則 D 編 2.4.3 で要求される場合），吸気マニホールド及び排ガスマニホールド，機付排ガス装

置の逃し弁の配置（適用される場合） 

(r) 認定された安全形機器のリスト及び証明書の写し 

(s) パイロット燃料油装置の配置図又は同等の書類（二元燃料機関の場合） 

(t) パイロット燃料油装置の高圧燃料管の被覆装置の組立図（二元燃料機関の場合） 

(u) 着火装置の配置図又は同等の書類（ガス専焼機関の場合） 

(v) その他，低圧ガス燃料機関の型式に応じ，本会が必要と認める図面及び資料 

(2) 参考図面及び資料 

(a) 規則 D 編 2.1.3-1.(2)の規定に該当するもの 

(b) その他，本会が認める図面及び資料 

(3) 機関の検査及び試験のための図面及び資料 

規則 D 編 2.1.3-1.に規定する図面及び資料のうち，検査及び試験のためのもの（規則 D編表 D2.1(1)及び表 D2.1(2)

において“○”で示すもの。） 

1.4 用語  

-1. 「認定された安全形」とは，独立した国家試験機関又は認証機関により，危険場所の電気機器について認められた

規格に従って認定された機器をいう。 

（備考）IEC 60079シリーズ及び IEC 60092-502:1999 を参照 

-2. 「ダブルブロックブリード弁」とは，規則 N 編 16.4.5に示す機能を持つ弁をいう。 

-3. 「二元燃料機関」とは，燃料としての天然ガスをパイロット燃料油又は液体燃料油のどちらかと同時に燃焼させる

（ガスモード）ことができ，また，液体のディーゼル燃料油のみで運転する（燃料油モード）能力も有する機関をいう。 

-4. 「圧力逃し装置」とは，ガス爆発時の特定された過圧から人及び構成部品を保護する装置をいう。当該装置は，弁，

ラプチャディスク，その他適切なものとすることができる。 

-5. 「ガス」とは，メタンを主成分とし燃料として使用される天然ガスをいい，メタンを主成分とするバイオメタンや

合成メタン等を含む。 

-6. 「ガス噴射弁」とは，機関が必要とするガスの量に従って，シリンダへのガスの供給を制御する，機付の弁又は噴

射装置をいう。 

-7. 「ガス燃料機関」とは，二元燃料機関，ガス専焼機関，又はこれらに類似したものをいう。 

-8. 「ガス専焼機関」とは，ガス燃料のみで運転可能であり，油燃料での運転に切り替えることが出来ない機関をいう。  

-9. 「ガス燃料管」とは，ガス又は空気及びガスの混合気を内包する管をいう。 

-10. 「高圧ガス」とは最大使用圧力が 1 MPa（ゲージ圧）を超えるガスをいう。 

-11. 「低圧ガス」とは最大使用圧力が 1 MPa（ゲージ圧）以下のガスをいう。 

-12. 「低位発熱量（LHV）」とは，水分の蒸発潜熱を除いた特定量の燃料の完全燃焼から得られる熱量をいう。 

-13. 「メタン価」とは，同じノッキング強度の基準を用いた試験に基づいて試験燃料に割り当てられる，ガス燃料のノ

ッキングの起こりにくさの指標をいう。（純粋なメタンのメタン価を 100，純粋な水素のメタン価を 0とする。） 

-14. 「パイロット燃料油」とは，二元燃料機関にて，ガスと空気の混合気に点火するためにシリンダ内に注入される燃

料油をいう。 

-15. 「予混合機関」とは，例えば過給機の前又は後で混合する等，全てのシリンダに共通のマニホールドを通してガス

が空気と混合され供給される機関をいう。 

-16. 「機関の安全設計指針」とは，燃料としてのガスに関する安全の基本的な考え方を記述した文書をいう。この様な

燃料の種類に関連したリスクが，合理的に予測可能な異常状態，考えられる故障のシナリオのもとで，どのように制御さ

れているか並びにそれらの制御措置が記載される。リスク分析の結果は機関の安全設計指針に反映すること。また，機関
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の安全設計指針には，起こり得る爆発による被害の危険の可能性についての詳細な評価を明記すること。  
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2章 ガス燃料機関の構造及び設備 

2.1 一般要件  

-1. ガス燃料機関は，次の(1)から(3)に示す状態においても，安定した運転が持続できるものでなければならない。 

(1) 燃料の切替時（二元燃料機関の場合） 

(2) 急激な負荷変動時 

(3) ガス燃焼時の最低負荷状態 

-2. ガス燃料機関は，燃焼室又は，吸気弁直前の吸気管にガス燃料を供給する際，ガス燃料管への空気の逆流を防止す

るため，常にガス燃料供給圧力を給気圧力よりも大としておかなければならない。 

-3. 製造者は，ガス燃料機関が許容できるガスの仕様並びに最小のメタン価及び，該当する場合は，最大のメタン価を

明らかにしなければならない。 

-4. ガスを含む又は含むことがある構成要素は次の(1)から(3)に従って設計されなければならない。 

(1) 油燃料を使用する機関と同等の適切な安全性を確保するように，火災及び爆発のリスクを最小化すること。 

(2) 構成要素の強度の確保，又は承認された型式の適切な圧力逃し装置の設置により，許容可能な程度の残留リスクの

レベルまで，起こり得る爆発による結果を軽減させること。 

選定した圧力逃し装置の構成部品の強度が最悪の爆圧に対して十分であることを，例えばリスク分析の一部とし

て文書化すること。もしくは最悪の爆圧に対して十分であること実証すること。 

(3) 規則 GF編 10.2及び 10.3 を参照すること。 

-5. 圧力逃し装置からの放出は，機関区域への火炎の侵入を防ぐものとし，また，当該放出が人を危険にさらしたり，

他の機関の構成要素又は装置を破損することがないようにすること。 

-6. 圧力逃し装置には，フレームアレスタを設置すること。 

2.2 構造及び強度  

2.2.1 ガス噴射弁及びその駆動装置  

-1. ガス噴射弁は，想定する使用期間内において，良好な作動特性及び耐久性を有するものでなければならない。 

-2. ガス噴射弁には，弁棒部からのガス燃料漏洩を確実に防止できるシール装置を設けなければならない。 

-3. ガス燃料弁駆動装置は，良好な作動特性及び信頼性を有するものでなければならない。 

2.2.2 シリンダカバー  

-1. 燃焼室の形状並びにガス噴射弁の配置は，ガス燃料の確実な着火及び燃焼が確保できるものでなければならない。 

-2. シリンダカバーのガス噴射弁及び燃料油噴射弁取付部は，取付部からのガス燃料及び筒内未燃ガスの漏洩を防止

できる構造でなければならない。 

2.2.3 クランク室  

-1. クランク室の爆発に備える逃し弁を規則 D 編 2.4.3に従い設置すること。また，規則 GF編 10.3.1-2.も参照しなけ

ればならない。規則 D 編 2.4.3に該当しない機関にあっては，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6 編 8.3に規定す

るリスク分析において，当該逃し弁の要否を決定しなければならない。 

-2. クランク室には，安全に作業できるよう，イナーティング，換気及びガス濃度測定を実施するための接続部又はそ

の他の手段が備えられること。 

-3. クランク室に換気装置（給気式又は排気式）が備えられえる場合には，規則 D 編 2.2.2-6.(1)に適合しなければなら

ない。これを示す資料は機関の安全設計指針において文書化されなければならない。 

2.2.4 シリンダ内におけるガスの着火  

シリンダ内におけるガスの着火については，規則 N 編 16.7の規定を適用すること。 
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2.3 安全装置  

2.3.1 爆発に対する保護  

-1. 規則 D 編 2.4.2の規定により設置されるシリンダの逃し弁には，できるだけ弁が確実に閉鎖されていることを監視

する装置を設けるものとする。 

-2. ガスが共通のマニホールドを通して空気との混合状態で供給される場合，各シリンダヘッドの前にフレームアレ

スタを設けなければならない。 

-3. 次の(1)及び(2)に定める個所には，ガス燃料漏洩を検知できる有効なガス検知装置を設置しなければならない。 

(1) クランクケース（クランクケースの形状によっては，2個所以上にセンサーを設置することを要求することがあ

る。） 

(2) その他，本会が必要と認める個所 

2.3.2 調速機  

-1. ガス燃料機関の調速機は，ガス燃料の運転時に加え，ガス燃料と燃料油（又はパイロット燃料油）の同時燃焼及び

燃料油のみの燃焼のいずれの運転モードにおいても有効に作動するものでなければならない。 

-2. 前-1.の調速機は，すべての運転モードに於いて，規則 D 編 2.4.1-1.の規定を満足するものでなければならない。 

-3. ガスを使用する二元燃料機関のガス燃料による運転は，次の(1)から(3)のいずれかの運転モードとしなければなら

ない。 

(1) 燃料油（パイロット燃料油）供給量を一定としたガス燃料供給量を制御する運転モード 

(2) ガス燃料供給量を一定とし燃料油（パイロット燃料油）供給量を制御する運転モード 

(3) ガス燃料及び燃料油のいずれの供給量も制御する運転モード 

2.4 付属設備  

2.4.1 給気装置及び排ガス装置  

-1. ガス燃料機関の給気装置及び排ガス装置は，2.1-4.に従い設計しなければならない。 

-2. 機関が単一の場合には，爆発により圧力逃し装置が作動した後でも，重要な機器の動力を維持するために十分な負

荷で，機関が運転できるものでなければならない。また，推進するための十分な動力が維持されなければならない。 

-3. 必要に応じて，機関の配置（単一又は複数）及び逃がし機構（自動閉鎖弁又はラプチャディスク）を考慮して，負

荷低減について検討しなければならない。 

-4. 破裂したラプチャディスクからの排気ガスが，機関室又はその他の閉鎖区画に継続的に放出されてはならない。 

-5. 漏洩ガスへの着火による最悪の過圧状態においても耐えられるような強度を考慮した設計がなされている場合，

又は機関の安全設計指針において妥当性が示されている場合を除いて，吸気マニホールド，掃気スペース及び排ガス装置

には適切な圧力逃し装置を設けなければならない。吸気マニホールド，掃気スペース及び排ガス装置の過圧の危険性に関

する詳細な評価を実施し，機関の安全設計指針に反映すること。 

-6. 吸気マニホールド，掃気スペース及び排ガスマニホールドに備える圧力逃し装置は船用材料・機器等の承認及び認

定要領第 6編 13章に従い使用承認を受けること。 

-7. 圧力逃し装置の必要な合計吹出し面積及び配置は，以下を考慮しなければならない。 

(1) 初期の圧力及びガス濃度に依存する最悪の爆発圧力 

(2) 構成部品の容積及び形状 

(3) 構成部品の強度 

-8. 圧力逃し装置の配置は，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6 編 8.3 に規定するリスク分析において決定し，

機関の安全設計指針に反映しなければならない。 

2.4.2 ガス燃料管  

-1. ガス燃料管には本会が認めた場合以外，管の損傷によるガス燃料突出に対し有効な被覆装置を設けなければなら

ない。 

-2. ガス燃料管と被覆装置の間のスペースは，3.2.2-2.の規定に準じた対策を講じなければならない。 

-3. 被覆装置として可撓管を用いる場合は，承認された形式のものでなければならない。 

-4. ガス燃料機関に付属するガス燃料管にあっては，次の(1)から(8)の規定にもよらなければならない。 
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(1) 規則 N 編 5.1から 5.9 及び 16章の規定を適用すること。 

(2) 規則 GF編 7.3.6-4.(4)に規定するその他の管継手は，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6編 9章の要件に従

った使用承認を条件に使用して差し支えない。 

(3) 管は，設計圧力は次に示す規則による。 

(a) 低圧ガス燃料管： 規則 N 編 5.4.1 

(b) 高圧ガス燃料管： 規則 N 編 5.4.1 

(c) 低圧ガス燃料管の外管： 規則 N 編 5.4.4 

(d) 高圧ガス燃料管の外管： 規則 N 編 5.4.4 

(e) 開放端を有する管： 規則 N 編 5.4.1 

(4) 機関のガス燃料システムで使用されるフレキシブルベローズは規則 N 編 5.13.1-2.の規定に基づき承認されたもの

でなければならない。 

機関の実際の使用によりベローズが受けるサイクル数，圧力，温度，軸方向の運動，回転方向の運動及び横方向の

運動は，機関の設計者により指定されること。 

振動荷重による高サイクル疲労に対する耐久性は，試験によって検証するか，EJMA 又は同等な方法（107 サイク

ル以上）による計算により文書化されなければならない。ただし，規則 GF編 16.7.2(4)に規定する船体の変形に伴

う疲労試験は，機関と一体の部品であるベローズには関連しないものとする。 

(5) 機関のガス管装置 

燃料ガスを含む管及び機器の内部は，0種危険場所（規則 GF編 12.5.1参照）とする。また，ガス燃料管と外管又

はダクトとの間は，1 種危険場所（規則 GF編 12.5.2(6)参照）とする。 

(6) 「二重壁」の設置 

(a) ガス燃料機関のガス管装置は，規則 N 編 16.4.3 の規定を適用すること。 

(b) 二重管又はダクトの設計条件は規則 GF編 9.8及び 7.4.1-4.によること。 

(c) ガス燃料管と外管又はダクトとの間の通風装置の吸気口は，規則 N 編 16.4.3(2)の規定を適用すること。 

(d) 二重管又はダクトには，気密性の確認及び予期されるガス燃料管の破裂による最大圧力に耐えられることを

確認するために，規則 D 編 12.6.1-2.から-4.に従い圧力試験を実施すること。 

(7) 代替措置 

規則 N 編の規定で認められる場合（例：規則 N編 16.4.4-1.）にのみ，ガス燃料管を単管とすることが認められる。 

(8) ガス噴射弁 

電気的に駆動されるガス噴射弁は認定された安全形とし，また，以下にもよること。 

(a) 弁の内部はガスを含んでいるため，0 種危険場所とすること。 

(b) (6)に従い，弁が管又はダクトの中に配置されるとき，弁の外側は 1種危険場所とすること。 

(c) ただし，ガス噴射弁が，予定する危険場所での使用について承認されたものでない場合，それらが当該危険場

所での使用に適していることを示す資料を提出すること。資料と分析は IEC 60079-10-1:2015 又は IEC 60092-

502:1999 に基づくこと。 

油圧システムにより駆動されるガス噴射弁は，油圧系統へのガスの侵入を防止するシール装置等を備えなければ

ならない。 

2.4.3 シリンダの潤滑  

ガス燃料機関でシリンダ注油装置を設ける場合は，燃料油のみの運転時並びに 2.3.2-3.(1)ないし(3)に定める運転モード

に応じて，アルカリ価及び注油量等の条件は適正に維持できることを標準とする。 

2.5 機関の種類ごとの設計要件  

2.5.1 二元燃料機関  

-1. 一般 

二元燃料機関のガスモードでの連続最大出力が，特にガスの組成及び質又は機関の設計により，機関の承認された連続

最大出力（すなわち，燃料油モードでのもの）よりも低くなる場合には，ガスモードで得られる最大出力とそれに対応す

る条件は，機関の製造者により明示され，使用承認試験にて示されなければならない。 

-2. 始動，切替え及び停止 
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(1) 二元燃料機関は，主燃料として油燃料もしくはガス燃料及び点火用のパイロット燃料油のどちらかを使用して始

動できるようにすること。当該機関は，ガスの使用から燃料油の使用への迅速な切替えが行えるものとすること。

燃料を切替える場合，機関は動力の供給を中断せずに，継続して運転できるものとしなければならない。 

(2) ガス燃料での運転への切替えは，試験で信頼性及び安全性を有すると実証された出力と条件においてのみ認めら

れる。 

(3) ガス燃料での運転モードから燃料油での運転モードへの切替えを，全ての状況及び出力でできるようにしなけれ

ばならない。 

(4) 各運転モードへの切替えの手順は自動的に行われるものとすること。ただし，いかなる場合でも手動による解除が

可能であるようにしなければならない。 

(5) 設計上ガスモードでの運転が想定されない出力又は他の運転条件の場合には，燃料油モードへの切替えが自動的

に行われなければならない。 

(6) ガスの供給を停止する場合であっても，油燃料のみで継続的に運転できるものとしなければならない。 

-3. パイロット燃料油の噴射機能の異常等により，当該装置が作動しない場合には，燃焼室へのガスの供給は行われな

いようにしなければならない。なお，パイロット燃料油噴射機能は，燃料油圧力及び燃焼パラメータ等により，監視され

なければならない。 

2.5.2 ガス専焼機関  

火花点火装置が故障した場合，機関は停止すること。ただし，以下の条件を満たしている場合には，この要件は適用さ

れない。 

(1) 故障が単一のシリンダに限られていること 

(2) 当該シリンダへのガスの供給が直ちに停止されること 

(3) リスク分析と試験により機関の安全な運転が実証されていること 

2.5.3 予混合機関  

吸気マニホールド，過給機，インタークーラ等は，ガス燃料供給装置の部品とみなすこと。  
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3章 ガス燃料供給装置 

3.1 ガス燃料調整プラント  

3.1.1 一般  

-1. ガス燃料機関のガス燃料調整プラント及び燃料油供給設備は，ガス燃料又は燃料油の常時使用されるシステムの

いずれか一系統に故障が生じた場合であっても，少なくとも通常航海に支障をきたさない主機関の運転が確保できるも

のでなければならない。 

-2. ガス燃料調整プラントを構成する低圧ガス圧縮機及び熱交換器は，本会が別に定めるところによらなければなら

ない。 

-3. ガス燃料調整プラントを構成する圧力容器及び管装置は，規則 N 編 5 章の規定に適合したものとしなければなら

ない。 

-4. ガス燃料用熱交換器の加熱媒体が貨物区域以外の区域に戻る場合には，貨物区域内に設置したガス抜きタンクを

通過して戻るように設置しなければならない。このガス抜きタンクには，ガス検知装置を取り付けガス漏洩時に警報を発

生するようにしなければならない。ガス抜きタンクのベント出口には，フレームスクリーンを取り付け，且つ，安全な場

所に開口させなければならない。 

3.2 ガス燃料供給管装置  

3.2.1 一般  

ガス燃料供給管装置は，規則 N 編 16.4.1-2.の関連規定に適合するものでなければならない。 

3.2.2 ガス燃料漏洩に対する保護  

-1. ガス燃料供給管装置は，居住区域，業務区域及び制御場所を通過させてはならない。 

-2. 前-1.に定める区域以外の区域を通過又は区域へ導入させる場合は，規則 N 編 16.4.3(1)又は(2)に適合する方式とし

なければならない。  
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4章 制御装置，警報装置及び安全装置 

4.1 一般  

-1. ガス燃料機関のガス燃料による運転に関する制御装置は，規則 D 編 18.1ないし 18.3 及び 18.7 の規定に準じるも

のでなければならない。 

-2. ガス燃料調整プラントのガス燃料供給用圧縮機には, 次の安全装置を設けなければならない。 

(1) 容易に近づき易い位置及び通常主機を制御する場所からの遠隔停止 

(2) ボイルオフガス吸引圧力が貨物タンクの負圧逃し弁の設定圧力に達する前に貨物タンクの構造方式に応じて予め

定められた値以下に低下した場合の自動停止 

(3) 規則 N 編表 N18.1に定める緊急遮断 

(4) 容積型ガス圧縮機の場合，吐出弁締切時に最大吐出圧力が最高使用圧力の 110%を超えないような容量を有し，ガ

ス圧縮機の吸引側に吐出する圧力逃し弁 

-3. ガス燃料調整プラントのガス燃料出口の温度及び圧力（又は流量）は，自動的に制御されるように設備しなければ

ならない。 

-4. 機関制御系統は安全装置から独立し，かつ，分離したものとしなければならない。 

-5. ガス噴射弁は，機関制御系統又は機関が必要とするガスの量に従って，開度が調整されるものとしなければならな

い。 

-6. 個々のシリンダごとに，燃焼を監視しなければならない。 

-7. 燃焼不良が個々のシリンダで検知された場合でも，規則 GF編 10.3.1-6.に規定される状態でのガス運転が認められ

ることがある。 

-8. -6.にかかわらず，個々のシリンダの燃焼の監視が，機関の大きさや設計上の制約により実施できない場合，シリン

ダ共通での燃焼の監視が認められる場合がある。 

-9. 二元燃料又はガス専焼機関の警報及び安全装置の機能については，表 4.1 によらなければならない（二元燃料機関

の場合，表 4.1 はガスモードのみに適用される）。ただし，本会が別に定めるリスク分析により，発生するリスクが許容

されるレベル以下であると確認された場合にあってはこの限りでない。なお，その場合であっても，規則 N 編で要求さ

れる警報及び安全装置については設けなければならない。その他，本会が必要と認める場合には，追加の警報及び安全装

置を要求することがある。 
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表 4.1 二元燃料機関の警報及び安全装置の機能 

パラメータ 警報 
ダブルブロックブリ

ード弁の自動作動 

燃料油モードへの

自動切換 5) 
機関の停止 

1. ガス燃料供給ラインの異常圧力 X X X X 5) 

2. ガス燃料供給装置 – 故障 X X X X 5) 

3. パイロット燃料油噴射装置又は

火花点火装置 – 故障 
X X 2) X X 2)5) 

4. 各シリンダの排気温度 – 高 X X 2) X X 2)5) 

5. 各シリンダの排気温度 – 低 3) X X 2) X X 2)5) 

6. シリンダ圧力又は点火の異常 – 

不着火，ノッキング及び不安定燃

焼を含む不具合 

X X 2)4) X 24) X 2)4)5) 

7. クランク室のオイルミスト濃度

又は軸受の温度 6)  – 高 
X X - X 9) 

8. クランク室の圧力 – 高 8) X X X - 

9. 意図しない機関の停止 – すべて

の原因 
X X - - 

10. ブロックブリード弁の作動制御

の媒体の不具合 
X X X - 

11. クランクケースの換気装置の不

具合（該当する場合） 
X X 7) X 7) - 

12. ガス燃料供給ラインの異常温度 X X 10) X 10) X 5)10)11) 

13. 規則 N 編 16.4.3に定めるガス

燃料管と外管又はダクトとの間に

おける漏洩検知 10) 

X X X X 5) 

14. ガス燃料の燃焼制御用の油圧源

及び空気圧源の圧力低下又は電源

喪失 10) 

X X X X 5)11) 

注  

1) ガスモードで運転している二元燃料機関のみ  

2) ガス専焼機関にあっては，特定の故障が単一のシリンダにのみ生じた場合には，当該シリンダのみを遮断でき，か

つ，そのような状態での機関の安全な操作がリスク分析により示されていることを条件に，ダブルブロックブリー

ド弁の自動作動及び機関の停止は行わなくてもよい。  

3) 不着火の検知に必要な場合にのみ要求される。また，各機能を作動させるための設定には，平均からの偏差を用い

ること。  

4) 不具合が自動的に，機関に搭載されたシステムにより対処，修正される場合には，まずは警報装置のみを作動させ

ることとしてよい。ただし，不具合が所定の時間が経過しても続く場合には，安全措置が作動するように設定する

こと。  

5) ガス専焼機関のみ  

6) 規則 D 編 2.4.5 の規定により要求される場合  

7) 機関の製造者が規定する自動的な安全措置が作動しなければならない。規則 D 編 2.2.2-6.も参照。  

8) トランクピストン形のみ。この圧力センサはガス検知装置の代替として使用することはできない。  

9) トランクピストン形のみ。クロスヘッド形では，減速とする。規則 D 編 2.4.5 も参照  

10) 自動化設備規則 1.1.1 の適用を受ける船舶のガス燃料機関のみ  

11) 機関の停止に代えて自動減速として差し支えない。この場合にあっては，ダブルブロックブリード弁の自動作動は

適用しない  
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4.2 自動化設備規則が適用される船舶のガス燃料機関  

自動化設備規則 1.1.1 の適用を受ける船舶のガス燃料機関は，同規則 3.2及び 3.3 又は 4.2の規定にもよること。 

4.3 自動化設備規則が適用される船舶のガス燃料供給用圧縮機  

自動化設備規則 1.1.1 の適用を受ける船舶のガス燃料供給用圧縮機には，次の(1)から(8)に示す安全装置及び警報装置を

設けなければならない。 

(1) 本会が別に定める監視装置及び保護装置 

(2) 本会が別に定める非常停止装置 

(3) 過回転時の自動停止 

(4) 潤滑油圧力低下時の自動停止 

(5) 吐出圧力の異常上昇時の自動停止 

(6) ボイルオフガス加熱器出口温度異常低下時の自動停止 

(7) 連続使用禁止回転数範囲内で長時間運転することを避けるための装置 

(8) ガス圧縮機が蒸気タービンにより駆動される場合，自動化設備規則表 3.9 に定める安全装置及び警報装置を設ける

こと。  
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5章 試験 

5.1 使用承認  

ガス燃料機関は，型式毎に機関の設計者（ライセンサー）において，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6編 8章

に定めるところによりあらかじめ使用承認を受けたものとしなければならない。 

5.2 製造工場等における試験  

5.2.1 水圧試験  

ガス燃料機関の部品及び付属機器であって，耐圧部を有するものは，規則 D 編 2.6.1-1.及び規則 GF編 16.7.3の規定に

準じて水圧試験を行わなければならない。 

5.2.2 工場試運転  

ガス燃料機関は，規則 D 編 2.6.1-3.に規定する試験を行わなければならない。なお，試験に関する検査の実施に際して，

通常の検査において得られる検査に必要な情報と同様の情報が得られると本会が認める，通常の検査方法と異なる検査

方法の適用を認める場合がある。 

5.3 造船所等における試験  

-1. ガス燃料機関及び関連装置の制御設備は，設備符号の種類に応じ，規則 D 編 18.7.3 又は自動化設備規則 2.2.4の規

定に準じて試験を行わなければならない。 

-2. 規則 GF編 16.7.3-3.に基づきガス管装置は船内組立て後，漏洩試験を行わなければならない。 

-3. 二重管又はダクトが設置されるガス管装置の，通風装置又は他の承認された主要な装置の効果を検証する。 

5.4 海上試験  

-1. ガス燃料機関及び関連装置の制御設備は，設備符号の種類に応じ，自動化設備規則 2.2.5の規定に準じて燃料油の

みによる運転の制御を確認するほか（二元燃料機関の場合），これらの規定に準じてガス燃料による運転の制御を確認す

る試験を行わなければならない。 

-2. 規則 B 編 2.1.7-7.に定める海上試運転は，燃料油のみの運転によって行うほか（二元燃料機関の場合），本会が必要

と認める試験の種類に限定して，又はこれらの全部をガス燃料による運転によって行わなければならない。 
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鋼船規則検査要領 N編  液化ガスばら積船  

N1 通則 

N1.1 一般  

N1.1.1 適用  

規則 N編 1.1.1-2.の適用上，国際航海に従事しない液化ガスばら積船への規則適用については，次の(1)及び(2)によるこ

とができる。 

(1) 規則 N編 2.2.4-3.の規定は適用しない。 

(2) 2016 年 1 月 1 日前に建造開始段階にあった船舶については，規則 N編 2.2.3 の要件に基づき承認された復原性資

料に従い，かつ，当該資料に含まれる損傷時復原性計算の計算条件として記載されている貨物又は貨物の比重の範

囲内で運送する船舶にあっては，規則 N 編 2.2.4-4.にかかわらず，規則 N編 2.2.4-1.から-3.の要件を免除すること

ができる。 

N1.1.4 定義  

-1. 貨物エリアの定義 

規則 N編 3.3.2の規定により拡張された貨物エリアは，例えば図 N1.1.4-1.に示すとおりとする。 

-2. 危険場所の定義 

規則 N編 1.1.4(23)の規定の「危険場所」における電気設備の選択及び設計については，規則 N編 10章によること。 

-3. ホールドスペースの定義 

規則 N編 1.1.4(25)の規定の「ホールドスペース」の定義において，一体型タンクの場合，貨物タンクの周囲区画をいう

（図 N1.1.4-2.参照）。 

-4. 独立の定義 

規則 N編 1.1.4(27)の規定の「独立」の定義において，「他のシステムに連結され得る装置」には，ブランクフランジを

設けた管のフランジ端も含むものとする。 

-5. インタバリアスペースの定義 

規則 N編 1.1.4(29)の規定の「インタバリアスペース」の定義において，一体型タンクの場合，貨物タンクの周囲区画を

いう（図 N1.1.4-2.参照）。 

 

図 N1.1.4-1. 
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図 N1.1.4-2. 
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N2 船舶の残存能力及び貨物タンクの位置 

N2.1 一般  

N2.1.1 一般  

-1. 規則 N 編 2.7 に規定する残存要件に適合することを確認するために行う損傷時復原性計算の方法は，原則として

「バルクケミカルコード及びガスキャリアコードの残存要件の統一適用に関する指針」（IMO MSC/Circ.286）によること。  

-2. 前-1.の計算において，仮定損傷時の防熱破壊による非損傷貨物タンク内貨液の蒸発は，考慮しなくて差し支えな

い。 

N2.2 乾舷及び復原性  

N2.2.2 固定バラスト  

-1. 復原性を確保する上でやむを得ず固定バラストを配置する場合，固定バラスト表面と貨物タンク外面とは，760 mm

以上離して配置することを標準とする。 

-2. 固定バラストは，モルタルにより固定されたコンクリートブロック等船体構造に確実に固定されたものとすること。

屑鉄等のばら積は，認められない。 

N2.2.3 復原性資料  

規則 N 編 2.2.3 に規定する復原性資料に記載する船舶の残存能力に関する事項は，少なくとも次の(1)から(5)に示すも

のを含むこと。 

(1) 損傷時残存要件に適合していることを確かめるのに必要な貨物及びバラストの積載，分布に関するデータ 

(2) 船舶の残存能力に関するデータ 

(3) 損傷時の船舶の制御方法を示す図面（閉鎖装置及び弁等の損傷制御に必要な取付物の位置並びにこれらの制御に関

する指示事項のリストを記載したもの） 

(4) 貨物の各液位における自由表面影響又は液体傾斜モーメントに関するデータ 

(5) 計算例及び計算を早めるための標準空欄書式（非損傷状態で残存要件の適合が確認できるものについて） 

N2.2.4 復原性計算機  

-1. 規則 N編 2.2.4-1.の規定にいう「IMO が策定した性能基準」とは，次の(1)から(3)に掲げるものをいう。 

(1) IMO 決議 MSC.267(85) “International Code on Intact Stability, 2008 (2008 IS Code)” の B 編 4 章 

(2) MSC.1/Circ.1229 “Guidelines for the Approval of Stability Instruments” の附属書 4 節 

(3) MSC.1/Circ.1461 “Guidelines for verification of damage stability requirements for tankers” の 1 編に規定される技術要件 

-2. 規則 N編 2.2.4-4.の適用上，MSC.1/Circ.1461 “Guidelines for verification of damage stability requirements for tankers” の

2 編に規定される運航ガイダンスを参照すること。 

N2.2.5 載貨状態  

規則 N編 2.2.5の規定でいう「予測されるあらゆる載貨状態並びに喫水及び縦傾斜の変化」に対して，規則 N編 2.7の

規定に定める残存要件に適合することを確かめるためには，熱帯満載喫水線までの喫水に対して，少なくとも次の (1)か

ら(3)に示すいずれか又はいずれかの組合せによる措置を講ずること。 

(1) 予測されるすべての載貨状態に対して損傷時復原性計算を行う。 

(2) 船上で損傷時復原性計算を行うことが可能な手引書又は計算機を船舶に備える。計算機のみを備える場合は，故障

時等を想定した予備の措置が必要となる。 

(3) 非損傷状態での諸数値（例えば，KG）により残存要件を満足する事が確認できる図表を船舶に備える。 

N2.3 損傷の仮定  

N2.3.2 その他の損傷  

規則 N編 2.3.2-2.の規定の適用上，規則 N編 2.6.1(4)から(6)の規定において損傷を受けないと仮定する横隔壁は，局部
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損傷も受けないと仮定して差し支えない。 

N2.4 貨物タンクの位置 

N2.4.1 貨物タンクの位置  

規則 N編 2.4.1の規定の適用上，貨物タンクとの距離を定めているものについては，一次防壁までの距離が規定を満足

するように貨物タンクを配置すること。 

N2.4.3 貨物タンクのサクションウェル 

規則 N編 2.4.3に定める要件を満足するサクションウェルであっても外板から規則 N編 2.4.1に定める距離 d 以上離し

て設けること。 

N2.5 浸水の仮定  

N2.5.1 一般  

-1. 予測されるあらゆる載貨状態のうち，より厳しい結果をもたらすことが予想される状態を選択して，規則 N編 2.5.1

に規定する計算を行う場合，次の(1)から(8)に示す事項について考慮すること。 

(1) 仮定損傷範囲内の貨物を積載する貨物タンクに，空及び満載の中間で満載量の約 25%ずつ増加して貨物を積載し

た各状態 

(2) トリムを考慮して最も厳しい結果をもたらすように，隣接タンク間に貨物が配分積載された状態 

(3) 運航範囲内で，熱帯乾舷までの喫水。清水乾舷は考慮しなくて差し支えない。 

(4) 前(3)に示す多数の喫水の状態において，機関区域及び貨物が積載された貨物タンクに損傷を受けたときの影響 

(5) 出港又は入港状態のうち，いずれか厳しい結果をもたらす方の状態 

(6) 運航範囲を網羅するのに十分な数のトリム状態 

(7) 仮定損傷により船尾トリムとなる場合，運航範囲内で最大の船尾トリムとなる状態 

(8) 仮定損傷により船首トリムとなる場合，運航範囲内で最大の船首トリムとなる状態 

-2. 損傷時復原性計算における非損傷貨物タンクの自由表面影響は，仮定損傷により生じる実際の横傾斜及び復原範囲

内の横傾斜の各角度において算出したものとすること。 

-3. 損傷時復原計算における非損傷消費液体用タンクの自由表面影響は，各々の種類の液体に対して，少なくとも横方

向の一対のタンク又は単一のセンタータンクが自由表面を有すると仮定して（この対象のタンク又はタンクの組合せは，

自由表面影響が最大となるものとし，各タンクの重心位置は，タンクの容積の重心位置にあるものと想定する。）算出し

たものとして差し支えない。この場合，対象タンク以外のタンクは，空又は満載と仮定して差し支えないが，各種液体の

配分状態は，重心高さが最大となるように仮定すること。 

-4. 前-3.に示す自由表面影響の算出に際しては，前-2.に示すところによること。 

N2.5.2 浸水率  

規則 N編 2.5.2の規定に定める浸水率の適用上，本会は区画内の防熱材等の存在により，より小さな浸水率を認めるこ

とがある。 

N2.5.4 横隔壁の損傷  

規則 N 編 2.5.4 に定める横隔壁の損傷の適用上，当該横隔壁に階段部又は屈折部を設けた場合に損傷範囲は，例えば，

図 N2.5.4に示すところによる。 
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図 N2.5.4 

 

N2.5.6 平衡用設備  

-1. 規則 N編 2.5.6に規定する平衡用設備は，この設備の使用前における損傷時の船舶の状態において，容易に近づく

ことができる場所から操作できるものとすること。 

-2. 前-1.の設備を使用する前の復原挺曲線は，規則 N編 2.5.3の規定に基づいて決定されなければならないが，水平調

整用交叉管は閉鎖されているか，又は本設備が有効に機能しないと仮定して算出すること。 

-3. 前-1.の設備に使用する水平調整用交叉管の断面積は，次の算式により算定される値を満足すること。 

𝐴 ≥ 7.5
𝑉

√𝐻
（cm2） 

𝐴 ：水平調整用交叉管の断面積（cm2） 

𝑉 ：浸水区画に流入されると予想される量（m3） 

𝐻 ：損傷前喫水線から管の中心線までの高さ（m） 

-4. 規則 N編 2.5.6の規定でいう「大きな断面積を有するダクト」とは，次式のいずれも満足する断面積を有するダク

トをいう。 

𝐴 ≥ 150
𝑉

√𝐻
（cm2） 

𝐴 ≥ 2 𝑆ℎ（cm2） 

𝑉 ：前-3.による値 

𝐻 ：前-3.による高さで，ダクト中心までの値 

𝑆 ：肋骨心距（cm）。ただし，縦通肋骨式の場合，S は，次式によって差し支えないが，61 cm 未満とし

てはならない。 

𝑆 = 45 + 0.2𝐿𝑓（cm） 

ℎ ：B/15（cm） 

N2.5.7 浸水区画の拡大  

規則 N編 2.5.7の規定でいう「浸水が広がらないような措置」とは，暴露甲板上又は居住区域等の場所から操作できる

止め弁を当該仮定損傷範囲外に設けることとして差し支えない。また，その場合には操作装置のいかなる部分も当該仮定

損傷によりその機能を失わないものであること。 

N2.5.8 船楼の浮力算入  

-1. 規則 N編 2.5.8の規定の適用上，後部に配置された機関室直上の船楼の長さ方向の損傷範囲は，規則 N編 2.6.1の

規定に定める長さ方向の船側損傷範囲と同一のものとして差し支えない（図 N2.5.8参照）。 

-2. 規則 N編 2.5.8(2)の規定に定める水密滑り戸は，損傷時に容易に近づける場所から遠隔操作できるものとし，本編
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に他に規定のない限り，規則 C編 1編 2.2.2の要件を満足すること。また，残存復原力の最小範囲内での水没が認められ

る風雨密の開口は，浸水後の最終平衡状態において確実に閉鎖できるものであること。 

 

図 N2.5.8 

 

N2.6 損傷の基準  

N2.6.1 一般  

-1. 規則 N 編 2.6.1の規定に定める損傷の基準の適用上，船首端から0.3𝐿𝑓付近で仮定する損傷は，次の(1)及び(2)に示

すところによること。 

(1) 船首から0.3𝐿𝑓の箇所及びこれより前方に適用する船底損傷範囲（規則 N編表 N2.2による。）の場合，損傷は船首

端から0.3𝐿𝑓の箇所より後方に延長しないものとする。 

(2) 船首端から0.3𝐿𝑓の箇所より後方に適用する船底損傷範囲（規則 N編表 N2.2による。）の場合，損傷範囲は船首か

ら0.3𝐿𝑓 − 1/3𝐿𝑓
2 3⁄ または0.3𝐿𝑓 − 14.5𝑚のうちいずれか大きい方の箇所まで延長するものとする。 

-2. 航路を制限する条件で登録を受ける船舶（船級符号に“Coasting Service”又は“Smooth Water Service”等を付記す

るもの）であって規則 N編 2.6.1(6)の規定に定める𝐿𝑓が 80 m 未満のタイプ 3G 船の機関区域の浸水に対する残存能力は，

次の(1)から(3)に定めるところによること。 

(1) 規則 N編 2.7.1-2.(1)及び(2)の規定に適合すること。 

(2) 𝐿𝑓が 70 m 以上及び 80 m 未満の場合は，浸水後の最終平衡状態においては，平衡状態から少なくとも 20 度の復原

範囲内での復原挺曲線下の面積は，0.0175 m・rad 以上であること。 

(3) 𝐿𝑓が 70 m 未満の場合は，(2)に定める復原挺曲線下の面積は，0.0088 m・rad 以上であること。 

N2.6.2 小型船の損傷基準  

-1. 規則 N編 2.6.2の規定でいう「小型船」とは，𝐿𝑓が 70 m 未満の船舶をいい，特別の緩和措置は，タイプ 1G 船を

除いて，次の(1)から(4)に定めるところによって差し支えない。 

(1) 損傷範囲及び損傷の基準については，規則 N編 2.3及び同 2.6.1の該当各規定によること。 

(2) 規則 N編 2.7.1-2.(1)及び(2)の規定に適合すること。 

(3) 浸水後の最終平衡状態において，平衡状態から 20 度の復原範囲内での復原挺曲線下の面積は，0.0175 m・rad 以上

であること。 

(4) 残存復原挺の最大値については，規定しない。 

-2. 前-1.にいう「小型船」であり，航路を制限する条件で登録を受ける船舶（船級符号に“Coasting Service”又は“Smooth 

Water Service”等を付記するもの）については，-1.(3)中の「平衡状態からの 20 度の復原範囲内での復原挺曲線下の面積」

を「復原挺曲線の正の部分の面積」として差し支えない。 

N2.7 残存要件  

N2.7.1 残存要件  

-1. 規則 N編 2.7.1-2.(1)の規定の適用上，次の(1)から(3)に定める開口は，水密平甲板口とみなして差し支えない。 

(1) 甲板と同等強度のタンクカバーで保護されている開口 

(2) 貨物格納設備用の暴露甲板の開口部で規則 R編 3.2.33の規定による不燃性材料若しくはこれと同等以上の材料で，

かつ，十分な強度を有するパッキングで有効に閉鎖された開口 

(3) 通常の構造を有する測深管頭 

-2. 規則 N編 2.7.1-2.(1)でいう「遠隔操作の滑り戸」とは，本編に他に規定のない限り，規則 C編 1編 2.2.2の要件を
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満足するものをいう。 

-3. 規則 N編 2.7.1-3.(1)の規定の適用上，規定の残存復原範囲において，没水が認められる風雨密に閉鎖し得る開口は，

浸水後の最終平衡状態において確実に閉鎖できるものであること。遠隔操作で閉鎖できない開口は，この最終平衡状態で

容易に近づける場所に配置すること。ただし，没水時の自動閉鎖機構を有するフロート式空気管については，この配置の

要件は考慮しなくて差し支えない。 

-4. 規則 N編 2.7.1-3.(1)の規定の適用上，「風雨密に閉鎖しうる他の開口」には，規則 C編 1編 14.12.3.1-3.又は規則 CS編

21.6.5-2.に従って風雨密の閉鎖装置を備える通風筒であっても，運航上の理由から，機関室又は非常用発電機室（非常用

発電機室は，復原性計算において浮力に算入されている場合又は下方に通じる開口を保護している場合）に給気を行うた

めに開放しておく必要がある通風筒を含めない。 
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N3 船体の配置 

N3.1 貨物エリアの隔離 

N3.1.1 ホールドスペースの隔離 

-1. 規則 N編 3.1.1の規定にいう「A類機関区域の前方に配置」とは，A類機関区域の前端壁（階段部及び屈折部を含

む。）より前方に配置することをいう（図 N3.1.1参照）。 

-2. 規則 N編 3.1.1の適用上，ホールドスペースは，船首隔壁の前方及び船尾隔壁の後方に配置してはならない。 

 

図 N3.1.1 

 

 

N3.1.2 完全二次防壁及び部分二次防壁が要求されない場合のホールドスペースの隔離 

-1. 規則 N編 3.1.2の規定でいう「発火源又は火災の危険のない区画」とは，バラストタンク，清水タンク，コファダ

ム，燃料油タンク，発火源がなく通常時人のいない貨物業務区域，貨物ポンプ室及び圧縮機室等の区画をいう。 

-2. 前-1.にいう区画のうち，バラストタンク，コファダム，燃料油タンクとホールドスペースの間に設けるマンホー

ル等のボルト締め水密蓋のパッキンは，不燃性材料のものでなくて差し支えない。 

N3.1.3 完全二次防壁及び部分二次防壁が要求される場合のホールドスペースの隔離 

規則 N編 3.1.3の規定でいう「発火源又は火災の危険のない区画」とは，N3.1.2-1.に示す区画をいう。 

N3.1.7 貨物格納設備用の暴露甲板の開口 

規則 N編 3.1.7の規定でいう「有効に閉鎖する設備」とは，規則 C編 1編 14.6.1，14.6.2及び 14.6.3の規定を満足する

設備をいう。 

N3.2 居住区域，業務区域及び機関区域並びに制御場所 

N3.2.1 二次防壁を有するホールドスペースの隔離 

規則 N編 3.2.1の規定でいう「単一の損傷によってホールドスペースから当該区域にガスが侵入するのを避けるように

配置」とは，当該区画の周囲壁がホールドスペースと線接触も点接触もしないように離して配置することをいう（図 N3.2.1

参照）。 
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図 N3.2.1 

 

 

N3.2.2 空気取入口及び開口の配置 

規則 N編 3.2.2の規定でいう「貨物蒸気の危険性に対する防御」としては，規則 N編 3.2.4，3.8.4，8.2.11及び 12.1.5の

規定を満足するものであればよい。この場合，空気排気口もこれらの規定を満足するように配置すること。 

N3.2.4 空気取入口及び開口の位置 

-1. 規則 N編 3.2.4の規定でいう「迅速，かつ，有効にガス密にできる」ような窓及び戸とは，パッキン付きで，かつ，

締付金具付きの窓及び戸をいう。これらの窓及び戸は，必要に応じて射水試験又はその他本会が適当と認める試験方法に

よりガス密を確認すること。 

-2. 規則 N編 3.2.4の規定に定める制限範囲内の操舵室に旋回窓を設ける場合は，ガス密を確保するために旋回窓に追

加して締付金具付の窓を設けるか，又は旋回していないときに窓ガラスを締め付けてガス密とすることができるような装

置とすること。 

-3. 規則 N編 3.2.4の規定は，規則 N編 19章表 N19.1の f欄において，引火性ガス検知(F)及び毒性ガス検知(T)のいず

れも要求されない貨物を専用に運送する船舶には，適用しなくても差し支えない。 

-4. 規則 N編 3.2.4の適用上，当該規定を満足することが実行不可能又は不合理な場合にあっては，規則 N編 1.1.4(23)

に規定する危険場所に発火源となり得るものが設置されないことを条件として，貨物エリアに面する入口，空気取入口及

び開口を設けることが認められる。この場合，IEC 60092-502 に適合する防爆形電気機器は発火源とはみなされない。 

N3.2.6 空気取入口，排出口及びその他の開口の閉鎖装置 

-1. 規則 N編 3.2.6の規定の適用上，各区域の内側からの操作が要求されない閉鎖装置には，集中制御場所から遠隔に

より操作できる機能を備えることができる。 

-2. 機関室ケーシング，貨物機関区域，電動機室及び操舵機室には規則 N編 3.2.6の規定を適用しない。 

-3. 規則 N編 3.2.6の規定の適用上，閉鎖装置は適当なガス密性を有するものでなければならず，ガスケットのない鋼

製防火フラップは認められない。 

-4. 前-1.から-3.にかかわらず，各区域の閉鎖装置は当該区域の外側から操作できるものとすること（規則 R編 5.2.1-1.

参照）。 

N3.3 貨物機関区域及びターレット区画 

N3.3.1 配置  

-1. 規則 N 編 3.3.1 の規定の適用上，貨物機関区域をホールドスペースの前後部に設ける場合の配置は，例えば，図

N3.3.1-1.に示すところによる。 

-2. 規則 N編 3.3.1の適用上，規則 R編 4.5.10の規定を適用する必要はない。 

N3.3.2 貨物エリアの範囲の拡大 

規則 N編 3.3.2の規定に従って，拡大された貨物エリア内の区画は，次の(1)及び(2)に定める要件を満足する場合，危

険場所とはみなさない（図 N3.3.2-1.参照）。ただし，規則 N編 3.3.3の規定に留意すること。 

(1) 当該区画への交通孔及び空気管が危険場所に開口しないこと。 
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(2) 当該区画が規則 H編 4.2.3-3.及び-4.の規定に定める区画に該当しないこと。 

 

図 N3.3.1-1. 

 

注：  

＊1：貨物機関区域  

＊2：電動機室  

＊3：バウスラスタ室  

※は，コファダム，燃料油タンクの他バラストタンク，ボイドスペースとして差し支えない。  

 

 

図 N3.3.2-1. 

 
 

N3.3.3 貨物機関区域の隔壁 

規則 N編 3.3.3の規定は，規則 N編 3.3.2の規定に従って貨物エリアが拡大されない場合にも適用する。 

N3.3.4 貨物圧縮機及び貨物ポンプ 

-1. 定期的に手動によりグリースを注入するような軸封装置は，規則 N編 3.3.4の規定にいう「有効に 2 区画をガス密

に隔離できるもの」としては認められない。 

-2. 規則 N編 3.3.4の規定で要求されるシールは，貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室の外側に設けること。 

-3. 規則 N編 3.3.4の規定でいう貨物ポンプ及び貨物圧縮機を駆動する電動機を設備する電動機室の配置は，例えば図

N3.3.4(1)に示すとおりとすること。小型船等でやむを得ない場合，例えば図 N3.3.4(2)に示すような配置として差し支えな

いが，チェーンロッカ等発火源とみなされる区画の開口は，当該電動機室に配置しないこと。ただし，「常時閉鎖してお

くこと。もし，開放する場合は，必ず電動機室を十分換気すること。」の旨を明示した注意銘板を設けた鋼製水密蓋によ

り閉鎖される場合は，この限りでない。 

-4. 前-3.に示す電動機室は，非危険場所とすること。 
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図 N3.3.4 

 

注：  

＊1：貨物ポンプ及び貨物圧縮機室  

＊2：電動機室  

※：コファダム。二次防壁を有するホールドスペースに対して要求される。  

 

N3.3.6 ビルジ排出装置  

規則 N編 3.3.6の規定でいう「ビルジ排出用の適当な設備」として，暴露甲板上に排出する当該室の周囲壁に設けるド

レンプラグは，認められる。 

N3.4 貨物コントロール室  

N3.4.1 配置  

規則 N編 3.4.1(3)の規定により「A-60」級の防熱の必要な場所の境界は，図 N3.4.1に示す通りとする。図中＊印を付し

た当該貨物コントロール室の天井及び床にも「A-60」級の防熱を施すこと。本項の要件は，入口，空気取入口，又は開口

が規則 N編 3.2.4に適合せず，本会が適当と認める貨物コントロール室以外の区画（安全装具格納庫，荷役装置用備品ロ

ッカ室等）にも適用する。 

 

図 N3.4.1 

 

 

N3.4.3 発火源の排除  

規則 N 編 3.4.3 の規定の適用上，貨物コントロール室の電気設備は，当該室の設備場所に応じて規則 N 編 10.2.3及び

10.2.4の規定を満足するものとすること。当該室には，規則 N編 12.1の規定を満足する機械式通風装置を設けること。 
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N3.5 貨物エリア内の区画への交通 

N3.5.2 防熱材の点検のための交通 

規則 N編 3.5.2の規定に従って，メンブレンタンク及びセミメンブレンタンク等のホールドスペースには，防熱材の 1

面の目視検査が要求されず，規則 N編 3.5.3の規定も適用されない。 

N3.5.3 ホールドスペース等の区域内への交通 

-1. 規則 N編 3.5.3(1)(b)に規定する 600 mm×600 mm 以上の開口については，その四すみに適当な丸みを付けること。

600 mm×600 mm の開口とする場合，その Rは 100 mm 以下とすること。開口周りの応力集中を避けるために，四すみの

Rを大きくする場合については，上記 600 mm×600 mm の開口と同等の交通性を確保するために，さらに大きな開口とす

ること。例えば，600 mm×800 mm の開口とする場合には，300 mm 以下の Rとすることができる（図 N3.5.3-1.参照）。 

-2. 規則 N編 3.5.3(1)(c)に規定する 600 mm×800 mm 以上の開口については，その四すみに適当な丸みを付けること。

600 mm×800 mm の開口とする場合，その Rは 300 mm 以下とすること（図 N3.5.3-1.参照）。また，上記 600 mm×800 mm

の開口は，原則として垂直方向を 800 mm とするが，二重底区画の桁板や肋板のように，構造強度上大きな開口を設ける

ことが望ましくない場合については，垂直方向を 600 mm として差し支えない。 

-3. 規則 N 編 3.5.3(1)(c)の規定の適用上，担架に載せた負傷者を容易に搬出することが可能なことが検証される場合，

通常の 600 mm×800 mm とは異なる寸法の開口（例えば図 N3.5.3-2.のようなもの。）とすることができる。 

-4. 規則 N編 3.5.3(1)(c)の規定の適用上，垂直面の開口までの高さが 600 mm を超える場合にあっては，踏み板及びグ

リップを取りつけると共に，担架に載せた負傷者を容易に搬出することが可能なことを実証すること。 

-5. 小型船（𝐿𝑓 <70 m）であって，国際航海に従事せず，かつ，航路を制限する条件で登録を受ける船舶（船級符号に

“Coasting Service”又は“Smooth Water Service”等を付記するもの）においては，規則 N編 3.5.3(1)(b)及び(c)に規定さ

れる最小開口寸法は，下記の通りとして差し支えない。 

(1) 一体型タンク 

・貨物タンクに隣接する空所及び毒性プロダクトを積載する貨物タンクに隣接する WBT 

水平  500 mm×500 mm 

垂直  500 mm×650 mm 

・毒性プロダクト以外のプロダクトを積載する貨物タンクに隣接する WBT 及び貨物タンクに隣接する FOT 

水平  450 mm×450 mm 

垂直  450 mm×550 mm 

(2) 独立型タンク 

・貨物タンク周囲 

水平  500 mm×500 mm 

垂直  500 mm×650 mm 

-6. 二次防壁が要求されない独立型貨物タンクを収容するホールドスペースから一重のガス密鋼製囲壁によって隔離

されている区域への交通が，ガス安全場所を通らず，かつ開放された暴露甲板から直接又は間接のもののみの場合，当該

区域内の交通孔には，規則 N編 3.5.3(1)(b)及び(c)の規定は，適用しなくて差し支えない。 

-7. 前-6.に定める区域への暴露甲板からの交通孔は，危険場所に開口して差し支えない。この場合，当該区画には，

規則 N編 3.5.3(1)(b)及び(c)の規定以外の危険場所に対する規定を適用すること。 

-8. 規則 N編 3.5.3(3)の規定の適用上，当該区画への暴露甲板からの交通孔は，前-7.に定めるところによって差し支え

ない。 
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図 N3.5.3-1. 開口寸法 

 

 
 

600 mm x 600 mm の開口 600 mm x 800 mm の開口 

 

図 N3.5.3-2. 垂直面に設ける交通口の例 

 

 

 

 

N3.5.4 非危険場所への交通 

規則 N編 3.5.4の規定でいう「開放された暴露甲板」とは，貨物エリア内の最上層の全通甲板の暴露部をいう。 

N3.6 エアロック  

N3.6.1 ガス密戸の配置  

規則 N編 3.6.1の規定の適用上，エアロックの戸は，必要に応じて射水試験又は本会が適当と認めるその他の試験方法

により，ガス密を確認したものとすること。 

N3.6.2 通風装置の設計及び配置 

規則 N編 3.6.2にいう「本会が適当と認める規格」とは，IEC 60092-502:1999 をいう。 

N3.6.4 保護される区画の加圧状態の維持 

規則 N編 3.6.4の規定の適用上，エアロックで保護された区画の加圧状態の監視方法は，当該区画内に設けられた差圧

センサによるほか，次の(1)及び(2)に定める方法によって差し支えない。 

(1) 当該保護区画が毎時 30 回以上で換気される場合は，次の(a)又は(b)のいずれかによること。 

(a) 換気ファンを駆動する電動機に給電される電流値又は電力値の監視 

(b) 換気ダクト内の風量の監視 

(2) 当該保護区画が毎時 30 回未満で換気される場合は，前(1)(a)又は(b)のいずれかに加えて，エアロックスペースを構

成する 2 つの戸が共に閉鎖されていない状態となった場合に，当該保護区画の電気設備が無通電状態となるような

措置を講じること。 
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N3.6.5 保護される区画の電気設備 

規則 N編 3.6.5の適用上，安全形電気機器の種類は，エアロックを構成する区画に隣接する危険場所の分類及びガス又

は蒸気に応じて選定すること。 

N3.7 ビルジ，バラスト及び燃料油設備 

N3.7.1 二次防壁が要求されない場合の排水設備 

-1. 規則 N 編 3.7.1 の規定の適用上，ホールドスペースの排水設備は，規則 D編 13.5 の規定を満足する貨物エリア内

に設けられたビルジポンプ及びビルジ管装置とするか，エダクタによるビルジ吸引設備とすること。エダクタによる場合

は，その容量，配置等について D13.5.4-2.の規定を満足すること。 

-2. 前-1.によりエダクタを設ける場合，駆動水元弁を貨物エリア後端に設け，駆動水管の分岐管にはねじ締め逆止弁

を設けること。 

-3. 規則 N編 3.7.1の規定の適用上，ホールドスペースの漏洩検知設備は，ホールドスペースをイナーティングしない

場合，規則 D編 13.8の規定に定める測深管と兼用して差し支えない。ホールドスペースをイナーティングする場合は，

N3.7.2に定めるところによること。 

N3.7.2 二次防壁を設ける場合の排水設備 

規則 N編 3.7.2の規定の適用上，ホールドスペースの排水設備は，N3.7.1-1.及び-2.によること。ホールドスペースの漏

洩検知設備は，規則 N 編 13.2.3(3)の規定を満足する密閉式の漏洩液面警報装置とすること。この漏洩検知設備の他に測

深管を併設する場合，当該測深管の上端には自動閉鎖管頭を設けること。 

N3.7.3 インタバリアスペースの漏洩貨物の処理設備 

規則 N編 3.7.3の適用上，漏洩貨物処理設備は，次の(1)から(3)に示すところによること。 

(1) 貨物漏洩量を算出しない場合にあっては，当該設備の容量は，規則 D編 13.5の規定を満足すること。 

(2) 漏洩貨物処理設備は，規則 N編 3.7.2に規定する排水設備と兼用して差し支えない。 

(3) 漏洩貨物処理設備の管装置は，規則 N 編 5 章の規定を満足すること。水駆動のエダクタは，この設備としては，

認められない。 

N3.7.5 機関区域内のポンプとの接続 

規則 N編 3.7.5-3.の規定は，規則 N編 3.7.5-2.により接続されたポンプにのみ適用する。 

N3.8 船首尾荷役設備  

N3.8.4 空気取入口及び開口の位置 

規則 N編 3.8.4の規定の適用上，居住区域等の空気取入口及び開口の配置は，例えば，図 N3.8.4の斜線で示した範囲に

は設けないこと。 

 

図 N3.8.4 

 

注  

   ＊   ：𝐿𝑓 25⁄ 又は 3 m のいずれか大きい方。ただし，5 m を超える必要はない。  

   ＊＊：1966 年国際満載喫水線条約に定める船楼の標準高さ以上とすること。  
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N4 貨物格納設備 

N4.3 機能要件  

N4.3.2 環境条件  

規則 N編 4.3.2の規定にいう「北大西洋の環境条件及び対応する長期の海面状態の散布図」は，IACS 勧告 No.34「標準

波データ」を標準とする。 

N4.3.5 腐食予備厚等  

-1. 規則 N編 4.3.5の規定にいう「タンクの周囲にイナーティングのような環境制御がない場合」の腐食予備厚は，鋼

の場合，1 mm とする。アルミニウム合金又はステンレス鋼については，特に不純物が多い貨物，塩素及び二酸化硫黄等

の腐食性物質を輸送するタンクを除いて，腐食性に対する腐食予備厚は，考慮しなくて差し支えない。 

-2. 規則 N編 4.3.5の規定の適用上，独立型タンクタイプ C を含む圧力容器の腐食予備厚は，タンク内面に対しては，

貨物が腐食性物質である場合を除き，一般に不要である。タンク外面に対しては，タンクの周囲にイナーティングのよう

な環境制御がない場合又は承認されたベーパバリアを有する適当な防熱材で保護されていない場合，鋼について 1 mm 又

は腐食予備厚を除いた所要厚の 1/6 のいずれか小さい方を標準とする。なお，塗料又は他の薄いコーティングは，防食方

法として有効であるとはみなされない。 

-3. 規則 N編 4.3.5の規定により防熱材で保護された貨物タンク外面の腐食予備厚を考慮しない場合，防熱構造のベー

パバリアの気密性が確認されたものでなければならない。この気密性は，規則 N 編 4.19.3 の規定に定める防熱材の試験

に含めて確認すること。 

N4.3.6 検査計画書  

規則 N編 4.3.6の規定にいう「貨物格納設備のための検査計画書」に記載する検査については，本編の規定のほか，規

則 B編 3章から 5章に規定される液化ガスばら積船の特別要件のうち，貨物格納設備に関する検査を参照すること。 

N4.5 タンク型式に応じた二次防壁 

規則 N 編 4.5 の表 N4.1 の注)2)に定めるセミメンブレンタンクに対して部分二次防壁を認める条件は，次の(1)から(6)

に示すところによる。 

(1) 貨物タンクの詳細な応力解析を行うこと。設計荷重としての波浪荷重は，規則 N 編 4.14.1 の規定に従って詳細に

推定すること。応力解析の結果は，モデルテスト又は実船の圧力試験時に応力計測を行って，その精度を確認する

こと。 

(2) 前(1)の規定による応力解析の結果は，規則 N編 4.22.3-1.(1)の規定に定める許容応力を上回らないこと。 

(3) N4.22.2(6)，(7)及び(9)の規定に定めるところによること。 

(4) 貨物タンクは，その構造方式に応じて座屈解析を行い，座屈に対して十分な強度を有することを確認すること。 

(5) 貨物タンクの修理方法を確立すること。また，その修理方法を適用した場合の貨物タンク疲労強度及びき裂進展解

析について，N4.22.2(6)及び(7)の規定を準用して検討すること。 

(6) 貨物タンクに隣接する船体構造は，貨物タンクと同等の強度解析を行うこと。応力計測等によってその精度が確認

されている方法により詳細応力解析を行う他，規則 N 編 4.22.4 の規定を準用して，疲労強度解析及びき裂進展解

析を行ってその強度が十分であることを確認すること。 

N4.6 二次防壁の設計  

N4.6.1 二次防壁を構成する船体構造 

-1. 規則 N編 4.6.1(2)の規定の適用上，熱応力解析は，規則 N編 4.19.1(1)及び(2)の規定に定める貨物漏洩時の計算条件

に対して行うものとする。 

-2. 前-1.の解析で得られた結果は，規則 N編 4.13の規定に定める静荷重により生じる静的応力との和において，最大

一次膜応力又は最大曲げ応力が，材料の降伏応力の 90%を超えないものとすること。 
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-3. 同一の設計温度及び荷重条件の類似の設計の船体構造において，熱応力が十分に小さいことが確認されている場

合，本会は，前-1.に示す解析の省略を認めることがある。 

N4.6.2 二次防壁の基準  

-1. 規則 N編 4.6.2の規定の適用上，非金属材料の二次防壁は，次の(1)から(3)に定めるところによること。 

(1) 貨物との適合性が確認されており，大気圧における貨物温度において必要な機械的性質を有するものとすること。 

(2) 本会が必要と認めた場合，この二次防壁が有効な性能を示すことを確認するためのモデルテストを要求すること

がある。 

(3) 継手部については，施工法試験及び施工確認試験を行うこと。この試験の方案は，あらかじめ本会の承認を得たも

のとすること。 

-2. 規則 N編 4.6.2(1)の規定の適用上，完全二次防壁では本会が特に必要と認めた場合を除き，「漏洩液体貨物を 15日

間格納できる」ことを確認するための特別な解析は，行わなくても差し支えない。 

-3. 二次防壁には原則としてマンホール等を設けてはならない。  

-4. 規則 N編 4.6.2(4)の規定の適用上，二次防壁の検査が目視検査によらない場合の検査方法は，次の(1)から(3)に定め

るところによること。 

(1) 二次防壁の検査方法及び判定基準と二次防壁としての性能の関連についてモデルテスト等によりその有効性を確

認すること。 

(2) 二次防壁は，その必要とする性能をモデルテストで確認すること。このモデルテストは，船の一生を通じてこの二

次防壁が必要な性能を維持できることを確認できるものとすること。 

(3) 前(1)及び(2)に関して，その有効性及び信頼性を示す十分な資料が提出され，これが適当なものとして認められた

場合，このモデルテストを省略して差し支えない。 

-5. 規則 N 編 4.6.2(6)の規定の適用上，二次防壁の範囲は，少なくとも 30 度の静横傾斜に対応する漏洩貨物液面を覆

えるものとすること。 

-6. 前-5.にいう「貨物漏洩液面」とは，完全二次防壁に対しては，対象貨物タンクの全積載量を，また，部分二次防壁

に対しては，規則 N編 4.7.2の規定に従って定める漏洩量に対応する液面をいう。 

-7. 前-5.に定める二次防壁の範囲外では，規則 N編 4.7.1の規定に定めるスプレーシールドによって漏洩貨物液のしぶ

きから船体構造を保護するか又は適当に二次防壁の範囲を拡張すること。 

N4.7 部分二次防壁及び一次防壁スモールリークプロテクションシステム 

N4.7.1 一般  

規則 N編 4.7.1の規定に定めるスプレーシールドは，スプレーシールドとしての機能を有することが試験によって確認

されたものとすること。 

N4.7.2 部分二次防壁  

規則 N 編 4.7 の規定の適用上，貨物タンク下部の内底板の漏洩貨物からの保護は，次の(1)又は(2)の定めるところによ

ること。 

(1) 規則 N編 4.6.1の規定に従って，内底板を二次防壁とする。 

(2) ドリップトレイ等を設けて二次防壁とする場合で，例えば，図 N4.7.2 に示すように漏洩液貨物が二次防壁から溢

れ出ないような配慮がなされている場合は，保護する必要はないが，このような配慮のない場合は，内底板を防熱

材等で保護すること。 

 

図 N4.7.2 内底板を保護するためのドリップトレイの形状 
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N4.8 支持構造  

N4.8.1 一般  

-1. 冷却式貨物タンクと支持台金属部の間には，支持台を通じて船体構造部材が異常に冷却されることのないように，

規則 N編 4.10.1の規定に従って適当な防熱材を設けること。 

-2. 規則 N編 4.13.9及び 4.14.1の規定に定める荷重状態に対する支持構造の解析は，次の(1)及び(2)に示す状態を考慮

したものとすること。 

(1) 30 度の横傾斜時における貨物を含む貨物タンク重量による静荷重及び波浪変動圧を含まない静的外水圧を受けた

状態 

(2) 貨物を含む貨物タンク重量に規則 N 編 4.14.1 の規定に定める船体運動に起因する加速度が加わり波浪変動圧を受

けた状態。この波浪変動圧は，規則 C編 1編 4.6及び 2-9編 4.3の規定によって差し支えない。 

-3. 前-2.で示した状態に対する解析結果は，貨物タンクの型式に応じて定めた許容応力を超えないものとすること。

また，座屈限界応力に対して十分な安全率を有するものとすること。 

N4.13 機能荷重  

N4.13.2 内圧  

規則 N 編 4.13.2-2.の規定の適用上，45℃より高いか又は低い温度における設計蒸気圧を採用する場合，周囲温度は船

舶が恒久的に航行する海域の長期的な気象データから得た最高気温とすること。 

N4.13.4 熱荷重  

-1. 規則 N 編 4.13.4-1.の規定の適用上，タンク構造に過大な熱応力を発生させないようにクールダウンのための設備

を設けること。 

-2. 前-1.に示す設備は，クールダウンが実績のある類似の設計の貨物タンクで安全性が立証されているか，または，熱

応力解析を行って安全性が確認された温度降下曲線を上回らない速度で行われているものとすること。 

-3. 前-1.に示す設備は，貨物積込時のほか，バラスト航海中の荒天遭遇時に，貨物タンクに残留する貨液のしぶきによ

り過大な熱応力が生じる可能性のある場合にも，クールダウンを行えるものであること。 

-4. 規則 N 編 4.13.4-2.の規定の適用上，一般に設計温度が-10℃かこれより高い貨物タンクには，熱応力解析を行わな

くても差し支えない。設計温度が-55℃より低い貨物タンクにおいては，クールダウン時及び貨物の部分積載時の上下方

向の温度分布及び，必要な場合，貨物満載状態における貨物タンク板の板厚方向の温度分布を考慮して熱応力解析を行っ

て強度を確認すること。 

-5. 前-4.に示す以外の貨物タンクに対して，本会は，支持構造の方式が特殊な場合には，支持構造による貨物タンク拘

束条件を考慮した貨物タンクの熱応力解析を，また，熱膨張係数の異なる材料を用いる場合には，この影響を考慮した熱

応力解析を要求することがある。 

-6. 前-4.及び-5.に示す場合であって，支持構造の方式が特殊な場合には，本会は，支持構造自身の熱応力解析を要求す

ることがある。 

N4.13.5 振動  

規則 N 編 4.13.5 の規定の適用上，貨物タンク板及び防撓桁は，プロペラ，主機等の起振源と共振して悪影響の生じな

い寸法のものとすること。貨物タンク板及び防撓桁の固有振動数は，貨物液に接した状態における最低値とすること。 

N4.13.8 試験荷重  

-1. 規則 N編 4.13.8の規定の適用上，独立型タンクタイプ B及びタイプ C の場合，規則 N編 4.22.6及び 4.23.6に規定

する応力制限範囲内となるように設計すること。 

-2. 前-1.に示す形式以外の貨物タンクにあっては，圧力試験状態における内圧分布を考慮して，それぞれのタンク形式

に対して必要な解析を行い強度を確認すること。ただし，詳細な応力解析を行う場合は，前-1.に定めるところによって差

し支えない。 

N4.13.9 静的横傾斜荷重  

規則 N編 4.13.9の規定の適用上，船体の損傷又は浸水による付加荷重を考慮しなくても差し支えない。 
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N4.14 環境荷重  

N4.14.1 船体運動による荷重 

規則 N 編 4.14.1-5.でいう「航路に特別な制限のある船舶」とは，船級符号に “Coasting Service” 又は “Smooth Water 

Service” を付記して登録される船舶をいう。この場合，航行区域における本会の適当と認める海象データに基づいて行う

船体運動計算の結果によって動的荷重を定めて差し支えない。 

N4.14.3 スロッシング荷重  

-1. 規則 N 編 4.14.3 の規定の適用上，スロッシング荷重は，貨物タンクの方式ごとに模型実験による検討を行ったも

のとすること。貨物を半載する計画のある貨物タンクでは，船体動揺周期と液体の固有周期の同調を避けるために，これ

らに関する資料を本船に備えること。 

-2. 前-1.にかかわらず，𝐿𝑓が 90 m 未満の船舶で独立型タンクタイプ C にあっては，特にスロッシング荷重による貨物

タンクの構造強度について考慮する必要はないが，貨物を半載する計画のある貨物タンクでは，タンク内の貨物管装置，

貨物ポンプ等の据付けについて，スロッシングによる衝撃圧に対して十分注意を払うこと。 

N4.18 設計条件  

N4.18.1 最終設計条件  

規則 N 編 4.18.1(3)の規定の適用上，9%ニッケル鋼のように溶接部の強度が母材の強度を下回る場合，𝑅𝑒及び𝑅𝑚の値

は，溶接金属の機械的性質の規格値とすること。アルミニウム合金 5083-0 材及び 5083/5183 の溶接継手並びに 9%Ni鋼に

ついては，溶接法等を勘案した上で使用状態の低温における降伏応力及び引張応力の増加を考慮して，𝑅𝑒及び𝑅𝑚の値を

修正して差し支えない。 

N4.18.2 疲労設計条件  

-1. 規則 N編 4.18.2-5.の規定の適用上，疲労荷重による応力は，原則として各種の変動応力のうち，支配的なものに対

して図 N4.18.2に示す累積頻度曲線として求めること。 

-2. 前-1.に示す動的頻度分布を用いて規則 N編 4.22.4の規定に定める疲労強度解析を行う際，使用する代表応力（𝜎𝑖）

の数は 8 点とし，𝜎𝑖及びその繰返し数𝑛𝑖は，一般に次式によって差し支えない。 

𝜎𝑖 =
17 − 2𝑖

16
𝜎max 

𝑛𝑖 = 0.9 × 10𝑖 

ただし，i=1，2，3，.....，8 

𝜎max：荷重最大期待値により生じる応力 

-3. 規則 N 編 4.18.2-6.(3)の適用上，疲労き裂進展速度の算定に用いる疲労荷重は，原則として規定する航行海域の最

も過酷な一定期間で起こり得る荷重の最大期待値を用いること。規則 N編図 N4.4に示す荷重頻度分布を用いて解析を行

う場合，代表応力（𝜎𝑖）の数は，5 点として𝜎𝑖及びその繰返し数𝑛𝑖は，次式によって差し支えない。 

𝜎𝑖 =
5.5 − 𝑖

5.3
𝜎max  

𝑛𝑖 = 1.8 × 10𝑖 

ただし，i=1，2，3，.....，5 

𝜎max：荷重最大期待値により生じる応力 

 

図 N4.18.2 
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N4.19 材料  

N4.19.1 船体構造を構成する材料 

-1. 規則 N 編 4.19.1-1.の規定の適用上，船体構造の温度を算出する場合の計算条件は，次の(1)から(4)に定めるところ

によること。 

(1) 計算の対象とする船の状態は，計画満載喫水で正立状態とすること。 

(2) 計算の対象とする貨物タンクの損傷は，次の(a)から(d)に示すところによること。ただし，一体型タンク及び独立

型タンクタイプ C について貨物タンクの損傷は，考慮しなくても差し支えない。 

(a) 貨物タンクは，船体の横置水密隔壁間にある全ての貨物タンクが損傷するものとする。ただし，船体の横断面

が船体の縦通隔壁によって 2 つ以上の区画に分れる場合，各々の区画内の全ての貨物タンクが損傷するもの

と仮定する。 

(b) 貨物タンクの損傷箇所は，考えられる全ての部分を想定する。 

(c) 貨物タンク損傷時は，単に貨物液が漏洩流出するのみとし，貨物タンク，支持構造及び船殻等が変形又は破壊

しないものと仮定すること。 

(d) 規則 N編 4.5の規定に従って完全二次防壁が要求されるものに対しては，貨液の漏洩流出は，一瞬にして起こ

り，損傷貨物タンク内の残液とホールドスペース内流出液位は，直ちに同一レベルに達するものと仮定する。 

(3) 計算モデルの境界条件は，次の(a)から(i)に示すところによること。 

(a) ホールドスペースに隣接する区画の温度は，熱伝達計算によって決定するものとする。ホールドスペースに隣

接する区画にさらに隣接する区画の温度は，0℃の静止気体として差し支えない。また，機関室の場合，5℃の

静止気体として差し支えない。 

(b) 日光のふく射は，ないものと仮定する。 

(c) 防熱材，支持構造等のホールドスペース内の構造物は，貨物液を吸収しないものと仮定する。 

(d) 同一区画内の気体及び液体は，同一温度と仮定する。 

(e) 貨物タンクの損傷時において，貨物タンク内気相部とホールドスペース内気相部の圧力は，大気圧に等しいと

仮定する。 

(f) 防熱材内部での気体移動はないものと仮定する。 

(g) 湿分の影響はないものと仮定する。 

(h) 貨物タンク損傷状態においても船体は，正立状態を保つものと仮定して差し支えない。 

(i) 塗装の影響はないものと仮定する。 

(4) 熱伝達計算の計算条件は，次の(a)から(h)に示すところによること。 

(a) 温度分布及び伝熱は定常状態として扱う。過渡状態は，考慮しなくて差し支えない。 

(b) 海水は，密度 1,025 kg/m3及び凝固点-2.5℃とするほかは，清水の物性を示すものと仮定する。 

(c) 貨物液は，均一温度と仮定する。 

(d) 各種境界壁の熱伝達率は，表 N4.19.1に示す数値を用いて計算することができるが，一般に公表されている伝

熱工学資料に示される実験式に基づいて計算を行っても差し支えない。この場合，ふく射による熱伝達も考慮

すること。 

(e) 温度分布検討対象の物体は，一般には方向性のない均質なものと仮定する。 

(f) 骨は，フィンとして扱って差し支えない。 

(g) 検討対象のホールドスペースの前後のホールドスペースが同一条件下にある場合，二次元問題として扱って

差し支えない。 

(h) 部材の温度は，板厚の中央の温度で表わし，個々の部材については，次の i)から iv)に示すところによる。 

i) 板に付く小骨の温度は，板の温度と同じものとするが，小骨の深さ方向の温度分布がわかっている場合に

は，その温度分布の面積平均として差し支えない。 

ii) 板又は小骨を支える大骨の温度は，ウェブについては，深さの中央における温度，また，面材については，

面材の温度とする。 

iii) 内殻と外殻を接続する部材，例えば肘板や撓板等の温度は，内殻温度と外殻温度の平均とする。 

iv) 肘板については，肘板の面積重心における温度とする。 
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表 N4.19.1 各種境界壁の熱伝達率 

境界壁 熱伝達率

（W/m2・℃） 

静止気体 ↔ 船体又は液体 5.8 

静止海水 ↔ 船体 116.3 

貨物蒸気 ↔ 空気に接する船体 11.6 

 

-2. 規則 N 編 4.19.1-3.の規定の適用上，座屈防止のために設ける肘板，桁板等のパネルブレーカや倒止肘板及びドッ

キングブラケットは，規定の適用対象外として差し支えない。 

-3. 前-2.の規定にかかわらず，上記の部材のうち縦強度部材及び深水タンク，水密隔壁の防撓材となるものは，規定の

適用対象とすること。 

-4. 規則 N編 4.19.1-6.の適用上，次の(1)から(3)による。 

(1) 規則 N編 4.19.1-6.に規定する「ヒーティング設備」は，当該設備のいずれかの部分において機械式又は電気式の構

成要素に単一の故障が生じた場合でも，理論的に必要な熱量の 100%以上を供給できるようなものとすること。 

(2) 前(1)の規定に適合するために，ヒーティング設備の構成要素（加熱装置，グリコール循環ポンプ，電気式の制御

盤，補助ボイラ等をいう。）を各々2 つ設ける場合，当該設備の少なくとも 1 つは，すべての電気式の構成要素が

非常用電源から給電されるものとすること。 

(3) 油炊きボイラのような一次的な熱源の二重化が実行可能でない場合，理論的に必要な熱量の 100%以上を供給する

ことができる電気式の加熱装置を備え，当該加熱装置に非常配電盤に専用に設けた個別の回路から給電すること

等を代替物とする提案が認められる。他の手段は，主管庁が適当と認めるところにより適切なリスクアセスメント

が行われた場合に限り，規則 N 編 4.19.1-6.(1)を満足するものとみなされる場合がある。なお，当該ヒーティング

設備の他のすべての電気式の構成要素には，前(2)の規定を適用する。 

N4.19.2 一次及び二次防壁の材料 

規則 N編 4.19.2-2.の規定により，規則 N編表 N6.3及び表 N6.4に規定される材料が，同表に定められた最低設計温度

より高い設計温度で使用される場合，その衝撃試験温度は，当該設計温度に応じて，規則 N 編表 N6.1 から表 N6.4の各

表でその設計温度に対応する衝撃試験温度として差し支えない。例えば，設計温度が-45℃で使用される 2.25%Ni 鋼の管

の場合，その衝撃試験温度は，-50℃とし，設計温度が-61℃で使用される 3.5%Ni鋼の板の場合は，その衝撃試験温度は，

-70℃として差し支えない。 

N4.19.3 貨物格納設備に使用される防熱材及びその他の材料 

-1. 規則 N 編 4.19.3-1.の規定の適用上，独立型タンク及び一体型タンクの防熱材は，防熱構造が実際に起こり得る強

制変形及び熱伸縮を受けた状態においても，防熱性能を低下させるような有害な欠陥を生じないものであること。 

-2. 前-1.に定める性能は，必要に応じて-3.に示す防熱材施工法試験において確認したものとすること。 

-3. 規則 N編 4.19.3-2.の規定の適用上，次の(1)及び(2)に定める検査を行うこと。 

(1) 防熱材は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認を受けなければなら

ない。この際に製造所における製造，貯蔵，取扱い，品質管理について定められた方法に基づき試験検査を行うも

のとする。 

(2) 防熱施工に関する検査は，次の(a)から(c)に示す試験及び検査を行うこと。 

(a) 防熱施工法試験 

実績のない防熱方式及び施工方式に対して，予め本会の承認を得た方案に基づいて施工法確認のための試験

を行う。この試験は，必要に応じて防熱材製造所又は造船所にて行うこと。 

(b) 防熱施工確認試験 

予め本会の承認を得た方案に基づき，防熱施工中の作業管理，作業環境管理及び品質管理状況を確認するため

の試験を行うこと。 

(c) 完成検査 

防熱施工後，寸法形状，外観等についてあらかじめ本会の承認を得た施工要領に基づいて検査を行うほか，規

則 N編 4.20.3-5.の規定に定める試験においても防熱性能を確認するものとすること。 

-4. 規則 N編 4.19.3-2.の規定の適用上，防熱材料の特性は，一般的には，表 N4.19.3に示すところに従って確認するも

のとすること。 
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-5. 前-4.に示すところによるほか，防熱方式によっては，本会は，追加の特性確認試験を要求することがある。 

-6. 前-4.に定める防熱材特性の確認試験において，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」

に基づいて承認された防熱材については，すでに本会により性能が確認されており，その性能がこの目的のために十分認

められる場合，当該項目の試験は省略して差し支えない。 

-7. 前-4.から-6.に該当しない防熱材については，次の(1)及び(2)に示すところによること。 

(1) 独立タンクの支持材に用いられる防熱材については，表 N4.19.3のメンブレン・セミメンブレンタンクの欄を適用

すること。 

(2) 規則 N 編 4.10.1 の規定に従って防熱材を設けることが要求されない貨物タンクに設ける防熱材については，防熱

方式に応じて規則 N編 4.19.3-2.の規定に定める特性のうち必要な特性についての資料を本会に提出すること。 

 

表 N4.19.3 貨物タンク型式と防熱材料の特性 

No. 確認項目 一体型 

タンク 

メンブレン． 

セミメンブレ

ンタンク 

独立型 

タンクタ

イプ A/B 

独立型 

タンクタ

イプ C 

備考 

1 貨物との適合性  ○1) ○1)   

2 貨物による溶解性  ○1) ○1)   

3 貨物の吸収性 □ ○1) ○1)   

4 収縮性  ○1) ○1)   

5 時効性 □ ○ ○1) □  

6 独立気泡率 △ △ △ △ 
独立気泡材料のみ

対象 

7 密度 ○ ○ ○ ○  

8 

機
械
的
性
質

 曲げ強度 ○ ○ ○ ○  

圧縮強度  ○    

引張強度 ○ ○ ○ ○  

せん断強度 ○ ○    

9 熱膨張性 □ ○ ○2) ○2)  

10 摩耗性  ○    

11 結合力 □ △ △1) □ 
接着使用される 

材料を対象 

12 熱伝導率 ○ ○ ○ ○  

13 耐振性 △ △ △1)  
規則 N編 4.19.3-7.も 

考慮を要する。 

14 
火災及び火炎に 

対する抵抗性 
○ ○ ○ ○ 

 

15 
疲労破壊に対する 

抵抗性 
 ○   

 

16 
き裂進展に対する 

抵抗性 
 △   

 

（備考）  

〇  : 確認試験を行ってこの特性を確認する必要のある項目  

△  : 材料の種類によっては確認試験を行う必要のある項目  

□  : この特性に関するデータを用意しておくのが望ましい項目  

（注）  

1) 防熱材が規則 N編 4.7.1の規定に定めるスプレーシールドとなる場合は，必要である。その他の場合では，この特性に

関するデータを用意する。  

2) 貨物タンクの設計温度が-10℃より高い場合は，一般には不要である。   
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N4.20 建造過程  

N4.20.1 溶接継手の設計  

-1. 規則 N編 4.20.1-1.の適用上，主要なタンク板のコーナー部（すなわち，タンク側板とタンク底板又はタンク頂板の

コーナー部（斜板がある場合はこれを含む）並びにタンクの前後端隔壁とタンク底板，タンク頂板又はタンク側板のコー

ナー部（斜板がある場合はこれを含む））は溶接により形成してはならない。タンクのコーナー部はタンク表面に沿って

湾曲させた板により形成し，板同士の継手は面内突合せ溶接とすること。サクションウェル，サンプ，ドーム等のその他

の局所的な構造については完全溶込み溶接とした T継手を用いて差し支えない。 

-2. 規則 N編 4.20.1-1.の規定にいう「ドームに設けられる小さな貫通部」とは，MARVS が 0.07 MPa 以下の貨物タンク

の場合であって，ドームに比べて十分小さい通常の貨物管又はこれと同等程度の大きさのその他の貫通部をいう。 

-3. 前-2.に定める貫通部の溶接については，完全溶込み型の溶接としなくて差し支えないが，適当に開先をとったもの

とすること。この場合，外径が 100 mm を超える貫通部については，全線に対して，外径が 100 mm 以下の貫通部につい

ては，適宜抜取りで適当な非破壊検査を行うこと。 

-4. 規則 N 編 4.20.1-2.(1)の規定にいう「非常に小さいプロセス用圧力容器」とは，工作上，裏当金の除去が困難なほ

ど小さいプロセス用圧力容器をいう。 

-5. 規則 N編 4.20.1-2.(1)の適用上，溶接施工法承認試験の結果に基づき，主管庁又は本会が承認した場合，バイロ

ーブタンクにおけるタンク外板と中心線隔壁の継手に完全溶込み溶接とした十字継手を用いて差し支えない。（図

N4.20.1-1.参照） 

図 N4.20.1-1.  

 
 

N4.20.3 試験  

-1. 規則 N 編 4.20.3-2.の規定の適用上，規則 N編 4.21 から 4.26 の規定による水圧又は水圧-空気圧試験において貨物

タンクの漏洩が検査できない場合には，貨物タンクの漏洩試験を別個に行い，この試験は貨物タンクの MARVS 以上の圧

力で行う気密試験とする。 

-2. 規則 N 編 4.20.3-3.の規定の適用上，少なくとも適切な方法により個々の貨物格納設備の設計に応じて要求される

ガス密レベルが確保されていることを確認すること。ただし，二次防壁のガス密レベルを確認する方法として，微差圧試

験を採用してはならない。接着型の二次防壁については，初回のクールダウンの実施前及び実施後にガス密レベルの確認

を行ない，就航後の検査において参照するために計測された諸数値を記録すること。なお，あらかじめ承認された試験方

案に記載のある許容基準を満足しない場合には，その原因を調査の上，サーモグラフィー試験，アコースティックエミッ

ション試験等の追加の試験を行うこと。 

-3. 規則 N 編 4.20.3-4.の規定の適用上，同一造船所で建造される同一設計とみなし得る貨物タンクについて，以前に

建造された貨物タンクで応力計測を行い，設計応力との良好な対応が確認されている場合は，それ以降に建造される貨物

タンクについてのこの計測装置の設置を省略して差し支えない。 

-4. 規則 N 編 4.20.3-5.及び同 5.13.2-5.の規定に基づき，次の(1)及び(2)に示す試験を本会検査員立会の下に行って貨物

格納設備及び貨物取扱い機器等の性能を確認すること。 

(1) ガストライアル 

表 N4.20.3-1.に示す項目について，全ての工事が完了した後に，適当量の貨物液を用いて貨物格納設備，貨物取扱

い機器及び計測装置の性能を確認する試験を行うこと。ただし，オペレーション上，クールダウンを行う必要が無

く，また，規則 N編 7.1.1に規定される方法により貨物の圧力・温度制御を行う必要が無い貨物タンクにおいては，
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貨物タンク建造者が初めて建造する貨物タンクである場合を除き，表 N4.20.3-1.の項目 5.及び 6.に掲げる試験対象

機器の性能について，製造工場または造船所において代替の媒体による作動試験等により確認することを条件に，

ガストライアルの省略を認めることがある。 

(2) 貨物満載試験 

以下の(a)から(c)に示す項目について，すべての工事が完了した後，計画した貨物を満載した状態で貨物格納設備，

貨物取扱い機器及び計測装置が計画された条件を満足していることを確認するための試験を行う。また(d)に示す

書類を本会検査員に提出すること。(a)及び(c)に示す項目については，貨物満載試験時に実施することが規定され

ている項目を除き，貨物満載試験の一部の試験項目をガストライアル時に行っても差し支えない。 

(a) 積荷作業時 

積荷作業の後半に重点を置いて確認すること。 

i) 試験中に緊急遮断装置が十分機能すること 

ii) ガス検知装置の正常作動 

iii) 貨物タンクの圧力監視装置の正常作動 

iv) インタバリアスペース及び防熱スペースの圧力監視装置の正常動作（設備されている場合） 

v) 貨物タンクの温度指示装置の正常作動 

vi) 貨物タンクの液面指示装置の正常作動 

vii) インタバリアスペース及び船体内殻の温度指示装置の正常動作（設備されている場合） 

viii) 貨物圧縮機の正常作動 

ix) イナートガス発生装置の正常作動（作動している場合） 

x) 窒素発生装置の正常作動（作動している場合） 

xi) 防熱スペース等の窒素圧力制御装置の正常作動（設備されている場合） 

xii) 再液化装置の正常作動（設備されている場合） 

xiii) 貨物蒸気の燃焼装置（ボイラ，機関，ガス燃焼装置等）の正常作動 

xiv) 甲板上の貨物管装置の状態（伸縮継手及び支持装置を含む） 

xv) 弁，取付け物及び貨物又は蒸気を取扱うための関連の設備を含むすべての管装置について規則 N編 5.13.2-

5.に定める使用試験 

xvi) 船長に荷揚港までの満載航行中に船体及び防熱材の表面のコールドスポット検査を実施しログブックに

記録することを助言する 

xvii) 船長に満載航行中に貨物液を使用して高位液面警報装置の試験を実施し，ログブックに記載することを

助言する（実施可能な貨物の場合） 

xviii) 定格積込速度 

(b) 満載後の貨物タンク及びその他の貨物格納設備の状況 

この試験は，同一造船所及び同一タンク建造所により建造され，この試験が行われた船舶と同一仕様とみなし

得る貨物格納及び移送設備を有する船舶においては，本会検査員の立会を省略することがある。 

i) 貨物タンク及び支持構造の状況 

ii) 貨物タンク隣接船体構造（コールドスポット） 

iii) 貨物タンク及び支持構造の防熱材性能（コールドスポット） 

iv) ホールドスペース内雰囲気 

(c) 荷揚作業時 

荷揚作業の前半に重点を置いて確認すること。 

i) 甲板上の貨物管装置の状態（伸縮継手及び支持装置を含む） 

ii) 荷揚げ開始前に緊急遮断装置の試験についてログブックへの記載を確認する 

iii) 各種貨物関連装置ログ，圧力監視装置，温度指示装置，液面指示装置の警報記録の確認* 

iv) 貨物圧縮機の正常作動 

v) 貨物ポンプの正常作動 

vi) イナートガス発生装置の正常作動（作動している場合） 

vii) 窒素発生装置の正常作動（作動している場合） 

viii) 防熱スペース等の窒素圧力制御装置の正常作動（設備されている場合） 
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ix) 再液化装置の正常作動の記録の確認（設備されている場合）* 

x) 貨物蒸気の燃焼装置（ボイラ，機関，ガス燃焼装置等）の正常作動の記録の確認 

xi) メンブレンタンクを備える船舶にあっては，使用されている鋼材について許容されている使用温度を下

回っていないことを検証するため，コファダム及び内殻の温度計測記録を確認する* 

xii) コファダムの加熱装置の正常作動（作動している場合）* 

xiii) コールドスポット検査のログブックへの記載の確認* 

xiv) 貨物液を使用した高位液面警報装置の試験のログブックへの記載の確認* 

xv) 揚荷速度 

* この項目はガストライアル時ではなく，貨物満載試験時に実施すること 

(d) 船長に依頼する資料 

以下の項目について，十分に機能していること確認するため，次の資料を提出すること。 

i) 貨物タンクの圧力及び温度の推移 

ii) インタバリアスペース及び防熱スペースの圧力及び温度分布並びに船体内殻の温度分布の推移（設備さ

れている場合） 

iii) コファダムの加熱装置の性能の推移（設備されている場合） 

iv) 窒素の消費量の推移及び異常の有無 

v) ガスに関する警報の一覧（作動した場合） 

vi) コールドスポットの検査記録 

vii) 高位液面警報装置及びオーバフィル警報の作動 

-5. 前-4.に定めるガストライアル及び貨物満載試験に使用する実貨物液及びガスの種類は，貨物格納，移送設備，再液

化装置等の設計条件上，最も厳しい条件を再現できるものとし，次の(1)及び(2)に示す事項に考慮を払うこと。 

(1) 設計温度に関する確認は，設計温度を決定する基となった貨物をできる限り設計使用温度に近い温度まで冷却し

た状態で再現して行うこと。 

(2) 腐食性又は高度の毒性等に基づいた設計条件については，構造材料を含めた構造及び設備の適合性を示す有効な

実験データ及び資料提出が行われている場合は，ガストライアルにおいてこれらの貨物による確認の省略を認め

ることがある。 

-6. 前-4.に示すガストライアル及び貨物満載試験に使用する実貨物液及びガス量は，前-4.に定める諸試験を行うのに

十分な量とすること。ただし，当該貨物による高位液面警報装置の試験が実施困難な場合には，最初の実施可能な機会に

実施すること。その場合には，試験の実施後に最初に行われる規則 B編 1.1.3-1.に規定する年次検査までにログブック及

び関連記録を確認する。 

-7. 前-4.(2)に示す貨物満載試験は，前-4.(1)に示すガストライアル時に同時に行っても差し支えない。 

-8. 規則 N 編 4.20.3-7.に規定する貨物タンクの隣接船体構造のコールドスポット検査は，メンブレンタンク，セミメ

ンブレンタンク及び内部防熱方式タンク並びに必要な場合，独立型タンクに対して前-4.に定める貨物満載試験時に行う

こと。 
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表 N4.20.3-1. ガストライアルの試験項目 

項目 ◎本会検査員立会 

○記録提出 

主たる試験対象機器 主たる確認内容 

1.ドライニング試験 ○ ・イナートガス発生装置 ・露点 

   ・乾燥度の経時変化 

（貨物タンク内，ホールドスペース内） 

2.イナーティング試験 ○ ・イナートガス発生装置 ・イナートガス発生装置の運転状態 

   ・貨物タンク内雰囲気計測 

3.貨物ガスによるイナート

ガスパージ試験 

◎／○ ・貨物蒸発器 

・圧縮機 

・貨物タンク内 O2／貨物ガス温度経時変

化 

   ・貨物ガス（又は液）供給量 

   ・蒸発器性能 

   ・圧縮機性能 

4.クールダウン試験 ◎／○  

 

・貨物タンク温度降下曲線 

   ・ホールド内検／タンク防熱状況 1)（クー

ルダウン終了時） 

  ・スプレーポンプ ・スプレー管系の冷却状態 

  ・圧縮機 ・貨物液，ガス管系の冷却状態 

  ・貨物液，ガス管系 ・スプレーポンプ性能 

  ・貨物タンク温度計 ・貨物消費量 

  ・スプレー管系 ・圧縮器性能（陸上戻しガスの特性） 

   ・貨物タンク温度／圧力 

   ・貨物タンク収縮量 2) 

5.貨物液積込試験 ◎／○ ・圧縮機 ・貨物タンク温度／圧力／液面 

  ・積荷関連液，ガス管系 ・ホールドスペース温度／圧力 

  ・液面計／温度計 ・マニホールド部の貨物液，ガスの温度／

圧力 

   ・貨物液，ガス管系の使用状態 

6.貨物ポンプ作動試験 ◎／○  ・貨物ポンプ吐出圧／電流値 

  ・全貨物ポンプ ・貨物タンク液面／圧力 

   ・ストリッピング状態 

7.圧力／温度 

制御装置作動試験 

◎／○ ・制御装置の形式により

異なる 

・同左 

（注）  

1) 本会は，防熱材の品質管理状況及び建造実績を考慮して省略を認めることがある。  

2) 独立型タンクの場合のみを確認する。  
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N4.21 独立型タンクタイプ A 

N4.21.2 構造解析  

規則 N編 4.21.2-2.の規定の適用上，荷重及び船体変形については，次の(1)から(3)を考慮すること。 

(1) 波浪による縦曲げモーメント及び静水中縦曲げモーメントにより生じる船体変形 

(2) 支持構造の方式により必要な場合，波浪による水平曲げモーメント及びねじりモーメントにより生じる船体変形 

(3) 規則 N編 4.28.1の規定に定める内圧 

N4.21.3 最終設計条件  

-1. 規則 N編 4.21.3-1.の規定にいう「規範的な船体構造強度評価と等価な評価」とは，規則 C編 2-9編 6 章の規定に

従うことをいう。 

-2. 規則 N 編 4.21.3-1.の規定の適用上，一次部材に関する詳細な応力計算を行う場合の等価応力𝜎𝑐に対する許容応力

は，表 N4.21.3-1.に示すところによること。 

 

表 N4.21.3-1. 一次等価応力に対する許容応力 

フェライト鋼 オーステナイト鋼 アルミニウム合金 

0.79𝑅𝑒 0.84𝑅𝑒 0.79𝑅𝑒 

0.53𝑅𝑚 0.42𝑅𝑚 0.42𝑅𝑚 

（備考） 

各々の材料に対して上記値のいずれか小さい方の値とす

る。𝑅𝑒及び𝑅𝑚は，規則 N編 4.18.1(3)の規定に定めるところ

による。 

 

N4.21.5 試験  

-1. 規則 N編 4.21.5及び 4.22.6の規定の適用上，貨物タンクの水圧又は水圧-空気圧試験は，次の(1)及び(2)に示すとこ

ろにより実際の荷重状態（静荷重+動荷重）を模擬して行うこと。 

(1) 貨物タンクの試験 

水頭及び空気圧で貨物の静圧，船体運動による加速度及び蒸気圧を含む内圧を模擬する水圧-空気圧試験（図

N4.21.5-1.，図 N4.21.5-2.及び図 N4.21.5-3.参照） 

(2) 支持構造の荷重試験 

水の重量のみで貨物の重量及び船体運動による加速度により生じる荷重を模擬する水圧試験（図 N4.21.5-4.参照） 

-2. 前-1.(1)及び(2)に定める各試験は，それぞれ別個に行って差し支えない。 

-3. 前-1.(2)に定める試験は，同一製造所で建造された同一型式とみなし得る貨物タンク及び支持構造の場合，本会が

差し支えないと認めれば，2 番目以降に建造される貨物タンク及び支持構造について試験の実施を省略できる。 
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図 N4.21.5-1. 方形タンクの内圧分布の模擬 

 

 
 

図 N4.21.5-2. 球形タンクの内圧分布の模擬 

 

 

図 N4.21.5-3. 圧力荷役状態の内圧分布の 
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図 N4.21.5-4. 支持構造の荷重状態の模擬 

 

 

備考：  

𝑉：水圧 H に対する貨物タンク容積  

𝑣：水圧 h に対する貨物タンク容積  

𝑣 ≥ 𝛾(1+ 𝑎𝑧) 𝑉とする。  

 

〈図 N4.21.5-1.から図 N4.21.5-4.までの記号の説明〉  

―――：実際に遭遇すると予想される最大荷重状態  

---------：上記を可能な限り模擬した試験圧力状態（𝑃0
″ >P0又は𝑃0

″ >𝑃0
′で，かつ，可能な限り A2+A3>A1となるように𝑃0

″及び hを

選ぶ。）  

𝐻 ：  タンク深さ  

ℎ ：  試験時水頭  

𝛾 ：  貨物比重  

𝑎𝑧 ：  上下方向最大加速度（無次元）  

𝑃0  ：  通常航海時の設計蒸気圧  

𝑃0
′
 ：  港内圧力荷役時の設計蒸気圧  

𝑃0
″ ： 試験時空気圧  

 

N4.22 独立型タンクタイプ B 

N4.22.2 構造解析  

規則 N編 4.22.2の規定の適用については，次の(1)から(9)に示すところによること。 

(1) 貨物タンクを構成する主要構造は，立体骨組構造解析又は，有限要素法等により解析されること。この場合，解析

対象範囲には，船体の局部構造及び支持構造を含め，また，船体の垂直，水平曲げ及びねじりモーメントによる船

体変形並びに局部的な船体変形を考慮すること。 

(2) 貨物タンクを構成する主要構造部材は，有限要素法によりその詳細部まで応力計算を行うこと。ただし，これと同

等な結果が得られると認められる場合は，骨組構造解析によって差し支えない。 

(3) 前(1)及び(2)において，規則 N 編 4.22.2-2.の規定に定める船体と貨物タンクとの相互作用力の計算に必要な各種動

的荷重は，原則として規則 N編 4.14.1，同 4.18.2及び同 4.22.2-3.の規定に従って長期予測を行い，本会が適当と認

める発現確率における最大期待値とすること。この荷重による動的応力（𝜎𝑑𝑦𝑛）は，相互の位相差を規則 N編 4.17.3

の規定に従って評価し，動的応力を含む全応力は，この動的応力と静的応力（𝜎𝑠𝑡）を加え合わせたものとする。た

だし，貨物タンク内荷重は，規則 N編 4.14.1，同 4.18.2及び同 4.22.2-3.の規定により直接計算した加速度の長期予

測値を用いて，規則 N編 4.28.1-2.の規定に定める内圧として考慮して差し支えない。 

(4) 貨物タンク板及びタンク板付き防撓材の寸法は，その応力分布及び応力の形態を考慮して，本会の適当と認めると

ころによる。 

(5) 貨物タンク内に隔壁を設ける場合，隔壁板及び隔壁板付き防撓材の寸法は，本会の適当と認めるところによる。 
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(6) 貨物タンクの強度部材は，高応力部又は応力集中部の母材及び溶接継手部について疲労強度解析を行うこと。S-N

曲線は，次の(a)から(f)に掲げる事項を考慮した実験により求めること。 

(a) 実験片の形状及び寸法 

(b) 応力集中と切欠き強度 

(c) 応力の形態 

(d) 平均応力 

(e) 溶接条件 

(f) 環境温度 

(7) 二次防壁の設計基準に関連し，規則 N 編 4.22.2-1.の規定に定めるき裂進展解析を行い，想定した初期き裂が定期

間において限界き裂長さに達しないことを確認し，この解析により得たき裂長さに基づいて貨物漏洩量を算出す

ること。 

(8) 貨物タンク板の圧縮座屈，防撓桁の横倒れ座屈，せん断座屈，倒止肘板の曲げ座屈等について，十分な強度を有す

ることを確認すること。 

(9) 応力解析の精度は，規則 N編 4.20.3-4.の規定に従って，モデルタンクテストあるいは，実船の圧力試験時に応力計

測を行って確認すること。 

N4.23 独立型タンクタイプ C 

N4.23.1 設計原則  

-1. 規則 N編 4.23.1の規定の適用上，貨物タンクの内圧による寸法，形状及び開口の補強については，規則 D編 10章

の第一種圧力容器の規定を適用すること。 

-2. 本編の要件に適合する必要が無いとされた貨物であって，1.0 を超える比重の貨物を独立型タンクタイプ C に積載

する場合，次の最大動的圧力𝛥𝑃による一次膜応力の両振幅𝛥𝜎𝑚が，規則 N 編 4.23.1-2.で規定する動的膜応力の許容両振

幅𝛥𝜎𝐴を超えないことを検証すること。 

𝛥𝑃 =
𝜌

1.02 × 105 (𝛼𝛽1𝑧𝛽1 − 𝛼𝛽2𝑧𝛽2)  (𝑀𝑃𝑎 ) 

ここで𝜌，𝛼𝛽，𝑧𝛽は，規則 N編 4.28.1-2.に定めるところによる。 

𝛼𝛽1及び𝑧𝛽1は，規則 N編 4.28.1-2.に規定する動的液圧(Pgd)maxが最大となる𝛼𝛽及び𝑧𝛽の値 

𝛼𝛽2及び𝑧𝛽2は，規則 N編 4.28.1-2.に規定する動的液圧(Pgd)maxが最小となる𝛼𝛽及び𝑧𝛽の値 

最大動的圧力𝛥𝑃の検証において，圧力は加速度楕円の全範囲にわたり評価すること。（規則 N編図 N4.1から図 N4.3

参照） 

N4.23.3 最終設計条件  

-1. 規則 N 編 4.23.3-1.の規定の適用上，独立型タンクタイプ C の支持構造部におけるタンクの補強構造の周方向応力

は次の(1)から(4)により評価すること。 

(1) サドルによって支持される炭素-マンガン鋼の水平円筒形タンクにおいて，有限要素法を用いた場合の補強構造の

等価応力は次式を満足すること。 

𝜎𝑒 ≤ 𝜎𝑎𝑙𝑙 

𝜎𝑎𝑙𝑙 = min(0.57𝑅𝑚;0.85𝑅𝑒) 

𝜎𝑒 = √(𝜎𝑛 + 𝜎𝑏)2 + 3𝜏 2 

𝜎𝑒：等価応力（N/mm2） 

𝜎𝑛：補強構造円周方向の直応力（N/mm2） 

𝜎𝑏：補強構造円周方向の曲げ応力（N/mm2） 

𝜏：  補強構造のせん断応力（N/mm2） 

Rm及び Reは規則 N編 4.18.1(3)の定義による。 

等価応力𝜎𝑒は，補強構造の全範囲について，十分な数の荷重ケースを含めて計算すること。 

(2) 補強構造のモデル化にあたっては次の(a)及び(b)によること。 

(a) 補強構造は関連する胴板より構成されるもので，もしある場合，ウェブ，面材及び当板を含んで，円周上の梁

とみなすこと。また板の有効幅は次の i)及び ii)によること。 

i) 円筒形タンク外板の場合 
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有効幅（mm）は桁の各側において 0.78√𝑟𝑡以下。もしある場合，その距離内の当板も含めて差し支えな

い。 

r = 円筒形タンク外板の平均半径（mm） 

t = タンク外板板厚（mm） 

ii) ローブタンクにおける縦通隔壁の場合 

有効幅（mm）は確立された標準により決定すること。参考値として，桁の各側において 20tb として差し

支えない。 

tb = 隔壁板厚（mm） 

(b) 補強構造の各側には，タンクのせん断力からの二次元せん断流理論により決定されるせん断応力による円周

上の荷重が作用するものとする。 

(3) 支持構造の反力を計算する際，次の(a)及び(b)の要素を検討に含めること 

(a) 支持材料の弾性（木材もしくは同様材料の中間層） 

(b) 次の i)及び ii)によるタンクと支持構造間の接触面変化及び釣り合い反力の変化 

i) タンクの熱収縮 

ii) タンク及び支持材料の弾性変形 

支持構造の最終荷重分布において，引張り荷重を示してはならない。 

(4) 補強構造の座屈強度を検討すること。 

-2. 規則 N編 4.23.3-2.の規定にいう「一般的に受け入れられている圧力容器の座屈理論に基づく計算」とは，JIS，ASME

等の規格に基づく計算をいう。また，設計外圧 Pe のうち，P4 は，貨物タンクの配置に応じて，規則 C 編 1 編 4.4.2.7，

4.4.2.8及び 4.9.2.2の規定を準用して算出したものとすること。 

N4.23.6 試験  

-1. 規則 N編 4.23.6-1.の規定にいう「単純な円筒形又は球形の圧力容器」とは，十分な実績のある支持構造を有する円

筒形又は球形の圧力容器をいう。過大な曲げ応力を生ぜしめる支持構造や双円筒形のような特殊な形状のタンクにおい

ては，プロトタイプテストによる歪計測により応力状態を確認する。 

-2. 規則 N編 4.23.6-4.の規定にいう「必要な場合」とは，貨物タンク頂板まで漲水した場合，船台又は船体構造がこの

水圧荷重に耐えられない場合及び水圧試験を行うことにより設計荷重を大きく上回る過大な荷重が貨物タンクの部材又

はその隣接構造にかかると想定される場合をいう。 

-3. 規則 N編 4.23.6-6.の規定の適用上，漏洩試験は圧力容器の MARVS 以上の圧力で行う気密試験とする。 

N4.24 メンブレンタンク 

N4.24.1 設計原則  

規則 N編 4.24.1-4.のただし書きの規定により，設計蒸気圧を 0.025MPa より高い圧力とする場合，規則 N編 4.24.8-1.で

規定するモデルテストにおいてもこの蒸気圧を考慮したものとすること。この場合，隣接船体構造の溶接及び構造詳細に

ついては，応力集中について特別の考慮を払うこと。 

N4.24.2 設計検討事項  

-1. 規則 N編 4.24.2-1.の規定の適用上，メンブレン及び防熱材の塑性変形及び疲労に関する検討は，規則 N編 4.11か

ら 4.15の規定に定めるすべての静的及び動的応力並びに熱応力を考慮すること。 

-2. 前-1.に示す検討は，実船に対する寸法効果，材料，工作精度のばらつき等の影響を考慮したタンク，二次防壁，防

熱構造及びタンク支持構造要素を組み合せたモデルについて疲労試験を行って確認するものとすること。この試験は，規

則 N編 4.24.8-1.の規定に定める試験の一環として行うこと。 

N4.24.3 荷重及び荷重組合せ 

規則 N編 4.24.3の規定によるタンクの完全性の喪失についての検討は，次の(1)及び(2)に定めるところによること。 

(1) インタバリアスペースの過圧及びタンク内の負圧については，メンブレンのプロトモデルに対して破裂試験等を

行ってメンブレンの最終強度を確認すること。 

(2) スロッシング荷重については，本会が必要と認めた場合，メンブレンのプロトモデルに対して，衝撃実験等を行っ

てメンブレンの耐衝撃強度を確認すること。 
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N4.24.4 構造解析  

規則 N編 4.24.4-2.の規定の適用上，メンブレンタンクに隣接する船体構造は，規則 C編 1編 6章の規定による他，必

要がある場合は，メンブレンタンクの構造強度上，船体構造の応力を制限することを考慮しなければならない。メンブレ

ン，メンブレン支持構造及び防熱材の許容応力は，材料の機械的性質，建造実績，製品仕様及び品質管理状況に応じてそ

の都度定める。 

N4.24.8 設計段階における試験 

規則 N編 4.24.8-1.の規定に定める試験は，一次防壁，防熱構造及び二次防壁を組み合せたモデルについて行うこと。試

験体及び試験方法は，タンク方式ごとにその都度検討の上定めるものとする。 

N4.24.9 試験  

-1. 規則 N編 4.24.9-1.の規定にいう「本会が適当と認める水圧試験」とは，規則 B編表 B2.7第 10 項(1)の規定による

水圧試験をいう。この場合，バラストタンク，コファダム等の船体構造側から水圧を加えて差し支えない。 

-2. 規則 N編 4.24.9-2.の規定にいう「メンブレンを支持するすべてのホールド構造」の漏洩試験は，規則 B編表 B2.7

第 10 項(1)の規定に定めるところによる。 

N4.25 一体型タンク  

N4.25.1 設計原則  

規則 N 編 4.25.1(1)のただし書きの規定により，設計蒸気圧を 0.025 MPa より高い圧力とする場合，貨物タンクの溶接

及び構造詳細については，応力集中について特別の考慮を払うこと。 

N4.25.3 最終設計条件  

規則 N編 4.25.3-2.の規定の許容応力は，規則 C編 1編 8.6.1.2に示すものをいう。 

N4.25.5 試験  

規則 N編 4.25.5の規定の適用上，一体型タンクの水圧試験は，規則 B編表 B2.7第 10 項(1)の規定によること。ただし，

MARVS が 0.025 MPa を超えるか，積載貨物の比重が 0.6 を超える貨物タンクの場合は，N4.21.5-1.に定める試験に準ずる

ものとして差し支えない。 

N4.26 セミメンブレンタンク 

N4.26.1 設計原則  

-1. 規則 N 編 4.26.1-3.の規定の適用上，貨物タンク主要構造部材については，規則 N編 4.3 の規定に定める荷重を考

慮して応力解析を行うこと。この場合，許容応力については，規則 N編 4.22.3-1.の規定を準用すること。 

-2. 前-1.に示す応力解析について，本会が必要と認めた場合，応力解析の精度を確認するためにモデルテスト又は貨物

タンク圧力試験時に応力計測を要求することがある。 

N4.28 4章の指針  

N4.28.1 静的設計における内圧計算の要領 

-1. 規則 N 編 4.28.1-3.の規定にいう「同等な他の計算方法」として，次の(1)から(3)に示すところによって差し支えな

い。 

(1) 方形タンクの場合，タンク板上の任意の点 jの水頭は，次の式による。 

ℎ𝑗 = ℎ𝑗.𝑠𝑡 + ℎ𝑗.𝑑𝑦𝑛           (𝑀𝑃𝑎)  

ℎ𝑗.𝑠𝑡 =
𝑃0 + 𝜌. 𝑧𝑗

1.02 × 105          (𝑀𝑃𝑎 ) 

ℎ𝑗.𝑑𝑦𝑛 =

𝜌√(𝑥𝑗𝑎𝑥)2 + (𝑦𝑗𝑎𝑦)2 + (𝑧𝑗𝑎𝑧)2

1.02 × 105  

P0及び𝜌は，規則 N編 4.28.1に定めるところによる。 

𝑎𝑥, 𝑎𝑦及び𝑎𝑧は，規則 N編 4.28.2に定めるところによる。 

𝑥𝑗 , 𝑦𝑗及び𝑧𝑗（m）は，図 N4.28.1-1.に示すところによる。 
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(2) 球形タンクの場合，タンク板上の任意の点における圧力 P（𝛷, 𝛩）は，次の(a)及び(b)で与える算式による。 

(a) 

𝑃(𝛷, 𝛩) = 𝑃(𝛷, 𝛩)𝑠𝑡 + 𝑃(𝛷, 𝛩)𝑑𝑦𝑛(𝑀𝑃𝑎) 

𝑃(𝛷, 𝛩)𝑠𝑡 = 𝑃0 +
𝜌𝑅(1 − cos𝛷)

1.02 × 105  (𝑀𝑃𝑎 ) 

𝑃(𝛷, 𝛩)𝑑𝑦𝑛 = √𝑃1
2 + 𝑃2

2 + 𝑃3
2    (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃1 =
𝜌𝑅(√1 + 𝑎𝑥

2 − 𝑎𝑥sin𝛷cos𝛩 − 1)

1 .02 × 105 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃2 =

𝜌𝑅(√1 + 𝑎𝑦
2 − 𝑎𝑦sin𝛷sin𝛩 − 1)

1.02 × 105  (𝑀𝑃𝑎 ) 

𝑃3 =
𝜌𝑅𝑎𝑧(1 − cos𝛷)

1.02 × 105     (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃0 , 𝜌, 𝑎𝑥, 𝑎𝑦及び𝑎𝑧：前(1)に定めるところによる。 

𝑅：球の内半径（m） 

𝛷及び𝛩：図 N4.28.1-2.に示すところによる。 

(b) 前(a)により定める値にかかわらず，Pの値は，次の値より小としてはならない。 

𝑃(𝛷, 𝛩)min = 𝑃0 +
𝜌𝑅(1 + 𝑎𝑧)(1 − cos𝛷)

1.02 × 105 (𝑀𝑃𝑎 ) 

𝑃0, 𝑃, 𝑅及び𝑎𝑧：前(1)に定めるところによる。 

(3) 船の長さ方向に沿って水平に設置された円筒形タンクの場合，タンク板上の任意の点における圧力 P（𝑥𝑗 , 𝛷）は次

の(a)及び(b)で与える算式による。 

(a) 

𝑃(𝑥𝑗 , 𝛷) = 𝑃(𝑥𝑗 , 𝛷)𝑠𝑡 + 𝑃(𝑥𝑗 , 𝛷)𝑑𝑦𝑛 (𝑀𝑃𝑎 ) 

𝑃(𝑥𝑗 , 𝛷)𝑠𝑡 = 𝑃0 +
𝜌𝑅(1 − cos𝛷)

1.02 × 105 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃(𝑥𝑗 , 𝛷)𝑑𝑦𝑛 = √𝑃1
2 + 𝑃2

2 + 𝑃3
2  (𝑀𝑃𝑎 ) 

𝑃1 =
𝜌𝑥𝑗𝑎𝑥

1.02 × 105   (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃2 =

𝜌𝑅(√1 + 𝑎𝑦
2 − 𝑎𝑦sin𝛷 − 1)

1.02 × 105 (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃3 =
𝜌𝑅𝑎𝑧(1 − cos𝛷)

1.02 × 105  (𝑀𝑃𝑎) 

𝑃0, 𝜌, 𝑎𝑥, 𝑎𝑦及び𝑎𝑧：前(2)の定めるところによる。 

𝑅：円筒の内半径（m） 

𝛷及び𝑥𝑗：図 N4.28.1-3.に示すところによる。 

(b) 前(a)により定められる値にかかわらず，Pの値は，次の値未満としてはならない。 

𝑃(𝑥𝑗 , 𝛷)min = 𝑃0 +
𝜌𝑅(1 + 𝑎𝑧)(1 − cos𝛷)

1.02 × 105   (𝑀𝑃𝑎 ) 
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図 N4.28.1-1. 

 

 

 

図 N4.28.1-2. 

 

 
 

 

図 N4.28.1-3. 
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N5 プロセス用圧力容器並びに液，蒸気及び圧力用管装置 

N5.1 一般  

N5.1.1 一般  

-1. 規則 N 編 5.1.1 の規定の適用上，「プロダクト用及びプロセス用管装置」とは，貨物の荷役作業，冷却，加熱及び

ボイルオフガスの処理，処分等に使用され，貨物に触れることのある管装置をいう。貨物に直接触れることのない冷媒用

の管装置は含まれない。 

-2. 前-1.にいう管装置には，規則 N 編 5 章の規定のほか，管装置の重要性等を考慮して本会が必要と認めた場合，規

則 D編の適用を要求する場合がある。 

N5.1.2 プロセス用圧力容器 

-1. 規則 N 編 5.1.2 の規定の適用上，「プロセス用圧力容器」とは，貨物の荷役作業，冷却及びボイルオフガスの処理

等に使用され，貨物を内部に一時的に保有することのある圧力容器をいい，熱交換器を含む。貨物の入ることのない冷媒

用の圧力容器並びに貨物ポンプ，圧縮機及び弁の受圧部は含まない。 

-2. 前-1.に示すプロセス用圧力容器のうち，貨物を貯蔵することのないものについては，規則 N編 4章の規定のうち，

4.23.2，4.23.3-2.，4.23.3-1.，4.3.5，4.19.2，4.20.1，4.23.6，4.20.3-2.及び 4.23.7の規定のみを適用する。 

N5.2 装置の要件  

N5.2.2 配置  

-1. 規則 N編 5.2.2-1.(1)にいう「貨物又は貨物蒸気が当該連結管を通じて他の管装置に流入しないような予防措置」と

は，貨物又は貨物蒸気用管装置とイナートガス管等の貨物操作に必要な管装置との連結管にねじ締め逆止弁と逆止弁を

設けること又は眼鏡フランジと止め弁を設けることをいう（図 N5.2.2-1.参照）。 

-2. 前-1.に定めるねじ締め逆止弁は，逆止弁と止め弁に替えて差し支えない。また，眼鏡フランジは，スプールピース

に替えて差し支えない。 

-3. 規則 N編 5.2.2-1.(3)に規定される垂直トランクは，次の(1)から(7)に定めるところによる。 

(1) 当該トランク内の交通孔は，規則 N編 3.5.3の規定を満足すること。 

(2) 当該トランク内のビルジ排出装置は，規則 N編 3.7.2，3.7.3及び 3.7.4の規定を満足すること。 

(3) 当該トランクには，規則 N編 8.2.2の規定を満足するベント管装置を設けること。 

(4) 当該トランクには，規則 N編 9.2.2の規定を満足するイナーティング装置を設けること。 

(5) 当該トランク内の電気設備は，規則 H編 4.2.4の該当規定を満足すること。 

(6) 当該トランクには，規則 N編 12.2の規定を満足する通風装置を設けること。 

(7) 当該トランクには，規則 N編 13.6.2の規定を満足するガス検知装置を設けること。 

 

図 N5.2.2-1. 

 

 

-4. 規則 N編 5.2.2-2.の規定にいう「液体貨物を排出するための適当な措置」とは，貨物タンク若しくは貨物液管又は

他のドレンタンクに導く残液排出管をいう。 

-5. 規則 N編 5.2.2-4.の規定にいう「ベント装置内に流入する液体貨物を検知し，かつ，処理する設備を設ける」とは，

次の(1)及び(2)によることをいう（図 N5.2.2-2.参照）。 

(1) 液体貨物の処理設備として，次の(a)から(c)に示すところにより定められる以上の容量の処理タンクを設けること。

この処理タンクの材質は，貨物液管と同等又はこれ以上の材質のものとし，圧力式貨物タンクの場合は，膨張及び
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気化による温度低下を考慮したものとすること。 

(a) 実際に起こり得る液封状態を想定し対象となる貨物液量を求める。 

(b) 火災による入熱により初期温度（通常，管装置の最低設計温度）から逃し弁の設定圧力における飽和蒸気温度

まで上昇する間の前(a)の液量に対する液膨張量を算出し処理タンクへの流入量を求める。 

(c) ベント管装置の背圧を考慮し，前(b)で求めた流入量のうち処理タンク内における液相を算定し容量を求める。 

(2) 液体貨物の検知装置として，低温式貨物タンクの場合は温度又は液面を，圧力式貨物タンクの場合は液面を感知し

警報を発するセンサーを処理タンクに設けること。 

 

図 N5.2.2-2. ベント装置内に流入する液体貨物を探知し，かつ処理する設備の例 

 

 

N5.3 貨物エリアの外部の貨物管の配置 

N5.3.1 非常用貨物投棄設備 

規則 N編 5.3.1の規定の適用上，非常用貨物投棄設備は，規則 N編 5.10，5.3.3(3)及び 3.8.6の規定も満足するものとす

ること。本会は，この設備の詳細に応じて追加の要求をすることがある。 

N5.4 設計圧力  

N5.4.2 設計圧力  

-1. 規則 N 編 5.4.2 の規定の適用上，45℃より高いか又は低い温度における設計蒸気圧力を採用する場合は，N4.13.2

に示すところによること。 

-2. 規則 N編 5.4.2(5)の規定にいう「管系統中の逃し弁」は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び検査要領」に

基づいて，承認されたものとすること。 

N5.4.4 ガス燃料装置の外管又はダクトの設計圧力 

-1. 規則 N編 5.4.4にいう「ダクト」には，規則 N編 16.4.3の要求により内管又は機器からのいかなるガスの漏洩をも

格納することを意図した当該機器の囲壁（ガスバルブユニット（GVU）の囲壁等）及び船体構造等の一部を利用したダク

トも含まれる。 

ここで，「船体構造等の一部を利用したダクト」とは，船体構造，船楼，甲板室等の構造の一部を形成するダクト（ガ

ス燃料供給管を通過させることが認められるものに限る）をいい，ガスバルブユニット室を除く。 

-2. 前-1.にいう「ガスバルブユニット室」については，次の(1)から(3)による。 

(1) 他の閉囲区画に対してガス密であること。 

(2) 少なくとも 1 時間あたり 30 回の換気を行うことができる排気式の機械通風装置を配置し，かつ，当該機械通風装

置は，大気圧より低い圧力を維持できるように配置すること。 

(3) ガス燃料管の破裂により生じる最大の圧力に耐えうることが，換気装置を考慮した適当な計算により文書化され

ること。 

-3. 規則 N編 5.4.4にいう「外管又はダクトの設計圧力」とは，次の(1)又は(2)をいう。 

(1) 内管の破裂後に外管又は機器の囲壁に作用しうる最大圧力。当該圧力は，換気装置を考慮した適当な計算により文

書化されること。 
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(2) 内管の使用圧力が 1 MPa を超えるガス燃料装置にあっては，内管の破裂後に内管との間の空所に生じる最大圧力。

当該圧力は，規則 GF編 9.8.2の規定に従い計算すること。 

N5.5 貨物用弁の要件  

N5.5.2 貨物タンクの連結部 

-1. 規則 N 編 5.5.2-1.及び-2.の規定の適用上，貨物タンクと貨物タンク付止め弁の間には，伸縮継手を設けないこと。

また，規則にいう「完全に閉鎖できるものであり，かつ，設置場所において手動操作が可能」とは，例えば，当該弁に手

動ハンドルによる閉鎖機構を設けることをいう。 

-2. 規則 N編 5.5.2-2.の規定の適用上，手動の止め弁と緊急遮断弁を併設する場合は，例えば，図 N5.5.2に示すような

ものとして差し支えない。 

N5.5.3 貨物マニホールド連結部 

-1. 規則 N編 5.5.3-1.の規定にいう「使用しない移送連結部」とは，荷役に使用されない，例えば，ガスフリーに使用

されるホース連結部等をいう。この場合，連結部には，止め弁とブランクフランジを設けること。 

-2. 規則 N編 5.5.3の規定の適用上，貨物ホース連結部の陸上配管との接続部は，電気的に接続できるものとすること。 

N5.5.6 逃し弁  

-1. 規則 N 編 5.5.6 の規定にいう「液体が満たされた状態で隔離されることのあるすべての管系及び構成要素」とは，

例えば，次の(1)及び(2)に示す管装置をいう。 

(1) 止め弁と止め弁の間の管 

(2) 止め弁と圧縮機又は液封の可能性のあるポンプの間の管。ただし，機付安全弁が有効な場合は，この限りでない。 

-2. 前-1.に示す管装置には，その設計圧力の大小にかかわらず逃し弁を設けること。この逃し弁は，附属書 1「液化ガ

スばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認されたものとすること。 

 

図 N5.5.2 止め弁と緊急遮断弁の併設 

 

N5.6 貨物移送配置  

N5.6.1 貨物移送設備  

-1. 規則 N編 5.6.1の規定の適用上，貨物移送設備を，サブマージド形ポンプ又はディープウェル形ポンプとする場合

は，予備の貨物ポンプ又は規則 N編 5.6.2の規定に定める貨物移送設備を設けること。 

-2. 前-1.に示す予備の貨物ポンプは，次の(1)から(3)に示すところによって差し支えない。 

(1) 1 つの貨物タンクに 2 組以上の貨物ポンプを備える場合には，それらが常用されるものであっても，予備の貨物ポ

ンプは，省略して差し支えない。貨物タンクを隔壁で仕切り，隔壁の最下部に連絡孔又は，遠隔操作の隔壁弁等を

設けない構造にあっては，隔壁で仕切られた各タンクを 1 つの貨物タンクとみなすものとする。 

(2) ストリッピングポンプは，予備のポンプとみなして差し支えない。 

(3) エダクタは，予備のポンプとみなして差し支えない。ただし，異種貨物の混載の場合にも，駆動流体を常に使用で

きるように注意を払ったものとすること。 

-3. 規則 N編 5.6.1の規定に定める貨物ポンプは，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」

に基づいて承認されたものとすること。 

N5.6.2 加圧による貨物移送 

-1. 規則 N編 5.6.2の規定にいう「ガスの加圧により貨物を移送する場合」とは，例えば，液体貨物のヒートアップ又
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は圧縮機による加圧により貨物を移送する場合をいう。 

-2. 前-1.に示す圧縮機は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認されたも

のとすること。 

N5.6.5 貨物サンプリング連結部 

-1. 規則 N編 5.6.5の規定は，サンプリング装置を船上に備える場合にのみ適用する。イナーティング又はガスアップ

による貨物タンクの雰囲気制御のために使用される連結部は，貨物サンプリング連結部とはみなさない。 

-2. 規則 N編 5.6.5-2.の適用上，サンプル採取口に設ける 2 つの弁は，500 mm 以上離して配置することを標準とする。

ただし，本会が適当と認める場合にあっては，この限りではない。 

-3. 採取管装置が液体貨物を移送する管に連結されている場合は，規則 N編 5.6.5の規定により採取口に要求される 2

つの弁の間には，規則 N編 5.5.6に規定される逃し弁を設置すること。ただし，採取端の配置について，2 つの弁の間に

残液が滞留しないように考慮され，かつ，次に掲げる措置が講じられている場合は逃し弁の設置を省略して差し支えな

い。 

(1) 採取操作位置に，弁の操作を含める採取手順を示す注意銘板が掲示されていること。 

(2) 採取操作位置から 2 つの弁の開閉状態が確認できること。 

N5.6.6 貨物フィルタ  

ライン内の固定式フィルタ及び専用のフィルタハウジング管を備えた持運び式のフィルタについては，規則 N編 5.6.6

に規定する「フィルタが閉塞しつつあること」及び保守が必要であることを示す手段を設けること。専用のフィルタハウ

ジングのない持運び式のフィルタをマニホールドのプレゼンテーションフランジに取り付ける場合であって，かつ，各積

荷及び揚荷作業の後に当該フィルタを目視で点検できる場合には，閉塞を表示又は排液を容易にするための追加設備は

要求されない。 

N5.7 取付け要件  

N5.7.2 低温に対する予防措置 

-1. 規則 N編 5.7.2の適用上，設計温度が-5℃より低い管装置においては，次の(1)から(3)に示すところにより船体構造

を保護すること。 

(1) 管装置の支持部には，断熱材を設ける等により船体構造と熱的に隔離すること。ただし，管装置の設計温度を考慮

して伝熱計算を行って得られた温度に対して船体構造の材質が規則 N 編表 N6.5 に定めるところに適合する場合

は，この限りでない。 

(2) 管装置からの貨物液の漏洩に対する船体構造の保護として，管装置の設計温度に応じて規則 N編表 N6.2，同表 N6.3

及び同表 N6.4に定める材料で構成され，十分な容量をもつ受皿若しくは，これと同等の設備を液漏洩の予想され

る各箇所に配置する。 

(3) 設計温度が-55℃未満の液管装置の貨物タンク外のフランジ継手のすべての箇所に前(2)に示す受皿又はこれと同等

の設備を設ける。ただし，フランジからの漏洩があっても，船体構造材を危険な温度に至らないような配置となっ

ている場合はこの限りでない。 

-2. 前-1.(2)及び(3)の受皿の材質は，当該管装置の設計温度に適するもので，JIS 等の規格に定められた材料として差し

支えない。 

-3. 他船へ貨物を移送するために本船に設置される移送ローディングアーム，バンカリングブーム，移送ホース，レジ

ューサ，スプールピース及び移送ホースリールを含む貨物移送用追加設備から液体の漏洩が予想される箇所についても，

規則 N編 5.7.2の規定に従い，その下部の船体を保護するための措置を講じること。 

N5.7.3 ウォーターカーテン 

他船へ貨物を移送するために本船に設置される移送ローディングアーム，バンカリングブーム，移送ホース，レジュー

サ，スプールピース及び移送ホースリールを含む貨物移送用追加設備についても，連結具の下部となる場所に規則 N 編

5.7.3の規定に従い，散水設備を設けること。 

N5.7.4 接地  

規則 N編 5.7.4の規定の適用上，電気的接地は，規則 H編 2.1.4の規定を準用したものとし，かつ，1𝑀Ω以下の接地抵

抗値が確保されるものであること。ただし，接地のためにストラップが設けられている場合，当該箇所の抵抗測定は省略

して差し支えない。なお，熱的隔離により船体構造から分離された貨物タンク及び二次防壁の接地部は，近づきやすい場
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所に設けること。 

N5.8 管の組立及び継手の詳細 

N5.8.1 一般  

規則 N編 5.8.1のただし書の規定により，貨物タンク内の管及び管端開放の管については，次の(1)から(3)による。 

(1) 貨物タンク内の管で管端開放のものについては，ポンプ排出管を除き，次の(a)及び(b)に示すところによる。 

(a) 裏当金使用の突合せ溶接継手，スリーブ継手及びねじ込み継手は，すべての場合に使用して差し支えない。 

(b) 差込み及びソケット溶接フランジは，すべての場合に使用して差し支えない。 

(2) 貨物タンク外の管で管端開放のものについては，(1)(b)に示すところによるほか，裏当金使用の突合せ溶接継手は，

全ての場合に使用して差し支えない。 

(3) 貨物タンク内のポンプ排出管については，(1)(b)によるほか，突合せ溶接継手及びスリーブ継手はすべての場合に

使用して差し支えない。 

N5.8.2 フランジ無継手  

-1. 規則 N編 5.8.2(2)の規定にいう「本会が適当と認める規格」とは，JIS B 2316 もしくは JIS F 7810 又はこれと同等

の規格をいう。 

-2. 規則 N編 5.8.2(3)の規定にいう「本会が適当と認める規格」とは，JIS B 0203 又はこれと同等の規格をいう。 

N5.8.3 フランジ継手  

規則 N編 5.8.3-2.の規定の適用上，フランジ継手のフランジは，その形式，製造及び試験については JIS 規格又は本会

の認める規格によること。ここでいう差込み溶接形フランジとは，図 N5.8.3の A に示す形式，また，ソケット溶接形フ

ランジの継手形式は，図 N5.8.3の B に示す形式とする。 

 

図 N5.8.3 フランジの継手形式 
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N5.9 溶接，溶接後熱処理及び非破壊試験 

N5.9.2 溶接後熱処理  

規則 N編 5.9.2の規定の適用上，管厚 10 mm 未満の管の溶接後熱処理は，規則 D編 11.6.4の規定に定めるものを除い

て省略して差し支えない。 

N5.9.3 非破壊検査  

-1. 規則 N 編 5.9.3 の規定の適用上，管装置の放射線透過試験及び超音波探傷試験の試験方法並びに判定基準は，

D11.6.5-2.及び-3.の規定によること。 

-2. 規則 N編 5.9.3(2)の規定にいう「本会が適当と認める場合」とは，管工作を行う事業所が常に安定した溶接を施工

する能力を有すると見なされ，かつ，それら安定した溶接を施工するための品質保証に関する手順書及び記録書が整備さ

れている場合をいう。 
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-3. 規則 N編 5.9.3(3)の規定にいう「他の非破壊試験」とは，磁粉探傷試験又は浸透探傷試験をいい，その試験方法は，

D11.4.6-3.及び-4.の定めるところによる。 

N5.11 管装置部品の要件 

N5.11.2 管の厚さ  

-1. 規則 N編 5.11.2の規定の適用上，次の(1)から(4)による。 

(1) 電気抵抗溶接管で全溶接線に対する非破壊試験を行わない場合の継手効率は，0.85 とする。 

(2) 腐食予備厚は，メタン，プロパン，ブタン，ブタジエン及びプロピレンの貨物に対して，炭素-マンガン鋼につい

て 0.3 mm，ステンレス鋼及びアルミニウム合金について 0 mm とする。内面に有効な防食を施した炭素-マンガン

鋼については，0.15 mm として差し支えない。 

(3) 前(2)に追加して，甲板上の配置で外面に有効な防食を施されない炭素-マンガン鋼の管については，1.2 mm を加え

たものとする。 

(4) 厚さに対する負の製造公差は，特に定められている場合を除いて，規則 K編 4.1.7，4.2.7，4.3.7，4.4.7及び 4.5.7の

規定による。 

-2. 規則 N編 5.11.2-3.の適用上，炭素-マンガン鋼については規則 D編表 D12.6(2)の F欄に示す値，ステンレス鋼につ

いてはスケジュール 10S に相当する値をいう。ただし，有効な防食措置が施されている鋼管及び腐食環境下に配管され

ない鋼管については，1 mm を限度として，本会の認める範囲でこの値を減じることができる。また，貨物タンク内の管

及び管端開放の管についても，本会が適当と認める範囲でこの値を減じることができる。 

-3. 規則 N 編 5.11.2-4.の適用上，規則 N編 5.11.5 の規定に定める応力解析の結果必要となる場合並びに本船の甲板上

配管の都合上等，適当な支持方法及び伸縮吸収方法をとれない場合には，管の肉厚を増すこと。 

-4. 前-3.に示す要件の前提として管装置の支持構造は，管の自重が弁又はその他の取付け物にかかることを防止する

と共に過大な振動を起こさないように支持できるものとすること。 

N5.11.5 応力解析  

-1. 規則 N編 5.11.5の規定の適用上，応力解析の計算条件及び評価項目は，次の(1)から(5)に示すところによるものを

標準とする。 

(1) オペレーションの段階ごとに配管の温度・圧力条件が異なる場合，想定されるすべてのケースについて解析を実施

するか，すべてのケースを包括する計算条件を考慮して解析を実施する。温度条件は，設計温度まで均一に冷却さ

れた状態を考慮する。基準温度（熱応力=0）は，15℃を標準とする。 

(2) 荷重条件は，次の(a)から(i)に示すところによる。 

(a) 内圧は，規則 N編 5.4に規定する設計圧力を考慮する。 

(b) 防熱材は，重量を考慮するものとするが，管の強度には全く寄与しないものとする。 

(c) 原則として，管装置及び内部流体の自重及び船体運動の加速度による慣性力についても考慮する。 

(d) 強制変位として，船体の許容サギング及びホギングモーメントによる変位を考慮する。ただし，船体変形の影

響を受けない区画に配置される場合を除く。また，管装置が接続される貨物タンクの荷役中の熱収縮による強

制変位及び船体構造の変形（例えば，ラッキング変形など）による管装置支持部材を介しての強制変位につい

ても，無視できない場合は考慮する。 

(e) 熱荷重は，前(1)により定める条件によるものを考慮する。 

(f) 外部荷重として，ローディングアーム等からマニホールドにかかる荷重を考慮する。これは，本会が適当と認

める規格等に示される荷重を参考にすることができる。また，貨物タンク又は管に設ける安全弁の吹出しによ

るスラスト荷重が無視できない場合には，これも考慮する。 

(g) ベローズ伸縮継手を設ける場合には，内圧によって生じる変位や，スラスト荷重が生じる構造の場合はこれを

考慮する。 

(h) 二重管を設ける場合には，内管と外管との間における気体の圧力が内管に及ぼす荷重を考慮する。 

(i) 配管系統を複数のモデルに分ける場合，モデルの境界は原則として完全固定とする。 

(3) 支持条件は，管装置支持部の構造，配置及び材質に応じて，本会の適当と認めるところによる。 

(4) 管装置の健全性評価として，応力及び支持部材から受ける反力について評価を行う。また，二重管において内管と

外管との間に支持部材を設ける場合，当該部材から受ける反力についても評価する。ただし，モデルをシェル要素
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によって作成する場合等，支持部材から受ける反力の影響を管装置の応力として評価できる場合には，応力のみの

評価として差し支えない。また，変位によって内管と外管とが接触しないことを確認する。 

(5) 許容応力及び反力の許容値は，計算方法及び管装置の材質に応じて，本会の適当と認めるところによる。 

-2. 規則 N 編 5.11.5 の適用上，設計温度が-110℃より高い管装置であっても，次の(1)から(3)に示す場合には，応力解

析を要求することがある。 

(1) 甲板上配管の都合等により適当な支持方法及び伸縮吸収方法がとれない場合 

(2) 新しい支持方法及び伸縮吸収方法を採用する場合 

(3) その他本会が必要と認める場合 

N5.11.6 継手，弁及び取付部品 

-1. 規則 N編 5.11.6の規定の適用上，取り付け物は，次の(1)及び(2)に示すところによること。 

(1) 弁，フランジ及びその他の付属品は，その形式及び寸法について JIS 又はこれと同等の基準によること。 

(2) 蒸気管装置に用いるベローズ伸縮継手の設計圧力は，管端開放の管系統又は圧力逃し弁排出管系統に設けるもの

に対して 0.2 MPa，その他の管に設けるものに対しては，0.5 MPa 又は逃し弁の設定圧力の 10 倍の圧力のいずれか

低い方以上として差し支えない。 

-2. 規則 N編 5.11.6-4.の規定の適用上，ベローズ伸縮継手は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する

検査要領」に基づいて承認されたものとすること。 

N5.11.7 船舶の貨物ホース  

規則 N編 5.11.7の規定の適用上，船舶に搭載する貨物ホースは，次の(1)から(3)のいずれかに該当するものとすること。 

(1) 船舶安全法第 6 条第 3 項（予備検査）又は第 6 条の四第 1 項（型式承認）の規定に基づく検査又は検定に合格した

もの。 

(2) 一般財団法人日本舶用品検定協会の行う検査に合格したもの。 

(3) 附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認されたもの。 

N5.12 材料  

N5.12.1 材料  

-1. 規則 N編 5.12.1の規定の適用上，管装置，弁及び管取付け物の材質は，規則 N編 6章の関連規定に適合するとと

もに，規則 K編の関連規定にも適合するものとする。ただし，次の(1)から(5)に示す管装置等に使用される材料について

は，規則 N 編 6 章の要件を満足することを条件に JIS 規格又は本会が適当と認める規格に適合するものとして差し支え

ない。 

(1) 設計圧力が 1 MPa 未満であって設計温度が 0℃以上の貨物用及びプロセス用管装置に使用される管，弁及び管取

付け物 

(2) 設計圧力が 3 MPa 未満，設計温度が 0℃以上の貨物用及びプロセス用管装置であって，呼び径 100A未満のものに

使用される弁及び管取付け物 

(3) 設計圧力及び設計温度にかかわらず，外径 25 mm 以下の付属管装置又は計測用管装置に使用される管，弁及び管

取付け物 

(4) 設計温度が-55℃以上のメンブレンタンク，セミメンブレンタンク以外の貨物タンク内外の管端開放の管 

(5) D12.6.1(1)(a)ii)の規定に従い，突合せ溶接式及びさし込み溶接式管継手（エルボ，レジューサ，ティ，ベンド，ソ

ケット類）の製造工程で熱間加工又は熱処理を行う場合であって，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6 編

12章に従って使用承認を受けた当該管継手 

-2. 前-1.の規定にかかわらず，設計温度が-55℃か若しくはこれより高い貨物タンク又は貨物用及びプロセス用管装置

の圧力逃し弁から導かれる貨物液に接触することのない管端開放の管装置は，規則 N編 6章表 N6.4に定める低温用鋼と

しなくて差し支えない。また，この材質は，JIS 規格又は本会が適当と認める規格に適合するものとして差し支えない。 

N5.12.2 融点の低い材料  

規則 N編 5.12.2の規定の適用上，融点が 925℃より低い材料の貨物タンク付短管に施す防熱は，管フランジの保守点検

に必要最小限の範囲を除いて，規則 N編 4.19.3-4.に示すところにより保護すること。また，貨物管等の管装置に施される

防熱材料については，N4.19.3-6.(2)及び規則 N編 5.12.3-2.に示すところによること。 
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N5.12.3 貨物管の防熱装置  

-1. 規則 N編 5.12.3-1.にいう「移送作業中の貨物への熱の流入を最小」とするよう防熱を施すとは，格納設備の熱収支

及び圧力・温度制御装置の容量の計算において貨物管装置の防熱材の特性について考慮することをいう。 

-2. 規則 N編 5.12.3-1.にいう「人員が低温表面に直接接触することを防ぐ」よう防熱を施すとは，貨物管装置の表面で

あって通常状態において人員が接触することがあるものを断熱材で保護することをいう。ただし，次の(1)から(3)の例に

示すような範囲はこの限りでない。 

(1) 上記の直接接触を防止するために物理的なスクリーンにより保護された貨物管装置の表面 

(2) 操作する人員を貨物温度から保護するための延長された弁棒を有する手動弁の表面 

(3) 貨物管装置であって設計温度（内部の流体の温度から決定するものをいう。）が-10℃を超えるものの表面 

N5.13 試験要件  

N5.13.1 管部品のタイプテスト 

-1. 規則 N 編 5.13.1-1.の規定の適用上，次の(1)又は(2)に該当する弁は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機

器に関する検査要領」に基づいて承認されたものとすること。 

(1) 貨物用及びプロセス用管装置に使用されるすべての弁 

(2) 付属管装置又は計測用管装置に使用されるすべての弁 

-2. 規則 N編 5.13.1-1.(2)にいう「承認」とは，次をいう。 

(1) 規則 N編 8.2.5が適用される圧力逃し弁にあっては，主管庁による承認又は本会による附属書 1「液化ガスばら積

船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づく承認 

(2) 前(1)に掲げる弁以外の弁にあっては，本会が適当と認める規格に従い実施した試験に基づく，製造者による流量

特性に関する証明 

-3. 規則 N編 5.13.1-1.(4)にいう「融点が 925℃より低い材料を使用した緊急遮断弁」には，緊急遮断弁であって，融点

が 925℃より低い材料により製造された部品が当該弁の耐圧部の健全性又は弁座漏洩量の制限に寄与しないものは含ま

ない。 

-4. 規則 N 編 5.13.1-2.の規定の適用上，貨物タンクの内部及び外部に設ける貨物液管及び蒸気管並びに管端開放のベ

ント管等を含む全ての貨物管装置に設けるベローズ伸縮継手は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する

検査要領」に基づいて承認されたものとすること。 

N5.13.2 管装置の試験  

-1. 規則 N編 5.13.2-3.の規定の適用上，漏洩試験は，管装置の設計圧力の 90%以上の圧力で行うこと。ただし，検知能

力の高い媒体で行う場合は，この試験圧力を減ずることがある。 

-2. 規則 N編 5.13.2-4.にいう「ガス管が破裂した際に生じうる最大の圧力」とは，内管が破裂した後に外管又はダクト

が受ける最大圧力をいう。当該圧力は，試験実施の都合上，規則 N編 5.4.4に規定する設計圧力と同じとする。 

-3. 規則 N編 5.13.2-4.にいう「ダクト」は N5.4.4-1.に規定するものをいう。 

-4. 規則 N編 5.13.2-5.の規定の適用上，管装置の使用試験は，N4.20.3-4.から-7.に示すところにより行うこと。 
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N6 構造材料及び品質管理 

N6.2 範囲及び一般要件 

N6.2.3 溶接後熱処理を行う場合の規格値 

規則 N 編 6.2.3 の規定の適用上，溶接後熱処理を行う場合，これが規則 N編 6.6.2又は 5.9.2 の規定に従って行う場合

と否とにかかわらず，母材の性質は，溶接後熱処理を行った状態又は，これと同等な状態で規則 N編表 N6.1から表 N6.4

の定めるところによるものとし，規則 N 編 6.3 の規定に定める溶接施工方法承認試験及び製品溶接確認試験における溶

接部の性質は，溶接後熱処理を行った状態で，規則 N編 6.5.3-5.及び 6.5.5の規定を満足するものとすること。 

N6.3 一般試験要件及び試験片 

N6.3.1 引張試験  

規則 N編 6.3.1-2.の規定の適用上，材料の引張強さ，降伏応力及び伸びの規格値は，規則 K編に定める材料について，

同編の関連規定に定めるところによる。 

N6.3.2 衝撃試験  

規則 N編 6.3.2-1.にいう「本会の適当と認めるところ」とは，K編表 K4.28備考(5)によることをいう。 

N6.3.4 破面観察及びその他の試験 

規則 N編 6.3.4にいう「本会の適当と認めるところ」とは，貨物タンク及びプロセス用圧力容器の溶接施工方法承認試

験においては，N6.5.3-1.(2)による。 

N6.4 材料  

N6.4.1 金属材料に関する一般規定 

-1. 規則 N編表 N6.1の規定の適用上，次の(1)から(3)に示すところによること。 

(1) 本表の脚注(1)に示す縦及びスパイラル溶接管の使用は，規則 K編 4章の関連規定に定めるところによる。 

(2) 本表の脚注(1)に示す付着品については，設計圧力が 3 MPa 未満，設計温度が 0℃以上の独立型タンクタイプ C 及

びプロセス用圧力容器の付着品であって，呼び径が 100A 未満のものについては，JIS 規格又は本会が適当と認め

る規格に適合したものとすることができる。 

(3) 本表脚注(4)に示す焼ならしに対する代替としての制御圧延は，温度制御圧延又は TMCP とすることができる。ま

た，焼入れ焼もどしの代替としての制御圧延は，TMCP とすることができる。 

-2. 規則 N編表 N6.2の脚注(4)に示す焼ならし又は焼入れ焼もどしの代替としての制御圧延は，TMCP とすることがで

きる。 

-3. 規則 N編表 N6.3の適用上，次の(1)から(4)に示すところによること。 

(1) 本表の脚注(2)に示す-165℃より低い設計温度での使用について，5083 タイプのアルミニウム合金，オーステナイ

ト系ステンレス鋼，36%Ni鋼及び 9%Ni鋼は，-196℃の設計温度で使用して差し支えない。 

(2) 本表の脚注(4)に示す材料に関し，厚さ 25 mm を超え 40 mm 以下の 9%Ni鋼にあっては，厚さ 25 mm 以下の 9%Ni

鋼に対する規定を適用する。 

(3) 本表の脚注(5)に示す化学成分の規格値は，規則 K 編に定める材料について，同編の関連規定の定めるところによ

る。 

(4) 本表の脚注(9)に示す衝撃試験の省略は，本表に掲げるタイプのオーステナイト系ステンレス鋼について，一般的

に認められる。 

-4. 規則 N編表 N6.4の適用上，次の(1)から(5)に示すところによること。 

(1) 本表の脚注(1)に示す縦及びスパイラル溶接管の使用は，規則 K編 4章及び 8章の関連規定に定めるところによる。 

(2) 本表の脚注(2)に示す鍛造品及び鋳造品の規格値は，規則 K 編に定められているものについて，同編の関連規定に

定めるところによる。 
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(3) 本表の脚注(3)に示す-165℃より低い設計温度での使用に対しては，前-3.(1)に示すところによる。 

(4) 本表の脚注(5)に示す化学成分の規格値は，前-3.(3)に示すところによる。 

(5) 本表の脚注(8)に示す衝撃試験の省略は，前-3.(4)に示すところによる。 

-5. 規則 N編 6.4.1(6)の適用上，鋳造品の規格値は，規則 K編に定められているものについて，同編の関連規定に定め

るところによる。 

N6.5 金属材料の溶接及び非破壊試験 

N6.5.1 一般  

-1. 規則 N編 6.5の規定は，独立型タンク，セミメンブレンタンク，プロセス用圧力容器及び一体型タンク並びに管装

置に対するものでメンブレンタンクについては，その構造様式に応じて，本会の適当と認めるところによる。 

-2. 規則 N編 6.5の規定の適用上，次の(1)及び(2)に示すところによる。 

(1) 規則 N 編表 N6.3 及び表 N6.4 に掲げるタイプのオーステナイト系ステンレス鋼の溶接継手に対する衝撃試験は，

一般的に省略して差し支えない。 

(2) アルミニウム合金の溶接継手に対する衝撃試験については，5083 タイプのアルミニウム合金について，一般的に

省略して差し支えない。また，5083 タイプ以外のアルミニウム合金については，じん性を確認するための試験を

要求することがある。 

N6.5.3 貨物タンク，プロセス用圧力容器及び二次防壁の溶接施工方法承認試験 

-1. 規則 N編 6.5.3-4.の規定の適用上，次の(1)及び(2)に示すところによる。 

(1) 規則 N編 6.5.3-4.(3)の規定のただし書きに定める母材と溶接金属の強度レベルが異なる場合に行う縦方向試験片に

よる曲げ試験として，規則 M編 4.2の規定に定める縦方向曲げ試験を行うこと。 

(2) 規則 N編 6.5.3-4.の規定の適用上，独立型タンクタイプ C 及びプロセス用圧力容器については，規則 D編 11章の

規定に従って，マクロ試験，ミクロ試験及び硬さ試験を行うこと。他の独立型タンク，一体型タンク及びセミメン

ブレンタンクについては，規則 M編 4章の規定に従って，マクロ試験を行うこと。 

-2. 規則 N編 6.5.3-5.の規定の適用上，溶接施工方法承認試験は，規則 N編 6.5.3-5.に規定するものを除き，規則M編

4章及び D編 11章の該当規定によること。 

-3. 規則 N編 6.5.3-5.(1)の規定の適用上，溶接金属が母材より低い引張強さを有する場合の継手の横引張強さは，規則

M編 4.2.5の規定に定めるところによること。 

-4. 規則 N編 6.5.3-5.(2)の規定の適用上，曲げ試験は，規則 N編 6.5.3-5.(2)に規定するものを除き，規則M編 4.2.6の

規定に定めるところによること。 

-5. 規則 N編 6.5.3-5.(3)の規定の適用上，衝撃試験の試験温度は，N4.19.2に示すところによって差し支えない。 

-6. 規則 N編 6.5.3-7.の規定の適用上，衝撃試験の試験温度は，溶接される母材に対する規定の温度とすること。ただ

し，当該試験温度は，N4.19.2に示すところによって差し支えない。 

N6.5.4 管の溶接施工方法承認試験 

規則 N 編 6.5.4 の規定の適用上，管の溶接施工方法承認試験は，規則 N編 6.5.3に規定するものを除き，規則 D編 11

章及びM編 4章の該当規定によること。 

N6.5.5 製品溶接確認試験  

-1. 製品溶接確認試験は次の規定によること。 

(1) 試験要領 

(a) 製品溶接確認試験は同一の溶接法，溶接姿勢及び溶接条件の継手ごとに行う。 

(b) 試験材は，原則として本体の溶接継手と同一線上にあるように取り付け，本体と同時に溶接するものとする。 

(2) 試験の種類 

試験の種類は，表 N6.5.5-1.のとおりとする。ただし，タイプ A 及び B 独立型タンクの場合，引張試験は行う必要

はない。 

(3) 試験材 

試験材の形状及び寸法は，図 N6.5.5-1.による。 

(4) 試験片 

(a) 引張試験片の形状及び寸法は，規則 M編表 M3.1に規定する U2A号又は U2B号試験片とする。 
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(b) 曲げ試験片の形状及び寸法は，規則 M編表M3.2に規定する UB-1 号，UB-2 号又は B-10 号とする。なお，試

験材の厚さが 12 mm 以上のものについては，表曲げ及び裏曲げ試験片に代えて側曲げ試験片として差し支え

ない。 

(c) 衝撃試験片は，規則 K編表 K2.5の U4 号試験片とする。衝撃試験は，各試験材ごとに 1 組 3 個の試験片を採

取して行う。なお，試験片は，規則 M編図 M4.4に示す A の位置と，B から Eまでのうち溶接施工方法承認

試験において最小値を示した位置から交互に採取する。すなわち，ある試験材から A の位置で 1 組 3 個の試

験片を採取し，次の試験材からは，B から Eまでのうち最小値を示した位置で 1 組 3 個の試験片を採取する。

順次これを繰返す。 

(5) 引張試験 

溶接継手の引張強さは母材の規格値以上とする。ただし，溶接金属が母材より低い引張強さを有する場合の継

手の引張強さは，規則 M編 4.2.5の規定に定めるところによること。 

(6) 曲げ試験 

(a) 試験片は，板厚の 2 倍に相当する内側半径をもつ押型で曲げ角度 180 度まで曲げる。 

(b) 曲げ試験の結果，曲げられた外表面にいかなる方向にも長さ 3 mm を超える割れ，その他の著しい欠陥がない

ものとする。 

(7) 衝撃試験 

(a) 最小平均吸収エネルギー値は，溶接される母材に対する規定の値とすること。ただし，試験温度は，N4.19.2に

示すところによって差し支えない。 

(b) 吸収エネルギー値の取扱いは，規則 N編 6.5.3-5.(3)の規定に定めるところによること。 

(c) 前(b)の規定にかかわらず，独立型タンクタイプ C 及びプロセス用圧力容器の場合は，規則 D編 11.5.4-1.(3)(b)

の規定に定めるところによること。 

-2. 規則 N編 6.5.5-1.の規定の適用上，二次防壁の溶接施工試験の試験片の数は，建造実績及び品質管理状況等を考慮

して，同一条件の溶接施工に対しては，本会が認めるところにより減じることができる。この場合，溶接姿勢ごと及び突

合せ溶接継手 200 m ごとまで減じて差し支えない。 

-3. 規則 N編 6.5.5-5.の規定の適用上，一体型タンクの製品溶接確認試験の試験片の数は，前-2.に示す二次防壁の扱い

に準じて差し支えない。メンブレンタンクの製品溶接確認試験については，タンクの構造方式に応じて本会の適当と認め

るところによる。 

-4. 再試験の取扱いについては以下の規定によること。 

(1) 引張試験 

規則 D編 11.5.4-3.の規定に定めるところによること。 

(2) 曲げ試験 

(a) 規則 M編 4.2.12-2.の規定に定めるところによること。 

(b) 前(a)の規定にかかわらず，独立型タンクタイプ C 及びプロセス用圧力容器の場合は，規則 D編 11.5.4-3.の規

定に定めるところによること。 

(3) 衝撃試験 

(a) 規則 N編 6.3.2-4.の規定に定めるところによること。 

(b) 前(a)の規定にかかわらず，独立型タンクタイプ C 及びプロセス用圧力容器の場合は，規則 D編 11.5.4-3.の規

定に定めるところによること。 

 

表 N6.5.5-1. 試験の種類 

材  料 試験の種類 

9％Ni鋼 引張試験，曲げ試験及び衝撃試験 

オーステナイト系ステンレス鋼 引張試験及び曲げ試験 

アルミニウム合金(1) 引張試験及び曲げ試験 

上記以外 引張試験，曲げ試験及び衝撃試験 

注  

(1) 5083 タイプ以外のアルミニウム合金については，じん性を確認するための試験を要求することがある。  
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図 N6.5.5-1. 製品溶接確認試験の試験材（単位：mm，厚さ：t） 

 

注  

(1) タイプ A 及び B 独立型タンクの場合，引張試験は行う必要はない。  

 

 

N6.5.6 非破壊試験  

-1. 規則 N編 6.5.6-1.の規定にいう非破壊試験の試験方法及び判定基準は，次の(1)から(4)に示すところによること。 

(1) 放射線透過試験は，規則 D編 11.4.5の規定を準用する。ただし，D11.4.5-2.(2)の規定は適用しない。 

(2) 超音波探傷試験は，D11.4.6-2.の規定を準用する。 

(3) 磁粉探傷試験は，D11.4.6-3.の規定を準用する。 

(4) 浸透探傷試験は，D11.4.6-4.の規定を準用する。 

-2. 規則 N編 6.5.6-1.の規定に従って，放射線透過試験に代えて超音波探傷試験を行う場合，本会の適当と認めるとこ

ろにより，少なくともその総数の 10%に相当する数の当該検査箇所に対して，放射線透過試験を行うこと。 

-3. 規則 N編 6.5.6-2.の規定に定める独立型タンクタイプ A及びタイプ B並びにセミメンブレンタンクのタンク板の突

合せ溶接継手以外の非破壊検査は，貨物タンクの重要構造部材のうち，本会が特に必要と認める高応力部等のすみ肉溶接

継手については，前-1.に示す磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行うこと。また，貨物タンクの重要部材のうち，桁の面材

等の突合せ溶接継手には，本会が特に必要と認める高応力部について，前-1.に示す放射線透過試験を行うこと。 

-4. 規則 N編 6.5.6-5.(2)の規定の適用上，超音波探傷試験は，次の(1)及び(2)に定める場合に行うこと。 

(1) 放射線透過試験の結果，欠陥の検出が困難でさらに超音波探傷試験を行う必要があると判断される場合 

(2) 重要部材に対して，品質管理上，超音波探傷試験を行う必要があると判断される場合 

-5. 規則 N編 6.5.6-8.の規定の適用上，船体構造（二重底頂板及び隔壁）が二次防壁となる場合の二重底頂板及び隔壁

の突合せ溶接継手に対し，規則 M編 8章に規定する検査対象箇所に追加して放射線透過試験を行うこと。なお，放射線

透過試験の合否基準は，規則 M編 8章による。 

-6. 規則 N 編 6.5.6-9.の規定の適用上，一体型タンクの溶接検査方法及び判定基準は，規則 N 編 6.5.6-3.の規定を準用

する。メンブレンタンクの場合は，タンクの構造方式に応じて本会の適当と認めるところによる。 
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N6.6 金属材料によるその他の構造要件 

N6.6.2 独立型タンク  

-1. 規則 N 編 6.6.2-1.の規定の適用上，製造及び工作に関する許容誤差は，規則 D編 11.5.2 の規定によるほか，JIS B 

8265 に定めるところによること。 

-2. 規則 N編 6.6.2-2.の規定の適用上，応力除去は，次の(1)から(3)に定めるところによること。 

(1) 溶接後熱処理の方法は，規則 D編 11.3の規定によること。 

(2) 9%ニッケル鋼，5%ニッケル鋼及びアルミニウム合金 5083-O については，一般的に溶接後熱処理を省略して差し

支えない。 

(3) 設計温度が-10℃かこれより高い炭素鋼及び炭素マンガン鋼製の貨物タンクでは，塩素，アンモニア及び毒性貨物

を積載する予定の貨物タンクを除いて，D11.5.3の定めるところによって差し支えない。 

N6.6.5 メンブレンタンク  

-1. 規則 N編 6.6.5の規定の適用上，品質保証の方法，溶接施工条件，設計の詳細，材料の品質管理，建造方法，検査

及び構成要素の施工確認試験の基準は，規則 N 編 4.24.8 の規定に定めるプロトタイプテスト又は別途行う施工技術確立

のためのプロトタイプテストにおいて確立され，その有効性が確認されなければならず，これらはメンブレンタンクの防

熱構造を含む貨物タンク建造要領書に記載されること。 

-2. 前-1.の建造要領書は，プロトタイプテストによる確認を行った後，本会の承認を得ること。 
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N7 貨物の圧力・温度制御 

N7.1 制御方法  

N7.1.2 特定貨物に対する装置の設計要件 

規則 N編 7.1.2の規定にいう「17章に定める特定の貨物」とは，規則 N編 19章の表 N19.1の i欄で規則 N編 17.3.2の

規定の適用が要求されている貨物をいう。 

N7.2 装置の設計要件  

規則 N編 7.2の規定に定める設計周囲温度の増減は，N4.13.2に示すところによる。 

N7.3 貨物蒸気の再液化 

N7.3.1 一般  

-1. 規則 N編 7.3.1の規定にいう「17章及び 19章の要件により，これらの方法のうちの 1 つ以上の使用が認められな

い，又は，特定の方法が指定される場合」とは，規則 N編 19章の表 N19.1の i欄で規則 N編 17.4.1の規定の適用が要求

される場合をいう。 

-2. 規則 N編 7.3.1の規定の適用上，再液化装置は，次の(1)から(3)に示すところによる。 

(1) 冷凍機器については，次の(a)及び(b)の示すところによること。 

(a) 間接冷却式の冷凍機器の場合は，冷蔵設備規則 1章，3章，4章及び 6章の関連規定を準用する。 

(b) 直接冷却式の冷凍機器の場合は，次の i)から vii)に示すところによる。 

i) 圧縮機は，貨物を有効に圧縮し得るものであって，ガス漏れが少なく，火花を発するおそれのない構造の

ものとする。 

ii) 圧縮機の吐出側には，逃し弁又は過圧防止装置を設けること。ただし，過圧発生のおそれがないときは，

この限りでない。圧縮機の吐出側の逃し弁の排出管は，規則 N 編 8.2.10の規定に定めるベント装置に導

く。 

iii) 圧縮機の吐出側には，圧力計を設ける。 

iv) 圧縮機には，貨物液が浸入しないような措置を講ずる。 

v) 冷蔵設備規則 3.1.3，3.2.4，3.2.5，6.1.1及び 6.1.2の規定を準用する。 

vi) 冷却装置の能力計算に用いる冷却海水温度は，規則 N編 7.2の規定に定める周囲海水温度とする。 

vii) 圧縮機及び熱交換器は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承

認されたものとする。 

(2) 管装置については，規則 N編 5.1.1及び 5.2の規定並びに N5.1.1-1.に示すところによる。 

(3) 圧力逃し弁，液面計及びその他の付着品については，規則 N編 5章，8章及び 13章の関連規定を必要に応じて準

用する。 

N7.3.2 適合性  

規則 N編 7.3.2の規定の適用上，冷媒用圧縮機及びその他冷媒を直接取扱う装置は，原則として，貨物エリア内に設置

すること。ただし，熱交換器内での冷媒管への貨物漏洩の可能性の程度に応じて，適当な冷媒中への貨物漏洩検知システ

ム及び漏洩検知後に漏洩貨物の貨物エリア外の区域への流入を遮断するシステムが確立されている場合は，この限りで

ない。 
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N7.7 隔離  

規則 N編 7.7の規定にいう「化学的に危険な相互反応を起こすおそれのある 2 種以上の貨物」とは，表 N7.7に示す貨

物の組合せにおける各貨物をいう。本表に示されない貨物については，同表の脚注に示しているものを除いて，物性を

調査の上，その都度定める。 

 

表 N7.7 危険な相互反応を起こすおそれのある貨物 

   グループ No. 

グループ No. グループ 貨物名 6 7 16 19 30 31 35 36 

6 アンモニア類 アンモニア（無水） -  H H     

7 脂肪族 

アミン類 

ジメチルアミン 

モノエチルアミン 

 - H H     

16 酸化アルキレン

類 

酸化プロピレン H H -      

19 アルデヒド類 アセトアルデヒド H H  -     

30 オレフィン類 ブタジエン 

エチレン 

プロピレン 

ブチレン 

メチルアセチレン

とプロパジェンの

混合物 

    -    

31 パラフィン類 ブタン 

エタン 

メタン（LNG） 

プロパン 

     -   

35 ビニルハロゲン

類 

塩化ビニル       -  

36 ハロゲン 

炭化水素類 

塩化エチル 

臭化メチル 

塩化メチル 

       - 

（備考）  

1.表中「H」は ,危険な反応のある可能性を示し ,空欄は ,危険な反応のないことを示す。  

2.塩素及び酸化エチレンは,それぞれ独立した冷却装置とするか,又は ,他の貨物と同時に運送しないことを原則とする。  

3.窒素は，他の貨物との危険な反応はない。  
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N8 貨物ベント装置 

N8.1 一般  

N8.1.1 一般  

規則 N 編 8.1.1 の規定の適用上，ホールドスペース及びインタバリアスペースの圧力逃し装置は，次の(1)から(3)に示

すところによる。 

(1) インタバリアスペースとみなされないホールドスペースで，規則 N編 9.2及び 9.3の規定により，当該区画内の環

境制御が要求される場合，イナーティング中，乾燥空気封入中又は航海中に，当該区画内の圧力が貨物格納設備及

び船体構造の設計圧力を超えることがないよう設定され，かつ，十分な容量を有する 1 個以上の圧力逃し装置を設

ける。この圧力逃し装置からの排気が導かれるベント管装置の出口の位置は，規則 D 編 13.6.4 の規定に定めると

ころによるほか，イナートガスが甲板上に滞留することがないよう考慮されたものとする。 

(2) インタバリアスペース又はその一部とみなされるホールドスペースの圧力逃し装置は，次の(3)及び N8.2.2 に示すと

ころによる。 

(3) インタバリアスペースの圧力逃し装置の容量は，次の(a)から(d)に示すところによる。 

(a) タンクに防熱が施される独立型タンクタイプ A のインタバリアスペースにおける圧力逃し装置の組み合わさ

れた容量は，次式により決定して差し支えない。 

𝑄𝑠𝑎 = 3.4𝐴𝑐
𝜌

𝜌𝑣
√ℎ（m3/s） 

𝐴𝑐 =
𝜋
4

𝛿 𝑙（m2） 

𝛿 = 0.2  𝑡（m） 

𝑄𝑠𝑎： 273 K 及び 1.013 bar の標準状態における最小要求排気量 

Ac ： 設計き裂開口面積（m2） 

𝛿 ： 最大き裂開口幅（m） 

t ： タンク底板板厚（m） 

l ： 設計き裂長さ（m）で，タンク底板の最大板パネルの対角長と同等とする。 

h ： タンク底板からの最大液頭高さ+10MARVS（m） 

𝜌 ： インタバリアスペースの逃し装置設定圧力における，液体状態での貨物密度（kg/m3） 

𝜌𝑣  ： インタバリアスペースの逃し装置設定圧力及び温度 273K における，気体状態での貨物密度（kg/m3） 

MARVS = 貨物タンクの逃し弁の最大許容設計圧力（bar） 

(b) 独立型タンクタイプ B のインタバリアスペースにおける圧力逃し装置の容量は，(a)で与えられる手法に基づ

き決定して差し支えないが，漏洩量は規則 N編 4.7.2に基づき決定すること。 

(c) メンブレンタンク及びセミメンブレンタンクのインタバリアスペースにおける圧力逃し装置の容量は，個々

のメンブレン／セミメンブレンタンクの設計に基づき評価すること。 

(d) 一体型タンクに隣接するインタバリアスペースにおける圧力逃し装置の容量は，独立型タンクタイプ A と同

様に決定して差し支えない。 

N8.2 圧力逃し装置  

N8.2.2 インタバリアスペースの圧力逃し装置 

-1. 規則 N編 8.2.2の規定にいう「圧力逃し装置」とは圧力逃し弁，ラプチャーディスク又はこれと同等な装置をいい，

対象区画ごとにこれらの装置又はその組合せで 2 つ以上とすること。インタバリアスペースの圧力逃し装置の容量は，

N8.1.1(3)にもよること。 

-2. 前-1.の圧力逃し装置として，圧力逃し弁のみを設ける場合，次の(1)及び(2)に示すところによること。 

(1) 貨物タンクが独立型タンクタイプ A，完全二次防壁を設けるセミメンブレンタンク，メンブレンタンク又は一体型

タンクの場合，次の(a)及び(b)に示すところによる。 

(a) イナーティング装置及び乾燥空気供給装置の供給最大容量と，貨物タンクの破壊時に想定される貨物蒸発量
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のうち，大きい方の量を逃すのに十分な容量を有する圧力逃し弁とする。 

(b) 圧力逃し弁は，N8.2.5に示すところによる。 

(2) 貨物タンクが独立型タンクタイプ B又は部分二次防壁を設けるセミメンブレンタンクの場合，次の(a)及び(b)に示

すところによる。 

(a) 圧力逃し弁の容量は，前(1)(a)に示すところによる。 

(b) 圧力逃し弁は，N8.2.5中の附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認

されたものとしなくて差し支えない。ただし R11.6.1 の PV 弁に関する規定に適合するものと同等以上のもの

とする。 

-3. 前-1.の圧力逃し装置として，圧力逃し弁とラプチャディスクを併設する場合，前-2.(1)に示す貨物タンク型式に対

して，次の(1)から(3)に示すところによること。 

(1) 圧力逃し弁の容量は，イナーティング装置の供給最大容量を逃すのに十分なものとする。 

(2) 圧力逃し弁は，前-2.(2)(b)に示すところによる。 

(3) ラプチャディスクの容量は，貨物タンク破壊時に想定される貨物蒸発量を逃すのに十分なものとし，その構造は本

会の適当と認めるところによる。 

N8.2.4 圧力逃し弁の配置等 

規則 N編 8.2.4の規定の適用上，設計温度が 0℃より低い貨物タンクの場合，圧力逃し弁は，温度分布計算等により氷

結しないことが確認された配置とするか，又は氷結しない構造を有するものとすること。また，規則 I編の規定を適用す

る船舶及び寒冷海域を定期的に運航する船舶では，氷結状態での良好な作動が確認された構造を有する圧力逃し弁とす

るか，又は加熱装置等を設けることにより氷結を防止できるものとすること。 

N8.2.5 圧力逃し弁の試験  

規則 N編 8.2.5の規定の適用上，貨物タンク，貨物管装置及び必要な場合，インタバリアスペースに設ける圧力逃し弁

は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認されたものとすること。 

N8.2.7 圧力逃し弁の設定圧力の変更 

規則 N編 8.2.7の規定にいう「使用しない弁を貨物タンクから切離すために必要な装置」とは，例えば，図 N8.2.7に示

すような配置をいう。 

 

図 N8.2.7 

 

 

N8.2.9 圧力逃し弁の緊急隔離 

-1. 規則 N編 8.2.9の規定の適用上，圧力逃し弁下流側のベント管装置には，止め弁を設けないこと。 

-2. 規則 N編 8.2.9の規定にいう「緊急隔離のための安全な手段」は，圧力逃し弁の使用を再開する前の当該圧力逃し

弁の再着座又は修理のために一時的に隔離することができるものとし，不注意に操作されないように備えること。 

N8.2.10 ベント装置  

-1. 規則 N編 8.2.10(1)及び(2)の規定に適合する構造とは，例えば，図 N8.2.10に示すようなものをいう。 

-2. 規則 N 編 8.2.10 の規定の適用上，ベント出口の高さは，当該ベントマストが設置される場所における暴露甲板か

ら測るものとする。 
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図 N8.2.10 ベント出口の構造例 

 

 

 

N8.2.11 ベント出口の位置  

規則 N編 8.2.11の規定の適用上，ベント出口までの距離は，水平距離で測るものとする。 

N8.2.12 他の貨物ベント出口の位置 

規則 N編 8.2.12の規定の適用上，他の貨物ベント配管の位置は，次の(1)及び(2)に示すところによること。 

(1) 規則 N編 16.4.5の規定に定めるガス燃料管からの出口には，規則 N編 8.2.10及び 8.2.11の規定をすべて適用する。 

(2) インタバリアスペースの圧力逃し弁又はラプチャディスクのベント出口はガス危険場所に開口すること。 

N8.2.13 相互反応貨物の同時運送における圧力逃し装置 

規則 N 編 8.2.13 の規定にいう「分離された圧力逃し装置」とは，独立して設けられた圧力逃し弁を含むベント装置を

いう。この場合，ベント排出口の相互間の距離については，特に規定しない。 

N8.2.14 ベント管装置のドレン抜き 

規則 N 編 8.2.14 の規定の適用上，ベントポスト下部及びベント管曲り部でドレンの滞留し易い箇所には，ドレンプラ

グ又はコックを設けること。 

N8.2.18 ベント装置の妥当性 

規則 8.2.18にいうベント装置の妥当性については，別に定める附属書 5「タンクタイプ C のベント装置の妥当性評価の

ための検査要領」に従い承認を受けたものでなければならない。 

N8.3 負圧防止装置  

N8.3.1 負圧防止装置の設置 

-1. 規則 N編 8.3.1(1)の規定の適用上，貨物液又は貨物蒸気のすべての吸引を停止するための手段は，弁の遮断又は機

器の停止として差し支えないが，自動的に作動するものとすること。 

-2. 規則 N 編 8.3.1(2)の規定の適用上，負圧逃し弁は，規則 N編 8.2.5 及び 8.2.6 の規定の定めるところによるものと

し，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認されたものとすること。ただし，

規則 N編 8.3.1(1)の規定に定める装置を設け，この作動圧より低い設定圧に調整された負圧逃し弁を，これらの装置の追

加措置として設ける場合，この追加措置としての負圧逃し弁については，この限りでない。 

N8.3.2 負圧逃し弁の要件  

規則 N編 8.3.2の規定の適用上，負圧逃し弁は，次の(1)及び(2)に示すところによるものとすること。 

(1) 規則 N編 8.3.1(1)の規定に定める装置の作動圧より低い設定圧に調整された負圧逃し弁を，これらの装置の追加措

置として設ける場合に限り，規則 N編 17章の関連規定に定める場合を除いて，引火性貨物においても大気吸入す

るものとして差し支えない。 

(2) 前(1)に示す追加措置としての負圧逃し弁の大気吸入口は，規則 N編 8.2.10及び 8.2.11の規定を適用しないものと

して差し支えない。ただし規則 D 編 13.6.4 の規定の定めるところによるものとし，吸引口の構造は，例えば図

N8.2.10に示すようなものとすること。 

  

保護金網  

（規則 N編 8.2.15） 

ドレン抜き  

（規則 N編 8.2.14） 
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N8.4 圧力逃し装置の容量  

N8.4.1 圧力逃し弁の容量  

-1. 規則 N編 8.4.1(2)の規定の適用上，火災露出係数(F)について次の(1)から(4)に示すところによる。 

(1) F=0.5 とするときの暴露部に設ける防熱材は，規則 N編 4.19.3-4.に示すところによる。 

(2) 一体型タンクの場合は，F=0.1 とする。 

(3) 甲板又は甲板構造と同等の耐火保全性を有するタンクカバーから，部分的に突出する貨物タンクの火災露出係数

は，甲板又はタンクカバーの上下の貨物タンク表面積に応じて比例配分して求めた値とする。 

(4) 部分二次防壁を設けるセミメンブレンタンクで規則 N編 9.2.2の規定に従って，ホールドスペースを乾燥空気で満

たすことが認められる場合は，F=0.2 とする。 

-2. 規則 N編 8.4.1(2)及び図 N8.1の適用上，方形タンクのタンク外表面積 A（m2）は，次の(1)又は(2)により算出する。

なお，次の(1)及び(2)にいう Lmin は，テーパのないタンクの場合にはタンクの平底の水平方向の寸法（長さ又は幅）のう

ちいずれか小さい方，テーパのあるタンク（図 N8.4.1-1.参照）の場合にはタンクの平底の長さ又は平均幅のうちいずれか

小さい方とする。 

(1) タンクの平底とホールドスペースの底部との間の距離が Lmin/10 以下の場合 

タンク外表面積からタンクの平底の表面積を差し引いたもの 

(2) タンクの平底とホールドスペースの底部との間の距離が Lmin/10 より大きい場合 

タンク外表面積 

 

図 N8.4.1-1. テーパのあるタンクの例 

 
 
  

B1 

B2 

L 
B1: タンク平底のテーパ小端部の幅  

B2: タンク平底のテーパ大端部の幅  

L: タンク平底の長さ  

 

タンク平底が台形の場合の当該タンク

の平底の平均幅：(B1+B2) / 2 
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N9 貨物格納設備の雰囲気制御 

N9.1 貨物格納設備の雰囲気制御 

N9.1.1 貨物タンクの雰囲気制御装置 

規則 N 編 9.1.1 の規定の適用上，貨物タンクの雰囲気制御装置の設計及び配置については，次の(1)及び(2)に示すとこ

ろによること。 

(1) 貨物タンク内の配管及び付着品の取付けについては，過渡的に生じる温度差を十分考慮した支持方法とする。 

(2) 貨物タンク内雰囲気の置換の有効性については，N4.20.3-4.から-7.に示すガストライアル時に確認するものとする。 

N9.1.2 貨物タンクのイナーティング 

規則 N編 9.1.2の規定の適用上，石油精製品等を運送する貨物タンクにあっては，本章の規定によるほか，R1.2.1に示

すところによること。 

N9.1.4 雰囲気変化の監視  

規則 N編 9.1.4に規定するガス採取管装置については次によること。 

(1) 貨物タンク内ガス採取端の配置は，貨物の物性，貨物タンク構造及び容量並びにガスフリー及びパージ装置の能力

等により定めるものとし，必要な場合，効力試験でガス採取端の配置が適切であることを確認すること。この配置

は，一般に貨物タンクの上，中，下の 3 点に設けることを標準とする。 

(2) 規則 N 編表 N19.1 の f 欄において，毒性ガス検知器が要求される貨物を運ぶ船舶にあっては，貨物蒸気の大気中

への放出を防止するため，採取管装置はクローズドループとすること。 

(3) 前(2)で規定されるクローズドループでは，採取側及び戻り側に弁をそれぞれ 2 つずつ設けること。 

N9.2 ホールドスペース内の雰囲気制御（独立型タンクタイプ C以外の貨物格納設備） 

N9.2.1 完全二次防壁又は部分二次防壁が要求される場合の雰囲気制御 

-1. 規則 N編 9.2.1の規定の適用上，規則 N編 4.5の規定で完全二次防壁が要求されない場合であっても，独立型タン

クタイプ A，一体型タンク，メンブレンタンク及びセミメンブレンタンクで引火性ガスを運送する場合は，規則 N編 9.2.1

の規定を適用すること。 

-2. 規則 N編 9.2.1の規定の適用上，規則 N編 4.5の規定で部分二次防壁が要求されない場合であっても，独立型タン

クタイプ Bで引火性ガスを運送する場合は，規則 N編 9.2.1又は 9.2.2の規定を適用すること。 

-3. 規則 N編 9.2.1の規定にいう「適当な乾燥イナートガス」とは，N9.4.1(4)に示すところにより露点が制御されたイ

ナートガスをいう。また，規則 N編 9.2.1の規定にいう「30 日間の通常消費」は，航海中の大気の圧力及び温度変化，ガ

ス検知による消費等を考慮したものとすること。 

N9.2.2 部分二次防壁が要求される場合の雰囲気制御の代替措置 

規則 N編 9.2.2の規定により乾燥空気をインタバリアスペース及びホールドスペースに封入する場合，少なくとも次の

(1)から(3)に示すところによること。 

(1) 乾燥空気は，N9.4.1(4)に示すところにより露点が制御されているものとする。 

(2) 乾燥空気の供給管には，当該封入区画の入口において止め弁及び貨物エリア外の区域の貫通部付近の貨物エリア

側において 2 個の逆止弁を設ける。ただし 2 個の逆止弁のうち 1 個は，図 N9.2.2に示す 3 個 1 組の弁に替えて差

し支えない。 

(3) 次の(a)から(c)に示すところにより計測装置を設ける。 

(a) 乾燥空気供給装置の出口には，圧力計及び温度計を設ける。 

(b) 本会の適当と認める露点計を 1 台以上備える。ただし，露点計が 1 台の場合は，予備のセルユニットを設ける。 

(c) 乾燥空気供給装置の出口及びインタバリアスペース及びホールドスペースには，露点計測用口を設ける。  
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図 N9.2.2 

 

 

N9.2.3 非引火性ガスの場合の雰囲気制御 

-1. 規則 N編 9.2.3の規定にいう「適当な乾燥空気又は不活性雰囲気で維持する」とは，N9.4.1(4)に示すところにより，

露点が制御された空気又はイナートガスで満たされている状態をいう。このイナートガス装置は，規則 N編 9.4及び 9.5

の規定に適合するものとしなくて差し支えないが，30 日間の通常消費量を補うための貯蔵装置又は発生装置を設けるこ

と。 

-2. 前-1.により乾燥空気を封入する場合は，N9.2.2に示すところによること。 

N9.3 独立型タンクタイプ Cの周囲区画の環境制御 

N9.3.1 独立型タンクタイプ Cの周囲区画の環境制御 

規則 N編 9.3の規定の適用上，当該区画の環境制御は，N9.2.3に示すところによること。 

N9.4 イナーティング  

N9.4.1 イナートガスの性状及び供給 

規則 N編 9.4.1の規定の適用上，次の(1)から(4)に示すところによること。 

(1) イナートガス供給管には，イナートガスが供給される区画に適切な温度及び圧力に調整されるよう，必要な場合，

蒸発器及び加熱器を設け，さらに温度計及び圧力計によりこれを監視できるものとする。 

(2) イナートガス貯蔵設備をイナートガスボンベとする場合は，次の(a)から(d)に示すところによること。 

(a) 貯蔵容器及び配管の取扱いは，次の i)から iii)に示すところによる。 

i) 配管の材料は，本会が適当と認めた規格に定められたものとして差し支えない。 

ii) 貯蔵容器は，規則 D 編 10 章の規定にかかわらず，「高圧ガス保安法」に基づき製造されたものとして差

し支えない。 

iii) 管，弁及び管取付け物の水圧試験は，省略して差し支えない。 

(b) 貯蔵容器の設置場所は，次の i)及び ii)に示すところによる。 

i) 貯蔵容器は，原則として貨物エリア内の格納室に設置する。 

ii) 貯蔵容器の格納室は，漏洩ガスが滞留することのないように良好な通風が確保されており，暴露甲板から

出入りできるものとする。 

(c) 貯蔵容器は，船の動揺及び振動に対して安全に，かつ，なるべく直立の状態で格納する。 

(d) 管装置は，船内配管後，最高使用圧力の 1.25 倍以上の圧力で気密試験及び適当な圧力で通気試験を行う。 

(3) イナートガス貯蔵設備を甲板上に恒久的に据え付けた貯蔵タンクとする場合は，タンク及び配管の設計並びに試

験，検査の要件は，規則 N編 4章及び 5章のプロセス用圧力容器並びに管装置の関連規定の定めるところによる。

ただし，その使用条件に応じて，要件を適当に参酌することがある。 

(4) 乾燥イナートガスの露点は，原則として正常時におけるイナーティング対象区画内船体構造部及び船体構造側に

面する貨物タンク防熱材の表面の最低設計温度以下とする。  
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N9.4.3 イナートガスの低温貯蔵 

規則 N編 9.4.3の規定の適用上，イナートガス貯蔵タンクと船体構造との熱的隔離及び，必要な場合，供給管と船体構

造との熱的隔離は，N5.7.2-1.に示すところによること。 

N9.5 船内でのイナートガス製造 

N9.5.1 イナートガス発生装置 

-1. 規則 N編 9.5.1の規定の適用上，イナートガス発生装置は，次の(1)から(4)による。 

(1) イナートガス装置に用いられる材料は，使用条件に適したものとすること。 

(2) 燃焼排ガスを使用する方式の専用のイナートガス発生装置，イナートガス貯蔵装置及び液体窒素タンクの各構成

機器は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認されたものとすること。

ただし，規則 N編 9.2及び 9.3の目的で備えられる燃焼排ガスを使用する方式の専用のイナートガス発生装置につ

いては，同附属書 1において 8.2.2-4.，8.2.2-8.，8.2.2-9.，8.2.2-10.，8.2.2-12.及び 8.2.3-2.の規定を適用する必要はな

い。 

(3) 窒素発生装置を使用する方式のイナートガス装置については，次の(a)及び(b)によること。 

(a) 規則 R編 35.2.2-2.(2)，35.2.2-2.(4)，35.2.2-4.(2)，35.2.2-4.(3)，35.2.2-4.(5)(a)（(a)iii)から v)は除く。），35.2.2-4.(5)(d)，

35.2.4(1)(c)，35.2.4(1)(d)，35.2.4(1)(f)，35.2.4(1)(g)，35.2.4(1)(h)，35.2.4(1)(i)，35.2.4(1)(j)，35.2.4(2)及び附属書

1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」8.2.2-11.の規定に適合すること。 

(b) イナートガス主管には，規則 R編 35.2.2-3.(1)(a)に規定される逆流防止装置を 2 つ備えること。これらの逆流

防止装置は，規則 R編 35.2.2-3.(1)(b)及び規則 R編 35.2.2-3.(1)(c)に適合したものとすること。ただし，イナー

トガス装置が貨物タンク，ホールドスペース又は貨物管に恒常的に接続しないよう設計されている場合にあ

っては，規則 R編 35.2.2-3.(1)(a)に規定される 2 つの逆流防止装置を 2 つの逆止弁に代えることができる。 

(4) ボイラの排ガスを使用する方式のイナートガス装置については，規則 R 編 35章による。この場合，規則 R編 35

章の規定を次のとおり適用する。 

(a) 規則 R編 35.2.3(1)(b)i)及び ii)の規定に代えて，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要

領」8.2.2-11.の規定を適用して差し支えない。 

(b) 規則 R編 35.2.2-3.(1)(a)から(i)の規定に代えて，規則 N編 9.4.4の規定を適用して差し支えない。 

(c) 規則 R編 35.2.2-4.(5)(c)及び 35.2.3(2)(b)vii)の規定を適用する必要はない。 

(d) 規則 N編 9.2及び 9.3の目的で備えられる場合には，前(1)から(3)の規定に加えて，規則 R編 4.5.3-4.(2)，4.5.6-3.，

11.6.3-4.，35.2.2-1.(2)(d)，35.2.2-2.(4)，35.2.2-3.(2)（(d)を除く。），35.2.3(1)(c)i)及び 35.2.3(1)(d)i)の規定を適用

する必要はない。 

(e) イナートガス装置が貨物タンク，ホールドスペース又は貨物管に恒常的に接続しないよう設計されている場合に

あっては，規則 R編 35.2.2-3.(1)(a)に規定される 2 つの逆流防止装置を 2 つの逆止弁に代えて差し支えない。 

  



（2024-12 鋼船規則検査要領  N編  N10章）   

64 

N10 電気設備 

N10.2 一般要件  

N10.2.4 安全形電気機器  

-1. 規則 N編 10.2.4にいう「本会が適当と認めるもの」とは，規則 H編 2.16の規定に適合する防爆形電気機器であっ

て，対象となるガス又は蒸気の種類に応じて表 N10.2.4に掲げるガス蒸気グループ及び温度等級以上のもの又はこれと同

等のものをいう。 

-2. 規則 N編 10.2.4にいう「安全形として認定又は証明されたもの」とは，次のいずれかをいう。 

(1) 規則 H編 1.2.1-4.の規定により防爆形電気機器として形式試験に合格したもの又は構造上発火源となるおそれがな

いと認められたもの 

(2) 本会が適当と認める試験機関又は公的機関により評価され，かつ，証明（又は登録）されたもの 

N10.2.6 発電及び配電方式 

規則 N編 10.2.6にいう「本会が適当と認める規格」とは，IEC 60812:2006 をいう。 
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表 N10.2.4 ガス蒸気グループ及び温度分類 

貨物名 国連番号 ガス蒸気グループ 温度等級 

アセトアルデヒド 1089 IIA T4 

アンモニア（無水） 1005 IIA T1 

ブタジエン 1010 IIB T2 

ブタン 1011 IIA T2 

ブタンとプロパンの混合物 1011/1978 IIA T2 

ブチレン 1012 ※ ※ 

塩素 1017 - - 

ジエチルエーテル 1155 IIB T4 

ジメチルアミン 1032 IIA T2 

エタン 1961 IIA T1 

塩化エチル 1037 IIA T1 

エチレン 1038 IIB T2 

酸化エチレン 1040 IIB T2 

酸化エチレンと酸化プロピレンの混合物（酸化

エチレンの含有率が 30 重量%以下のもの） 
2983 ※ ※ 

イソプレン 1218 IIB T3 

イソプロピルアミン 1221 IIA T2 

メタン（LNG） 1972 IIA T1 

メチルアセチレンとプロパジエンの混合物 1060 ※ ※ 

臭化メチル 1062 ※ ※ 

塩化メチル 1063 IIA T1 

モノエチルアミン 1036 IIA T2 

窒素 2040 - - 

プロパン 1978 IIA T1 

プロピレン 1077 IIA T2 

酸化プロピレン 1280 IIB T2 

冷媒ガス - - - 

二酸化イオウ 1079 - - 

塩化ビニル 1086 IIA T3 

ビニルエチルエーテル 1302 IIB T3 

塩化ビニリデン 1303 IIA T2 

備考 : 

1. ガス蒸気グループ及び温度分類は，国際電気標準規格 79 による。 

2. 表中「―」は，非引火性を示し，※印が記入されているものについては，本会の適当と認めるところによる。 
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N11 防火及び消火 

N11.1 火災に対する安全性の規定 

N11.1.1 一般  

 規則 N編 11.1.1-2.にいう「代替措置」とは，規則 R編 4.5.5-4.(1)の要件に適合するものをいう。 

N11.1.2 発火源の排除  

規則 N編 11.1.2の規定の適用上，引火性貨物を運送する船舶においては，規則 N編 1.1.4(23)の規定に定める危険場所

には，規則 N編 10章の関連規定で認められる電気機器以外の電気機器並びにアンカーウィンドラス及びチェーンロッカ

の開口等，発火源とみなし得るものは設置しないこと。 

N11.2 消火主管及び消火栓  

N11.2.1 消火ポンプ及び消火主管 

規則 N 編 11.2.1 の規定の適用上，消火主管の消火栓における最小圧力は，消火主管装置を水噴霧装置と兼用するとし

ないとにかかわらず，0.5 MPa（ゲージ圧）以上とすること。 

N11.2.4 ノズル  

規則 N編 11.2.4の規定の適用上，ノズルは，規則 R編 10.2.3-3.に示すところによること。 

N11.2.5 設置後の試験  

規則 N編 11.2.5の規定の適用上，水密又は気密試験は，最高使用圧力以上の圧力で行うこと。 

N11.3 水噴霧装置  

N11.3.1 保護する範囲  

-1. 規則 N 編 11.3.1(1)の規定の適用上，暴露した貨物タンクドームにおける対象範囲には，規則 N編 5.5 の規定に定

める貨物タンク付止め弁及び緊急遮断弁の取付けられる場所を含めること。 

-2. 規則 N編 11.3.1(4)の規定の適用上，荷役用接続口の対象範囲には，規則 N編 5.5.3の規定に定める緊急遮断弁のあ

る場所を含めること。また，規則 N編 11.3.1(4)の規定にいう「制御弁」には貨物及びベーパライン切替用の止め弁も含め

ること。 

-3. 他船へ貨物を移送するために本船に設置される移送ローディングアーム，バンカリングブーム，移送ホース，レジ

ューサ，スプールピース及び移送ホースリールを含む貨物移送用追加設備に対しても，規則 N 編 11.3.1(4)及び(5)に規定

されるプレゼンテーションフランジを含む貨物の液体又は蒸気の荷役用接続口，及びこれらの制御弁がある場所，並びに

ガス使用機器への供給のための主弁を含む貨物液体及び蒸気管の暴露した緊急遮断（ESD）弁を保護する水噴霧装置を設

けること。ここでいう荷役用接続口とは，貨物移送用追加設備が他船側の貨物移送設備と接続される箇所をいうが，本会

が認める場合，この限りではない。 

-4. 規則 N編 11.3.1(6)の規定にいう「火災の危険性の高い物」には，油圧機器及び電動機は含めない。（R9.2.3-9.参照） 

-5. 規則 N編 11.3.1(7)の規定の適用上，安全設備規則 3編 2.15.1-4.に規定される追加の救命筏を含め，貨物エリアに面

する暴露した救命艇，救命いかだ及び招集場所は，規則 N編 11.1.4における消火の規定上の貨物エリアを考慮した上で，

水噴霧装置により保護されるものとすること。離れた場所に設置される救命いかだが，規則 N 編 11.3.1(6)に規定される

水噴霧装置により保護される範囲に設置される場合，当該救命いかだは適切に保護されているものとみなして差し支え

ない。 

N11.3.2 性能及び配置  

規則 N編 11.3.2の規定の適用上，次の(1)及び(2)に示すところによること。 

(1) 垂直面を保護するノズルの配置は，居住区域端壁では，2 層ごとに設けることを標準とする。 

(2) 水噴霧装置は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認されたものであ

ること。 
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N11.3.3 水噴霧ポンプの容量 

規則 N編 11.3.3(1)の規定の適用上，「タンク群について，船の横方向のすべての 2 つの組み合わせ」とは，船側から船

側まで横方向に位置する全てのタンクを 1 のタンク群とし，それらのタンク群 2 つの任意の組み合わせのうち，要求され

る水噴霧量が最大となるタンク群の組み合わせを意味する。すべてのガスプロセスユニットは各タンク群に含まれるも

のとする。なお，船側から船側まで 1 の貨物タンクがホールドスペースを占めている場合，当該 1 の貨物タンクを「1 の

タンク群」とみなす。 

N11.3.4 消火ポンプによる保護 

-1. 規則 N編 11.3.4における用語の意味は次によること。 

(1) 1 台の消火ポンプ又は非常用消火ポンプ： 

水噴霧ポンプが設置される区画の外部に設置される規則 R編 10.2.2で要求の消火ポンプ 

(2) 単一の区画： 

規則 N編 11.3.3 に従った水噴霧装置に供する消火ポンプが設置された A 級の囲壁で区切られた区画，又は当該消

火ポンプの動力源が設置される区画 

(3) 「非常用」に該当しない「消火ポンプ」： 

 規則 R編 10.2.2-2.で要求される消火ポンプ 

-2. 規則 N編 11.3.4の規定の適用上，水噴霧装置に非常用消火ポンプを供する場合のポンプ容量は，次の(1)から(4)に

より決定すること。 

(1) 規則 R 編 32.2.2-1.に規定する 2 条の射水を維持する能力に加え，規則 N編 11.3.2-1 に規定する水噴霧性能を考慮

して，ポンプの容量を増加させること。ただし，当該容量の増加は，規則 N 編 11.3.4 に規定する通常人員が配置

される船楼及び甲板室の囲壁並びに救命艇，救命筏及び招集場所を保護するのに充分な量とすること。 

(2) 前(1)に加え，船楼及び甲板室等を覆う水噴霧装置へ供する前-1.(3)に規定する全ての消火ポンプが，単一の区画に

おける火災により作動不能となる場合を想定し，非常用消火ポンプの容量に以下を含めること。 

(a) 規則 N 編 11.3.4 に規定する貨物エリアに面した船楼及び甲板室の囲壁並びに救命艇，救命筏及び招集場所に

対する水噴霧装置 

(b) 規則 N編 11.2に規定する 2 つの消火栓からの射水 

(3) 機関室を保護する固定式高膨脹泡消火装置（規則 R 編 10.5.1-1.(2)）が設置され，且つ非常用消火ポンプより当該

消火装置へ海水を供することが意図されている場合，主消火ポンプが作動不能となる場合を想定し，非常用消火ポ

ンプの容量に機関室火災用の当該消火装置を含めること。 

(4) 同時に想定する火災事故は 1 つであるという原則に基づき，非常用消火ポンプの容量は前(1)，(2)及び(3)に規定す

る 3 装置（水噴霧装置，消火栓及び固定式高膨脹泡消火装置）全てを含む必要はなく，最も容量を必要とする区域

及びその要求装置を含む以下のいずれか大きい方とすることで差し支えない。 

(a) 固定式高膨脹泡消火装置＋2 つの消火栓からの射水 

(b) 水噴霧装置＋2 つの消火栓からの射水 

N11.3.5 他のポンプとの兼用 

規則 N編 11.3.5の規定の適用上，バラストポンプ及びビルジポンプは，水噴霧用と兼用して差し支えない。 

N11.3.6 管，弁，ノズルその他の取り付け物 

-1. 規則 N 編 11.3.6 の規定にいう「清水により当該装置を洗浄するための手段」とは，管，ノズル及びフィルタの閉

塞を防止するために，水噴霧装置全体（配管，ノズル及びライン内のフィルタ）を順方向又は逆方向のうち適切な方向で

洗浄することができる手段をいう。 

-2. 規則 N編 11.3.6の適用上，規則 N編 3.1.2及び規則 N編 3.1.3で認められるコファダムに代えて，燃料タンクが最

後方のホールドスペースの後端又は最前方のホールドスペースの前端に設置される場合，当該タンク上方の暴露甲板の

区域も規則 N編 11.3.6の適用対象である貨物エリアと見做し，水噴霧装置の配管，取り付け物及び構成部品は 925℃の高

温に耐えるよう設計すること。 

N11.3.8 設置後の試験  

規則 N編 11.3.8の規定の適用上，水密又は気密試験は，最高使用圧力以上の圧力で行うこと。  
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N11.4 ドライケミカル粉末消火装置 

N11.4.1 一般  

-1. 規則 N編 11.4.1にいう「本会が適当と認める固定式ドライケミカル粉末消火装置」とは，”Guidelines for the approval 

of fixed dry chemical powder fire-extinguishing systems for the protection of ships carrying liquefied gases in bulk” 

(MSC.1/Circ.1315/Rev.1) の要件に適合したものをいう。 

-2. 他船へ貨物を移送するために本船に設置される移送ローディングアーム，バンカリングブーム，移送ホース，レジ

ューサ，スプールピース及び移送ホースリールを含む貨物移送用追加設備に対しても，規則 N 編 11.4.1 の規定に従い，

貨物液及び貨物蒸気の荷役用接続口の消火用に固定式ドライケミカル粉末消火装置を設けること。ここでいう荷役用接

続口とは他船側の貨物移送設備と接続される箇所をいうが，本会が認める場合，この限りではない。 

N11.4.2 装置の性能  

他船へ貨物を移送するために本船に設置される移送ローディングアーム，バンカリングブーム，移送ホース，レジュー

サ，スプールピース及び移送ホースリールを含む貨物移送用追加設備に対しても，これら貨物移送用追加設備は規則 N

編 11.4.2 に規定にされる暴露した貨物液及び貨物蒸気用管装置とみなし，当該管装置及び荷役用接続口のいかなる部分

にも粉末消火剤を散布できること。ここでいう荷役用接続口とは他船側の貨物移送設備と接続される箇所をいうが，本会

が認める場合，この限りではない。 

N11.4.3 モニタ及び手動ホース等 

-1. 規則 N 編 11.4.3 の規定の適用上，モニタによる荷役用接続口の保護は，両舷に荷役用接続口がある場合であって

も，荷役に使用する側の荷役用接続口を保護できるように固定できるものであれば，1 個のモニタによって差し支えない。 

-2. 他船へ貨物を移送するために本船に設置される移送ローディングアーム，バンカリングブーム，移送ホース，レジ

ューサ，スプールピース及び移送ホースリールを含む貨物移送用追加設備に対しても，規則 N 編 11.4.3 に規定にされる

貨物の荷役用接続口のあるすべての場所を保護するために，その近辺及び遠隔で作動及び放出ができるモニタを設ける

こと。ここでいう荷役用接続口とは他船側の貨物移送設備と接続される箇所をいうが，本会が認める場合，この限りでは

ない。 

N11.4.5 ホースラインの最大有効距離 

規則 N 編 11.4.5 の規定の適用上，対象保護区域がモニタ又は手動ホースリールの位置より高い位置にある場合，本会

はこれらの配置に応じてモニタ及び消火ユニットの能力の増加を要求することがある。 

N11.4.8 設置後の試験  

-1. 規則 N編 11.4.8の規定の適用上，気密試験は，最高使用圧力以上の圧力で行うこと。 

-2. 規則 N編 11.4.8の規定の適用上，「十分な量のドライケミカル粉末」とは，設置されたドライケミカル粉末の全量

を放出することを要求しないが，船上の全てのモニタ及び手動ホースラインからドライケミカル粉末を放出することを

いう。また，これらの試験は，管の内部に障害物がないことを確認するため，全ての放出用配管の通気試験の代わりに使

用することができる。ただし，試験完了後，全てのモニタ及び手動ホースラインを含むシステムに乾燥空気を吹き込み，

ドライケミカル粉末の残留物がないことを確認すること。 

N11.5 貨物取扱い装置を格納する閉囲された区域 

N11.5.2 限定された種類の貨物を専用に運送する船舶の消火装置 

本会の適当と認める場合，窒素ガス消火装置を使用することができる。この場合，窒素ガス消火装置は，規則 R編 25.2.1

の規定によるほか，附属書 1「液化ガスばら積船の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認されたものであるこ

と。 
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N12 貨物エリアの機械通風 

N12.1 通常の貨物取扱い作業中に人が入ることを要する区域 

N12.1.1 貨物圧縮機室及びポンプ室等の機械通風装置 

貨物エリア外の電動機室には，規則 N 編 12.1.1，12.1.3，12.1.8及び 12.1.9 の規定に適合する機械通風装置を備えるこ

と。 

N12.1.4 加圧状態の維持  

規則 N編 12.1.4の規定にいう「本会が適当と認める規格」とは，IEC 60092-502:1999 をいう。 

N12.1.5 通風用ダクト，空気取入口及び排気口の配置 

-1. 規則 N編 12.1.5の規定にいう「本会が適当と認める規格」とは，IEC 60092-502:1999 をいう。 

-2. 規則 N編 12.1.5の規定の適用上，機械通風装置の空気取入口は，次の(1)及び(2)によること。 

(1) 危険場所の空気取入口は，当該空気取入口がない場合であっても非危険場所となる区域に設置すること。 

(2) 非危険場所の空気取入口は，危険場所の境界から少なくとも 1.5 m 離れた非危険場所に設置すること。 

-3. 規則 N編 12.1.5の規定の適用上，機械通風装置の排気口は，次の(1)及び(2)によること。 

(1) 危険場所の排気口は，当該排気口がない場合に換気している場所と同等又はより危険性の低い暴露甲板上に設置

すること。 

(2) 非危険場所の排気口は，暴露甲板上の非危険場所に設置すること。 

N12.1.7 通風用ファンの構造 

規則 N編 12.1.7の規定の適用上，次の(1)及び(2)に示すところによる。 

(1) 通風機は，規則 N編 12.1.7によるほか，R4.5.4-1.(2)に適合する火花を生じない構造のものであって，附属書 1「液

化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」に基づいて承認されたものとする。この規定の適用上，当該

通風機が設置されるダクトの開放甲板上の開口には，13 mm×13 mm メッシュを超えない保護金網を取り付けるも

のとする。 

(2) 貨物圧縮機及びポンプを駆動する電動機を設置する電動機室の通風用ファンは，規則 N 編 12.1.7 の規定によるほ

か，次の(a)及び(b)に示すところによる。 

(a) 電動機室の総容量を毎時 30 回以上換気できるものとすること。 

(b) 通風用ファンを駆動する電動機は，電動機が設置される場所に応じて規則 N編 10章の関連規定に定めるとこ

ろによるほか，暴露部に設ける場合は，R19.3.4-2.に示す外装型の要件に適合するものとすること。 

N12.1.9 通風用ダクト開口の保護金網 

規則 N編 12.1.9の規定にいう「保護金網」は，異物の落下に対して適当な強度を有するものとすること。 

N12.1.10 通風装置の設計及び配置 

規則 N編 12.1.10の規定にいう「本会が適当と認める規格」とは，IEC 60092-502:1999 をいう。 

N12.2 通常人が入らない区域 

N12.2.1 閉囲された区画の通風 

規則 N編 12.2.1の規定の適用上，通常時に人が入らない区画の通風は，次の(1)及び(2)に示すところによること。 

(1) 自然通風装置のみの設置は，認められない。 

(2) 可搬式通風ファンは，N5.11.7に示すところにならうものとする。 
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N13 計測及び自動化装置 

N13.1 一般  

N13.1.2 制御装置及び指示装置の集中配置 

規則 N 編 13.1.2 の規定の適用上，制御装置及び指示装置の集中配置場所を貨物コントロール室又は他の適当な場所と

することができない場合は，操舵室とすること。 

N13.1.3 計測装置の較正及び試験 

規則 N編 13.1.3の規定の適用上，計測装置の試験及び検査は，次の(1)から(3)に示すところによる。 

(1) 計測装置の製造時の試験及び検査は，各装置について，次の(a)から(c)に示すところによる。 

(a) ガス検知装置は，次の i)又は ii)に示すところによる。 

i) 船舶安全法第六条第三項（予備検査）又は第六条の四第一項（型式承認）の規定に基づく検査又は検定に

合格したもの。 

ii) 一般財団法人日本舶用品検定協会の行う検査に合格したもの。 

(b) 液面計測装置は，「船用材料・機器等の承認及び認定要領 7編 4章」に示すところによる。 

(c) 圧力計測装置及び温度計測装置は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」による。 

(2) 計測装置の本船装備後に効力試験を行って所定の性能を有することを確認する。この試験は，必ずしも実貨物で行

う必要はないが，ガス検知装置については，適当な試験ガスを用いて行うこと。 

(3) 計測装置の就航後の再検定及び試験方法については，少なくとも次の(a)から(f)に示す事項について規則 N編 18.2.1

の規定に定めるオペレーションマニュアルに記載すること。 

(a) 使用前のチェック方法及び試験方法 

(b) 使用中のチェック方法及び試験方法 

(c) 製造所の定める定期的なチェック方法及びその間隔 

(d) 装置の有効期限（恒久的に有効な装置の構成要素は除く。） 

(e) 規則 B編表 B3.9の 4 項の規定に定める定期的検査の方法 

(f) その他の注意事項 

N13.2 貨物タンクの液面指示装置 

N13.2.1 一般  

規則 N編 13.2.1の規定の適用上，次の(1)及び(2)に示すところによる。 

(1) 液面指示装置の性能及び構造は，「舶用材料・機器等の承認及び認定要領 7 編 4 章」に基づいて承認されたものと

すること。 

(2) 液面指示装置の有効性については，例えば，高液位や低液位に液面計測の範囲が限定される場合で，その範囲に貨

物を積載することを条件としている貨物タンクについては，この液面計測装置は有効なものとみなす。 

N13.2.2 液面計測装置の配置 

規則 N 編 13.2.2 にいう「保守ができる」とは，貨物タンクに貨物を積載している状態であっても液面計測装置のすべ

ての部分（パッシブな部品を除く。）を開放点検できることをいう。なお，ここでいうパッシブな部品とは，通常の使用

状態において故障が想定されないものをいう。 

N13.2.3 液面計測装置の形式 

規則 N 編 13.2.3の規定の適用上，積載予定貨物が複数の場合で，規則 N編 19 章表 N19.1 の g 欄で要求される液面指

示装置の形式が複数種類と異なる場合，各形式の装置を 2 個以上（N13.2.2に示す場合は，1 個として差し支えない。）ず

つ設ける場合は，これらを併設して差し支えない。ただし，より要件の緩やかな形式の装置には，対応する貨物以外の貨

物の積載時に使用しない旨を明示した注意銘板を掲げること。 
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N13.3 オーバフロー制御 

N13.3.1 一般  

規則 N編 13.3.1の規定の適用上，高位液面警報装置は，R11.6.3-1.に示すところによる。 

N13.3.2 保護措置  

規則 N 編 13.3.2 の規定の適用上，高液位で積込弁を自動閉鎖するために設けられたオーバフロー制御装置としてのセ

ンサは，規則 N編 13.2.1の規定で定める液面指示装置に用いるセンサと兼用して差し支えない。 

N13.3.4 自動遮断装置の省略 

規則 N 編 13.3.4(2)の規定にいう「積荷作業中に生じうる最大圧力」とは，陸上の移送ポンプの最大吐出圧及び貨物蒸

気圧を考慮したものをいう。 

N13.3.5 設置及び作動試験  

規則 N 編 13.3.5 にいう「各入渠」とは，規則 B 編 1.1.3-1.(4)(a)に規定する時期に行う船底検査をいう。 

N13.4 圧力監視  

N13.4.2 貨物タンクの圧力警報 

規則 N編 13.4.2の規定の適用上，高圧又は低圧警報は，次の(1)から(3)に示すところによる。 

(1) 規則 N 編 13.4.2 の規定で航海船橋に設ける低圧警報は，規則 N 編 8.4.2 の規定により負圧防止装置が要求される

場合に，貨物タンクの最大設計外圧より低い適当な設定圧力で警報を発するものとすること。 

(2) 規則 N編 13.4.2の規定に定める警報装置は，可視可聴の警報を発するものとする。 

(3) 圧力計測装置は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」により承認されたものである

こと。 

N13.5 温度指示装置  

N13.5.1 一般  

温度計測装置は，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」により承認されたものであること。 

N13.6 ガス検知の要件  

N13.6.3 ガス検知装置  

規則 N編 13.6.3の規定にいう「本会が適当と認めるもの」とは，IEC 60079-29-1 に従って設計，設置及び試験される

ものであってかつ次の(1)又は(2)に該当するものをいう。 

(1) 船舶安全法第六条第三項（予備検査）又は第六条の四第一項（型式承認）の規定に基づく検査又は検定に合格した

もの。 

(2) 一般財団法人日本舶用品検定協会の行う検査に合格したもの。 

N13.6.4 酸素欠乏監視装置  

規則 N編 13.6.4の規定の適用に際し，表 N19.1の f欄にAと記載されているプロダクトを運送するか否かに関わらず，

すべての液化ガスばら積船において，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び検査要領」及び火災安全設備コード

15.2.2.4.5.4 の要件に従って，イナートガス装置を収容する区画の適切な場所に 2 個の酸素濃度計を設置すること。 

N13.6.5 毒性プロダクトのガス検知装置 

規則 N編 13.6.5の規定の適用上，可搬式ガス検知装置の使用は，次の(1)から(3)に示すところによること。 

(1) 可搬式毒性ガス検知装置は，少なくとも 2 組設けるものとする。 

(2) 規則 N編 19 章表 N19.1 の f 欄で「F+T」と表示されるプロダクトの場合は，規則 N編 13.6.14 の規定に定める固

定式引火性ガス検知装置を別途設ける。 

(3) 検知管式のように消耗品を構成要素にもつ場合は，(1)に示す 2 組のほかに本船の作業内容，対象貨物の運送頻度

を考慮して適当な追加の予備検知管を備えること。また，検知管式の場合は，検知管を対象貨物ごとに上記の数だ

け備える必要があるが，吸引ポンプは，ガス検知装置の型式ごとに少なくとも 2 台あればよい。 
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N13.6.6 毒性ガスのガス検知 

規則 N 編 13.6.6 の規定の適用上，毒性ガスの場合のホールドスペース及びインタバリアスペースのガス採取管は，可

搬式ガス検知器の場合，貨物蒸気密度を考慮して，区画の上方又は下方に開口する管で，その上端には自動閉鎖管頭を設

けたものとすること。貨物蒸気密度及び当該区画の逃し弁の設定圧力を考慮した上で，規則 D編 13.8の規定に定める測

深管が利用できる場合は，これと兼用して差し支えない。 

N13.6.12 固定ガス採取端の配置 

規則 N編 13.6.12の規定の適用上，固定ガス採取端は，対象区画の形状，対象区画内の構造及び配置を考慮して，貨物

蒸気の滞留し易い場所に設置すること。この場合，採取端は，原則として対象区画ごとに 2 箇所以上設けること。 

N13.6.14 イナーティングが要求されるスペースのガス検知 

規則 N編 13.6.14の規定の適用上，イナーティングが要求されるホールドスペース及びインタバリアスペースのガス検

知装置は，次の(1)及び(2)に示すところによること。 

(1) 一体型タンクの場合は，規則 N編 13.6.14の規定は適用しない。ただし，当該タンクのホールドスペース及びイン

タバリアスペースは，規則 N編 13.6.2の規定を，同 13.6.2(2)に示す区画とみなして適用する。 

(2) 当該区画のガス濃度の可測範囲は，通常時に燃焼限界を 100%としたスケールとし，必要な場合に容積比で 0%か

ら 100%までに切替えするものとして差し支えない。 

N13.6.20 酸素濃度計測装置  

規則 N編 13.6.20の規定にいう「酸素濃度を計測する適当な装置」とは，N5.11.7に示すところにならうものをいう。 

N13.7 二次防壁が要求される格納設備の追加要件 

N13.7.2 温度計測装置  

-1. 規則 N 編 13.7.2-2.の規定にいう「必要な場合」とは，規則 N 編 4.19.1-5.の規定に定める船体横強度部材をヒーテ

ィングするための装置が設けられる場合をいう。この場合，少なくとも二重底頂板上の 4 箇所に検知端を設けること。 

-2. 規則 N編 13.7.2-3.の規定の適用上，-55℃より低い温度で貨物を運送する場合の温度計測装置は，次の(1)及び(2)に

示すところによる。 

(1) N4.13.4-1.に示すところによるクールダウン又はローディング上の手順を確認するために，規則 N 編 13.7.2-3.の規

定に定める温度計測装置を設けること。 

(2) 規則 N 編 13.7.2-4.の規定に定めるクールダウンの方法が適当であることを確認するために設ける温度検知端は，

スプレーライン開口の配置，貨物タンク構造，支持構造及び防熱構造を考慮して配置すること。これらの構造及び

配置が同一とみなし得る他の貨物タンクには，規則 N 編 13.7.2-3.及び同 13.5.1 の規定に定める温度計測装置を設

けるのみで差し支えない。 

N13.8 自動化装置  

N13.8.2 自動化装置の設計  

規則 N編 13.8.2の規定にいう「本会が適当と認める規格」とは，IEC 60092-504:2001 をいう。 

N13.8.10 統合システムの設計 

規則 N編 13.8.10の規定にいう「本会が適当と認める規格」とは，ISO/IEC 15288:2008 及び ISO 17894:2005 をいう。 

N13.9 統合システム  

N13.9.3 リスク評価  

-1. 規則 N編 13.9.3の規定にいう「統合システム」とは，貨物液及び貨物蒸気の運送，取扱い及び調整に必要な制御，

監視警報又は安全機能のために使用するコンピュータシステムを組合せたものであって，当該コンピュータシステム間

の通信を可能にし，かつ，監視警報及び安全に関する情報及び／又は指令／制御への一元化されたアクセスを可能にする

ために相互に接続されたものをいう。（MSC/Circ.891 参照） 

-2. 規則 N編 13.9.3の規定にいう「適切なリスク評価手法」とは，FTA，FMEA，FMECA 等をいう。 
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N13.11 追加要件  

N13.11.1 固定式ガス検知装置の設置 

規則 N編 13.11.1にいう「本会が定めるところ」とは R4.5.10-2.(1)をいう。 
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N14 人身保護設備 

N14.3 安全装具  

N14.3.2 安全装具の構成  

(1) 規則 N編 14.3.2(1)に規定する自蔵式呼吸具は，次の(a)及び(b)に該当するものをいう。 

(a) 船舶安全法第六条第三項（予備検査）の規定に基づく検査に合格したもの 

(b) 船舶安全法第六条の四第一項（型式承認）の規定に基づき国土交通大臣の型式承認を受け，かつ，国土交通省

又は一般財団法人日本舶用品検定協会の行う検定に合格したもの 

(2) 規則 N編 14.3.2(2)の規定にいう「本会が適当と認める規格」とは，次の(a)及び(b)に該当するものをいう。 

(a) 船舶安全法第六条第三項（予備検査）の規定に基づく検査に合格したもの 

(b) 船舶安全法第六条の四第一項（型式承認）の規定に基づき国土交通大臣の型式承認を受け，かつ，国土交通省

又は一般財団法人日本舶用品検定協会の行う検定に合格したもの 

N14.4 個々のプロダクトに対する人身保護の要件 

N14.4.3 除染シャワー及び洗眼場所 

除染シャワー及び洗眼場所は，カーゴマニホールド部や貨物ポンプ室等の直接貨物の飛散を受けやすい場所の近くに

設け，洗浄中に，さらに貨物の飛散を受けないよう，周囲壁を設けること。この周囲壁の構造は，規則 C編 1編 11.3.3の

規定によること。また，この配管は規則 D編 12章の規定に適合した金属製の固定配管とし，凍結防止のため防熱を施す

か，又は適当な位置にドレン抜きを設備すること。 

N14.4.4 保護衣  

規則 N編 14.4.4に規定する保護衣は，次の(1)及び(2)に該当するものをいう。 

(1) 船舶安全法第六条第三項（予備検査）の規定に基づく検査に合格したもの 

(2) 船舶安全法第六条の四第一項（型式承認）の規定に基づき国土交通大臣の型式承認を受け，かつ，国土交通省又は

一般財団法人日本舶用品検定協会の行う検定に合格したもの 
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N15 貨物タンクの積付制限 

N15.4 標準積付制限値を超える場合の上限値（IGCコード 15.4関連）  

N15.4.1 98%より大きい積付制限値 

-1. 規則 N 編 15.4.1-1.(1)及び(2)の適用上，15 度の横傾斜及び 0.015Lf の縦傾斜の範囲における，いかなる船体姿勢に

おいても，それぞれの規定を満足しなければならない。 

-2. 規則 N編 15.4.1-1.(1)及び(2)の適用上，規則 N編 15.4.1-1.(3)の計測器の誤差，操作上のマージン，圧力上昇による

貨物膨張に起因する液位上昇後の貨物タンク内液面において，それぞれの要件を満足することを確認しなければならない。 

-3. 規則 N編 15.4.1-1.(2)の適用上，圧力逃し弁のガス吸引口は，吸引口の内径の少なくとも 40％以上の距離を確保し，

貨物液面の上方に配置しなければならない。当該距離は，吸引口末端断面の中心位置において計測すること。 

-4. 規則 N編 15.4.1-1.(3)の適用上，安全余裕の算出においては，次の算式を使用して差し支えない。 

𝛼𝑡 = √𝛼1
2 + 𝛼2

2 + 𝛼3 + 𝛼4  (%) 

𝛼1: 液面計の誤差による液体容積の増加率（%）  

𝛼1 =
𝑑𝑉

𝑑ℎ
⋅

𝛥ℎ

𝑉
⋅ 100 

𝑑𝑉

𝑑ℎ
：積付液位 h における液位に対する液体容積の変化率（m3/m） 

ℎ：予め想定した積付制限値（98%以上）に対応する積付液位（m） 

𝑉：貨物タンクの総容積（m3） 

𝛥ℎ：液面計の最大許容誤差による液位変動（m） 

（𝛥ℎ = ℎ × 𝛥𝑍，𝛥𝑍：液面計の最大許容誤差（%）） 

𝛼2: 温度計の誤差による液体容積の増加率（%） 

次の 2 つの算式のうち，いずれかを使用することができる。 

𝛼2 = 𝛽 ⋅ 𝛥𝑇 

𝛽：基準温度における体積熱膨張係数 

𝛥𝑇：温度計の最大許容誤差（K） 

𝛼2 = 100 × [1 − (
𝑇𝐶 − 𝑇𝐿 − 𝛥𝑇

𝑇𝐶 − 𝑇𝐿

)
0.26

]
 

𝑇𝐶：貨物の臨界温度（K） 

𝑇𝐿：貨物の積込温度のうち最高のもの（K） 

𝛼3：圧力逃し弁の最大放出容量時の圧力上昇（規則 N編 8.4.1参照）による膨張率（%） 

𝛼3 = (
𝜌𝑃𝑅𝑉

𝜌𝑃𝑅𝑉⋅1.2
− 1) ⋅ 100 

𝜌𝑃𝑅𝑉：基準温度における貨物比重 

𝜌𝑃𝑅𝑉⋅1.2：圧力逃し弁の設定圧力の 1.2 倍の圧力における貨物温度に対応した貨物比重 

𝛼4: オペレーションに対する安全率 0.1 (%) 
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図 N15.4.1-1. 積付制限値の計算フロー例 

 
 

  

蒸気溜りが生成される 

液面高さの積付量 

（A） 

 

PRV 吸引入口が閉塞される 

液面高さの積付量 

（B） 

 
 

（C）= MIN.（（A），（B）） 

 

想定積付液位 h の決定 

安全余裕 αtの計算 

安全余裕等を考慮した積付量（D）の決定 

（D）＝（C）- Vtank x α t 

積付制限値の計算 

（E）＝（D）/ Vtank （％） 

（E）の評価 

（E）≦99.5（％） & （E）> 希望値 

 

積付制限値の決定 

No 

Yes 
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N16 燃料としての貨物の利用 

N16.1 一般  

N16.1.1 一般  

-1. ガス燃料ボイラ，ガス燃焼装置及びガス燃料機関については，それぞれ附属書 2「二元燃料ボイラに関する検査要

領」，附属書 2A「ガス燃焼装置に関する検査要領」及び規則 N編附属書 16.1.1-3.による。また，ガス燃料ガスタービンに

ついては，本会が適当と認めるところによる。 

-2. 前-1.に関わらず，規則 N 編 16.9.1 の規定に従いメタン以外の貨物ガスを燃料として使用する場合には，ガス燃料

ボイラ，ガス燃焼装置，ガス燃料往復動内燃機関及びガスタービンは主管庁の承認を得たものとすること。 

-3. 規則 N編 16.1.1を適用するにあたって，規則 N編附属書 16.1.1-3.の取り扱いについては次による。 

(1) 規則 N編附属書 16.1.1-3.中 1.1-5.にいう，「本会が別に定める」とは，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6編

8章 8.3(4)(i)をいう。 

(2) 規則 N編附属書 16.1.1-3.中 3.1.1-2.にいう，「本会が別に定める」とは，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び

機能に関する検査要領」2章及び 4章をいう。 

(3) 規則 N編附属書 16.1.1-3.中 4.1-9.にいう，「本会が別に定める」とは，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6編

8章 8.3をいう。 

(4) 規則 N編附属書 16.1.1-3.中 4.3(1)にいう，「本会が別に定める」とは，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機

器に関する検査要領」2.4.2をいう。 

(5) 規則 N編附属書 16.1.1-3.中 4.3(2)にいう，「本会が別に定める」とは，附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機

器に関する検査要領」2.4.3をいう。 

N16.3 ガス使用機器が設置される区画の配置 

N16.3.4 ベント及びブリードライン 

規則 N編 16.3.4にいう「フレームスクリーン」は，「船用材料・機器等の承認及び認定要領」6編 7章の規定に従って

承認されたものとすること。  
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N16.5 ガス燃料プラント及び関連の貯蔵タンク 

N16.5.3 加熱及び冷却媒体  

規則 N編 16.5.3にいう「承認された型式のフレームスクリーン」とは，「船用材料・機器等の承認及び認定要領」6編

7章の規定に従って承認されたものをいう。 

N16.7 ガス燃焼用内燃機関に対する特別要件 

N16.7.1 配置  

-1. 規則 N 編 16.7.1-4.の適用上，圧力逃し装置は排ガスを連続的に機関室又はその他の閉囲区画に逃さないものとす

ること。 

-2. 規則 N 編 16.7.1-4.の適用上，漏洩ガスへの着火による最悪の過圧状態においても耐えられるような強度を考慮し

た設計がなされている場合又は機関の安全設計指針により必要がないと確認されている場合を除き，吸気マニホールド，

掃気室及び排気装置には，適当な圧力逃し装置を設けること。このうち，吸気マニホールド，掃気室及び排気マニホール

ドに備える排気装置の圧力逃がし装置は，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6編 13章に従って承認されたものと

すること。吸気マニホールド，掃気室及び排気装置における過圧に関する潜在的な危険性について詳細な評価を行い，機

関の安全設計指針に反映すること。クランクケースの場合には，規則 D編 2.4.3に規定される逃し弁は，機関のガス燃料

運転に対して適切とみなされる。規則 D編 2.4.3が適用されない機関については，クランクケース内におけるガス燃料の

蓄積に関する潜在的な危険性についての詳細な評価を行うこと。 
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N17 特定の貨物に対する特別要件 

N17.12 アンモニア（無水）  

N17.12.2 炭素マンガン鋼を使用する場合の条件 

規則 N 編 17.12.2の適用上，規則 K 編 3章又は 4 章の規定に従い，材料記号の末尾に設定した降伏点又は耐力の最大

規格値と「U」が付された鋼材を使用すること。 

N17.18 酸化プロピレン及び酸化エチレンと酸化プロピレンの混合物（酸化エチレンの含有率が 30重量%以下のもの） 

N17.18.14 窒素ガスの封入  

規則 N編 17.18.14 の規定の適用上，純度 99%（容積比）以上を確保することの出来るメンブレンタイプ窒素ガス発生

器は，使用して差し支えない。 
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N18 作業に関する規定 

N18.3 緊急遮断装置（IGCコード 18.10）  

N18.3.1 貨物の緊急遮断装置 

-1. 規則 N編 18.3.1-1.(4)の規定にいう「本会が適当と認める規格」とは，ISO 28460:2010 をいう。 

-2. 規則 N編 18.3.1-2.の適用上，緊急遮断弁の遮断用の油圧又は空気圧管系には，止め弁を設けない。 

-3. 規則 N編 18.3.1-2.(1)(b)の規定でいう「フェイルクローズ型のもの」とは，次の(1)又は(2)並びに(3)に示すところに

よるものをいう。 

(1) 油圧又は，空気圧は，弁の開動作のためにのみ使用し，弁の閉動作はフェイルクローズ作動時も含めて，スプリン

グ又はウェイト等によって行われるもの 

(2) 弁の口径が大きく，前(1)の方法が実際的でないために弁の開及び閉動作共に油圧又は空気圧を使用する場合には，

フェイルクローズ時の作動用油圧又は，空気圧を特設の蓄圧タンクから供給するものとし，このシステムの構成は，

次の(a)及び(b)に示すところによる。 

(a) 弁操作用のシリンダは，通常動作及びフェイルクローズ動作の両方に兼用して差し支えないが，フェイルクロ

ーズ作動用特設蓄圧タンクから弁操作用シリンダまでの油圧又は空気圧管系は，通常動作用のこれら管系と

兼用しないこと。また，フェイルクローズ用油圧又は空気圧管系には，原則として止め弁を設けないこと。 

(b) フェイルクローズの作動用蓄圧タンクの容量は，接続するすべての緊急遮断弁を少なくとも 2 回以上作動さ

せるのに十分なものとすること。ただし，1 つの蓄圧タンクが両舷に設けた同種の緊急遮断弁に接続する場合

は，片舷のみの緊急遮断弁を 2 回以上作動させるものとして差し支えない。 

(3) フェイルクローズの作動の原因となる通常動作用の油圧又は空気圧の喪失時に，通常人が配置される制御場所（例

えば貨物制御室，航海船橋等）に可視可聴警報を発するものとすること。 

-4. 規則 N編 18.3.1-2.(1)(b)の規定にいう「設置場所で手動閉鎖できるもの」とは，手動ハンドルによる直接手動閉鎖

できるもののほか，フェイルクローズ機構を利用した油圧又は空気圧の手動による開放により閉鎖できるもの若しくは

手動ポンプにより閉鎖できるものをいう。 

-5. 規則 N 編 18.3.1-2.(1)(c)の規定にいう「30 秒以内の動作で完全閉鎖」の規定は，前-4.に示す手動の閉鎖機構には，

適用しなくて差し支えない。 

-6. 緊急遮断弁のハンドル位置による開閉状態の確認は，規則 N編 18.3.1-2.(1)(b)にいう「開閉状態を明確に示すもの」

として認められない。 

-7. 他船へ貨物を移送するために本船に設置される移送ローディングアーム，バンカリングブーム，移送ホース，レジ

ューサ，スプールピース及び移送ホースリールを含む貨物移送用追加設備に対しても，これら貨物移送用追加設備は規則

N 編 18.3.1-3.(2)に規定される貨物マニホールドとみなし，当該貨物マニホールド及び液管装置が定期的に開放される区

域の火災を検知できる手段を設けること。 

-8. 規則 N 編表 N18.1 の備考 1)d の適用に際し，意図しない貨物ポンプの運転及びマニホールド緊急遮断弁の開弁を

防止するため，電気的又は機械的なインタロック等の物理的な装置を備えること。 

N18.4 作業要件  

N18.4.7 閉囲区画への立ち入り 

規則 N編 18.4.7の適用上，閉囲区画への立ち入りについては，IMO 決議 A.1050(27)によること。 

N18.4.8 貨物サンプリング  

規則 N編 18.4.8の規定の適用に際しては，N5.6.5-1.による。 
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N19 最低要件 

N19.1 一般  

N19.1.1 適用  

規則 N編 19章の表 N19.1の a欄にいう「上記の各欄に示す貨物と同等の危険性を有すると認められるその他の液化ガ

ス」を運送する場合の構造設備は，船籍国政府の特別な要求がない限り，構造設備の基本的な設計について，貨物の物性

値（蒸気圧，液密度及び蒸発潜熱等）に従って要件を定める。さらに，貨物の毒性，引火性，腐食性，反応性並びに低温

及び圧力の程度に応じて，規則 N 編 19 章の表 N19.1 に規定する最低要件の各項目及び特別要件について個々に定める。 
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附属書 1 液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領  

1章 通則 

1.1 適用  

-1. 本検査要領は，液化ガスばら積船に使用する貨物取扱い用装置及び機器等（以下本章において「装置等」という。）

に関する規則 N編及び要領 N編の該当規定に基づき，当該装置等に適用すべき技術的要件を定める。 

-2. 本会がこの検査要領と同等以上と認める規格又は規則に従って製造され，かつ，本会が適当と認める機関により証

明されている装置等については，この検査要領に規定する要件の一部又は全部の省略を認めることがある。 

1.2 提出図面及び書類 

規則 B 編 2.1.3 に定める提出図面及び書類に基づき，本会に提出すべき当該装置等に関する図面及びその他の書類は，

次の(1)及び(2)並びに 2 章以下の規定に掲げるもののうち該当するものとする。 

(1) 承認用図面及び書類 

(a) 要目表 

(b) 主要構造部品の詳細図 

(c) 主要構造部品の材料仕様 

(d) 主要構造部品の溶接要領詳細（試験検査を含む。） 

(e) 機付諸管線図（各種管系統図，管の材質，寸法及び使用圧力を記入したもの） 

(f) 制御系統図（監視，安全及び警報装置を含む。） 

(g) その他，装置等の種類に応じて本会が必要と認める図面及び書類 

(2) 参考用図面及び書類 

(a) 外形図 

(b) 組立断面図 

(c) 据付要領 

(d) 取扱説明書 

(e) 主要構造部の強度計算書（必要と認める場合，熱応力に関する検討を含む。） 

(f) 予備品表 

(g) その他，装置等の種類に応じて本会が必要と認める図面及び書類 

1.3 試験  

-1. 装置等の試験については，鋼船規則及び同検査要領の該当する規定によるほか，装置等の種類に応じて 2章以降に

定める試験を行うこと。 

-2. 装置等の使用条件，構造及び使用実績等を考慮して，代表的な機種について前-1.の試験に加えて，より詳細な試験

を行うことを要求することがある。 

-3. 前-1.及び-2.に定める試験は，製造工場において行うこと。ただし，製造者の申し出により本会が適当と認めた場

合，本船に設備したのち，この試験の一部又は全部を行うことができる。なお，製造工場等において行う検査に関する検

査の実施に際して，通常の検査において得られる検査に必要な情報と同様の情報が得られると本会が認める，通常の検査

方法と異なる検査方法の適用を認める場合がある。 
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2章 貨物ガス圧縮機 

2.1 一般  

2.1.1 適用  

-1. 本章の規定は，貨物ガスに用いられるガス圧縮機に適用する。 

-2. ガス圧縮機の駆動機として使用される蒸気タービン，ガスタービン，電動機並びにこれらの動力伝達装置は，規則

D編及び H編の関連各章の規定によること。 

2.2 提出図面及びその他の書類 

2.2.1 参考用図面及び書類 

-1. 前 1.2(2)に示すものに加えて，次の(1)から(3)を提出すること。 

(1) 低温部の熱膨張/収縮に関する資料 

(2) 配管との接続要領 

(3) ケーシングの防熱要領 

-2. 2.3.3-7.に規定する海洋環境での使用に適切な設計であることを確認するため，製造者は 2.3.3-7.(1)から(4)の事項に

準拠して設計されていることを示す資料を提出すること。 

2.3 材料，構造及び強度  

2.3.1 一般  

-1. ガス圧縮機は，各寸法及び各型式ごとに，設計評価を行うこと。 

-2. ガス圧縮機の設計評価は，該当する場合，API 617:2014+ERR1:2016，API 618:2016 又は API 619:2010 もしくはその

他本会が適当と認める規格によることができる。 

2.3.2 材料  

-1. 主要構造部に使用する材料は，使用温度，圧力等，使用条件に適したもので，かつ，耐圧部の材料は規則 K 編の

関連各章の規定によること。 

-2. 設計温度が-55℃未満の主要構造部に使用する材料は，規則 K編の関連各章及び規則 N編 6章の表 N6.4の規定に

よること。 

-3. 主要構造部は，本会が必要と認める場合，規則 K編 5.1.10又は 6.1.10に定める非破壊試験を要求することがある。 

-4. 本章に定めるガス圧縮機の主要構造部とは，一般に次の(1)から(3)に示すものをいう。 

(1) 遠心形ガス圧縮機 

(a) インペラ 

(b) インデューサ 

(c) ガイドベーン 

(d) ケーシング 

(e) 軸及び軸継手 

(2) 容積形ガス圧縮機 

(a) シリンダカバー及びシリンダライナ 

(b) ピストン及びピストン棒/連接棒 

(c) クランク軸及び軸継手 

(d) 架構 

(e) スクリュー又はギア（回転式の場合） 

(f) ケーシング（回転式の場合） 

(3) その他，構造方式に応じ本会が定める部分 
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2.3.3 構造及び据付け等  

-1. ガス圧縮機は，出来る限りガス漏洩がなく，かつ，火花を発生するおそれのない構造とすること。 

-2. ガス圧縮機の低温部は，接続する常温又は高温部との温度差により有害な影響を受けないよう適切な断熱機構又

は構造とすること。 

-3. ガス圧縮機の軸封部は，次の(1)及び(2)による。 

(1) 使用温度及び圧力に対して十分なシール効果を持ち，長時間の連続運転に耐える構造であること。 

(2) ガス圧縮機が停止したとき，ガス漏洩又は大気侵入が生じない構造であること。 

-4. ガス圧縮機は，接続する管装置の伸縮，変形及び船体変形により，過大な力を受けないよう適切な対策を講じるこ

と。 

-5. ガス圧縮機と同一区画に設置された蒸気タービンを駆動機とする場合，タービン駆動用蒸気の温度は，ボイルオフ

ガスの自然発火温度より低い安全な温度とすること。 

-6. ガス圧縮機は，駆動機及び動力伝達装置を含め，通常の使用状態における機械的及び熱的衝撃荷重及び振動荷重に

耐える設計とすること。 

-7. ガス圧縮機は，使用目的に応じた適当なものとすること。すべての装置及び機器は，規則 D編表 D1.1及び規則 H

編表 H1.2に定める傾斜角度を考慮し，海洋環境での使用に適切な設計であることを確保しなければならない。考慮すべ

き事項には，次の(1)から(4)を含むが，これに限らない。 

(1) 環境 

(2) 船上の振動及び加速度 

(3) ピッチング，ヒービング及びローリングなどの影響 

(4) ガスの物理的及び化学的特性 

-8. ガス圧縮機の形式により低負荷時に有害なサージングが発生する可能性がある場合，リサーキュレーションライ

ンの設置等，有効な防止対策を講じること。 

-9. リサーキュレーションにより過度の温度上昇が予想される場合，有効な防止対策を講じること。 

-10. ガス圧縮機は，開放時に容易にガスパージが可能な構造とし，かつ，適切なパージ口を設けること。 

2.3.4 強度  

-1. ガス圧縮機は，次の(1)から(11)に示す圧力及び荷重の適切な組合せを考慮して設計すること。 

(1) 使用状態における貨物最大蒸気圧 

(2) ケーシング内 

(3) 接続する配管及び支持装置による局部荷重 

(4) 熱応力 

(5) 必要に応じ，接触又は回転による衝撃・振動荷重 

(6) 30 度の静的横傾斜により生じる荷重 

(7) 必要構造部及び付着防熱材の自重 

(8) 回転により生じる荷重 

(9) 往復動式ガス圧縮機にあっては，不平衡力及び機器の動揺 

(10) 軸推力 

(11) その他，本会が必要と認める圧力及び荷重 

-2. ガス圧縮機の耐圧部分となるケーシング及びシリンダ部の厚さは，原則として-1.により定まる最大内圧を用いて

規則 D編 10.5から 10.7の規定により定まる値以上とすること。必要と認めた場合，本会は，直接強度計算を要求するこ

とがある。 

-3. 前-2.の計算に用いる許容応力は，原則として規則 N編 4.23.3-1.(1)において独立型タンクタイプ C に対し要求され

る値を用いること。 

-4. 前-2.に用いる溶接継手効率及び腐食予備厚は，それぞれ規則 D編 10.4.2及び 10.4.3に規定される値を用いること。 

-5. 回転又は往復運動を行う主要構造部の強度は，本会の適当と認めるところによること。 
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2.4 安全装置  

2.4.1 一般  

ガス圧縮機は，その形式及び使用条件に応じ安全，かつ，安定した作動を確保できるよう十分な保護装置及び監視装置

を設けること。 

2.4.2 監視装置及び安全装置 

-1. ガス圧縮機は，規則 N編に定めるもののほか，原則として次の(1)から(8)に示す事象に対する適切な監視装置，警

報装置及び安全装置を設けること。 

(1) ガスの出口温度異常上昇 

(2) 潤滑油圧力低下 

(3) 軸封装置用シール液体圧力の低下 

(4) 冷却水供給停止又は出口温度異常上昇 

(5) 制御用動力源の喪失 

(6) サージング 

(7) 軸受部のシール液体圧力の低下 

(8) その他，作動方式に応じ本会が必要と認めるもの 

-2. ガス圧縮機の駆動機は，その形式に応じ，原則として規則 D編 3.3，4.3及び H編 2.3に定める安全装置を備える

こと。 

2.4.3 非常停止装置  

ガス圧縮機は，その制御場所及び機側にて操作できる非常停止装置を設けること。 

2.4.4 危険速度  

-1. 遠心式ガス圧縮機の危険速度は，次の(1)及び(2)に示す範囲内に存在しないこと。 

(1) 剛性軸の場合:最大使用回転数の 120%以下 

(2) フレキシブル軸の場合:一次危険速度は最低使用回転数の 85%以下であって，二次危険速度は最大使用回転数の

120%以下 

-2. 往復動式ガス圧縮機の常用回転数は，回転軸系の捩り固有振動数の±10%以内に設定しないこと。 

2.5 付属設備  

2.5.1 潤滑油装置  

-1. 強制潤滑式の軸受を有するガス圧縮機の潤滑油装置は，次の(1)から(5)による。 

(1) ガス圧縮機の起動時及び停止時に十分な給油が可能であること 

(2) 潤滑油こし器は，ガス圧縮機運転中に切替可能であること 

(3) 潤滑油は，適正温度に維持できること 

(4) 圧縮機の停止中，通常運転に必要な潤滑油量を溜めることができるタンクを設けること 

(5) 潤滑油中にガスが混入しないような構造であること。ただし，構造上ガス混入を前提に計画されているものを除く。 

-2. ガス圧縮機の駆動機及び動力伝達装置の潤滑油装置は，その形式に応じ規則 D 編 3.3.3，4.4.6 又は 5.2.5 の規定に

準じたものとすること。 

2.6 試験・検査  

2.6.1 タイプテスト  

-1. ガス圧縮機は，各寸法及び各型式ごとに，本会検査員立会の下タイプテストを行い，船用材料・機器等の承認及び

認定要領第 6編 2章に定める使用承認を受けること。 

-2. 前-1.に定めるタイプテストは，2.3.1 の設計評価に適用した規格に従って試験を行うこと。また，少なくとも次の

(1)から(6)に定める試験・検査を行うこと。 

(1) 材料試験：規則 K編関連各章及び規則 N編表 N6.4の規定による。 

(2) 水圧又は耐圧試験：ガス圧縮機の耐圧部については，水圧試験又は空気あるいは他の適当な気体による耐圧試験を
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少なくとも 30 分間行うこと。試験圧力は，設計圧力の 1.5 倍（試験流体が圧縮性の場合は 1.25 倍）とする。 

(3) 運転試験及び性能試験：運転試験及び性能試験では，製造者が定める限界値を超えていないこと及び機器の性能に

関するその他特性が仕様に従っていることを確認するため，次の(a)から(f)の内容を記録すること。 

(a) 使用するガス 

(b) 温度及び圧力 

(c) 警報及び停止試験 

(d) 圧力逃し装置の作動及び停止圧力 

(e) 振動計測 

(f) 消費電力及びガス負荷（性能試験のみ） 

(4) 振動評価：製造者は，設計に適用した適切な規格と一致する機器及び装置の振動評価基準を提出すること。ここで

いう設計に適用した適切な規格とは，次の(a)から(g)をいう。ただし，振動評価基準に関するデータが利用できな

い場合は，通常の運転条件における振動速度の全体の二乗平均平方根（RMS）値に関して，参考として使用した基

準を確認できる資料を提出すること。 

(a) ISO 7919-3:2009/AMD 1:2017 

(b) ISO 10816-3:2009/AMD 1:2017 

(c) ISO 10816-7:2009 

(d) ISO 10816-8:2014 

(e) ISO 20816-1:2016 

(f) ISO 20816-8:2018 

(g) その他本会が適当と認める規格 

(5) 前(4)に規定する振動評価基準に関し，本会は疲労計算によって示される代替の上限値を認めることがある。 

(6) その他，圧縮機の型式に応じ本会が必要と認める試験・検査を行うこと。 

2.6.2 製品検査  

-1. ガス圧縮機は本会検査員立会の下，製造時，次の(1)から(3)に定める試験・検査を行うこと。 

(1) 材料試験：規則 K編関連各章及び規則 N編表 N6.4の規定による。 

(2) 水圧又は耐圧試験：ガス圧縮機の耐圧部については，水圧試験又は空気あるいは他の適当な気体による耐圧試験を

少なくとも 30 分間行うこと。試験圧力は，設計圧力の 1.5 倍（試験流体が圧縮性の場合は 1.25 倍）とする。 

(3) 作動試験：完成後，設計温度に応じ，本会が適当と認める気体を用いて実施すること。 

-2. 前-1.に定める試験・検査について，製造所の要望に応じて，次の(1)から(3)に定める条件を満足することで，試験

の立会を軽減することができる。 

(1) ガス圧縮機が 2.6.1-2.に規定するタイプテストに従い承認されていること。 

(2) 製造者が別に定める「事業所承認規則」に従い，審査を受け，承認されていること。 

(3) 製造者の品質管理計画に，2.6.1-2.(2)及び(3)に規定する試験の実施が含まれていること並びに，上記試験の記録を

保持していること。 

-3. 本船取付け後，規則 N編 5.13.2-3.に定める漏洩試験を行うこと。 

-4. ガス圧縮機は，本船取付け後，規則 N編 5.13.2-5.に定める使用試験を行うこと。 
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3章 貨物ポンプ 

3.1 一般  

3.1.1 適用  

-1. 本章の規定は，貨物液又はガスに用いられるポンプに適用する。 

-2. ポンプの駆動用電動機は，本章の規定によるほか，規則 H編及び規則 N編の関連各章の規定によること。 

3.2 提出図面及びその他の書類 

3.2.1 参考用図面及び種類 

-1. 前 1.2(2)に示すものに加えて，次の(1)及び(2)を提出すること。 

(1) 低温部の熱膨張/収縮に関する資料 

(2) サブマージド型ポンプの駆動用電動機の全定格，主要な寸法，材料（絶縁材料を含む。）及び重量を記入した組立

断面図 

-2. 3.3.3-8.に規定する海洋環境での使用に適切な設計であることを確認するため，製造者は 3.3.3-8.(1)から(4)の事項に

準拠して設計されていることを示す資料を提出すること。 

3.3 材料，構造及び強度  

3.3.1 一般  

-1. ポンプは，各寸法及び各型式ごとに設計評価を行うこと。 

-2. ポンプの設計評価は，該当する場合，ISO 13709:2009 及び ISO 24490:2016 もしくはその他本会が適当と認める規格

によることができる。 

3.3.2 材料  

-1. 主要構造部に使用する材料は，使用温度，圧力等，使用条件に適したもので，かつ，耐圧部の材料は規則 K 編の

関連各章の規定によること。 

-2. 設計温度が-55℃未満の主要構造部に使用する材料は，規則 K編の関連各章及び規則 N編表 N6.4の規定によるこ

と。 

-3. 必要構造部は，本会が必要と認める場合，規則 K編 5.1.10又は 6.1.10に定める非破壊試験を要求することがある。 

-4. 本章に定めるポンプの主要構造部とは，一般に次の(1)から(6)に示すものをいう。 

(1) ケーシング（ディープウェル型の場合，貨物吐出部を含む。） 

(2) インペラ 

(3) インデューサ 

(4) 軸及び軸継手 

(5) ガイドベーン 

(6) その他，構造方式に応じ本会が指定するもの 

3.3.3 構造及び据付け等  

-1. ポンプは，火花を発生するおそれのない構造とすること。 

-2. ポンプは，キャビテーション発生防止に十分な考慮が払われたものであること。 

-3. サブマージド型ポンプの駆動用電動機の絶縁材料及び絶縁巻線は，使用環境に十分耐え，かつ，電動機の絶縁抵抗

値は，規則 H編 2.4.15(3)に定める値未満でないこと。 

-4. 低温の貨物を取扱うポンプは，低温による熱収縮を十分考慮した構造とすること。 

-5. ディープウェル型及び甲板据付型のポンプの軸封部は，2.3.3-3.の規定に準じた構造とすること。 

-6. ポンプは，接続する管装置の伸縮，変形並びに貨物タンク及び船体の変形により過大な力を受けないよう適切な対

策を講じること。 
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-7. ポンプ吸込部には，必要な場合貨物の性状に応じ適切なストレーナを設置すること。 

-8. ポンプは，使用目的に応じた適当なものとすること。すべての装置及び機器は，規則 D編表 D1.1及び規則 H編表

H1.2 に定める傾斜角度を考慮し，海洋環境での使用に適切な設計であることを確保しなければならない。考慮すべき事

項には，次の(1)から(4)を含むが，これに限らない。 

(1) 環境 

(2) 船上の振動及び加速度 

(3) ピッチング，ヒービング及びローリングなどの影響 

(4) ガスの物理的及び化学的特性 

3.3.4 強度  

-1. ポンプは，次の(1)から(8)に示す圧力及び荷重の適切な組み合せを考慮して設計すること。 

(1) 使用状態における貨物最大蒸気圧 

(2) 貨物吐出圧 

(3) 接続する配管及び支持装置による局部荷重 

(4) 軸推力 

(5) 熱応力 

(6) 自重 

(7) 回転により生じる荷重 

(8) その他，本会が必要と認める圧力及び荷重 

-2. ポンプの耐圧部分の厚さは，原則として前-1.より定まる最大内圧を用いて，規則 D編 10.5から 10.7の規定により

定まる値以上とすること。必要と認めた場合，本会は直接強度計算を要求することがある。 

-3. 前-2.の計算に用いる許容応力は，原則として規則 N編 4.23.3-1.(1)において独立型タンクタイプ C に対し要求され

る値を用いること。 

-4. 前-2.に用いる溶接継手効率及び腐食予備厚は，それぞれ規則 D編 10.4.2及び 10.4.3に規定される値を用いること。 

-5. 耐圧部分を除く軸，軸継手及びインペラ等の主要構造部の強度は，本会の適当と認めるところによること。 

3.4 安全装置  

3.4.1 一般  

ポンプは，その形式及び使用条件に応じ，安全かつ安定した作動を確保できるよう十分な安全装置及び監視装置を設け

ること。 

3.4.2 監視装置及び安全装置 

ポンプは，規則 N編に定めるもののほか，原則として次の(1)から(3)に示す事象に対する適切な監視装置，警報装置及

び安全装置を設けること。 

(1) 吐出圧力低下 

(2) 過電流及び電流値の異常低下 

(3) その他，本会が必要と認めるもの 

3.5 付属設備  

3.5.1 潤滑油装置  

-1. 貨物液を強制循環させて潤滑を行うポンプにあっては，潤滑用貨物液入口にフィルタを設ける等，異物混入防止に

対し十分な考慮を払うこと。 

-2. 貨物液を強制循環させて潤滑を行うポンプにあっては，貨物液の粘度，温度等潤滑に関連する特性の軸受材料の適

合性に十分な考慮を払うこと。 
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3.6 試験・検査  

3.6.1 タイプテスト 

-1. ポンプは本会検査員立会の下，各寸法及び各型式ごとに，タイプテストを行い，船用材料・機器等の承認及び認定

要領第 6編 2章に定める使用承認を受けること。 

-2. 前-1.に定めるタイプテストでは，次の(1)から(6)に定める試験・検査を行うこと。 

(1) 材料試験：規則 K編関連各章及び規則 N編表 N6.4の規定による。 

(2) 水圧又は耐圧試験：ポンプの耐圧部分については，水圧試験又は空気あるいは他の適当な気体による耐圧試験を行

うこと。試験圧力は，設計圧力の 1.5 倍とする。 

(3) 作動試験：設計温度に応じ，作動試験を行うこと。なお，電動サブマージドポンプの場合にあっては，設計上の使

用液体又は最低使用温度以下で本会が適当と認める液体を用いて作動試験を行うこと。また，ディープウェルポン

プの場合にあっては，水を用いて作動試験を行って差し支えないが，作動試験に加え，最低設計温度でスピンテス

トを行い，軸受すき間，磨耗リング，軸封装置に異常のないことを確認すること。なお，当該スピンテストは，少

なくとも 1 つの軸受及び軸封装置を含む十分な長さの軸系にわたって行うこと。 

(4) 開放検査：前(3)の試験完了後ポンプを開放し，各部に異常のないことを確認する。 

(5) 振動評価：製造者は，機器及び装置の振動評価基準を提出すること。本会は，当該振動評価基準と設計に適用した

規格を比較し，適当であることを確認する。ここでいう，設計に適用した規格とは，次の(a)から(g)をいう。 

(a) ISO 7919-3:2009/AMD 1:2017 

(b) ISO 10816-3:2009/AMD 1:2017 

(c) ISO 10816-7:2009 

(d) ISO 10816-8:2014 

(e) ISO 20816-1:2016 

(f) ISO 20816-8:2018 

(g) その他本会が適当と認める規格 

(6) その他，ポンプの型式に応じ本会が必要と認める試験・検査を行うこと。 

3.6.2 製品検査  

-1. ポンプは本会検査員立会の下，製造時，次の(1)から(3)に定める試験・検査を行うこと。 

(1) 材料試験：規則 K編関連各章及び規則 N編表 N6.4の規定による。 

(2) 水圧又は耐圧試験：ポンプの耐圧部分については，水圧試験又は空気あるいは他の適当な気体による耐圧試験を行

うこと。試験圧力は，設計圧力の 1.5 倍とする。 

(3) 作動試験：設計温度に応じ，作動試験を行うこと。なお，電動サブマージドポンプの場合にあっては，設計上の使

用液体又は最低使用温度以下で本会が適当と認める液体を用いて作動試験を行うこと。また，ディープウェルポン

プの場合にあっては，水を用いて作動試験を行って差し支えない。 

-2. 前-1.に定める試験・検査について，製造所の要望に応じて，次の(1)から(3)に定める条件を満足することで，試験

の立会を軽減することができる。 

(1) ポンプが 3.6.1-2.に規定するタイプテストに従い承認されていること。 

(2) 製造者が別に定める「事業所承認規則」に従い，審査を受け，承認されていること。 

(3) 製造者の品質管理計画に，3.6.1-2.(2)及び(3)に規定する試験の実施が含まれていること並びに，上記試験の記録を

保持していること。 

-3. 本船取付け後，規則 N編 5.13.2-3.に定める漏洩試験を行うこと。 

-4. ポンプは，本船取付け後，規則 N編 5.13.2-5.に定める使用試験を行うこと。 
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4章 熱交換器 

4.1 一般  

4.1.1 適用  

本章の規定は，貨物液又はガスに使用される熱交換器に適用する。 

4.2 材料，構造及び強度  

4.2.1 材料  

-1. 貨物液又はガスと接触する構造部分の材料は，規則 K編の関連各章及び規則 N編 6章の規定によること。 

-2. 貨物液又はガスと接触することがない箇所の構造材料は，冷媒又は加熱媒体の種類，設計温度及び設計圧力に応じ

本会の適当と認めるところによる。 

4.2.2 構造及び強度  

-1. 貨物液又はガスと接触する構造部分は，設計温度及び設計圧力にかかわらず規則 D編 10章に定める第 1 種圧力容

器及び熱交換器に関する規定に従って設計すること。 

-2. 貨物液又はガスと接触しない構造部分は，冷媒又は加熱媒体の種類，設計温度及び設計圧力に応じ，本会の適当と

認めるところによる。 

-3. 設計温度が-55℃未満の熱交換器は，熱応力に対する強度について検討すること。 

4.3 試験・検査  

4.3.1 プロトタイプテスト 

貨物液，貨物ガス又は冷媒が-55℃未満の温度で使用される熱交換器のプロトタイプは，十分な実績のある形式を除き，

熱交換器の形式に応じ本会の適当と認める試験により，その性能等が良好であることを確認する。 

4.3.2 製品検査  

-1. すべての熱交換器は規則 D編 10.9の規定に従って試験されること。 

-2. 本会が必要と認める場合，熱交換器に設計温度以下の温度条件の下で設計圧力を負荷して気密試験を行うことを

要求することがある。 

-3. 熱交換器は，本船取付け後，N4.20.3-4.から-7.の規定に従って使用試験を行うこと。 
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5章 弁 

5.1 一般  

5.1.1 適用  

本章の規定は，規則 N 編 5章の規定に基づき，貨物タンク又はインタバリアスペースに直接取付けられる弁，貨物及

びプロセス用管装置用弁並びに付属管装置又は計測用管装置に使用される弁に適用する。ただし，6章に規定される逃し

弁を除く。 

5.2 材料，構造及び強度  

-1. 弁の主要な受圧構造部の材料は，N5.12.1の規定によること。 

-2. 弁の構造及び強度は，JIS 又は本会の適当と認める規格によること。 

5.3 試験・検査  

5.3.1 タイプテスト  

-1. 設計温度が-55℃未満の弁は，規則 N編 5.13.1-1.の規定を考慮した上，次の(1)から(9)に定める試験及び検査を行い，

船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6編 2章に定める使用承認を受けること。 

(1) 材料試験：規則 K編関連各章及び規則 N編表 N6.4の規定による。 

(2) 圧力試験：常温において，設計圧力の 1.5 倍の試験圧力にて行う。 

(3) 気密試験：組立完了後，常温において，設計圧力の 1.1 倍の試験圧力にて行う。 

(4) 漏洩量確認試験：使用圧力及び使用温度の全範囲に渡って，弁の設計圧力の 1.1 倍に至るまで，表 5.1に示す間隔

の圧力で行う。双方向の流れに対して流れを閉止することのできる弁にあっては，それぞれの方向に対し行う。弁

の型式により低圧で漏れ易い傾向を有するものにあっては，さらに，設計圧力以下の圧力であって，本会の指定す

る試験圧力で行う。常温試験においては，原則として漏洩がないこと。低温試験においては，本会が適当と認める

漏洩量を超える漏洩がないこと。 

(5) 低温作動試験：最低設計温度以下の温度で 20 回以上の開閉作動を行う。当該作動の終了後，漏洩量確認試験を行

い，前(4)の試験結果と著しい相違のないことを確認する。本試験終了後，再度前(4)に定める常温漏洩試験を行い，

漏洩がないことを確認する。 

(6) 開放検査：前(5)の試験完了後開放し，各部に異常のないことを確認する。 

(7) 流量又は容量の試験：本会が適当と認める規格に従い，流量又は容量を確認する。 

(8) 火災試験：緊急遮断弁であって，融点が 925℃以下の材料を使用しているもの（融点が 925℃より低い材料により

製造された部品が当該弁の耐圧部の健全性又は弁座漏洩量の制限に寄与しないものを除く。）にあっては，本会が

適当と認める基準に従い実施する。 

(9) その他，弁の型式に応じ本会が必要と認める試験・検査 

表 5.1 漏洩量確認試験における昇圧幅 

設計圧力（MPa） 昇圧幅(1)（MPa） 

2.0 以下 0.35 

5.0 以下 0.75 

6.4 以下 1.0 

10.0 以下 2.0 

（備考）  

(1) 10.0 MPa を超える設計圧力の弁の昇圧幅については，本会の適当と認めるところによる。  

 

-2. 5.2-2.に適合しない弁は，その構造及び強度に関する詳細な資料を提出し，船用材料・機器等の承認及び認定要領
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第 6編 2章に定める使用承認を受けること。 

5.3.2 製品検査  

-1. 弁は，製造時，次の(1)から(4)に定める試験・検査を行うこと。 

(1) 材料試験：規則 K編関連各章及び規則 N編表 N6.4の規定による。 

(2) 水圧試験：常温において，設計圧力の 1.5 倍の試験圧力で行う。ただし，独立型タンクタイプ C に直接取付けられ

るものにあっては，設計圧力の 2 倍の試験圧力で行う。水以外の媒体による試験を採用する場合，規則 N編 5.13.2-

2.の規定による。 

(3) 気密試験：常温において，設計圧力の 1.1 倍の試験圧力で行う。 

(4) 弁座漏洩量確認試験：弁座漏洩量確認試験は，常温において，設計圧力の 1.1 倍の試験圧力で全数に対し行う。さ

らに，設計温度が-55℃未満の場合，弁の各寸法及び各型式ごとに少なくとも全数の 10%に対し，最低設計温度以

下でかつ設計圧力の 1.1 倍の試験圧力以上で行う。この抜取試験に不合格があったときは，試験対象となっていな

い弁の一部又は全部に対し最低設計温度以下での試験を要求する。 

-2. 弁は，本船取付け後，規則 N編 5.13.2-3.及び 5.13.2-5.に定める使用試験を行う。 

-3. 前-1.に定める試験・検査について，前-1.(4)における最低設計温度以下において行う弁座漏洩量確認試験を除き，

製造所が別に定める「事業所承認規則」に従い審査を受け，承認されている場合，該当する社内試験成績書の提出をもっ

て試験の立会を軽減することができる。 

-4. 外径 25 mm 以下の管装置における，計測装置を切離すために使用する弁にあっては，前-1.に定める試験・検査に

ついて，該当する社内試験成績書の提出をもって試験の立会を省略することができる。 
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6章 逃し弁 

6.1 一般  

6.1.1 適用  

-1. 本章の規定は，N5.5.6-2.，N8.2.5及び N8.3.1-2.の規定に基づき，貨物格納設備，プロセス用圧力容器並びに貨物及

びプロセス用管装置に設ける逃し弁（真空逃し弁及びラプチャディスクを含む。）に適用する。 

-2. 特に規定されない限り，プロセス用圧力容器並びに貨物及びプロセス用管装置に設ける逃し弁は，本会が適当と認

める場合，本章の規定の一部の適用を免除することがある。 

6.2 材料，構造及び強度等 

6.2.1 材料  

-1. 設計温度が 0℃以上の安全弁の主要構造部の材料は，規則 K編の関連各章の規定によること。ただし，設計圧力が

3 MPa 未満であって呼び径 100A 未満の逃し弁の主要構造部の材料は，JIS 規格又は本会が適当と認める他の規格に適合

したものとすることができる。 

-2. 設計温度が 0℃未満の逃し弁の主要構造部の材料は，設計圧力及び呼び径にかかわらず規則 K 編関連各章及び規

則 N編表 N6.4の規定によること。 

-3. 前-1.及び-2.において主要構造部とは弁体の耐圧部及びその他型式に応じ本会が指定するものをいう。 

6.2.2 構造等  

-1. 独立型タンクタイプ C 及びプロセス用圧力容器に設ける逃し弁は次の(1)又は(2)の形式のものとすること。これら

の形式以外の逃し弁を使用する場合は，その都度本会の承認を得る必要がある。 

(1) 高揚程式（弁のリフトが弁座口の径の 1/15 以上 1/7 未満，弁室入口及び排気口の最小通路面積は所要の弁座口の

面積に対し，それぞれ 1 倍及び 2 倍以上のもの） 

(2) 全量式（弁座口の径が，のど部の径の 1.15 倍以上，弁が開いたとき，弁座口の通路面積が，のど部の面積の 1.05

倍以上，排気口の最小通路面積は弁が開いたときの弁座口の通路の 2 倍以上のもの） 

-2. ばね式逃し弁及びその排気管の構造は，規則 D 編 9.9.3-12.及び-13.に準じるほか，JIS B8210 又は本会が適当と認

める他の規格に適合するものであること。 

-3. パイロット式逃し弁の構造は，本会の適当と認めるところによること。この場合，非金属ベローズ又はメンブレン

を有する構造のものにあっては，次の(1)から(3)の規定によること。 

(1) 火災に曝されてもガスの安全な放出が可能であること。本会は必要と認める場合，火災時の作動確認試験を要求す

る。 

(2) 必要と認める場合，本会の適当と認める揚弁装置を備えること。 

(3) 非金属ベローズ又はメンブレンは，少なくとも 3 年以上の耐久性を有するものであること。 

-4. 逃し弁には，本会が適当と認める封印手段を設け，かつ，本会検査員立会の下に作動圧力が設定されると同時に，

その後いかなる調整も行われていないことを容易に確認できるようにすること。 

6.2.3 強度  

逃し弁は，次の(1)から(7)に示す圧力及び荷重の適切な組み合せを考慮して設計すること。 

(1) 逃し弁が取付けられる貨物タンク，インタバリアスペース，ホールドスペース，プロセス用圧力容器並びに貨物又

はプロセス用管装置の設計圧力 

(2) 逃し弁の設定圧力 

(3) 接続配管により付加される荷重 

(4) ばね，ベローズ又はメンブレンにより付加される荷重 

(5) 弁作動時に生じ得る衝撃荷重 

(6) 熱応力 

(7) その他，本会が必要と認める圧力及び荷重 
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6.3 吹出し量  

6.3.1 安全弁の吹出し量  

逃し弁の吹出し量は次式により評価してよい。なお，種類の異なる貨物，又は混合比の異なる貨物を積載する場合には，

いずれの貨物に対しても十分な容量とすること。 

𝑊 = 𝐾𝐶𝐴𝑃√
𝑀

𝑍𝑇
 

𝑊：逃し弁の吹出量（kg/h） 

𝐴 = 𝜋𝐷𝐿（cm2，高揚程式の場合） 

𝐴 =
𝜋
4

𝐷𝑡
2（cm2，全量式の場合） 

𝐷： 弁座口の径（cm） 

𝐿： 弁のリフト（cm） 

𝐷𝑡： のど部の径（cm） 

𝑃： タンクの MARVS の 1.2 倍の圧力（MPa，絶対圧力） 

𝑃′： 弁出口圧力（MPa，絶対圧力） 

𝑀： 流体の分子量 

𝑇： 圧力 Pにおける流体の絶対温度（K） 

𝑍： 圧力 P及び温度 T における流体ガスの圧縮係数（不明の場合は 1 とする） 

𝐾： 次の 6.4.1に定めるプロトタイプテストにより定められる値。 

𝐶： 次式により定められる値。 

(1) 
𝑃′

𝑃
≤ (

2

𝑘+1
)

𝑘

𝑘−1
の場合 

𝐶 = 3943√𝑘 (
2

𝑘 + 1
)

𝑘+1
𝑘−1

 

(2) 
𝑃′

𝑃
> (

2

𝑘+1
)

𝑘

𝑘−1
の場合 

𝐶 = 5584√
𝑘

𝑘 − 1
[(

𝑃′

𝑃
)

2
𝑘

− (
𝑃′

𝑃
)

𝑘+1
𝑘

] 

ここで，k：圧力 P及び温度 T における流体の比熱の比（標準状態における値をとることができる） 

6.4 試験・検査  

6.4.1 プロトタイプテスト 

-1. 逃し弁（貨物及びプロセス用管装置に取付けられる設計温度が-55℃以上の逃し弁を除く。）は，弁が必要な機能を

有していることを確認するため，プロトタイプテストを行い，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6 編 2 章に定め

る使用承認を受けること。 

-2. プロトタイプテストは，本会の承認した試験方案に基づき実施すること。試験方案は，逃し弁の型式に応じ，次の

(1)から(9)に定める事項を確認する方法の詳細を定めること。ただし，十分な実績を有し，かつ，本会が適当と認めるも

のにあっては，このテストの一部（(1)，(3)，(4)及び(5)を除く。）を省略することができる。 

(1) 逃し弁ケーシングの強度（設計温度における強度確認を含む。設計圧力の 2 倍以上の圧力で水圧試験を行うこと。

ただし，独立型タンクタイプ C 及びプロセス用圧力容器に取付けられるものを除き，設計圧力の 1.5 倍の水圧試験

として差し支えない。） 

(2) 弁体と弁座の強度（設計温度における強度確認を含む。） 

(3) 弁座部からのガス漏洩量（設計温度における確認を含む。） 

(4) 吹出し流量及び吹出し係数（K 値）（6.4.2の規定による。） 

(5) 設計温度及び設定圧力における作動（設計温度が-55℃より低い場合。少なくとも 20 回以上作動させること。） 

(6) メンブレン及びベローズの静的強度及び疲労強度（設計温度における強度確認を含む。） 
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(7) 各構造材料と貨物ガスとの適合性，並びに使用環境下での経年劣化の状況（特に非金属材料で貨物ガスに曝される

もの） 

(8) 火災時の作動試験（ただし，非金属ベローズ又はメンブレンを使用するものに限る。） 

(9) その他，逃し弁の型式に応じ本会が必要と認める事項 

-3. 非金属メンブレンを使用する逃し弁にあっては，前-2.(6)，(7)及び(9)に定める試験の結果により，非金属メンブレ

ンの新替間隔について，3 年を越えて本会が承認する間隔まで延長することができる。 

6.4.2 流量試験  

-1. 吹出し流量及び吹出し係数を測定するための試験（以下，「流量試験」という）は，プロトタイプテスト並びに既

に承認された吹出し係数 K を増加する場合に行うこと。 

-2. 流量試験の方法は，以下の方法又は本会の適当と認める方法によること。 

(1) 
𝑃2

𝑃1
≤ (

2

𝑘+1
)

𝑘

𝑘−1
の場合 

JIS B8225「逃し弁の吹出係数測定の方法」によること。 

(2) 
𝑃2

𝑃1
> (

2

𝑘+1
)

𝑘

𝑘−1
の場合 

使用する各口径の弁につき流量試験を行い，各々吹出係数を決定すること。 

𝑃1：弁入口絶対圧力 

𝑃2：弁入口絶対圧力 

𝑘： 比熱比 

-3. 流量試験における流量計測は，原則としてオリフィスを使用して行い，かつ，供試逃し弁の上流側に設置すること。  

-4. 試験気体は，特に定める場合を除き，空気を用い，次式に従って状態を変えるものとして取扱うことができる。 

𝛾 =
𝑃

𝑅𝑇
 

𝛾： 単位体積重量（kg/m3） 

𝑇：絶対温度（K） 

𝑃：絶対圧力（MPa） 

𝑅：空気のガス定数（=2.89） 

-5. 流量試験により測定された吹出し係数は，試験の方法に応じて本会が定める係数（通常 0.9）を乗じることにより，

6.3に定める K 値として設計に使用することができる。 

6.4.3 製造工場における試験 

-1. 個々の逃し弁は，製造後，次の(1)から(3)の試験を行うこと。 

(1) 耐圧部の耐圧試験:設計圧力の 2 倍以上の圧力で水圧試験を行う。ただし，独立型タンクタイプ C 及びプロセス用

圧力容器に取付けられるものを除き，設計圧力の 1.5 倍としてよい。 

(2) 弁座の気密試験:逃し弁の設計圧力の直近の圧力（少なくとも設定圧力の 90%以上）にて行う。 

(3) 性能試験:吹出し圧力，吹下り圧力，リフトその他の作動状態を確認する。 

-2. 性能試験における吹出し圧力は，規則 N 編 8.2.5-2.(1)に定める許容範囲内にあることを確認し，かつ，逃し弁は，

試験終了後，本会検査員立会の下に封印されること。 

6.5 ラプチャディスクと組み合せて使用される逃し弁に対する追加規定 

6.5.1 ラブチャディスク  

-1. 逃し弁と組み合せて使用されるラプチャディスクの構造及び性能は，JIS B8226「破裂式安全装置」又はその他本会

の適当と認める規格に適合するものであること。 

-2. 前-1.にかかわらず，ラプチャディスクの破裂圧力及び流量は，6.4.2 に定める流量試験に準じた試験により定める

ことができる。 

-3. ラプチャディスクの破裂圧力の許容差は，鋼船規則 N編 8.2.5に定める許容範囲に準じるものであること。 

6.5.2 ラプチャディスクの取付け 

-1. ラプチャディスクは，規則 N編 17章において特に要求される場合に限り使用することができる。 

-2. ラプチャディスクは，破裂後において逃し弁の作動を妨げないように取付けること。  
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6.5.3 組合せ吹出し流量試験 

-1. ラプチャディスクと安全弁は，組み合せた状態で，6.4.2に定める流量試験に準じた試験（以下，「組合せ吹出し流

量試験」という。）を行い，組み合せた装置に対する吹出し流量及び組合せ吹出し係数を測定し，決定すること。ここで，

組合せ吹出し係数とは，この試験により定まる流量と 6.4.2に定める試験により安全弁単体に証明されている流量との比

をいう。この係数は，いかなる場合にも 1 以下とすること。 

-2. 組合せ吹出し流量試験では，ラプチャディスクを破裂させることにより逃し弁を作動させるものとする。 

-3. ラプチャディスクと安全弁を組み合せた装置の設計流量は，逃し弁に対して 6.3.1に定める式に前-1.により定まる

組合せ吹出し係数を乗じて評価してよい。 

6.5.4 製造工場における試験 

個々のラプチャディスクは，全数を外観検査後，装置の型式に応じ，本会の適当と認める個数に対し，破裂試験を行う

こと。破裂試験の方法は，JIS B8226 に定める方法又は本会が適当と認める方法により行うこと。 
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7章 伸縮継手（貨物管装置及びプロセス管装置用） 

7.1 一般  

7.1.1 適用  

-1. 本章の規定は，N5.13.1-2.の規定に基づき，貨物管装置及びプロセス管装置に設置するベローズ形伸縮継手に適用

する。 

-2. 本章の規定は，貨物タンク内の配管に限り，その使用が認められているベローズ形以外の伸縮継手にも準用する。 

7.2 材料，構造及び強度  

7.2.1 材料  

-1. 設計温度が 0℃未満の伸縮継手の主要構造部の材料は，設計圧力及び呼び径にかかわらず規則 K 編関連各章の規

定及び規則 N編表 N6.4の規定によること。 

-2. 設計温度が 0℃以上の伸縮継手の主要構造部の材料は，N5.12.1-1.(2)及び(3)の規定によることができる。 

-3. 前-1.及び-2.において主要構造部とは，フランジ及びベローズをいい，コントロールリング及びガイドバーは含ま

れない。 

-4. ベローズの材料にオーステナイトステンレス鋼を使用する場合は，低炭素鋼の使用を推奨する。オーステナイトス

テンレス鋼を使用する場合，溶接及び塑性加工終了後，原則として固溶化熱処理及び不動態処理を行うこと。 

7.2.2 構造及び強度  

-1. 貨物液用管装置に設置する伸縮継手の設計圧力は，1.0 MPa 未満としないこと。ただし，貨物タンク内で管端開放

又は圧力逃し弁排出管系統の貨物液用管装置に設置する場合は，この限りではないが，0.5 MPa 又は逃し弁の設定圧力の

10 倍の圧力のいずれか低い方未満としないこと。 

-2. 貨物ガス用管装置に設置する伸縮継手の設計圧力は，0.5 MPa 又は逃し弁の設定圧力の 10 倍の圧力のいずれか低

い方未満としないこと。ただし，管端開放又は圧力逃し弁排出管系統の貨物蒸気用管装置に設置する場合は，この限りで

はないが，0.2 MPa 未満としないこと。 

-3. 伸縮継手のフランジ部の構造は，JIS 又は本会が適当と認める他の規格に適合したものであること。 

-4. 貨物液用管装置に使用する伸縮継手は，ベローズ内部の乱流による振動発生のおそれがある場合，内筒を設けるこ

とを推奨する。 

-5. 暴露部に使用する伸縮継手に外部氷結を防ぐための外筒その他の保護カバーを設けない場合には，当該伸縮継手

は，外面に水の滞留が起こらない形状のものとすること。 

-6. 伸縮継手の自由長は，すべての加工が終了した状態で，±1%以下の精度が確保されること。 

-7. ベローズは，次の(1)から(4)に掲げる事項を検討し，十分な強度を有することを確認すること。 

(1) 内圧に対するベローズの静的強度 

(2) 内圧及び伸縮に対するベローズの疲労寿命及び疲労荷重の累積被害度。この場合，疲労荷重の累積被害度は次の式

を満足すること。 

∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖
+

103

𝑁𝑗
≤ 𝐶𝑤 

𝑛𝑖：船の一生（一般的に波との出合頻度は 108回とする）における各歪レベルでの繰返し回数 

𝑁𝑖：本会の適当と認める計算式（例えば-8.(2)に定める式）又は𝜀 − 𝑁曲線による各歪レベルでの破壊までの繰返

し回数 

𝑁𝑗：積揚荷による歪での破壊までの繰返し回数 

𝐶𝑤：0.5 以下。ただし，本会は，𝜀 − 𝑁曲線を求めるのに使用した試験方法及びデータによっては 0.5 より高い値

を認めることがあるが，1.0 を超えないこと。 

(3) 振動を受ける場合，耐振動強度 

(4) 内圧及び伸縮が作用したときのベローズの安定性 
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-8. 内圧及び伸縮が作用したときのベローズの疲労強度は，次の(1)から(3)の規定により評価してよい。 

(1) 内圧及び伸縮によるベローズの軸方向表面歪を次の算式又は実測により求める。 

i) 単層ベローズ及び多層ベローズ; 

𝜀 =
1.5𝑡𝛿

𝑊0.5 ⋅ 𝐻 1.5 ⋅ 2𝑛
（伸縮による歪） 

内圧による歪は，本会が適当と認める計算による。 

ii) コントロールリング付ベローズ; 

𝜀 = 0.55 ⋅
1.5𝑡𝛿

𝑊0.5 ⋅ 𝐻 1.5 ⋅ 2𝑛
 

（ベローズがリングに密着していない時の伸縮による歪） 

𝜀 = 0.55 ⋅
1.5𝑡𝛿

(𝑊 − 𝛾0)0.5 ⋅ (𝐻 − 𝛾0)1.5 ⋅ 2𝑛
 

（ベローズがリングに密着している時の伸縮による歪） 

𝜀 =
𝑃(𝐻−𝛾0)

2

200𝑡2𝐸
 （内圧による歪） 

𝐻：ベローズの山の高さ（mm） 

𝑡： ベローズ 1 枚の板厚（mm） 

𝑃：内圧（N/mm2） 

𝑊：ベローズの山のピッチの 1/2（mm） 

𝛾0：ベローズの山の曲率半径（mm，板厚中心までの寸法） 

𝑛： ベローズの山の数 

𝛿： ベローズの軸方向換算総変位量（mm） 

𝐸：ヤング率（N/mm2） 

(2) 前(1)により求めた歪量に基づいて，次の算式又は本会が適当と認める𝜀 − 𝑁曲線により各歪レベルにおける疲労寿

命を算定する。 

常温の場合：𝑁 =
(𝐶

2
)

2

(𝜀𝑡−0.65𝜀𝑦 )
2 

低温（-162℃）の場合：𝑁 =
2.2×(𝐶

2
)

2

(𝜀𝑡−0.65𝜀𝑦′ )
2
 

𝑁：寿命（回） 

𝐶 = −
1

2
log (

100 − 𝜙

100
) 

𝜙： 設計温度における絞り率 

𝜀𝑡： 総歪片振幅 

𝜀𝑦：常温における 0.2%耐力時の歪 

𝜀𝑦
′：低温（-162℃）における 0.2%耐力時の歪 

(3) 前-7.(2)に従って疲労荷重の累積被害度を評価する。 

-9. 振動荷重を受ける場合は，その発生応力は疲労限以下とすること。 

-10. ベローズの材料にオーステナイトステンレス鋼を使用する場合は，常温状態における疲労強度をもとに設計して

よい。 

-11. 前-7.及び-8.に関らず，ベローズは EJMA 規格又は本会が適当と認める規格に従った設計として差し支えない。 

7.3 試験・検査  

7.3.1 タイプテスト  

伸縮継手は，管端開放系及び貨物タンク内に設置されるものを除き，各形式毎に規則 N 編 5.13.1-2.に定めるタイプテ

ストを行い，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 6編 2章に定める使用承認を受けること。 

7.3.2 製品検査  

-1. すべての伸縮継手は，製造時，次に定める試験・検査を行うこと。 

(1) 材料試験：規則 N編表 N6.4及び規則 K編関連各章の規定による。ただし，7.2.1-2.の規定に該当する場合は，ミル

シートの提示に止めてよい。 
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(2) ベローズの突合せ溶接部の非破壊試験：設計温度が-10℃より低いものであって，内径が 75 mm を超える又は厚さ

が 10 mm を超えるものは溶接継手の 100%とし，その他の場合は，本会の適当と認めるところにより行うが，少な

くとも 10%以上の抜取試験とする。 

(3) 水圧試験：常温において，設計圧力の 1.5 倍の試験圧力で行う。 

(4) 気密試験：前(2)の試験終了後，設計圧力を負荷して行う。 

-2. すべての伸縮継手は，本船取付け後，規則 N編 5.13.2-3.及び-5.に定める試験を行うこと。 
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8章 イナートガス発生装置／貯蔵装置及び液体窒素タンク 

8.1 一般  

8.1.1 適用  

-1. 本章の規定は，N9.5.1-1.の規定に基づき，イナートガス発生装置，イナートガス貯蔵装置及び液体窒素タンクに適

用する。 

-2. 本章の規定は，ボイラの排気ガスを利用するイナートガス装置及び大気より窒素ガスを分離・製造する装置には適

用しない。 

-3. イナートガス発生装置及び貯蔵装置を構成する空気ブロア，燃料油ポンプ，熱交換器，自動燃焼制御及び監視装置

は，本章の規定によるほか，規則 D編及び R編の関連各章の規定にもよること。 

8.1.2 定義  

-1. 「イナートガス発生装置」とは，イナートガスの製造及び供給のために専ら使用される燃焼ガスを利用する機械装

置をいい，空気ブロア，燃焼室，燃料油ポンプ及びバーナ，ガス冷却器／スクラバ及び自動燃焼制御並びに監視装置を含

む。 

-2. 「イナートガス貯蔵装置」とは，常温で窒素ガス又は他のイナートガスを貯蔵するタンク又はボンベ並びにガス放

出に必要な関連の管装置及び自動制御弁等により構成される装置をいう。 

-3. 「液体窒素タンク」とは，消火又はイナーティングに使用される窒素ガスを液体窒素として貯蔵するタンク並びに

冷却/保冷装置，ガス放出に必要な関連の蒸発器及び自動制御弁等により構成される装置をいう。 

8.2 イナートガス発生装置（IGG）  

8.2.1 装置一般  

-1. イナートガス発生装置（以下，「IGG」という）は，規則 N編 9.5に定める規定によるほか，本 8.2の規定によるこ

と。 

-2. IGG 及びイナートガス供給管装置は，閉囲された区画へイナートガスが侵入または漏洩しないように設計及び配

置すること。 

8.2.2 構造及び設備等  

-1. IGG の燃焼室は，火炎との接触に十分耐え，かつ，安定な完全燃焼が可能な構造とすること。 

-2. IGG の燃焼室及び関連設備は，燃焼空気供給用ブロア又はファンの吐出圧力に十分耐える構造とすること。 

-3. IGG 及び関連管装置にあって，イナートガス又はそのドレンに接触する部分の材料は，燃料の種類及び燃焼排ガス

の組成を考慮のうえ，十分な耐食性を有するものとすること。 

-4. IGG には，2 台以上の燃料油ポンプを備えること。ただし，ポンプ及びその駆動機に故障が生じたときに容易に修

復できる十分な予備品を装備した場合には燃料油ポンプを 1 台とすることができる。 

-5. IGG には，発生したイナートガスの成分が規定値を満足しない場合（例えば，装置の始動時）又は装置が故障した

場合に対して，大気中へイナートガスを放出するための措置を講じること。 

-6. IGG は，イナートガスの圧力が，イナートガスの供給される貨物格納設備に設置される圧力逃し装置の設定圧力を

超えないように措置されたものであること。 

-7. IGG には，燃焼室及び燃焼排ガスを有効に冷却し，かつ，燃焼排ガスの中の不純物を十分に除去できる装置を設け

ること。 

-8. 燃焼室及び燃焼排ガスの冷却水供給ポンプは，他の用途から独立のものとし，かつ，予備の冷却水ポンプを設ける

こと。予備ポンプは，他の使用目的のものと兼用してよい。 

-9. IGG には，2 台以上の燃焼空気供給装置を備えること。ただし，装置（駆動機を含む。）に故障が生じたときに容

易に修復できる十分な予備品を装備した場合には，当該装置を 1 台とすることができる。 

-10. 燃焼空気供給装置のほかに，別途イナートガス送風機を設置する場合，当該送風機は，前-9.の規定に準じたものと

すること。 
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-11. イナートガス供給主管が貫通するガス安全場所の最前部隔壁の位置には，8.2.4-3.の規定に従って作動する制御弁

を設けること。 

-12. 燃焼バーナが 1 個の場合，ノズルの完備品を 1 個船内に保管すること。 

-13. 2 台以上の IGG が備えられている場合は，各装置の供給出口に止め弁を設けること。 

-14. イナートガス発生装置に容積型送風機が備えられている場合は，送風機の排出側に過大な圧力が生じることを避

けるために圧力逃し弁を設けること。 

-15. イナートガス主管には，規則 R編 35.2.2-3.(1)(a)に規定される逆流防止装置を 2 つ備えること。これらの逆流防止

装置は，規則 R編 35.2.2-3.(1)(b)及び規則 R編 35.2.2-3.(1)(c)に適合したものとすること。ただし，イナートガス装置が貨

物タンク，ホールドスペース又は貨物管に恒常的に接続しないよう設計されている場合にあっては，規則 R 編

35.2.2-3.(1)(a)に規定される 2 つの逆流防止装置を 2 つの逆止弁に代えることができる。 

8.2.3 乾燥装置  

-1. イナートガス中の水分除去のために設けられる冷却装置は，規則 D編 17章の規定に適合するものであること。 

-2. イナートガス中の水分除去のために設けられる化学反応式乾燥装置は，少なくとも 2 台装備し，1 台を常用，他を

再生用とし，本会の適当と認める時間間隔で自動的に切り替わるものとすること。 

8.2.4 制御，警報及び安全システム 

-1. IGG には，次の(1)から(5)に示す場合に自動的にバーナへの燃料供給を停止できる安全装置を備えること。 

(1) 火炎が消失した場合 

(2) 点火が失敗した場合 

(3) 燃焼用空気の供給が停止した場合 

(4) イナートガスが高温度になった場合 

(5) 前 8.2.2-7.に定める冷却装置内の水位が低下した場合あるいは冷却供給圧力又は流量が異常に低下した場合 

-2. IGG には，前-1.に定めるほか，次の(1)から(3)に示す安全装置を備えること。 

(1) 燃焼室内爆発防止のためのプレパージ装置 

(2) 直接点火の場合には，燃料弁の「開」が点火用火花に先行することを防止する装置 

(3) 自動的に直接点火を行う場合，点火時間（燃料弁が開いてから点火に失敗して閉じるまでの時間）は，10 秒を超

えないことを確保する装置 

-3. 前 8.2.2-11.に定める制御弁は，次の(1)から(10)に示す場合に自動的に閉鎖するように設備されること。 

(1) 前 8.2.2-7.に定める冷却装置への冷却水供給圧力又は流量が異常に低下した場合 

(2) 前 8.2.2-7.に定める冷却装置内の水位が異常に上昇した場合 

(3) イナートガスが高温度になった場合 

(4) 燃焼用空気の供給が停止した場合 

(5) イナートガス供給主管の圧力が 100 mm 水柱未満となった場合 

(6) イナートガス供給主管の圧力が異常に上昇した場合 

(7) イナートガス中の酸素濃度が 5%（容積比）を超えた場合 

(8) イナートガスの露点温度が予め定められた値を超えた場合 

(9) 弁の駆動動力源が故障した場合 

(10) その他本会が必要と認めた場合 

-4. 前 8.2.2-7.に定める冷却水ポンプは，前-3.(2)に定める場合に自動停止するものであること。 

-5. IGG には，次の(1)から(4)に示す場合に警報を発する可視可聴警報装置を設けること。 

(1) 前-1.及び-3.に定める場合 

(2) バーナへの燃料供給圧力が低下した場合 

(3) IGG の運転用動力源が喪失した場合 

(4) IGG の制御用動力源が喪失した場合 

-6. イナートガス装置には，すべての使用状態において適切なイナートガスを供給できる自動制御装置を備えること。 

-7. R編 35.2.2-4.及び 35.2.3(2)の規定を考慮し，所定の限界値に達したときにイナートガス装置及び当該装置の構成要

素が自動的に遮断されるように措置を講じること。 

-8. 固定式イナートガス装置は，酸素濃度が体積で 5%を超えた場合に自動的に大気中へイナートガスを放出するよう

設計されたものとすること。 
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-9. イナートガスが供給されている間，次の事項を継続して指示及び恒久的に記録する装置を取り付けること。 

(1) 逆流防止装置の下流側におけるイナートガス主管内の圧力 

(2) イナートガスの酸素濃度 

-10. 指示装置及び記録装置は，貨物制御室が設けられている場合には，当該制御室に取り付けること。貨物制御室が設

けられていない場合には，当該装置は，荷役に従事する乗組員が容易に接近できる位置に取り付けること。 

-11. 装置の設計に応じて，前-9.に規定する指示装置の動力供給に故障が生じた際に作動する可視可聴警報装置を取り

付けること。 

-12. イナートガス装置を収容する区画の適切な場所には，2 個の酸素濃度計を配置すること。当該酸素濃度計は，酸素

濃度が 19%を下回った場合に，当該区画の内部及び外部から可視可聴の警報を作動させるものとすること。当該警報装

置は，責任のある乗組員が警報を直ちに認知できる場所に配置すること。 

8.2.5 試験・検査  

-1. イナートガス発生装置は，船内に据付けるに先立ち，原則として製造工場で試運転を行うこと。 

-2. イナートガス発生装置は，船内に据付けた後，次の(1)から(4)に定める試験を行うこと。 

(1) 気密試験 

(2) 制御，安全及び警報装置の効力試験 

(3) イナートガス発生容量確認試験 

(4) 燃焼作動試験 

8.3 イナートガス貯蔵装置 

8.3.1 構造及び配管等  

-1. 常温，高圧にて窒素ガス又は他のイナートガスを貯蔵する装置に使用する内容積 500ℓ以下の容器は，「高圧ガス保

安法」又はこれと同等の規格に適合したものとすることができる。 

-2. 常温，高圧にて窒素ガス又は他のイナートガスを貯蔵する装置に使用する内容積 500ℓを超える容器は，規則 D編

10章の規定に適合したものであること。 

-3. 窒素ガス又は他のイナートガスを貯蔵する装置のこれらのガス用管装置は，設計圧力に応じ，規則 D編 12章に定

める炭酸ガスに関する規定に準じるものであること。 

-4. イナートガス貯蔵装置からのイナートガス放出制御に関する装置は，イナートガス貯蔵装置の方式並びにイナー

ティングされるタンク又は区画の構造に応じ本会の適当と認めるところによること。 

8.4 液体窒素タンク  

8.4.1 構造及び材料  

液体窒素を貯蔵するタンクの構造及び材料等は，次の(1)から(3)による。 

(1) 液体窒素タンクの内殻タンクの構造，強度及び試験・検査は，規則 N 編 4 章及び 6 章に定める独立形タンクタイ

プ C に関する規定に準じるものであること。 

(2) 液体窒素タンクの外殻タンクの構造，強度及び試験・検査は，内外殻タンクの間のスペースの真空度及び内殻タン

クの支持方法等に応じて本会の適当と認めるところによること。 

(3) 液体窒素タンクに用いる材料は，設計温度に応じ規則 N編表 N6.1から表 N6.3に適合するものであること。 

8.4.2 安全弁  

-1. 液体窒素タンクには，ほぼ同容量の安全弁を 2 個以上設けること。ただし，容積が 20m3以下のタンクに設ける安

全弁は 1 個としてよい。 

-2. 前-1.に定める安全弁の設定圧力及び容量は，規則 N編 8.2及び 8.5の規定に準じるものであること。 

8.4.3 防熱  

-1. 防熱材料は，規則 N編 4.19.3の規定によること。 

-2. 真空ポンプ及びその他内外殻間スペースの真空度を保持するための装置の構造及び配置は，本会の適当と認める

ところによること。 

-3. 防熱材の一部又は全部をタンクの内殻支持構造とする場合，本会は，前-1.の規定に追加する試験等を要求すること
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がある。 

8.4.4 液体窒素の積付制限 

タンクへの液体窒素の積付けは，規則 N編 15.3及び 15.4を準用して定まる積付制限値を上回ってはならない。 

8.4.5 ベーパライザ  

-1. ベーパライザの構造・配置は，その方式に応じ本会の適当と認めるところによること。 

-2. ベーパライザには，気化された窒素の供給区画又はスペースの種類及び構造方式に応じ本会の認める供給窒素温

度，圧力及び流量の制御装置を設けること。 

8.4.6 船体の保護  

万一液化窒素が漏洩した場合にタンク周辺の船体構造が低温にさらされることを防止する適当な保護手段を設けるこ

と。 

8.4.7 計装  

-1. タンクには，9章の規定に適合する 1 個以上の液面計測装置を設けること。 

-2. タンクの気相部には圧力計を設けること。さらにその圧力は，原則として，貨物コントロールステーションに指示

し，かつ，高圧警報を発するようにすること。 

-3. タンク底部及び頂部付近の液温度を計測する装置を設けること。 

8.4.8 低温試験等  

液体窒素タンク及びその付属機器及び装置は，完成後，液体窒素を用いた低温試験を行うこと。真空断熱による防熱装

置が採用されている場合には，この試験と同時に又は別個に真空断熱性能を確認する試験を行うこと。 

8.5 試験・検査  

8.5.1 試験・検査  

イナートガス貯蔵装置は，8.3.1-1.及び-2.，8.4.1(1)及び(2)，並びに 8.4.8 に定めるもののほか，8.2.5 の規定に準じて試

験・検査を行うこと。 
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9章 液面指示装置及び液面警報装置 

9.1 一般  

9.1.1 適用  

-1. 貨物格納設備及びプロセス用圧力容器内の貨物液位並びに液体窒素タンク内の液位を計測する液面指示装置は，

船用材料・機器等の承認及び認定要領第 7編 4章の規定に適合すること。 

-2. 貨物格納設備及びプロセス用圧力容器内の貨物液位の一点又はそれ以上の特定の液位のみを検知し，警報のみを

発する液面警報装置は，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 7編 4章の規定に準じたものとすること。 
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10章 圧力計測装置 

10.1 一般  

10.1.1 適用  

本章の規定は，N13.1.3(1)(c)及び N13.4.2(3)の規定に基づき，貨物格納設備及びプロセス用圧力容器の貨物液又はガス

の圧力あるいは雰囲気圧力を計測する装置に適用する。 

10.2 ブルドン管圧力計 

10.2.1 材料，構造及び性能 

-1. ブルドン管圧力計の貨物液又はガスに接触する可能性のある部分の材料は，貨物の性状に適するものであること。

特定の貨物にあっては，規則 N編 17章の規定により使用を禁止されている材料があることに注意すること。 

-2. ブルドン管圧力計の低温にさらされる部分の材料は，使用温度及びその他の使用条件に適するものであること。 

-3. ブルドン管圧力計の構造，材料，性能及び試験は，JIS B7505「ブルドン管圧力計」又は本会が適当と認める規格に

適合したものであること。 

-4. ブルドン管圧力計の示度誤差は最大計測圧力（真空部を同時表示する場合は，真空部の最大圧力との和）の±1.0%

以内に収まるものであること。 

-5. ブルドン管圧力計は，波浪又は他の機械的外荷重が負荷されないように設置し，必要に応じ，保護カバー等で覆う

こと。 

10.3 ブルドン管圧力計以外の圧力計測装置 

10.3.1 材料，構造及び性能 

-1. 圧力センサー部で貨物液又はガスに接触する可能性のある部分及び低温にさらされる部分の材料は，10.2.1-1.及び

-2.の規定に準じたものであること。 

-2. 圧力センサー部は，原則として次の(1)から(6)に示す試験により，良好な性能であることを確認すること。ただし，

センサーの型式及び設置場所等の条件により，試験の一部の省略を認めることがある。 

(1) 示度試験：圧力を零から最大圧力まで逐次加えて最大圧力に達した後 30 分間保ち，次いで逐次圧力を減じて零に

もどし，この増圧及び減圧のとき，最大圧力及び適宜 3 箇所以上の目盛において示度を読み取り，示度誤差が，最

大計測圧力（真空部を同時表示する場合は，真空部の最大圧力との和）の±1.0%以内に収まることを確認する。 

(2) 静圧試験：初めに最大圧力にしたときの示度誤差𝛥𝑃1と，最大圧力の 90～100%を連続 5 時間保った後，最大圧力

にしたときの示度誤差𝛥𝑃2を読み取り，次の規定による。 

(a) 𝛥𝑃1及び𝛥𝑃2が前(1)に示す許容差以内であること。 

(b) 𝛥𝑃1と𝛥𝑃2の差の絶対値が前(1)に示す許容差の絶対値以下であること。 

(c) 漏れがないこと。 

(3) 耐衝撃試験：JIS C0912「小形電気機器の衝撃試験方法」の方法で原則として衝撃試験機を用い，50 G（490 m/sec2）

になるような衝撃を長さ方向を含む 2 軸方向にそれぞれ 2 回加えたのち，断線，短絡，ゆるみ等の異常がないこと

を確認すること。 

(4) 耐振試験：最大圧力の約 1/2 の圧力を加えたまま，1500 回/分，約±0.3 mm の上下単弦振動を 24 時間加えた後，前

(1)の示度試験に合格し，かつ，ねじ，ピンなどの緩みなど機能上の異常がないこと。また試験中の圧力表示の振幅

は，許容差の絶対値の 3 倍以下とする。 

(5) その他，センサーの型式に応じ，本会が必要と認める試験。 

(6) 試験の条件は，次によること。 

(a) 試験は，原則として JIS Z8703「試験場所の標準状態」の標準温度状態 3 級（20±5℃）で行う。 

(b) 零点調節装置のある圧力計の試験は，零点を調節した後に行う。 
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(c) 圧力計取付位置の関係で，圧力計に加わる圧力と，測ろうとする圧力が異なる場合は，試験のときその差だけ

を補正する。 

(d) 圧力計の示度試験は，原則として基準重錘形圧力計又は基準液柱形圧力計を用いる。 

(e) 真空計及び連成計の真空部の示度試験で大気の圧力が低いために，試験圧力が最大真空目盛の示す圧力に達

しない場合には，なるべくこれに近い試験圧力で行う。 

(f) 試験を行う時間が 8 時間を超えるものについては，8 時間ごとに区分して試験することができる。 

-3. ブルドン管圧力計以外の圧力計測装置の設備にも，10.2.1-5.の規定を準用する。 

10.4 低温状態で使用する圧力計測装置 

10.4.1 一般  

-55℃より低い温度で使用される圧力計測装置は，10.2.1-2.及び 10.3.1-2.の試験の追加として，使用温度において最大計

測圧力の約 2/3 の圧力を加えて，約 30 分放置したのち，この温度において示度試験を行い，これに合格したものである

こと。ただし，示度試験の最大試験圧力は，最大計測圧力の約 2/3 としてよい。 

10.5 電気設備  

10.5.1 一般  

-1. 圧力計測装置に使用する電気設備は，規則 H編及び規則 N編の関連各章の規定によること。 

-2. 圧力計測装置の電気設備にあっては，船用材料・機器等の承認及び認定要領第 7 編 1 章に定める環境試験に準ず

る試験を行い，これに合格したものであること。 

10.6 試験・検査  

10.6.1 一般  

-1. 圧力計測装置は，本船搭載に先立ち，同一又は類似の機種が 10.2.1-2.又は 10.3.1-2.並びに 10.4.1及び 10.5.1-2.に定

める性能を満足する旨を示す書類を本会に提出し，本会の確認を得ること。本会が必要と認める場合，これらの性能に対

し本会検査員立会の下に確認試験を要求することがある。 

-2. 圧力計測装置に対する製造工場における試験，検査は，規則 H 編に定めるものを除き，特定の機関，団体又は製

造者が行う検査に替えることができる。 
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11章 温度計測装置 

11.1 一般  

11.1.1 適用  

本章の規定は，N13.1.3(1)(c)及び N13.5.1 の規定に基づき，貨物格納設備及びプロセス用圧力容器の貨物液又はガス温

度あるいは雰囲気温度を計測・指示する装置に適用する。ただし，ガラス製棒状温度計を除く。 

11.2 材料  

11.2.1 一般  

-1. 温度計測装置の貨物液又はガスに接触する可能性のある部分の材料は，貨物の性状に適するものであること。特定

の貨物にあっては，規則 N編 17章の規定により使用を禁止されている材料があることに注意すること。 

-2. 温度計測装置の低温にさらされる部分の材料は，使用温度及びその他の使用条件に適するものであること。 

11.3 温度計測用センサー  

11.3.1 一般  

-1. 温度計測に使用する熱電対は JIS C1602「熱電対」又は本会が適当と認める規格に適合したものであること。 

-2. 温度計測に使用する測温抵抗体は，JIS C1604「測温抵抗体」，JIS F9703「船用白金測温度抵抗体」又は本会が適当

と認める規格に適合したものであること。 

-3. 温度計測に使用するサーミスタ測温体は，JIS C1611「サーミスタ測温体」又は本会が適当と認める規格に適合した

ものであること。 

-4. 温度計測に使用する圧力式温度計は，JIS B 7549「液体充満圧力式指示温度計」又は本会が適当と認める規格に適

合したものであること。 

-5. 前-1.から-4.に規定する方式以外の温度計測用センサーは，本会が適当と認める規格の試験若しくはその作動原理

及び構造等に応じ本会が必要と認める諸試験により良好な性能であることが確認されたものであること。 

11.4 電気設備  

11.4.1 一般  

-1. 温度計測装置に使用する電気設備は，規則 H編及び規則 N編の関連各章の規定によること。 

-2. 温度計測装置の電気設備は，代表的機種に対し船用材料・機器等の承認及び認定要領第 7 編 1 章に定める環境試

験に準じる試験を行い，これに合格したものであること。 

11.5 センサー保護管  

11.5.1 一般  

-1. 温度計測用センサーを気密の保護管内に収納する場合，タンク内圧を受ける保護管の構造は，保護管に外圧として

作用するタンクの最大内圧に十分耐えるものであること。 

-2. 前-1.に該当する保護管の材料は，11.2.1-1.を準用すること。 

-3. 前-1.に該当する保護管は，船の動揺及び貨物液の移動に十分耐えるように支持されること。 
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11.6 試験・検査  

11.6.1 一般  

-1. 温度計測装置は，本船搭載に先立ち，同一又は類似の機種が 11.3及び 11.4.1-2.に定める性能を満足する旨を示す書

類を本会に提出し，本会の確認を得ること。本会が必要と認める場合，これらの性能に対し本会検査員立会の下に確認試

験を要求することがある。 

-2. 温度計測装置に対する製造工場における試験は，規則 H 編に定めるものを除き，特定の機関，団体又は製造者が

行う検査に替えることができる。 

-3. 前 11.5 に規定する保護管は，製造後本会の適当と認める耐圧試験又は設置される貨物タンクの水圧試験時に取付

けておくことにより異常のないことを確認すること。 

-4. 前 11.5 に規定する保護管の溶接部は，設置される貨物タンクに要求される非破壊試験に準じた非破壊試験を行う

こと。 
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12章 防熱材料 

12.1 一般  

12.1.1 適用  

-1. 本章の規定は，N4.19.3-3.(1)の規定に基づき，貨物格納設備に施される防熱材料に適用する。 

-2. 貨物管装置に施す防熱材料においては，本章の規定を準用する。 

12.2 施工要領  

12.2.1 一般  

-1. 防熱材料の承認申請にあたっては，一般的な施工要領を付すとともに，施工時の注意事項及び検査項目等を明記す

ること。 

-2. 個々の船舶への適用にあたっては，各船毎に詳細な施工要領を提出し，本会の承認を得ること。 

12.3 試験・検査  

12.3.1 試験・検査  

実際の施工方法を考慮して採取した試験片を用いて，表 12.1 に示す試験項目を確認する試験を同表に示された試験方

法又は本会の認める適当な試験方法により行い，製造者が設定し保証する仕様・物理的諸性質を満足することを確認する

こと。 
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表 12.1 防熱材試験項目 

試験項目 試験方法 

1. 貨物との適合性 燃料に浸漬後，引張・圧縮・せん断・曲げ試験（DIN 53428） 

2. 貨物による溶解性 燃料に浸漬前後，試験片寸法及び重量の変化（DIN 53428） 

3. 貨物の吸収性 燃料に浸漬前後，試験片の重量比較又は吸水性の試験 

（DIN 53428） 

4. 収縮性 ISO 2796，ASTM D2126 

5. 時効性 - 

6. 独立気泡率 ISO 4590，ASTM D6226 

7. 密度 ISO 845，ASTM D1622 

8. 機械的性質 曲げ強度 

 圧縮強度 

 引張強度 

 せん断強度 

ISO 1209，ASTM C203，ASTM D790 

ASTM D695，ASTM D1621 

ISO 1926，EN 1607，ASTM D638，ASTM D1623 

ISO 1922，ASTM C273 

9. 熱膨張性 ASTM D696，ASTM E831 

10.摩耗性 - 

11.結合力 ASTM D1623 

12.熱伝導率 ISO 8302，JIS A1412，ASTM C177，ASTM C518 

13.振動に対する抵抗性 ISO 10055 

14.火災及び火炎に対する抵抗性 JIS A9511，DIN 4102 

15.疲労破壊及びき裂進展に対する抵抗性 - 

注）  

防熱方式に応じて，上記試験項目のうち必要と認められるものを実施する。ただし，少なくとも 4,6（独立気泡材料のみ）,7,8,12

及び 14 の試験は全て防熱方式に対して行うものとする。N4.19.3-4.から-7.を参照のこと。  
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13章 （削除） 
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14章 酸素濃度計測装置 

14.1 一般  

14.1.1 適用  

本章の規定は，N13.6.20の規定に基づき，酸素濃度が制限値以下であることを確認する目的で使用される固定式及び可

搬式の酸素濃度計測装置に適用する。 

14.2 材料，構造及び性能  

14.2.1 材料  

計測装置の各部の材料は，耐食性のもの又は耐食処理を施したものとする。特に，貨物ガスに接触するおそれのある部

分は，これらのガス雰囲気中での使用に適したものとすること。 

14.2.2 構造  

-1. 計測装置は，作動状態であることが明確に判別できる表示を有すること。 

-2. 引火性ガス雰囲気中で使用されるものにあっては，必要な防爆性能を有すること。 

-3. 吸引ポンプを有するものにあっては，吸引ポンプの能力は，検知及び測定に必要な量の被検空気を吸引するのに十

分なものであること。 

-4. 酸素の物性等を考慮して検知端を配置すること。 

-5. 各検知端から計測装置までは，独立な配管とすること。 

-6. 検知中の場所を表示し，警報が発せられた場合，その対象検知場所を識別しうる機能を有すること。 

-7. 1 つの場所のみを監視する装置及び可搬式装置にあっては，前-5.及び-6.を適用しない。 

14.2.3 濃度指示部  

酸素濃度を容積比（パーセント）で表示できること。 

14.2.4 警報装置  

-1. 計測装置には，酸素濃度が設定値を超えた場合，可視可聴警報を発する警報装置を備えること。 

-2. 警報設定値は，必要に応じて変更できるものであり，かつ，設定値を容易に認識しうること。 

-3. 特に要求される場合を除き，警報設定点は 5%（容積比）以下とすること。 

-4. 警報装置は次の(1)から(4)による。 

(1) 酸素濃度が警報設定値以下となっても，リセット操作をするまで警報が継続するものであること。 

(2) 可聴警報は，一時停止できるものであること。 

(3) 可聴警報が一時停止の状態であっても，他の検知場所の酸素濃度が警報設定値を超えた場合には再度警報を発す

るものであること。 

(4) 電源の喪失，断線等計測装置に支障が生じた場合に警報を発するものであること。この際に発せられる可視警報は，

前-1.の場合に発せられる警報と区別できるものであること。 

-5. 可搬式のものにあっては，警報を備えなくても差し支えないが，電池の有効性は確認できるものであること。 

14.2.5 性能  

-1. 計測装置は，通常船舶において考えられる温度及び湿度の変化並びに振動，動揺の環境中においても支障なく作動

するものであること。 

-2. 吸引式の計測装置にあっては，検知端と計測装置間に温度又は湿度の差が生じた場合でも，指示精度及び警報精度

に著しい影響を与えないものとするか，あるいは，これら温度又は湿度の変化を補償若しくは補正する手段を備えたもの

であること。 

-3. 計測装置は電源投入後，迅速に検知可能な状態となるものであること。 

-4. 一般に，酸素濃度を±0.7%（容積比）以内の誤差で指示しうること。ただし，5%より低い酸素濃度の検知が要求

されるものにあっては，許容最大酸素濃度の±20%以内の誤差とすること。 

-5. 警報設計値の±20%以内の誤差で警報を発すること。 
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14.3 表示及び保守点検 

14.3.1 一般  

-1. 計測装置には，次の(1)から(5)に示す事項を表示すること。 

(1) 製造者名，製造年月日及び形式番号 

(2) 防爆構造の場合，その種類及び防爆性能 

(3) 計測対象及び測定可能範囲 

(4) 定格電圧及び周波数（又は使用電池の種類，個数） 

(5) 警報設定値 

-2. 計測装置には，取扱説明書及び必要な場合には，温度補正等のための補正表又は補正式を備えておくこと。これら

の資料は，できる限り和英併記とし，少なくとも英文で記載すること。 

-3. 計測装置の性能維持に必要な定期的検査及び保守点検の詳細は，取扱説明書に明確に記載し，定期的検査及び保守

点検の記録簿及び必要な試験ガス・器具等を備えること。 

14.4 試験・検査  

14.4.1 認定試験  

可搬式酸素濃度計測装置にあっては，各型式毎に 14.4.4に定める試験に合格すること。 

14.4.2 使用承認試験  

固定式酸素濃度計測装置にあっては，各型式毎に 14.4.4に定める試験に合格すること。ただし，個別に試験する場合に

は，使用承認を受ける必要はない。 

14.4.3 船上検査  

固定式酸素濃度計測装置にあっては，全ての配管・付属品の取付け工事完了後，作動試験を行う。この際，少なくとも

各吸引端から試験ガスを吸引し，警報を発することを確認すること。 

14.4.4 試験基準  

-1. 外観検査 

構造，材料，寸法等が図面及び仕様等に合致していることを確認する。 

-2. 性能試験 

次の(1)から(7)の試験を行う。試験ガスの酸素濃度は，ガスクロマトグラフィ等により分析すること。 

(1) 指示精度の確認：5%の酸素濃度における指示精度が仕様書に記載された精度を満足することを確認する。 

(2) 警報精度の確認：酸素濃度を徐々に上げ，警報を発した際の酸素濃度が許容された誤差範囲内であることを確認す

る。警報設定点を変更できるものにあっては，5%の設定点において確認すること。 

(3) 再現性の確認：試験ガス吸入と窒素吸入を適当な間隔で繰返し，前(1)及び(2)と同様の試験を行う。可搬式のもの

にあっては，電源の投入，切断も含むものとする。 

(4) 応答性能の確認：試験ガスを導入し，濃度指示値が最終指示値の 90%の値となるまでの時間を測定する。また，警

報設定値の 110%に相当する試験ガスを導入し，警報を発するまでの時間を測定する。いずれも，固定式のものに

あっては 30 秒以内，可搬式のものにあっては 20 秒以内とする。 

(5) 警報装置の作動確認：警報装置の各作動要因毎に正常に作動することを確認する。 

(6) 作動開始の確認：計測装置を一度正常な作動状態とした後電源を切断し，24 時間経過後再度電源を投入し，仕様

書に記載された必要時間を経過したのち，前(2)の試験を行う。 

(7) 吸引ポンプの能力確認：吸引ポンプの能力が仕様を満足することを確認する。 

-3. 環境試験 

(1) 計測装置は，次の(a)から(d)に定める環境下で前-2.(1)及び(2)の試験を行い満足すること。なお，固定式のものにあ

っては，次の(b)の試験は省略して良い。 

(a) 温湿度試験 

(b) 落下試験 

(c) 振動試験 

(d) 傾斜試験 
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(e) 電源変動試験 

(2) 各試験の標準試験方法は次による。 

(a) 温湿度試験：計測装置を恒温槽に入れ，槽内の環境を，湿度 90～95%，温度 50±2℃とし，8 時間放置後，湿

度なりゆきのまま温度を-10±2℃とし，8 時間放置する。以上を 1 サイクルとし，これを 3 回繰返す。 

(b) 落下試験：計測装置の保護ケースを取除いた上（ただし，ケースを取付けたまま使用するものを除く。），コン

クリートの床上に厚さ 50 mm の杉板を置き 100 mm の高さからレンズ，ガラス等を有する面を除く各方向から

自由落下させる。 

(c) 振動試験：計測装置を振動試験機に取付け，5～16 Hz（全振幅 2 mm）及び 16～60 Hz（加速度 1 G）の振動を

それぞれ上下，左右及び前後方向に各 30 分間（10 分間の周期で振動数を低から高，さらに低の順に変化させ

るものとする。）加える。ただし，固定式のものにあっては，JIS F8076「船用電気設備－第 504 部：個別規定

－制御及び計装」による。 

(d) 傾斜試験：JIS F8076 による。 

(e) 電源変動試験：JIS F8076 による。 

-4. 防爆性能に関する試験 

H2.16による。 
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15章 湿度計測装置 

15.1 一般  

15.1.1 適用  

本章の規定は，N9.2.2(3)(b)に規定する露点計として用いる湿度計測装置であって，湿度が制限値以下であることを確認

する目的で使用される固定式及び可搬式のものに適用する。 

15.2 材料，構造及び性能  

15.2.1 材料  

前 14.2.1の規定による。 

15.2.2 構造  

前 14.2.2の規定による。 

15.2.3 湿度指示部  

湿度を露点表示（℃）又はその他適当な表示方法で指示すること。露点表示以外のものにあっては，露点表示への換算

表等を備えること。 

15.2.4 警報装置  

-1. 電源の喪失，断線等，測定装置が正常に作動しない場合に警報若しくは，容易に識別しうる表示を発するものであ

ること。 

-2. 湿度（又は露点）が設定値より高くなった場合警報を発するものであること。 

15.2.5 性能  

-1. 前 14.2.5-1.から-3.の規定による。なお，「酸素」，「酸素濃度」等を「空気（湿度制御されたもの）」，「湿度」等と読

み替える（以下同様）。 

-2. 露点表示において±5℃に相当する誤差以内で指示し，警報を発すること。 

15.3 表示及び保守点検 

15.3.1 一般  

前 14.3の規定を準用する。 

15.4 試験・検査  

15.4.1 一般  

前 14.4の規定を準用する。 
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16章 （削除） 
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17章 水噴霧装置 

17.1 一般  

17.1.1 適用  

本章の規定は，N11.3.2(2)の規定に基づき，水噴霧装置に適用する。 

17.2 提出図面及びその他の書類 

17.2.1 参考用図面及び書類 

前 1.2(2)に示すものに加え，次の(1)及び(2)を提出すること。 

(1) ノズルの能力に関する資料 

(2) 一般的な配管，設置要領 

17.3 材料，構造及び性能  

17.3.1 材料  

装置を構成するノズル，管，止め弁等は耐食性及び耐火性のものとする。 

17.3.2 構造  

水噴霧ノズルの散水角度は 120 度以下を標準とする。 

17.3.3 性能  

-1. 装置の散水能力は，規則 N編 11.3.2の規定を満足すること。また，必要な最低圧力は仕様書等に明記すること。 

-2. 水噴霧用に使用されるポンプの容量は，想定される使用圧力における各ノズルからの散水量をもとに定めること。 

17.4 表示等  

17.4.1 仕様書及び表示  

仕様書又は施工要領書には，散水能力，使用圧力（最高及び最低），設置高さ（最高及び最低），設置間隔及び必要な場

合噴霧方向等を明記すること。 

17.5 試験・検査  

17.5.1 ノズルの認定試験  

-1. 塩水噴霧試験 

JIS Z2371 による。ただし，十分耐食性があると認められる材料に対しては省略してもよい。 

-2. 耐火試験 

704℃以上の試験炉の中で 10 分間以上加熱した後，水中に投入し，異常のないことを確認する。 

-3. 耐圧試験 

最高使用圧力の 2 倍の圧力で 1 分間散水し，異常のないことを確認する。 

-4. 散水量試験 

最高及び最低使用圧力で散水させ，全散水量が仕様書どおりであることを確認する。 

-5. 散水分布試験 

仕様書等に記載された施工要領(最高及び最低設置高さ，噴霧方向)により，設置されたノズルに最高及び最低使用圧力

を加え散水を行う。この時，仕様書に記載された散水有効平面内のすべての場所における散水量が仕様書どおりであるこ

と。 
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17.5.2 船上検査  

全ての装備品を取付けた後，実際に噴霧させ，その有効性を確認する。必要な場合，圧力計により圧力を計測する。 
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18章 固定式窒素ガス消火装置 

18.1 一般  

18.1.1 適用  

本章の規定は，N11.5.2の規定に基づき，固定式窒素ガス消火装置に適用する。 

18.2 提出図面及びその他の書類 

18.2.1 参考用図面及び書類 

前 1.2(2)に示すものに加え，次の(1)から(3)を提出する。 

(1) 装置配置図 

(2) 窒素ガス必要貯蔵量の計算書 

(3) 定期的検査，保守点検の記載を含む一般的な取扱説明書 

18.3 材料，構造及び性能  

18.3.1 材料  

装置を構成する容器，管，弁及び噴射ヘッド等は耐食性及び耐火性のものとする。 

18.3.2 構造  

-1. 窒素ガスを常温で貯蔵する貯蔵容器は，8.3 の規定を準用する。なお，圧力及び充てん量を確認する手段を備える

こと。 

-2. 窒素ガスを低温で貯蔵する液体窒素タンクは，8.4の規定を準用する。 

-3. 船上のイナートガス発生装置より窒素ガスを供給する場合には，次の 18.3.3-1.から-3.を満足すること。 

-4. 窒素ガスの貯蔵及び製造は，貨物機関区域以外の安全な場所とすること。 

-5. 装置は，規則 R編 1.3.1，10.4.1-3.，10.4.2及び 25.2.1の規定を満足すること。 

18.3.3 性能  

-1. 消火用に貯蔵される窒素ガスの必要量は，次式により求まるもの以上の遊離ガスを放出できるものとすること。 

21 − 𝑂2

21
× 𝑁 × 𝑉 

𝑂2：窒素ガスを封入する場合の各種貨物ガスに対する限界酸素量（容積%）。なお，参考として主要な引火性物

質の限界酸素量を表 18.1に示す。 

𝑉 ：貨物圧縮機室又は貨物ポンプ室の総容積 

𝑁 ：1.4。ただし，O2が 11%を超えるものにあっては 1.3 としてよい。 

-2. 使用される窒素の含有酸素濃度は，0.1%（容積比）以下とすること。 

-3. 窒素ガス消火装置の貯蔵容器及び配管は，前-1.に定める量の 85%に相当する窒素ガスを 2 分以内に放出できるこ

と。 

 

表 18.1 限界酸素量 

引火性物質 限界酸素量 引火性物質 限界酸素量 

ブタジエン 

ブタン 

プロパン 

ブチレン 

10.4 

12.0 

11.4 

11.5 

エタン 

エチレン 

メタン 

プロピレン 

11.0 

10.0 

12.1 

11.5 
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18.4 表示及び保守点検 

18.4.1 一般  

-1. 保守点検等の記載を含む取扱説明書を支給すること。 

-2. 貨物機関区域，窒素ガス貯蔵場所及び装置操作場所等には必要な注意事項を掲示すること。 

-3. 前-1.及び-2.における記載は，できる限り和英併記又は英文とすること。 

18.5 試験・検査  

18.5.1 船上検査  

装置を船上に設置した後，次の(1)から(3)に示す試験を行う。 

(1) 配管の耐圧試験 

(2) 配管の通気試験 

(3) 作動試験（警報装置の作動を含む。） 
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19章 機械式通風装置 

19.1 一般  

19.1.1 適用  

本章の規定は，N12.1.7(1)及び N12.2.1 の規定に基づき，ガス危険場所及び貨物電動機室に設置される固定式又は可搬

式機械通風装置について適用する。 

19.2 材料，構造及び強度  

19.2.1 材料  

構成要素の材料は，耐食性のものとし，貨物ガスに接触するおそれのある部分は，これらのガス雰囲気中での使用に適

したものとすること。 

19.2.2 構造及び強度  

-1. 装置は火花を発しない構造とすること。（規則 N編 12.1.7参照） 

-2. ファンの回転による振動に対して，十分な強度を有すること。 

-3. 必要な予備品を備えること。 

19.3 表示等  

19.3.1 表示  

装置には，以下の事項に関する表示を行うこと。 

(1) 製造者名，製造日及び型式番号 

(2) 能力（風量，回転数，駆動力等） 

19.4 試験・検査  

19.4.1 認定試験  

-1. 外観検査 

-2. 性能試験（JIS B 8330 による） 

-3. 水圧試験 

水圧等で駆動されるものにあっては，受圧部分に使用圧力の 1.5 倍の圧力で水圧試験を行う。 

  



（2024-12 鋼船規則検査要領  N編  附属書1）   

122 

20章 貨物ホース 

20.1 一般  

20.1.1 適用  

本章の規定は，N5.11.7の規定に基づき，貨物移送用の貨物ホースに適用する。 

20.2 提出図面及びその他の書類 

20.2.1 参考用図面及び書類 

前 1.2(2)に示すものに加え，次の(1)から(4)を提出すること。 

(1) 仕様書：少なくとも次の内容を含むこと。 

(a) ホース各部の寸法（内径，外径，板厚，ピッチ等） 

(b) 破裂圧力及び定格最大使用圧力 

(c) 最高及び最低使用温度 

(d) 許容曲げ半径 

(e) 最大製造長さ 

(f) 材料 

(g) 使用に適する貨物リスト 

(2) 貨物と使用材料との適合性に関する資料 

(3) 製造工程及び品質管理に関する資料 

(4) 試験，検査方案 

20.3 材料，構造及び強度  

20.3.1 材料  

貨物ホースの材料は，使用予定貨物及び使用温度に対して適したものであること。 

20.3.2 構造及び強度  

-1. ホースは，0 から定格最大使用圧力の 2 倍以上の圧力範囲での 200 回の繰返し圧力に耐え得るよう設計されている

こと。 

-2. ホースは，定格最大使用圧力の 5 倍以上の破裂圧力で設計されていること。 

-3. ホースの定格最大使用圧力は 1.0 MPa 以上とすること。 

20.4 表示等  

20.4.1 表示及び要目表  

-1. ホースには，次の(1)から(3)の事項に関する表示を行うこと。 

(1) 製造者名，型式，製造年月日及び試験日 

(2) 定格最大使用圧力 

(3) 最高及び最低使用温度 

-2. 出荷時に，書式例 20.1の「貨物ホース要目表」をホースに添えること。 

20.5 試験・検査  

20.5.1 使用承認試験  

-1. ホースは，原則として型式及び口径ごとに-2.に示すプロトタイプテストを行い，船用材料・機器等の承認及び認定
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要領第 6編 2章に定める使用承認を受けること。 

-2. プロトタイプテストの方法は次の(1)から(6)によること。 

(1) 大気温度において，ホース端の装備品を完備し，0 から定格最大使用圧力の 2 倍以上の圧力範囲で 200 回の繰返し

圧力をかける。 

(2) 大気温度において，ホース端の装備品を完備し，許容曲げ半径に曲げた状態で，定格最大使用圧力の 1.5 倍以上の

圧力をかける。 

(3) 最高使用温度及び最低使用温度において，ホース端の装備品を完備し，直線状態で定格最大使用圧力の 5 倍以上の

圧力をかける。 

(4) 前(1)から(3)の適用上，圧力の保持時間は 5 分以上とする。 

(5) プロトタイプテスト用ホースの端部装備品を除いた長さは，許容曲げ半径の 1.5 倍程度以上とする。 

(6) 上記の試験方法によりがたい場合には，規則 N 編 5.11.7 に適合し，かつ，本会が適当と認めた試験方法に替える

ことができる。 

-3. プロトタイプテストに供したホースは，実際の荷役用に使用しないこと。 

20.5.2 製品検査  

使用承認を受けたホースの出荷にあたっては，本会検査員の立会の下で，次の(1)から(3)の試験及び検査を各ホースに

対して行うこと。 

(1) 寸法検査：ホース各部の寸法が，図面の記載に合致すること 

(2) 外観検査：ホース各部に破損及び変形等がないこと 

(3) 耐圧試験：大気温度において定格最大使用圧力の 1.5 倍以上の圧力かつ，破裂圧力の 2/5 以下の圧力で水圧試験を

行う 
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書式例 20.1 
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21章 取外し式貨物取扱い装置 

21.1 一般  

21.1.1 適用  

-1. 本章の規定は，特定の目的のため一時的に液化ガスばら積船に搭載・設置する取外し可能な液化ガス貨物ポンプ，

熱交換器及び関連管装置等（以下，「取外し式装置」という。）に適用する。 

-2. 規則 N編，検査要領 N編及び本要領の関連各章において固定式の貨物液／ガス用機器，管装置及び電気設備に要

求される全ての規定は，取外し式装置を構成する同様のものに対しても適用する。 

21.2 提出図面及びその他の書類 

21.2.1 承認図面及び書類  

取外し式装置は，その搭載に先立ち，前 1.2にかかわらず，次の(1)から(11)に掲げる図面その他の書類を提出して本会

の承認を得ること。 

(1) 取外し式装置の全体配置図（温度計及び圧力計等の計測装置の配置を含む。） 

(2) 貨物管線図（設計圧力，設計温度及び使用材料の規格値を含む。） 

(3) 貨物加熱器の構造図及び付着品装置図 

(4) 貨物ポンプ及び駆動機の構造図 

(5) 貨物ホースの詳細図 

(6) 機器及び貨物管の接地要領図 

(7) 電路布設要領図（ケーブル接続部詳細図を含む。） 

(8) 電路系統図 

(9) 取外し式装置の据付，運転及び取外要領書（以下，「要領書」という。） 

(10) 取外し式装置の据付詳細図 

(11) その他，本会が必要と認める図面及び資料 

21.2.2 要領書  

-1. 要領書は，21.5に定める試験・検査の結果により必要な改廃を加えたのち最終承認を行う。 

-2. 要領書は，少なくとも次の(1)から(8)に掲げる事項に従って構成されること。 

(1) 使用機器の要目 

(2) 据付及び取外要領並びにチェックリスト 

(3) 運転要領書及びチェックリスト 

(4) 定期的保守・点検要領 

(5) 使用機器の証明書（貨物ホースを含む。） 

(6) 据付け，取外しに関する記録 

(7) 運転に関する記録 

(8) 保守・点検に関する記録 

21.3 構造，設備等  

21.3.1 一般  

-1. 取外し式装置を構成する機器，管装置及び電気設備の構造，設備及び配置は，装置を搭載する船舶の船齢にかかわ

らず，本章の適用が申請された時点において，鋼船規則中の関連各章の規定に適合すること。 

-2. 取外し式装置は，貨物エリア内に設置すること。 

-3. 取外し式装置を構成する貨物ポンプ，駆動機等の主要機器は，原則として一体型の強固な台板上に固定し，管装置

を含めユニット化すること。 
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-4. 取外し式装置が設置される箇所の船体構造は適切に補強し，かつ，設置用の台座を恒久的に取付けること。 

-5. 取外し式装置の台板と据付け用台座は，据付けボルトにより強固に結合すること。 

21.3.2 貨物用管装置  

-1. 取外し式装置に用いる貨物ポンプ及び／又は貨物加熱装置には，陸上側の貨物管装置又は貨物ホースを直接接続

しないこと。 

-2. 取外し式装置に用いる貨物ポンプの吐出側は，船舶に既設の固定貨物管装置に接続し，固定のショアコネクション

を使用して揚荷することを推奨する。 

-3. 前-2.のショアコネクションを使用しない場合，取外し式装置には，規則 N編 5.5.3に定める緊急遮断弁を有する専

用のショアコネクション部を設けること。このショアコネクション部は，貨物ホース等の接続，取外しに際し，貨物ポン

プ，緊急遮断弁等に損傷を与えることがないよう十分な考慮を払うこと。 

-4. 取外し式装置の運転時及び取外し時，貨物液が漏洩するおそれのある箇所の下部には，船体の保護及び漏洩貨物流

出防止のための設備を設けること。 

-5. 取外し式装置に使用する貨物ホースは，規則 N 編 5章 5.11.7 及び本要領 20 章の規定に適合したものとすること。 

21.4 電気設備  

21.4.1 ケーブル  

-1. 取外し式装置への給電に使用するケーブルは，次の-2.に定める場合及び鋼管，コンジット等の中に布設する場合を

除き有効に支持，固定すること。 

-2. 危険場所において，やむをえず，フレキシブルケーブルを使用する場合には，前-1.の規定によるほか，次の(1)から

(3)による。 

(1) フレキシブルケーブルを使用する箇所は，できる限り短くすること。 

(2) フレキシブルケーブルは，適切に補強された型式のものとするか又はこれと同等の保護を行うこと。 

(3) 電気機器又はケーブル接続箱は，ケーブル出入口部においてフレキシブルケーブルに損傷を与えることのない構

造とすること。 

-3. 取外し式装置用の給電ケーブルは，装置を取外している間，給電されることがないように，確実な給電遮断対策及

び誤操作防止対策を講じること。 

-4. 取外し式装置を取外している間，暴露部に位置するケーブル端部は，海水及び雨水の侵入に対し，有効に保護する

こと。 

21.5 試験・検査  

21.5.1 製造中の検査  

取外し式装置を構成する機器，管装置及び電気設備は，製造中において，これらの構造，材料及び工作について詳細な

検査を行い，本章の規定に適合することを確認する。 

21.5.2 既製装置の検査  

既製の取外し式装置にあっては，初めて本会船級船に設置するに先立ち，21.5.1に準じる検査を行い，本章の規定に適

合することを確認する。 

21.5.3 設置時の検査  

-1. 取外し式装置を初めて船舶に設置する場合には，次の(1)から(3)に掲げる試験・検査を行うこと。 

(1) 設置場所，設置方法の確認 

(2) 実際の貨物液／ガスを用いて使用試験を行い，異常及び貨物漏洩のないことを確認すること。この場合，試験圧力

及び温度等は，通常の使用状態を保持すること。 

(3) 取外し方法及び保管場所の確認 

-2. 前-1.に定める試験・検査においては，要領書に記載された事項に不具合がないことを確認する。不具合な記載事項

は，修正の上，本会検査員の追認を受けること。 

-3. 前 21.5.1又は 21.5.2並びに 21.5.3-1.の試験・検査に合格した取外し式装置を同一船舶に再度設置する場合，その都

度，本会検査員立会の下に前-1.に準じる試験・検査を行うこと。ただし，前-2.により最終的に承認された要領書に従い，
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船長の監督，責任の下に設置，運転し，かつ，21.2.2-2.(6)から(8)に定める記録が正当に行われることを条件に，本会検査

員の立会を省略することがある。 

-4. 前 21.5.1又は 21.5.2並びに前-1.の試験・検査に合格した取外し式装置を，他の船舶に設置する場合，その都度，本

会検査員立会の下に，前-1.に定める試験・検査を行うこと。ただし，当該船舶の関連構造設備を審査の上，既に前-1.に定

める試験・検査を行った船舶と認められる場合には，この限りでない。 

21.5.4 定期的検査時における注意 

前 21.5.3-3.又は-4.の規定により，本船設置時の試験・検査の実施が省略された船舶は，船舶の定期的検査の時期に取外

し式装置の設置及び使用の記録を本会検査員に提示し確認を受けること。船舶及び取外し装置の現状並びに記録の結果

によっては，本会検査員は，取外し式装置の使用を停止することがある。 

21.6 保守点検  

21.6.1 一般  

-1. 取外し式装置は，少なくとも年に 1 回，本船又はその他の保管施設における適切な責任者により点検されること。 

-2. 前-1.による点検の結果は，要領書に記録すること。 

-3. 取外し式装置を船上に保管する場合，保管場所は，貨物エリア内の適当に換気された区画とすること。 
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附属書 2 二元燃料ボイラに関する検査要領  

1章 通則 

1.1 適用  

-1. 本要領は，規則 N 編 16.1.1 の規定に基づき，メタン（ボイルオフガス及び貨物蒸気）の燃焼を行う主ボイラ（以

下，「DF ボイラ」という。）及びガス燃料供給装置に適用する。 

-2. DF ボイラ及びガス燃料供給装置は，本要領及び規則 N編 16章の規定によるほか，規則 D編及び N編の関連規定

にもよらなければならない。 

-3. 本要領は，本会がメタンの燃焼を認めた補助ボイラにも準用する。 

1.2 同等効力  

本要領の規定に適合しない DF ボイラ及びガス燃料供給装置であっても，本会が本要領の規定に適合するものと同等の

効力があると認める場合には，本要領に適合するものとみなす。 

1.3 提出図面及び資料 

提出すべき図面及び資料は，次のとおりとする。 

(1) 承認用図面及び資料 

(a) 規則 D編 9.1.3の規定に該当するもの 

(b) 規則 D編 18.1.3(1)(a)，(c)及び(e)の規定に該当するもの 

(c) ガス燃料バーナ装置 

(d) ガス燃料燃焼運転に関する DF ボイラ制御系統図（監視，安全及び警報装置を含む） 

(e) DF ボイラとガス燃料供給装置との接続部からのガス漏洩保護装置 

(f) ガス燃料調整プラント（構造，設備及び制御装置を含む） 

(g) ガス燃料供給管装置（弁及び管取付物の詳細を含む）及びこれからのガス漏洩に対する保護装置 

(h) ガス燃料供給システムの自動制御装置及び遠隔制御装置 

(i) ガス燃料バーナ装置のプロトタイプテスト方案及びテスト結果 

(j) 船内試験方案 

(k) 海上試運転方案 

(l) その他，DF ボイラの形式に応じ，本会が必要と認める図面及び資料 

(2) 参考用図面及び資料 

(a) 取扱説明書（船内保守，点検，開放要領を含む） 

(b) その他，本会が必要と認める図面及び資料 
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2章 DFボイラの構造及び設備 

2.1 一般要件  

-1. DF ボイラのバーナは，二元燃料形式とし，燃料油の単独燃焼（以下，「油専焼」という。）のほか，ガス燃料の単

独燃焼（以下，「ガス専焼」という。）又は燃料油とガス燃料の同時燃焼（以下「混焼」という。）が安定に行われるもの

でなければならない。 

-2. DF ボイラのバーナは，その型式に応じ，次の(1)から(5)の状態を含む全ての燃焼条件下に於て，安定な燃焼が確保

できるもので，かつ，原則として 4.1の規定によるプロトタイプテストに合格した型式のものでなければならない。 

(1) 燃料の切替時（油専焼，混焼及びガス専焼のそれぞれの切替時）及び燃料供給系統のイナートガスパージ時（油専

焼を継続する場合） 

(2) 急激な負荷変動時 

(3) 最低負荷状態 

(4) 混焼時の最低燃料油量供給時 

(5) その他，バーナの型式に応じ本会が必要と認める条件 

-3. DF ボイラは，ガス専焼から油専焼への切替えが自動的に行われる場合を除き，その運転が不安定なとき並びに港

内航行中及び操船中は，混焼又は油専焼となるように措置されなければならない。 

-4. DF ボイラは，混焼又はガス専焼から油専焼への切替が迅速に行なえるものでなければならない。 

2.2 構造及び配置  

-1. DF ボイラの構造は，ガス燃料が滞留することなく，燃焼ガスが円滑に流れるものとしなければならない。また，

外部にガス燃料及び燃焼ガスが漏洩しないものでなければならない。 

-2. DF ボイラの構造は，炉内換気時，パージガス又は空気の滞留がなくかつ効果的に換気されるものでなければなら

ない。換気システムは，本会が適当と認めるものでなければならない。 

-3. DF ボイラの煙路は，煙突頂部に至るまで独立とし，他の燃焼設備の煙路又は他の機器の排ガス管を接続させては

ならない。 

-4. 過熱器は，ガス燃料燃焼時の燃焼室出口ガス温度の上昇に関し，十分な考慮が払われたものでなければならない。 

-5. DF ボイラの燃焼空気の取り入れは，独立のものとし強制給気を確実に行うために本会が適当と認める装置を設け

なければならない。 

2.3 バーナ装置  

-1. 各バーナへのガス燃料供給管には手動操作可能な遮断弁を設け，更に逆止弁及び逆火防止装置を直列に設けなけ

ればならない。 

-2. 各バーナへのガス燃料供給管には，ガス燃料の供給が停止したとき，適当なイナートガスで自動的にパージされる

ように設備しなければならない。 

-3. ガス燃料バーナは，個々に燃料油バーナの火炎によってのみ点火されるように設備しなければならない。この場合

の燃料油バーナは，ガス燃料バーナの何れの出口に於てもガス燃料を瞬時に着火させるのに十分な大きさでなければな

らない。 

-4. 各バーナには，少なくとも 2 個の火炎検知器を備えなければならない。但し，自己の故障に対し，本会が適当と認

める監視機能を有するものにあっては，1 個とすることができる。 

-5. バーナの燃焼モードの一部分について監視することが不適切である火炎検知器が用いられる場合，当該燃焼モー

ドの火炎検知に適する火炎検知器を，前-4.に従って別途備えなければならない。 

-6. ガス燃料バーナは，取り外しに先立ち，確実にガス燃料の供給を停止できるように措置しなければならない。 

-7. ガス燃料バーナは，油専焼時焼損することがないように措置したものでなければならない。 
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-8. 燃料油バーナは，ガス専焼時焼損することがないように措置したものでなければならない。 
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3章 制御装置及び安全装置 

3.1 制御装置  

3.1.1 ガス燃焼制御装置  

ガス燃料の燃焼に関する制御装置は，規則 D編 18.4.1及び 18.4.2の規定に準じるほか，次の(1)から(5)の規定にも適合

しなければならない。 

(1) ガス燃料への点火用燃料油バーナの火炎が安定して確立するまでガス燃料がバーナへ供給されないように設備し

なければならない。ガス燃料供給開始を手動で行うものにあっては，点火用燃料油バーナの火炎が確立する前にガ

ス燃料供給弁を開いた場合に自動的にガス燃料の供給を遮断するか，又は，同火炎が確立するまで当該ガス燃料供

給弁を開くことができないように措置しなければならない。 

(2) 燃料油とガス燃料の供給比を制御する装置は，十分な燃焼空気の供給を考慮のうえ，混焼を行うことが認められた

負荷の全範囲で安定な燃焼を確保できるものでなければならない。 

(3) ガス専焼及び混焼時の燃焼用空気供給は，燃焼可能範囲において安全な燃焼を確保できるように自動制御される

ものでなければならない。 

(4) DF ボイラの燃焼室は，基本バーナへの着火前及び全バーナの消火後十分な量の空気により自動的にパージできる

ものでなければならない。ボイラには，本会の適当と認める手動のパージ装置を設けなければならない。 

(5) ガス燃料供給量を制御する方式にあっては，予め試験により確認し，設定された最低ガス燃料供給量を下回ること

がないことを確保できるように措置しなければならない。 

3.2 安全装置  

3.2.1 DFボイラの安全装置及び警報装置 

-1. DF ボイラの安全装置及び警報装置は，規則 D編 9.9.10並びに 18.4.4 及び 18.4.5 の規定による他，次の(1)から(3)

の規定にも適合しなければならない。 

(1) ガス専焼又は混焼時に次の(a)から(g)に定める状態が生じた場合，すべてのガスバーナへのガス燃料供給を自動的

に遮断し，DF ボイラの運転を停止させる安全装置を設けなければならない。このための自動遮断弁は，規則 N編

16.4.5に定める自動ダブルブロックブリード弁と兼用して差し支えない。 

(a) 2.3-4.に規定する火炎検知器のすべてが失火信号を発したとき（この場合，火炎の消失後 4 秒以内に遮断でき

るものとする。） 

(b) 低水位になったとき 

(c) 燃焼用空気の供給が停止したとき 

(d) ガス燃料供給圧力が低下したとき 

(e) 規則 N編 16.4.5に定める自動ダブルブロックブリード弁が故障したとき  

(f) 規則 N編 16.4.6に定める主ガス燃料弁が閉鎖したとき 

(g) その他，本会が必要と認めるとき 

(2) 前(1)(d)から(f)に定める状態が生じた場合は DF ボイラの運転停止に代えて油専焼への自動切替えとして差し支え

ない。 

(3) 次の(a)及び(b)に定める場合に警報を発する装置を設けなければならない。 

(a) ガス燃料供給圧力が低下したとき 

(b) 2.3-4.に規定する火炎検知器 2 個のうち 1 個が失火信号を発したとき 

(4) ガス専焼又は混焼の開始及び停止に関し次の(a)及び(b)に定めるインタロック機構を設けなければならない。 

(a) ガス専焼又は混焼開始時，ガス燃料供給弁の開弁は，燃料油の火炎の確立が検知されたのちに行われること。 

(b) 混焼停止又は消火時，燃料油供給弁の制御又は閉鎖は，ガス燃料供給弁の閉弁より先行しないこと。 

-2. 自動化設備規則 1.1.1の適用を受ける船舶の DF ボイラにあっては，同規則 3.2及び 3.3.3並びに前-1.の規定による

ほか，次の(1)から(10)に定める異常状態になったときに作動する警報装置を設けなければならない。 
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(1) ガス燃料温度異常 

(2) ガス燃料供給圧力異常 

(3) ガス燃料供給用圧縮機の異常 

(4) 規則 N編 16.4.3に定めるガス燃料供給管用保護ダクトの通風装置停止又は二重管の間のイナートガス圧力低下 

(5) ガス燃料管系及びバーナのパージ用イナートガス供給圧力低下 

(6) 燃焼制御用の油圧源又は空気圧源の圧力低下あるいは電源喪失 

(7) 規則 N編 16.4.5に定める自動ダブルブロックブリード弁の作動時 

(8) 規則 N編 16.4.6に定める主ガス燃料弁の閉鎖時 

(9) 規則 N編に定める検知装置の作動要因が発生した時 

(10) その他，本会が必要と認めるもの 

3.2.2 ガス燃料調整プラントの安全装置 

-1. ガス燃料調整プラントのガス圧縮機には，次の安全装置を設けなければならない。 

(a) 容易に近づき易い位置及び通常主機を制御する室からの遠隔停止 

(b) ボイルオフガス吸引圧力が貨物タンクの負圧逃し弁の設定圧力に達する前又は貨物タンクの構造方式に応じ

て予め定められた値以下に低下した場合の自動停止 

(c) 規則 N編表 N18.1に定める自動停止 

(d) 容積型ガス圧縮機の場合，吐出弁締切時に最大吐出圧力が最高使用圧力の 110%を超えないような容量を有し，

ガス圧縮機の吸引側に吐出する圧力逃し弁 

-2. 自動化設備規則 1.1.1の適用を受ける船舶のガス燃料供給用圧縮機には，次の(1)から(8)に示す安全装置及び警報装

置を設けなければならない。 

(1) 附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」2.4.2に定める監視装置及び保護装置 

(2) 附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」2.4.3に定める非常停止装置 

(3) 過回転時の自動停止 

(4) 潤滑油圧力低下時の自動停止 

(5) 吐出圧力の異常上昇時の自動停止 

(6) ボイルオフガス加熱器出口温度異常低下時の自動停止 

(7) 連続使用禁止回転数範囲内で長時間運転することを避けるための装置 

(8) ガス圧縮機が蒸気タービンにより駆動される場合，自動化設備規則 3.3.6に定める安全装置及び警報装置 

-3. ガス燃料調整プラントのガス燃料出口の温度及び圧力（又は流量）は，自動的に制御されるように設備しなければ

ならない。また，これらの温度及び圧力が，設計に関連してあらかじめ定められた範囲を超えたときは，可視可聴警報を

発する装置を設けなければならない。 
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4章 試験 

4.1 プロトタイプテスト  

バーナが必要な性能を有していることを実証するため，本会が承認した試験方案に基づきガス燃料を使用してプロト

タイプテストを行わなければならない。ただし, 本会が適当と認める実績を有し, その性能に関するデータが提出され

た場合にあっては，プロトタイプに合格したものとみなす。 

4.2 製造工場等における試験 

-1. DF ボイラは，規則 D編 9.10.1の規定に従って試験を行わなければならない。 

-2. バーナは，ガス燃料を使用して作動試験を行わなければならない。ただし，4.1 に規定するプロトタイプテストに

適合した装置と同型であるか，又は類似の装置の場合，工場における試験は，燃料油のみを用いて行うことを認めること

がある。なお，試験に関する検査の実施に際して，通常の検査において得られる検査に必要な情報と同様の情報が得られ

ると本会が認める，通常の検査方法と異なる検査方法の適用を認める場合がある。 

-3. 本会が適当と認める場合，前-2.の試験は，4.3に規定する試験に替えることができる。 

4.3 造船所等における試験 

-1. DF ボイラは，規則 D編 9.10.2の規定に従って試験を行わなければならない。 

-2. DF ボイラ及びガス燃料調整プラントのガス燃料の取扱いに関する機器及び装置の自動制御及び遠隔制御を行うた

めの装置は，最初の積荷時までにガス燃料を用いた通常の使用状態で試験されなければならない。 

-3. 前-2.に定める試験の一部又は全部は，4.4に規定する海上試運転時に行っても差し支えない。 

4.4 海上試験  

-1. 自動化設備規則 1.1.1 の適用を受ける船舶に搭載される DF ボイラ及び関連装置の制御設備については，自動化設

備規則 2.2.5の規定に従って燃料油による運転時の制御機能を確認するほか，当該規定に準じてガス燃料による運転時の

制御機能を確認する試験を行わなければならない。 

-2. 規則 B編 2.1.7-7.に定める海上試運転は，燃料油のみによる運転によって行うほか，本会が必要と認める試験の種

類に応じてガス専焼又は混焼による運転によって行わなければならない。 
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附属書 2A ガス燃焼装置に関する検査要領  

1章 通則 

1.1 適用  

-1. 本要領は，規則 N 編 16.1.1 の規定に基づき，メタン（ボイルオフガス及び貨物蒸気）の燃焼を行うガス燃焼装置

（以下，「GCU」という）に適用する。 

-2. GCU は，本要領，規則 N編 7章及び 16章の規定によるほか，規則 D編及び N編の関連規定にもよらなければな

らない。 

1.2 同等効力  

本要領の規定に適合しない GCU であっても，本会が本要領の規定に適合するものと同等の効力があると認める場合に

は，本要領に適合するものとみなす。 

1.3 提出図面及び資料 

提出すべき図面及び資料は，次のとおりとする。 

(1) 承認用図面及び資料 

(a) 全体組立図 

(b) 規則 D編 18.1.3(1)，(5)及び(6)の規定に該当するもの 

(c) 自動制御及び遠隔制御装置（シーケンス制御，燃焼制御及び安全装置）に関する動作説明書 

(d) GCU の自動燃焼制御装置の系統図 

(e) ガス燃料バーナ装置 

(f) GCU とガス燃料供給装置との接続部からのガス漏洩保護装置 

(g) ガス燃料供給管装置（弁及び管取付物の詳細を含む）及びこれからのガス漏洩に対する保護装置 

(h) ガス燃料供給システムの自動制御装置及び遠隔制御装置 

(i) ガス燃料バーナ装置のプロトタイプテスト方案及びテスト結果 

(j) 船内試験方案 

(k) 規則 N編 4.20.3に規定するガストライアルの試験方案 

(l) その他，GCU の形式に応じ，本会が必要と認める図面及び資料 

(2) 参考用図面及び資料 

(a) 取扱説明書（船内保守，点検，開放要領を含む） 

(b) その他，本会が必要と認める図面及び資料 
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2章 GCUの構造及び設備 

2.1 一般要件  

-1. 規則 N編 1.1.4(47)及び 16.2に規定する貨物蒸気の燃焼による処理により貨物タンクの圧力及び温度を維持する場

合，次の(1)から(4)の規定を満たさなければならない。 

(1) GCU は露出した炎を視認することができないものとすること。 

(2) 排ガス管出口における排ガスの温度が 535℃未満に維持されること。 

(3) GCU の配置は規則 N編 16.3の規定に従い，供給装置は規則 N編 16.4の規定に従うこと。 

(4) 他の装置の排ガスを燃焼させる場合には，GCU はすべての想定される供給ガスに適合するよう設計すること。 

-2. GCU のバーナは，その型式に応じ，次の(1)から(5)の状態を含む全ての燃焼条件下において，安定な着火及び燃焼

が行われるもので，かつ，原則として 4.1 の規定によるプロトタイプテストに合格した型式のものでなければならない。 

(1) 燃料の着火時及び燃料供給系統のイナートガスパージ時（助燃用の油で燃焼を継続する場合） 

(2) 急激な負荷変動時 

(3) 最低負荷状態 

(4) ガスのフリーフロー燃焼時（フリーフロー燃焼を行う設計である場合） 

(5) その他，バーナの型式に応じ本会が必要と認める条件 

-3. GCU は，着火時にガス燃焼が迅速に行なえるものでなければならない。 

-4. GCU 及びその補助装置は，規則 N編 7.8.1に適合したものとしなければならない。 

2.2 構造及び配置  

-1. GCU の構造は，ガス燃料が滞留することなく，燃焼ガスが円滑に流れるものとしなければならない。また，外部

にガス燃料及び燃焼ガスが漏洩しないものでなければならない。 

-2. GCU の構造は，炉内換気時，パージガス又は空気の滞留がなくかつ効果的に換気されるものでなければならない。

換気システムは，本会が適当と認めるものでなければならない。 

-3. GCU の煙路は，煙突頂部に至るまで独立とし，他の燃焼設備の煙路又は他の機器の排ガス管を接続させてはなら

ない。 

-4. GCU の燃焼空気の取り入れは，独立のものとし強制給気を確実に行うために専用の強制給気装置を備えなければ

ならない。 

2.3 バーナ装置  

-1. 各バーナは，設計負荷調整範囲内において安定した燃焼を維持できるものでなければならない。 

-2. 各バーナへのガス燃料供給管には手動操作可能な遮断弁を設け，更に逆火防止装置を直列に設けなければならない。 

-3. 各バーナへのガス燃料供給管には，ガス燃料の供給が停止したとき又は各バーナが失火したとき，適当なイナート

ガスで自動的にパージされるように設備しなければならない。 

-4. ガス燃料バーナは，個々に燃料油バーナの火炎によってのみ点火されるように設備しなければならない。この場合

の燃料油バーナは，ガス燃料バーナの何れの出口においてもガス燃料を瞬時に着火させるのに十分な大きさでなければ

ならない。ただし，3.2に定める直接点火方式のガス燃料バーナにあっては，この限りでない。 

-5. 燃料油及びガス燃料を兼用するバーナには，少なくとも 2 個の火炎検知器を備えなければならない。但し，自己の

故障に対し，本会が適当と認める監視機能を有するものにあっては，1 個とすることができる。 

-6. ガス燃料バーナは，取り外しに先立ち，確実にガス燃料の供給を停止できるように措置しなければならない。 

-7. ガス燃料バーナは，パイロット油燃焼時に焼損することがないように措置したものでなければならない。 

-8. 燃料油バーナは，パイロット油燃焼時に焼損することがないように措置したものでなければならない。 

-9. 各バーナには，十分な点着火が確立され維持されない限りガス燃料が供給されないように，適当な装置を設けなけ
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ればならない。 

-10. 各燃焼装置は，安全に近づくことができる場所からガス燃料供給を手動で遮断できなければならない。 
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3章 制御装置及び安全装置 

3.1 制御装置  

3.1.1 ガス燃焼制御装置  

ガス燃料の燃焼に関する制御装置は，「ボイラ」を「GCU」と読み替えて規則 D編 18.4.1及び 18.4.2の規定を適用する

ほか，次の(1)から(5)の規定にも適合しなければならない。 

(1) ガス燃料への点火用燃料油バーナにあっては，火炎が安定して確立するまでガス燃料がバーナへ供給されないよ

うに設備しなければならない。ガス燃料供給開始を手動で行うものにあっては，点火用燃料油バーナの火炎が確立

する前にガス燃料供給弁を開いた場合に自動的にガス燃料の供給を遮断するか，又は，同火炎が確立するまで当該

ガス燃料供給弁を開くことができないように措置しなければならない。 

(2) 燃料油とガス燃料の供給比を制御する装置は，十分な燃焼空気の供給を考慮のうえ，混焼を行うことが認められた

負荷の全範囲で安定な燃焼を確保できるものでなければならない。 

(3) ガス専焼及び混焼時の燃焼用空気供給は，燃焼可能範囲において安全な燃焼を確保できるように自動制御される

ものでなければならない。 

(4) GCU の燃焼室は，基本バーナへの着火前及び全バーナの消火後，当該燃焼室内を十分な量の空気により自動的に

パージできるものでなければならない。GCU には，本会の適当と認める手動のパージ装置を設けなければならな

い。 

(5) ガス燃料供給量を制御する方式にあっては，予め試験により確認し，設定された最低ガス燃料供給量を下回ること

がないことを確保できるように措置しなければならない。 

3.2 安全装置及び警報装置 

3.2.1 GCUの安全装置及び警報装置 

-1. GCU の安全装置及び警報装置は，次の(1)及び(2)の規定に適合しなければならない。 

(1) ガス専焼又は混焼時に次の(a)から(i)に定める状態が生じた場合，全ガスバーナへのガス燃料供給を自動的に遮断

し，GCU の運転を停止させる安全装置を設けなければならない。このための自動遮断弁は，規則 N編 16.4.5に定

める自動ダブルブロックブリード弁と兼用して差し支えない。 

(a) 自動点火に失敗したとき 

(b) 2.3-5.に規定する火炎検知器のすべてが失火信号を発したとき（この場合，火炎の消失後 4 秒以内に遮断でき

るものとする。） 

(c) 燃焼用又は冷却用送風機が停止したとき（待機中の送風機に自動的に切替る場合を除く。） 

(d) ガス燃料供給圧力が低下したとき（フリーフロー燃焼時を除く。） 

(e) 燃料油（パイロット油）供給圧力が低下したとき 

(f) 規則 N編 16.4.5に定める自動ダブルブロックブリード弁が故障したとき  

(g) 規則 N編 16.4.6に定める主ガス燃料弁が閉鎖したとき 

(h) 排ガス管出口における排ガスの温度が高温になったとき 

(i) その他，本会が必要と認めるとき 

(2) 次の(a)から(g)に定める場合に警報を発する装置を設けなければならない。 

(a) 2.3-5.に規定する火炎検知器の 1 個が失火信号を発したとき 

(b) 燃焼用又は冷却用空気の供給が低下したとき又は送風機が停止したとき 

(c) ガス燃料供給圧力が低下したとき（フリーフロー燃焼時を除く。） 

(d) バーナ制御用電源が喪失したとき 

(e) 二重管の外管又はダクトのガス検知装置の故障 

(f) 規則 N 編 16.4.3 に定めるガス燃料供給管用保護ダクトの通風装置が停止したとき又は二重管の間のイナート

ガス圧力が低下したとき 
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(g) 規則 N編 13.6に定める検知装置の作動要因が発生したとき 

-2. 自動化設備規則 1.1.1の適用を受ける船舶の GCU にあっては，前-1.の規定によるほか，次の(1)及び(2)に定める規

定に適合しなければならない。 

(1) 次の(a)から(e)に定める異常状態になったときに作動する警報装置を設けなければならない。 

(a) ガス燃料温度異常 

(b) ガス燃料供給用圧縮機の異常 

(c) ガス燃料管系及びバーナのパージ用イナートガス供給圧力低下 

(d) 燃焼制御用の油圧源又は空気圧源の圧力低下あるいは電源喪失 

(e) その他，本会が必要と認めるもの 

(2) 燃焼の自動制御を行う場合に用いられる装置は，次の(a)から(d)の規定に適合するものでなければならない。 

(a) 自動燃焼制御装置については，次によらなければならない。 

i) GCU の計画された処理量を得ることができるように制御でき，かつ，安定した燃焼を確保できるもので

なければならない。 

ii) GCU の燃料供給量を加減する装置は，燃料供給量を加減する装置は，燃料供給量の調整可能な範囲にお

いて安定した火炎を維持できるものでなければならない。 

iii) 圧力を検出して燃焼制御を行う GCU では，調整圧力の上限は安全弁の調整圧力よりも低い圧力としなけ

ればならない。 

(b) 燃焼を中断する燃焼制御装置については次によるほか，計画された順序に従って動作するものでなければな

らない。 

i) 点火用バーナへの着火前又は点火用バーナを有していないものにあっては，主バーナへの点火前に燃焼

室及び GCU 出口までの煙路の容積の 4 倍以上の空気で燃焼室及び煙路を換気しなければならない。ただ

し，バーナが 1 個の小型 GCU にあっては 30 秒以上の換気に代えて差し支えない。 

ii) 本会が適当と認める直接点火方式（点火用火花を用いて主バーナに点火する方式）を採用する場合，燃料

弁の「開」は点火用火花に先行してはならない。 

iii) 間接点火方式（点火用バーナを用いて主バーナに点火する方式）の場合には，点火用バーナの燃料弁（以

下，本編において「点火用燃料弁」という。）の「開」は着火用火花に，また，主バーナの燃料弁（以下，

本編において「主燃料弁」という。）の「開」は点火用燃料弁の「開」にそれぞれ先行してはならない。 

iv) 点火動作は計画された時間内に確実に行われるものとし，点火時間（主燃料弁が開いてから点火に失敗して

閉じるまでの時間）は，直接点火方式の場合は 10 秒，間接点火方式の場合は 15 秒を超えてはならない。 

v) 主バーナへの点火は，低燃焼の状態において行わなければならない。 

vi) 自動ダブルブロックブリード弁が閉じた後，当該弁とバーナノズルとの間にある燃料を燃やすために十

分な換気をしなければならない。 

(c) バーナの本数制御による燃焼制御装置については，次によらなければならない。 

i) 各バーナは計画された順序に従って点火及び消火されるものとしなければならない。なお，基本バーナの

点火は手動操作により，また，基本バーナ以外のバーナの点火は呼び火によって差し支えない。 

ii) 消火したバーナの残油は，再点火に支障がないように自動的に燃焼させなければならない。ただし，基本

バーナについては，点火用バーナが着火していない場合，GCU に基本バーナが装備されたまま蒸気又は

空気による残油の除去を行ってはならない。 

iii) GCU のバーナは，主制御場所又は船橋主制御場所から点火及び消火が可能なものとしなければならない。

ただし，基本バーナの点火についてはこの限りでない。 

(d) その他の燃焼制御装置については，前(a)及び(c)の該当規定によるほか，本会の適当と認めるところによらな

ければならない。 

3.2.2 ガス燃料調整プラントの安全装置 

-1. ガス燃料調整プラントのガス圧縮機には，次の(1)から(4)に示す安全装置を設けなければならない。 

(1) 容易に近づき易い位置及び通常 GCU を制御する場所からの遠隔停止 

(2) ボイルオフガス吸引圧力が貨物タンクの負圧逃し弁の設定圧力に達する前又は貨物タンクの構造方式に応じて予

め定められた値以下に低下した場合の自動停止 

(3) 規則 N編表 N18.1に定める自動停止 
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(4) 容積型ガス圧縮機の場合，吐出弁締切時に最大吐出圧力が最高使用圧力の 110%を超えないような容量を有し，ガ

ス圧縮機の吸引側に吐出する圧力逃し弁 

-2. 自動化設備規則 1.1.1の適用を受ける船舶のガス燃料供給用圧縮機には，次の(1)から(8)に示す安全装置及び警報装

置を設けなければならない。 

(1) 附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」2.4.2に定める監視装置及び保護装置 

(2) 附属書 1「液化ガスばら積船用の装置及び機器に関する検査要領」2.4.3に定める非常停止装置 

(3) 過回転時の自動停止 

(4) 潤滑油圧力低下時の自動停止 

(5) 吐出圧力の異常上昇時の自動停止 

(6) ボイルオフガス加熱器出口温度異常低下時の自動停止 

(7) 連続使用禁止回転数範囲内で長時間運転することを避けるための装置 

(8) ガス圧縮機が蒸気タービンにより駆動される場合，自動化設備規則 3.3.6に定める安全装置及び警報装置 

-3. ガス燃料調整プラントのガス燃料出口の温度及び圧力（又は流量）は，自動的に制御されるように設備しなければ

ならない。また，これらの温度及び圧力が，設計に関連してあらかじめ定められた範囲を超えたときは，可視可聴警報を

発する装置を設けなければならない。 
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4章 試験・検査 

4.1 プロトタイプテスト  

バーナが必要な性能を有していることを実証するため，本会が承認した試験方案に基づきガス燃料を使用してプロト

タイプテストを行わなければならない。ただし，本会が適当と認める実績を有し，その性能に関するデータが提出され

た場合にあっては，プロトタイプに合格したものとみなす。 

4.2 製造工場等における試験 

-1. GCU の管装置及び補機の溶接部の試験は，規則 D編 11章及び規則 N編の関連規定によらなければならない。 

-2. GCU の補機及び管装置の製造後における試験については，規則 D編 12.6の規定によらなければならない。 

-3. バーナは，ガス燃料を使用して作動試験を行わなければならない。ただし，4.1 に規定するプロトタイプテストに

適合した装置と同型であるか，又は類似の装置の場合，工場における試験は，燃料油のみを用いて行うことを認めること

がある。 

-4. 本会が適当と認める場合，前-3.の試験は，4.3に規定する試験に替えることができる。 

4.3 造船所等における試験 

-1. GCU にあっては，船内据付後，安全装置及び警報装置の作動試験が行われなければならない。 

-2. GCU 及びガス燃料調整プラントのガス燃料の取扱いに関する機器及び装置の自動制御及び遠隔制御を行うための

装置は，最初の積荷時までにガス燃料を用いた通常の使用状態で試験されなければならない。 

-3. 前-2.に定める試験の一部又は全部は，4.4に規定するガストライアル時に行っても差し支えない。 

4.4 ガストライアル  

-1. 規則 N編 4.20.3に規定する GCU 及び関連装置の制御設備のガストライアルについては，設備符号の種類に応じ，

「ボイラ」及び「主ボイラ」を「GCU」と読み替えて自動化設備規則 2.2.5の該当規定を適用し，燃料油による運転時の

制御機能を確認するほか，これらの規定に準じてガス燃料による運転時の制御機能を確認する試験を行わなければなら

ない。 

-2. GCU 及び関連装置のガストライアルについては，「海上試運転」を「ガストライアル」，「ボイラ」を「GCU」と読

み替えて規則 B編 2.1.7-7.を適用しなければならない。当該ガストライアルは，燃料油のみによる運転によって行うほか，

本会が必要と認める試験の種類に応じてガス専焼又は混焼による運転によって行わなければならない。 

-3. 前-1.及び-2.に定める試験は，海上試運転時に行っても差し支えない。 
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附属書 5 タンクタイプ Cのベント装置の妥当性評価のための検査要領  

1章 通則 

1.1 適用  

本要領は，規則 N 編 15.5.2 に規定する載荷制限値の算定において，基準温度を積荷終了時，運送中又は揚荷時の貨物

の最高温度とする場合に，規則 N 編 8.2.18 の規定に基づき要求される貨物タンクベント装置の妥当性評価に対して適

用する。 

1.2 同等効力  

本要領の規定に適合しないベント装置にあっても，本会が本要領の規定に適合するものと同等の効力があると認める

場合には，本要領に適合するものとみなす。 

1.3 提出図面及び資料 

提出すべき図面及び資料は，次のとおりとする。 

(1) 提出すべき図面及び資料 

(a) ベント装置配置図（評価計算に必要な配管及び管付属品等の寸法並びに要目が明記されていること。） 

(b) ベント装置の妥当性評価のための計算書 
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2章 評価基準 

2.1 一般  

-1. 圧力逃し弁につながるタンクの出口は，基準温度での積付制限値が 98%の液位において，規則 N編 8.2.17 に規定

する横傾斜と縦傾斜があった場合でも，気相部分になければならない。 

-2. 本会が適当と認めた基準により寸法を決めた圧力逃し弁は，十分な容量を持つものとみなすことができる。 

-3. 圧力逃し弁の適切な吹出し状態及び吹止り状態を確保するために，次の(1)及び(2)を満足すること。 

(1) 貨物タンクから圧力逃し弁入口に至るベント管中の圧力降下（𝛥 𝑝𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡）は，蒸気のみの貨物の流れ（以下，「蒸気

流」という。）に対する MARVS の 120%の圧力での計算式（2.3-1.(1)式）から求められる圧力逃し弁の規定容量に

おいて，MARVS の 3%を超えないこと。ただし，パイロット式圧力逃し弁にあって，パイロットセンサーの位置が

入口管圧力降下の影響を受けない場合はこの限りでない。 

(2) 吹下り（𝛥 𝑝𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒）は，圧力逃し弁の安定作動を確保するために，原則として，MARVS の圧力での蒸気流に対する

逃し弁の設置定格容量において（𝛥 𝑝𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡）に MARVS の 2%を加えた値以上とすること。 

-4. 圧力逃し弁出口から大気への排出場所までのベント管（他のタンクと接続するベント管の連結部を含める。）にお

いて形成される背圧は，当該ベント管が火災に曝された状態で，圧力逃し弁を通じて MARVS の 120%の圧力において飽

和液が等エンタルピー膨張し，二相の貨物流（以下，「二相流」という。）となると想定した場合，下記の値を超えないこ

と。ただし，防熱被覆を行っていないベント管に対しては，108 kW/m2の熱流束を想定すること。 

(1) 非平衡形圧力逃し弁の場合では，MARVS の 10％。 

(2) 平衡形圧力逃し弁及びパイロット式圧力逃し弁の場合では，メーカーの推奨値による。通常，平衡形圧力逃し弁で

は MARVS の 30%，パイロット式圧力逃し弁では MARVS の 50%。 

-5. ベント管内において形成される背圧は，2.2に記述する手順によって推定することができる。 

-6. MARVS とは，貨物タンク圧力逃し弁の最大許容設定圧力（ゲージ圧）をいう。 

2.2 評価手順  

規則 N 編 8.4.1 での火災の状態を含め，すべての状態において貨物タンクにおける圧力上昇が MARVS の 120％を超過

しないようにするため，ベント装置に充分な容量があることを下記の手順で評価検証すること。 

(1) 管付属品や管の実際の直径及び長さを特定して，ベント装置の簡単な流れ図を用意する（図 1参照）。ベント装置

を，管径が変化する節や他の圧力逃し弁からの接続部との区間ごとに分ける。また，管付属品やその形状抵抗係数

を列記すると共に各区間における配管部分の外表面積を計算する（表 2参照）。 

(2) 各タンクの圧力逃し弁について，規則 N編 8.4.1に従って，圧力逃し弁に対する規定容量（𝑄𝐺𝐶𝐶）を標準状態の空

気量（m3/s）で計算する。また，MARVS の 120%における各圧力逃し弁の設置定格容量（𝑄𝐼𝑅）を，標準状態の空気

量（m3/s）で求める。計算は，積載貨物の中で最も高いガス係数をもつものに対して行うこと。 

MARVS の 120%の圧力での蒸気流と二相流において，各圧力逃し弁を通過する質量流量を，圧力逃し弁に対する規

定容量と設置定格容量とで求める。また，MARVS の圧力における蒸気流の場合の質量流量を設置定格容量で計算

する。ここで，2.3中の計算式(1)は，蒸気流の質量流量に使用でき，計算式(2)，(3)及び(4)は，二相流の質量流量に

使用できる。 

(3) MARVS の 120％の圧力での蒸気流に対し，貨物タンク出口から圧力逃し弁入口フランジに至る管中における全圧

力降下を既知のタンク圧から圧力逃し弁方向に計算して推定する。この圧力降下は，動圧力の差を使用して計算す

る。従って，計算式(5)の第 2 項は，直径が一定の管区間に対して使用することができ，また，レジューサが使用さ

れている場合には，計算式(5.1)を使用することができる。 

(4) 各圧力逃し弁入口における圧力降下が，MARVS の 120%の圧力での蒸気流に対する逃し弁の規定容量において，

2.1-3.(1)を満足していることを確認する。この計算には，計算式(1)から得られる質量流量（𝑊𝑔）を使用すること。 

(5) 大気への排出場所におけるベント管内の二相流圧力を推定する。充分な吹出量を確保するために出口圧力が 1bar

（絶対圧）を超えていることを確認する。この計算には，二相流での圧力逃し弁の規定容量（𝑊′：計算式(4)）と
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共に，計算式(6)を使用すること。 

(6) 防熱被覆を行っていないベント管を通して流入する火災による熱流束を 108 kW/m2と想定して，ベント管の大気出

口における蒸気留分（2.3-7.参照，以下同じ。）及び二相流の密度を推定する。ここでは計算式(7)及び(8)を使用する

こと。 

(7) ベント管の既知の出口圧力から開始して，ベント管の節での圧力降下を区間ごとに計算して，圧力逃し弁まで管を

逆戻り，圧力逃し弁出口フランジにおける背圧を推定する。 

上流の節の絶対圧力，蒸気留分及び比容積が満足されるまで反復して，また蒸気は，飽和していると仮定して計算

する。ここでは，計算式(7)，(8)，(9)及び(5)を使用すること。 

管の直径が大きくなるレジューサにおいては，通常圧力の回復がおこる。この圧力の回復は，一相の流れに対する

形状抵抗係数を使用すると，二相の流れの場合には，過大評価される。ここでは，レジューサ出口の静圧は，入口

の静圧に等しいものと仮定する。 

(8) 圧力逃し弁からベント管大気出口までの間の管の各区間における質量流束（𝐺𝑝）を使用して，すべての区間出口に

おける閉塞圧力（𝑃𝑒𝑐）を推定する。ここでは計算式(6)を使用すること。 

2.2-5.及び 2.2-7.に従い求めたベント管に沿った各節での圧力と，計算式(6)から求めた各節における閉塞圧力とを

比較すること。いずれかの場所の閉塞圧力が，2.2-5.から 2.2-7.によって得られた計算圧力を上回る場合は，当該閉

塞点の場所からその閉塞圧力を初期値として，ベント管を圧力逃し弁に逆戻るように 2.2-5.から 2.2-7.の計算を繰

り返し行うこと。また，二箇所以上の場所における閉塞圧力が 2.2-5.から 2.2-7.によって得られた計算圧力を上回

る場合は，圧力が最高となる閉塞点を再計算の開始点として考えること。 

(9) MARVS の 120%の圧力における二相流での圧力逃し弁の規定容量（𝑊′：計算式(4)）において，各圧力逃し弁出口

の背圧が 2.1-4.を満足していることを確認すること。 

図 1 貨物タンクベント装置の簡略図 
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2.3 関連計算式  

-1. タンクから圧力逃し弁を通して流れる蒸気流の質量流量に対する計算式(1) 

𝑊𝑔 =
71⋅103 ⋅𝐹⋅𝐴0.82

ℎ𝑓𝑔
（kg/s）(1) 

ここで， 

𝐹 ：規則 N編 8.4.1にいう火災露出係数 

𝐴 ：規則 N編 8.4.1にいう貨物タンクの外表面積（m2） 

ℎ𝑓𝑔  ：MARVS の 120%の圧力における貨物の気化潜熱（J/kg） 

-2. 圧力逃し弁オリフィスを通る液体のフラッシング・フローの等エンタルピー質量流束に対する計算式(2) 

𝐺𝑣 ≈ ℎ𝑓𝑔 ⋅ 𝜌𝑔 [ 1
𝑇0⋅𝑐

]
1 2⁄

（kg/m2s）(2) 

ここで， 

ℎ𝑓𝑔  ：計算式(1)を参照 

𝜌𝑔  ：MARVS の 120%の圧力に対応する沸点における蒸気密度（kg/m3） 

𝑇0 ：MARVS の 120%の圧力における貨物の沸点（K） 

𝑐 ：MARVS の 120%の圧力で，𝑇0における液体の比熱（J/kgK） 

-3. 設置した圧力逃し弁を通過する二相流の質量流量の計算式(3) 

𝑊 = 𝐺𝑣 ⋅ 𝐾𝑤 ⋅ 𝐴𝑣（kg/s）(3) 

ここで， 

𝐺𝑣 ：計算式(2)から使用する。（kg/m2s） 

𝐾𝑤 ：水の場合の圧力逃し弁の流量係数（＝圧力逃し弁に対し承認された吹出し係数（K 値）の 80%） 

𝐴𝑣 ：圧力逃し弁のオリフィスの実面積（m2） 

-4. 圧力逃し弁の規定容量における二相流の質量流量の計算式(4) 

𝑊′ = 𝐺𝑣 ⋅ 𝐾𝑤 ⋅ 𝐴𝑣

𝑄𝐺𝐶𝐶

𝑄𝐼𝑅
（kg/s）(4) 

ここで， 

𝑄𝐺𝐶𝐶：規則 N編 8.4.1に規定する標準状態（273 K，1.013 bar）の空気に換算した圧力逃し弁の規定容量（m3/s） 

𝑄𝐼𝑅 ：標準状態（273 K，1.013 bar）の空気に換算した圧力逃し弁の設置定格容量（m3/s） 

-5. 直径が一定で，質量流束（𝐺𝑝）が一定の管区間における静圧差を計算するための計算式(5) 

𝛥 𝑝 = 𝐺𝑝
2 ⋅ (𝑣𝑒 − 𝑣𝑖) + 0.5 ⋅ 𝐺𝑝

2 ⋅ (
𝑣𝑒+𝑣𝑖

2
) ⋅ (4 ⋅ 𝑓 ⋅

𝐿
𝐷

+ ∑N)（Pa） (5) 

(105Pa=1bar=14.5psi) 

ここで， 

管区間を通過する質量流束 

𝐺𝑝 =
𝑊

𝜋⋅𝐷2/4
 又は 

𝑊′

𝜋⋅𝐷2 /4
（kg/m2s） 

𝑣𝑒 ：管区間の出口における二相流の比容積（m3/kg） 

𝑣𝑖 ：管区間の入口における二相流の比容積（m3/kg） 

𝑓 ：二相流の完全な乱流におけるファニングの摩擦係数 f＝0.005 

𝐿 ：管区間の長さ（m） 

𝐷 ：管区間の直径 

∑N ：管区間の管付属品に対する形状抵抗係数の合計 N=4・f・L/D 相当 

（N の代表的な値は，表 3を参照のこと。） 

計算式(5.1)：レジューサについては，動圧力差は次のように定義される。 

𝛥 𝑝 =
1
2

⋅ 𝐺𝑝,𝑒
2 ⋅ 𝑣𝑖 ⋅ 𝑁（Pa）(5.1) 

ここで， 

𝑁 ：レジューサの形状抵抗係数 

𝐺𝑝,𝑒：レジューサの出口における質量流束（kg/m2s） 

𝑣𝑖 ：レジューサの入口における比容積（m3/kg） 

-6. ベントマスト出口又はベント管の各区間出口における二相流での臨界閉塞圧力に対する計算式(6) 



（2024-12 鋼船規則検査要領  N編  附属書5）   

145 

𝑝𝑒𝑐 = 𝐺𝑝 [
𝑝0 ⋅𝜔

𝜌0
]

1 2⁄

（Pa）(6) 

ここで， 

𝐺𝑝 ：計算式(5)で定義した通り 

𝑝0 ：圧力逃し弁入口におけるタンクの貨物蒸気圧力（Pa） 

𝜌0 ：p0及び T0の場合の圧力逃し弁入口におけるタンクの貨物液体密度（kg/m3） 

𝜔 ：圧力逃し弁入口におけるタンクの圧縮可能な流れのパラメータ（MARVS の 120%の圧力において，飽和

液が圧力逃し弁を通して等エンタルピー膨張をすると仮定する。） 

𝜔 = 𝛼0 + (1 − 𝛼0)
𝜌0 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝑇0 ⋅ 𝑝0 ⋅ (𝑣𝑔0 − 𝑣𝑓0)

2

(ℎ𝑔0 − ℎ𝑓0)
2  

ここで， 

𝑐 ：計算式(2)を参照 

𝑇0 ：計算式(2)を参照 

(𝑣𝑔0 − 𝑣𝑓0)：温度 T0の時に圧力逃し弁入口における気体及び液体の比容積の差（m3/kg） 

(ℎ𝑔0 − ℎ𝑓0)：温度 T0の時に圧力逃し弁入口における気体及び液体のエンタルピーの差（J/kg） 

-7. 管区間の出口における蒸気留分（全質量に対する蒸気質量比）に対する計算式(7) 

𝑥𝑒 =
ℎ𝑓0−ℎ𝑓𝑒 +1000⋅𝑞⋅∑𝑎 𝑊⁄

ℎ𝑓𝑔
 (7) 

（例として，(𝑥𝑒=0.3)は，30%の蒸気+70%の液体） 

ここで， 

ℎ𝑓0 ：圧力逃し弁入口における液体のエンタルピー（J/kg） 

ℎ𝑓𝑒  ：管区間の出口の背圧における液体のエンタルピー（J/kg） 

ℎ𝑓𝑔  ：管区間の出口の背圧における気化潜熱（J/kg） 

𝑞 ：火災に曝されることによりベント管に流入する熱流束で，108 kW/m2に等しい。 

𝑎 ：加熱されるベント管の各区間の外表面積（m2） 

𝑊 ：ベント管の各区間における質量流量（kg/s） 

-8. 管区間の入口あるいは出口における二相流の密度（𝜌）及び比容積（𝜈）に対する計算式(8)，(9) 

𝜌 = 𝜌𝑔/𝑥（kg/m3）(8) 

ここで， 

𝜌𝑔  ：管区間の入口あるいは出口における飽和蒸気密度 

𝑥 ：管区間の入口あるいは出口における蒸気留分 

𝜈 = 1/𝜌（m3/kg）(9) 

2.4 実際の手順例  

2.2及び 2.3の規定に従った実際のベント装置に対する妥当性評価の手順例については，表 1（IMO 総会決議 A.829(19)

付属書 2）を参考にすることとする。 
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図 2 二相流における圧力逃し弁に対する規定容量での各節における各状態量（プロパンの場合） 
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表 1 ベント装置に対する妥当性評価の手順例 

関連規定 実際の手順例 

2.2(1) 図 1 は，2 個のタンクに接続された 1 個のベントマストを持つ貨物タンクベント装置の簡略化した流れ図で

ある。この装置は，大文字の A から N の印を付けた管の直径の異なる部分，及び F と J にある他の逃し弁か

らの接続部分との各節の区間に分割されている。表 2 には，ベント管の長さと外表面積，ベント装置の管付

属品及びその形状抵抗係数が記載されている。表 3 には，形状抵抗係数（N）の代表的な値が記載されてい

る。N は，管の直径により変化する。 

2.2(2) 規則の最小タンク逃し容量（𝑄𝐺𝐶𝐶）が，外表面積が 747 m2で，MARVS が，11.0 bar（ゲージ圧）の舶用タン

クの場合で計算されている。 

プロパンの場合，規則 N編 8.4.1によれば，下記の条件で， 

1.2・MARVS = 11.0・1.2＋1.0 = 14.2 bar（絶対圧） 

L= 308.6 kj/kg 

T = 273 + 41 = 313°K 

D = 0.635，for k = 1.13 

Z = 1.0 

M = 44 

A0.82 = 227.05 

F = 0.2 

𝑄𝐺𝐶𝐶 = 0.2 ⋅
12.4

308.6⋅0.635
⋅ √(1.0⋅314

44
) ⋅ 227.05= 7.68 m3/s（標準温度圧力の空気） 

 実際のケーススタディーに使用した舶用タンクの𝑄𝐺𝐶𝐶= 7.71 m3/s（絶対温度 273°K および 1.03 bar（絶対圧）

における標準空気） 

2 個の 75 mm×100 mm AGCo タイプ 95 パイロット式圧力逃し弁の設置定格容量は， 

𝑄𝐼𝑅= 20.52 m3/s（標準状態の空気） 

つまり，20.52/7.71 =𝑄𝐺𝐶𝐶の 2.66 倍 

 プロパンの場合，タンクからの蒸気流での質量流量に対する計算式(1)により， 

MARVS の 120%におけるℎ𝑓𝑔  = 308600 J/kg の場合， 

𝑊𝑔 = 71000・0.2・227.05/308600 = 10.44 kg/s 

つまり，圧力逃し弁 1 個当たりの蒸気流での質量流量 = 5.22 kg/s 

また，圧力逃し弁 1 個当りの蒸気流での設置定格容量 = 5.22・2.66 = 13.89 kg/s 

MARVS におけるℎ𝑓𝑔  = 322800 J/kg の場合， 

𝑊𝑔 = 71000・0.2・227.05/322800 = 9.99 kg/s 

つまり，圧力逃し弁 1 個当たりの蒸気流での設置定格容量 = 4.99・2.66 = 13.27 kg/s 

 プロパンの場合，圧力逃し弁オリフィスを通過する二相流での質量流束に対する計算式(2)により， 

MARVS の 120%においては，c = 2931J/kg 

𝐺𝑣 = 308600 ⋅ 30.3 ⋅ √ 1
314⋅2931

 = 9727kg/m2s 

MARVS においては，c = 2750J/kg 

𝐺𝑣 = 322800 ⋅ 25.5 ⋅ √ 1
307⋅2750

 = 8959kg/m2s 

 圧力逃し弁オリフィスを通過する二相量での設置定格容量に対する計算式(3)により， 

𝐴𝑊= 0.004032 m2，𝐾𝑤= 0.72 

MARVS の 120%の圧力において， 

W = 9727・0.72・0.004032 = 28.25 kg/s 

MARVS において， 

W = 8959・0.72・0.004032 = 26.01 kg/s 

圧力逃し弁を通過する二相流での規定容量に対する計算式(4)により，MARVS の 120%の圧力においては， 

W = 28.25・7.71/20.52 = 10.6 kg/s 
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関連規定 実際の手順例 

2.2(3) 貨物タンクから圧力逃し弁入口までの管における蒸気流の場合及び二相流での圧力降下は，動圧の差圧とし

て，直径が一定の管区間に対しては，計算式(5)の第 2 項を使用して，またレジューサを有する場合には，計

算式(5.1)を使用して計算する。 

 (1) MARVS の 120%の圧力における蒸気流の規定容量に対しては， 

N から M の区間の圧力降下は， 

𝛥 𝑝= 0.5・6652・0.0330・0.528 = 3900 Pa (0.039 bar)  

ここで，表 2から，𝐺𝑝 = 5.22/𝜋 ⋅ 0.12/4= 665 kg/m2s；4f・L/D + N = 0.528 ; 

v = 0.0330 m3/kg （非圧縮流を仮定する）， 

レジューサ M での圧力降下は， 

𝛥 𝑝= 0.5・10382・0.0330・0.1 = 1800 Pa (0.018 bar) 

ここで，表 2から，𝐺𝑝 = 5.22/𝜋 ⋅ 0.082/4= 1038 kg/m2s; N = 0.1 

M から圧力逃し弁までの区間の圧力降下は， 

𝛥 𝑝= 0.5・10382・0.0330・0.027 = 500 Pa (0.005 bar) 

ここで，表 2から，𝐺𝑝= 1038 kg/m2s；4f・L/D + N = 0.027 

従って，N から圧力逃し弁の区間までの圧力降下の合計は， 

𝛥 𝑝= 0.039 + 0.018 + 0.005 = 0.06 bar 

 (2) MARVS における蒸気流の設置定格容量に対しては， 

N から M までの区間の圧力降下は， 

𝛥 𝑝= 0.5・16892・0.0392・0.528 = 29500Pa (0.295 bar) 

ここで，𝐺𝑝 = 13.27/𝜋 ⋅ 0.12/4= 1689 kg/m2s ; 

v = 0.0392 m3/kg ; 

レジューサ M での圧力降下は， 

𝛥 𝑝= 0.5・26402・0.0392・0.1 = 13700Pa (0.137 bar) 

ここで，𝐺𝑝 = 13.27/𝜋 ⋅ 0.082/4= 2640 kg/m2s 

M から圧力逃し弁までの区間の圧力降下は， 

𝛥 𝑝= 0.5・26402・0.0392・0.027 = 3700 Pa (0.037 bar) 

ここで，𝐺𝑝= 2640 kg/m2s 

従って，N から圧力逃し弁の区間までの圧力降下の合計は， 

𝛥 𝑝= 0.295 + 0.137 + 0.037 = 0.47 bar 

2.2(4) 2.1-3.(1)の要件を満足していることを確認する。 

MARVS の 120%の圧力における蒸気流の規定容量で， 

𝛥 𝑝 ⋅ 100/𝑝𝑀𝐴𝑅𝑉𝑆= 0.06・100/11.0 = 0.55% ≤ 3% 

2.1-3.(2)の要件に対しては， 

MARVS における蒸気流の設置定格容量で，𝛥 𝑝= 0.47 bar 

𝛥 𝑝𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒＞0.02 ⋅ 𝑝𝑀𝐴𝑅𝑉𝑆+𝛥 𝑝𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 ＞ 0.02・11.0 + 0.47 ＞ 0.69 bar 

従って，圧力逃し弁の吹止り圧力は， 

11.0 - 0.69 ≤ 10.31 bar（ゲージ圧）を超えないこと。 

2.2(5) 

 

MARVS の 120%（14.2 bar（絶対圧））の圧力における飽和プロパンの物性を使用して，二相流の臨界閉塞出

口圧力を推定する。 

計算式(6)により， 

ここで，𝜔 =
466.2⋅2931⋅314⋅1420000⋅(0.0330−0.0021)

(832800−52400)
2

2
= 6.09 

であり， 

また 4 個の圧力逃し弁（ベント管に通じる全ての弁）からの二相流の規定容量𝑊′は， 

 

 = 10.6・4 = 42.4 kg/s ; 𝐷𝑒𝑥𝑖𝑡= 0.5 m ; 𝐺𝑝 = 42.4/𝜋 ⋅ 0.52/4= 215.9 kg/m2s 
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関連規定 実際の手順例 

 𝑝𝑒𝑐 = 215.9 ⋅ √1420000⋅6.09
466 .2

 =  215.9・136.2 =  29400𝑃𝑎(0.29𝑏𝑎𝑟（絶対圧）)  

であるので，出口の流れは閉塞しておらず，ベント管出口圧力は 100000 Pa(1 bar（絶対圧）)である。 

2.2(6) 防熱被覆の無いベント排出管に，火災に曝されるために熱が 108 kW/m2 で流入すると仮定して，二相流の規

定容量に対してベント管出口の蒸気留分（𝑥𝑒）を推定する。 

計算式(7)および表 2 から 

∑
𝑎

𝑊
=

27.86+4.50

42 .4
+

1.81

21.2
+

1.72

10.6
 = 1.011 m2s/kg 

よって，𝑥𝑒 =
524200−320300+108000⋅1.011

425200
 = 0.74 

また，計算式(8)と(9)により， 

𝜌𝑒= 2.32/0.74 = 3.14 kg/m2 ; 𝑣𝑒= 0.319 m2s/kg 

2.2(7) 

2.2(8) 

2.2(9) 

ベント排出管の各節点間の圧力降下を，計算式(5)を用いて区間ごとに圧力逃し弁まで逆戻って計算し，上流

の節点の絶対圧，蒸気留分及び比容積が妥当な値になるまで繰り返し，推定する。 

  BA 区間  

 BA 区間における質量流束は，表 2から 

𝐺𝑝 = 4 ⋅ 10.6/𝜋 ⋅ 0.52/4= 215.9 kg/m2s 

また，一次近似により，BA 区間の静圧差は， 

𝛥 𝑝= 0.5・215.92・0.319・2.313= 17200 Pa (0.17 bar) 

ここで，今 B 点における圧力を𝑝𝐵= 1.18bar（絶対圧）と仮定し試算を行う。 

計算式(7)により，また表 2から， 

∑𝑎/𝑊= 27.86/42.4 + 1.81/21.2 + 1.72/10.6 = 0.9048 m2s/kg 

よって𝑥𝐵 =
524200−328700+108000⋅0.9048

421600
 = 0.70 

 また，計算式(8)と(9)により， 

𝜌𝐵= 2.73/0.70 = 3.90 kg/m3；𝑣𝐵= 0.256 m2s/kg 

従って，計算式(5)により，BA 区間における静圧差は， 

𝛥 𝑝= 215.92(0.319 - 0.256) + 0.5・215.92(0.319 + 0.256)/2・2.313 

= 2900 + 15500 = 18400 Pa (0.18 bar) 

また，B 点における圧力は，𝑝𝐵= 1.18 bar （絶対圧）となり，仮定した値が正しかったことが確認された。 

なお，B 点における閉塞圧力は，計算式(6)により， 

𝑝𝑒𝑐= 337.3・136.2 = 46000 Pa(0.46 bar（絶対圧）) < 1.18 

  FB 区間  

 FB 区間における質量流束は，表 2 から𝐺𝑝 = 4 ⋅ 10.6/𝜋 ⋅ 0.42/4= 337.3 kg/m2s 

また，一次近似により，FB 区間の静圧差は，𝛥 𝑝= 0.5・337.32・0.256・1.808= 26300 Pa (0.26 bar) 

ここで，今 F 点における圧力 (𝑝𝐹= 1.18 + 0.26 = 1.44) を，1.515 bar（絶対圧）と仮定し試算を行う。 

計算式(7)により，また表 2から 

∑𝑎/𝑊= 1.81/21.2 + 1.72/10.6 = 0.2477 m2s/kg 

よって，𝑥𝐹 =
524200 −343300+108000⋅0.2477

412600
 = 0.50 

また，計算式(8)と(9)により， 

𝜌𝐹= 3.45/0.50 = 6.90 kg/m3 ; 𝑣𝐹  = 0.145 m3/kg 

従って，計算式(5)により，FB 区間における静圧差は， 
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関連規定 実際の手順例 

 𝛥 𝑝= 337.32(0.256 - 0.145) + 0.5・337.32(0.256 + 0.1456)/2・1.808 

= 12600 + 20600 = 33200 Pa (0.33 bar) 

また，F 点における圧力は，𝑝𝐹= 1.18 + 0.33 = 1.51 bar（絶対圧）となり，仮定した値と一致する。 

なお，F 点における閉塞圧力は，計算式(6)により， 

𝑝𝑒𝑐= 168.7・136.2 = 23000 Pa (0.23bar（絶対圧）) < 1.51  

  GF 区間  

 GF 区間における質量流束は，表 2から 

𝐺𝑝 = 2 ⋅ 10.6/𝜋 ⋅ 0.42/4= 168.7 kg/m2s 

また，一次近似により，GF 区間の静圧差は， 

𝛥 𝑝= 0.5・168.72・0.145・1.132 = 2300 Pa (0.02 bar) 

この圧力降下は非常に小さく，更に精密な推定を行うまでもない。この計算の適用上，比容積は G から Lま

で一定のままであると仮定することができる。 

  JG 区間  

 JG 区間における質量流束は，表 2から 

𝐺𝑝 = 2 ⋅ 10.6/𝜋 ⋅ 0.32/4= 299.9 kg/m2s 

また，一次近似により，JG 区間の静圧差は， 

𝛥 𝑝= 0.5・299.92・0.145・0.071 = 500 Pa (0.01 bar) 

  LJ 区間  

 LJ 区間における質量流束は，表 2から 

𝐺𝑝 = 10.6/𝜋 ⋅ 0.32/4= 149.9 kg/m2s 

また，一次近似により，LJ 区間の静圧差は， 

𝛥 𝑝= 0.5・149.92 ・0.145・0.621= 1000 Pa (0.01 bar) 

従って L点 （レジューサ Lの出口において）における圧力は， 

𝑝𝐿= 1.51 + 0.02 + 0.01 + 0.01 = 1.55 bar（絶対圧） 

また，計算式(7)により， 

𝑥𝐿 =
524200−344600+0

415800
 = 0.432 

計算式(8)と(9)により， 

𝜌𝐿= 3.54/0.432 = 8.19 kg/m3 ; 𝑣= 0.122 m2s/kg 

  レジューサ L  

 2.2-7.により，レジューサ Lの入口における静圧力は 1.55 bar（絶対圧）である。 

  圧力逃し弁から節点 Lまでの区間  
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関連規定 実際の手順例 

 L点（入口）における質量流束は，表 2から 

𝐺𝑝 = 10.6/𝜋 ⋅ 0.12/4 = 1349.9 kg/m2s 

L点（入口）における閉塞圧力は， 

𝑝𝑒𝑐 = 1349・136.2 = 184000 Pa (1.84 bar（絶対圧）) > 1.55 

従って，L点の直径 100 mm の管出口は閉塞しているので，Lの出口圧力を 1.84 bar（絶対圧）とする。 

この場合，管出口における蒸気留分は，計算式(7)により， 

𝑥𝐿 =
524200−355100+0

411600
 = 0.411 

計算式(8)と(9)により， 

𝜌𝐿= 4.18/0.411 = 10.17 kg/m3 ; 𝑣𝐿= 0.098 m2s/kg 

また，一次近似により，この区間の静圧差は， 

𝛥 𝑝= 0.5・13492・0.098・0.043= 3800 Pa (0.04 bar) 

ここで，今 L点における圧力(𝑝𝑃𝑅𝑉= 1.84 + 0.04 = 1.88 bar)を，2.42 bar（絶対圧）と仮定し試算を行う。 

 計算式(7)により，また表 2から 

𝑥𝑃𝑅𝑉 =
524200−371800

403600
 = 0.378 

計算式(8)と(9)により， 

𝜌𝑃𝑅𝑉= 5.49/0.378 = 14.52 kg/m3 ; 𝑣𝑃𝑅𝑉= 0.069 m2s/kg 

計算式(5)により，この区間の静圧差は， 

 𝛥 𝑝= 13492(0.098 - 0.069) + 0.5・13492(0.098 + 0.069)/2・0.043 

= 52800 + 3300 = 56100 Pa (0.56 bar) 

従って，L点における圧力は，𝑝𝑃𝑅𝑉= 1.84 + 0.56 = 2.40 bar（絶対圧）(1.40 bar （ゲージ圧）)となり，仮定し

た値とほぼ一致する。また，MARVS が 11.0 bar（ゲージ圧）に対して，規定される圧力逃し弁の二相流での

背圧は，1.40×100/11.0 = 12.7%であり，これはパイロット式圧力逃し弁の十分な逃し容量を保証している。 

予測のま

とめ 

図 2では圧力逃し弁の排出ベント管系の 5 箇所の節において，圧力逃し弁の規定容量での二相流に対し推測

されたプロパンの各状態量を示している。圧力逃し弁入口までの入口管圧力降下は，2.1-3.に規定する値より

小さい。圧力逃し弁出口に発生する背圧も，設置したパイロット式圧力逃し弁に対し，2.1-4.に規定する値よ

り小さい。 
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表 2 ベント管の各区間の長さ，外表面積，管付属品並びに形状抵抗係数等のリスト 

管の区間  
長さ  

（mm） 

管径  

（mm）  

外表面積  

（m2）  
管付属品  仕様  

形状抵抗  

係数  N 

管  

4fL/D 

4𝑓𝐿/𝐷 + ∑𝑁 

A 1,080 500/700 2.04 A=キセル/ベント出口  －  2.25 －  2.25 

A－B 1,565 500 2.46    0.063 0.063 

区間合計    4.50     2.313 

B－C 2,650 400 3.331 B=レジューサ  d/D=0.8 * 0.132 0.132 

C－D 2,546 400 3.20 C=長半径のベンド  90°  0.3 0.127 0.427 

D－E 14,880 400 18.71 D=ベンド  45°  0.2 0.744 0.944 

E－F 2,093 400 2.63 E=ベンド  45°  0.2 0.105 0.305 

区間合計    27.86      

Ｆ－G 642 400 0.81 F=ハード・ティー  －  1.1 0.032 1.132 

G－J 1,066 300 1.00 G=レジューサ  d/D=0.75 * 0.071 0.071 

区間合計    1.81      

J－K 1,340 300 1.263 J=ソフト・ティー  －  0.3 0.089 0.389 

K－L 481 300 0.453 K=ベンド  45°  0.2 0.032 0.232 

区間合計    1.72      

L－PRV 216 300/100  L=レジューサ  d/D=0.33 * 0.043 0.043 

PRV－M 108 80     0.027 0.027 

M 108 80  M=レジューサ  d/D=0.8 0.1 －  0.1 

M－N 142 80  N=隅が四角形の入口  －  0.5 0.028 0.528 

（備考）  

* : 手順 2.2-7.により無視。  
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表 3 ベント装置の管付属品の形状抵抗係数（N）の代表的な値「𝑁」は直径により異なる。 

管付属品 形状抵抗係数 N 

タンクから圧力逃し弁への入口管：   

隅が四角形の入口 

 

0.5 

突出した円錐形入口 

 

0.15 

レジューサ 

 

0.1 

圧力逃し弁からマストベント出口への排出管：   

45°ベンド  0.2 

45°シングル･マイター･エルボ  0.45 

長半径の 90°ベンド  0.3 

短半径の 90°ベンド  0.5 

90°ダブル･マイター･エルボ  0.6 

ソフト･ティー 

 

0.3 

ハード･ティー 

 

1.1 

キセル形マストベント出口 

 

2.25 

トップハット形マストベント出口 

 

[4.5] 

規則 17.9 のフレームスクリーン  1.4 

  



（2024-12 鋼船規則検査要領  N編  附属書6）   

154 

附属書 6 非金属材料  

1 一般  

-1. 本附属書は規則 N編 4章 4.19の規定に追加し，非金属材料を適用する場合の指針とするものである。 

-2. 非金属材料の製造法，試験，検査及び資料は，原則として適当な規格及び規則 N 編に示す適切な規定によるべき

である。 

-3. 非金属材料を選択する場合には，設計者は，当該材料が解析及びシステムの要求に適した特性を有する事を確認す

るべきである。材料は一つ以上の要件を満たすために選定され得る。 

-4. 考慮される非金属材料は幅広く存在する。従って，以下にある材料の選定基準はあらゆる不測の事態を補えるもの

ではない。これらは指針として考慮するべきである。 
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2 材料の選定基準  

-1. 以下の基本的特性を考慮し，液化ガス運搬船の貨物設備の各部に使用する材料として非金属材料を選択すること

ができる。 

(1) 防熱性-熱流量を制限する能力 

(2) 耐荷重性-格納設備強度に寄与する能力 

(3) 気液密性-液密性及び気密性を与える能力 

(4) 接合性-接合能力（例えば，接着，溶接又は固定） 

-2. 個別のシステム設計によっては，追加の考慮が必要となることがある。 
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3 材料の特性  

-1. 防熱材の柔軟性とは，損傷又は破損することなく容易に曲げ又は形成が可能な防熱材の特性である。 

-2. 充填材とは，一般的には粉末又はビーズのような微粉の形状を有する均一な固体であり，通常，効果的な防熱を施

すために，接近できない場所の空所を満たすのに用いられる。 

-3. ナノ材料とは特有のミクロ組織に由来する特性をもつ材料をいう。 

-4. 気泡材料とは連続気泡及び独立気泡の両方又はいずれかを含み，それらが大部分にわたり分散している種類の材

料をいう。 

-5. 接着剤とは接着処理によって隣接した二つの表面を結合又は接着する製品である。 

-6. その他の材料とは本節中に規定されないものであり，これらは明示され，リスト化されるべきである。貨物設備に

使用する材料の適合性を評価するための試験は明示され，文書化されるべきである。 
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4 材料の選定及び試験要件 

4.1 材料の仕様  

-1. 材料の初期選定が行われる際には，使用目的に対して適当な材料であるかを検証するために試験を行うべきである。 

-2. 使用される材料は明示され，関連試験は完全に文書化されるべきである。 

-3. 材料は使用目的に応じて選定されるべきである。材料は以下を満足すべきである。 

(1) 運送されるすべてのプロダクトに対して，相溶性がある事 

(2) いかなる貨物のコンタミネーションが発生せず，貨物と反応しない事 

(3) 貨物に影響されるいかなる特性も持たない事 

(4) 使用温度範囲における熱衝撃に対して耐え得る事 

4.2 材料試験  

個別の材料について，設計解析，仕様及び意図する用途に応じて試験を行うべきである。試験のリストを以下に例示す

る。追加の試験（例えば，滑動，減衰及び絶縁等）が要求される場合は明示され，文書化されるべきである。4.1に従

い選定された材料は，以下の表に示す試験を実施すべきである。 

 

機能 防熱性 耐荷重性 気液密性 接合性 

機械試験  X  X 

気液密試験   X  

熱試験 X    

 

熱衝撃試験は使用中におけるもっとも極端な温度勾配で，材料及び／又は部品に対して行うべきである。 

4.2.1 材料の本質的特性  

-1. 選定された材料の本質的特性が用途に関して悪影響を及ぼさないことを確認するため，試験を行うべきである。 

-2. 選定されたすべての材料について，以下の特性を評価するべきである。 

(1) 密度：規格例 ISO 845 

(2) 線熱膨張係数（LCTE）：規格例 ISO 11359。最も広範囲な使用温度範囲にわたり適用すべきである。ただし，バラ

詰めの充填材については，より関連の深い熱膨張係数（VCTE）を評価するべきである。 

-3. 本質的特性及び用途にかかわらず，すべての選定された材料は設計使用温度範囲を最小設計温度より 5℃低下させ

試験を行うべきである。ただし，-196℃未満とする必要はない。 

-4. 各特性評価試験は，適当な基準に従い行うべきである。そのような基準が存在しない場合，提案する試験手順は十

分詳細なものとし，本会の承認を得るべきである。サンプリングは選定材料の特性を真に代表するのに十分なものである

べきである。 

4.2.2 機械試験  

-1. 機械試験は以下の表に従い行うべきである。 

 

機械試験 耐荷重性 

引っ張り 

ISO 527 

ISO 1421 

ISO 3346 

ISO 1926 

せん断 

ISO 4587 

ISO 3347 

ISO 1922 

ISO 6237 
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圧縮 

ISO 604 

ISO 844 

ISO 3132 

曲げ 
ISO 3133 

ISO 14679 

クリープ ISO 7850 

 

-2. 引っ張り，圧縮，せん断強さ，降伏応力，弾性率もしくは伸びのような特性に基づき材料を選定した場合，適当な

基準によりこれらの特性を試験するべきである。要求される特性が高次の方程式による数値計算で評価される場合，試験

は本会の承認を得た上で実施するべきである。 

-3. 貨物の圧力又は構造荷重のような持続的な荷重によってクリープが発生することがある。クリープ試験は，格納設

備の設計寿命を通して発生することが予想される荷重に基づき，実施されるべきである。 
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4.2.3 気液密試験  

-1. 材料に要求される気液密性は，その使用機能によるべきである。 

-2. 気液密試験は，想定される条件（例えば厚さ，応力条件）に対応する構造配置における材料の透過性を測定するた

めに，保持される流体（例えば貨物，水蒸気もしくは微量気体）を用いて，実施されるべきである。 

-3. 気液密試験は，表に示す例に基づいて実施されるべきである。 

 

気液密性試験 気液密性 

ポロシティ／浸水率 

ISO 15106 

ISO 2528 

ISO 2782 

 

4.2.4 熱伝導率試験  

-1. 貨物設備の設計寿命を通した特性を評価することができるように，熱伝導率試験は防熱材のライフサイクルを代

表したものとすべきである。もしこれらの特性が時間と共に劣化していく場合，材料の経時変化は，例えば使用温度，光，

水蒸気及び設置環境（例えば梱包，袋，箱等）のようなライフサイクルに対応した環境に可能な限り対応したものとすべ

きである。 

-2. 熱伝導率及び熱容量の絶対値及び許容範囲の要件は，貨物格納設備の性能への影響を考慮して選定すべきである。

荷役設備，並びにガス還流及び安全逃し弁並びに取扱い装置等の構成要素の大きさには特に注意を払うべきである。 

-3. 熱試験は，表に示す例又はそれらと同等のものに基づいて実施すべきである。 

 

熱試験 防熱性 

熱伝導率 
ISO 8301 

ISO 8302 

熱容量 X 

 

4.2.5 物理試験  

-1. 以下の表は規則 N編 4.19.2-3.及び 4.19.3-2.の規定に加え，考慮すべきいくつかの追加の物理試験の指針及び情報を

与えるものである。 

 

試験 柔軟防熱 充填 ナノ材料 気泡 接着 

粒子の大きさ  X    

独立気泡    ISO 4590  

吸収／脱着 ISO 12571 X  ISO 2896  

吸着／脱着   

X 

  

粘度    
ISO 2555 

ISO 2431 

オープンタイム     ISO 10364 

揺変度     X 

硬度     ISO 868 

 

-2. バラ詰めの充填材の分離についての要件は，熱サイクルもしくは振動のような環境変化を受けた場合の材料特性

（密度，熱伝導率）への潜在的な悪影響を考慮して選定されるべきである。 

-3. 独立気泡構造をもつ材料の要件は熱相転移中におけるガス流量及び緩衝能の最終影響に基づくべきである。 
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-4. 同様に，吸着と吸収に関する要件は，装置に存在する液体もしくは気体の制御できない緩衝能への潜在的な悪影響

を考慮するべきである。 
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5 品質保証及び品質管理（QA/QC）  

5.1 一般  

-1. 材料が選定され，本附属書の 4で概説した試験後に，設置中及び使用中の材料の継続的な適合性を保証するために

詳細な品質保証／品質管理（QA/QC）システムが適用されるべきである。このシステムは，製造者の品質マニュアル（QM）

から貨物設備の建造を通し，材料について考慮したものとするべきである。 

-2. QA/QC システムは，製造，保管，取扱い及び材料を有害なものから保護するための防止策といった手順を含むべ

きである。これらには，例えば，防熱材への日光による影響又はハンドクリームのような個人用品との接触による材料表

面のコンタミネーション等を含む。選定された材料の製造から設置までにおける継続的な適合性を保証するためにサン

プリング方法及び試験頻度を QA/QC システムに明示するべきである。 

-3. 粉状又は粒状の防熱材が使用される場合，その配置は，振動によって材料が固く詰るのを防ぐようなものとするべ

きである。 

5.2 構成品の製造者における QA/QC 

構成品の製造者における QA/QC システムは，少なくとも以下の事項を含むべきである。ただし，これに限るものでは

ない。 

5.2.1 構成品の識別  

-1. それぞれの材料について，製造者は生産ロットを明確に識別するための表示システムを実行するべきである。表示

システムは，決して製品の特性を妨げるものとすべきではない。 

-2. 表示システムは構成品の完全な追跡を確実なものとし，次の事項を含むものとすべきである。 

(1) 製造日及び有効期限 

(2) 製造者の照会 

(3) 関連仕様書 

(4) 注文番号 

(5) 必要な場合，輸送及び保管中に維持されるべき潜在的な環境パラメータ 

5.2.2 サンプリング及び監査方法 

-1. 選定された材料の品質レベル及び継続的な適合性を確認するため，製造中に定期的にサンプリングすべきである。 

-2. 頻度，方法及び実施される試験は QA/QC システムに記載されるべきである。例えば，これらの試験は通常，原料，

処理パラメータ及び構成の確認を含む。 

-3. 処理パラメータ及び製品の QC 試験の結果は選定材料の QM の詳細な記載に厳密に従うべきである。 

-4. QM に記載されている監査の目的は，手順の再現性及び QA/QC システムの有効性を管理することである。 

-5. 監査の際，監査員はすべての製品及び QC 領域への自由なアクセス権限を与えられるべきである。監査結果は関連

した QM に規定する値及び許容差に従うべきである。 
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6 接着及び接合の手順要件及び試験 

6.1 接着施工方法承認 

-1. 接着手順の仕様及び認定試験は適当な基準に従い定められるべきである。 

-2. 接着手順は，接着剤の特性が適切なものであるかを確認するため，作業開始に先立ち完全に文書化されるべきであ

る。 

-3. 接着手順の仕様を作成する際は以下のものを考慮するべきである。 

(1) 表面処理 

(2) 材料の保管及び施工前の取扱い 

(3) カバーリングタイム 

(4) オープンタイム 

(5) 混合比，沈着量 

(6) 環境条件（温度，湿度） 

(7) 硬化圧力，温度及び時間 

-4. 許容可能な結果を確認するために，必要に応じて，追加の要件を設けることがある。 

-5. 接着手順の仕様は，適切な施工方法承認試験によって確認されるべきである。 

6.2 作業者の資格  

-1. 接着に従事する者は適当な基準に基づき訓練され，資格を有するものとすべきである。 

-2. 接着品質を確認するため，接着に従事する者の能力の維持を確認するための定期的な試験が行われるべきである。 



（2024-12 鋼船規則検査要領  N編  附属書6）   

163 

7 製品接着試験及び管理 

7.1 破壊試験  

製造中において，代表的なサンプルを採取し，設計で要求される強度レベルに合致していることを確認するための試験

を行うべきである。 

7.2 非破壊試験  

-1. 製造中において，以下のような適切な方法で，接着の完全性に悪影響を及ぼすことのない試験を行うべきである。 

(1) 目視検査 

(2) 内部欠陥検査（例えば音響試験，超音波探傷試験又はせん断試験） 

(3) 局所気液密試験 

-2. 接着に設計機能の一部として気液密性が要求される場合，設計者の指示及び QA/QC システムに従い搭載後に貨物

格納設備の全体の気液密試験を完了するべきである。 

-3. QA/QC 基準は，格納設備の建造時及びライフサイクルにおける接着物の気液密性の許容基準を含むべきである。 
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附属書 7 新型式の貨物格納設備の設計における限界状態手法の  

使用に関する基準  

1 一般  

-1. 本基準の目的は，規則 N編 4.27に従って，新型式の貨物格納設備の限界状態設計に対する手順及び関連する設計

上のパラメータを提供することである。 

-2. それぞれの構造要素を，規則 N編 4.3.4に規定する設計状態において発生し得る崩壊モードで評価する場合，限界

状態設計は系統的アプローチとなる。限界状態とは，構造全体又は構造の一部が強度要件を満足しない状態をいう。 

-3. 限界状態は次の 3 つのカテゴリーに分類される。 

(1) 最終限界状態（ULS）：非損傷状態において，最大荷重伝達容量又は，場合によっては，座屈及び塑性崩壊による

最大歪，変形もしくは構造の不安定に対応するもの。 

(2) 疲労限界状態（FLS）：繰り返し荷重の影響による劣化に対応するもの。 

(3) 偶発限界状態（ALS）：事故に耐えることの出来る構造強度に関連するもの。 

-4. 規則 N編 4.3から 4.20は，貨物格納設備のコンセプトに沿って適用すること。 

2 設計フォーマット 

-1. 本基準の設計フォーマットは荷重抵抗係数設計（LRFD）フォーマットに基づく。荷重抵抗係数設計の基本原則は，

発生し得るいかなる崩壊モードに対しても，設計荷重効果（Ld）が設計抵抗（Rd）を超えないことを検証することである。 

𝐿𝑑 ≤ 𝑅𝑑 

設計荷重（Fdk）は，特性荷重を，与えられた荷重条件に関連する荷重係数に乗じることで得る。 

𝐹𝑑𝑘 = 𝛾𝑓 ⋅ 𝐹𝑘 

𝛾𝑓 ：荷重係数 

Fk ：規則 N編 4.11から 4.18で規定される特性荷重 

設計荷重効果（Ld）（例：応力，歪，変位及び振動）は設計荷重から得られる最悪の荷重効果の組合せであり，以下に

よる。 

𝐿𝑑 = 𝑞(𝐹𝑑1, 𝐹𝑑2, … , 𝐹𝑑𝑁) 

q：構造解析によって得られる荷重と荷重影響の関数上の関係を表す。 

設計抵抗（Rd）は以下による。 

𝑅𝑑 =
𝑅𝑘

𝛾𝑅 ⋅ 𝛾𝐶
 

Rk： 特性抵抗で，規則 N編 6章で対象とする材料を使用する場合，規格最小降伏応力，規格最小引張強度，断

面塑性抵抗及び最終座屈強度となる。ただし，これらに限らない。 

𝛾𝑅：抵抗係数で，以下による。 

𝛾𝑅 = 𝛾𝑚 ⋅ 𝛾𝑠 

𝛾𝑚：部分抵抗係数で，材料特性（材料係数）の確率分布を考慮したもの 

𝛾𝑠： 部分抵抗係数で，工作精度，解析の精度を含む強度決定のための手法等，強度に関する不確定性を考

慮したもの 

𝛾𝐶：結果階級係数で，貨物の流出及び人の負傷に関連して起こりうる崩壊に対応する。 

-2. 貨物格納設備の設計においては，発生する可能性のある崩壊を考慮すること。崩壊モードが最終限界状態，疲労限

界状態又は偶発限界状態に関連する場合の崩壊を特定するために，結果の階級を表 1に定義する。 
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表 1 結果階級 

結果階級 定義 

低 

中 

高 

少量の貨物流出を招く崩壊 

貨物流出及び人の負傷を招く崩壊 

多量の貨物流出及び人の死を招く崩壊 

 

3 要求される解析  

-1. 貨物タンク並びにその支持固定装置を含む船殻構造を一体モデルとして 3 次元有限要素解析を行うこと。想定外

の崩壊を防ぐため，あらゆる崩壊モードについて考慮すること。不規則波中での個々の船舶の加速度及び運動並びにこれ

らの力及び運動による船体及び貨物格納設備の応答を決定するための動的流体解析を行うこと。 

-2. 外圧及び圧縮応力を引き起こすその他の荷重を受ける貨物タンクの座屈強度解析は適当な基準によるものとする

こと。この解析方法は，板の非平面性，目違い，真直度，真円度及び規定の弧又は弦長での真の円形からの誤差により生

じる理論的な座屈応力と実際の座屈応力との差を適切に考慮したものとすること。 

-3. 5-1.に従って，疲労及び亀裂伝播解析を行うこと。 

4 最終限界状態（ULS）  

-1. 構造の抵抗性は試験又は弾塑性域の材料特性を考慮した全解析により導出して差し支えない。最終強度に対する

安全率は荷重及び抵抗（動的荷重，圧力荷重，自重，材料強度及び座屈強度）の確率的性質の影響を考慮した部分安全係

数により導出すること。 

-2. 解析においては，スロッシング荷重を含む不変荷重，機能荷重及び環境荷重の適切な組合せを考慮すること。最終

限界状態の評価において，表 2の 2 つ以上の荷重の組合せに関する部分荷重係数を用いること。 

 

表 2 部分荷重係数 

荷重組合せ 不変荷重 機能荷重 環境荷重 

‘a’ 

‘b’ 

1.1 

1.0 

1.1 

1.0 

0.7 

1.3 

 

荷重組合せ‘a’における，不変荷重及び機能荷重に対する荷重係数は，蒸気圧，貨物重量，設備の自重等といった通常，

十分に管理されている及び／又は規定されている貨物格納設備に適用する荷重に関連するものである。予測モデルにお

ける固有変動性及び不確定性が大きい場合，不変荷重及び機能荷重に対する荷重係数をより大きな値とすることがある。 

-3. スロッシング荷重について，推定法の信頼性により，本会はより大きな荷重係数を要求することがある。 

-4. 貨物格納設備の構造損傷が人の負傷や重大な貨物流出を引き起こす可能性が高いと考えられる場合，結果階級係

数は𝛾𝐶 = 1.2としなければならない。リスク分析によって妥当性が示され，本会が承認する場合，この値を減じて差し支

えない。リスク分析においては船体構造を漏洩から保護し，貨物による危険性を減じる完全二次防壁又は部分二次防壁等

の要素を考慮すること，ただし，これに限るものではない。一方，例えばより危険性の高い貨物又はより高圧の貨物を運

搬する船舶に対して，本会はより大きな値を要求することがある。いかなる場合も，結果階級係数は 1.0 より小さい値と

しないこと。 

-5. 使用する荷重係数及び抵抗係数は，規則 N編 4.21から 4.26において規定する貨物格納設備と同程度の安全レベル

となるようにすること。これは既知の確立された設計を基に係数を調整することにより実施すること。 

-6. 材料係数𝛾𝑚は原則として材料の機械的性質の統計的分布を反映したものとすること。また，材料係数𝛾𝑚は機械的

特性の組合せとすること。規則 N編 6章で規定する材料においては，材料係数𝛾𝑚は以下による。 

1.1： 本会が規定する機械的特性が，一般的に機械的性質の統計的分布において 2.5%以下の変位値を表す場合 

1.0： 本会が規定する機械的特性が，規定するよりも低い機械的特性を示す確率が極端に小さく無視できるよ

うな，充分に小さな変位値を表す場合 

-7. 工作精度，建造品質及び適用する解析手法の精度を考慮し，部分抵抗係数𝛾𝑠𝑖は原則として構造強度上の不確定性
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に基づいて導出すること。 

(1) -8.に規定する限界状態基準による著しい塑性変形に対する設計において，部分抵抗係数𝛾𝑠𝑖は以下によること。 

𝛾𝑠1 = 0.76 ⋅
𝐵

𝜅1
 

𝛾𝑠2 = 0.76 ⋅
𝐷

𝜅2
 

𝜅1 = 𝑀𝑖𝑛 (
𝑅𝑚

𝑅𝑒
⋅

𝐵

𝐴
; 1.0) 

𝜅2 = 𝑀𝑖𝑛 (
𝑅𝑚

𝑅𝑒
⋅

𝐷

𝐶
; 1.0) 

係数 A,B,C,及び D は規則 N編 4.22.3-1.による。Rm及び Reは規則 N編 4.18.1(3)による。 

上記の部分抵抗係数は従来型の独立型タンクタイプ Bのキャリブレーションによる結果である。 

-8. 著しい塑性変形に対する設計 

(1) 応力の許容基準は以下に規定する弾性応力解析による。 

(2) 荷重が主として貨物格納設備の一部の構造の膜応答によって伝達される場合，当該構造部分は下記の限界状態基

準を満足すること。 

𝜎𝑚 ≤ 𝑓  

𝜎𝐿 ≤ 1.5𝑓 

𝜎𝑏 ≤ 1.5𝐹 

𝜎𝐿 + 𝜎𝑏 ≤ 1.5𝐹 

𝜎𝑚 + 𝜎𝑏 ≤ 1.5𝐹 

𝜎𝑚 + 𝜎𝑏 + 𝜎𝑔 ≤ 3.0𝐹 

𝜎𝐿 + 𝜎𝑏 + 𝜎𝑔 ≤ 3.0𝐹 

𝜎𝑚: 等価一次一般膜応力 

𝜎𝐿  : 等価一次局部膜応力 

𝜎𝑏 : 等価一次曲げ応力 

𝜎𝑔  : 等価二次応力 

𝑓 =
𝑅𝑒

𝛾𝑠1 ⋅ 𝛾𝑚 ⋅ 𝛾𝐶
 

𝐹 =
𝑅𝑒

𝛾𝑠2 ⋅ 𝛾𝑚 ⋅ 𝛾𝐶
 

応力𝜎𝑚，𝜎𝐿，𝜎𝑏及び𝜎𝑔に関して，規則 N編 4.28.3の応力の分類の定義も参照すること。 

（備考） 

上記に規定する応力の足し合わせは，各応力要素（𝜎𝑥，𝜎𝑦，𝜎𝑥𝑦）を合計することで実行すること。ま

た，その後，以下の例のように計算された応力要素に基づき等価応力を算出すること。 

𝜎𝐿 + 𝜎𝑏 = √(𝜎𝐿𝑥 + 𝜎𝑏𝑥 )2 − (𝜎𝐿𝑥 + 𝜎𝑏𝑥 )(𝜎𝐿𝑦 + 𝜎𝑏𝑦 ) + (𝜎𝐿𝑦 + 𝜎𝑏𝑦)
2

+ 3(𝜎𝐿𝑥𝑦 + 𝜎𝑏𝑥𝑦 )
2
 

(3) 荷重が主として桁，防撓材及び板の曲げによって伝達される場合，当該構造部分は下記の限界状態基準を満足する

こと。 

𝜎𝑚𝑠 + 𝜎𝑏𝑝 ≤ 1.25𝐹（注 1，2） 

𝜎𝑚𝑠 + 𝜎𝑏𝑝 + 𝜎𝑏𝑠 ≤ 1.25𝐹（注 2） 

𝜎𝑚𝑠 + 𝜎𝑏𝑝 + 𝜎𝑏𝑠 + 𝜎𝑏𝑡 + 𝜎𝑔 ≤ 3.0𝐹 

注 1： 主要部材の等価断面膜応力及び等価膜応力の合計（𝜎𝑚𝑠 + 𝜎𝑏𝑝）は，通常 3 次元有限要素解析から

直接的に得られる。 

注 2： 設計コンセプト，構造の形状及び応力の計算方法を考慮し，本会は係数の値 1.25 を変更すること

がある。 

𝜎𝑚𝑠: 主要構造における等価断面膜応力 

𝜎𝑏𝑝: 主要構造の曲げによる主要構造における等価膜応力及び 2 次及び 3 次構造における応力 

𝜎𝑏𝑠: 2 次構造の曲げによる 2 次構造における断面曲げ応力及び 3 次構造における応力 

𝜎𝑏𝑡 : 3 次構造における断面曲げ応力 

𝜎𝑔 : 等価 2 次応力 
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応力𝜎𝑚𝑠，𝜎𝑏𝑝，𝜎𝑏𝑠及び𝜎𝑏𝑡は(4)に規定する。𝜎𝑔の定義は規則 N編 4.28.3を参照すること。 

（備考） 

上記に規定する応力の足し合わせは，各応力要素（𝜎𝑥，𝜎𝑦，𝜎𝑥𝑦）を合計することで実行すること。

また，その後，計算された応力要素に基づき等価応力を算出すること。 

板部材は本会が適当と認める要件に従い設計すること。膜応力が無視できない場合，板曲げに対する膜応力の影響

を適切に考慮すること。 

(4) 断面応力の分類 

直応力は対象と考える断面に垂直な応力である。 

等価断面膜応力は対象と考える断面に一様に分布し，かつ応力の平均値に等しい直応力成分である。単一のシェル

断面である場合，断面膜応力は(2)に規定する膜応力と等しい。断面曲げ応力は図 1 に示す曲げを受ける構造断面

に線形に分布する直応力の成分である。 

-9. 適用する座屈基準にて特に規定されない限り，𝛾𝐶，𝛾𝑚及び𝛾𝑠𝑖は座屈に対する設計においても同じものを使用する

こと。いかなる場合も，全体の安全レベルがこれらの係数によるものよりも小さくなることがないようにすること。 

 

図 1 断面応力の 3 つの分類の定義（応力𝜎𝑏𝑝及び𝜎𝑏𝑠は図中の断面に対して垂直） 

 

 

5 疲労限界状態（FLS）  

-1. 規則 N 編 4.18.2 に規定される疲労設計条件は貨物格納設備のコンセプトに沿って適用すること。疲労強度解析は

規則 N編 4.27及び本基準に沿って設計する貨物格納設備に要求される。 

-2. すべての荷重の分類において，FLS の荷重係数は 1.0 とすること。 

-3. 結果階級係数𝛾𝐶及び抵抗係数𝛾𝑅は 1.0 とすること。 

-4. 疲労損傷は，規則 N編 4.18.2-2.から 4.18.2-5.により求めること。 

貨物格納設備に対して算定された累積疲労被害度は表 3による値以下とすること。 

 

表 3 最大許容累積疲労被害度 

結果階級 

𝐶𝑤 
低 中 高 

1.0 0.5 0.5* 

（注）*
 

欠陥及び亀裂等の検知のし易さによって，本コードの規則 N編 4.18.2-7.から 4.18.2-9.に従ってより小さい値を用いなければならな

い。   

sbs

sbt

p

sbp : equivalent membrane stress in primary structure
sbs : section bending stress in secondary structure
sbt : section bending stress in tertiary structure

 

sbp

 

𝜎𝑏𝑝: 主要構造における等価膜応力 

𝜎𝑏𝑠: 2 次構造における断面曲げ応力 

𝜎𝑏𝑡 : 3 次構造における断面曲げ応力 
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-5. 例えば，欠陥又は亀裂の効果的検出を保障できないタンク構造及びより危険な貨物を運搬する船に対しては，本会

はより低い値を要求することがある。 

-6. き裂進展解析は規則 N 編 4.18.2-6.から 4.18.2-9.による。本解析は，本会が適当と認めた基準による方法で行うこ

と。 

6 偶発限界状態（ALS）  

-1. 規則 N編 4.18.3による偶発設計条件は貨物格納設備のコンセプトに沿って適用すること。 

-2. 緩和することにより偶発シナリオに発展しない限り，損傷及び変形が許容されることを考慮し，荷重及び抵抗係数

を最終限界状態と比較して緩和して差し支えない。 

-3. ALS の荷重係数は不変荷重，機能荷重及び環境荷重に対して 1.0 とすること。 

-4. 規則 N編 4.13.9（静的横傾斜荷重）及び 4.15（衝突荷重及び浸水による荷重）に規定する荷重は，互いに又は規則

N編 4.14に規定する環境荷重と組み合わせる必要は無い。 

-5. 抵抗係数𝛾𝑅は原則として 1.0 とすること。 

-6. 結果階級係数𝛾𝐶は原則として 4-4.に規定したものとするが，偶発シナリオの性質を考慮し，緩和して差し支えな

い。 

-7. 特性抵抗 Rkは原則として最終限界状態に対する係数とするが，偶発シナリオを考慮し，緩和して差し支えない。 

-8. 追加の関連偶発シナリオをリスク分析に基づき決定すること。 

7 試験  

本基準に従って設計された貨物格納設備は，貨物格納設備のコンセプトに応じて規則 N 編 4.20.3 の規定と同じ範囲で

試験を行うこと。 
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